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は し が き

　 この報告書 は、国立教育政策研 究所 のプ ロジェク ト研 究であ る 「教員 の質の

向上に関す る調 査研 究 」の平成 １９年度 にお ける研 究成 果 を中間報告 として と

りま とめた ものあ る。

　 現在 、国の最重 要政策課題 として 「教 育再生 」が掲 げ られ、 さま ざま な改革

が進 め られて い るが、 その 中で も、教育 の質 を確保 す るた めに 「教員 の資質 の

保持 向上 を図 る」 こ とは最 重要 の課題 の一つ とされ てお り、昨年 の国会 におい

て も、教員 の免許 更新制 の導入 な どを内容 とす る教育職員 免許法等 の改正 がな

され た ところであ る。

　 本研 究所 と して も、 中期 目標 にお いて 、平成 ２２年度 までの 目標期 間中 に重

点的 に取 り組 むべ き課題 として、 「これか らの教員政策 のあ り方 」が示 され てい

る ところで あ り、所 内の関係 す る研 究部が連携 して、平成 １９年度 か ら４年 間

のプロジ ェク トと して 、 この 「教員 の質の 向上 に関す る調 査研 究 」に取 り組 む

こ ととした。

　 本研 究 の 目的 は、諸外 国 の教員 政策 の比較 分析 も踏 まえ、大学 にお け る教員

養成 の現状 と課題 、教員 の教 育力 向上のた めの研修 や教員評価 のあ り方 な どに

つ いて調査研 究 を行 い、教員養成 制度 の改善や教員 の指導 力の 向上 、研 修制度

の改善 、教 員評価 の実施 な ど、教員 の質の向上 に関す る施策 の企画 立案 に資す

るこ とであ る。 このた め、教員養 成班 、教員研 修 ・指導力班 、教員評 価班 の三

つの班 を組 織 し、全 体で調整 を図 りつつ各班 にお け る研 究 を進 め るこ ととした。

　初 年度 に当た る今年度 は、外部 の講師 の方 か ら、教員 の質 の向上 についての

現状や課題 をお聞 き した り、先行 研究 の整理 を行 った りす るな どして、現在 の

動向や課題 を明 らかに してい くこ とをね らい とした。

　 この １年 間の研究 を踏 まえた本 報告書 では、Ⅱ 及 びⅢ で 、全 体会 あ るいは教

員研修 ・指 導力班 の研 究会 にお いて 、外部 の講師 あ るい は研 究会 メンバー によ

り報 告 され た内容 を と りま とめた。 また 、Ⅳ にお いては、先行研 究 の分析 を踏

まえた報告や 、研 究会 メンバー に よる研 究報告 を収録 した。

　今年度 の研 究を踏 まえ、来年度 以降、更 に研 究 を深 めてい きたい と考 えてお

り、本報 告書 が教員 の質 の向上 を考 えてい く際の参考 資料 として活 用 され るこ

とを願 うと ともに、 ご多忙 な 中、講演 をお 引き受 けいただいた講 師の方 々をは

じめ として、本研 究の実施 にご協力 いただいた方 々に心 よ り感謝 申 し上 げる。

平成 ２０年 ３月

研究代表者　惣脇　宏 （国立教育政策研究所次長）
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調査研究の概要

１　 研 究 の 目的

　 本調査研 究は、諸外国の教員政策の分析 を踏まえ、大学における教員養成 の現状 と課

題、教員の教育力向上のための研修や教員評価の在 り方な どについて調査研究 を行い、

教員養成制度の改善や教員 の指導力の向上、研修制度の改善な ど、教員の質の向上に

関す る施策の企画立案 に資することを目的 とする。

　 なお、本調査研究は、当研究所が平成 １８年 ４月に策定 した中期 目標 における 「中

期 目標期 間中に重点的に取 り組むべ き課題」である 「これか らの教員政策の在 り方」

を受けて実施す るものである。

２　 研 究 期 間

　 平成 １９年度か ら平成 ２２年度の ４ヵ年にわた り実施す る。

３　 研 究 の 体 制

（１） 研究代表者

　 国立教育研究所次長

　 （平成 １９年 ４月～ １９年 ７月　 山根徹夫

　平成 １９年 ７月～ 　 惣脇宏）

（２） サ ブチーム、事務局

　 教員養成、教員研修 ・指導力向上、教員評価 のそれぞれ についてサブチームを

設けるとともに、研究全体の内容及び進行の調整等 を研究企画開発部 において

行 う。

　 なお、 ２年次 目以降は、 ３班体制を基本 としつつ、特に教員研修 ・指導力向

上班 と教員評価班 など、密接に関連す る事項があることか ら、そ うした部分 に

ついては連携 して取 り組むな ど機動的に対応 してい くこととす る。

　 （本プロジェク ト研究メンバーの一覧表は、次々頁参照）

４　 １年次 目 （平 成 １９年 度 ） に お け る調 査 研 究 の経 過

　 1年 次 目 （平成 １９年度）においては、下記に示す よ うに、外部の専門家を講師 とし

て研究会 を開催 し、教員の質の向上に関わ る現状や課題の把握 を行 うとともに、先行研

究の整理、資料の収集等を行った。

　 また、初年度段階での研究成果をま とめ、論文執筆等を行った。
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（１）全体研究会の開催

　 第1回 全体研究会　平成 １９年 ７月２７日 （金）

　 講演　 「教師の授業力量の形成と成長」

　 日本女子大学　吉崎静夫氏

　 「教員の指導力の向上と研修の在 り方」

　 東京都中央区泰明小学校校長　向山行雄氏

第2回 全体研究会　平成 １９年 ８月１０日 （金） １４ ：００－ １６ ：００

講演　 「教員の需要予測 について」

　 桜美林大学教授　潮木守一氏

　 「わが国の教員養成 ・免許制度の課題 について」

　 仙台 白百合女子大学教授　牛渡淳氏

第3回 全体研究会　平成 １９年 ８月 １０日 （金） １７ ：００－ １９ ：００

　 講演　 「岡山県における教員評価－ 『教員の質』の向上か らみる現状 と課題－」

　 岡山 大学教授　北神正行氏

　 「東京都 における教員評価 について」

　東京都杉並区教育長　井 出隆安氏

第4回 全体研究会　平成 ２０年 ３月 ６日 （木）

　 特別講演　 「英国の教師教育における近年の発展」

　 ロン ドン大学客員教授 　ロイ ・ロー氏

（２）教員研修 ・指導力班勉強会の開催

　 教員研修 ・指導力班においては、教員研修や教員指導力の向上などについて、行政

担当者や学校現場の責任者、有識者などの専門家を講師として招き、 ４回の勉強会

を開催した。

（３）先行研究の整理、資料の収集

　 教員研修や教員評価の先行研究を整理するとともに、教員の質の向上に関わる調査

統計資料など、関連資料を収集した。

5　 次年度 （２年次目）における研究予定

　 次年度 （2年次目）は、今年度 （1年次目）に実施 した有識者からのヒアリング、先

行研究の整理分析等を踏まえ、高度な教員養成を目指す大学を中心とした資料収集や聞

き取 り調査、教育センター等における教員研修の現状 と課題の把握や今後の研修の改善

の方向性についての検討、教員評価システムの運用実態の聞き取 り調査等を行 う予定で

ある。

（事務局　頼本維樹）
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「教員の質の向上に関する調査研究」委員研究組織

●所内委員

●所外委員
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Ⅱ．全体研究会報告

※ ここでは、全 体研 究会 として、教員研修 ・指導力 向上 、教員養成 、教員評価

の観 点か ら三回 に亘 り開催 した、外部講師に よる講 演の記録 とその資料 とと

もに、特別講演会 として実施 したイ ギ リスの ロイ ・ロー教授 による講演の講

演原稿及びそ の仮訳 を収録 した。

－7－



第1章 　 教 員研 修 ・指 導 力 関 係

（第1回 研究会　平成19年7月27日 開催）
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1－1　 教 師 の 授 業 力 量 の 形 成 と 成 長

日 本 女 子 大 学 教 授 　 吉 崎 静 夫 氏

【司 会 】　 皆 さま こん に ち は。ただ 今 か ら、「教員 の質 の向 上 に 関す る調 査 研 究 」第1回 全

体 研 究 会 を始 めた い と思 い ます 。

　本 日は まず 、 日本 女 子 大 学 の吉崎 先 生 か ら、「教 師 の授 業 力 量 の形 成 と成長 」とい うこ と

で お 話 しい ただ けれ ば と思 い ます 。

　 吉 崎 先生 は、 大学 の シ ラバ ス に よ ります と、教 育 方法 学 や 教 育 工学 につ い て の研 究 を さ

れ て お られ 、例 えば 、『デ ザ イナ ー と して の教 師 ・ア クタ ー と して の 教師 』とい う著 書や 『成

長 す る教 師 』 とい う共 著 な ど、授 業 論 とか教 師 論 につ い て の御 著 書 を多 数 お 書 き い た だ い

てい ま す。

　 そ れ で は、40分 か50分 ぐ らいお 話 しい た だ き ま して 、 あ と質疑 とい うこ とで 、 よ ろ し

くお願 い します。

【吉 崎 】　 ど うも、お 招 きい た だ きま して あ りが と うご ざい ます 。 日本 女 子 大学 の吉 崎 と

言 い ます 。 大 学院 時 代 まで は 、社 会 心理 学 、教 育 心理 学 をや って お りま して 、 九州 大 学 の

三 隅 二不 二先 生 の下 で 、 教 師 の リー ダ ー シ ップ とか校 長 の リー ダ ー シ ップ の研 究 をや りま

した。 幸 い、す ぐ大 阪 大 学 の教 育 技術 学講 座 の ほ うで助 手 に採 用 してい た だ き ま して 、 そ

の 時 、教 授 が水 越 敏 行 先 生 、助 教授 が梶 田叡 一 先 生 で した 。 私 は助 手 で い ま して、 そ れ か

ら約29年 、授 業研 究 と教 師研 究 をや っ て き ま した。 主 に学会 と しては 、教 育工 学 会 な ど

を 中 心 に研 究 を して きて お ります。

　 早速 、 簡 単 に説 明 させ て い ただ きます 。 パ ワー ポ イ ン トの ほ うで主 に行 き ます ので 、 こ

ち らの資 料 は補 足 資 料 とい うこ とで 見 てい た だ きたい と思 い ます 。

１． 教 師 の 授 業 力量 と は 何 か

　 授 業 力 量 を ど う考 え る か とい うこ とは、 い ろい ろ な点 が あ り、立 場 が違 え ば また 違 うと

思 い ます が 、私 は 、授 業 に関 して とい うこ とを言 われ て お ります ので 、 学級 経 営 とか 生徒

指 導 の こ とは、 この 問題 とは 関連 す る程 度 で と らえて い ます 。

　授 業 につ い て の力 量 と して は、1つ 目は 「信 念 」を ど うと らえ るか とい う点 が あ ります 。

いわ ゆ る 「観 」 です ね 。授 業観 、 子 ども観 、教 材観 、指 導 観 な どで す。

　 ２つ 目は 「授 業 につ い て の知 識 」、特 に実 践 的 な知識 です ね 。実 践 知 と言 われる も の です 。

　 ３つ 目は 「授 業 につ い て の技 術 」 で す。 まず 、設 計 につ いて の 技術 。 これ まで は設 計 と

言 って ま した が 、私 は現在 、 「授 業 デ ザ イ ン」 とい う言 葉 に置 き換 え て いま す。 それ か ら、

授 業 実施 の技術 、授 業評 価 の技 術 と、 い ろ ん な技術 が あ る と思 い ます 。

　 と ころで 、 「授 業 につ い て の知識 （教 授 知 識 ）」 です が 、 ア メ リカ で は、 これ を 中核 に教

師 の専 門性 の プ ロ トタイ プが 作 られ ま した 。 特 に 、 ち ょ うど私 も35歳 の時 にア メ リカ に

１年 間い ま した か ら、約20年 近 く前 に な ります が 、その 時 向 こ うの リー ダー で あ った の が 、

ス タ ン フォー ド大 学 に いた リー ・シ ュー ル マ ン （Shulman, L. S．）とい う教 育学者 で 、彼 が 、

-11-



カ ー ネ ギ ー 財 団 の お 金 を 取 っ て や っ て い ま した 。 ア メ リカ で は教 材 内 容 の と こ ろ を

content 　knowledgeと 言 い 、教 授 方 法 の と ころ をpedagogical knowledgeと 言 い ます が 、

教 材 内容 と教 授 方 法 の知 識 の絡 む と ころ、 このpedagogical content knowledgeを 「教 師

の 専 門性 」 の 中核 に考 え てい ます。 つ ま り、 あ る概 念 を教 え る とき、 ど うい う方法 で教 え

られ るか 、 ど うい うモデ ル を出 せ るか とか 、 とい う知 識 です 。 例 えば 、電 圧 を ど うや って

説 明す る とか、 光合 成 を ど うや っ て分 か らせ る か、 な どです 。 ま た 、 日本 の明治 維 新 はイ

ギ リスの ど うい う革命 に類 似 した ものな の か とか、 そ うい う、子 ど もに とって イ メー ジの

わ きや す い もの を ど うや って 説 明 で き るか とい うこ とで す。 算 数 で言 え ば 、例 えば 、 ４分

の ２ と ２分 の １とい うもの を説 明す る とき、 円 でや る こ と もあ る し、数 直線 もあ る と思 い

ます し、 具体 物 もあ る と思 うの です が 、 そ うい う分 数 の概 念 表 示 を ど う持 って い るか とい

う こ とが 、彼 らの言 うpedagogical content knowledgeの 部 分 で あ り、 この 部分 が教 師 の

専 門性 の 中核 にな る とい う考 えです 。

　 私 は、授 業 につ い て の知 識 を、 「教 材 内容 」 と 「教 授 方法 」 と 「生徒 」 に分 けて い ます 。

この 「生徒 」 とい うの は、「子 ど も」 と置 き換 え てい た だ い て もい い の です が 、例 え ば、「教

材 内容 」 と 「生 徒 」 で あれ ば、 そ の教材 で教 え る と、 子 どもが ど うい うつ まず き をす る と

か 、 ど うい う考 え方 をす る とか 、 どんな解 き方 をす る とか 、 ど うい うとこ ろ に興 味 を持 つ

とか、 そ うい うこ とが あ る と思 い ます 。

　 こ うい うふ うに 、 これ らの ３つ の知識 が重 な る部 分 が非 常 に重 要 だ と考 えま した。 基 本

的 に は、 「教 材 内容 」 との か か わ り合 い の 中 で、 「方 法 」 と 「子 ど も」 につ い て の知 識 が あ

る んだ とい う考 え方 です 。

２ ． 授 業 研 究 と教 師 教 育 （教 師 の力量 形 成 ） と の つ な が り

　 で は、 どの よ うに これ らの 知識 を捉 えた らい い か とい うこ とな ん です が、 私 の ス タ ンス

は 、授 業研 究 の方 法 （技 法 ） が 、教 師 の 力量 形 成 、 つ ま り教 師 教 育 につ なが る とい う発 想

です 。授 業研 究 の方 法 を開 発 す る こ とに よっ て 、実 証 的 に い ろい ろな研 究結 果 を得 る こ と

がで きます が、 同 時 にそ の 方 法 そ の もの が教 師 教 育 、 つ ま り教 師 の力 量 形 成 の方 法 に使 え

る とい う考 えで や っ て きて い ま す。 つ ま り、授 業 研 究 と教 師 教 育 が つ な が る とい う考 え方

です 。

　 例 えば 、子 どもの 内面 を把握 す る場 合 です が 、授 業 、 特 に一 斉授 業 の 中 で複数 の子 ども

を対象 にす る場合 に は、 授 業 を止 めて 子 ど もに 内面 を聞 く とい うこ とは なか な か で き ませ

ん。 当然 なが ら、ノー トに 書 い て も ら うとか、何 か 方法 は あ る とは思 うん です が、30人 が

ダイ ナ ミ ック に何 を考 えて い た か っ て、意 外 とよ く分 か らない の です 。 教 師 は子 ど もの表

情 とか机 間巡 視 とか い った 方 法 を使 い ます が 、 ダイ ナ ミック に動 い て い る内面 （思考 や 感

情 ） の こ とは、意 外 と分 か っ て い る よ うで分 か って な い。 ど うい うこ とに興 味 を持 ち、 ど

うい う考 え方 を してい るの か 、 ど うい うもの に影 響 を受 け てい るの か 、 とい うの は教 師 に

も授 業研 究 者 に も意 外 と分 か りに くい もの な ので す 。

　 そ うい うこ ともあ りま した の で 、 これ は前 に勤 めて い ま した鳴 門教 育大 学 の とき に、 現

職 教 師 とだい ぶ 丹念 に授 業研 究 をや りま した。 子 どもが ど うい う分 か り方 をす るのか 、 ど

うい うとこ ろ につ まず くの か 、 ど うい うこ とに興 味 を持 つ のか 、 それ らを、 ビデ オ を使 っ
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て研 究 しま した。 教 師 が本 当 に知 りた い場 面 、 通 常 は １場 面 で い い と思 い ます けれ ど、 こ

の場 合研 究 です か ら ３場 面 ぐらい使 い ま した が 、 そ の教 師 が 一番 ポイ ン トと思 う とこ ろの

場 面 を、授 業 が 終 わ っ た直 後 に子 ど もに見せ て 、今 の状 況 じゃ な くそ の 時 に ど う思 った の

か 、 とい うこ とを回答 して も ら う。 これ は 「結 果 を試 験 成績 に は使 わ な い よ」 とい うこ と

につ い て 、 は っ き りと子 ども と約 束 した 上 で の こ とで す が。

　 つ ま り、何 を考 えて い た の か 、そ して 、 どん な こ とを思 っ てい た の か 、認 知 面 と情意 面

を聞 く よ うに してや りま した。 この 方 法 を 「再 生 刺激 法 」 と呼 ん で い ます 。

　 そ の結 果 、い ろ ん な こ とが分 か りま した。本 当は で き る子 が予想 外 に 間違 って い た とか 。

例 えば 、天秤 の学 習 にお い て 、支 点 か らの距 離 とい うの は棒 の真 ん 中か らの距 離 な ん です

が 、「て こ」の学 習 なん か をや った た め に 、棒 の端 か らの 距離 を考 えた りします と、で き る

子 が一 遍 に混乱 して い るん です ね。 普 段 は で きま す か ら、そ うい うこ とに は教 師 は ほ とん

ど気 づ きませ ん。 で も、 そ の子 は ず うっ とそ こで つ まず い てい るた め に、 そ の 単元 は不 振

にな るん です ね 。 教 師 は 、普 段 は で き る子 で す か ら全 然 そ うい う こ とを感 じて い ませ ん。

　 とい った よ うに、 い ろん な こ とが分 か りま した。 ま た例 えば 、 あ る教 師 は 、 国語 で 「ご

ん ぎつ ね 」な ど、い ろ ん な物 語 教材 をや らせ た と ころ、どん な こ とが 分 か っ た か とい うと、

ク ラス の 中 の一番 影 響 力 の あ る子 に他 の子 ど もが 引 きず られ る とい うこ とが分 か りま した。

も し、 そ の子 が 一遍 に考 え を変 え る と、 どっ と波 を打 った よ うに、 他 の 子 が考 え を変 え て

い きます 。 そ して 、変 わ りきれ ない 子 が 、 も う本 当 に戸 惑 う とい う状 況 に な ります 。

　 そ うい うこ とが 、す ご くダイ ナ ミ ックに 、 実際 の授 業 の 中 で は動 い て い る のだ とい うこ

とが 分 か りま した。 これ も、研 究 して み な い と分 か らな い。 普 通 の授 業 にお い て は 、発 言

す る子 しか分 か らない わ け です 。 あ とは 、教 師 は類 推 して い る と思 い ます が、 類推 す る力

には違 いが あ ります。 た だ し、 実 際 の授 業 の 中で は 、約30人 の子 ど も一 人 一人 が どん な

こ とを考 えて い るか は 、 どの教 師 に も分 か りませ ん。

　 と ころで 、私 た ちは 、 ６年 目の 小 学校 教 師 の理科 授 業 を10時 間追 い ま した。 そ の教 師

は 、 あ る県 の 国立 大 学教 育 学 部 の 中高 の理 科 の特 別 コー ス を出 て 、本 来 は 中高 の先 生 にな

る予 定 が 、小 学 校 の理 科 専 科 に な っ て い た の です。 です か ら、教 材 に は もの す ご い 自信 を

持 って い ま した。そ こで 、この授 業研 究 に参加 して くれ る とい うこ とで 、や っ たわ けです 。

そ うして 、各 授 業場 面 で、 どの ぐ らい の子 が 分 か っ て い るの か、 何 割 ぐ らい の子 が 分 か っ

て い るの か とい うこ とを、 この 教 師 に 聞い た ん です 。 この教 師 は、 控 え めに ８割 と言 うん

です。10時 間分 の授 業 で40場 面 ほ どあ るの です が 、 ほ とん どの場 面 で ８割 か ら ９割 の子

どもが分 か って い る と答 えま した。 しか し実 際 は ５割 か ６割 で、 ほ とん どの授 業 場 面 で教

師 の過 大評 価 だ っ た ので す 。 この食 い 違 い が わ か っ てか ら、 この 教 師 は子 どもの こ とを本

当 に理解 しよ うと、考 え を変 え ま した。 今 で は 、 そ の県 の最 初 の 「授 業 の鉄 人 」 に指 定 さ

れ た よ うに、彼 の理 科 の授 業 は非 常 に有名 です 。

　 そ うい うふ うに、 一 度や っ てみ る と、教 師 に とって は本 当 に驚 く こ とが あ る とい うこ と

で す。 学校 で は授 業 時 間 の 関係 も あ るの で 、 １場 面 で も、 ２場 面 で もいい よ とい うこ とに

して 、研 究授 業 な どで使 っ てい た だ い て い ます 。 わ れ われ に とっ て は 、子 どもの 内面 が 授

業 の 中で どの よ うに動 い て い るか とい う、外 か ら分 か らない もの を捉 え る方 法 を開発 して 、

実際 にデ ー タ を取 っ て 、研 究 成果 を学会 誌 な どに発 表 して きた の です が 、 同 時 に 、 これ は
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教 師 教 育 に も使 え る とい うこ とで す。 私 は、 これ が重 要 じゃ ない か と思 っ てい るの です 。

授 業 研 究 と教 師研 究 （教 師 の力 量 形成 ） を リン ク させ る とい う、 こ うい うもの を どん どん

つ くって い く、 開発 して い く とい うこ とが望 まれ て い るん だ ろ うと思 い ます 。 われ わ れ授

業研 究 者 は 、 それ を現 場 に提 供 す る。

　 次 に 、私 は 、モデ ル とか デ ー タ とか を出 して、「教 師 の意 思決 定 」に関 す る研 究 をや っ て

きま した。 そ の結 果 、計 画 と実態 がず れ る授 業 場 面 が ポイ ン トにな る とい うこ とが分 か り

ま した。 授 業 計 画 とい うの は、授 業 の前 に教 師 が予 想 して いた 、 この子 どもた ち は こ うい

う考 え方 をす るん じゃ な い か とか 、こ うい う分 か り方 をす るん じゃな い か とい うこ とです 。

で も実 際授 業 をや っ て み る と全 く違 う意 見 が 出 て きた りす る。そ れ らの ズ レ とい うものが 、

教 師 の力 量 に とって 、 非 常 に重 要 なポ イ ン トに な る とい うこ とが分 か っ て き ま した。

　 そ の ときに 、大 まか に ４つ ぐ らい の タイ プが い る とい うこ とが分 か りま した。１つ 目は、

ズ レに全 く気 づ かな い 教 師 （Ａ教 師 ） です 。 外 か ら見 てい る と、 は らは らす るけれ ど全 然

ズ レに気 づ か な い。 当然 、 これ は若 い 教 師 とか実 習 生 は そ うだ と思 い ます 。 ほ とん どが 自

分 の作 った 計 画案 に依 存 して い る と思 い ます ので。

　 ２つ 目は、 ズ レに は気 づ い て い る んだ けれ ど、 ど う対 応 して い い か分 か らな い教 師 （Ｂ

教 師 ）です 。つ ま り、計 画 した行 動 以外 に手 だ て が ない とい うタイ プ です 。 この 「手 だ て 」

の こ とを戦 後 の 日本 が生 んだ 最 大 の教 育 実 践家 と言 われ てい る斎藤 喜 博 は、「引 き出 し」と

言 って お り、引 き出 しは子 に応 じて 出 して く るもの で あ る と言 って い ます 。わ れ われ は 「手

だ て」、ま た は 「対 応 策 」 と言 っ てい ます 。 これ は 、多 くの場 合 は実 践 知 に基 づ くもの です

が 、実 践 知 とい う場合 、必 ず しも明示 化 され ない の で暗 黙 に な って い る可能 性 が あ る。 そ

の場 にな っ て 出て く る もの です 。 しか し、普 段 どち らか とい うと、 な か な か 自分 の コ トバ

で は表 現 され に くい た め、捉 え るこ とが非 常 に難 しい と言 えます

　 ３つ 目の教 師 は、 対応 で き る力 量 が あ り、 ズ レに も気 づ い て い るん だ けれ ど も、 これ を

計 画変 更 してや って い い か ど うか の 決 断 が で き ない タイ プ （Ｃ教 師 ） で す 。 だ か ら、そ の

まま行 く。授 業 の い ろん な こ とを考 え る と決 断 す るの は怖 い とい うか で きな い。

　 も う １つ の タイ プ は、そ の場 に応 じて計 画 変 更 しな が らや っ て い く とい う教 師 （Ｄ教 師）

で す。

　 こ うい うこ とを考 え ます と、 Ａ教 師 とい うの は、授 業場 面 での 子 ど もにつ い て の認 知 が

的確 に は で きな い。 つ ま り、授 業 の 中で 子 ど もを読 む とい う こ とが で き てい ない。 Ｂ教 師

は、 対応 策 （手 だ て） が貧 弱 で あ る。 Ｃ とＤ の教 師 は、 意 思決 定 の 問題 を もって い る とい

うふ うに思 わ れ る。

　 とい うこ とは 、授 業 の場 面 で は 、子 どもを ど う読 む か とい うこ とと、 そ こで ど う対 応 す

るか とい うこ と、 そ の 際 の意 思決 定 とい うもの が重 な って あ る。 そ して 、 これ らが授 業 実

践 で は非 常 に重 要 な もの で あ る とい うこ とが 、 われ わ れ の研 究 で 分 か っ た こ とです 。

　 そ の とき 、 ど うい う授 業 研 究 の方 法 を使 っ た か とい うと、授 業 にお け る教 師 の意 思決 定

を調 べ るた め の 「Ｖ Ｔ Ｒ中断 法 」 とい うの を８０ 年 代 の 最初 に開 発 しま した。 これ を学 会

誌 に 出 しま した。 私 に とっ て は、教 育 工 学 会 で真 に認 め られ た最 初 の論 文 とな りま した。

　 あ る算数 授 業 の 非 常 に ポイ ン トとな った 場 面 、つ ま り、 計画 （予想 して い た子 どもの反

応 ） と実 態 （実 際 の 子 どもの反 応 ） との 間 にズ レがみ られ た 場 面 なん で す が 、 そ こで ビデ
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オ をい った ん停 止 して 、「この場 合 で 、も しあな た が授 業者 な ら ど う します か」 と、全 国 の

小 学校 教 師200人 ぐ らい に 聞い て み た んで す。 そ うした ら、教 師 がそ の 教材 を何 回 教 えた

こ とが あ るか 、 どの ぐ らい の教職 経 験 を持 って い るか に よ って、 見事 に反応 に違 い が 出 て

き ま した 。結 局 、同 じ授 業場 面 の意 思決 定 にお い て も 、教 師 の持 っ てい る もの （教 職 経 験 、

教材 観 な ど） が、 そ こに反 映 され るの だ とい うこ とが分 か りま した。

　 こ の 「Ｖ ＴＲ 中断 法 」 は 、校 内研 修 な どで使 って も らって い ます 。 例 えば 、授 業 を Ｖ Ｔ

Ｒ で撮 って お いて 、 そ の教 師 が一 番 知 りたい 授 業 場 面 を １つ か ２つ挙 げて くだ さい と言 い

ます 。 例 えば 、導 入 の とこ ろで非 常 に 困 っ た とか 、 山場 の とこ ろで ど うした ら よい か悩 ん

だ とか 、最 後 の ま とめで 本 当 にみ ん な が分 か った か ど うか 確認 した い な どで す。 それ じゃ

あ、今 日は １つ な い し ２つ の授 業 場 面 を取 り上 げま しょ うとい うこ とにな ります 。そ こで 、

前 ま で の部 分 に つ い て は急 い で視 聴 して 、 そ の場 面 の ２分 ぐ らい 前 か らゆ っ く り視 聴 し、

そ の場 面 で止 め て 、そ の 後 、「ど うい う手 だ て が考 え られ るか 」 とい うこ とを校 内 の教 師 み

ん な で議 論 します 。 こ の ときに大 事 な こ とは 、「正解 は あ りませ ん 、た だ 、なぜ 、そ うい う

手 だ て を取 ろ うとす る のか 、 で き た らそ の根 拠 を言 って くだ さい 」 とい うこ とを確 認 しま

す 。

　 そ うします と、 実際 の授 業 を見 てい る時 に は気 がつ か な か っ た けれ ど、今 、 考 え て み た

ら代 替案 （手 立 て） が思 い つ い た とい うよ うな こ ともあ るわ けで す。 当然 な が ら、 そ の と

きに は 時 間的 に余 裕 が あ ります か ら、 い ろん な意 見が 出 て き ます。 そ うしま す と、授 業 者

に とっ て も、 「あー 」、 こん なや り方 も本 当は あ るん だ な と気 づ くわ け で 、 これ が 非 常 に重

要 で す。 つ ま り、 ま さに これ も実践 知 なん です ね。 この授 業 場 面 で 、 この教 材 で 、 この子

どもた ち に、 ど うい う手 だて が 取 り得 るの か 、 じゃ あなぜ それ を取 るの か とい う意 思決 定

を考 え る こ とが 、教 師 の実 践 知 を豊 か な もの に させ るわ け です 。

　 これ をや ります と、若 い 教 師 な んか は非 常 に勉 強 にな ります 。 これ は 、意 思 決 定 の研 究

方 法 としてや って き た ものが 、 実際 に は、 現場 の教 師 教 育 と言 い ます か 、教 師 の 力 量形 成

に も使 え る とい うこ との ２つ 目の例 で す。

　 ち ょ っ と 映 り は 悪 い の で す が 、 こ れ が ア メ リ カ で 有 名 に な っ た ピ ー タ ー ソ ン

（Peterson, P．）た ち の意 思決 定 モ デル です 。 これ は 、 キ ュー （子 どもの反 応 か ら教 師 が得 る

手 が か り） が教 師 の 思 っ てい た 予想 の範 囲 を越 え る ズ レな の か、 許 容 で き る範 囲 の ズ レな

の か 、 さ らに代 替策 が利 用 で き るか ど うか に よっ て、 教 師 が計 画 とは異 な る行 動 を 取 る か

取 らな い か とい うモデ ル です。 これ が 、 あ る面 で代 表 的 なモ デ ル と言 われ る もの です 。

　 私 も １年 間（1986年 ～1987年 ）ア メ リカ に研 究留 学 して い ま した。 そ の時 にＵ Ｃ ＬＡ に

い た の で す が 、 教 師 の 認 知 研 究 の 第 一 人 者 と 言 わ れ る シ ェ ー ベ ル ソ ン 教 授

（Shavelson, R. J．）の と ころ に い て 、彼 とい ろ い ろ議 論 しな が ら、私 が作 っ た 「教 師 の意 思

決 定 モ デル 」 が 次 の もので す。

　 ズ レの認 知 とい っ て も、 ど うい うもの が教 師 を支 えて い る のか。 子 ども を見 る とき のモ

ニ タ リン グ ・ス キ ーマ とい うもの が あ るん じゃ ない か と。 そ の際 、 ど うい う教授 知 識 が 関

係 して い る のか とか 、そ れ をモデ ル 化 した もの です。 つ ま り、 この モデ ル は 、 ピー ター ソ

ン らの モデ ル を詳 し く させ て 、特 にマ ネ ジ メ ン トと授 業 の 内容 とを分 けて や っ た もので す 。

これ が 、私 に とっ て は、教 育 工学 会 の 第 ２回論 文 賞 を取 っ た もの で あ りま して 、あ る 面で 、
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教 育 工 学会 で も、 このモ デル が教 師 の認 知 研 究 の参 考 にな りま した。

3． 教 師 の 力量 形 成 過 程 と 発 達 課 題

　 で は 、教 師 の授 業 力 量形 成 につ い て は どん なモ デ ル が あ る の だ ろ うか とい うこ とです が、

これ はバ リナ ー （Berliner, D. C.）らの ア リゾナ 大 学 グル ー プ の モデ ル が非 常 に有名 です 。 ず

っ とア メ リカ の 「教 師 の力 量 形 成研 究」 を リー ドして きま した。 彼 らが 言 うの は ５段 階モ

デル です。 初 任 者 を前 期 ・後 期 、 中堅 者 を前 期 ・後 期 、 そ して 熟 達者 に分 けて い き ます 。

　 た だ、 これ を見 て い た だ く と分 か るよ うに 、授 業 の 実 践段 階 にお い て 、教 授 行 動 が どれ

だ け 自動化 し、ス ム ー ズ に展 開 され るか 、 あ るい は教 師 が子 どもの様 子 が ど う読 め る か、

とい った レベ ル だ けで あ りま して 、授 業 デ ザイ ン とか授 業 評 価 は入 っ てい ませ ん。

　 さ らに 、 このモ デル に対 す る疑 問 は、 教 師 が結 構 早 い 時期 に 「一 人 前」 に な る と言 っ て

い る こ とです 。 例 え ば 、 ５年 目の教 師 で も第 ４段 階 に な ります よ と言 っ てい るん です 。 日

本 で は誰 もそ ん な こ と考 え ませ ん。 日本 の 文化 と違 う可能 性 が あ る。 日本 は、 普 通若 い 教

師 に どん な力 量 が あ った って 、10年 はや るだ ろ うと言 い ます 。 日本 で は 、年数 だ けで は な

い けれ ども、成 長 のモ デ ル を ど うい うふ うに考 えて い るの だ ろ うか 、 とい うこ とが あ りま

す 。

　 バ リナー のモ デル の場 合 には 、「教 室 事象 の把 握 が 無意 識 的 にで き る よ うにな るか」とか 、

「教 室行 動 が流 暢 で柔 軟 で 自動 的 な もの に な るか 」 とか に ポイ ン トが あ ります。 これ は、

例 えばパ イ ロ ッ トとの、 ほか の職 業 の エ キ スパ ー ト ・ノー ビス研 究 か ら来 て い る と思 うん

で す。 それ か ら、「教 室 事 象 の 予想 が 正確 にで き る よ うにな るか」 と、こ うい っ た基 準 で

考 え られ てお りま して、 先 ほ ど言 った よ うに授 業 デ ザイ ンの側 面 が ほ とん ど考慮 され て い

ない とい うこ とが あ りま す。

　 ま た 、 こ のモデ ル は、 確 か に 向 こ うで は影 響 力 の あ るモ デ ル な ん です が 、 い くつ か の教

職 経 験 の異 な る者 を使 い な が ら作 って い った モ デル で あ りま して 、 わが 国 の もの を考 え る

ときに 、 これ は ど うか と議 論 の余 地 が あ る と思 い ます 。 参 考 に は して もい い けれ ど、議 論

の余 地 は十 分 に あ り得 る と私 は思 ってお ります。

　 東 大 の秋 田喜 代 美氏 は 、この よ うに言 って い ます 。「この よ うな形 で段 階化 す る こ とが適

切 か ど うか 、 それ ぞ れ に疑 問 は あ る けれ ども、 経 験 を積 む こ とに よって 、 どん な変 化 が 見

える か とい うこ とにお い て は参 考 にな るだ ろ う」 と。 彼 女 も言 っ てい る よ うに、 私 もそ う

思 うんで す が 、教 職経 験 何 年 と教職 経 験 の長 さだ け で言 うの も、 ち ょっ と疑 問 は あ る と思

い ます 。 しか し、 力 量 と して の教 師 の質 の 問題 を ど う捉 え るか、 これ が 実際 は非 常 に難 し

い。

　 私 も、 後 ろ の参 考文 献 に挙 げて お ります よ うに 、 ２度 、科 研 費 で 代表 をや って 、初 任 者

と中堅 の力 量 形 成 の研 究 をや りま した。 この 時 も結 局 、 それ で も質 を切 る わ け にい か ない

です が 、 ター ゲ ッ トを ど こか に置 い てお きた い とい うこ とで 、一応 の基 準 （教 職年 数 ） を

置 い た ん です 。 これ は、 批 判 され て 当然 の こ とだ と私 は思 って お ります 。

　 で す か ら、 この 問題 を ど うい うふ うに考 え るの か、 とい うの は難 しい けれ ども、 この辺

の ところ を考 えな い と、免 許 更 新 とい っ た って 、何 をや るのか とい うこ とに な ります 。10

年 、20年 た った とき に、一 応 の教 師 モデ ル が な けれ ば、免 許 更新 カ リキ ュ ラム が で きな い
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ので は な い か と思 い ます 。

　 私 は 、 ３年 目ぐ らい も初 任 期 と考 えて い ます 。 つ ま り、 ３年 研 の とこ ろで 一応 の 最初 が

終 わ る とい うこ とです 。 ３年 研 をや っ てい る と ころ と、 や らな い とこ ろ とあ ります が 、私

が 昨 日講 義 行 っ て きた 東 京 都 の 江東 区で は 、 ２年 、 ３年研 とや って い ます 。 今 、 東京 都 は

若 い先 生 が た く さん入 りま した の で 、都 も初 期 の １年 、 ２年 、 ３年 とい うと ころ に非 常 に

力 を入 れ て い ます 。

　 そ の ぐ らい ま で を １つ の べー ス に考 えて い ます 。 とい うこ とは初 期 の ３年 間 の最 初 の学

校 で の勤 務 校 の体 験 が 、教 師 に とっ て は決 定的 に重 要 だ とい うこ とにな ります 。４年 目は 、

私 は移 行 期 と して考 えて 、 あ い まい に して い ます。 ５年 か ら15年 ぐ らい を 中堅 と思 い、

５年 次 が １つ の 中堅 に行 く区切 りで あ る と考 えて い ます 。

　 千葉 大 学 の天 笠 氏 は、 ５年 次 を １つ の初任 期 の終 わ り と考 え てい る よ うです が 、 私 は 中

堅期 の始 ま りで あ る と捉 えて い ます 。

　 10年 次研 が 、 ち ょ うど中間 段 階 と考 えて い ます 。 熟 練 教 師 が教 職20年 以 上 だ った らい

い の か とい うこ とで は、 マ ンネ リ化 して い る教 師 もい ます の で 、 これ は も う相 当に疑 問が

あ ります 。 た だ 、私 は経 験 を積 む とい うこ とが教 師 の 力 量 を高 めて い く とい う前 提 に 立 っ

て い ます の で 、一 応 これ で 実 証研 究 をや りま した。 で す か ら、 中堅 教 師 の研 究 は 、 ５年 目

と10年 目の教 師 を主 な 対 象 に して、授 業研 究 や 調 査研 究 をい ろい ろや りま した。 初 任 教

師 は １年 目の教 師 を対 象 に してや りま した。
　
ど うい う方法 で初 任 教 師 と中堅 教 師 の授 業 力 量 を調 べ た か とい うこ とです が 、 ３つ の方

法 でや りま した。 １つ は 面 接 法。 何 度 も行 き ま した。 大体 ２カ 月 に １回 ぐ らい ず つ 、何 人

か の教 師 の 追跡 をず っ と しま して、 子 ど も観 が ど う変 わ っ て い くの か 、子 ど もに対 す る見

方 ・考 え方 、授 業 設 計 が ど う変 わ って い くの か、 授 業 実施 が ど う変 わ るの か、授 業評 価 や

学級 経 営 が ど う変 わ って い くの か とい うこ とを、 イ ンタ ビュー して い き ま した。

　 それ か ら、質 問 紙 調 査 、 これ だ と多 くの教 師 のデ ー タ を取 れ ます の で 、各 地 で質 問紙 で

調 査 しま した。 同 じよ うに 、子 ども観 、授 業 観 、授 業設 計 、授 業 実施 、教 えや す い教 科 、

教 え に くい教 科 等 です 。

　 それ か ら授 業分 析 で す 。 これ は対 象 とす る教 師 の数 が 限 られ て きます が、 何 人 か の教 師

の授 業 を ビデ オ に撮 って 、授 業 の様 子 を分析 す る と ともに 、教 師 に リフ レク シ ョン してい

た だい て 、 ど うい うふ うに授 業 の 中で 考 え てい た の か とい うこ とを調 べ ま した。 この ３つ

の方 法 で 、初 任 教 師 と中堅教 師 につ い て研 究 しま した。

　 私 に与 え られ た 時 間 の 関係 も あ ります の で、 初任 者 のデ ー タだ け紹 介 してお きた い と思

い ます 。 まず 分 か った こ とは 、理 想 的子 ど も観 と現 実 的子 ども観 の ジ レンマ に悩 む のが 、

１年 目の特 に １学 期 だ とい うこ とです。 私 は 、 この １学期 を 「サ バ イ バル 期 」 と言 っ てい

るの です が 、 ここ を乗 り越 え られ るか ど うか が 非 常 に重 要 で す。

　 とこ ろで 、教 員養 成 段 階 の教 育実 習 は、大 学 ３年 生 の ６月 な い し10月 が多 い の です が、

そ の時 期 に教 育 現 場 に 入 れ て い ただ い て い ます 。 とい うこ とは、担 任 教 師 に とって一 番 重

要 な ４月 、 ５月 の時 期 には 、教 育 実 習 生 を教 室 に迎 え入 れ ませ ん。 こん な時 期 に実習 生 を

入 れ た ら学級 が崩 れ て しま うか らです。 教 師 に とって ４月 、 ５月 は決 定 的 に重 要 な 時期 で

す 。 だ か ら、教 育 実 習 生 は そ こ は見 て い ない とい うこ とで す 。
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　 です か ら、 実 習 生 が行 く ときに は 、 ク ラス が大 体 で きて い ます の で 、子 ども はか わ い く

てい い と、教 職 へ の意 欲 付 けだ けは も らって き ます 。子 ど ものい い 面 だ け を見 て きます 。

これ は 、 これ で い い と思 うのです が。

　 た だ 、実 際 に教 室 に は、腕 白な子 や ク ラス を乱 す 子や 、言 うこ とを 聞 か ない 子 とか、 い

ろん な子 がい ま す の で 、担 任 とな って 愕然 と します。 現 実 の子 ども観 と理 想 の子 ど も観 と

の調整 が非 常 につ らい の が １学期 です 。

　 これ が少 しず つ慣 れ て い くと、例 え ば こ うい うふ うに言 って い る初 任 教 師 もい ます。「腕

白な子 だ けれ ども、 実際 よ く見 て み る と、 ク ラ スの ム ー ドメー カ ー で もあ る な」 とか、 そ

うい うふ うに変 わ っ て き ます。 です か ら、少 しず つ 肯 定 的 な面 に修 正 で き る よ うに 、変 わ

って き ます が 、最 初 の ギ ャ ップ はす ご く大 きい とい うこ とで す 。 この とこ ろで 、指 導 教 員

初任 教 師 を ど う支 え られ るか とい うこ とが 、非 常 に重 要 に な りま す。 こ の点 につ い て は、

む しろ向 山先 生 に伺 っ た ほ うが い いか も しれ ませ ん。

　 私 た ちが イ ン タ ビュー 調 査 な い し質 問紙 調 査 、授 業分 析 等 をや っ て き た結 果 、初 任 教 師

の授 業設 計 で 分 か っ た こ とは、教 科 書 会社 の指 導 書 は命 綱 だ とい うこ とです 。 １学 期 の ほ

とん どが 、そ の 日を ど う過 ごす か で手 い っ ぱい 、 まず 明 日が や っ と とい う感 じです 。 特 に

何 が難 しい か とい うと、 子 ど もの反応 を予 想 す るの が とて も難 しい と言 って い ます 。 この

発 問 を した ら子 ど もが ど うい うふ うに考 え るの か 、 ど うい うと ころ が この 子 た ち は分 か ら

な い のか 、 あ るい は ど うい う分 か り方 をす るの か 、予 想 が な か な か で き に くい と言 って い

ます 。

　 ２学 期 にな って きま す と、指 導 書 を参 考 に して い るの は 同 じな の です が 、 自分 な りの考

え を少 しず つ織 り込 む よ うに な ります 。 つ ま り、指 導書 の 内 容 を少 しア レンジす る よ うに

な りま す。 そ して、 学級 の子 どもの実 態 を少 し把 握 で き る よ うに な ります の で、 それ に と

もな って少 しず つ 予想 もで き る よ うに な ります 。

　 一番 変 わ っ た な と思 っ た の は、 こ うい う初任 者 で した。 算数 の授 業 がす ご く分 か りや す

い の です が、 １学期 は 、机 間 巡視 した ときに 、何 割 で き て い て何 割 間違 っ てい るか を一 生

懸命 数 え て いた と。２学 期 に な った ら、正解 で も、どん なや り方 で正解 な の か とい うの と、

間違 い も どん な間違 い が あ るか とい う、 子 ど もの考 え の 質 を考 え る よ うに な った と言 うの

です 。 余 裕 が で て き て、 見 るポ イ ン トが少 しで きて くる の か も しれ ませ ん。 この よ うに、

１年 目で も あ る程 度 変 わ って くる とい うの は、日本 の教 師 の優 れ た 面 な のか も しれ ませ ん。

　 ３学 期 にな る と、 自分 な らこ うす る とい う代 案 が で き る の と、 こ こが ポイ ン トに な るん

です が 、 学校 で研 究授 業 をや らせ て い ただ きま す の で、 単 元 の意 識 がす ご く強 くな る。 多

分 、 日本 の研 究授 業 （Lesson Study） で いい 点 は 、本 時 だ けで は な くて 、 単元 レベ ル をす ご

く意 識 させ る とい うこ とだ と思 い ます 。 で す か ら少 しず つ授 業 設 計 の幅 が広 が って く る と

い うこ とです 。 これ が非 常 に大 きい と思 い ま した。

　 な お 、細 かい こ とは 、 この 報告 書 等 を見 て い ただ きた い と思 い ます 。

　授 業実 施 の特 徴 で言 え ば、 ど うして も計 画 どお り進 み た い とい うこ とが初 任 教 師 の方 に

強 くあ ります の で 、質 問 を多 くす る子 とか 、 予想 外 の反 応 を示 す 子 は避 け よ うと す る傾 向

が 強 い です 。 これ が １学 期 です 。 ２学 期 に な る と、 子 ど もの反応 を少 し把 握 が で き る よ う

に な ります の で 、授 業 計 画 を途 中 で変 え てみ る こ と を試 み る場 合 もあ る。 ３学期 にな りま
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す と、分 か り方 や興 味 関心 につ い て の子 ど もの個 人 差 に対 応 しよ う とす る意 識 が教 師 に少

し出 て くる。 だ け ど、現 実 には非 常 に苦 労 しなが らや っ てい る状 況 です 。

　 これ ま で の研 究 で分 か った こ とは、教 師 の発 達 課 題 が あ るん じゃな い か とい うこ とです 。

私 、発 達 課 題 とい う言 葉 を使 っ てい るん です が 、 これ は教 育 社 会 学者 や 社 会 学者 に とって

は、批 判 の対 象 に な る か も しれ ませ ん。 発 達 課 題 とい うの は 、そ れ を越 え られ な い と、 次

に行 け ない のか とい うこ とにな ります が 、 も う少 し柔 軟 な形 で時 期 ご とに成 長 ・発 達 のた

めの課 題 が あ るの で は ない か と言 うこ とです 。

　 例 え ば、 授 業設 計 に際 して １時 間 レベ ル か ら単 元 レベ ル に、 意識 の広 が りを ど うや って

持 たせ られ るか とい うこ とです 。そ れ か ら、「子 どもの状 態 を読 む 」とい うこ とを斎 藤 喜 博

も非 常 に重 視 して い ま した が 、 これ には ３つ の レベル が あ り、設 計段 階 で の 予想 、実 施 段

階 で の把 握 （これ は形 成 的 評 価 です が）、それ か ら実施 段 階 で の 先読 み です。た だ 、先 読 み

は、（パ ワー ポイ ン トで は）括 弧 を付 けて い る よ うに、初 任 教 師 には ち ょっ と無理 な課 題 か

も しれ ない 。 た だ 、先 が 読 め ない とこの ま まや って い い のか ど うか とい う意 思決 定 が 本 当

は で き ない わ け です 。

　 それ か ら、 あ らた め て、 われ われ がず っ とや って 分 かっ て きた こ とは 「授 業ル ー チ ン」

です 。鳴 門 教 育大 学 の 大 学院 に来 て い る現 場 教 師 と丹念 に これ をや りま した。『日本 教 育 工

学雑 誌 』 とい う、 日本 教 育 工学 会 の 学会 誌 に、 この研 究 成 果 を発 表 した の です が 、 教職 ３

年 目の若 い 教 師 と、10年 と15年 の 中堅 教 師 、計 ３名 の小 学 校 １年 生 を担任 してい る先 生

の国 語 と算数 の授 業 を ビデ オ に撮 っ て、 ３名 の教 師 の教 室 で の様 子 を半年 以上 追 い 掛 け ま

した。 子 ど も と教 師 との 間 に 、学 習す る た め の ど うい う約 束 事 （つ ま り授 業ル ー チ ン） が

あ る のか 。 な お 、教 育 現場 で は このル ーチ ン の こ とを学 習 ル ール と言 って い ます が 、 これ

が授 業 の基 盤 づ く りに とっ て決 定 的 に重 要 だ とい うこ とです 。

　 この ３人 の教 師 は 、教 職 経 験 も学校 も違 うの に 、４ 月 に は ほ とん ど同 じ授 業 ル ー チ ン を

入 れ て い ま した。集 団 学習 をや るた め の基 本 のル ー チ ンが あ る とい うこ とです 。 例 えば 、

話 の 聞 き方 、発 表 の仕 方 、紙 な ん か の配布 や 集 め方 、 さま ざま な注 意 をそ ら さな い た め の

方 法 、迅 速 に学 習 の ほ うに集 中 させ るた めの 方法 、 これ が あ ります 。集 団 と して 、 話 し合

い な どで お互 い盛 り上 げ るた めの約 束 事 です 。

　 ５月に な って きます と、 学級 づ く りの た め の 、そ の 教 師特 有 の授 業ル ー チ ンが か な り入

って くる こ とが 分 か りま した。 じゃ あ １年 目の先 生 に とっ て何 が 大 事 な の か。 ４ 月の段 階

の ル ー チ ン は何 が入 れ られ るか 、 どの程 度 の こ とを入 れ るん だ とい う問題 が あ ります 。 ル

ー チ ン を入 れ過 ぎ る と子 どもた ちの反 応 が紋 切 り型 に な って
、 み ん な 同 じよ うな行 動 しま

す の で 、 これ は まず い と思 い ます 。ル ー チ ン の維 持 の研 究 も した ん です が 、 入 れ過 ぎ る と

維 持 が され に く くな りま す。 特 に、夏 休 み を過 ぎ る と さっ ぱ り忘れ られ て しま うとい うこ

とも あ ります 。

　 一 方 、ル ー チ ンが適 切 に入 って い ない と、 い つ ま で も ク ラス が落 ち着 きませ ん。 悪 い場

合 には 、 学級 と して授 業 が成 立 しな い とい う状況 に な りま す。 したが って 、 どの よ うなル

ー チ ン を、 どの程度 入 れ る のか 、 ど うい うふ うに入 れ た らい い のか 、 これ は とて も重要 な

問題 です 。

　 それ か ら、 授 業パ ター ン とい うの も、 あ る程 度 ない と安 心 で き ない とい うこ とが あ りま
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す 。 資 料 を見 てい た だ けます で し ょ うか。 教 科 に つ い て、 初任 教 師 に聞 い てみ た ん です 。

これ は も う当然 、想 像 は つ い てい た ん です が 、教 えや す い教 科 、教 え に くい教 科 につ い て

聞 きま した 。 ７割 の初任 教 師 は算 数 が教 えや す い 、 そ して 一番 教 え に くい の は国語 だ と言

ってい ます。

　 なぜ 算 数 と国語 は こん な に違 うの か と聞 く と、算 数 はね らい （目標 ） が 一様 で は っ き り

してい るが 、 国語 は多様 で曖 昧 で あ る と言 って い ます 。 算数 は正 解 が １つ で あ るた め安 心

して教 え られ るが 、国 語 は答 えが １つ とは限 らな い の で教 え るの が難 しい。 算 数 は教 え る

手順 が あ る程度 で きて い るが 、国 語 は 明確 な 指 導法 （指 導 パ ター ン の こ とです が ） が で き

て い な い。 算数 は子 どもの反 応 を あ る程 度 予 測 で き るが、 国語 で は子 どもの反応 を予想 す

る こ とが 難 しい し、予想 外 の反 応 が 出や す い。 とい った 理 由 で した。

　 つ ま り、 今 ま で言 って きた よ うに、授 業 設 計段 階 で 、子 ど もの反 応 を予想 す る こ とが難

しい とか、授 業 実施 段 階 で 予想 外 の 子 ども に対応 で き ない とか 、結 局 、 同 じこ とが 問題 に

な っ て い ま した。 この 辺 が 、初 任 教 師 に とって の 不安 の主 な原 因 で あ り、 ど うや って 、少

しで も取 り除 い て あ げ られ るか とい うこ とで す。

　 私 と して は、 これ ま での研 究成 果 を踏 ま え て、 こ うい う発 達 課題 が あ るん じゃ ない か と

い うこ とを資 料 の よ うに整 理 しま した。

　 そ して 、 これ らの発 達 課題 を解 決 す るた め の提 言 を して い ます。 提 案 １は 、 １学期 段 階

は、 学校 で の指 導 教員 の指 導 ・助 言 を基本 に して 、 県 な どの教 育 セ ン ター 等 で の研 修 は最

小 限 に と どめて ほ しい。 つ ま り、 ク ラス に い て、 指 導教 員 の指 導 を受 け なが ら学 級 を落 ち

着 かせ る時 間 を与 えて ほ しい。

　 提 案 ２は、 そ れ ぞれ の時期 に初 任 教 師 が抱 い て い る授 業 設 計 ・実施 に対 す る不 安 の原 因

を明 らか に して 、校 内研 修 で 、 それ を少 しで もそ の不 安 を柔 らげて い く。 これ は 、先 ほ ど

言 って き た よ うに、 １学 期 、 ２学期 、 ３学期 に は、 それ ぞれ 違 った不 安 の原 因 が あ ります

ので 、 それ を ど うや っ て取 り除 い て あげ られ るか い うこ とで す。

　 そ の た め の方 法 と して 「再 生刺 激 法 」 は使 えな い か とい うこ とです 。

　 提 案 ３は 、夏 休 み の校 外 研 修 の 時 に、 １学 期 の実 践 を振 り返 らせ る よ うな もの を、 ど う

入 れ るか とい うこ とが非 常 に重 要 じゃ ない か と提 案 しま した。 で きた ら、授 業 の １つ で も

２つ で も ビデ オ に撮 って おい て、 それ を、 例 え ば 「Ｖ Ｔ Ｒ中断 法 」 の よ うな方 法 を使 い な

が ら、お 互 い に意 見や 体 験 の交 流 をす る と少 し違 うん じゃ ない か とい うこ とです 。

　 最 後 に、 中堅教 師 の こ とで言 えば 、 自分 な りに オ リジナル な授 業 をデ ザ イ ンで き るか と

い うこ とが １つ 、そ れ か ら、授 業設 計 案 と して 、 い くつ か違 うパ ター ンが作 れ るか とい う

こ とです 。

　 それ と当然 な が ら、 予想 外 の反応 が子 どもか ら出 た ときの対 応 、 さ らに子 どもの個 人 差

へ の対 応 とい っ た課題 が あ ります 。 これ らは 、 初任 教 師 の時代 か らず っ と続 くんだ とい う

こ とです 。

　 以上 、私 の提 案 は これ ま で に させ てい ただ き ます 。

４ ． 日 本 版 「教 師 の 専 門 性 ス タ ン ダ ー ド」 作 成 の 可 能 性 （議論 ）

【司会 】　 あ りが と うご ざい ま した。 ポイ ン トを か いつ まん で お話 しい た だ き ま した が。
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質 問や ご意 見 を含 め て、 短 い 時 間で す が 、質 問 が あ る とい う方 、 出 して い ただ きた い と思

い ます 。

【質 問者 Ａ 】　 大変 示 唆 に富む ご発 表 、 ど うもあ りが と うご ざい ま した。 時 間 も限 られ て

お ります けれ ど も、 ２つ の 点 につ い て 、先 生 にお 伺 い したい と思 い ます 。 まず は 、正 規 採

用前 の経 験 とい うこ とにつ い て 、お 話 を伺 い たい とい うの と、 ベ テ ラン教 員 で あ る とか 、

指 導 的 な立 場 の教 員 の指 導力 や スキル ア ップ とい うアイ デ ア につ い て です。

　 １点 目につ い て は、 例 えば 、卒 業 後 につ い て は、 非 常 勤 と して の経 験 や 、 講師 と して の

経 験 が あ ります し、養 成段 階 で は、 最 近 だ と 「放 課 後 チ ュー ター 」 です とか 、 教 育実 習 以

外 で もい ろい ろ 出 て きて い ます が 、 そ うい うの につ い て お 聞 き した い とい うもの です 。 ま

た 、先 ほ どの ２点 目で 申 し上 げ ます と、最 近 、主 幹 等 の制 度 とか 、 あ るい は指 導教 諭 とい

っ た こ とが 、新 し く ３法 案 で書 か れ て お ります 。 そ うい っ た点 で 、先 生 の レジ ュメ で は授

業 シ ミュ レー シ ョン を試 み させ る とい うこ とが あ りま した けれ ども、例 え ば、 こ うい うこ

とが 、 どれ ぐ らい で き る のか とか、 そ うい っ た点 に関 して 、先 生 のお 考 え を、 も しよろ し

けれ ば教 えて い た だ き たい と思 い ます。 よろ し くお願 い します 。

【吉崎 】 ２点 目に つ い て は、私 は、 資 料 を あ ま り持 って い ませ ん ので 、今 ま で私 が現 場 に

か か わ った 経 験 だ け で言 わせ て いた だ きます 。

　 １点 目につ い て は 、私 た ちが研 究 対象 と した初 任 教 師 の 中 に 「臨 時採 用 」 経 験者 が か な

りい ます 。 これ はや は り臨採 を何 年 や って い るか で違 い ます 。 大 まか に言 い ます と、臨 採

１年 で正 規0.5年 分 の経 験 をや っ てい る とい う感 じです 。 お お よそ です が、 例 えば 臨採 ４

年や っ てい る と、正 規 ２年や っ てい る とい う感 じです。 つ ま り、臨採 は職 場 が 変 わ っ た り

い ろい ろす る こ とが多 い の で 、突 き詰 め てや っ て い る とい う感 じには な らない ん です が、

正規 の 半分 ぐらい の経 験 は持 つ とい う感 じです 。 だか ら、初 任 者研 修 な ども同 じこ とをや

る こ とが意 味 が あ る か とい うの は、 非 常 に疑 問 です 。授 業 をや らせ て も何 人 か は 、 これ 初

任 者 っ て言 え るの とい うよ うな感 じの 人 が い ま した。 この こ とにつ い て は 、実 際 、教 え て

や っ て い るわ けです か ら当然 だ ろ う と思 うん です 。

　 た だ 、そ の 場合 に ２通 りあ りま して 、 １年 間 学級 を持 って い る場 合 と、産 休 み た い に何

度 か 短 く変 わ る場合 で 、や っぱ り違 う。 同 じ学級 をず っ と持 っ て い る と １年 間 の見 通 しが

か な り持 て るん で す。 しか し頻 繁 に職 場 が 変 わ る と、 この場 合 は 、今 度 は学 級 経 営 とい う

か、学級 の集 団 づ く りとの 関係 で の とこ ろが ち ょっ と学 習 しに くい とい うこ とは あ ります 。

ただ 、教 材 を ど う教 え るか とい う点 で は、 同 じ経 験 をや っ て い る と思 い ます 。

　 臨採 の場 合 は、 初任 研 の指 導教 員 み た い な サ ポー トす る人 が い ませ ん。 あ と、研 修 が き

ち っ と与 え られ て お らず 、 そ の辺 は我 流 に な ります の で 、 そ こ で0.5年 と私 は大 ま か に言

った わ け です 。 私 の 大 学 の学 生 も教 職 に就 く学 生 は、 必 ず そ うい うこ とで 「学 習 支援 ボ ラ

ンテ ィア」 と して 学校 に入 って ます 。 入 って い な い学 生 はい ませ ん。 そ の学 生 た ちは 、以

前 とは違 うか な とい う感 じです 。

　 政 策 的 な意 味 もあ る で しょ うが 、東 京 で は優 秀 な学 生 は、 正規 採 用 の とき に ボ ラ ンテ ィ

アで入 っ てい た 学校 に赴 任 す る こ とが しば しば あ ります 。 です か ら、 現 場 の先 生 方 は 学生

の様 子 を結 構 見 て るん で しょ うね。 校 長 先 生 も推 薦 す るん だ と思 い ます。 だ か ら、 学 生時

代 に教 育現 場 に入 っ て い た とい う経 験 は、意 味 が あ るだ ろ うと私 も思 って い ます 。た だ し、
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どの ぐ らい 入 っ て い るか は 学 生 に よ って違 い が あ ります ので 、 そ の辺 は今 後 の課 題 か も し

れ ませ ん。

　 ２点 目です が 、学 校 の 中の誰 が初任 者 の指 導 教 員 に な って い るか とい うこ とな んで す。

これ が 学校 に よっ て ま ち ま ちです 。 今 ま で初 任 教 師 が複 数 いた 時 は 、新 採 ２人 で １人 の 指

導 教 員 だ った ん だ と思 い ま す が 、最 近 は 、 ほか の学校 の初 任 教 師 も合 わせ て １人 の指 導 教

員 とか 、形 態 が さま ざまで あ りま して 、本 当 に力 量 の あ る人 が 指 導 教員 に選 ばれ てい るの

かが 問題 です 。 そ うい う人 を選 ん で い るか ど うか。 学校 の事 情 が 非 常 に 大 きい の で 、 そ う

い う人 は学 年 主任 をや っ て も らわ ない と困 る とか、研 究 主任 や 教 務 主任 をや って も らわな

い と困 る とい うこ とが あ る と思 い ます。ど うい う基 準や 方 法 で指 導 教員 を選 ん で い る か は、

研 究 しない と分 か らな い。 どの ぐらい の力 量 が あ るのか 、 私 はデ ー タ を持 っ てい ませ ん。

つ ま り、 これ は メ ンタ ー の 問題 です が、 日本 の メ ン ター とい うの は、 どれ だ けの 資格 と力

量 を持 って い る人 が な っ て い る のか 、私 は分 か りませ んの で む しろ皆 さん に教 えて も らい

たい く らい です 。

　 で ない と、不 幸 な初 任 教 師 もい っ ぱ いい る よ うな気 が す る。 教 員 にな っ た の はい い けれ

ど、指 導 教 員 が古 い形 態 の授 業 ばか りを言 う とか です ね 。 当然 、板 書 とか 細 かい 技 術 も必

要 です 。 た だ 、私 が 、授 業 デ ザ イ ンを強 調 して い るの は、 今 の時 代 は、 新 しい授 業 づ く り

とい うのが 求 め られ て い る時代 だ とい うこ とに あ ります 。 外部 人 材 を使 っ た り、 ＩＣ Ｔを

使 っ た り、 オ リジナ ル な教 材 を使 った りす る こ とが 問 われ て い る時 代 に入 っ て い る とい う

こ となの です 。

　 今 後 は、 メ ン ター にな る人 の研 修 とい った もの が必 要 な るの で は ない か と思 い ます 。 と

い うの も、教 育現 場 の 中で 、 あ る子 が こ うい う学 習状 態 に あ る とき に ど う対応 す るか とい

うとき に必 要 とな る実 践 知 は 、 ま さに そ の場 面 で鍛 え られ るわ け です 。 で す か ら、そ の場

面 （あ るい は後 の場 面 ） で指 導 教 員 に言 って い た だ くこ とが す ご く大 事 で す。 そ して 、 そ

の初 任 教 師 に ど うい う リフ レク シ ョンを させ るの か 、 そ の実 践 か ら何 を学 ばせ る のか 、 さ

らに ど うい っ た シ ミュ レー シ ョン を させ るか とい うこ とも大 事 です 。 例 えば 、子 どもの反

応 を ど う読 ませ る のか 、 予想 させ るの か、 とい っ た こ とです 。

　 あ とは 、特 に 学級 の人 間 関係 づ く り、 そ うい った もの につ い て の何 らか の方 向性 が 本 当

は必 要 なん じゃ ない か な と思 い ます。

【司会 】　 あ りが と うご ざい ま した。 ほか に、 あ ります か。

【質 問者 Ｂ】　 今 の話 に関連 して 言 い ます と、初任 研 の指 導 に当 た って い る先 生 が、 よ く

よ く調 べ て み る と、校 長 先生 が リー ダー だ とい うこ とで は あ るん です が 、 指 導力 に問題 が

あ る先 生 が 指導 に 当た って い る とい う学 校 もあ る とい うこ とです 。

　 で 、何 で そ うい うこ とが起 こるか とい い ます と、教 師 の力 量 を評 価 す るシ ス テ ムが きち

ん とで きて い ない とい うこ とが あ る と思 い ま す。 先 生 の研 究 をず っ と発 展 して い けば 、教

師 の力 量 をチ ェ ックす る リス トもで きるん じゃ な い か と思 い ます 。

　 ア メ リカ の ほ うで は 、 テ ィー チ ャー ズ ・ス タ ンダー ドとい うものが 出 来 上 が って い ます

ね。 日本 の ほ うで は、 特 に指 導 力 不 足教 員 を評価 す る ときな どは 、教 育 委員 会 が、 あ る程

度 の チ ェ ック リス トを持 っ て い て、 そ の教 員 の授 業力 量 を評価 す る とい うふ うな シ ステ ム

が で きて い るんで す けれ ども、私 は 、ア メ リカ の テ ィー チ ャー ズ ・ス タ ンダ ー ドを見 て も、
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日本 に お け るそ うい う授 業 の チ ェ ック リス トを 見 て も、 あん ま りぴ ん と来 ない ん です 。 た

だ、 私 が授 業 を見 た とき に直感 的 に感 じた 、 この人 は この程 度 の力 量 じゃ ない か とい うの

は、 一緒 に見 に入 った 指 導 主事 と話 をす る と、 お お む ね一 致 す るん です 。

　 だ か ら、 見 て評 価 を した結 果 とい うの は 、恐 ら くは 、 あ ま り説 明 は で き ない ん だ けれ ど

も、 多 くの人 で一 致 す る こ とな んだ ろ うと思 い ます 。 た だ それ をチ ェ ック リス トの よ うな 乳

形 で 明示 的 に評 価 をす るの が非 常 に難 しい のが 、 教 師 の力 量 な ん じゃ ない か と思 って い ま

す。 そ うい うこ とに対 す る先 生 の お 考 え を伺 い た い とい うの が １点 です 。

　 それ と、 そ うい う考 え方 がで きて い け ば、私 は経 験年 数 とい うの は、 あん ま り関係 な く

な るん じゃ な いか と思 っ てい ます。教 育 セ ン ター の人 に 話 を聞 きま す と、10年 研 で、 も う

力 量 の差 が か な り大 きい ん です ね 。 それ とい うの は 、先 生 が お っ しゃ って い た よ うな 、そ

の初 任 の ３年 間 を ど う過 ご した か とい うこ とで 、 そ の後 の成 長 の仕 方 が 随分 と変 わ っ て き

て 、最初 の段 階 で 伸 び な か った 先 生 は、そ の ま ま20年 た って も30年 た って も力 量 が伸 び

ない まま で 固 ま って い る とい う先 生 が、 か な りい らっ しゃ る よ うな気 が して い ます 。

　 そ うい う先 生 を、 ど うや って 伸 ば してい くか とい うこ とを考 え る と、経 験 年 数 に応 じた

研 修 の 体 系 とい うの が 、今 は 主 流 に な って い るん です が 、 それ とは全 然違 って 、教 師 の力

量 をチ ェ ック リス トなん か を使 っ て評価 を して 、そ れ に応 じた研 修 、研 修 とい うよ りも鍛

え方 を考 え てい く とい うよ うな 、 そ うい う考 え方 が必 要 な ん じゃな い か と考 えて い るん で

す が 、以 上 ２点 につ い て の先 生 のお 考 え をお 聞 き した い んで す が。

【吉崎 】 これ ら ２つ は 相 互 に 関連 して お りま して、 １つ は、 メ ン ター に な るた めの 必 要 十

分 条件 は何 か 、 どの ぐ らい の力 量 を持 っ てい る人 が メ ンター 役 に い い のか とい うこ とな ん

です ね 。 これ は、 日本 で は 大体 、研 究 主任 ク ラス とい うか、 教務 主任 ク ラス を充 て た はず

な ん です ね。 た だ、 教 務 主任 や研 究 主任 とい うの は 、学 校 の核 です ので 、東 京 都 の場 合 は

主幹 と言 うん です か 、 そ の方 を新任 の指 導 教 員 に は充 てて い な い とこ ろが 多い ん です 。 本

当 は、研 究 主任 や 教務 主任 にな る よ うな人 を充 て る こ とが で きれ ば絶 対 に いい ん です 。 現

場 に は、 そ の力 量 を持 っ てい る人 が必 ず い るん です 。 た だ 、管 理 職 はそ の よ うな方 を充 て

た くな い んで す 。 学校 経 営 が 苦 し くな るか ら。 学 校 の キー に な る人 だ か らです 。

　 そ れ だ け初 任 者 を 育 て る とい うこ とが ２次 的 に な って い るんだ と思 い ます。 た だ今 、 先

生 が お っ しゃ られ た よ うに、教 職 に就 い た最 初 の ３～ ５年 が決 定 的 に重 要 だ っ てい うこ と

を本 当 はデ ー タ と して示 さな い とい け な いん で す け どね 。

　 前 に述 べ た 千葉 大 学 の 天笠 氏 は、 指導 教 員 にエ ー ス級 を充 て ろ と言 うん だ け ど、 私 は 、

校 長 はエ ー ス級 を充 て な い と思 う。 学 校 は、 そ こは ほ か の仕 事 、つ ま り教務 主 任 や研 究 主

任 と して 絶 対欲 しい もの です か ら、指 導 教 員 に充 て ない と思 い ます。

　 そ の 両方 をや れ る人 な らい い ん です け どね。 だ か ら、 や っ て も ら うとい う手 もあ る と思

うん で す。 研 究 主任 で あ りな が ら指 導 教 員 とい うん です か。 そ して 、担 任 を外 す。 私 と し

て は 何 か そ うい う仕 組 み を、学 校 経 営 の視 点 か ら考 えて ほ しい な と思 い ます。

　 今 、言 われ て い るの は 、年 齢 べー ス で は な くて 、教 師 の コン ピテ ン シー 、力 量 レベ ル で 、

授 業と か学 級経 営 とか、 い ろん な面 の レベ ル で 分 けて い けれ ば、研 修 内容 もそれ に合 う人

材 を指 導 教 員 に充 て る とい うこ ともで き るはず です 。

　これ は、既 にイ ギ リス も試 み て い ます よね。 ア メ リカ も、 前述 した シ ュ ール マ ンた ち が
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や りだ してい ます が、 これ も、そ の ま ま 日本 に合 うか ど うか 分 か らない し、 日本 の教 育現

場 の 方 が あ る面 で は進 ん で い る と私 は 思い ま す。 だ か ら、 参 考 にす るの は い い けれ ども、

向 こ うか ら持 って くる とい うよ り、 日本 の教 師 ス タ ンダー ドを つ く らな い とまず い と思 い

ます 。

　 た だ 、私 の誤解 か も しか な い ん です が 、わ が 国 の教 師 研 究 は 教 育政 策 とか 教 育比 較 が 主

で、授 業研 究 か らア プ ロー チ してい る研 究者 は少 な い ん じゃな い で し ょ うか。 だ か ら、 実

証 的 デ ー タに基 づ い て 「教 師 の 専 門性 ス タン ダー ド」 を作 る こ とが な か な かで きない ので

す 。 指 導 主 事 とか 、 そ うい う役割 の方 は経験 が あ って 、 教 師 ス タ ンダ ー ドを持 って い る ん

です 。 この 程度 の こ とが必 要 だ とか 、皆 さん言 い ます 。 そ こで、 一 度 そ れ を本 気 に作 っ た

らど うで しょ うか。

　 私 は 、今 日は 、そ の観 点 を言 った のだ と思 うん です 。

【質 問者B】 全然 ない か と言 った ら、 あ る とは思 うん です 。 それ な りの もの を 、教 育 委員

会 は 作 っ てい るん です が、 で も、読ん で も分 か らな い ん です ね。 具 体 的 な 教 師 のイ メー ジ

がわ い て き ませ ん。 だ か ら、教 師 の力 量 を、 そ うい うふ うに リス トア ップ す る とい う作 業

は、 か な り難 しい の で は ない で しょ うか。

【吉 崎 】 難 しい です ね。

【質 問者 Ｂ 】私 は、 そ の あた りを考 え るの は 、 シ ョー ン（Schon, D）が 言 う 「リフ レクテ ィ

ブ ・プ ラクテ ィ シ ョナ ー （reflective practitioner） 」な の で はな い か と思 い ます 。「リフ レク

テ ィブ ・プ ラ ク テ ィ シ ョナー 」 で は な い、 医者 とか法 律 家 の よ うな明示 的 な職 業 で は 、力

量項 目は比 較 的 で きや す い。 また 、理 科 系 の 分 野 は 、挙 げ る こ とが で き るわ けで す 。 と こ

ろが教 師 の世 界 とい うのは 、非 常 に難 しい と思 い ます 。 作 る と、 か え って悪 くな る とい う

とこ ろが 、 あ る と思 い ます 。 曖 昧な 世 界 で 、 あ、 この 人 に は課題 が あ る な とか 、 この 人 は

優 れ て い る な とい う会 話 は成 り立つ ん です けれ ども、 この人 の 力量 は何 点 だ とい うこ とを

や る と、本 物 か ら外れ てい く よ うな気 が してい るん です 。

【吉 崎 】そ の辺 の と ころ を、 この研 究会 で詰 めて い た だ きた い （笑 ）。私 は 、この枠 組 み を

出す とこ ろで 、許 して ほ しい な と思 って い ます 。

【司会 】 あ と も うひ と方。 簡 単 に、 時 間、 ３、 ４分 で済 む 程度 で あれ ば。 ご質 問 ・ご意 見

は よろ しい です か。

【質 問者 Ｃ】今 の点 な ん です け ども。 例 え ば、 そ の 日本 版 の ス タ ン ダー ドをつ くって い こ

う とす る際 に、例 え ば、 ど うい う研 究 を積 み 重 ね て い け ばい い と、先 生 は お 考 えで しょ う

か 。

【吉 崎 】や り方 として は、 ２つ 考 え られ るか な と思 って い るんです 。 １つ は、東 大 の稲 垣

忠彦 先 生 た ちが や っ た教 師 の ライ フ ・ヒス トリー研 究 で す。 縦 断 的 に 、 あ る教 師 をず っ と

追 って も ら う。 実績 を残 した 方何 人 か に、 どの時 期 に、 ど うい う力 量 を、 自分 は大事 に し

てや って い た のか とい っ た こ とを振 り返 って も ら う。 昔 を振 り返 る こ とで色 が 付 い て い る

可能 性 も あ るので 、 これ も難 しい ん です けれ ど。 さ らに 、 中堅 の方 で も、 これ と言 う方 に

自 らの実 践 とそ の背 景 とな った 力 量 につ い て 振 り返 っ て も ら う。

　 そ の時 期 に、本 当 にそ れ が大 事 だ っ た の か。 どの 時期 に 、 ど うい う力 量 を付 け る こ とが

大 事 だ っ た のか。 これ を、何 人 か の実 績 を上 げ た教 師 に縦 断 的 に振 り返 って も ら う。 そ れ
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が １つ あっ てい い と思 うん です 。

　 も う １つ は、 横 断 的 な研 究 もや は り必 要 だ と思 っ てい ます 。 個人 差 とい うの は、 どの辺

の と ころで生 まれ て い る のか。 実 際 に授 業 案 を作 っ て も らっ て もいい ん です 。 昨 日も私 は

江東 区で 、ち ょっ とや って も らった ん です よ。今 後 は、「活 用型 学 力 」が 重要 に な ります よ

ね。 実 際 、今 まで は ど うも 「基 礎型 学 力 」 の こ とば っか りで、 ドリル 中心 にや って きま し

た。 日本 の教 師 は今 、授 業デ ザ イ ンのた めの発 想 が 貧 弱 に な って い るの です 。 だ か ら ２年

目ぐ らい で、 も う少 し柔 軟 に授 業 を考 えて ほ しい という こ とで 、 ブ レー ン ス トー ミン グの

よ うな こ とを グル ー プで や って も らった ん です 。

　 つ ま り、子 どもた ち が教科 で習得 した知識 や 技 能 を、 生活 場 面 とか 他教 科 で ど う活 用 で

き る のか とい うこ とにつ い て、 授 業デ ザ イ ンす るわ けです 。 そ うい うこ とをや らせ て み る

と、 教 師 間 の差 とい うもの は一 目瞭 然 に分 か ります よ。

　 日頃 か らい ろい ろ考 えてい る教 師 は、 こ うい う場 面使 え る よ とか、 こ うい う授 業 でや れ

る んだ よ とか 、 こ うい うと ころに行 く とい い よ とい うこ とが次 々 に出 て き ます 。教 科 書 に

べ った りの人 で は 、 なか なか お も しろい ア イデ ア が 出 て き ませ ん。

　 だ か ら、 あ る課 題 を与 える とい うの は、 非 常 にい い 方法 なん です 。課 題 を与 えて授 業 デ

ザ イ ン して も らえ ばい い んで す。

　 私 は 、 日本 の教 師 は非 常 に良 か った もの が 、 こ こに来 て基礎 学力 ば っ か り言 わ れ た もの

で す か ら、 安 易 に流 れ ちゃ ってい る ところ が あ り、 それ を心配 して い る んで す。 もち ろん

ドリル 型 学 力 もそ れ は 大事 です よ。 だ け ど、そ れ は授 業 デ ザイ ン と して は楽 な こ とな んで

す。 もっ と大 事 な こ とは 、基礎 的 な知識 ・技 能 を活用 型 学 力や 探 究型 学 力 に高 め て い く授

業 を構 想 で き る こ とな の です。だ か ら、そ うい った課 題 を用 意 してお い て、10年 目の教 師

な どにや っ て い ただ く こ とが お も しろい ので はな い で しょ うか。ア イデ ア に過 ぎませ んが 、

そ うい うの を少 しず つ ス トックす るの も必 要 か な あ と思 っ て い ます。 日本版 の教 師 ス タ ン

ダー ドを作 るた めに。

【質 問 者 Ｃ】 あ りが と うご ざい ま した。

【司会 】 吉崎 先 生 、 あ りが と うご ざい ま した。
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教師の授業力量の形成と成長

　　日本女子大学教育学科

　　　　 吉崎 静夫

　　　授業力量の3つ の側面

●授業についての信念

→授業観、子ども観、教材観、指導観など

●授業についての知識

→教材内容についての知識、教授方法につ
いての知識、子どもについての知識など

●授業についての技術
→授業設計（授業デザイン）についての技術、

授業実施についての技術、授業評価につい
ての技術など

授業についての知識 （吉崎） 授業力向上のための方法（1）

●子どもの内面過

程を把握する再
生刺激法

→授業場面での

子ども認知・情意

再生刺激法の方法（吉崎）
　 授 業計画と授 業実態 とのズ レが

　　みられる場面での教 師の 対応

●（A教師）ズレに気づかない

●（B教師）ズレに気づいているが、どのような
対応をとったらよいかがわからない

●（C教師）対応できる力量があるにもかかわら
ず、計画変更すべきかどうかの意思決定が
できない

●（D教師）適切な意思決定にもとづいて、臨機
応変な対応策をとる
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授業力向上のための方法（2）

●授業リフレクショ

ンのためのVTR

中断法

→自分ならどうす

るか（代替案）

教師の意思決定モデル （Petersonら ）

教師の意思決定モデル（吉崎）
教師の授 業 力量 の形成 ・成長モデル

　　　　　（Berlinerの モデル）

●第1段 階（初任者前期）→授業のやり方は柔軟性に
欠けている

●第2段 階（初任者後期）→文脈（個々の授業場面）
をこえた類似性を認識できるようになる

●第3段階（中堅者前期）→何が重要であって、何が
重要でないかを知っている

●第4段階（中堅者後期）→直感やノウハウが教室行
動のために使われるようになる

●第5段階（熟達者）→状況の直感的な把握がなされ、
熟慮しなくても適切な教室行動ができるようになる

　Berlinerモ デ ル の 特 徴 と疑 問 （1）

●米国では、教職のかなり早い時期に教師が「一人
前（中堅期）」になると考えられている

●教師の成長は、「教室事象の把握が無意識的にで

きるようになるかどうか」「教室行動が流暢で、柔軟
で、しかも自動的になるかどうか」「教室事象の予測
が正確にできるようになるかどうか」といった基準に
もとづいて考えられている。

→授業実施・評価の側面から考えられていて、授業

設計の側面が考慮されていない。

Berlinerモ デ ル の 特 徴 と疑 問 （2）

●このモデルは、米国での教職経験の〓なる教師を
対象とした、いくつかの調査研究の成果にもとづい
て考えられたものであって、わが国の教師の授業力
量を考えるモデルとしては議論の余地がある。

●（秋田によれば）実際には、このような形で段階化
することが適切であるかどうか、またそれぞれの段

階の内容の適切さには議論の余地があるが、経験
を積むことによる変化の過程を読み取ることができ
る。
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　　　　　　吉崎の分類

●初任期

→教職3年 目ぐらいまで（最初の勤務校での

実践にもとづく体験学習がベースとなる）

●中堅期

→教職5年 目から15年目ぐらいまで（5年次研

が－応の区切りで、10年次研が中間段階）

●熟練期

→教職20年 目以降（20年次研が区切り）

初任教師 （中堅教師）の授業力量に
ついての研究方法

●面接調査
→「子ども観（子どもに対する見方・考え方」「授業設

計」「授業実施」「授業評価」「学級経営」などについ
て

●質問紙調査

→「子ども観」「授業観」「授業設計」「授業実施」「教
えやすい教科と教えにくい教科」など

●授業分析
→授業をビデオ録画して、授業内容を分析するとと

もに、授業後に教師にリフレクションしてもらう。

　　　初任教師の子ども観

●「理想的子ども観」と「現実的子

ども観」とのジレンマ

●教育実践に慣れるのにしたがっ
て、子ども観の修正が行われる

　　　初任教師の授業設計（1）

●（1学期）教科書会社の指導書にもっぱら依存しな
がら、1時間（本時）の授業案を作成する。あるいは、
指導教員の助言を受けながら、授業案を作成する。
その際、子どもの反応を予想することは難しいと感
じている。

●（2学期）指導書を参考にしていることは1・2学期と
基本的に変わらないが、自分なりの考えを授業案
の中に少しずつ盛り込むことができるようになる。そ
れは、学級の子どもの実態が把握できるようになる
につれて、授業における子どもの反応を少しずつ予
想できるようになるからである。

　　 初任教師の授業設計（2）

●（3学期）指導書を参考にしていることは1・2

学期と基本的に変わらないが、「指導書では
こうなっているが、私ならこうする」という代替

案をもつことが次第にできるようになる。しか
しながら、一方では、指導書にもっぱら依存し

たままの教師も見られる。なお、研究授業な

どの機会にじっくりと授業設計に取り組むこと

によって、単元全体を見通した授業設計を考
えられるようになる。

　　　初任教師の授業実施（1）

●（1学期）授業を計画した通りに進めたい気持ちが強
いために、どうしても教師主導型の授業になりがち
である。そのために、質問を多くしたり、予想外の反
応を示す子を避ける傾向がある。そこには、子ども
の反応が予想できないことに対する不安がある。

●（2学期）1学期の反省をふまえて、子どもの考えや
意見・疑問を大切にしながら授業を進めることを意
識 するようになる。そして、1学期 に比 べ ると、子ど
もの反応がかなり把握できるようになる。その結果、
ある教師は、子どもの反応を見ながら、授業計画を
途中で変えることを試みるようになる。ただし、そこ
には教師の個人差が大きい。
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　　　初任教師の授業実施 （2）

●（3学期）教師の発言をできるだけ控えるようにして、
子どもの発言の機会を多くするように努める。つま
り、「待つ」ことの大切さを意識するようになる。そし
て、一斉学習だけでなく、グループ学習や個別学習

を多く取り入れて、子どもの個人差に対応しようとす
る。さらに、子どもの反応が把握できるようになるの
にともなって、授業がスムーズに展開できるようにな
る。しかし、一方では、子どもの様子が見えてくるの
にしたがって、自分の授業に対する新たな不安も生
じてくる。

　　　初任教師の発達課題

●授業設計に対する考え方のひろがり

→1時 間（本時）レベルから単元レベル

●子どもの学習状態の読み

→授業設計段階での「予想」

→授業実施段階での「把握」

（→授業実施段階での「先読み」）

●授業ルーチンや授業パターンの確立
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　　　　　　　　　 教 師 の授 業力量 の形成 と成長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉崎静夫 （日本女子大学人間社会学部）

1　 教師の授業力量をどうとらえるか

（1） 授業力量の３つの側面

① 授業についての信念―授業観、子ども （児童生徒）観、教材観、指導観など

② 授業についての知識―教材内容についての知識、教授方法についての知識、子ども

についでの知識など

③ 授業についての技術―授業設計に関する技術、授業実施に関する技術、授業評価に

関する技術

（2） 授業力量が顕著 にあらわれ る授業場面での教師の対応

① 授業計画 （予想 していた子どもの反応） と授業実態 （現実の子 どもの反応） との間

にズ レがみ られ る場面― 「学習状態 を読む力量の違い」「対応策 を考える力量の違い」

「意思決定す る力量の違い」

② ４つのタイプの教師

　 （Ａ教師）この よ うなズ レに気づかない。― 授業における子 どもの学習状態を的確

に読み取る力量が不足 している。

　 （Ｂ教 師）ズ レに気づいているのだが、 どのよ うな対応 をとった らよいのかがわか

らない。― 授業場面 に対応す るための手だて （対応策） を案出す る力量が不足 して

い る。 なお、 この力量は、 「授業についての知識」 と関係がある。

　 （Ｃ教師）ズ レに気づき、対応 できる力量があるにもかかわ らず、計画変更 して対

応すべ きか どうかの意思決定ができない。

　 （Ｄ教師）適切 な意思決定 にもとづいて、臨機応変 な対応 をとることができる。

―授業 の各場面 （特 に、授業展開上 のポイ ン ト場面）において、子 どもの学習状態 を

推測 ・判断 しなが ら、当初 の授業計画をそのまま展開すべ きか、それ とも変更すべ

きか を的確 に意 思決定する力量 と関係が ある。C教 師の場合には、こ の力量が不足

していたことになる。その点が、D教 師 との決定的な違いである。

-30-



③ 授業 にお ける教 師の意思決定モデル

　 　●Peterson＆Clark（1978） のモデル

　 　● 吉崎（1988）のモデル

2　 教師の授業力量の形成 と成長

（1） 教師の授業力量 の形成 ・成長モデル

　①Berliner（1988） のモデル

　 「第1段 階 （初任者前期）」この段階 において、教師は、文脈 （個々の授業場面）か ら離

れた一般的 なルールを獲得す るにつれ て、授業の各構成要素を分類 した り、学習できるよ

うになる。ただ し、授業のや り方はまだ柔軟性に欠 けてい るとともに、教師 自身が授業に

集 中してい ない と授業が成 り立たない。

　 「第 ２段階 （初任者後期）」多 くの2・3年 目の教師がこの段階に達す る。エ ピソー ド的

知識や方略的知識が獲得 され た り、 文脈をこえた類似性 を認識できるよ うにな る。また、

いつ一般的 なルールを無視 した り、破 ってよいか を理解できるようになる。

　 「第 ３段階 （中堅者前期）」今や教師 （4年目以降）は、自分の教室行動 について意識的

に選択 し、それ らの優 先順位 を設定 し、 さらにプランを立て られるよ うになる。 これまで

の実践経験か ら、教師 は、何 が重要であって、何が重要でないかを知っている。 また、教

師は、タイ ミングの意 味がわかるよ うになる。 しか し、教室行動はまだ流暢で も柔軟でも

ない。

　 「第 ４段階 （中堅者後期）」5年 目で もこの段階に達す る教師がいる。今や教 師は、意識

的な努力な しで教室か ら情報 を収集す ることができるよ うにな り、 さらにあ る程度の正確

さをもって事象を予測 できるよ うにな る。また、直感や ノ ウハ ウが教室行動のために使わ

れ るようになる。

　 「第 ５段 階 （熟練者）」すべ ての教師が この段階 に達す ることができるわけで はない。こ

の段階 になると、教師は教室事象 に 自分の注意 を意識的に向ける必要がない ので、教室行

動 は流暢 に、 しか も努力な しでな されているようにみえる。つ ま り、そこでは状況 の直感

的な把握 がなされ、熟慮 しなくて も適切な教室行動が とられ るようになる。

②Berliner（1988） モデルの特徴 と疑問

　　● このモデル をみ ると、米国では、教職 のかな り早い時期 に教師が 「一人前 （つ
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ま り、 中堅期）」 に達す ることができると想定 されている。一方、わが国では、

第 ４段 階に達す るのは少 なくとも10年 目以降の教師である と考 え られ ている。

● 教師の成長 は、 「教室事象 の把握 が無意識 的にできるよ うになるか どうか」「教

室行動が流暢で、柔軟で、しか も自動的になるか どうか」「教室事象の予測が正

確 にで きる ようになるか どうか」 といった基準にもとづいて考 えられてい る。

　 このよ うに、教師の授業実施 ・評価 の側 面か ら成長 を とらえていて、授業設計

（授業デザイン）の側面が考慮 されていない。

● このモデルは、米国での教職経験の異なる教師を対象 とした、いくつ かの調査

研究 の成果 にも とづ いて考 え られた ものである。 したがって、わが国の教師の

授業力量の形成 ・成長 を考 えるモデル として、そのまま取 り入れてよいか どう

かについては議論の余地がある。例 えば、秋 田喜代美（1997）は、この点につい

て、「実際には、このような形で段階化することが適切 であるか どうか、またそ

れぞれ の段階の内容 の適切 さには議論の余地があると思 われ るが、経験 を積む

ことによる変化 の過程 を読み ことができるだろ う」 と述べている。 さらに、秋

田は、「ここで言 う経験 とい うのは、単なる長 さだけではな く、経験の質が問題

である。 とくに初任期か ら中堅期 における変化 においては、経験の内容 とその

経験 をとらえる認識 の質が教師の成長 と関係 をもつ」 と指摘 してい る。

● 筆者 （吉崎）は、教師の成長 を 「初任期 （教職 ３年 目ぐらいまで）」「中堅期 （教

職 ５年 目か ら15年 目ぐらいまで）」「熟練期 （20年 目以降）」といった ３段階で

とらえてい る。 もちろん、教職経験 の量 （年数）はあくまでも １つ の 目安にす

ぎず、教職経験の質 を同時に考慮す る必要がある。

3　 初任教師の授業力量の特徴

　臨採経験のない初任教師46名 （小学校勤務）を対象 とした筆者 らの質問紙調査 （自由

記述法）の結果 を主な手がか りとして、初任教師の授業力量の特徴 を、「子 ども観 」「授業

設計」 「授業実施」 「授業ルーチン」の ４つの側面か らみてみる （吉崎，1996）。

（1） 初任教師の子 ども観

多 くの初任教師に共通 していることは、子 どもの良い面ばか りを見ていれば よかった教
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育実習の時 とは違 って、子 どもの悪い面や学習速度 の遅い子が 目について しまっているこ

とで ある。このことは、「子 どもの良い面を見 る」とい う理想的子 ども観 と 「子 どもの悪い

面 も見 ざるをえない」 とい う現実的子 ども観 との ジ レンマを生 じさせ るこ とになる。

　 しか し、教育実践 に慣れ るのにしたがって、気持ちの余裕 が出て くる と、いろいろな側

面か ら子 どもを見 ることが少 しずつできるよ うになる。例えば、ある小学校の初任教師は、

「は じめにもっていた、かわい らしく、お とな しい といった子 どものイ メージはやぶ られ、

腕 白で騒 々 しい子 どもの現実に直面 し、少なか らず ショックを うけた」 とい う一学期の子

ども観 を、 ２学期 には 「一人一人が違 うのだ。 このような子 もいて当た り前 と考えるよう

になった。する と、落 ち着きがなかった子 にも、冗談 を言 って、クラスを明 るい雰囲気に

す るとい う良さがあることに気づき、子 どもの見方が変わってきた」 と修正 してい る。

（2） 初任教師の授業設計

　初任教師の授業設計 の仕方は、学期 によって大きな変化 がみ られ る。

（1学 期）教科書会社 の指導書 に専 ら依存 しなが ら、1時 間の授業案 を作成す る。 あるい

は、指導教員の助言 を受けなが ら、授 業案 を作成す る。その際、子 どもの反応 を予想す る

こ とは難 しい と感 じている。そ して、授業案は、単元全体 を見通 したもの とはなってお ら

ず、 １時間 （本時） レベルにとどまってい る。

（2学期）指導書を参考に してい るこ とは1学 期 と変わ らないが、 自分な りの考 えを授業

案 の中に少 しずつ盛 り込むことができるよ うになる。それは、学級の子 どもの実態が把握

できるよ うになるにつれて、授業にお ける子 どもの反応 を少 しずつ予想でき るよ うにな る

か らである。また、１時間 とい う枠だけでな く、単元全体を考える教師が出て くる。

（３学期）指導書 を参考 に してい ることは １ ・２学期 と基本的に変わ らない が、「指導書では

こ うなってい るが、私 な らこうす る」とい う代替案 をもつ ことが次第にでき るよ うになる。

しか しなが ら、一方では、指導書に専 ら依存 したままの教師 も見 られ る。 なお、研究授業

などの機会 にじっ く りと授業設計 に取 り組む こ とによって、単元全体 を見通 した授業設計

を考 えるようにな る。

　以上のよ うに、授業設計 において、「指導書や指導教員な どに頼 りきっていた」1学 期か

ら、 「指導書 にあま り頼 らな くなる」3学 期へ の変化が認 め られ る。

（3） 初任教師の授業実施

-33-



　授業設計 と同様 に、学期 によって大きな変化がみ られる。

（1学 期）授業を計画 した通 りに進 めたい気持 ちが強いために、 どうして も教師主導型の

授業にな りがちである。そのために、質問を多 くした り、予想外の反応 を示す子 を避 ける

傾 向がある。そこには、子 どもの反応 が予想できない ことに対する不安がある。

（2学期）1学 期の反省 をふまえて、子 どもの考えや意見 ・疑問を大切 にしなが ら授業を

進めることを意識す るようになる。そ して、1学 期 に比べ ると、子 どもの反応がかな り把

握できるようになる。その結果、ある教師は、子 どもの反応 を見なが ら、授業計画 を途中

で変えることを試みるようになる。 しか し、ある教師は、あ ま りにも自分で考えた授業案

にとらわれすぎて、予想外 の子 どもの反応 に対応 しきれ ない。 このように、教師の個人差

が顕在化 して くる。

（3学 期）教師の発言 をできるだ け控 えるよ うにして、子 どもの発言 の機会 を多 くす るよ

うに努 める。つま り、「待つ」こ との大切 さを意識す るようになる。そ して、一斉学習だけ

でな く、グル ープ学習や個別 学習 を多 く取 り入れて、子 どもの個人差 に対応 しよ うとする。

さらに、子 どもの反応が把握できるよ うになるのに ともなって、授業がスムーズに展開で

きるようになる。 しか し、一方では、子 どもの様子 が見えて くるのにしたがって、 自分の

授業に対する新たな不安 も生 じて くる。

　以上のよ うに、授業実施にお ける初任教師の成長に とって、子 どもの反応を把握 できる

ようになることが大きい。そ して、初任教師にとって、 「予想外 の子 どもの反応への対応」

と 「子 どもの個人差への対応」が大きな課題 となっていることがわかる。

（4） 初任教師の授業ルーチ ン

　授業ルーチンとは、授業がもつ認知的複雑 さを軽減す るために、教師 と子 どもとの間に

共通に認識 され、定型化 された一連 の教授 ・学習行動のこ とである。なお、教育現場 では、

一般 に 「学習ルール」と呼ばれてい る
。例えば、「挙手の仕方」「発言の仕方」「聞 くときの

姿勢」 「ノー ト使用の仕方」「紙 な どの配布 ・収集 の仕方」な どである。

　経験のある教師 は、1年 間のスター トの時 期である四月 に学級の状態 （または子 どもの

発達段階） に合わせて授業ルーチンを導入す るこ とによって、授業 （特 に、集団学習） を

成立 させ るための基本路線 を確立 させてい る。 しか しなが ら、多 くの初任教師は4月 や5

月 といった学年の当初 に必要な授業ルーチンを うまく導入す ることができないために、学

級の子 どもが授業の準備や後始末 に時間がかかった り、授業 に集 中できないこ とが多い。
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しか も、最悪の場合には、授業が成立 しない 「学級崩壊」の状態になる ことがある。

　 このように、初任教 師に とっては、授業ルーチンを年度 の初 めに確立することが重要な

発達課題 とな る。ただ し、そ の際に留意すべ きことは、 あま りに多 くのルーチ ンを導入 し

す ぎると、それ らのル ーチンが維持 され にくい とともに、教室における教師 と子 どもの行

動がパ ターン化 されす ぎて紋切 り型に陥 る危険性があるとい うことで ある。

4　 初任教師に とって 「教 えやすい教科」 と 「教えにくい教科」

　初任教師が考 える 「教 えやす い教科」 と 「教えに くい教科」は何であろ うか。 そ して、

それ らの理由は何であろ うか。

　筆者 らの調査 によれ ば、小学校の初任教師の約7割 （46名中の32名 ）が、算数 を 「教

えやすい教科」として第1番 目にあげてい る一方で、5割 （23名）の初任教師が国語 を 「教

えにくい教科」 として第1番 目にあげている。つま り、初任教師に とって、算数 と国語 に

対す る授業イメー ジは対照的である。

　では、初任教師 は、教 える教科 として、算数 と国語 の違 いをどのよ うに とら えてい るの

だろ
う か。

① 算数 は 「ね らい」が一様ではっき りしてい るが、国語 は多様 で曖昧である。

② 算数 は正解 が1つ で あるため安心 して教 え られるが、国語は答が1つ でないので教え

るのが難 しい。

③ 算数は教え方の手順がある程度できているが、国語は明確な指導法が自分の中にでき

ていない。

④ 算数では子 どもの反応 をある程度予想できるが、国語 では子 どもの反応 を予想す るの

が難 しい とともに、子 どもか ら予想外 の反応 （意見）が出やすい。

　 この ような違いは、初任教師の授業設計の特徴 （例 えば、「子 どもの反応 を予想す ること

は難 しい」）や、授業実施 の特徴 （例 えば、「予想外の子 どもの反応 に対応で きない」）と関

係 している。また、授業設計 ・実施 における教師の不安 （特に、1学 期） を軽減 して くれ

るものは、「こ うい う発 問や説明をすればこうい う反応 が くるだろ うと予想できる」ことで

あ り、「こ ういった授業 の進 め方をすればよい といった、授業のパ ターンが見えて くる」こ

とである。 この点において、多 くの 初任教師 にとって、算数 は不安 を軽減 させ るものであ

り、国語は不安 を増大 させ るものである。
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５　初任教師の発達課題

筆者は、これ らの研究成果をふまえて、初任教師の発達課題を表1の ように整理 した。

そして、初任教師 を育成する方策を立てる際に、この発達課題を考慮してもらいたい。

表1　 初任教師の発達課題

Ⅰ　 授業設計 （授業計画）

Ⅰ－ １　 指導書の学習指導案 の例を見た ときに、一時間の授業の流れについてのイ メージ

がわ く。

Ⅰ－ ２　 主要な発 問や説明に対す る 「子 どもの反応」が予想 できる。

Ⅰ－ ３　 子 どもがつまずきやすい学習内容や学習場面 を予測できる。

Ⅰ－ ４　 指導書の学習指導案 を、学級の子 どもの実態 を考 えなが ら、ア レンジできる。

Ⅰ－ ５　 指導書の単元案の例 を見た ときに、単元全体のイ メージがわ く。

Ⅰ－ ６　 単元 と単元 との関係に気づ く。

Ⅱ　授業実施 （授業実践）

Ⅱ－ １　 適切 な授業ルーチンを確立す る。

Ⅱ－ ２　教科ご との授業の進め方 （パター ン化） を確 立す るとともに、内容 に応 じてバ リ

エーシ ョンをつ ける。

Ⅱ－ ３　 子 どもの個人差 （学力の差、学習速度の差、興 味 ・関心の差）をできるだけ考慮

した手だてを とる。

Ⅱ－４　可能なか ぎり子 どもの反応を待つ。

Ⅱ－ ５　 子 どもの反応 に応 じて、複数の手だて （対応策）を とろ うとす る。

Ⅱ－ ６　 予想外の子 どもの反応 に少 しで も対応 しようとする。

Ⅲ　授業評価 （授業改善）

Ⅲ－ １　 目標 に応 じた評価方法があることを知 るとともに、その方法に慣れ る。

Ⅲ－ ２　 授業 中の子 どもの実態 を評価 （形成的評価）する方法 を身に付 ける。

Ⅲ－ ３　授業評価 の結果を、次の授業設計 ・実施に少 しで も生かそ うとす る。

６　 初任者研修への提案
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　初任教師の授業力量形成に関する研究の成果をふまえて、わが国の 「初任者研修の内容

と方法」を改善するための方策の提案を行 う。

［提案 １］1学 期の段階では、各学校での指導教員の指導 ・助 言を基本にして、県の教育

研修センター等での学外研修は最小限にとどめる。

　初任教師は、1学 期に、教科書会社が作成した指導書にもっぱら頼りながら、1時 間1

時間の授業をどのように計画 した らよいのか、どのように進 めたらよいのかとい うように、

まった く余裕 のない学校生活 を毎 日送 っている。そ して、「かわいい」といった理想的な子

どもイメー ジは修正を余儀 な くされてい る。まさに、1学 期 は初任教師に とって 「自信喪

失の試練 の時期」であ り、「サバイバル期」である。この よ うな時期 には、初任者研修のた

めの学外出張 を最小限に して、教室で子 どもたちと生活 ・学習す る時間をできるだけ確保

してあげるべ きである。

［提案 ２］それぞれの時期に初 任教師が抱いてい る授業設 計 ・実施 に対する不安の 原因を

明 らかにし、校内の指導教 員等の指導 ・ 助言のもとでそれ らの不安を少 しでも軽減 してや

る 。

　 前述 した よ うに、多 くの初任教師 にとって、最初の うちは、 とにかく1時 間1時 間の授

業をどのよ うに設計す るかで精一杯で ある。その際、初任教師が最 も頼 りにしているのが

教科書会社の指導書で ある。 しか しなが ら、この時期 は、指導書 に掲載 されている学習指

導案か ら1時 間の流れ をイ メージす ることさえも難 しいよ うである。 そのことが大きな不

安の原 因 となっている。ここで指導教員 に求められ ることは、初任教師が1時 間の授業を

ある程度までイメージ化できるよ うに、指導教員 自らが 「子 ども役」 となって初任教師に

授業シミュレー シ ョンを試み させ るこ とである。 いわゆる 「現場版 の模擬授業」である。

　 一定期間授 業を実践す るこ とによって、初任教師は1時 間の授業の流れ をある程度イメ

ー ジできるよ うになる。次の課題 は、学級の子 どもの実態に合 うよ うに、指導書の学習指

導案を修正す ることである。そのためには、主要な発問や説 明に対す る 「学級の子 どもの

反応」 を予想できなければな らない し、子 どもがつまず きやす い学習内容や学習場面を予

測 できなけれ ばな らない。 これ らは、 とりわけ初任教師に とっては難 しい課題である。そ

して、そのこ とが初任教師に とっては大 きな不安の原 因 となっている。 ここで指導教員 に

求め られ るこ とは、筆者 らが授業研究法 として開発 した 「再生刺激法」などを活用 して、

「予想 した子 どもの反応」 と 「実際の子 どもの反応」 とのズ レを初任教師に実感 させ るこ
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とで あ る。

再生刺激法 は、授業 中の子 どもの学習活動 を中断 させ ることなく、授業における子 こもの

内面過程 （認知 ・情意過程）を把握する方法 として開発 された ものである。

　その方法 と手順 は、①授業のビデオ録画、②重要な授業場面の選択、③質問紙による子

どもの自己報告 （授業終了後、ビデオ録画 された授業を子 どもに視聴 させ なが ら、ポイン

トとなる授業場面で ビデオ を一時停止 し、授業中に 「考 えていた こと」や 「感 じていたこ

と」を質問紙によって 自己報告 させ る）、④ 自己報告の分析の四つの過程か らなる。

　 このよ うな方法 によって把握 された子 ども一人一人 の内面過程 についての結果を初任教

師にフィー ドバ ックす る。そ うす るこ とによ って、「子 どもの 自己評価」と 「教師による子

ども評価 」とのズ レを初任教師に意識化 させ ることができる。つま り、「どのよ うな授業場

面でズ レが大きいのか」「どの子どもに対するズ レが大きいのか」 「なぜそのよ うなズ レが

生 じたのか」な どについて、初任教師に省察 させ るのである。そ して、それ らの一連の思

考過程 を通 して、初任 教師は 「教材内容 に関連 した子 どもについての知識」を形成 してい

くことが期待できる。このことは、「子 どもについての読み」の発達課題を解決することに

つながる。

［提案 ３］夏休 みの学外研修では、初 任教師が1学 期の 自らの実践 を冷静に振 り返 ること

ができるような演習や実習を取 り入れる。 さらに、初任 教師間で1学期 に体験 したことを

相互 に交流できる場 を設ける。

　夏休み の間に、1学 期 に体験 したことか ら何を学ぶのか とい うことは、初任教師の成長 ・

発達 にとって決定的に重要である。できれば、各初任教師が1学 期 に実践 した授業をビデ

オで録画 しておいて、それを研修 の教材 として初任教師が共同学習 できればよい。

　 その際、筆者 らが授業研究法 として開発 した 「ＶＴＲ中断法」を活用す ることができる。

ＶＴＲ中断法は、録画 された授業 （他の教 師が実践 した もの）のポイン ト場面でＶＴＲを

いったん停止 させ て、 「もしあなたがこの授 業者であった ら、次に どのよ うな教授行動 （手

だて） をとるつ も りですか」 とい うよ うに、視聴者 （同僚教師あるいは学外の教師）に教

授行動の意思決定 を求 める方法である。

　その際、「どの ような教授行動が他に考 えられ るか （代替策の可能性 の探索）」あるいは

「授業 はこの先 どのよ うに展開す ると予想す るか （授業の先読み）」といった質 問をするこ

ともできる。そ して、 この方法を とることによって、臨場感 あふれ る授業のシ ミュレーシ

ョン場面 において、初任教師は自らの意思決定の傾向や判断基準を熟考す ることができる。
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そ して、授業者 以外 の参加 している初任教師の教授知識 をも豊かなものに させ ることにつ

ながる。 とい うのは、他の初任教師の意思決定の内容 とその理由を知 ることによって、教

材内容 とのかかわ りの 中で手だて （教授方法） の多様性 と適切 さを学ぶこ とができるか ら

である。
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１－ ２　 教 員 の指導 力の 向上 と研究 の在 り方

　東京都中央区立泰明小学校校長　向山行雄氏

【司会 】　 それ で は 、続 き ま して、 中央 区立 泰 明小 学 校 の 向 山校 長 先 生 に お願 い した い と

思 い ます。 向 山先 生 は 、 小 学校 の教諭 、 それ か ら、 文京 区や 品川 区 の教 育 委員 会 の 指導 主

事 、東 京都 の教 育 局 の 指 導 主事 等 をお務 め に な られ た後 、校 長 と して 、今 、 ８年 目に な ら

れ る とい うこ とで ご ざい ま す。 今 まで相 当 の数 の授 業 を ご覧 にな っ てい た だ い てお ります

の で 、そ の観 点 か らも、 今 日、 お話 を して いた だ きます 。

　 それ か ら、 国研 の さま ざまな研 究 の協 力者 とか 、文 科省 の審 議 会 の作 業 部 会 の委 員 な ど

で も、大 い に ご協力 い た だ い て お ります。

　 ご著書 は、 一番 新 しい もの は 、『ミ ドル教 師 ：ニ ュー リー ダー と して の 自己啓 発 ノー ト』

とい うもの がお あ りです 。

　今 日は午 前 中、 臨海 学 校 で子 ども た ち を見 て こ られ て 、館 山か ら駆 け付 け て くだ さい ま

した。 先 生 、 ご講演 よろ し くお願 い します。

【向 山】　 ご紹 介 い た だ き ま した 向 山 です 。 ２泊 ３ 日の海 か ら帰 って きた もので 、真 っ赤

っか なま ん ま で、 大 変 申 し訳 あ りませ ん。

　 今 の 吉崎 先 生 の ご講 演 を 、大 変 興 味深 く拝聴 させ てい た だ き ま した。 うち に も初 任 者 は

お ります し、 東 京 の校 長 会 の仕 事 もや って い るん です が、 去 年 は 東京 の 初任 者 が30～40

名 、 １年 以 内 で退職 しち ゃ っ たん です ね。 中 に は、 大変 不 幸 な選 択 を して しま った 人や 失

踪 して しま っ た人 とか 、 い ろ ん な人 が い ます 。 中学 ・高校 とか 、 い わ ゆ る専科 教 員 で は な

くて、 そ の ほ とん どが 小 学校 の全 科 教員 な んで す ね。 それ だ け学 級 経 営 とか親 の対応 とか

とい うの に行 き詰 ま った りした人 が 多 か った ん だ ろ うな と思 い ます 。

　 去 年 、 校長 会 と都 の 教 育委 員 会 とい ろ い ろ協 議 して 、今 年 は 、 この ３月の年 度 末 に １週

間程 度 、赴 任 前 に学校 に行 っ て、 学 校 の 印刷 機 が ど こに あ る とか 、先 生 の名 前 を覚 え る と

か とい う赴 任 前 体 験 を入 れ て み たん で す。 給 料 も払 わ ない で 教 師 を行 か せ る とい うの は 、

な か なか 難 しい こ とも あ った ん です け ど、や っ てみ て 大変 効 果 が あ っ て、 ４月 １日か ら、

す ぐにい ろん な こ とが 動 け る よ うにな っ た とい うので 、大 変 良かっ た な と思 っ て い ます。

そ の こ とだ け じゃ ない ん です けれ ど、 去年 に比 べ る と、退 職者 の数 も大 変 少 な くて、今 の

と ころ はい い な と思 って い ます 。

　 私 た ち団 塊 の世 代 の 三 十数 年 前 は、 大 量 の初 任 者 が配 置 され ま して 、私 も初任 の学 校 は

大森 の学 校 で 、 ５名 初 任者 が い ま した 。今 は校 長 をや っ て い る、 私 の友 人 が 配 置 され た 江

東 区 の あ る学校 は、 １年 間 で12名 の初 任 者 が 配 置 され て 、次 の年 が 、ま た11名 配 置 。 で

す か ら、 ２年 間 で23名 が １ ・２年 教 師 な ん てい う時代 が あ った ん です ね 。

　 私 の友 人 の校 長 も ３年 生 を担 任 して 、 ３年 生 は ３学級 ３人 とも初任 者 とい う学年 運 営 を

した なん てい うこ とを言 って い ま した。 遠 足 １つ 行 くの も大 変 だ っ た な ん てい うこ とを言

っ て い ます。

　ご 案 内 の とお り、東 京 、 それ か ら関 東 近 県 、大 都 市 中心 は大 量 の初 任 者 を採 らな けれ ば
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な らない 時代 に な って お り、 現在 の人 事 部 の試 算 で行 くと、今 、 東 京 の小 学校 は １校13

学級 が平 均 な んで す が 、今 後10年 ぐ らい で 、13分 の10は10年 未 満 教 師 に な る とい うこ

とです 。13分 の10を10年 未満 教 師 が運 営 して 、 そ こ に、 ご く一 部 の 幹 部教 員 と校 長 ・

副校 長 が い る とい う状 態 で、 これ だ け の変 化 の激 しい時 代 に 、 ど う対応 で き る の か とい う

の は 、大 変危 機 感 を持 っ てい ます。 私 た ち校 長 会 も危 機感 を持 っ てい ま す し、教 育 委 員 会

の ほ うも大 変危機 感 を持 っ てい ます 。

　 そ うい う中 で、 教 師 の力 量 を ど う高 め てい くか とい うの は 、大 変 大 きな 課題 だ とい うふ

うに 、私 も思 っ て い ます 。今 日は工 藤 先 生 か ら、「教員 の指 導 力 の 向上 と研 修 の在 り方 」 と

い うこ とで 、少 しお 話 をす る よ うに とい うこ となの で 、 レジ ュメ の よ うな もの を準 備 しま

した。 教 員 の指 導 力 の うち の大 きい もの は授 業 で あ ります か ら、 そ の授 業 力 量 を ど う高 め

るか とい うの に絞 って 、お 話 を少 しさせ てい た だ きた い と思 い ます 。

1． 授 業 を 支 え る 要 素 の 何 を 向 上 さ せ る か

　 右 の 四角 に、授 業 を支 える 要素 とい うの を メモ して み ま した。子 どもが 教材 を通 して 「ね

らい」 に迫 っ てい く とい うの が授 業 の １つ の筋 だ とす る と、教 師 はい ろい ろ な指 導 法 を講

じて い くわ け です 。 そ れ は 、 こ こ に書 い て あ る よ うな事 柄 が い ろ い ろ あっ て 、 １つ の授 業

として成 立す る んで す が 、 この 中で 、 どの辺 が課 題 なの か な と思 って い るわ け です 。

　 私 は、教 育委 員 会 に10年 お りま して 、それ で、東京 の学 校 の 教室 を、約10年 間 で3600

ぐ らい 見 て 、結 構 い ろい ろ メモ を取 っ た りしま した。 世 間 で は 、教 師 の授 業力 量 が落 ちた

って 、 よ く言 うん で す が 、私 自身 は 、 この3600の 授 業 を見 た 印象 で は 、本 当 に落 ちた か

ど うか とい うの は懐 疑 的 で 、そ れ ほ ど落 ち てい ない ん で はな い か な とい うふ うに思 って い

るわ けです 。

　 大 体 、 「近 ごろの 子 ど もは」 とか 、 「近 ご ろの先 生 は」 とい う言 い 方 をす る と、 前 に比 べ

て とか く今 は とい うふ うに 、 ど う して も否 定 的 な評 価 を しが ち です か ら、教 師 の授 業 力 量

に つ い て も、「お 父 さん が子 どもの ころ は、こん な にい い 先 生 が いた 」とい うふ うな よ うな

言 い方 を して、あま り冷 静 な 分析 を しない で 、「とか く今 の教 師 は」とい うふ うに言 っ て し

ま うよ うに思 い ます 。

　 ただ 、 そ の3600の 授 業 を見 た 中 で 、 こ の教材 です ね 、教 材 開 発 力 量 とか 、教材 分析 の

力 量 、 この辺 は 、 か つ て の教 師 よ り落 ち た よ うな 、私 な りの １つ の 印 象 を持 って い ます 。

これ は 、 い ろい ろ理 由 は あ るん だ ろ うと思 い ます 。 今 の子 どもた ちに意 欲 を わか せ る よ う

な教材 作 り、 あ るい は １つ の教 材 を発 掘 す る とい うの は 、 かつ て よ りも大 変 難 しい と思い

ます。 かつ て な らば 、そ れ ほ ど情 報 化 社 会 が進 んで い ませ ん し、 教 師 と子 どもの 情報 量

の格 差 とい うの は大 変 多 か っ た わ けで す か ら、教 師 が少 し工夫 す れ ば 、 い い もの を提 示 で

きた。 今 は、相 当踏 み 込 ん だ形 で や らな い と難 しい とい うふ うに 思 っ てい ま す。 教 材 の

開発 、教 材 の 分析 、そ うい っ た よ うな もの が弱 い と思 い ます 。

　 も う １つ ２つ挙 げ る と、や は り教 師 が忙 しい んだ ろ うとい う感 じは 、率 直 に思 い ます 。

それ は 、普段 もそ うで あ ります 。 うちの職 員 の子 育 て を して い る女 の先 生 た ちは 、平 均 睡

眠 時 間 は ５時 間 ぐ らい だ と言 って い ます ね 。 うちの 、今 年 来 た初 任 者 は、 夏休 み42日 間

の うち、 勤務 日が30日 間 あ るん で す が 、休 み が 夏季 休 暇 ５ 日間 しか取 れ な い ん です ね。
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　 あ とは25日 全 部 、臨 海 学 校 とか プール とか、 初任 者 研 修 関係 が 十数 回 入 って い ます 。 つ

ま り、 かつ てな ら旅 に 出掛 け る とか、本 を た く さん 読む とか 、 自己啓 発 の時 間 とか とい う

ふ うにや っ てい た ん で しょ うが、 な か な か忙 しくな っ てい るん だ ろ う と思 い ます 。

　 そ うい う中で い く と、 さっ き の吉 崎先 生 じゃな い です け ど も、 ど う して も指 導 書 に頼 っ

て い く、 授 業 が薄 くな っ て い くので は ない か とい う気 が して な りま せ ん。 体 験 学 習 が 大 い

に勧 め られ た り、繰 り返 し学習 な どが言 われ た りして、学 習活 動 な ども割 合 単 純 とい うか 、

浅 い学 習 活 動 なん て い うの も、 も しか した ら、今 は あ るの か も しれ な い と、そ ん な感 じが

します 。

　 あ と授 業 の力 量 、指 導 力 の あ る教 師 とい うの は 、子 ど も同士 が 相 互啓 発 をす る場 面 をつ

く り出す の が うまい教 師 な んだ ろ うと思 い ま す。 研 究発 表 会 な んか で も、教 師 が た く さん

集 ま って い る部屋 とい うの は、子 ども同 士 が討 論 した り、話 し合 った り、そ れ を先 生 が う

ま く交 通整 理 す る よ うな場 面 が あ る わ けです 。 教 師 も、 この辺 が難 しい とい うこ とを知 っ

てい て 、 そ うい うもの を見 た い ん だ ろ うと思 い ます。 い い教材 が 作れ ない と、 い い相 互 啓

発 の場 面 もなか な か生 み 出せ な い ので 、 そ の辺 の ところ は 、私 は今 、 １つ の課題 か な とい

うふ うに思 って い ます 。

2． 授 業 の 力 量 を 高 め る た め に

　 2番 目の 「授 業 の力 量 を高 め るた めに 」 とい うこ とで、 私 な りに 、指 導 主 事や 校 長 と し

て の実 践 と して 、若 い教 師や 中堅 教 師 を育 て るた め にや って き た こ とをま とめ ま した。 私

は 、 この授 業力 量 を高 め るの は、 方 法 は ３つ だ よっ て、 よ く職 員 に言 い ます 。 １つ は 、他

人 の授 業 を見 る こ と、 ２つ 目は、 他 人 か ら授 業 を見 て も ら うこ と、 そ して ３つ 目は 、 自分

で 自分 の授 業 を記 録 す る こ とで す よ と。

　 他 人 の授 業 を見 る機 会 とい うの は 、 あま り多 くない ん です ね 。私 、教 員 と して16年 勤

務 して 、 １年 ち ょっ と研 究 所 に行 って い た の で、15年 教 員 や っ てい て 、結 構研 究 の活 発 な

学 校 にい ま した し、 自分 も割 合 外 の研 究 会 に も行 くよ うに して い た ん です が 、 それ で も、

他 人 の授 業 を見 る機 会 とい うの は年 間14～15回 です 。大 変 見 てい る ほ うで 年 間14～15回

で す か ら、 もっ と意 図 的 じゃ な い教 師 は 、10本 未満 しか見 られ な い と思 い ま す。

　 です か ら、他 人 の授 業 を見 られ る とき とい うの は大変 貴 重 な わ け です 。職 員 に も 「校 内

研 究 で人 の授 業 を見 る ときは 、 大変 貴 重 な ん だか ら、そ れ が うま く見 られ る よ うに、 で き

るだ け－ 生 懸命 見 な さい 。」 と言 っ てお ります 。それ で前 任校 で も 「授 業 観 察 カ ー ド」 とい

うの を作 り、10項 目ぐ らい の項 目で 、そ れ を ４段 階 に評 価 して 、あな た は この授 業 を見 て

　 ど う評 価 した か 、 とい うよ うな記 録 を しな さい とい うこ とをや った り しま した 。

　 それ か ら、 ２つ 目は、「授 業 の名 人 」と言 うんで しょ うか 、そ うい う人 の授 業 を見 せ る と

い うこ とで 、大 変 著名 な 実践 家 を呼 ん で きて 、子 どもた ち の前 で授 業 をや っ て も らっ た り、

教 師 を子 ど も役 と してや っ た りしま した 。

　 私 も、 あ ま り授 業 が うま い か ど うか は別 と して 、 ち ょっ と社 会 科 をか じって い た の で、

社 会科 の授 業 は こ うい うふ うにや るんだ な ん て い うふ うに して 、校 長 も授 業 をや っ てみ せ

た り、子 どもた ち の前 で授 業 をや っ て、 それ を職 員 に 見せ た り した こ とも あ りま した 。

　 他 人 の授 業 を 見 る とい うよ うな こ とで 、 この 「授 業観 察 カ ー ド」 を使 って 教員 に評 価 さ
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せ た ら、 前任 の学 校 で は 、 い わ ゆ る指 導 技 術 の 基礎 基 本 にか か わ る こ とが、 非 常 に評 価 が

低 か った ん です ね 。 そ れ は発 問で あっ た り、 指 示 で あ っ た り、板 書 の仕 方 で あ っ た り とい

うこ とで す。 そ うい う、 い わ ゆ る一番 ベ ー ス に な る とこ ろが 、教 師 自身 も課題 が あ る と思

っ たの で 、 それ で は模 擬 授 業 とい うの をや って み て 、わ れ われ 教 師 が子 ども役 に な って 、

教 師 の指 導 力 量 のべ ー シ ックな部 分 を分析 してみ よ うとい うこ とをや りま した。

　 これ が 、 ２枚 目のペ ー パ ー です 。 なか な か こ うい うの も機 会 が設 定 で きな くて 、年 間 ２

回 しか で き ませ ん で した けれ ど、夏 休 み と ９月 にや りま した。 授 業 者 は 全員 です 。 副校 長

も養護 教 諭 も含 め て全 員 、授 業 を ５分 間 ぐ らい させ て 、 そ して 、そ れ を ２人 ぐ らい の 教員

に コメ ン トさせ る とい うこ とをや りま した。

　 子 ど も役 も、割 合 理 解 の で き る役 をＡ 、理 解 が 悪 い子 役 を Ｂ に して 質 問 させ た り、分 か

ん な い とか言 わせ て模 擬 授 業 をや って 、そ れ に指 定者 が コ メ ン トして 、 そ の後 、私 の ほ う

か ら ３分 程度 コメ ン トをす る とい うふ うに して や りま した。 そ うす る と、午 後 か らで 、結

構 、 ６人 ぐ らいや っ た りで きま した。

　 ３年 目の若 い教 員 が 、研 究 授 業 よ りも、 は るか に こち らの ほ うが 緊 張 した と言 っ てい ま

した。 そ うだ ろ うな と思 い ます。 あ んま り研 究活 動 の盛 ん じゃ な い学 校 だ と、研 究 授 業 を

や るの は嫌 だ なん て言 う先 生 も結 構 い るん です けれ ども、 前 の 学校 は 、小 さい学 校 で は あ

ります し、全 員 に研 究 授 業 させ てい た ん です が 、そ れ で も この模 擬 授 業 は怖 い って 言 い ま

す ね。 ベ テ ラ ンの教 師 で も、怖 い って言 っ てい ま した。

　 こ うい うよ うな経 験 もあ ま りない です し、や った後 す ぐに、これ も次 のペ ー パ ー で 、「模

擬授 業 分 析10の 視 点 」 とい うの をす ぐに ４点 で 書 かせ ま した。 これ 、 自分 で 作 っ てみ た

ん です が 、 ４点 とい うの は 中心 化傾 向 を避 けて 、 い い か悪 い か 決 断 しな さい とい うこ とで

す。 若 い 人 もベ テ ラ ン に も、 き ちん と評 価 しろ と、 ベ テ ラ ン も遠 慮 な しに、 ぜ ひ 書 き な さ

い と言 って書 か せ ま した。 こ うやっ て 、瞬 時 に こ うい うのが 出 て きます し、 それ か ら私 の

コメ ン トも割 合 辛 口で入 れ ます の で 、割 合 厳 しい か な と思 い ます 。

　 年 に １回 こん な こ とをや った っ て 、そ ん な に 伸 び る ほ どで は な い ん です が 、 それ で も、

や は り自分 の授 業 の ど こに弱 さが あ っ たの か な とい うの は、 少 し分 か る よ うに な る のか な

と思 い ます 。

　 １枚 目に戻 って い た だい て 、 ２つ 目は 、 他 人 に授 業 を見 て も ら う とい うこ とです 。 この

他 人 に授 業 を見 て も ら う とい うの も、研 究授 業 の回 数 が少 な い と、 なか な か見 て も らわ な

い。 これ まで 東京 な んか で 少 な い学 校 は 、年 間 に研 究授 業 を ３回 ぐ らい しかや らな い 学校

もあ った ん です ね 。 学 期 に １本 ず つ とか 、 中学 校 だ と、年 に １回 か ２回 とい う ところ もあ

りま した。

　 そ うす る と、教 師生 活10年 や って も、研 究授 業 を １回 しか や って な い なん て い う人 は、

結構 ざ らにい た んで す よ。 そ うい う程 度 じゃ 、全 く人 に 見 て も らえな い わ けで す か ら、評

価 も して も らえ な くて 、我 流 の 授 業 をや って い る とい うの が 現状 だ っ た と思 い ます 。

　 私 は、他 人 に授 業 を見 て も ら うとい うの は、 教 師 に指 導 案 を作 らせ る とき に、 当然 、 分

科 会 とか 、同僚 教 師 と一緒 に あ あだ こ うだ議 論 も させ ます。と同時 に、私 が 時 間 を取 って 、

ヒア リング的 に授 業 づ く り相 談 とい うの をや ります 。 これ は 、 か な り突 っ込 ん だ形 で授 業

づ く りを してい く とい うこ とで 、 な か には 、 現 地 に一 緒 に行 っ て あ げ る なん て い うこ とも
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します 。

　 余 談 です けれ ど、今 度 初任 者 が11月 に ３年 生 の社 会科 で、銀 座 の 町 の授 業 をや る ので 、

何 をや るか とい うこ とで、 木村 屋 とい うあ んパ ン屋 がす ぐ近 くにあ っ て、 ５階 か ６階 に工

場 が あ る んで す け ども 、そ の 初任 者 に名 刺 を持 っ て行 かせ た ら、校 長 先 生 、駄 目だ って 断

られ ま した って 言 っ て き ま した。 狭 い し、子 ども がい っぱ いだ と無理 だ と。 あ、 そ うか 、

そ れ は残 念 だ ね とか っ て。 で もま た しば ら く して 、僕 が あ い さつ に一緒 に行 ってや った ん

です ね。 そ う した ら、校 長 が 行 っ た ので 、 も う急 に店 長 とか 出て き ちゃ っ て、 結果 的 には

工場 見 学 が で き る よ うに な った んです 。 そ うや っ てサ ポー トしてや った り、 そ うい う授 業

づ く りをバ ック ア ップ して い く とい うこ とが 、 管 理職 とい うの は大 事 な ん だ ろ うな とい う

感 じが しま す。

　 ２つ 目は、「校 長 に よ る授 業観 察 」 とい うもの です 。今 は全 国 的 に もか な りい ろい ろな と

ころ が教 員 評価 、人 事 考 課 制度 を入 れ始 めま した が 、東 京都 で は 、平 成12年 度 か ら教 員

評価 制 度 が 始 ま っ てお ります。 そ の 中で東 京 で は、校 長 が学 期 に １回程 度 は授 業 を見 る よ

うに とい うよ うな 、教 育 委 員会 の １つ の方 針 もあ ります 。

　 校 長 の授 業 の 見方 もい ろい ろ で あ りま して、 ５分 間程 度 で 見 た り、 い ろい ろあ るん です

が 、私 は 、学 期 に １回 は １単位 時 間、 必ず 始 ま りか ら終 わ りまで 見 る よ うに して い ます 。

私 は、研 究 授 業 で もそ うです が 、授 業 を見 る と、汚 い ん です け ど、授 業記 録 を取 る よ うに

して い るん です ね。 資料 の ４枚 目に あ るの が ２年 生 の 算数 の授 業 の もの です 。原 簿 は Ｂ ４

版 で す が 、 １単位 時 間 を見 て 、 こ うい う速 記 録 を取 っ て 、そ れ を職 員 に返 してや ります。

　 良い授 業 の場 合 は あ ま り助 言 は しませ ん が 、課 題 の あ る授 業 の場 合 は 、 なか な か時 間が

取 れ な い ん です けれ ど、休 み 時 間や 給 食 の 準備 とか 空 き 時 間 に呼 ん で 、指 導 した りします 。

　 泰 明小 学 校 は、 私 、今 年 の ４月 か ら行 っ た ん です が 、 １学期 は、 ６月中旬 か ら下旬 にか

けて １週 間程 度 入 りま した。 多 い 日は、 この授 業 記 録 を ４本 取 るん で す ね。 １日４回取 る

と、 これ はす ご く大 変 です ね 。 １時 間で も結 構 大変 なん です が 、 ４コマ 取 る とい うの は 、

結 構 きつ い です 。 も う本 当 に 、肩 もぱ ん ぱん に張 ります し、 しか も 、 これ をや る ときは 、

電話 も取 り次 ぎ も させ ませ ん し、 お 客 さま も全 くカ ッ トす るの で 、結 構 大 変 な んで す。 今

年 の １学期 に 、16～17名 の 授 業 記録 を取 っ て 、呼 ん だ の は 半分 ぐ らい だ っ たで す か ね。半

分 ぐ らい の教 員 は、 指 導 しま した。 そ の うち １名 は 、 ち ょっ とか な り長 めに指 導 を加 え た

りしま した。

　 これ は 、 １年 間 で １人 ３回。研 究授 業 を入 れ る と ４回 ぐらいや りま して 、最 後 に合 本 に

して、 全員 分 の配 って あ げ る よ うに します。 そ うす る と、 年 間 で 四十 枚 く らい、 こ うい う

記 録 が 来 ます 。そ うす る と、なか な か他 人 の授 業 を部 屋 へ 見 に行 け ない ん だ けれ ど、あ あ 、

あ の先 生 は こん な形 な ん だ な 、板 書 は こん な ふ うに してい るん だ な 、課題 の提 示 は こん な

ふ うに して い るんだ な とい うのが 、 もち ろん授 業 そ の もの は 再 現 で き ない ん だ けれ ども、

あ る程 度 の エ ッセ ンス は 見 る こ とが で き るの か な と思 って い ます 。 こん な よ うな こ とで 、

これ は、校 長 に な って か ら ８年 目です け ど、ず っ とや っ て き て い ます。

　 これ も、最 初 にや った 学校 で これ を配 った 時 は 、か な り反 対 した教 員 もい ま した。 何 で

こんな こ とや る んだ 、 それ か ら、勝 手 に こん な もの 配 って い い の かみ た い な こ とを、私 に

言 って きた職 員 もい ま した。 で も これ は、 あ な た た ちの 指 導力 向上 につ な が る ん じゃ ない
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です か とか言 った ら、 ２年 目か ら何 も言 わ な くな って 、 む しろ 、最 後 に私 が 出 る時 は 、 こ

うい うの が １つ の財 産 に な った と、 あ りが た く思 って い た と思 い ま す ね。

　 校 長 も、 １時 間 の授 業 を見 せ て も ら うん だ か ら、そ れ相 応 に、 この よ うな形 で見 て くる

の が大 事 だ と思 い ます し、若 い教 員 に も、授 業 を他 校 に見 に行 った ときは 、 自習 態勢 で教

室 を空 け て見 に行 っ た りもす る こ とも あ るの で 、 な るべ く こ うい う授 業記 録 を取 る よ うに

す るべ きだ と言 って お ります。 そ して、成 果 を子 ども に返 す ん だ よ とい うとい うよ うな こ

とは言 い ます けれ ど、や る教 員 は 、 なか な か現 実 には あ ま りい ま せ ん。

　 私 自身 は 、これ は28、29歳 ぐ らい か ら、こ うい うや り方 でず っ とや って き て、これ を 、

うちへ 帰 っ て授 業 記録 フ ァイ ル とい うの に累積 し、何 十 年 間 かや って きま した。 これ は 、

自分 に とっ て も、 自分 の授 業 力 量 を形 成 して い く上 で １つ役 に 立 って きて い る か な とは 、

思 っ てい ます 。

　 （３） は 、 な か なか 人 の授 業 を見 に行 け ない し、他 人 に見 て も ら う機 会 もない の で 、 自

分 の授 業 を分 析 す る こ とだ よ と、 こ う言 って い ます 。 これ は 、 ビデ オ で もい い し、 テ ー プ

レコー ダー で もい い し、授 業 を記録 す る と、 大変 しゃべ り方 も癖 が あ る し、余 計 な こ とを

しゃべ って い る のが 分 か るもの です 。

　 今 年 、 他校 か ら来 た ４年 目の男 性 の教 員 が 、 国語 の ２年 生 の授 業 で、 子 ど もに作 業 させ

る前 に、 指示 内容 を10項 目も しゃべ った ん です 。 授 業 記録 で見 て 、 あ な た、10項 目指示

して 、 ２年 生 の子 が 全 部 分 か る と思 うかい って 聞 く と、 分 か ん な い です ね っ て言 うか ら、

３項 目ぐ らい に絞 る よ うに した ほ うが いい とか っ て言 った りします 。

　 ま た、 この 間 、 ７月の最 後 の研 究会 で、 私 の講 話 み たい な話 を して 、 この 時 に、 教 師 と

い うの は癖 が あ るん だ か ら、ぜ ひ 記録 を取 る よ うに とい うこ とを言 い ま した。例 えば 、今 、

若 い先 生 に 「何 とか の ほ う」 とい う言 い 方 が 多 い。例 え ば、喫茶 店 に行 って も、「コー ヒー

の ほ う、 お持 ち しま した 」 とか ね。 そ の 「何 とか の ほ う」 っ て い う話 を して おい た ん だ け

れ ども、 この ２泊 ３ 日の館 山 で、 若 い教 師 が 子 どもた ち に説 明す る とき に、や っ ぱ り 「ほ

う」って言 うんで す よ。今 日帰 る時 に、磯 の観 察 を した ん だ けれ ど、「そ れ で は 、今 か らペ

ッ トボ トル の ほ うを配 ります 」 とか って 言 っ て い る。 （笑 ）そ れ には 、年 配 の教 師 が 、あ な

た ね 、「何 とか の ほ う」とか っ てい うの は、あん ま りそ うい う言 い方 しない ほ うがい い って 、

この間 、校 長 先 生 お っ しゃ った わ よね なん て言 っ てい ま した け ども。

　 つ ま り、教 師 とい うの は 、い ろん な無 駄 な言 葉 も使 う し、言 い方 の癖 もあ ります し、ぜ

ひ記 録 を取 るほ うが い い とい うふ うに言 うわ け です。

　 私 は社 会 科 をや っ て い た ので 、社 会科 の授 業 は 、板 書 を、「社会 科 ノー ト」 とい うの で板

書 だ けで も記 録 を して お き ま した。自分 が忙 しい とき は、日直 の子 に写 させ た り しな が ら、

あ るい は 、 それ もで きな か った 場合 、子 どもの ノー トを後 か ら コ ピー した りして、 取 っ た

りして い ま した。

　 そ れ か ら、 この授 業記 録 とか 実践 記 録 を作 らせ る とい うの も、 大 事 な の か な と思 っ てい

ます 。 前任 校 で 社 会科 の研 究発 表 を しま した。 担 任 は ６名 しかい な い ん です 、 あ と専科 教

員 を入 れ て、 事務 を入 れ て 、養 護 教諭 を入 れ て、 全部 で10人 しか い ない ん です け ど、10

人 で 、180ペ ー ジ ぐ らい の研 究資 料 を作 っ た んで す。 厚 けれ ばい い とい うもの じゃ ない ん

です け ど も、 １人 に十何 枚 、とい うこ とは 、400字 詰 め で言 うと40～50枚 書 かせ ま した 。
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それ は、 自分 の授 業 を つ くって い っ て、 分析 して 、記 録 を載 せ て とい うよ うな機 会 が ない

です か ら、苦 しい けれ ど も、書 かせ てみ ま した。そ の こ とに よって 、授 業 を分 析 して い く、

振 り返 る１ つ の力 量形 成 につ な が る のか な と思 った わ けです 。

3． 研 修 の 在 り方

　３ 番 目に 、「研 修 の在 り方 」 とい うこ とな ん です けれ ど も、冒頭 申 し上 げた よ うに、大 変

学校 は忙 しい んで す ね。 それ か ら、勤 務 時 間 もあ る わ けで あ ります 。 私 の とこ ろは 、８ 時

05分 か ら４ 時50分 ま で が勤 務 時 間 なん で す。 子 ども を下校 させ る と、４ 時 にな っ て しま

い ます か ら、研 究 会 とい うの は、 勤務 時 間 中 は 、 そ こ しか入 れ られ ない わ け です。 もち ろ

ん 自分 た ちでや っ た りす るの が あ ります けれ ど も、一 応 、校 長 と して は、保 育 園 に通 っ て

い る人 もい る し、親 の 介護 を して い る職 員 もい ます か ら、 な るべ く勤 務 時 間 内 にや る とい

うこ とに して い ます 。

　 資料 の最 後 の５ 枚 目、 前任 校 の18年 度 の 研 究 収録 の一 部 な ん です が、 大体 、研 究 の経

過 とい うと、 ほ とん どの学校 は 、 こん な に細 か くは 書 か ない と思 い ます 。 ど うい う授 業研

究 をや っ て きた か ぐ らい しか 書 か ない と思 うん で す が 、私 は、 ほか の 学校 に も参 考 に な る

た めに とい うこ とと、 いず れ 、 自分 た ち の１ つ の デ ー タ に な るの で 、 な るべ く研 究 にか か

わ る内容 は細 か く記 録 を させ ま した。研 究発 表 会 もあ っ た の で、 これ は相 当や っ てい る学

校 だ と思 い ます。

　１ つ 自慢 は、 私 が か か わ った 限 りは、５ 時 以 降 は や りませ んで した。 もち ろん職 員 同 士

が残 って教 材研 究 した り、 自分 た ちで 自主的 に協 議 す るの は 、結 構 遅 くま でや っ た のが あ

りま した けれ ども。

　４ 月４ 日が 日曜 日と書 い て あ るの は、 これ４ 月４ 日は火 曜 日の間 違 い です ね。 こ うい う

春 休 み 中や っ た り とか 、そ れ か ら６ 月10日 の土 曜 日な ん てい うの は、 これ は土曜 参 観 日

で 、午 前 中参観 で、そ の後や る とか です ね。 それ か ら、７ 月の21、27日 か ら８ 月31日 ま

で 、 こ この夏 季 休 業 中や っ た りです 。 長期 休 業 中 に入 れ るの は 、 なか な か反 対 もあ っ て難

しい と思 い ます ね 。 最 近 は 、職 員会 議 は入 れ た りす る学 校 あ ります けれ ど も、研 究 に かか

わ る内 容 を、 これ だ け入 れ る とい うの は、 もち ろ ん この ほ か に も プー ル とか 、 日直 とか、

臨海 学 校 とか 、何 とか 相 談 日 とか 、い っ ぱい あ るわ け です か ら、 ま あま あ大変 か な とい う

ふ うに思 い ます 。

　 で も、 こ うや っ て校 内研 究会 を入れ て、 授 業 をつ くって い くの を経 験 させ ま した。 や っ

て い る途 中 は大変 だ と言 って い ま した し、何 か も う、 あ っぷ あ っ ぷ だ った とい うこ とを、

言 ってい ま した けれ ども、職 員 は、 こ うい う大 きな研 究 をや り終 え てみ る と、大 変勉 強 に

なっ た とい うの は 、率 直 にみ ん な言 い ます ね。

　 こ うい う研 究発 表 をや る とき に は、反 対 す る教 員 も もち ろん い るわ けで す けれ ども、 目

に見 え る形 で 、 自分 の力 量 形成 につ な が っ た とい う、 そ の実 感 が わく と、 割合 いい の か な

とい うふ うに思 い ます 。

　 ま た トップ に戻 ります 。 「研 修 の在 り方 」。 これ は 、 あ る程 度 の 教 師 な ら、 こ うい う形 で

も って一 定 の向 上 を 図れ るん です け ど、（2） の指 導力 不 足 教 員 、 これ は ど うや った って 、

こ うい う学 校 の校 内研 修 シス テ ム な どの通 常 の ル ー トの 中で は 上 げ られ ない です ね 。
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　 私 の とこ ろ もい ます し、 前 の学 校 で も、 そ の前 もい ま した けれ ど、 これ は、 土 曜 日な ん

か に学校 に呼 ん で 、 あ るい は 、み ん な帰 っ た後 に１ 対１ でや りま した。 僕 は 「向 山塾 」 つ

て言 っ てい ま した。 ともか く、 そ の教 師 に 、 国語 も算 数 も体 育 も道徳 も、み ん なや らせ ま

した。 こ こに 子 どもが い るつ も りで や りな さい と。 板 書 とか、 あ るい は 、体 育 だ っ た ら、

鉄 棒 の場 面 で 、,ど うい う指示 をや るか とか 、 も う本 当に手 取 り足 取 りです ね。

　 手 取 り足 取 りでや っ て も、次 の ときに 、 ま た 、そ れ が あ ま り生 きて こな か った りして、

この指 導 力 の 足 りない 教 師 の力 を付 け る とい うの は、 本 当に大 変 だ と思 い ます。 な か な か

伸 び て いか な い。 や っ ぱ り悩 み です ね。

　 それ か ら、「外 部研 修 会 へ の 参加 」 とい うこ とで す が 、 さっ き言 っ た忙 しさか ら、出 張機

会 とい うの もな か な か取 れ な い。本 校 の職 員 は、割 合 そ れ で も行 って い る ほ うな ん です が、

なか な か取 れ な い。

　 それ か ら、 ち ょっ とみ み っ ち い話 なん です が 、 出張 旅 費 が 大変 減 って しま い ま した。 こ

れ は、東 京 都 が 払 う出 張旅 費 な ん です けれ ども、 これ は何 年 か 前 に、 この 出張 旅 費 が 国庫

負 担 か ら外 れ た ん です ね。 そ うす る と、東 京都 の ほ うも予 算 削減 で 、 こ こを ぐ うっ と圧 縮

しま した か ら、 昔 は年 に１ 回 ぐ らい 、例 えば 上越 の附 属 の発 表 へ 行 って こい とか 、２ 人 か

３人 は派 遣 で きた ん です けれ ど、 それ は今 、 全 くで き ませ ん。 例 え ば、 筑波 の附 属 の発 表

で 、3000～4000円 掛 か ります が 、 それ がや っ とぐ らい です 。 で す か ら、 なか な か厳 しい

と思 い ます 。

　 研 修 の在 り方 とい うの で、 そ うい っ た学校 の公 的 な もの に加 え て、 後 は私 的 な研 究 会 、

自宅 で の個 人 研 修 、 これ が どれ ぐ らい で き るの か とい うこ とが課 題 なん だ ろ うな と思 い ま

す。 私 、新 聞記 事 とか 、 ち ょっ と面 白い 論 文 な ん か を 、朝 、職 員 に配 った り、 自分 の読 ん

だ本 の 話 とか、 読 ん だ本 の冊 数 とか 、そ ん な こ とを 、 よ く職 員 に言 い ます。 み ん な も忙 し

い し、 で も私 も忙 しい。 忙 しい けれ ども、 本 を読 ん だ り、 自己啓 発 を して い こ う とい うこ

とを言 っ てい ます 。

　 自宅 で机 に 向か う習慣 を 、 ど う育 て られ るか とい うこ とも大切 です 。 私 は 、実 は教 師 に

な って 自宅 で机 に向 か うよ うにな っ た のが 、27歳 ぐ らいだ った です かね 。も う既 に教 師生

活 を４ 年 ぐ らい過 ご し、 最初 の子 ど もが生 まれ る こ ろで 、そ れ ま で は 、 自宅 で机 に 向か う

とい うのは 、 あ ん ま りな か っ たで す ね。 あ る時 、 民 間企 業 に勤 めて い る友 人 が 、 日曜 日の

４時 か ら６ 時 は机 に向 か うとい う話 を聞 い て、 そ れ で シ ョ ック を受 け て、 向 か うよ うにな

りま した 。

　 私 は、それ か ら後 は 、１週 間 に10時 間 は机 に向 か うとい うこ とを 己 に課 してい ま した。

１週 間、 日曜 日の夜 に、 そ の週 に机 に何 時 間 向か った か とい う合 計 時 間 を書 い て 、そ れ を

表 に 張 って 、 累積 して 、 それ を 己の 戒 め に して や って い た んで す。 そ うい う自己啓 発 の機

会 をす る よ うに とい うの は 、職 員 に も言 っ て 、 どれ だ けで き るか は 、 あれ で す け ど も、そ

れ に懸 かっ て い る のか な と思 って い ます 。

４.指 導 力 向 上 の 契 機 と 指 導 力 が 高 い 教 員 の 特 質

　 最 後４ 番 、「指 導 力 向 上 の契 機 と指 導力 が高 い 教 員 の 特質 」とい うこ となん で す が 、私 は、

「適 所 にお い て適 材 を育 て る」 とい うこ とが大 切 だ と思 い ます 。よ く 「適 材 を適 所 に置 く」

-47-



と言 い ます が 、 これ は簡 単 だ と思 うんです 。 力 の あ る教 員 を 、 あ る とこ ろに置 い て。 しか

し、 「適 所 にお い て適 材 を育 て る」 とい うの が、 特 に これ か ら大 事 な感 じが します 。

　 私 は、生 活 指導 主任 を31歳 でや らせ て も らって 、教 務 主任 を32歳 で させ て も らっ たん

です 。そ れ は 、当時 の校 長 が、そ こに置 い て 育 て てい きた い とい うこ とだ っ た と思 い ます 。

それ か ら、年 齢 構成 上 の 問題 もあ っ たか も しれ ませ ん が。

　 これ か ら大幅 に教 師 が入 れ 替 わ る とき に、校 長 と して も、 そ うい う決 断 とい うか 、 そ う

い うふ うに持 っ てい って 、や って い く必 要 も あ るの か な と思 い ます 。 そ の 立場 で見 え る も

の が あ るの か な と思 って い ます 。

（2） は 、 資質 を向 上 させ るの は、モ デ ル とな る よ うな教 師 との 出会 い な ん だ ろ うと思

うん です 。 ところが 、 私 た ち の東 京 も、 この 何年 間か、 教 科 教 育 の ほ うが 非 常 にやせ 細 っ

て い ます 。 教 育課 題 へ の対応 が ど うして も多 か った わ け で、 教 科教 育 を め ぐ る仕 組 み や何

か が 、 どん どんや せ 細 って しま って い ます 。 国 際理 解 教 育 に しろ 、 人権 教 育 に しろ、 特別

支援 教 育 に しろ、 それ は喫 緊 の課 題 で す の で、 そ れ は それ と して 、 ど うして もや って い か

な けれ ばい けな い ん です が 、本 体 の 教科 教 育 が 弱 い とい う状 態 です 。

　 教科 教 育 のモ デル とな るべ き先 輩 との 出会 い とい うの が 、か つ て に 比べ る と相 当少 ない

のか な とい う気 が します 。 こ この 出会 い を 、 ど う組 織 化 して、 ああ い う先 輩 にな りた い 、

あ あい ういい 授 業 をや れ る よ うに な りた い と思 え る よ うにす るか 。 それ がモ チ ベ ー シ ョン

に大 き くかか わ っ て くるの か な と思 って い ます。

（3） 番 は 、 さっ き話 した ので 、最 後 に （4） 番 です 。 「教 師 は金 で は 動 か ぬ」 と書 い た

のは 、結 局 、 東京 都 は 、人 事 考課 制 度 を入 れ て、 あ る意 味 、業 績 評価 に よ る もの を取 り入

れ た ん です けれ ど も、 なか な か うま く機 能 してい な い。 東 京 都 は 、 主幹 制 度 も導入 して 数

年 た って い るん です けれ ども、 主幹 の倍 率 が一 点 何倍 とい う状 況 で 、圧 倒 的 に足 りない ん

で す。それ か ら、指 導 主事 試 験 とい うの は、か つ て は20倍 、30倍 あ っ た ん です けれ ども、

今 は２ 倍 ぐ らい しか な いん です 。 副 校 長試 験 も、 も う２ 倍 とか い う状況 です 。

　 主幹 も、年 間数 十 万 円給 料 を余 計 に出 して い ます が 、 こ うい う状 況 です 。 も ちろ ん処 遇

の改 善 も大 事 で 、 もっ と もっ とや っ てい か な き ゃい けな い ん です けれ ど も、 いい 意 味 の権

威 とい うんで しょ うか 、管 理職 の権 威 とか 、地 位 の あ る人 た ちへ の 権威 とい うの は 、圧 倒

的 に失墜 させ て きて しま った 。 これ は、 教師 の世 界 だ け じゃ な くて 、 わ が 国全 体 の病 理 現

象 な の か も しれ ませ ん けれ ども。

　 そ うい うもの を 、 もっ ともっ と培 ってや らない と、 きつ い もの が あ ります 。 もち ろ ん教

師 全体 の権威 、 い い意 味 の権 威 とい うん で し ょ うか 、 そ うい うもの を 、 もっ ともっ と育 て

てや らない と、 これ は指 導 力 の 向上 に もつ な が って い か な い のか な とい う気 が して な りま

せ ん。

　 あ っ ちへ 行 っ た り、 こ っちへ 行 った りで、 大 変 申 し訳 あ りませ ん け ども。 以 上 です。５

． 質 疑 応 答

【司会 】　 お疲 れ の とこ ろ を、 あ りが と うご ざい ま した。

　 それ で は質 問や ご意 見 を、 よろ しくお願 い します 。

　 まず 、私 の ほ うか ら。経 験 の話 で 結構 な んです けれ ども、10年 、20年たつ 先 生 を ご覧
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にな って 、 あ る先 生 は 非 常 に伸 び てい るの に 、 あ る先 生 は、 そ うで もな い とい う違 い は 、

ど うい うよ うな こ とが影 響 して い る ので しょ うか。 本 人 の資 質 もあ るか も しれ ない し、 向

上心 とか 、先 ほ ど出 た 、適 所 の経 験 が 少 な い とい うこ とな ど、 い ろ んな こ とが あ るで し ょ

うけれ ども。 そ こ ら辺 、何 か 、 印象 に残 った よ うな こ とが ご ざい ま した らお願 い します 。

【向 山】１ つ は、 そ の人 の歩 い て きた 学 校 歴 とい うん で しょ うか。 それ は 、研 究活 動 が

盛 ん で あ った り、 お 互 い 同僚性 が 高い とい うん で し ょ うか 、 お互 い に指 摘 し合 い な が ら、

伸 び てい け るよ うな 土壌 の あ る学 校 にい た か ど うか とい うの は、 大 きい と思 い ます ね 。

　 私 が若 い ころい た あ る学 校 な ん か も、 大 変 ベ テ ラ ン教 師 が厳 しい人 た ちで 、私 た ち、 よ

く どや され ま した ね。 い ろん な指 導 法 とか を厳 しく しか って くれ ま した。 それ は、１ つ 大

きい と思 って い ます。

　 それ か ら、これ は何 な の か な、や っ ぱ り本 人 の 資質 とい うん で し ょ うか。資 質 とい うか 、

ど う教 師 とい う職 を考 えてい るの か 、 また 教 師 とい う職 を選 ん で 、 この教 師 の道 を究 め 、

い い教 師 にな りたい とい う意 欲 とい うんで し ょ うか 、志 とい うん で し ょ うか 、 そ うい うも

の が大 きい と思 って い ます 。

　 3つ 目は、 これ が ち ょっ と抽 象 的 な んで す け ど、保 護 者 や 子 ど もの支 え とい うん で しょ

うか 、い い親 、い い子 ど も とい うん で し ょ うか 、 ミス に必 要 以 上 に厳 しくな くて、 寛容 で

い て 、若 い教 師 も育 て る よ うな土壌 の あ る地 域 、 学校 。 そ うい うとこ ろは 、伸 び て もい く

の か な とい う気 も して い ます ね。

【司会 】　 あ りが と うご ざい ま した。

【質 問者 Ａ 】　２ つ お伺 い した い こ とが あ りま して 、１ つ は、 向 山校 長先 生 の 冒頭 の お話

に もあ りま した けれ ども、東 京都 にお い て は 、13学 級 が 小 学校 の平 均 規模 に な りつ つ あ る

とい うこ とは 、学 年２ 学級 とい うこ とで す ね 。 です か ら、 か つ て の大 量採 用 期 の時 に は 、

学校 が 大 き くて大 量採 用 され て い て、 相 互 に 初任 者 同士 で 啓発 の し合 い が あ った と思 うん

です が、今 は 、学校 の規 模 が小 さ くな って い る中 の 大量 採 用 とい うこ とで 、 そ うい っ た意

味 で は、初 任 者 の 育成 の仕 方 、若 手 の育 成 の 仕 方 に も、 管 理職 の先 生 と して、 お 悩 み に な

っ て い る部 分や 工 夫 され てい る部 分 が あ る と思 い ます 。 そ うい っ た小 規模 の 中 で若 手 の人

材 育 成 を図 る上 で 、 工夫 され て い る よ うな 点 とい うこ とで 、教 え てい た だ けれ ば とい うの

が１ 点 目です 。

　２ 点 目は 、校 内研 究 と教 員研 修 との絡 み とい う点 につ い て です 。 特 に小 学 校 中心 に、 ほ

とん どの 学校 が 毎年 校 内研 究 の テー マ を設 定 して 、研 究 活動 に熱 心 に取 り組 ん で い るんで

す が 、 私 も時 々 学校 へ お 邪 魔 します が 、 校 内研 究 の進 め方 とい うこ とと、個 々 の教 員 の研

修 とい うか力 量 の 向 上 とい うのが 、 ど うい うふ うに リン ク してい るの か な とい うこ とが 見

え に くい な と思 う学校 も あ ります 。

　 そ うい った 点 で 、校 内研 究 と個 々 の教 員 の力 量 の 向 上 とい うこ とを結 び 付 け る視 点 とい

います か考 え方 といい ます か 、そ の よ うな こ とにつ い て 、 ご示 唆 をい た だ け る とあ りが た

い な と思 って お ります。 よろ しくお願 い します 。

【向 山 】　１ つ 目の とこ ろで 、本 当に東 京 もそ うだ し、 大体 多 くの所 が小 規模 校 化 して い

ます か らね 。 そ こに大 量 の初 任 者 が 配 置 され てい て 、 ど う育 って い くか とい うこ とな ん で

す。
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　 私 とか、 私 の周 りの 、 か な り一 生懸 命 や って い る校 長 は 、校 長 が主 軸 的 な 、主 軸 とい う

の は 、 ち ょっ と大 げ さです が、 ヒア リン グの機 会 とか、 授 業 づ く りの相 談 とか 、個 別 に相

談相 手 にな ってや って い るよ うに思 い ます。 そ うい うとこ ろの初 任 者 は 、割 合 伸 び て き て

い る よ うに思 い ます。

　 と ころが 、過 度 に強 く要求 し過 ぎ てい て 、 あ ま り聞 い てや らな い よ うな とこ ろの初 任 者

は 、逆 につ ぶれ ち ゃ った り、そ うい うとこ ろが 、 あ る よ うに 思 い ます 。 そ うい う点 で は 、

校 長 の役 割 が 大変 大 きい と思 って い るん です 。

　 前 と違 って 、小 さい 学校 とい うの は 、そ れ を逆 手 に取 れ ば 、校 長 は１ 人１ 人 と、 それ だ

け接 す る機 会 が多 くな るわ けで す か ら、そ れ を うま く使 うこ とが大 事 か な と思 って い ます 。

　２ つ 目の、校 内研 究 と研 修 とい うこ となん で す けれ ども、 学校 で よ く校 内研 究 とい う言

葉 を使 い ます。 私 も使 い ます が、 これ は ほ とん ど研 究 じゃな い ん です よね。 いわ ゆ る研 究

とい う立 場 か らい う と、研 究 の まね ご とを して い る だ けな ん だ と思 い ま す。

　 正 直言 って 、大 半の 学 校 は言 葉 遊 び を して い て 、い わ ゆ る 「研 究紀 要 」と称 す る もの は 、

祝詞 の よ うな抽 象 語 の 羅 列 に終 わ っ てい る とこ ろが圧 倒 的 に 多 い と思 い ます 。 そ うい うと

こ ろは 、実 感 的 に 、何 をや っ たか が 分 か らない 。 分 か った よ うな こ とを しゃべ る け ども、

何 をや っ たか が分 か らな い。

　 そ れ か ら、そ の こ とを通 して 、自分 の授 業 力 量 が伸 び た か ど うか分 か らな い とい うの が 、

実感 だ とい うふ うに思 って い る人 が 多い と思 い ます 。 協 議 会 で褒 め合 って 、何 とか 先 生 ご

苦 労 さま とか 言 っ て、 そ れ で最 後 、飲 み に行 くだ け ぐ らい で は 、 そ の人 た ちだ けは 一 生懸

命 や っ て い るの に 、何 をや っ て るか分 か らない。

　 そ うい う点 で は 、せ っか く時 間 取 っ てや るん です か ら、さっ き言 った 「授 業 観 察 カ ー ド」

とか 、 あ あい うもの を入 れ て 、 シ ビア に言 い 合 え る よ うな土 壌 を つ く り出す こ とが 大 事 な

よ うな気 が します 。 それ は、校 長 の 力 量 に懸 か って い る。 力 量 とい うか、経 営 に懸 か っ て

い る よ うな感 じが します ね。 物 が言 い に くい よ うな雰 囲気 をつ く らせ ちゃ まず い 。

　 とか く教 員研 修 が不 活 発 な 学校 ほ ど、研 究 授 業 の 引 き受 け手 もあ ま りない か ら、 せ っか

く研 究授 業 をや って くれ た人 に対 して 、少 し批 判 めい た こ とを言 うの は失 礼 み た い な雰 囲

気 が あ る。 それ じゃ あ全 然 伸 び てい か な い です よね。

【質 問者 Ａ 】 あ りが と うご ざい ま した。

【司会 】　 ほか に、 い かが で しょ うか。

【質 問者 Ｂ】 先 生 の レジ ュ メを拝 見 してい て、 教 師 の力 量 を高 め る た め に、教 育 委 員 会

とか教 育 セ ン ター とい うの は、期 待 され て い ない ん だ な とい うよ うな感 じが しま した。（笑 ）

これ は皮 肉 では な くて、 本 当に研 究者 の調 査 で も、 そ うい う結 果 が 出 てい るん です ね 。

一方 で、校 内 にお け る先 輩 との 出会 い とい うの が 、 自分 の力 量 向 上 に 一番 た めに な っ た と

い うのは 、 い ろん な調 査 で 言 われ て い るん です 。

　 教 育 セ ンター の ほ うも、 最 近 は、 セ ンタ ー の ほ うに人 を集 め る よ りも、校 内研 修 の支 援

の ほ うに出掛 け る とい う空 気 が 強 くな って い るん です。 そ ち らの ほ うが 、現 場 か ら喜 んで

も らえ るん です ね。

　 た だ、 全然 要 らな い とい うと、 あ ま りに もか わ いそ うな の で、 何 か使 い よ うは な い か と

い うこ とで （笑 ）、 お考 え を聞 かせ てい た だ け ませ ん で し ょ うか 。
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【向 山】　 レジ ュメ で、確 か に教 育 委 員会 と書 い て な い。 僕 も10年 、教 育 委 員 会 に勤 め

て いた の で、教 員研 修 とい うの は 、か か わ っ て き た んで す けれ ど、確 か に 現場 か ら見 る と

、評判 良 くな いで す よね 。 教 育 委員 会 の研 修 とい うの は、 一方 通 行 的 で あっ た り、ニーズ に

合 わ なか っ た り して い ます か ら。 そ の 出掛 けて い っ た分 の時 間 を返 して くれ、 それ で 中で

やった ほ うが 、 は るか に いい とい うの が、 あ ります よね。

　 た だ、教 育委 員 会 が 制度 設 計 だ け して 、条 件 整 備 して あ げて 、出 張旅 費 も付 けて あ げて 、

あ とはや る こ とは、 あな た た ちが 、 うん とや って い い です よ、 出 張 して もい い ん です よ と

い うこ とをや って あ げ る と、 か な りい いの が あ る よ うに な るん です 。

　 現在 は な くな っ ち ゃ った ん です け ど、東 京 都 は研 究 員制 度 とい うの を50年 間や っ て き

たん で す ね 、戦 後す ぐか ら、つ い先 般 まで 。これ は何 か とい うと、都 教 委 がお 金 を出 して 、

年 間10回 の設 定 を持 つ 。 あ とは 、 あ なた た ち集 ま って 、教 科 教 育 を勉 強 しな さい と。 最

後 に報 告 書 を作 るお金 とか、２ 泊３ 日の合 宿 す るお金 は、 東京 都 が 出 して あ げ ます よ と。

それ か ら校長 先 生 た ちに も、現 場 の 先 生 た ち に も、 あ な た が出や す い よ うな 土壌 をつ くっ

て あ げま す よ と。 あな た た ち は、 そ こでや りな さい とい うもの です 。 そ の研 究員 をや る こ

とが 、１ つ の名 誉 だ った ん です ね 、権 威 だ っ たん だ と思 い ます 。

　２ 泊３ 日の 合宿 に行 く と、 そ の教 科 の指 導 主事 と、 合 宿 生活 して 一緒 に研 究 します 。 先

輩 と して 、指 導 主 事 の助 言 とい うの は なか な か です か ら、 そ うす る と、 自分 も あ あな りた

い な と、 そ こ に憧 れ を持 つ ん です よね 。 そ うい うふ うに して伸 び てい くとい うのは 、 大変

有効 だ と思 い ます。

　 私 が 、26年 前 にや っ た研 究 員。８名 でや っ た んで す けれ ど、ほ とん どが 管理 職 に な って

、も う校長 を辞 め ちゃ っ た の もい ます が 、 ま だ年 に１ 回集 ま って ま す ね。 そ うや っ て非 常 に

強 い絆 と、伸 び てい くシ ス テ ム がで き る。 そ うい うの って い うの は、何 かつ く り出せ ない

か な と思 って い ます 。

　 広 い 地域 だ と大変 な んで しょ うけ ど、東 京都 み たい に小 さな と ころで 、1300の 学校 が凝

縮 され て い るの で 、い ろ んな ところ か ら来 て 、 学校 持 ち回 りで勉 強 す る とい うのが 、 地 の

利 も うま く使 えた 大変 優 れ た シス テ ム だ と思 い ます 。

　 じゃ あ何 でや め ちゃ っ た のか とい うと、高 等 学校 か ら嫌 だ 、 そ ん な こ とは ど うか とい う

意 見が あ っ た か らです 。 小 学 校 はや りた い と言 って い たん で す けれ ど。 結 果 的 には 、 今 、

「教 師 道 場 」 とい う別 な形 で 、 メー ル のや り取 りで や って い ます 。 メール のや り取 りで 、

年 に何 回 か だ け集 ま って とい う形 で す 。 一 見 良 さそ うな 方法 な んで す けれ ども、 出掛 け な

くて 、結 局 深 ま らない よ うに、 私 は見 て い ま す。 ま だ２ 年 目で検 証 結 果 は 出 てい ませ ん か

ら、 分 か りませ ん けれ ど。

【司会 】 教 育 セ ン ター に 出掛 けて行 って 受 け る よ うな研 修 とい うの は、あん ま り学校 で 、

そ の効 果 を検 証 で き る機 会 が 少 な い です か 。

【向 山 】　 例 え ば、 今年 、 中央 区 は英 語 活 動 を35時 間 にす るの で 、 区 の教 育 委員 会 が

２日間設 定 して 、英 語 の研 修 会 をや ります か ら管 理 職 を含 め て全 員 来 な さい とい うこ とで 、

私 も行 った ん です 。 ほ とん どの皆 さん が知 っ て い る よ うな英 語 学 の あ る著名 な方 が 来 て講

演 され た ん です が 、結 果 的 に 、私 は 、全 くつ ま らない で 帰 りま した ね 、職 員 も。そ の前 に 、

先 進校 の職 員 を２ 人呼 んで 、うち の Ａ ＬＴ と、それ こそ 実 践型 の プ ロ グ ラム をや りな が ら、
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ア ク シ ョンを入 れ て い っ た研 修 を１ 時 間 ぐらいや った ん です けれ ど、同 じ１ 時 間 半 な らば、

圧 倒 的 に、 こっ ちの ほ うが有 効 だ と私 は思 い ま した。

　 特 別 支援 も正 式 に始 ま っ た ので 、教 育 委 員 会 で今 度 や ります けれ ど、 それ は まだ これ か

らで分 か りませ ん。た だ学 校 に呼 ん で 、事 例 で個 別 にい ろん な こ とをや っ て い った ほ うが 、

実 際や るん です けれ ど、 そ の方 が は るか に効 果 が あ る と、 私 は思 って い ます 。

【質 問者 Ｃ】　 2つ お 聞 き したい こ とが ご ざい ま して 、１ つ は 、模 擬 授 業 とい うもの に つ

い て です 。 先 ほ ど先 生 のお話 で は、研 究授 業 よ り怖 い とい うこ とで した けれ ども 、一般 に

行 わ れ てい る研 究授 業 と、 この模 擬授 業 の 具体 的 な違 い 、先 生 方 が 、 なぜ 怖 い と思 われ る

のか とい うこ とを教 え てい た だ けれ ば と思 い ます 。

　 も う１ つ が、10分 間 とい うこ とな んで す けれ ども、授 業 に は、導 入 が あ って 、展 開が あ

って 、 ま とめ の時 間 が あ っ て とい うこ とで あ ろ うと思 い ます 。 先 生 は 、観 察 の とき は1時

間全 部 ご覧 に な る とい うこ とで した けれ ども、 この10分 間 とい うの が 、導 入 の 部分 か ら

始 ま るの で あれ ば、 そ の導 入 の部 分 だ けで 終 わ っ て しま うもの なの か とか とい うこ とを 、

教 えて い た だ き たい の が１ つ 目です 。

　２ つ 目は 、校 内で 先 輩 の教 師 か ら後 輩 の教 師 へ の指 導 とい うか、 与 え る影 響 とい うこ と

で 、教 えて い た だ きた い と思い ます 。 先生 のご 実 践 だ と、校長 先 生が 中心 に な って 、 若 い

先 生方 の技 量 に 関 して ア ドバ イ ス を され て 、非 常 に教 育的 な雰 囲気 が あ る学校 だ とい うふ

うに感 じた ん です けれ ども、 一般 に、今 、学 校 だ け じゃ な くて 、 ほ か の職 場 で も、 年 長 の

人 が若 い 人 に指導 す る とい うこ とが難 しくな っ てい て 、 な か なか そ こで知識 とか技 能 とか

経験 が伝 達 され に く くな って い く とい うよ うな こ とが 、言 われ て い る よ うで す。 学 校 にお

け るそ うい った こ との、過 去 との比 較 です とか 、あ るい は、現 在 の全 般 的 な 状況 です とか 、

そ うい った こ とにつ い て、も し ご意 見 が あ りま した ら、お 聞か せ い ただ けれ ば と思 い ま す 。

【向 山 】　１ つ 目の模 擬 授 業 と研 究 授 業 の違 い とい うの は 、模 擬授 業 は指 導 法 、指 導 技 術

的 な こ とに特 化 して い るん です ね 、研 究授 業 とい うの は 、 あ る研 究 主題 、 あ るい は研 究 仮

説 めい た もの を設 定 し、 それ に基 づ い た検 証 です か ら、 あ る意 味 、 指導 が若 干 弱 くて も、

今 日は 、 こ うい う狙 い で 、意 図 でや った か らとい う、逃 げ道 が あ る とい うん で しょ うか 。

　 模 擬 授 業 は指 導 法 です か ら、 本 当 に声 の 大 き さか ら、板 書 か ら、 白か黒 かで す。 影 響 が

あ った か ど うか 、 それ が は っ き りす る ので 、 そ うい う点 で怖 い と言 うんだ と思 い ます 。

　 10分 程 度 とい うの は 、結 局 、 時 間が 取 れ な い んで す。 検 証 の授 業 とい うの は 、45分 や

って み な い と、 学 習過 程 を含 ん で 、子 どもが ど う援 用 す るか とい うの が分 か らな い ん です

けれ ど、指 導 法 に 特化 してい ます か ら、 しゃ べ りや 何 か は5分 で も分 か る わ けです ね 。 板

書 の仕 方 も。 で す か ら、そ うい う時 間 で 処理 してい る とい うこ とです 。

　 先 輩 か ら後 輩 へ の継 承 とい うと ころ です けれ ども、 これ は 、 いい 意 味 の長 幼 の序 が取 れ

てい る環 境 とか 場 は 、 大変 うま く伝 達 して い くと思 い ます。 つ ま り、ベ テ ラ ン とい うか年

長 の ほ うは 、そ れ だ け 、 い い教 師 とい うか 力 の あ る教 師 で い な き ゃい か ん とい う気 合 い を

入 れ て 、 日常や る。若 い ほ うは若 い ほ うで 、 率 直 に学 ぶ し、謙 虚 に見 る とい うの が あ る。

　 例 えば 、 うちの 学校 は 、１ 組 がベ テ ラ ン なん です 。２ 組 は若 手 が 持 つ。 保 護 者 も必 ず 見

て分 か っ て い るん です 。 ち ょっ と機 械 的 で 、 それ がい い か ど うか 分 か らない です が。

　 や っぱ り１ 組 の 教 師 の ほ うが授 業 は うまい です 。 圧 倒 的 に うまい。 例 え ば、 今 日の よ う
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に海 な ん か行 って も、 あ る人 が食 事 の 作法 の指 導 をす る とか、 海 に入 る前 の注意 を 、ベ テ

ランが や っ て、２ 回 目は若 手 にや らせ て み る とか 、 して い くわ けです 。 そ れ で 、子 どもの

反 応 を見 て い る と、 どっ ちが ち ゃ ん と言 うこ と聞 い てい るか とい うの は 、一 目瞭 然 です 。

ベ テ ラ ンで も駄 目な教 師 は、 子 どもが 分 か ん ない。 そ うや っ て学 び合 うとい うの が 、で き

ます ね。授 業 とい うの は、 あ る意 味 、20坪 の密 室 の空 間 です か ら見 え ない けれ ども 、合 同

でや る場 面 とい うの は 、特 に見 え て く る と感 じます 。

　 あ と、今 年 転任 して き た若 い教 員 が 、 もっ ともっ と授 業 が 見た い 、伸 び た い っ て言 うか

ら、 じゃ あ 時 間 を見 つ けて 、隣 の 学年 主任 の ク ラス を見 に行 っ た り した ら ど う ？ っ て言

った ら、 早 速 見 に行 った り、学年 主任 が 呼 んで や っ た り、 そ ん な こ と も して い ます 。

　 いず れ に して も、 そ うい う長 幼 の序 が 取れ てい る学校 に してい くか ど うか とい うの は、

大 きい 。 長 幼 の序 って い うの は、 お か しい です か ね。 先 輩 が しっか り し、後 輩 が 学 ぶ 、 そ

うい う風 土 を つ くって い く とい うの は、 大事 だ と思 い ます ね。

【質 問 者 Ｃ】　 あ りが と うござい ま した。

【司会 】　 よろ しい で す か。

【質 問者 Ｄ 】　 1つ だ け よろ しい です か。 実態 面 を ご存 じだ っ た ら、 教 え てい た だ き たい

と思 っ てい るん です が、 この レジ ュメ の 中 に も、多忙 化 とい うこ とが あ ります 。 最 近言 わ

れ て い る のが 、校 務 が今 、 非 常 に多様 化 して 、業 務 量 も多 くな っ て、 研 修 の時 間 なん て い

うの は 、 なか な か 取れ ない とい うよ うに言 わ れ て い る一方 で、今 日の新 聞 で も誰 か 言 っ て

い ま した けれ ど も、非 常 に研 修 漬 けに な って い る とい うよ うな 見方 をす る方 もい ます 。

　 実態 と して 、研 修 時 間 が 取れ ない ほ どの多忙 化 とい っ た ときに 、そ れ は 、人 に よ って 多

忙化 が 違 うの か 、 あ るい は地域 に、 あ るい は学校 ご とに違 うの か 、 あ るい は 多忙 とい っ た

ときに 、み ん な が み ん な多忙 な んで しょ うか。 東 京都 の場 合 は 、都 市 部 な り、 あ るい は 三

多摩 地 区 の学 校 で も、み ん な基 本 的 に は 、多忙 とい うよ うな状況 に あ るの か ど うか 、 ご存

じで した ら教 えて い た だ きた い。

【向 山】　 文 科省 が、40年 ぶ りに教員 の超過 勤 務 の 実態 調査 をや りま した か ら、それ には 、

い ろい ろなデ ー タが 出 てい ます。 教 職調 整 額 をつ くる ときは８ 時 間 だ った の か な。 今 は、

それ が 、 われ わ れ 全連 小 の場合 、月40時 間 ぐ らいで す か ら、 前 に比 べ れ ば 、５ 倍 ぐらい

の勤 務 時 間 に な って い ます 。

　 学校 種 別 でい けば 、小 学 校 よ り中学校 の ほ うが 多忙感 が あ ります ね。 これ は 、や っ ぱ り

生 徒 指 導 、部 活 動 指 導。 それ か ら、学校 で い く と、教 頭 ・副校 長 ク ラス の勤務 が一 番 多 く

な って い るの と、あ と、主幹 とか教 務 主任 ク ラス が 、学校 運 営 にか か わ る仕 事 で 大変 多 い。

あ と、養 護 教 諭 ・専 科 教諭 の ほ うが残 業 量 が少 ない とい うよ うな、 そ うい うもの がデ ー タ

と して あ ります 。

　 全 体 と して 、研 修 も１ つ だ ろ うと思 い ます が、 恐 ら く、 か つ て と比 べ て圧 倒 的 に調 査 物

とか、保 護 者 へ の対応 とい うんで し ょ うか 、 これ は相 当 き め細 か くや らない とな らな い 、

ち ょっ と した けが で も報告 を き ちん と して あ げ な きゃ い けな い し、 フォ ロー も しな き ゃい

け ない 。そ うい うあた りの時 間 とい うの は 、大変 取 られ ます ね。トラブル に な った 場合 は 、

相 当い ろい ろ必 要 な こ とが 出て きます か ら、そ うい う多忙 感 とか は 、 あ る と思 い ます 。

【質 問 者 Ｄ 】　 そ うい う中 で研 修 時 間 を確 保 しよ うとす るい い方 策 とか 、何 か あ るん です
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か 。

【向 山 】　 僕 は 、前 の 学校 の ときは 、 そ この 教 師 は、 年 収 で い け ば、 大体 時 給4000円 か

ら5000円 にな る んだ か ら、10人 が60分 の 会議 を持 った ら、５ 万 円 ぐ らい の価値 を生 み

出 さな けれ ば、 時 間 の投 資 対効 果 はな い ん だ と言 って い ま した。 です か ら、会 議 とか って

い うの は 、非 常 に時 間 を短 くす る よ うに しま した。

　 研 究会 の ほ うも、授 業 づ く りも、 少 し迷 っ た りす るの は、 多 少 は い いん だ けれ ども、 あ

ん ま り迷 わせ ない よ うに 、 あ る程 度 は 、私 の ほ うもサ ジ ェ スチ ョン した り して 、必 要 以 上

に時 間 を取 らない よ うに、 徒 労感 に しな い よ うな もの に して い ます 。

　 そ して 、学 校 全体 が時 間 を守 る とか 、 終 わ りも守 る とか、 短 く して い くとい うよ うな こ

とは運 営 の責 任者 と して は、や っ てい ます 。

【質 問者 Ｄ 】　 あ りが と うご ざい ま した。

【司会 】　 よろ しい です か。 じゃ あ、 最 後 に。

【質 問者 Ｅ】　 授 業記 録 の報 告 が あ りま す が 、 こ うい う授 業 記 録 を取 られ る とい うの は 、

本 当 に先 生方 の力 量 な ど も良 くわ か り、海 外 か ら見れ ば マ ジ ック に近 い ぐ らい 、 す ごいエ

キ スパ ー ト、 専 門家 の域 に入 って お られ る と思 い ます。

この授 業 記録 の現職 の 先生 へ の返 し方 、 フ ィー ドバ ックの仕 方 につ い て お 聞 き した い と

思 い ます 。 算数 が、 比 較 的 こ うい う形 が多 い と思 うんで す。 そ の後 、 総合 的 な学 習 な ど も

入 っ て、 指 導案 も、 か つ て は２ 通 り指 導 案 を書 け とか 、そ うい う力 量 を持 っ た方 もお られ

ま した。 こ うい う硬 い 構 造 の もの と、柔 構 造 とい い ます か 、 も う少 し指 導案 に 穴 が開 く よ

うな 、 そ うい っ た単 元 設 計 が あ る よ うな もの が あ る と した ら、後 者 の ほ うは 、む しろ フ ィ

ー ドバ ックの仕 方 と して は 、子 どもの声 をそ の まま返 して や る といい ま す か 、 そ うい う返

し方 もあ る と思 うんで す けれ ども。 そ うい う点 につ い て は、 どの よ うに考 えて お られ るん

で しょ うか。

【向 山 】 授 業 記録 の取 り方 で い け ば、 国語 、算 数 とか道 徳 は、 こ うい うの は 取 りや す い

ん で す け ど、体 育 とか 図工 とか総 合 の一部 は 、取 りに くいで す よね。 図工 な ん か は 、課 題

が あ って 、子 どもの作 品作 りにな ります か ら、 この間 は 、２ 、３ 人 の取 った か か わ りを記

録 して い っ てや りま した。

　 そ の 図工 の教 員 は、 上越 の 大学 院 で２ 年 間 、 図工 教 育 を学 ん だ ん だ けれ ど、校 長 先 生 、

これ 何 とか法 です か っ て言 うか ら、い や 、 そ ん な何 とか法 とか 知 らない よっ て。 （笑 ）

　 そ うい う取 り方 を した り、 作 業型 が 大 変 多 い とき は机 間巡 視 の 図 、机 間指 導 の や り方 を

記 録 しま す。 机 間 指 導 も癖 が あ るん です 、行 っ て ない所 とか ね 。

　 昔 の学校 で 、 あん ま り授 業 ば っか り見 て い た ら、水 泳 の プー ル の合 同指 導 、 そ れ を授 業

観 察 と して もいい か って言 うか ら、構 わ ない よ って言 って 、 プー ル サ イ ドで 、 プ ー ル の指

導 記 録 を取 っ た こ とが あ りま した 。 それ で、 プ ール の立 ち位 置 とか、 監視 の仕 方 とか 、記

録 して 配 っ た の です が 、 それ はそ れ で、 大 変 参 考 に な った と思 い ます。

　 答 え に な って い るか 、 ち ょっ と分 か らな い けれ ども、 い ろ ん なや り方 を工夫 して や っ て

い ます 。

【司会 】　 そ れ で は、 向 山先 生 、 あ りが と うご ざい ま した。
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国立教育政策研究所 　 中央区立泰明小学校長　向山行雄　 平成19年７ 月２７ 日

　教員の指導力の向上 と研修の在 り方

1　 授業 を支 える要素 の何 を向上 させるか

2　 授業の力量を高めるために

　 （1）他人の授業を見る

　 ①授業観察カー ドの活用

②師範授業の実施

③模擬授業の実施 ① ②

(2)他 人に授業 を見 ても らう

①指導案 の作成 と校長 ヒヤ

②校長 による授業観察

③授業記録にもとづ く助言 ③

（3）　自分の授業を分析する

① 日常の授業の録音

②授業記録の作成

③実践記録の作成

3　 研修 の在 り方

（１）所属校での校内研修―授業 力の向上につ ながる研修へ― ④

(2)指 導力 不足教 員への教師塾 の開催　― 休 日や夜間の猛特訓 ―

（3）外部の研 修会 へ の参加　　 ―多忙化 による出張機会の減少 ―

（4）私的研 究会へ の参加 ―手弁 当での 参加　 力量 は夜伸びる―

（5） 自宅 で の個 人 研修　 ― 自宅 で机 に 向か え る習 慣 をつ くる ―

（6） ラ イ フ ステ ー ジ に応 じた研 修 ―20代 　 30代 　 40代 　 50代 で 何 を す るか ―

4． 指導力 向上 の契機 と指導 力が 高い教員 の特 質

（1）適所 において適 材 を育て る　 ―立場 で見え る世界がある―

（2）師 との出会 い と志　― プロ 意識 の芽 生え―

（3）たゆまぬ自己研鑽 　 ―他人よ り10％ の努カ ―

（4）教 師 は金 では動 かぬ 　―度 の人生を生 きる証 ―
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①

校 内研修 　模擬授業実施計画案

1． 時　程

(1)模 擬授業　　　 　　　　 　　　　10分 間 （途 中で打 ち切 る場合あ り）

(2)　指定 コメ ンテーター　 各1分 間　計2分 間

(3)校 長 コメ ン ト　　　　　　　　　　 3分 間

(4)片 付 け ・出入 り　　　　　　　　　 2分 間

2　 担 　当

(1)7月22日 （火 ）午後2時 ～

（2)9月14日 （水 ） 午後2時45分 ～

3　 備 考

（1）校 内研究 の授業 考察で評価の低か った 「発問 ・指示 」な どの指導法 をみる

(2)会 場 は講義形式の座席 とす る

(3)　A4版1枚 程度 の学習指導略案を準備 し、原則 として導入の場面 とす る

(4)児 童役 は、学習を理解 できる児童をA,遅 れがちな児童 をBと す る
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②
模 擬 授 業 分 析10の 視 点 　 18, 8, 31阪 本小学校
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③
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④

平

成

18年度（2年次研
究）
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第2章 教員養成関係

（第2回 研究会 　平成19年8月10日 開催 ）
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2-1　 教 員 の需要 予測 につ いて

桜美林大学教授　潮木守一氏

【司会 】　 それ で は 時 間 に な りま した ので 、「教員 の質 の向 上 に 関す る調 査 研 究 」第2回 全

体研 究会 を始 めた い と思い ます。 今 日は、 お 暑 い 中 、お忙 しい とこ ろお集 ま りい ただ き ま

して あ りが と うご ざい ま した 。

　 本 日は、潮 木 先 生 と牛 渡先 生 のお2方 に講 演 を して い ただ くこ とに な って お ります 。全

体 の時 間 が2時 間 です の で 、お1人 、質 疑 の時 間 を入 れ て1時 間 ぐ らい で 考 え てお ります 。

大体40分 ぐ らい講 演 を してい た だ き、残 りの20分 ぐ らい で 質 疑 が全 部 で き る よ うにす る

予 定 です。

　 1番 目の講 演 者 は潮 木 先 生 です が 、 演題 は 「教 員 の需 要 予 測 につ い て」 とい うこ とで ご

ざい ます 。 潮木 先 生 は、 そ こに あ ります よ うに 、桜 美 林 大学 の教授 で 、教 育社 会 学 お よび

教 育 開発 援 助論 とい う、 途 上 国 にす る援 助 の研 究 を ご専 門 に して お られ ます 。

　 ご著書 は、い くつ も あ ります が 、本 日の テ ー マ に一番 近 い もの と して は 、1985年 、です

か ら20年 ほ ど前 です けれ ども、も う既 に 『教員 需要 の将 来展 望』 とい う本 をお 書 きです 。

　 それ で は潮 木先 生 、 よ ろ しくお願 い します 。

【潮 木 】　 ただ 今 ご紹 介 い た だ き ま した 潮 木 と申 します。今 日は、「教員 の需 要 予 測 につ い

て」 とい うテ ー マ でお 話 させ て い た だ きた く思 い ます 。 最 近 あ らた め て需 要 予 測 をや っ て

み ま した の で、 そ の結 果 か らお話 し させ て い た だ きた い と思 い ます。

　 先 ほ ど ご紹 介 が あ りま した けれ ども 、1985年 、で す か ら今 か ら二 十数 年 前 に、そ の 時点

で の需 要 予測 をや りま した。 そ の 時 の経 験 が 、 ず っ と頭 の 中に こび り付 い てお りま して 、

単純 に見 える のです が 、 か な り技術 的 に面 倒 な問題 が あ ります 。 それ で 、 以前 か ら引 っ掛

か って い た 問題 に決 着 を付 けて お こ う と思 い ま して 、も う1回 需 要 推 計 を行 って み ま した。

　 た とえば25年 前 に行 っ た時 は 、推 計 計 算 をす るた め に、全 部 フ ォー トラ ン のプ ロ グ ラ

ム を書 きま した。 これ は たい へ ん 長 い プ ログ ラ ム にな ります 。 これ ほ ど長 い プ ログ ラ ムは

出版 しよ うが あ りませ ん。です か ら後 か ら需 要 推 計 をす る人 に引 き継 ぐこ とが で き ませ ん。

　 とこ ろが 、過 去 二 十何 年 間 の間 に エ ク セル が 開発 され ま した。 エ クセ ル で プ ログ ラ ム を

組 んで お けば 、後 の人 が参 考 に して くれ ます 。 そ こでエ クセル で全 部 計 算 が で き る よ うな

プ ログ ラム を作 つて お こ うと考 えた わ け です 。 一 つ プ ログ ラ ム を作 つて お けば 、 あ とはデ

ー タ を入 れ替 えた り
、 必 要 な場 合 には 部 分 的 な修 正 を加 え るだ けで 、推 計 が で き るよ うに

な ります。 そ うす れ ば これ か らも推 計 作業 が 引 き継 がれ るだ ろ うと考 え、 プ ログ ラ ム を作

ってみ ま した。

1． 急 増 す る 教 員 採 用 と そ の 背 景

．も う既 に皆 さん ご存 じだ と思 い ま す けれ ど も、現在 、大 都 市 圏 で急 速 に教 員 の採 用 数 が

増 え てお り、 そ の結果 、応 募 者 が 足 りな い とい う状況 が現 れ て い ます 。 東京 都 辺 りで は、

東 北へ 行 った り、 あ るい は 日本 海 側 へ行 っ た り、 あ ち こち か ら受験 生 を懸命 に集 め てい る
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との こ とです 。

　 教 員採 用 試 験 の競 争 率 が、 どの ぐ らい が 妥 当 な のか 、 これ は 、 客観 的 には決 め られ ませ

ん。 しか し経 験 的 に み て3倍 を切 る と、 質 の確 保 の点 で 問題 が 出 て くる とい われ てお りま

す 。最 近 で は、競 争 倍 率 が3倍 を切 る よ うな とこ ろが 出て きて い ます 。

　 なぜ そ うな るか。 これ も皆 さん に は釈 迦 に説 法 だ ろ うと思 い ます が、 要 す るに今 、児 童

生 徒数 は減 少 し、教 員 の総 数 も減 少 して い ます が、 そ の反 面 、 定年 退 職 者 が それ 以上 の勢

い で 増加 しつ つ あ るわ け です 。 そ の原 因 は 、教 員 の年齢 構 成 に あ ります 。 今 後数 年 間 、定

年 退職 期 を迎 え る年 齢 層 の教 員 が多 くい ます 。

　 い くつ かデ ー タ を持 っ て き ま した。 これ は 、公 立 小 学校 の教 員採 用 試 験 の競 争倍 率 です

が 、 ピー ク時 には 、12倍 を超 えて い ま した。逆 に言 えば、教 員養 成 大学 の卒 業 生 は 、な か

なか 教員 に なれ な か っ た 、何 年 も待 た な けれ ば な らな い 、大 変 な就 職 氷 河 時 代 で した。 採

用 者 側 か ら見 れ ば 、12倍 も あ ります と、大 変 それ な りに好 ま しい状 況 だ とい うこ とに な る

わ けで す。

　 とこ ろが 平成18年 度 に は 、つ い に全 国 平 均 で4倍 に落 ち込 み ま した。 とこ ろが 、 こ の

全 国 平 均 とい うのは 、 これ は か な りミス リー デ ィン グで あ ります 。都 道 府 県 に よっ て 、相

当差 が あ ります 。 そ れ か ら、 も う1つ グ ラ フ をお 目にか けます 。 これ は公 立 中学 校 の 教員

採 用 試 験 の競 争倍 率 です 。 中学校 教 員 の ほ うは 、ひ ところ は18倍 とい った 高 水 準 に あ り・

ま した が 、 それ が 現在 は12倍 ま で 下が って きてい ます 。 そ して そ の後 ず っ と横 ば い状 態

が続 い て い ます 。採 用者 側 が非 常 に気 に して い るの は、この小 学校 教 員 の ほ うで あ ります 。

全 国 平 均 で は4倍 で す けれ ども、 これ は地 域 に よって 、 か な り差 が あ ります 。

　 これ は 平成18年 度 の公 立学 校 教員 採 用 試 験 競争 倍 率 を 見 た も のです 。 競 争 倍 率 が2倍

を切 って い る とこ ろは 、 赤 で囲 って あ ります 。 ま た3倍 を切 っ てい る ところ は、 黄 色 で 囲

っ て あ ります 。 ご覧 の とお り、千葉 とか東 京 は、 も う2． 何 倍 ぐ らい に な っ て い ます。 も

っ とひ どい の は大 阪 で 、’1．7倍 です 。 こ こま で競 争 倍 率 が落 ちて きて い ます 。

　 こ う した 急速 な競 争倍 率 の低 下 は、 こ こ数 年 の 間 に起 きた現 象 です 。今 か ら10年 ほ ど

前 の平 成9年 度 の競 争倍 率 を見 てみ る と、そ の 当時 の競 争倍 率 は たい へ ん 高 い水 準 に あ り

ま した。 平成9年 度 の都 道府 県 、政 令指 定都 市 別 の競 争 倍 率 を見 る と、3倍 台 の とこ ろは

北海 道1つ だ け で した 。 ほか の とこ ろは 、大 体 それ 以 上 の競 争 倍 率 が あ りま した 。

　 問題 は 公 立小 学 校 の 教員 の年 齢 構成 に あ ります。 この グ ラ フの右 側 の ほ う、 つ ま り高 い

年 齢 層 の ところ が、 か な り高 い 山が み られ ます。 つ ま り50歳 代 の教 員 が 目立 って 多 くい

ます 。 と くに こ う した 年齢 構 成 の ゆが み は 、大都 市 圏で 目立 っ てい ます。 この50歳 代 の

ところ に大 きな 団塊 の世 代 が あ りま して 、 この教 員 が これ か ら年 々定 年 退職 を迎 え る こ と

にな ります 。 それ を補 充 す るた め に、 か な り大 量 の新 規 採 用 を しな けれ ばな らな い。 そ う

な る と、 場 合 に よっ て は、 競争 倍 率2倍 を切 る よ うな状 況 にな ります 。

　 この グ ラ フは 中学 校 の教 員 の場 合 で す が 、小 学校 の場 合 と同 じです 。40代 後 半以 降 の年

齢 層 の教 員 が か な り多 くい ま す。 公 立 中学校 で も今 後 か な り大 量 の教 員 を新規 に採 用 しな

けれ ば な らな くな ります 。 そ の結 果 、競 争 倍 率 が か な り低 下す る可 能 性 が あ ります 。

2.今 後16年 間 の 教 員 の 需 要 予 測
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　全 国47都 道 府 県 を み ます と、4つ の タイ プ に分 かれ ます 。1つ は急増 急 減型 。 今 後 数

年 間 に急 に需 要 が増 えま す が 、そ の 後急 速 に減 少す るタイ プ です 。 具 体 的 に挙 げ ます と、

これ は東 京都 の場 合 で す が 、小 中学校 両方 合 わせ る と教 員採 用 の ピー ク時 が平成21年 度

にな ります。 です か ら、 再 来年 に な ります と、急 に増 え ます が 、 そ の後 、 ま た急 速 に低 下

して ゆ きます 。

　最近 、 よ く私 立大 学 の 方 が教 員 養 成課 程 をつ く りた い とお話 に こ られ ます。 けれ ども、

私 は 正直 言 って 、今 養 成 課 程 を新 設 して も、 申請 に1年 か2年 か か り、卒 業 生 が 出 る のは

4年 後 です か ら、そ の時 に は、も しか した ら ピー ク は去 っ て い るか も しれ ない 。です か ら、

よ くお 考 え に な った ほ うが い い の で は ない です か とい うこ とに して い ます 。

　 この よ うに一 方 で は急 増 急 減 タイ プ が あ ります が 、他 方 で は後 期 急増 型 とい うタイ プ も

あ ります 。 ここ しば ら くはそ れ ほ ど需 要 は増 えませ んが 、後 期 に な る と、 だん だ ん需 要 が

増加 して い く県 が あ ります 。 これ は福 岡 の場 合 です 。 今 はあ ま り採 用数 は多 くあ りませ ん

が 、 しば ら くたつ と需 要 が増 えて い く。 こ の原 因 は現 在 の教員 の年 齢構 成 と、子 どもの減

少 の しか た が 大都 市 圏 とは ち ょっ と違 うとい う、2つ の要 因 か ら来 ます 。 これ が 後 期 増加

型 とい うの もあ ります。

　 それ か ら、 減少 型 とい うの もあ ります。 これ か らほ とん ど増 えな い。 どん どん採 用 数 が

下が っ てい く。 これ は北海 道 の場 合 で す けれ ど も、 北海 道 の場 合 に は、 子 ど もの減 少 も あ

ります が、 教 員 の年 齢 構 成 か ら考 えて み て も、今 後 それ ほ ど多 くの採 用 増加 は 見込 まれ な

い とい う形 に な ります 。

　 も う1つ 安 定 型 とい うのが あ ります 。 これ は 、 あ ま り増 え も しない し、減 りも しな い、

割合 コ ンス タ ン トに教 員 需 要 が 推移 す る ケー ス で す。 長 野 県 が この タイ プ に入 ります 。 こ

とで は、 教員 需 要 の カ ー ブ は比 較 的 フ ラ ッ トな 形 に な って い ます

　 これ が 、47都 道 府 県 を4つ の タイ プ に分 けた ときの分 布 図 です 。赤 く塗 りつ ぶ した と こ

ろが急 増 急減 タイ プ とな ります 。 こ こは調 整 が 一 番 面倒 な とこ ろだ と思 い ます 。 この 大 き

な 山を ど うや っ て乗 り越 え るか が問題 に な ります 。 赤 く塗 りつ ぶ した とこ ろを ご覧 に なれ

ば、 お分 か りにな ります けれ ど も、 東京 、神 奈 川 、 千葉 、埼 玉 で す。 それ か ら、京 都 、 大

阪、 兵庫 、和 歌 山、愛 知 、 三 重 とい った と ころ です 。 こ うい う とこ ろが急 増 急減 型 に な り

ます 。

　 それ か ら、 日本 列 島 の北 の端 と南 の端 が減 少 型 に な ります 。 安 定 型 とい うのが 、 日本 列

島 の真 ん 中辺 りで して 、後 期 増加 型 とい うの が 、九 州 、中国 、東 北 とか北 関東 にな ります 。

です か ら、 つ い この 間 聞い た話 で は 、東 京都 の 方 が 山形 へ行 かれ ま して 、 山形 は今 で は ほ

とん ど新 規採 用 が あ りませ ん ので 、 しば ら く東京 で教 員 をや らな い か、 しば ら く東 京 でや

つて い る と、や が て 山形 で も需 要 が 増加 します か ら、 そ の時 、 帰 っ た ら ど うか と、そ うい

う口説 き方 をや っ てい る とい う話 を され てい ま した 。 それ はそ れ な りの合 理 性 の あ る こ と

で はな い か な と思 い ます 。 要す るに、 首都 圏 と近 畿 圏 、 この2つ が 一番 大変 な と ころ だ と

い うこ とです 。

3． 教 員 の 需 要 予 測 の 課 題

　 今 まで の い き さつ をお話 し して お き ます と、私 は教 育 社会 学 会 とい う学会 に属 して い ま
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す が、 実 は こ の問題 は教 育社 会 学会 の メ ンバ ー は、 か な り前 か ら気 づ い て お りま した。 い

ろい ろ予 測 をや って 、警 告 を発 して き ま した。 広 島 大 学 の 山崎博 敏 教 授 が か な り前 か ら需

要 推 計 を行 い 、 こ うい う事 態 が 来 るか ら何 らか の手 を打 った ほ うがい い だ ろ うとい う警 告

を発 して き ま した。

　 とこ ろが 、 われ わ れ が こ うい う推 計 をや っ て も、 世 の 中 に はあ ま り反 響 が な い 、動 きま

せ ん。 二 十何 年 か 前 の私 の行 った 予測 も、 い ろ んな評 価 を受 けま した。 そ の 時体 験 した こ

とです が 、一 番 基 本 的 な 問題 は、要 す るに こ うい う推 計 は あ くま で も個 人 が や っ た研 究成

果 だ とい うこ とです 。 あ くま で も個 人 的 な推 計 作 業 で 、 それ が本 当 に正 しい推 計 結 果 か ど

うか、確 認 しよ うが な い 、 それ が最 大 の問題 で した。 別 の言 い 方 をす れ ば 、 第 三者 の検 証

を経 てい な い とい う問題 です 。 しか しこれ は 、極 めて健 全 な レス ポ ン スだ と思 い ます。 一

個 人 の行 っ た推 計 、 １人 の研 究 者 が行 った推 計 結 果 で 世 の 中が動 か され る と した ら、 た い

へ ん怖 い こ とです 。 世 の 中 が、 それ だ け慎 重 な の は、 たい へ ん健 全 な在 り方 だ ろ う と私 は

考 え てお ります 。

　 そ こで 私 は 自分 の所 属す る学 会 に 向 けて 、誰 か追試 をや って くれ 、確 認 して くれ と、ず

っ と言 い続 け て きて い る とこ ろです 。 私 の計 算 で は こ うな った けれ ど、 誰 か ほ か の人 が独

立 して計算 した場 合 には 、果 た して 同 じ結 果 に な るか ど うか 、 それ を確 認 して くれ とい い

続 けて きて い ます 。 と ころが 、 そ こが 自然科 学 とは違 うので す ね。 自然 科 学 です と、 誰 か

が あ る新発 見 を した とい う と、 多 くの人 が検 証 実 験 をや ります。 さま ざま な 人 が検 証 実験

を行 って 、 再現 で きれ ば新 発 見 と して認 定 され て ゆ きます 。 再 現 で き な けれ ば 、否 定 され

て ゆ きます 。 こ うい う集 団 と して の検 証 作業 を通 じて 、果 た して新 発 見 か ど うか を確認 し

て ゆ きます 。 しか しわれ われ の場 合 は、検 証 計 算 をや って も、 あ の推 計 は 正 しか った とい

う結 果 が で た だ けで は 、あま り生産 的 で な い。研 究 と して の独 自性 、創 造 性 は あ りませ ん。

　 逆 に 誰 か の行 った推 計 を再 計算 してみ て 、 間違 い だ った とい うこ とが 判 明す る と、 事情

はや や こ し くな ります 。 正 直 言 うと、 われ われ の ア カデ ミ ック ・コ ミュニ テ ィー は狭 い の

です か ら、 な か なか 正 面切 って 間違 って い る とも言 い に くい。

　 あ るい は 中 には 、 あ いつ はふ だ んか らで かい こ とをい って い る が、 こ うい うミス をや っ

て い た 、 口先 ほ どの こ とはな い と、 大 々的 な批判 をや る人 も、 出て くるか も しれ ませ ん。

これ ま で そ うい う例 は あ りませ んが 、 いず れ に して も検 証研 究 、追 試 は ほ とん ど行 われ て

きて お りませ ん。 これ が 弱 み に な るわ け です 。研 究者 が い く ら研 究 成 果 を発 表 して も、 あ

れ は あ くまで も個 人 の成 果 で あ って 、公 的 に保 証 され て い るわ けで は な い ので す。

　 それ か らも う １つ 、 これ も技 術 的 な 問題 で す が 、 かな り大 き な問題 が あ ります。 二十 年

前 に推 計 を行 っ た時 は、教 員 の年齢 構 成 が 分 か るデ ー タ とい うの は 、 ご存 じの とお り学 校

教員 統 計調 査 しか あ りませ ん。 ところが 平成10年 度 ま で は ５歳刻 み の年 齢構 成 しか公表

され ませ ん で した。 で す か ら ５歳刻 み での 需 要推 計 しか で き ませ ん で した。 これ は需 要推

計 とい って も、大 雑把 な推 計 にな ら ざる を得 ませ ん で した 。 例 え ば平 成16年 度 のデ ー タ

で 、 ５年 刻 み の年 齢構 成 しか ない と した らど うな るか。 こ の図 の よ うな ご くな だ らか な カ

ー ブ しか得 られ ませ ん
。

　 ところ が 、平 成16年 度 に １歳刻 み の もの が 出て きま した。実 は、そ れ 以前 の平成13年

度 の時 か ら １歳刻 み の教 員 の年 齢 構成 が公 表 され る よ うにな っ た の です 。 これ をみ た 時 、
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私 は 文科 省 は変 わ っ た な と思 い ま した。 １歳刻 み の構 成 が分 か らない 限 り、 ど うに もな り

ませ ん。 平 成13年 度 の学 校 教 員統 計 調 査 が公 表 され た 時 、 こ の こ とに私 は気 が つ い た の

です が 、 そ の こ ろは 、 自分 の立 ち 上 げ た学 部 を完 成 年 次 へ持 っ て行 か な けれ ば な らな い 立

場 にい て 、正 直 言 って 、 天 下国 家 の こ とを考 えて い る暇 あ りませ ん で した。 だ か ら、 そ れ

を使 う暇 は あ りませ ん で した。そ れ で 、16年 度 のデ ー タ を使 っ て需 要 推 計 を行 っ たわ けで

す が 、 １歳刻 み のデ ー タで推 計 す る と、 こ うい う結果 が得 られ ます。 こ こ にか な り大 きな

山が あ って 、 そ の後 、急 速 に需 要 が低 下 して ゆ くこ とが 、 は っ き り分 か ります。 一歳 刻 み

のデ ー タで の 需 要推 計 と、 ５歳 刻 み のデ ー タで の需 要推 計 の ２つ を重 ね て 見ま す と、 この

よ うに な りま す。 これ を ご覧 になれ ば、 ５歳刻 み のデ ー タ が い か に重 要 か 、 いか に 一歳 刻

み のデ ー タで は役 に 立 た ない か が 、歴 然 とす る と思 い ます 。

　 大阪府 の場 合 も、 ５歳刻 み のデ ー タで は こ の程度 の推 計 しか で き ませ ん。 しか し １歳刻

み です と、 こ うな りま す。 これ は、 並 べ て 見れ ば、非 常 に は っ き りしてい る と思 い ます。

です か ら、 教員 の将 来 需 要 を推 計 す る には 、 ど う して も １歳 刻 み の教 員 の年齢 構 成 を公 表

して も ら う必 要 が あ りま した。 幸 に して それ が今 で は可 能 とな りま した 。

　 も う １つ 、今 、 自分 の所 属す る学 会 に呼 び掛 け てい るの です が、 こ うい うタイ プ の研 究

は 、検証 して くれ と頼 ん で も、 デ ー タ を集 め るの に相 当時 間 が か か ります し、そ れ を処理

す るの に も相 当時 間 が か か る。 しか し正 確 な計算 が で きて い るか ど うか 、他 人 の 目で検 証

して も らわ な けれ ば な らない 。 ま た こ うい うタイ プ の推 計 作 業 は １人 の 人 間 が、 始 めか ら

終 わ りま で 、一 貫 して 全部 を通 して や る必要 が あ ります 。 この 作 業 を複 数 の 人 間 に分 割 し

てや って も、 それ を総 合す るの に けっ こ う手 間ひ ま が か か り、 場合 に よ って は 間違 い をす

る危 険 性 が あ ります 。 １人 の人 間 が 、 朝 か ら晩 まで 付 きっ き りで や るの で ない と、途 中で

計 算 間違 い 、 思 い違 い をす る危 険 性 が あ ります 。

　 この よ うに一人 の人 間 の行 っ た推 計 作 業 を検 証 して も ら うた め には 、そ の使 っ たデ ー タ、

それ に加 えた 計算 過 程 を全 部他 人 が見 て も 分 か る よ うに してお か な けれ ば な らない 。 とこ

ろが 、 昔 は ウェブ ・サ イ トとい っ た便 利 な もの が あ りませ ん で した。 ま た この推 計 に使 っ

た計 算 プ ログ ラム を印刷 して 公表 しよ うに も、 そ の よ うな物好 き な 出版社 は あ りませ ん で

した。 二 十何 年 前 は 、 た ま た ま本 とな っ た ので す が 、 は じめ私 は本 と して 出版 で き る とは

思 っ てい ませ んで した。47都 道 府 県 ご とに 、しか も ５年 ご との 教員 需 要 数 が 並ぶ だ けの 出

版 物 に な ります 。 これ か ら教 員 の 需 要 が増 え るか減 るか 、 どの 程度 に増 え るか減 るか とい

う数 字 の羅 列 です か ら、 この よ うな もの が本 に な る とは思 っ て もい ませ ん で した。 と ころ

が あ る出版社 が案 外 売 れ るか も しれ な い と言 って きま して 、そ れ で 出版 す る こ とに な りま

した。 後 か ら結 果 を教 えて も らい ま した が 、そ れ な りに 売れ ま して 、 出版 社 に損 を掛 け な

い で 済 んだ よ うです 。

　 以 上 が ２ ０年 前 の状 況 で した が 、そ の 後 時代 は大 き く変化 しま した。 今 はイ ン ターネ ッ

ト時代 、 ウェブ ・サイ ト時 代 です 。 ウ ェブ ・サ イ トを使 え ば 、 こ うい うデ ジ タル 情報 はす

べ て 、 多 くの 人 に 見 て も らえ る よ うに公 表 す る こ とが で きます 。 そ こで こ うした公 表 され

た推 計 結果 を も とに 、ぜ ひ とも検 証 作 業 をや っ て くだ さい と訴 えて い る最 中で す 。

　 先 に も申 しま した よ うた 、 個 人研 究で は ど うして も信 頼性 を 取 り付 け る こ とがで きませ

ん。 そ れ で は公 的機 関 が で き るか とい い ます と、 それ が そ うで は あ りませ ん。 例 え ば文科

-67-



省 な り都 道 府 県 が この よ うな推 計 が で き るか とい うと、 都 道府 県 は 、皆 さんや って らっ し

ゃ るよ うで す が 、 なか なか公 表 な さ らない 。

　 これ を公表 しな い理 由は 、私 には よ く分 か りま す。 具 体 的 な推 計作 業 を見 て い けば 明 ら

か な よ うに、ス テ ップス テ ップ で、必ず あ る前 提 、仮 説 を置 か な けれ ば推 計 は で き ませ ん。

しか し、 公 的機 関 の立 場 か らみ る と、場 合 に よ って は外 れ る こ とが あ るか も しれ ない 、不

確 か な前 提 を選 ぶ こ とはな か なか で きませ ん。 また そ の推 計 結果 を公 表 す る こ ともで きま

せ ん。

　 さ らに都道 府 県 、政 令 指 定都 市 とい っ た採 用者 側 の立 場 か ら見れ ば、 そ の よ うな10年

先 、 ２０年 先 の こ とで は な く、 この ２、 ３年 先 ど うな るかが 分 か れ ば いい わ けです 。 しか

しそれ で は困 るの が教 員 養 成機 関 で あ る大学 側 です。 教 員 養 成 課 程 を持 った 大 学 か らす れ

ば、数 年 後 に教員 需 要 が急 増 す る とい きな り言 われ て も、対 応 で きませ ん。 教 員養 成 課 程

を、 これ か ら ど うい うふ うに整 備 して い くの か 、縮 小 させ る のか 拡 大 す る のか 、 この問 題

は、 国 立大 学 法 人 とっ て は、 大 き な課題 です 。 各 大 学 が 自分 で計 画 を立 て な けれ ば な らな

い 。 計画 をつ くるに は 、 そ の基礎 に な るデ ー タ が な けれ ばつ く りよ うが な い。 で す か ら、

教 員養 成 大学 、 あ るい は教 員 養成 課 程 を持 っ て い る大 学 に とっ て は、 こ うした 教 員 の需 要

推 計 は重 要 な情 報 で 、 自分 の大 学 の将 来 を 見通 す に は欠 かせ ない デ ー タ だ と思 い ます 。

　 この よ うに、都 道 府 県 を は じめ公 的 機 関 とい うの は、 さま ざま な制 約 が あ って 、 な か な

か将 来 推 計 を公 表 で きませ んが 、他 方 教 員 養成 大 学 とか 教 員養 成 課 程 を持 った 大 学 は 、 そ

うい うデ ー タが 非 常 に 必 要 で あ る。 従 って 今 の とこ ろ は こ うい うデー タの提 供機 関 と して

は、 学 会 しか ない とい うと ころが 、 １つ 問題 で は ない か と思 い ます 。

　 最 後 に 、 か な り技 術 的 な問 題 です けれ ど、 この作 業 をや っ て い て発 見 した こ とです が、

「本 務 教員 」 のデ ー タが 、 同 じ年度 で も学 校 基本 調 査 のデ ー タ と学校 教 員統 計 調 査 の デ ー

タ とで は違 うの です 。 か ね て か ら、 ど うもお か しい と思 って い た の です が 、 これ が 違 うの

です 。

　 今 い ろい ろ と、問 い 合 わせ を して い る ので す が 、 この原 因 が ど うして も分 か りませ ん。

まず 学 校 基本 調 査 とい うの は 、 ご存 じの とお り、 ５月 １日現 在 の 時 点 のデ ー タで 、学校 教

員 統 計 調 査 の ほ うは、10月 １日のデ ー タ です。 ５カ 月 のず れ が あ りま す が 、そ の ５カ 月間

に 、 これ ほ ど大 き なず れ が 出 る とい うの は、 ど う考 え て も信 じが た い。

　 一 番 最 後 に数 字 を挙 げて あ ります が 、 Ａ欄 は学 校 教員 統 計 調 査 に載 っ てい る公 立小 学 校

の本 務 教 員 数 、 Ｂ欄 は、 同 じ平 成16年 度 の学 校 基本 調 査 に載 って い る本 務教 員 の数 。 ま

ず全 国 の とこ ろです が、 も うこれ だ けの違 い が あ りま す。 つ ま り、 学校 教 員 統 計調 査 の ほ

うが学 校 基 本調 査 の93％ で あ り、７％ のず れ が あ ります 。これ は 、か な り大 きなず れ です 。

各都 道 府 県 別 に見 て ゆ き ます と、都 道府 県 に よ って か な り違 い が あ ります 。 大 き くず れ て

い る とこ ろ と、 あ ん ま りず れ の ない ところ が あ りま す。

　 先 ほ どお 見せ した東 京 都 につ いて 、 私 の行 った 推 計 結果 と、今 まで の採 用 実績 を比 較 し

ます と、 この よ うに か な りの ギ ャ ップ が あ ります 。 今 ま で の採 用 実 績 は赤 い カー ブ の よ う

にな ります 。 しか し、私 の需 要推 計 で す と、緑 のカ ー ブに な ります 。 これ だ け大 きな ギ ャ

ップ が あ ります。

　 この理 由が これ ま で ど うして も分 か りませ ん で した 。 と ころ が 、そ の原 因 がい ま 分 か り
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か けて きま した。 私 の需 要 推 計 は学 校 教員 統 計 調 査 の デ ー タ を使 っ て い ます。 他 方 、 児童

生徒 数 は学 校 基本 調 査 を使 い 、 そ こか ら必 要 教 員 数 を推 計 して い ます 。 ところ が学 校 教員

統 計 調 査 の ほ うは教 員 数 が 少 な い ので す。 です か ら、 そ のず れ を補 正 させ れ ば 、少 しは今

まで の 実績 に近 くな る ので はない か な と考 え てい る と ころ です 。推 計作 業 には 、そ うい う

や や こ しい 問題 が あ る こ とを、具 体 的 に理 解 して い た だ けれ ば と思 い ます 。

　 今 まで の推 計 結 果 を 、す ベ て私 の 自分 の ホー ムペ ー ジ に載 せ て あ ります 。 これ が全 国 の

推 計 結 果 です 。 こ うい う格 好 で 、 １つ １つ の 県 ご とに グ ラフ を作 って 、 ホー ムペ ー ジ に載

せ て あ ります か ら、誰 で もダ ウ ン ロー ドで きます 。 ご覧 に な っ てい た だ き たい し、 で きれ

ば検 証 して も らいた い と思 って い ます 。

　 一応 、 私 の話 は、 この ぐ らい に しま して 、 皆 さん の ほ うで ご質 問 が あっ た ら、 それ にお

答 えす る形 で 、話 を も う少 し膨 らませ たい と思 い ます 。 ど うもご清 聴 あ りが と うご ざい ま

した。

４ ． 質 疑 応 答

【司 会 】　 あ りが と うご ざい ま した 。 それ で は、 ご質 問 、 どな た で も ご 自由 に 、い か が で

す か。

【質 問者 Ａ 】　 今 、伺 った お話 の 中 に、競 争 率 の 問題 が あ りま した。 競 争 率 とい うの は 、

受 け皿 のパ イ の 問題 で あ り、パ イ の縮 小 は人 口統 計 の 問題 で あ る わ け です が 、も う一方 で 、

競争 率 に影 響 を与 え るの は、 受験 者 数 です 。 この受 験者 数 とい うの は 、例 えば 景気 の動 向

とか に影 響 され るわ け で、 景気 が 良 けれ ば 民 間 に流 れ る とい うふ うな こ ともあ ります が 、

そ ち らの影 響 要 因 とい うのは 、 ど うい うふ うに推 測 して 、 これ に盛 り込 む のか ど うか とい

うこ とをお伺 い した い んで す が。

【潮 木 】　 いや 、 そ の よ うな空 恐 ろ しい こ とは到 底 推 計 で き ませ ん の で 、や って お りませ

ん。 今 まで の応 募 者 の動 き も、ず っ と追 い掛 け て ゆ け ば、何 か トレン ドな り説 明 要 因が 出

るの か も しれ ませ ん 。しか しそ れ に して も応 募 者 の規模 は さま ざま な 要 因 で決 ま るわ けで 、

と うて い推 計 の対 象 には な らない と思い ます 。 そ の辺 はや って い ませ ん。

　 この グ ラ フは宮 城 県 の場 合 です が 、宮 城 県 の採 用 数 は赤線 で結 ん だ よ うな形 で推 移 す る。

他 方 、宮 城 県 の教 員 養成 課 程 の卒 業者 が コンス タ ン トだ とす る と、 こ う推 移 す る。 これ を

眺 め て 、 こ こか ら ど う した らい い の か とい うの は 、皆 さん それ ぞれ 考 えて くだ さい と、私

にで き る の はそ の ぐ らい です 。

【司 会 】　 ほか の方 、い か が です か 。

【質 問者 Ｂ 】　 大変 細 かい こ とで恐 縮 な ん です けれ ど も、教 員 定数 の改 善 計画 が あ るの か

ない の か とか、 採用 時点 で の年 齢 、途 中採 用 と言 うん で し ょ うか 、新 卒 で 採 用 され た 場合

と途 中で採 用 され た場 合 とか 、細 かい 要 素 に よって違 う面 が出 て くる と思 うん です が 、 そ

うい っ た 点 は、 どの よ うに取 り扱 って お られ るん で しょ うか 。

【潮 木 】　 都 道 府 県 に よって 教 員 定数 の改 善 をや って らっ しゃ る ところ もあ ります し、 そ

れ か ら、 例 の総 額裁 量制 が取 り入 れ られ た り、義 務 教 育 国庫 負 担 法 が変 わ り、 これ か らは

地方 が 独 自の 立場 で 教育 費 のサ イ ズ を決 め る こ とが で き る よ うた な るわ けで す。

　 こ うい う要 因 が教 員需 要 に ど う影 響 す るの か は 予想 を越 えて い ます。 政 治 の世 界 です か
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ら。 恐 ら く知 事 選 あた りで、選 挙 公 約 で30人 学級 を実現 す る とか しない とか 、そ うい う

マ ニ フ ェス トを掲 げて 、や られ るん で し ょ うけれ ど、 そ の辺 は、 これ は ま さ に政 治 の世 界

で 、予 想 は で き な いわ けです 。

　 です か ら、今 、私 が採 用 して い る方 式 は、教 員 １人 当 た りめ生 徒 数 は 、都 道府 県 に よっ

て か な り違 い が あ ります が 、 これ は コンス タ ン トだ とい う前 提 に立 って い ます。 この前 提

に 立 て ば こ うな る。しか しこれ を改 善す る とす れ ば、もっ と教 員 需 要 は増 え るで しょ う し、

改 善策 を とらな けれ ば、教員 採 用 数 は減 って い くこ とに な ります 。改 善 に しろ改 悪 に しろ、

そ れ な りの制 約 幅 が あ る と思い ます。 それ ほ ど急 激 な こ とは で き ない の で し ょ う。 いず れ

に して も、 そ の 辺 は政 策 要 因 が 関係 して くるわ け です か ら、 この辺 の グ ラフ の上 下 に何 が

しか のぶ れ が で て く る こ とに な ります 。

　 今 ま で の、 い ろん な人 との議 論 の 中で思 うのは 、教 員 の年齢 構 成 に偏 りが あ るか ら、一

時 に大 量採 用 が 必 要 に な るわ けで す。 そ してそれ を行 う と、 ま た30年 先 ぐ らい に同 じ く

大 量 採用 が必 要 にな るの で しょ う。 そ こで年 齢構 成 の ゆが み を直す 方 法 が あ る ので は な い

か とい う話 が よ く出 ます 。

　 しか し ど う考 えて み て も、 そ の可 能性 は ない と思 うの です 。 なぜ か とい うと、学校 とい

うの は 、 定員 が決 まっ てい て 、必 ず 埋 めな けれ ば い け な いわ けです 。 今 年 は応 募 倍 率 ２倍

切 るか ら、採 用 数 を減 らす とい う方針 を とれ ば、 教員 のい ない教 室 がで き る。 あ るい は 、

す し詰 め 学級 がで きて しまい ます 。 この よ うな こ とは 、現 実 に は で きな い です よね。

　 そ れ じゃ あ 、少 し余計 に採 っ た ら ど うか と、 そ うい う話 が よ くあ ります が 、 これ もま た

到 底 で き な い です よ。 今 、地 方 自治 体 は どこで も、 い か に して 経 費 削減 をす るか で懸命 に

な って い る か らで す。 余 計 な人材 を抱 えて お くこ とは 、到 底 で き な い です 。 そ うい うこ と

で年 齢 構成 の ゆが み を調 整 す る こ とは、非 常 に難 しい ので はな い か と思 い ます 。

　 考 え られ る の は、 これ だ け大 量 の人 が辞 めて い くわ け です が 、 この ご ろの60歳 って い

うの は、 皆 さん元 気 です か ら、辞 め られ て ゆ く先 生 に も う少 し教員 と して とどま って も ら

う方 法 は あ る の で はな い で しょ うか 。で きる 限 り年齢 構 成 の ゆが み を少 な くす る とすれ ば 、

こ うい う方法 は考 え られ る と思 い ます。

　 採 用者 側 に は採 用者 側 と して 、 さま ざま な人 事 政策 上 の問題 もあ るので しょ うか ら、私

の立 場 か らは 、特 に強 くは言 えませ ん が 、 そ の よ うな 可能 性 が あ るの で はな い の で しょ う

か。 現 に そ うい う方策 と取 ってお られ る所 が あ る と私 は聞 い て い ます 。

【司 会 】　 今 のお 話 と関係 す る とこ ろな ん です けれ ど も、実 は 大学 につ い て も、 この種 の

年 齢 分布 の不 整 合 とい うの は、1970年 ごろに よ くあ った ん です が 、大 学 の場 合 には 、最 近

は、 だ いぶ 緩 和 して い ます 。 この理 由はす ご く簡 単 で 、会 社 の研 究所 の 人た ち が、 バ ブル

が 崩 壊 した後 で 仕 事 が な くなっ て、 み ん な大 学 の研 究所 に来 て 、 それ で 結 果 的 に年齢 構 成

が 割 とフ ラ ッ トにな っ た とい う事 実 が あ ります。

　 従 っ て 、 これ を も し本 当 に改 善 しよ うと思 う と、社 会 人 教 員 を入 れ るほ か な い んだ ろ う

と思 い ます 。 そ れ が必 ず しもい い こ ととは思 って お りませ ん が 、年 齢 構成 とい う視 点 か ら

見 れ ば 、 それ 以 外 に な いだ ろ うな と思 っ てお ります 。

【潮 木 】　 そ うだ と思 い ます。 それ は １つ の方 法 だ と思 い ます けれ ども、今 ま で の実績 を

見 る と、世 間 で 騒 がれ る ほ どの規 模 で は採 用 は して い ない です ね。 極 めて微 々 た る もの で
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す。 その原 因 は何 な の か。 私 には ち ょっ とよ く分 か りませ ん。

　 今 まで企 業 で 働 い て い た40代 、50代 の方 に教員 に な っ てい た だ く方 式 は 、 世 の 中で 目

立 つ話 は よ く出 ます けれ ど、そ れ は 目立 つ ケー スの場 合 で あ って 、 一般 的 には それ が ス ム

ー ズ に行 くの か ど うか。 これ は ち ょっ と私 、判 断材 料 が あ りませ ん の で、 何 とも申 しよ う

が あ りませ ん。

【質 問者 Ｃ】　 今 の問題 は 、私 は 、 も う １つ は要 す るに 、公 務 員 とい うの は基本 的 に終 身

雇 用 で あ り、長 く勤 めれ ば働 きや す い とい うか、 条件 が い い とい う、 この公 務 員制 度 を変

えな い限 り、途 中 か ら民 間 か ら公 務 員 に入 っ て、 メ リッ トが あ るか とい うと、 あま りメ リ

ッ トが ない。 逆 に 、そ うい う人 を優 遇す る ぐ らい の 給 与体 系 にで も しな い限 り、 あ ま りイ

ンセ ンテ ィブ は働 か ない ん じゃな い か とい うふ うに思 い ます 。

　 それ は ともか く と して 、私 た ちは 全 体 的 と して 、 教 員 の質 の 向上 とい うふ うな観 点 で、

研 究所 でプ ロジ ェ ク トを立 ち上 げて い る もの です ので 、 需給 の 問題 と教 員 の質 とい う問題

につ い て、 特 に研 究 面 で ど うい うふ うな ア プ ロー チ の仕 方 が あ るの か を 、潮 木 先 生 に教 え

て も らいた い ん です 。

　 常識 的 には 、 さっ きお っ しゃ た よ うに需 給 率 が高 けれ ば 、 多分 質 の い い人 が 集 ま るだ ろ

う し、 ３倍 を切 れ ば とか 、 ２倍 台 にな る と、 そ ん な に教 師 と してふ さわ しい か と疑 問 に思

うよ うな人 も入 れ な き ゃい けない ん だ よね とい うよ うな こ と を、 教 育 委員 会 の方 で お っ し

ゃ る方 もい ます 。

　 た だ 、私 はそ う単純 で はな い よ うな 気 がす るん です 。個 人 的 な体 験 か らす る と、例 え ば 、

ものす ご く教 師 に な りに くい時 代 に は、 少 し目先 の利 く子 は 、 も うさっ さ とあ き らめ て 、

企 業 の ほ うに最 初 か ら方 針 転換 を して しま う。 あ るい は、 そ うい う大 学 に 、そ もそ も入 ら

ない とか とい うこ とだ って 、 あ り得 ま す。

　 私 は 、最 近 、 杉 並 区 が特 別 にや って い る師範 館 の理 事 を して い ます。 こ こは、 この ３月

に第 １期 生 を出 して 、 この ４月 に新 しい ２期 生 を募 集 しま した が、 これ だ け東 京 で小 学 校

の教員 に な りや す い時 代 なの に 、結 構 希 望者 が多 く、 しか も、 か な り優 秀 な人 材 が集 ま っ

て きて い ます。 この ３月 卒 業 した20人 も、私 の見 る と こ ろで は、 か な り新 卒 と して は優

秀 な 教諭 が育 って い る。

　 東京 や 横 浜 、 あ るい は京都 とか、 い ろん な 自治 体 が 、 一 方 で 、 また独 自に採 用 した りと

か とい う傾 向 が あ っ て、 い ろん な多 様 な もの が あ る と思 い ます 。 大 ざっ ぱ に言 う と、需 給

に よっ て、 質 は 多少 規 定 され るん で す け ど、 も う少 しき め細 か く見 よ うと した ら、研 究 の

仕 方 と して 、潮 木 先 生 は ど うい うふ うに お 考 え にな られ るで し ょ うか。

　 私 は 、 どの程 度 の相 関性 が あ るか は、 意外 と検 証 しよう が ない よ うな気 が して い るんで

す けれ ど、 そ の辺 、 いか が で し ょ うか。

【潮木 】　 競 争 倍 率 が上 が れ ば、 質 の 高 い教 員 が採 用 で きて 、下 が る と駄 目にな るの か。

これ は 、 なか な か検 証 しよ うがな い と思 い ます 。 正 面 か らや ろ う と してみ て も、 な か なか

難 しい。 しか し世 の 中 には 、大 体 の 長 年 の経 験 則 み た い な の が あ ります か ら、 ３倍 を切 る

とか な り厳 しくな る とい うの は、 そ れ な りの意 味 が あ るの で は ない で し ょ うか。 私 自身 が

持 っ てい る判 断枠 は、せ いぜ い そ の ぐ らい です 。

　 実 は、 教員 を め ぐる状況 とい うの は 、 日本 だ けで は あ りませ ん で 、先 進 国 で はか な り共
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通 の 問題 とな って き てい る よ うで す。 Ｏ Ｅ Ｃ Ｄが2003年 で したか 、『エデ ュケ ー シ ョン ・

ポ リシ ー ・レビュー 』 を出 した時 に 、「学校 溶 解 の シナ リオ 」 とい うの を作 りま した。つ ま

り、教 員 の な り手 が な くな り、学 校 が メル トダ ウ ンす る とい うもの です 。 この教 員 の 大 量

採 用 とい うのは 、日本 だ けで は あ りませ ん で、先進 国 は大 体 同様 な課 題 をか か えて い ます 。

　 教 員 を大 量 に採 用 しな けれ ば な らな い の に 、若 い 世代 の 間 で は教職 に対 して の魅 力 が低

下 して い る。 そ の結 果 、 教員 の な り手 が な くな り、 学校 が最 終 的 に は メル トダ ウンす る。

か な りシ ョッキ ング な シナ リオ です けれ ども 、そ うい うシナ リオ を書 き ま した。

　 これ は 、 Ｏ Ｅ ＣＤ の ス タデ ィー グル ー プ が 、将 来 起 こ り得 る シナ リオ の一 つ と して 書 い

た も のです が、 私 は それ な りの現 実 性 を持 っ てい る と思 え ます 。

　 日本 で は ど うな の で し ょ うか。 これ ま で は教 員 採 用試 験 の競 争倍 率 は十 何倍 とい うよ う

に 、 きわ め て高 い 競争 率 で して 、教 員 に な るの が大 変 で した。 とこ ろが最 近 で は ２倍 、 ３

倍 とい う低 い倍 率 に な っ てい る。 最 近 で は 一 体社 会 は ど うい う教 師像 を持 って い るのか 、

な か なか 私 に もよ く分 か らない 面 が あ ります 。

　 教 職 に対す る魅 力 は 、経 済 的 なイ ンセ ンテ ィブ 、心 理 的 なイ ンセ ンテ ィブ な ど、 さま ざ

ま な要 因 が働 い て、決 ま るので す か ら、 これ は こ うい う計 量 分析 を越 えて 、 さま ざま な角

度 か らア プ ロー チ す る しか ない と私 は思 い ます 。

【司会 】　 ほ か に、 どな た か。　 　 　 　 　 　 　 　 　

【質 問者 Ｄ】　 年 齢別 の教 員 構成 表 とい うの を、都 道 府 県別 に 出す とい う作 業 を、私 もや

った こ とが あ りま して 、 そ う します と、 高 齢 者 の ほ うに偏 って い る県 が 、特 に都 市部 の方

で あ る一 方 で 、地 方 の 方 は 、 中間層 が結 構 厚 い わ け です 。 そ して 、全 国 平均 、全 国 の合 計

で 、年 齢 的 な 教員 の 棒 グ ラフ を出 してみ ま す と、結 構 なだ らか な グ ラ フ にな って い るわ け

な ん です 。

　 そ うします と、全 国 レベル で足 りない 層 の 教 員 を 、 よそ の 県 か ら調 達 をす る とい うこ と

をや れ ば 、恐 らく年 齢 構 成 の あ る程 度 の平 準 化 は で き る ん じゃな い か と思 い ます 。例 えば 、

数 年 前 に大 阪府 が 、和 歌 山あ た りの近 県 か ら中堅 の 教員 を採 用 しよ う と して非 難 を受 けた

とい うの は 、そ うい う意 図 だ った とい うふ うに、 大 阪 の方 か ら聞 い てい ま す。

　 先 生 は先 ほ ど、 ま あ無 理 だ ろ う とい うこ とをお っ しゃ っ てい た ん です けれ ど も、現 時 点

の客観 的 な年 齢構 成 か ら します と、他 県 か らあ る程 度 異動 して も ら えれ ば、 あ る程 度 の平

準 化 とい うの は可能 な はず で は ない か と、私 は思 って お ります 。 それ につ い て の先 生 の お

考 え をお 聞 き した い とい うの が １点 です 。

　 そ れ と、先 生 が安 定型 とか 後期 増加 型 とい うふ うに 分類 してい る県 の教 育 委員 会 の方 に

話 を 聞 きます と、採 用 試 験 の倍 率 は高 い ん です けれ ども、 実際 に必 要 な教 員 よ りも少 な め

の教 員 を採 用 して い る よ うなん です。 そ の分 ど う して い るか とい うと、 臨採 で採 っ て、 そ

れ で何 年 か 臨採 と して働 い て も らって 、 後 で教 員 と して 正 式採 用 す る。 そ うす る こ とに よ

っ て、 な るべ く年齢 構 成 を平 準化 しよ うとい う試 み をや っ て い る ら しい です。

　 県 の 当事者 と して は 、 つ ま りは 、教 員 の 中 で 一定 割 合 を臨採 の教 員 が 占め る とい うこ と

に な る ので 、学 校 現場 と して は困 る とい うこ とに な るん で す が 、年 齢構 成 の平 準化 とい う

こ とだ けで 考 えれ ば、 さほ ど悪 くは ない施 策 な の か な と思 い ます 。 そ れ につ いて の先 生 の

お考 え をお 聞 き した い と、以 上 の ２点 につ い てお 願 い い た します 。
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【潮 木 】　 私 は採 用者 側 じゃ あ りませ ん の で 、何 と も言 い よ うが あ りませ ん。 採 用 者 の 立

場 か ら見 れ ば 、か な り切 実 な 問題 です か ら、 それ な りのい ろい ろな対 策 な り方策 をお 立 て

にな る のだ ろ うと思 い ます。 世 の 中に は さま ざま な アイ デ ア は あ ります が 、 それ が果 た し

て どれ だ け実行 可 能 な のか とい う点 が一 番 の問題 だ ろ う と思い ます 。

　 現 在 は東 北 の方 で は教 員 が余 って い る。 そ こで こ こ当分 は大 都 市 の方 で採 用 して お い て

とい うこ とは考 え られ ない こ とで は あ りませ ん。しか し具体 的 な制 度 と して運 用 す る場合 、

ど うい う仕 組 み をつ くった らい い の か が 問題 にな ります。 こ うい う点 は、 それ ぞれ の教 育

委員 会 でお 考 えい た だ く しか ない の で は ない です か。 私 自身 は、 そ うい う問題 に直 接タ ッ

チす る立場 に は あ りませ ん。 外 部 か ら見 て感想 を言 うだ け です 。

　 教 員 の年 齢構 成 を なだ らか にす るに は、 い くつ か手 法 が あ る ので し ょ う。 そ の １つ １つ

の手 法 の 実現 可 能性 と、 コス トの 問題 が あ ります。 あ ま りコス トを掛 け ない で 、 どの程 度

の調整 が で き るの か、 そ の辺 が行 政 の一 番 の 課題 な のだ と思 い ます 。 そ の辺 は 、 も う各採

用 者側 に 聞い て い た だ く しかな い だ ろ う と思 い ます 。

【司会 】　 よ ろ しい です か。 も し大体 お 済 み な よ うで した ら、前 半 の潮 木先 生 の講 演 は 、

この辺 で 了 と した い と思 い ます。 で は潮 木 先 生 、 ど うもあ りが と うご ざい ま した 。

【潮木 】　 ど うも ご清聴 あ りが と うご ざい ま した。
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教員の需要予測について

桜美林大学

　　　潮木守一

急増する教員採用

■都市部を中心に、応募倍率は2倍程度まで低下

■採用教員数の急増

■首都圏都府県は地方まで応募者発掘に

■一斉大量採用は質的低下を招く

採用急増の背景

■児童生徒数は減少

■教員総数は減少

■年齢構成からくる定年退職者の急増

公立小学校教員採用試験競争率

公立中学校教員採用試験競争率 公立小学校教員採用試験競争率(平成18年 度)
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公立中学校教員採用試験競争率（平成18年度） 公立小学校教員の年齢構成（平成16年10月１日現在）

年齢別公立中学校教員数（平成16年10月現在） 今後16年 間の教員需要

（４年間の教員養成の４サイクル分）

■　全国47都 道府県は４つのタイプに分

かれる

■　「急増急減型」

■　「安定型」

■　「後期増加型」

■　「減少型」

「急増急減型」＝東京都 後期増加型＝福岡
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減少型＝北海道 安定型－長野

４７都道府 県のタイプ別分布 ４７都道府県のタイプ別分布

採用難が予想されるのは

・ピーク時は平成２１年度（２００９年度）

・首都圏と近畿圏

・免許状取得者が限定されている小学校教員

なぜ こうした事態を

事 前 に察知 できなか ったの か(1)

・学会の責任

・　日本教育社会学会はすでに20年 前から、随

時将来推計が、数名の会員で試みられてきた

・すでに広島大学の山崎博敏教授が警告を発し
ていた。

・それがなぜ人々の耳に届かなかったのか
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なぜ こうした事 態を

事 前 に察 知 できなか ったのか(２)

・画期的だった平成10年 度「学校教員統計調査

報告書」

・この年からはじめて1歳刻みの教員の年齢構成
が公表された

・5歳刻みと1歳刻みの決定的な相違

５歳刻みによる推計と

１歳刻みによる推計の相違 （東京）

５歳刻みによる推計と

１歳刻みによる推計の相違 （東京）

５歳刻みによる推計と

１歳刻みによる推計の相違 （東京）

５歳刻みによる推計と

１歳刻みによる推計の相違 （大阪）

５歳刻みによる推計と

１歳刻み による推計の相違 （大阪）
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５歳刻みによる推計と

１歳刻みによる推計の相違 （大阪）
学 界 で の 研 究 成 果 が

信 用 され な い 理 由

・所詮は一個人の行った推計

・第三者の検証を経ていない

・自然科学のような追試が行われない

・他人と同じ事をやっても、研究成果とはみなされ

ない

・同じことをやった時の結果、「正しかった」あるい

は「間違っていた」のどちらか

信用度を高める努力

・現時点で可能なこと

・データの公開

・計算過程の公開

・現在では技術的には可能

・デジタル時代には、それに合った成果公開が必

要

・ウェッブの活用

研 究 成 果 の 質 保 証 をい か に行 うか

・学会の現状。結果の報告のみで、その結果の適

否、質・水準についての検証が不十分

・学会としての組織的な質保証の手続きを検討す
べき段階

・あるいは学会内に小組織を作って、そこで定点

観測を行う

なぜ10年 度 報告 が

生 かされ なか ったのか

・平成10年 時点で推計が行われていれば、「大

波」は10年 前に察知できたはず。

・集計方法の変更には、それなりの必要があった
　のだろう

・公的機関には制約がある

・不確定要素の多い推計は、公表できない

・当分の間は学会が行うしかない

中長 期 の需 要 推計 を

必要 とするの は誰か

・採用者側は単年度ごとの勝負

・数年先の状況がわかればすむ

・もっとも切実なのは国立大学法人

・養成には最低限４年かかる

・少なくとも２、３サイクル分の需要推計が必

要
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誰かが推計しなければならない

・ただ し、い くつ か の 前 提 条 件 が ある

・現 行 の 教 育 統 計 情 報 シ ステム で は不 十 分

・デ ータ収 集 、デー タ集 計 方 法 の 改 善 が 必 要

・そ れ なしに は 誰 も、推 計 できな い

・どういう改 善 が 必 要 か は 、ホー ム ペー ジ参 照

・http://www.ushiogi.com/juyou.html

悩 ま しい 問 題

・「本務教員数」が学校基本調査と学校教員統計

調査とで違っている

・調査時点は6ヶ 月のずれ

・年齢別離退職者、新規採用者

・学校教員統計調査からしか得られない

・全国一本、5歳刻みしか公表されていない
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２-２ 　 我 が 国 の 教 員 養 成 ・免 許 制 度 の 課 題 に つ い て

仙 台 白 百 合 女 子 大 学 教 授 　 牛 渡 淳 氏

　 　 【司会 】 それ では 、本 日の ２回 目の講 演 で 、仙 台 白百 合女 子 大 学 の 牛渡 教 授 の 「わ が国

　 　 の教員 養 成 ・免 許 制度 の課題 に つい て 」、 とい うこ とで講 演 をい た だ き ます 。

　 牛渡 先 生 は 、教 員養 成 学 、 ア メ リカ の教 師教 育 政 策 が御 専 門 で ご ざい ま して 、 ご著 書 と

　 いた しま して は、『現 代 米 国教 員 研修 改革 の研 究 』 とい う本 が ご ざい ます 。ち ょ うど、今 日

お配 りいた だ い た2つ の レジ ュメ の 中で 、 小 さい ほ うの題 に 関係 が深 い も のだ とい うふ う

に思 っ てお ります 。

　 【牛渡 】　 た だ今 ご紹介 いた だ き ま した 牛渡 と申 します 。

　 本 日のテ ー マ 、「わ が 国 の教 員養 成 ・免 許 制 度 の課題 に つい て 」 とい うこ とで お話 させ て

いた だ きます 。 私 は 、長 い間 ア メ リカの 教員 研 修 ・教 師教 育 につ き ま して研 究 して き ま し

たが 、本 日は 、特 に 日米 比 較 とい う視 点 か ら何 かお 話 で きれ ば とい うふ うに思 つ てお りま

す。

　 限 られ た 時 間 です の で 、特 に2つ の点 に絞 っ てお 話 させ て い た だ きた い と思 い ます 。1

つは 、 わが 国 の教 員 養成 の高 度化 、い か に して 高度 化 す るの か 、 あ るい は 、高 度化 とい う

のは何 を意 味す る のか とい う点。 も う1つ は 、今 、政 策 的 に教 員 養 成 ・免 許 制 度 の規 制 緩

　 和 が進 ん でお ります の で 、 この 規制 緩 和 とい うもの を ど う考 え た らい い の か とい う、 この

2点 につ い て お話 させ て いた だ こ うか と思 い ます 。

　 1． 『教 員 養 成 の 高 度 化 』 の 課 題

　 レジ ュ メ に沿 って お 話 い た します 。 まず 教 員養 成 の高 度 化 とい うもの を ど う考 えた らい

いの か とい うこ とで あ ります が 、ご承 知 の よ うに、平 成17年 の 中教 審 答 申 にお きま して、

教 員免 許 の更 新 制 と教 職 大 学院 の創 設 が提 唱 され ま して 、 来 年度 以降 実 現す る とい う運 び

にな っ てお ります 。

　考 えて み ます と、 この免 許 更 新 制度 も教 職 大 学 院 も、い ず れ もア メ リカ で発 展 して きた

ものな ね け です。 従 い ま して 、 この ア メ リカ との比較 とい うこ とか ら何 か 言 え ない か とい

うこ とで あ ります 。

　 まず 、教 員 養成 高度 化 の 制度 的 前提 と して、 免許 制 度 改 革 とい うもの を ど う考 え るか と

い うこ とが あ ります 。 教 員養 成 の大 枠 とい うの は、免 許 制 度 に よっ て規 定 され てい るわ け

で あ り、従 い ま して 、教 員養 成 の高 度化 とい うもの を 、 も し、 す べ て の大 学 あ るい は、す

べ て の 教 師 の養成 の高 度 化 とい うふ うに考 え る な らば 、免 許 制 度 と関連 させ な き ゃ い けな

い。 す べ て の大 学 の 問題 なの か 、一 部 の 大学 、一 部 の教 師 の高 度 化 な の か とい う問題 であ

ります 。

　 ア メ リカ の例 を考 え てみ ます と、 ご承 知 の よ うに、免 許 更 新 制 度 が採 用 され て い るわ け

です けれ ど も、 なぜ ア メ リカ で免 許 の更新 制 度 が生 まれ た の か とい うこ とか ら歴 史 的 に考

え てい きた い と思 い ます 。 も とも と植 民 地 時代 か ら教 員免 許 とい うの は あ りま した が 、有
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効 期 間 が1年 間だ けで した。 試 験 に よ って教 員免 許 を与 えて 、1年 間 だ け とい う、非 常 に

レベ ル の低 い もので あ りま した 。

　 19世 紀 の後 半 に公 教 育 制度 が大 規模 に展 開 します と、教員 の質 の 向 上 も求 め られ ま して 、

師範 学 校 で養 成 を始 めて い くわ けです 。 そ の養 成 で教 師 にな る とい う教 師候 補者 に対 して

は 、長 期 間 の 有効 期 限 の あ る免 許 状 、 あ るい は終 身免 許 状 を、他 方 、試験 に よ って採 用 さ

れ る人 に は、1年 間 あ るい は短 期 間 の免 許 状 を とい うふ うに、 そ こで差別 化 して い く とい

う形 に してい た わ けで す。

　 さ らに 、 も う1つ 背 景 に あ ります の は 、 当時 か ら教員 不 足 が あっ た とい うこ とで す。 で

す か ら、 量 の問題 と質 の問題 で 、 当時 ア メ リカ の教 育 委員 会 は苦 しん でい た ん です 。 それ

をバ ラ ンス を保 つ た め に、有 効期 限付 きの免 許 状 とい うこ とが 出 て き たわ けです 。つ ま り、

レベ ル の低 い教 員 を大 量 に採 用 して、 入 っ た 後 、免 許 更 新制 度 に よ りレベ ル を上 げ てい く

とい う仕組 み を取 った 、 それ が免 許 更 新 制 度 の始 ま りな わ け で あ ります 。

　 現 在 どの よ うに な って い るか とい うこ とな ん です が 、現在 ア メ リカ で は 、まず 、学 部 卒

で免 許 を与 えます 。 そ れ は 、Provisional　 Certificateと 呼 ばれ る仮 免許 状 で あ りま して、

これ は期 限 付 きで あ ります。 これ を、有 効 期 限 内 に 大学 院 で さ らに勉 強 を して も らい 、標

準 の ス タ ン ダー ドな免許 状 に切 り替 えて い く とい うこ とを してお ります 。従 い ま して 、「免

許 更新 」 とい い ま して も、厳 密 に言 え ば 「上 進 」 です 。 切 り替 え ・上 進 とい う形 で あ り、

つ ま り、学 士 レベル で の教 師 をす べ て大 学 院 卒 に して い く とい う、 そ うい う機 能 を、 この

免 許 更新 制 度 が 果 た して い る とい うこ とで あ りま す。

　さ らに 、 ス タ ンダー ドの免 許 状 を取 っ た後 です けれ ど も、 これ も5年 ご とに繰 り返 し更

新 され るわ け で あ ります 。 じゃ あ 、それ は ど うい うふ うに行 われ るか とい うこ とで す。 カ

リフ ォル ニ ア州 の場合 をみ ます と、5年 ご とに更 新 を行 い ます けれ ど も、この5年 の 間 に 、

州 が法 律 で 定 め た範 囲 と種 類 の 中 で、教 師 が 主体 的 に、さま ざま な職 能 活 動 を選 び 取 って 、

自分 の研 修 を積 み 重 ね て い くとい う形 を取 っ てお ります 。

　 例 え ば、 大学 で の コー ス ワー ク で あ る とか 、教 育 委 員会 の研 修 、教 材 開発 、 図書 ・論 文

の執 筆 、旅 行 、若 手教 員 の指 導 、 こ うい っ た ものす べ て が 、職 能 成長 の ポイ ン トに な りま

して、 そ の ポ イ ン トをた め てい くわ けです 。 そ して、 そ の 蓄積 に よっ て 、5年 目に免 許 を

更新 す る とい うこ とな ん です 。

　そ の際 、 注 目す べ き こ とは、1年 目か ら、5年 後 に向 け て研 修 計 画 、 自分1人1人 の職

能成 長 計 画 を作 ります。 これ は、 ア ドバ イ ザ ー とい う人 と一緒 に な って 、計 画 を作 りま し

て 、5年 間 、1年 目には 大学 へ 行 っ て これ を勉 強す る、2年 目に は これ をや る とい う形 で

作 ります 。

　 もち ろん 、全 く 自由 で は あ りませ ん。 先 ほ ど言 い ま した よ うに、 教 育委 員 会 が 定 め た範

囲 の枠 の 中で 、 自分 で組 み立 て て い く とい う、 そ うい う形 で 、研 修 活動 、職 能活 動 を継続

させ る、 これ が ア メ リカ の免 許 更新 制 度 の狙 い な んで す。 です か ら、最 初 に言 い ま した よ

うに 、最 初 に大学 院 に上 げ るた めの上 進 の仕 組 み と、 職 能成 長 活 動 を継 続 させ るた め の仕

組 み と、 この2つ が組 み合 わ さっ て、 ア メ リカ の免 許 更新 制 度 が 出 来 上 が って お ります。

　 このた び 、 わ が国 で採 用 され ま した免許 更新 制 度 は、 形 は似 てお ります けれ ども、い ず

れ の2つ の 点 に おい て も、全 く異 な る狙 い を持 っ て い る と思 い ます 。 少 な く とも、私 は現
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　 在 日本 の教 員 の基礎 資格 が、 世界 的 に見 て も低 い ん じゃ ない か とい うふ うに思 って お りま

す。 ア メ リカ で も、既 に学 士 あ るい はマ ス ター コー ス に なっ て きて お ります けれ ど も、 わ

が 国 で は、 ま だ短 大 レベ ル も正式 な教員 と して あ ります ね。

　 です か ら、本 来 で あ れ ば、 す べ て の教 師 を大 学 院 ぐ らい にま です る よ うな、 そ うい っ た

よ うな仕組 み が あ って もいい ん じゃ ない か と思 い ます し、そ れ か ら、 更新 制 度 につ きま し

て も、10年 ご とに リニ ュー アル す る とい うよ りも、もっ と継 続 して職 能 成 長 を続 け させ る

よ うな、 そ うい った よ うな仕組 み の ほ うが 、む しろ効 果 的 で は な いか とい うふ うに 、私 は

個人 的 に思 っ てお ります 。

　 2番 目は 、専 門職 大 学院 の話 で あ りま す。教 職 大 学院 、来年 度 か ら始 ま ります けれ ども、

これ につ い て も、 い ろい ろ議 論 が あ るわ け で あ ります 。 専 門職 大 学 院 の設 置 基 準 に基 づ く

専 門職 大 学院 と して 、今 回 ス ター トす るわ け です が 、 そ うい う形 で しか教 職 の 大 学院 とい

うの は高 度化 で き ない の か とい う疑 問 は、 あ るわ けで あ ります 。 つ ま り、他 の 大 学 院 は、

じゃ あ質 向 上 に な らな い のか とい うこ とです 。

　 つ ま り、現 在 考 えて い る教 員養 成 の高度 化 とい うの は、 特 定 の大 学 院 の高 度 化 だ け な の

か 、 それ とも 日本 の 教員 養 成 す べ て の高 度化 を 目指す 計 画 な の か とい う点 が問題 だ と思 い

ます 。 そ の 点 に関 して 、 ア メ リカ の ケー ス を見 て ま い ります と、 ア メ リカ の場 合 、非 常 に

多様 な教員 養 成 プ ロ グラ ムが あ ります。 例 え ば4年 間 で の養 成 プ ロ グ ラム は も ちろ ん あ り

ます し、 ５年 間、 ４プ ラス1と い う形 で もあ りま す し、 ４プ ラス ２もあ ります し、 それ か

ら、 同 じ大学 の 中 に、 こ うい った さま ざま な もの が 同時 並 行 的 に あ る とい う大 学院 もあ り

ます 。 非 常 に多 様 な もの で あ ります 。 です か ら、 決 して1つ の タイ プ がモ デ ル プ ログ ラ ム

とか、 そ うい った もの に は な って い ない と思 いま す。 そ して ま た、 それ が標 準免 許 状 の前

提 に も なっ てお りませ ん。 多 様 な大 学 院 プ ログ ラム が競 合 して い る とい う実 態 が あ る と思

い ます 。

　 こ う考 えて き ます と、免 許 の 更新 制 度 につ き ま して も、 教職 大学 院 に つ き ま して も、両

方 ともア メ リカ をモ デル と して い る よ うに は思 え るん です が 、 か な り異 な った 前提 、異 な

っ た 目的 を持 って い るん じゃな いか とい うふ うに 考 え る こ とがで きます 。

　 それ で は 、そ の 教員 養 成 の高度 化 とい うの は一 体何 を意 味す る のか とい うこ とを 、 ア メ

リカ の動 向 か ら考 えて い きた い と思 い ます 。次 のペ ー ジ を ご覧 くだ さい。「2． ア メ リカ に

お け る 『教 員 養 成 の 高度 化 』」 です が、 これ を考 える際 に大変 参 考 にな る もの が あ ります 。

　 それ は、1986年 に 出 され ま した カ ーネ ギー報 告 書 とホー ムズ グル ー プ の報 告 書 で ご ざい ま

す。 これ は 、ご承 知 の よ うに、1983年 の 「危 機 に立つ 国 家 」か ら始 ま りま した 学力 向上 運

動 、 これ に対 応 す る形 で教 職 関係 の団 体 を中心 にバ ック ア ップ して、 出 て きた 動 き で あ り

ます 。 この報 告 書 の狙 い は 、いず れ も、子 ど もの学 力 向上 と教職 の専 門職 性 の向 上 を 、い

か に して 両 立 させ るか とい うこ とを狙 い と して お ります。

　 こ こで提 案 され た もの は 、一 言 で言 い ます と、教 職 に お け る優秀 性 （Excellence） の 向

上 とい うもの を 目標 に してお ります 。 具体 的 に ど うい うこ とが提 言 され たか とい うこ とを

い くつ か 挙 げ ます と、

　 1つ はa． いわ ゆ る研 究大 学 の大 学 院 レベ ル で 教員 養 成 をや りま しょ うとい うこ とで あ

ります 。 わ が 国 の場合 、や や もす る と、 この教 員養 成 と研 究 大 学 とい うの は両 立 しな い と
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い うふ うな議 論 も あ ります けれ ども、む しろ研 究大 学 で こそ 、高 度 の養 成 が で き るん じゃ

な いか 、養 成 の高 度 化 と長 期 化 を狙 い ま し ょ うとい うふ うな こ とが 提言 され て お ります 。

そ して 、 これ 以 降 、研 究 大学 院 に専 門職 プ ロ グラ ムが続 々作 られ て お り、 二者 択 一 で は な

い とい うこ とです。

　 も う１ つ はb． 教員 の養 成 の 前提 に あ りま す４ 年 間 の リベ ラル ア ー ツ教 育 とい うの が、

ア メ リカ で は あ る とい うこ とです 。広 い 教養 、ア カデ ミック な学 問 的探 究 の 深化 、学 問的 ・

知 的 トレー ニ ン グ。 これ が前提 に あ って の 大学 院 で の教 員 の養成 に な って い る。

　 c． 「理 論 と実践 の強 い結 合 」が求 め られ た とい うこ とです 。充 実 した 臨床 教 育 、現 場 実

習 経 験 の 質 の改 善 、 大 学 と行 政 ・学 校 との連 携 の強 化 とい うのが 求 め られ て 、 そ の結 果 と

して 、ＰＤＳ 、 い わ ゆ る 「教職 開発 学校 」 が全 米 につ く られ る とい うこ とに な りま した。

　 e． 政府 か ら独 立 した 自主 的 団体 に よ る全 国 レベ ル の 上級 免 許 状 の発 行 で あ ります 。 ご

承 知 の よ うに、 各 州 ご とに免許 状 が出 され て お ります けれ ども、 全米 をカ バ ー す る新 しい

免 許 状 が作 られ て お ります 。 これ はＮＢＰＴＳ 、全 米教 職 基 準 委 員会 とい うの が 、連 邦 か

ら補 助 も入 れ て お ります けれ ど も独 立 した もの と して あ り、 こ こ にお いて１ ラン ク 上 の免

許 状 と して作 られ た もので 、教 職 にお け る 「優 秀 性 」の発 見 を狙 い とす る もの で あ ります。

　 大 事 な こ とは、 これ を政府 がや るの で は な くて、 専 門職 団 体 が 自律 的 にや っ て い る とい

うこ とが大 き な特徴 か と思 い ます 。 これ は、「専 門職 的 自律 性 」 とい う、 さま ざま な職 能 団

体 が 行 っ てい るの と同 じもの で あ ります。

　 そ うい った 全 米 的 な動 向 を見 た上 で 、 さ らに、 じゃ あ各 州 ご とに 、大 学 ご とに 見 てい き

ます と、例 えば１つ の例 と して 、カ リフォル ニア 大 学 のバ ー ク レー校 の事 例 を ご紹 介 した

い と思 い ます 。

　 ま ず１ つ は、 大 学院 で の初等 教 員養 成 プ ログ ラム で あ ります。 ご承 知 の よ うに 、 この カ

リフォル ニア 大 学バ ー ク レー校 は、 全米 で も有 数 の研 究大 学 院 で あ ります け ど も、 こ こが

小 学校 教 員 養成 を してい るわ け で あ ります 。

　 カ リフ ォル ニ ア州 で は、1970年 代 よ り5年 目プ ログ ラ ムの 教員 養 成 が 行 われ てお りま し

た けれ ども、バー ク レー校 は、80年 代 に、２ 年 間 の マ ス ター コー ス レベ ル の小 学 校 教員 養

成 課程 を始 めて お ります。 さ らに、90年 代 には 中等 教 員 養成 、 そ して2000年 か らは、後

で お話 し しま す が 、校 長 養成 プ ログ ラム も実 施 して お ります。 いず れ も、 大 学院 レベ ル の

専 門職 プ ロ グ ラム と して は 、全 米 的 に極 めて 高 い評 価 を受 けてお ります。

　 そ の特 色 で あ ります けれ ど も、 学 問的 背 景 、 つ ま りこ こで は発達 心 理 学 をべー ス と した

小 学校 教 員養 成 プ ログ ラム とい う特色 を持 っ てお ります 。 そ の 、学 問 を背 景 と した深 い理

論 的 学習 と実践 とを結 合 してい く とい う特 徴 、授 業 実践 そ の もの を 「研 究 と教 育 の対 象 」

に して い こ うとい う考 え方 、学 校 現場 で の長 期 の 実践 経 験 、 背 景 を よ り深 く理 解 す るた め

の教 育学 の講 義 、修 士 論 文 、２ 年 間 の プ ログ ラム 、 こ うい った もの に よっ て構 成 され て お

ります。

　 この プ ロ グ ラム の 中心 的課 題 は、 大学 にお け る授 業 科 目 と実践 か ら得 られ た 自分 自身 の

成 長 を相 当量 の ジ ャー ナル や ポー トフ ォ リオ に表 して蓄 積 す る こ とです。 蓄積 して 、 もち

ろ ん これ を省 察 す るわ けです 。

　 つ ま り、記 述 した り議 論 した りす る能 力 とい うもの を重視 してお り、 実践 そ の もの を研
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究 の対 象 に して い る。 そ して 、 同僚 と一 緒 に成 長 して い く能 力、 こ うい った もの を育 成 し

ようと して お ります 。そ この 表1に 挙 げま した の が、これ が実 際 の プ ログ ラム で あ ります 。

　続 きま して 、そ の 下 に （２） と しま して 、 大 学院 での校 長 養 成 プ ログ ラ ムを 見 て い き た

い と思 い ます 。これ は先ほ ど申 しま した よ うに、2000年 か ら始 ま った もの で あ ります 。内

容 と しま して は、伝 統 的 な コー ス ワー ク、 問 題解 決 的 なア プ ロー チ 、都 市 学 区で の 実習 、

修 士論 文 な どが あ りま す。 これ につ い て は、 また別 紙 に用 意 しま した の で 、別 紙 を ご覧 く

だ さい。

　 この プ ロ グラ ム は、 校長 リー ダー シ ップ講 習 、ＰＬＩ とい うふ うに略 します 。 次 の２ 枚

目の傍 線 を引 い た とこ ろ を ご覧い た だ きた い と思 い ます 。 この プ ログ ラム を終 え ます と

、教育 リー ダー シ ップ修 士 、 マ ス ター の修 士 と、 それ か らカ リフ ォル ニ ア州 の管 理 職 免 許 状

とい うの が 出 る こ とに な って お ります。

　 プ ロ グラ ムの 内 容 で あ ります が 、右 の ほ うを見 てい た だ き ます 。 第１ に 「伝 統 的 コー ス

ワー ク」 で あ りま す。 これ は、 文献 の講 読 と講 義 に よって 実施 され 、 テー マ は 「教 授 学 習

法」、 「教 育改 革 の 方 法 」、 「水 準 と評 価 」、 「都 市 問題 」 等 多様 に わた ります 。

　 そ の 目的 です が 、 受 講者 に、 関連 す る研 究 文 献 に親 しませ る とい うこ とで あ り、広 く批

判 的 に文 献 が読 め る よ うにす る とい うこ とです 。 実 践 につ い て の アイ デ ア の リソー ス と し

て、文 献 を読む とい うこ と、 これ が 大 学院 で の最 大 の メ リ ッ トで あ ります 。 そ れ を実践 的

な大 学院 教 育 の 中で 提 供す る とい うこ とです 。

　 わ が 国 で も、校 長 に な る と、忙 しくて本 も読 め ない と言 い ます が 、実 は、校 長 に な って

か らこそ 、本 当は本 を読 まな き ゃい けな い とい うこ とな ん です 。 そ の続 み 方 、 そ うい った

こ とを訓練 す る とい うこ とに な ります 。

　 第２ に 、 「問題 を基 礎 と した 学習 （ＰＢＬ ）」 と 「ケー ス ス タデ ィー 」 とい う新 しい 教授

法 が採 用 され て お ります 。 い ず れ も現 実 的 問 題 を提 供 す る もの で 、学 生 が グル ー プ で 問題

を解 決 す る もので あ ります 。 この２ つ 、ＰＢＬ とケ ー ス ス タデ ィー は似 てい るん です が 、

ＰＢＬの ほ うが、 よ り実践 的 、 か つ 学 生 が 主導 権 を握 っ た実 践 的 な学 習 が で き る もの で あ

ります 。

　 第３ は、「プ ロジ ェク トを基礎 と した活 動 」です。 これ は 、受 講 生 は ほ とん ど現 職 教員 で

す の で 、現 在 勤務 してい る学校 での 具 体 的 な 問題 にア プ ロー チ す る とい う、 か な り実 践 と

理 論 が融 合 す る よ うな もの で あ りま す 。

　 次 の ペ ー ジ を見 て い ただ きま して、 「実 習 」。 これ は シ ャ ドー ・プ リンシパル とで も言 え

るよ うな、校 長 の経 験 を実 習 す る とい うもの で あ ります 。 それ か ら 「メン ター 」 の シ ステ

ム が あ ります し、修 士論 文 も 当然 あ ります 。 修 了 した後 のサ ポ ー トシス テ ムが 非 常 に充 実

してお りま して、 校長 に な った 後 も、い ろん な点 で 、 こ の大 学 院 がサ ポ ー トす る とい うふ

うな仕 組 み が 出来 上 が って お りま す。 時 間が あ りませ ん の で、 そ の あ とは 、後 で お 読 み い

た だ く とい うこ とにい た します 。 で 、戻 って い た だ き ます 。

　 最 初 の資 料 に戻 ります が 、5ペ ー ジの 「3」。こ うい っ た ア メ リカ の事 例 を基 に して 考 え

た場合 、特 に、 この教 員 養成 カ リキ ュ ラム の 高度 化 を考 え る とき に、何 が 必 要 な の か と、

ど うい うこ とを考 えれ ばい い の か とい うこ とで、 い くつ か挙 げて お き ま した。

　 まず１ つ は、 「専 門職 と して の教 師 」 とい うもの を ど う考 え た らい い か とい うこ とです 。
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① は、 教 育 実 践 者(practioner)と して の教 師 と大 学 院 プ ログ ラ ム との 関係 で あ りま す 。教

育 実 践者 と して必 要 な力 量 と して は、高 度 な教 育 実 践力 の 獲得 、 これ は 当然 で あ ります け

れ ども、 さ らに、 自 らの教 育 実践 を分 析 で き る、考察 で き る、改 善 で き る力 とい うのが 必

要 だ と思 い ます 。 さ らに は、 先 ほ ど出 ま した よ うに、 同僚 と一緒 に学校 の改 善 に 取 り組 め

る力 量 も必 要 です し、 問題解 決 力 、教 育 の 方法 ・内容 につ い て の さ ま ざま な レパ ー トリー

も必 要 で あ ります。

　 です か ら、方 法 と して は、 デ ィス カ ッシ ョンや ケー ス ス タデ ィー 等 、 か な り具体 的 な問

題 解 決 的 な授 業 方 法 を取 る必 要 が大 学院 で は あ りま す し、 さ らに は臨床 教 育 、 理論 と実 践

の結 合 、 これ は不 可欠 の 問題 だ とい うふ うに思 い ます 。 これ が 、教 育 実践 者 と して求 め ら

れ る大 学 院 プ ロ グ ラム の側 面 で あ ります 。

　 ② 番 目です が、 じゃ あ そ の教育 実 践力 を高 め るた め に、 なぜ 大学 院 でや らな きゃい けな

い のか とい うこ とが あ ります。 実 践 力 で あれ ば、 現場 で済 む はず なん です ね 。 それ を なぜ

大 学 院 で や らな きゃ い けな いの か とい うこ とを考 えた 場合 に 、 「暗 黙 知 と形 式 知 の循 環 の

場 」 とい う、そ うい う考 え方 が非 常 に参 考 に な るの で は ない か とい うふ うに思 い ま して、

こ こ に書 き ま した。 これ は、 野 中郁 次 郎 さん の 「知識 創 造 モ デル 」 とい うもの か ら取 って

き たん で す けれ ど も。 傍 線 の とこ ろを、 長 い です が 、読 ん でみ ます。

　 「知 識 には 『暗 黙知 』と 『形 式 知 』の２ 種 類 が あ る。『暗黙 知 』とは言語 化 され て い ない 、

しが た い知 識 で あ り、経 験 や 五感 か ら得 られ る直接 的知 識 で あ り現 場 の知 で あ る。

　 人 が 持 つ知 識 は暗 黙知 が 中心 で あ るが、 物事 を理解 した り伝 達 す るため に は、 暗黙 知 を

形 式 知 に 変 え る必 要 が あ る。『形式 知 』 とは特 定 の文脈 に依 存 しない概 念 や論 理 （理論 、マ

ニ ュア ル 、 問題解 決 手法 ） で あ り、言 語 的媒 介 を通 じて他 者 と共 有 した り、 編集 す る こ と

が可 能 で あ る。 これ ら二つ の知 の相 互循 環 が知 識創 造 の本 質 で あ る。現 場 主 義 ・経 験 主 義

に は、 ①創 造 的 な発 想 や 実 践 を生 み 出 しに くい、 ②前 例 の な い状 況 へ 対応 で きな い 、③ ア

イ デ ア を体 系 的 ・論 理 的 に表現 す る力 量 が つ か ない 、④ 自 らの経 験 を反 省 し豊 か にす る機

会 に乏 しい 、 とい っ た 問題 が あ る。」

　 つ ま り、現 場 だ け で来 る と、 こ うい う問題 を抱 え るわ け です ね。

　 「これ らの問題 を解 決 す るた め に、形 式知 を高 め る必 要 が あ る。 大 学院 教 育 は 、既 存 の

形 式 知 を授 け る に と どま らず 、知識 創 造 の力 を高 め る もの で な けれ ば な らな い。『暗 黙 知』

を豊 か にす る形 式 知 は 、お そ ら く手法 的 とい うよ りは 、 よ り分析 的 、哲 学 的 、 思想 的 な も

ので あ る。」

　 先 ほ ど出 ま した よ うに、「多数 の 文献 を講読 し、プ レゼ ンテー シ ョンを した りデ ィ スカ ッ

シ ョンに よ って 、 知的 刺 激 を与 え合 う機 会 は 、教 育や 学 校 の理 念 や 、価 値観 等 の 見識 、 も

のの 見方 や 考 え方 、哲 学 、 思想 を深 め る。」

　 そ して 、「自 らの暗 黙知 」、す な わ ち、教 師 が現 場 で培 って きた暗 黙 知や 、「価 値 観 や 前提

を形 式知 化 して 絶 えず 吟 味す る姿 勢や 本 質志 向の 姿勢 を身 に付 け る上 で重 要 で あ る。 そ れ

と同 時 に 、実 践 的力 量 を養 うた め には、 実 際 の場 面 で の知識 創 造 の 力や 、本 質志 向 の姿 勢

を発揮 で き る よ う トレーニ ングす る必 要 が あ る。 そ の た めの教 育 方 法 が 、 ケー ス メ ソ ッ ド

や シ ミュ レー シ ョンや 『問題 を基礎 と した 学習 』 で あ る。 で きれ ば、デ ィ スカ ッシ ョン に

よ って 生 まれ た 新 しい コンセ プ トや アイ デ ア を実 際 に学 校 現場 で試行 す る機 会 が あ る こ と
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が望 ま しい。 これ らは形 式 知 を暗黙 知 化 す る学 習 プ ロセ ス で あ る」。

　 これ が 、大 学院 で なぜ 教 育実 践 を高 め る こ とがで き るか とい うこ との、 恐 ら く理 論 的背

景だ ろ う と思 い ます 。

　 次 に③ です が 、 それ では 、 なぜ この よ うな 大 学院 で の教 育 、 知識 の創 造 が必 要 な のか と

い うこ とで あ ります が 、そ れ は 、教 育 実践 者 としての 教師 像 が 変化 して きて い るか らで は

ない か と思い ます 。従 来 、教 師 につ い て 、特 に これ は ア メ リカ で言 われ て い るこ とです が 、

「技 術者 」(technician)と して の教 師 か ら、本 格 的 な 「専 門職 」(profession)と して の教 師

へ の転換 が あ るだ ろ う と思 い ます 。 専 門職 の実 践 の特徴 は何 か とい う と、 特 定 の技 術 や 知

識 の適 用 で はな く、深 い 学 問 的背 景 と実践 を行 う際 の 「裁 量 」 の 大 き さ を特徴 と します 。

高度 か つ複 雑 な知識 と技 術 に基 づ く職 務 で あ る とい うこ とで す。

　 ④ 教 師 の実 践 的能 力 を発 展 させ る新 しい 「教授 法 」 に対 応 した 、パ フ ォー マ ン ス に基 づ

いた 、 大学 院 で の授 業 の新 しい評 価 方法 も併 せ て必 要 に な って ま い ります。 ポ ー トフォ リ

オ評 価 とかＩＰＡＦ とか 、大 学院 で は こ うい った ものが 、 これ か ら必 要 に な るだ ろ う とい

うふ うに 思 い ます。

　 これ が 、教 育 実践 者 と して の教 師 と大学 院 の 関係 で あ ります が 、次 に （２）番 目、「研 究

者(researcher)と して の教 師 」 と大 学 院 プ ログ ラ ム で あ ります 。 専 門職 と して の教 師 は、

単 な る実 践者 だ けで は な くて 、研 究者 として の側 面 も持 つ必 要 が あ ります 。 この側 面 に対

応 した プ ログ ラ ムが必 要 と考 え られ ます。

　１ つ は、 教 育 実践 研 究 者(teacher researcher)と い う教 師観 です 。 この研 究者 は 、教

育実 践 の 分析 、考 察 、 改 善 をす る能 力 が 必要 で あ ります。 研 究 能 力 と研 究 方 法 を身 に付 け

る必 要 が あ ります 。 プロ ジ ェ ク トに基 づ い た研 究 、 ア ク シ ョン ・リサ ー チ の手法 も身 に付

け る必 要 が あ ります 。 カ リキ ュ ラムや 教材 の開発 能 力 も、 これ か らは求 め られ て き ます。

　 そ うい っ た こ とで、 これ か ら教 師 は、 こ うい った研 究 者 、実 践 研 究者 と して の能 力 を高

める必 要 が あ る。 これ が大 学院 で の プ ログ ラムか ら求 め られ る こ とで あ ります。 これ に 関

しま して 、 修 士論 文 の必修 化 を ど うす るか とい う議論 が、 教職 大学 院 の場 合 あ りま した。

わ が国 にお け る教 員 養 成 大学 で研 究能 力 が 重視 され てい る、そ の背 景 と して 、あ る先 生 が 、

こ うい うこ とを言 って お りま す。 傍 線 の ところ を読 み ます。

　 「国語 科 教 育 の研 究 が すべ て 『授 業 研 究 』 に直 結 してい な けれ ばな らな い とい うこ とを

意 味 しない 。 む しろ逆 で あ る。 国語 科 教 育 の改 善 の た め には 、人 間 の発 達 と言語 との か か

わ りに まで さか の ぼ った 根本 的 な考察 が 必 要 で あ る し、人 間 と言 語 との か か わ りを社 会 と

の在 り方 との か か わ りで と らえ る広 い視 野 が必 要 で あ る。

　 国語 科 教 育 の改 善 は、 こ う した基 礎 論 的 な研 究 を踏 ま え、 さ らには 広 い視 野 に立 って初

めて 、確 か な 方 向性 を保 つ こ とが で き るの で は ない か。」

　 これ は、 何 も授 業 研 究 は要 らな い と言 って い るわ けで は ない です 。 す べ て授 業 研 究 で解

決 され る問題 で は な い とい うこ と、 そ して、 そ の背 後 に は、 こ うい った 基礎 的 な研 究 、広

い視 野 が教 師 に は必 要 なん だ とい うこ とを言 ってい るわ けで あ ります 。 そ うい うこ とを考

えてみ ます と、 わ が 国 の大 学院 にお け る修 士論 文 の意 義 とい うの は、 非 常 に 大 き な もの が

あ るだ ろ う とい うふ うに思 い ます。

　 （３） です が 、 高 い教 育 を受 けた 、教 養 あ る者(educated man)と して の教 師 が 、今 、
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求 め られ て い る とい うこ とが、大 学院 で の教 員養 成 が必 要 と され る理 由 に あ る と思 い ます 。

　 ア メ リカ の場 合 、高度 の教 員養 成 のべー ス と して 、ご承 知 の よ うに、「４年 間 のリ ベ ラル ・

エ デ ュ ケー シ ョン」が あ るわ けで あ ります 。特 に現 在 、高 度 知識 社 会 の 時代 、高 学歴 社 会 、

高 度 情報 化社 会 に な って お ります 。 こ うい った 時代 にお い て 、教 科 内 容 に か か わ る深 く広

い 学 問的 理解 とか 、飛 躍 的 に高 い 力 量 が 当然 求 め られ て く るわ けで あ ります 。

　 学 問 的方 法論 、知 的 トレー ニ ン グの必 要 性 も あ るわ けで あ ります 。「基本 的 アカ デ ミック

能 力 の獲 得 」、客観 的 思考 力 、批 判 的 分析 力 、主体 的 問題 設 定 に向 け て の試 行 能力 、問題 解

決 能 力 、論 理構 築 の た め の思 考力 ・自己表 現 力 、 こ うい った もの が求 め られ て くる わ けで

す 。 教員 と して の 専 門職 教 育 の前 提 に、 こ うい った 高 い能 力 が 求 め られ る とい うこ とで あ

りま す。

　 こ うい っ た こ と を教 育 す る こ とに よ って 、 専 門的 な 学 問 の教 科 の知 識 探 究 を さ らに可 能

にす る道 具 に もな ります し、理 論 と実 践 の ギ ャ ップ を埋 め る能 力 に もな って い く とい うこ

とが 期待 され ます 。

　 （４） で あ ります が 、 「成 人学 習 者(adult learner)と しての 教 師 」 とい う側 面 と大 学

院 が 関係 あ ります。 ア メ リカの場 合 、 先 ほ どお話 し しま した よ うに 、現 職 教 員 が 大学 院 に

来 て、 校長 の訓 練 な どを受 けます けれ ども、 そ うした 、 学生 の教職 経 験 や 社 会 経 験 を 「学

習 リ ソー ス」 と して 生 かす 授 業 ・指 導 方 法 が非 常 に効 果 的 で あ る とい うふ うに言 われ てお

ります 。

　 例 えば 「コー ホート 」 に基 づ く授 業 形 態 が 、 大学 院 の養 成 の場 合 に は必 ず 採 用 され てお

ります 。 これ は 、 同期 に入 った30人 、40人 学 生 が、２ 年 間ず っ と一緒 に勉 強 して い くわ

けです けれ ど も、 そ の際 、１ 人 の教 師 が教 え る、持 っ てい る知識 ・背 景 以 上 に、 そ こに集

ま っ た30人 、40人 の現職 教 員 の教員 経 験 、そ れ ぞれ の経 験 が非 常 に豊 か な知 識 ・経 験 ・

知 恵 とい うもの を持 っ てい るわ けで す。 それ を シ ェア してい く とい う、 そ の こ とが 大 変 大

きな 、 この 成 人 学習 者 で あれ ば こそ 効果 的 な教 育 になれ る とい うこ とで す。 それ は、 つ ま

り成 人学 習 者 と して の教 師 とい う側 面 が 、 大学 院 の 教 育方 法 に非 常 に大 きな影 響 を与 え る

とい うこ とで あ ります 。 同 じよ うに、 問題 解 決 法 とか 、 そ うい った もの を背 景 と して 出 て

くるわ けで あ ります 。

　 とい うこ とで 、 ア メ リカの例 を見 る と、 こ うい うふ うな こ とが理 論 的 に考 え られ るわ け

で あ りま す 。 そ れ で は 、 わが 国 の来 年 か ら始 ま ります 「教 職 大 学 院」 の特 色 と課 題 を、 ど

う見 た らい い の か とい うこ とで あ ります 。 まず （１） 実践 的 力 量 形成 の た めの 多様 な工 夫

とい うこ とで あ ります 。 今 、 来年 に 向 けて 準備 して お ります 、 さま ざま な教職 大 学院 につ

い て、私 もい ろい ろ話 を伺 う機 会 が多 か った ん です けれ ど も、例 えば 、事 例研 究 の 問題 解

決 的 教授 法 の導 入 とか 、教 育 委員 会 との連携 強化 、実 践 力 向上 に向 けた カ リキ ュ ラム等 々、

宮 城 教 育 大学 や 兵 庫 教 育大 学 な どで 、非 常 にそ うい った 点 、力 を入 れ てお ります 。

　 先 ほ どお話 しま した コー ホー トに よる授 業 導入 な ども、 意識 的 に、 これ は兵 庫 教 育 大学

でや ろ うと してお りま す。 これ は大 変 、評 価 で き る面 が多 い ん じゃ ない か とい うふ うに思

い ます 。

　 た だ、「専 門職 大 学院 設 置 基 準」に 見 る授 業 方法 の規 定 の 中 で 、例 え ば事 例研 究 、現 地調

査 、双 方 向 の授 業 、 質 疑応 答 、必 ず これ をや りな さい とい うよ りも、 入 れ た ほ うが い い と
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い うふ うな こ とを言 っ て い る んです が 、疑 問 と して は、 これ か ら 日本 の 大学 院 あ るい は大

学 は 、す べ て 、恐 らく こ うい う方 向 に持 っ て行 か な き ゃい け な い ん じゃな い か とい うふ う

に思 うん です。 大 学 の 教授 法 、 フ ァカル テ ィー デ ィベ ロ ップ メ ン トと今 、言 われ て い ます

けれ ど も、 もっ と本 当 は、す べ ての 大 学 で 、学 部 レベ ル で も必 要 な んで す。 そ うい った こ

とを、 専 門職 大学 院 に入 れ ちゃ うと、 専 門職 大 学 院 は 、 これ が 必 要 で 、 じゃ あ一 般 大 学 院

は要 らな い のか とな りかね な い。 ち ょっ と邪 推 か も しれ ませ ん け れ ども、 ち ょっ とそ うい

っ た心 配 も、今 、持 っ てお ります 。

　２ 番 目な んで す が 、 この現在 の教 職 大 学 院 の構 想 に対 して、 例 えば教 育 委 員 会 が従 来 や

って いた 教員 研 修 の 大 学版 じゃな い か なん て い う批 判 、 これ に ど う応 え る か とい うこ とも

あ ります 。 実際 に、 実 践 的指 導 力 の獲 得 とい うの を 、 あま り狭 く考 えて しまい ま す と、 そ

うい うふ うな方 向 にな っ て しま うん じゃ ない か とい う危 険性 が 確 か に あ る と思 い ます 。

　 私 は 、必 要 な こ とは、傍 線 の とこ ろに書 き ま した よ うに、 実践 的 力 量 を獲 得 す るた めの

授 業 を大 学 院 で行 うこ との意 味 は何 な の か とい うこ とを、 大 学側 も、 そ れ を受 け る学 生側

も再確 認 す る必 要 が あ る とい う、 こ こが ポイ ン トか と思 い ます 。

　 今 、 見 て きま した よ うに、手 法 的 とい うよ りも、 む しろ分析 的 ・哲 学 的 ・思 想 的 な もの

を学 び に行 くん だ と、つ ま り、教 育 や 学校 の理 念 ・価 値 観 や 見識 、 もの の 見方 や 考 え方 、

哲 学 、 思想 を深 め る。 そ して 、 自 らの 暗黙 知 、 これ ま で現 場 で 身 に付 けて き た価 値 観 や 前

提 を絶 えず 吟 味 して い く、 客観 的 に見 直 して い く とい う、そ うい う本 質 志 向 の 姿勢 を身 に

付 け させ る た め に こそ 大学 院 で 高度 教 員養 成 をや るん だ とい うこ と。 単 な る知識 の獲 得 じ

ゃ ない 、 トレー ニ ン グ じゃ ない とい うこ とです ね。 そ こを確 認 す る必 要 が あ るん じゃ ない

か と思 い ます 。 知識 創 造 の力 を身 に付 け に行 く、本 質 志 向 の姿 勢 を身 に付 け に行 く とい う

こ とです 。

　 さ らに、 先 ほ ど言 い ま した よ うに、双 方 向の討 論 とい うふ うな実 践 的 な授 業 だ け じゃ な

く、多 数 の 文献 講 読 を、 む しろ不 可 欠 な授 業 形 態 と して明確 に した ほ うが いい とい うふ う

に私 は思 って お ります 。 これ は 、バ ー ク レー の校長 養 成 プ ロ グ ラム に も入 っ てお りま す け

れ ども、本 当に理 論 的 な もの を学 んで い く こ と 自体 が 、本 当は 一番 実 践 的 な力 に な り得 る

とい うこ とを、私 は 主張 した い とい うふ うに思 って お ります。

　 （２） の現在 の教 職 大 学 院 の 「研 究 能力 」 の問題 で あ ります けれ ど も、修 士論 文 は必 ず

しも必 要 でな くな りま した 。設 置 基 準 か ら研 究能 力 が 削除 され て お ります。 研 究 指 導 は 不

要 とい うこ とで あ ります 。

現在 、 一般 の大 学 院 で は 、そ れ が入 って お ります けれ ど も、専 門職 大学 院 で は入 って い な

い わ けです 。これ を ど う理 解 した らいい の か とい うこ とで あ ります 。矢 印 の ところ です が 、

ア メ リカ で も評 価 の 高 い 、先 ほ どのバ ー ク レー の小 学校 教 員 養 成 課程 です が 、 これ は修 士

論 文 を必修 化 して お ります 。 そ れ か ら、校 長養 成 プ ロ グ ラム も必修 化 して お ります 。

　 た だ し、必 修 化 とい っ て も、か な り実践 的 な修 士論 文 にな っ てお ります 。 です か ら、 あ

れか これ か とい う形 で 、 修 士論 文 は不 要 とい うふ うに切 って しま って 本 当 にい い の か な と

い う疑 問が あり ます 。 両 立 で き る はず な ん です ね。

　 や は りア メ リカで も、 この修 士論 文 の 指導 とい うの は大 変難 しい 、専 門職 プ ログ ラム の

中 の一番 指 導 が 困難 な部 分 だ とい うこ とは 、 これ は私 がバ ー ク レー でイ ン タ ビュー しま し
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た先 生 が こぼ してお りま した。 現場 の校 長 先 生方 も、修 士論 文 が 一番 難 しい と言 っ てお り

ま したが 、 しか し、 な く してい い とい うわ けで は ない と言 って い ま した。

　 た だ、 現在 準 備 して お ります 日本 の教 職大 学院 で も、修 士論 文 で は あ りませ ん け ども、

教 育 実 践課 題 研 究 とい うよ うな もの を設 け ま して、 か な りこれ に 近 い も の はや っ てい る よ

うで あ ります 。「ア ク シ ョン ・リサ ー チ 」な ども入 れ て お ります し、宮城 教 育 大 学 で は、院

生１ 人１ 人 の研 究 テ ー マ に基 づ くオー ダー メー ド型 、研 究 志 向 型 プ ログ ラ ム を採 用 して お

ります の で 、全 体 と して は、研 究 とい うもの を十 分入 れ て い る とい うふ うに は思 い ます 。

　 です か ら、研 究 指 導 とい うの を削除 した の は、 従 来 、 こ の研 究 か養 成 か とい うこ との 間

で機 能 不全 を起 こ した とい う、 そ うい う批 判 に対 応す る ものか とは 思 い ます。 しか し、研

究 とい うもの を明確 に入 れ た ほ うが 、私 はい いの で は ない か とい うふ うに思 っ てお ります 。

　 （３）番 目は、 目的 の混 在 とい うこ とです 。 つ ま り、養 成 と研 修 が、 実 は現 在 の教職 大

学 院 には 両方 入 って い る とい うこ となん です 。 宮城 教 育 大 学 で は 、現 職 教 員 に焦 点 化 して

お ります 。 つ ま り研 修 のた めの教 職 大 学院 で す。

　 一 方 、兵 庫 教 育 大学 の ほ うは 、ス トレー トマ ス ター と現 職 教員 の 両方 を入 れ てお ります 。

しか しこれ は、 か な りの負 担 を強 い て い る とい うふ うに思 い ます 。 つ ま り同 じ授 業 を、 こ

の両 方 に２ つ ず つ設 け る とい うこ とをや っ てお ります ので 、 大 変大 学 教 員 の負 担 が 大 き い

よ うに思 い ます 。

　 そ うい うこ とで 、か な り指 導 の困難 性 が あ るか とは思 い ます し、 さ らに 、 どち らに しま

して も、基 本 は教 職 大 学 院修 了 に よ るメ リ ッ ト、 出 口保 障 が な けれ ば、恐 ら く広 が らない

だ ろ う とい うこ とです 。 教 育委 員 会 の方 で も、人 事 と絡 め ます と、 出 口保 障 は あ るん です

けれ ども、 も う少 し広 めて い く とい うこ とにな ります と、例 え ば免 許 と くっつ けて い く と

い う形 で何 か 出 口保 障 が な い と、 な か なか広 ま って い か な い よ うな気 がい た します 。

　 （４） ス タ ッフの 問題 です が 、11名 で４ 割 が 実 務 家 とい うこ とで あ り、 これ も本 当 に、

こ うい った形 で い い の か とい う疑 問 はあ ります 。大 き な大 学 で は これ でで きます けれ ども、

なか な か弱 小 大 学 は で き ない。 そ うします と、 こ うい う教 員 養成 の 高度 化 が 、一 部 の大 学

に と どま っ て しま う。 それ で い い んだ ろ うか 、 も う少 し多 様 な柔軟 な形 で で きない のか と

思 い ます 。このス タ ッフ の問題 が一 番核 な んだ ろ うか 、ど うな ん だ ろ うか とい うこ とです 。

　 先 ほ どのア メ リカ の カ リフォル ニ ア 大学 の場 合 は 、 こ ん な形 でや っ て も、ず っ と少 な い

メ ンバ ー でや って お ります の で 、で き るわ け なん です 。 ス タ ッ フで縛 った ほ うがい い の か

ど うな のか とい うこ とは 、少 し疑 問 に思 い ま す。

　 （５） です けれ ども、結 局 、 教員 養 成 の 高 度化 とい うものを 、一 部 の 大学 院 、教 職 大 学

院 だ け に限 定 して考 え るべ き なの か 、 あ るい は 、 もっ と広 く考 え るべ き な のか 、 とい うこ

とです 。 私 は 、 日本 の 教員 養 成 全体 の高 度 化 の た め に、何 か仕 組 み を考 え る必 要 が あ るん

だ と思 い ます 。 そ う考 えてい きます と、 免 許 制度 との関係 とか、 教養 教 育 との 関係 とか 、

あ るい は 大学 院 シス テ ム 、大 学 の教 育 全 体 の 問題 にか か わ って く る と思 い ます 。

　 最 近 ア メ リカ で も、教 員 養成 の 高度 化 とい うの は、 実 は大 学 教 育全 体 の問題 だ とい うふ

うな 主 張 が随 分 目立 って きて お ります。そ の背 景 に あ ります の は 、ご承 知 の学 力 問題 です 。

教 師 とい うの は 、実 は、 教 育 学部 だ とか教 職 課 程 だ け の問題 じゃ な くて 、先 ほ ど言 い ま し

た４ 年 間 の教養 教 育 が あ るわ け です か ら、教 師 の力 量 を作 るの は トー タル で 見 ます と、大
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学教 育全 般 の質 の 問題 なん で す。 です か ら、 そ うい った意 味 で は、 大 学教 育 全 体 を ど う考

えて 、質 を ど う上 げ てい くか とい うこ と にか かわ って くる。

　 それ か ら、 ア メ リカ の場 合 、 同 じよ うに大 量退 職 の問題 もあ りま して 、教 員 の不 足 も懸

念 され てい る とい うこ とで 、量 と質 の問題 、いず れ も役 割 を担 うの は 大学 だ とい うこ とで、

大学 の学 長 自身 が 、学 長 会 と言 い ま し ょ うか 、学 長 た ちの 団体 で、 この こ とを提 言 してお

ります。

　 例 えば 、 カー ネ ギ ー財 団 が16年 ぶ りに大 学 改革支援 を始 め た んです け ど も、 そ の第 一

優先 事 項 と して 、教 員養 成 を挙 げ て お ります。「大 学 の 最優 先事 項 は教 師教 育 で あ る」とい

うこ とを提 言 して お ります 。

　 それ か ら、 ア メ リカ教 育 協 会 （ＡＣＥ ） が 報 告 書 を 出 しま した。 これ は 「大学 学 長 の 戦

略」 とい う副 タイ トル が付 い て お ります けれ ども、教 師 教 育 を大学 の戦 略 の最 も重 要 な も

の と して提 言 して お りま す 。 そ うい うふ うに、今 、動 い て お ります 。２

． 教 員 養 成 ・免 許 制 度 の「 規 制 緩 和 」 の 課 題

　 以上 が 教員 養 成 の高 度化 を考 え る話 で した けれ ど も、 あ と、教員 養 成 の規 制緩 和 の問題

につ い て も、少 しお 話 させ てい た だ きた い と思 い ます 。 わ が国 の場 合 、 この 教 員養 成 の 高

度化 を狙 った教職 大 学 院 の動 きが あ ります けれ ど も、 同時 に、 学部 レベ ル での教 職 課 程 の

改 善・ 充 実 が行 われ て お ります 。

　 とこ ろが 、 一方 で、 これ と矛 盾 す るか と思 われ る よ うな規 制緩 和 が進 ん で お ります。 例

えば１ つ は特別 免 許 状 で あ ります 。 次 のペ ー ジ を ご覧 くだ さい。今 年 の6月 に教 育再 生 会

議 第 二次 報告 書 が、 ご承 知 の よ うに、 特別 免 許 状 を もっ と活 用 す べ きだ、採 用者 の２ 割 以

上 に、 とい うふ うな提 言 を してお りま す。 これ は、 大 量退 職 な どをに らんで の 話 であ りま

す。

　 ご承 知 の よ うに、 特別 免 許 状 は昭 和63年 に誕 生 しま した。 大 学 で の教 員養 成 は不 要 、

た だ し、学 士 号 と相 当す る専 門性 を持 つ 必 要 が あ る とい う もの で、有 効 期 限 付 き で あ りま

した。 しか し、10年 以上 にわ た りま して 発 行数 が わず か で あ りま した。11年 か12年 で

41件 ぐ らい しか な か っ たん です ね。

　 そ こで平 成14年 に 、 なぜ これ が拡 大 しな い のか とい うと、そ れ は 、学 士 号 と有効 期 限

が あ るか らだ とい う批 判 が 出 ま して、 有 効期 限 を な くす 、 それ か ら学 士 号 は要 らな い とい

うこ とで改 正 が行 われ ま した とこ ろ、 か な り増 えて きてお りま して 、１ 年 に40件 ぐ らい

にな っ てお ります 。

　 さ らに平 成17年 に は、 政府 の規 制 緩 和・ 民間 開放 推 進 会 議 が 、規 制 緩 和 の 立場 か ら、

特別 免 許 状 を もっ と活 用 しな さい とい う提 言 を した わ けです 。 そ して 、今 年 の教 育再 生 会

議 の提 言 につ な が っ てお ります 。

　 ア メ リカ と比較 とい うこ とで 、今 、 お 話 し してお ります の で、 ア メ リカ に、 じゃ あ こ う

い った特 別 免許 状 に近 い もの は ない か な とい うふ うに考 えた場 合 、１つ 思 い 当た ります の

は、「オル タナ テ ィブ免 許 状 」 とい うもの で あ ります 。 これ は 、大学 で正 規 の教 員 養 成 を受

けて い ない者 に 、教 師 にな る道 を提 供 す る免 許 状 で あ ります けれ ども、 わが 国 との違 い が

あ ります 。 それ は何 か とい い ます と、 ア メ リカ の場合 、深 刻 な教員 不 足 が 背 景 に あ る とい
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うこ となん です 。 わ が 国 は 、教 員 不 足 は、 先 ほ ど潮 木 先 生 の お話 が あ りま した けれ ど、本

当 に最 近 の話 です し、 そ れ か ら、 小 学校 教 員 養成 のみ で あ ります 。 ア メ リカ の場 合 は 、ず

っ と全 般 的 に教 員 不 足 が あ りま して 、 そ うい っ た こ とも１ つ 背 景 にあ る と思 い ま す。

　 それ と、 も う１ つ は 、 この オル タナ テ ィブ 免許 状 を付 与 す る条件 が 、 か な りき ちっ と し

て い る とい うこ とで す 。 例 え ば 、学 士 号 を ち ゃん と持 って い る こ と、 あ るい は、 教 員試 験

に合 格 す る こ と、つ ま り、 教 え る内 容 を ち ゃ ん と持 っ てい るか ど うか 、 あ るい は、 教授 能

力 が試 され ます 。

　 です か ら、 正規 の教 師 と同 等 の基 礎 資格 （学 士 号 ） と教 師 と して の能 力 の証 明 が必 要 で

あ ります 。 これ を比べ てみ ます と、 わが 国 の特 別 免 許状 は 、先 ほ ど言 い ま した よ うに、 学

士号 は 要 りませ ん と、 それ か ら教授 能 力 は確 認 され ませ ん と、専 門性 も試 験 で や るわ けで

は あ りませ ん とい うこ とで、 か な りあい ま い な形 でや られ て い るん じゃ な いか とい うふ う

に思 い ます 。

　 ア メ リカ で は、 この オル タナ テ ィブ免 許 状 の 問題 点 も、 か な り指 摘 され てお りま して、

ア メ リカ教 育 学 会 の会 長 の リンダ ・ダー リン ・ハモ ン ドさん が調 査 い た しま した 。 大学 で

の教 員 養成 を受 けた教 師 との比 較 を行 い ま した と ころ、 生徒 の成 績 の 違 い と して 、若 干 悪

い と、 それ か ら、教 師 と して の定 着 率 も短 い とい うこ とで 、 問題 点 を指 摘 してお ります 。

　 そ うい った視 点 か ら見 て み ます と、 わ が 国 の特別 免 許 状 とい うの は 、 ど うい うふ うに考

えた らいい の か とい うこ とで 、 これ は 私 の考 えで あ ります が、 お話 す る と、１ つ は、 特別

免許 状 は正 規 の教 諭 資 格 を与 え る もの で あ り、臨 時免 許 状 じゃな い の で、 学 士 号 もな く、

大 学 で の養 成 も経 ず に正 規 の 資格 を得 られ る制 度 とい うの は、 これ は教 育 専 門職 の資 格 と

して は 、望 ま しくな い ん じゃ な いか とい うふ うに思 っ てお ります 。

　 さ らに 、特 別免 許 状 に よ って任 用 され た者 に対 す る研 修 が非 常 に貧 弱 です 。 あ る 自治 体

で は、採 用 前研 修 は３ 日間 しか ない そ うで す。 です か ら、 これ で正 規 の教 員 になれ るので

あれ ば、免 許 制 度 は も う不 要 じゃ ない か とい うふ うに思 い ます 。 どの よ うな専 門職 で も、

それ な りの投 資 と準備 が 必 要 です。 大学 は、 そ のよ うな社 会 人 に さま ざま な分 野 の専 門職

の教 育 を提供 す る、 通信 教 育 だ とか夜 間教 育 だ とか を準 備 して い るわ けです 。 そ う した 手

順 と準 備 を経 ず に、 正 規 の教 師 にな り得 る とい うの は 、高 度 な 専 門性 を要 す る教 師 の仕 事

を表 面的 に しか と らえて い な い よ うな気 が い た します 。

　 さ らに、採 用 者 の２ 割 以 上 を特 別免 許 状 で とい うの は 、私 は免 許 制 度 の破 壊 に等 しい ん

じゃ な いか とい うふ うに思 っ てお ります。

　 先 ほ ど潮 木先 生 の ご発 表 の 中 で、 小 学校 教 員 養 成 の倍 率 が 非 常 に低 くな って い る、 た だ

し、 中学 校 なん か は、12倍 にな る とい うこ とで あ りま した。

　 再 生会 議 の 、 この特 別 免 許 状 の拡 大 の理 由 は、 大 量退 職 者 のた めに特 別 免 許 状 を拡 大 と

い うこ とです 。 ところ が 、大 量 退職 者 に よっ て影 響 を受 け る の は、 小 学校 だ け なん です 。

一 方
、 特別 免 許 状 とい うの は、 小学 校 はほ とん ど使 わ れ て い ない ん です 。 最 初 の11年 間

で 出た41件 の うち、１ 件 は 中学校 、 あ と40件 は全 部 高校 な ん です 。つ ま り、特 別 な 専 門

性 を持 った人 が高校 の 先 生 に な る、 これ は 考 えや す い ん で す けれ ども、 全教 科 を教 え る小

学 校 の先 生 を 、社 会 人 か ら入 れ る とい うのは 、 な か なか 難 しい わ け です。 です か ら、 そ う

い う理 由で 、特 別 免許 状 を拡 大 す るの は、 ち ょっ と私 はお か しい ん じゃな いか な とい うふ
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うに思 って お ります 。

　 た だ し、全 くな くて い い とい うわ け で は あ りませ ん。 特別 免 許 状 は例外 と して あっ て も

い い と思 うん です 。 た だ し、そ れ を実施 す る場合 に は、採 用 者 に対 して は 、採 用 前 の長 期

間 の研 修 が必 要 だ と思 い ます し、採 用 後 も、 か な り手 厚 い指 導 を しな けれ ば、 本 当 に子 ど

もた ち にい い先 生 を提供 で き るか とい う保 証 が ない ん じゃ ない か と私 は思 い ます 。

　 （２）番 目、民 間 人校 長 の 問題 。 これ も規 制緩 和 とい うこ とで 、 出て きてい るわ けで あ

ります 。 ア メ リカ の場 合 は 、先 ほ ど言 い ま した よ うに 、校 長 に な るた めに は 、大 学 院 で養

成 を受 けて 、 そ して 校 長免 許 状 を持 た ない と校 長 に なれ な い とい う実 態 が あ ります 。

　 わ が国 の 場合 は、 ご承 知 の よ うに、校 長 免 許 状 は戦 後 一 時期 採 用 され ま した け ども、す

ぐに な くな ってお りま す 。 それ で、校 長 を大 学 院 で養 成 す る とい う発 想 自体 が なか っ た わ

けです が 、 最近 、校 長 先 生 の仕 事 の 非 常 な 困難 さとい うもの を背 景 に しま して、 筑波 、 千

葉 、兵 教 、 岡 山等 々、 ス ク ール リー ダー のた めの大 学 院 が少 しづ つ で きてお ります 。

　 そ うい った動 きが あ る一 方 で 、民 間人 校 長 が 生 まれ てお ります 。 これ も規 制 緩 和 とい う

こ とで、 民 間 か ら来 た わ けです 。 私 は 、 だい ぶ 前 です が、 広 島 県 で民 間 人校 長 の イ ンタ ビ

ュー調 査 を した こ とが あ ります 。 調 べ た結 果 で す け ど も、恐 らく刺 激 剤 として一 部 効果 は

あ った か と思 い ます 。 例 えば 、校 長 には マネ ジ メ ン トが必 要 な ん だ とい うこ と とか 、子 ど

も と保 護 者優 先 の 、つ ま り消 費者 優 先 の視 線 で も ってや るべ きだ な ん てい う、そ うい っ た

こ とは効 果 あっ た んで す 。

　 しか し、 や は り限界 が あっ た と思 い ます 。 教 育 専 門性 の欠 如 とい うこ とで 、一 般 の先 生

方 へ の指 導 はで き ない わ けです か ら。 特 に小 学 校 の場 合 なん か は 、一 般 的 に 、校 長 先 生 が

先 生方 を指 導 す る機 会 が 多 い ん です けれ ど も、そ れ は全 くで きませ ん。 それ は教 頭先 生 と

か指導 主事 に任 せ て るん です ね。 で も、 それ で本 当 にい い の か な と疑 問 に思 い ま す ね。

　 それ か ら、 マネ ジ メ ン トに しま して も、ベ ー ス とな る学 校組 織 と民間組 織 が全 く違 う。

だか ら十 分 な力量 が発 揮 で き な い んです ね。 あ る校長 の言 葉 が 耳 に残 って お ります けれ ど

も、校 長 先 生 とい うの は、 こん な に何 もで き な い、権 限 が ない と思 わ な か った と言 うん で

す ね。つ ま り、民 間企 業 で役 職 が付 き ます と、金 ・人 ・物 ・情報 、全 部 も らえ るわ けです 。

そ の上 で責 任 を持 っ てや らせ て 、責任 が 問 われ る とい うこ とで す。

　 ところ が 、校 長 先 生 には 、予算 は ない 、権 限 はな い 、人 は任 命 で き ない 、採 用 で きな い 、

何 もな い。 何 もな い とこ ろで 責任 だ け大 き い と言 うん です ね 。 だ か ら、本 当に マネ ジ メ ン

ト力 を持 っ た民 間人 校 長 が 来 て も、発揮 で き ない と、 そ うい うこ とが分 か って お ります。

私 は、民 間 人校 長 は、「刺 激剤 」 と して はい い ん です け ども、主 流 は教 職 経 験 を十 分 に持

った方 に 大学 院 で マネ ジ メ ン トを学 んで も らっ た ほ うが い い ん じゃ ない か とい うふ うには 思

って お ります 。

　 それ か ら、次 のペ ー ジ です が 、 じゃ あア メ リカ で、 この 民 間人 校 長 っ て あ るん だ ろ うか

とい うこ とです 。 私 、 毎年 、 バ ー ク レー 校 の校 長 養 成 プ ロ グラ ム の調 査 に行 って い るんで

す が、 そ この責任 者 、 ノー トン ・グ ラ ップ とい う先 生 に聞 きま した。 そ うした ら、全 くゼ

ロ じゃな い 、 あ る とは 思 うけれ ど も、考 え られ な い とい うこ とで した。 教 職 経 験 な い人 を

校 長 にす るな んて 、全 く考 え られ な い とい うお答 えで した。

　 そ れ か ら、私 は、 実 は宮 城 県 教 育委 員 会 の 民 間人 校 長 の選 考委 員 長 も何 年 か前 に した こ
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とが あ るん です けれ ど も、や って みて 、 これ は ち ょっ と無 理 だ と思 い ま した。校 長 と して

の能 力 を判 定 で き ない です ね 。材 料 が な い ん です。 だ か ら正 直 な とこ ろ、一 か 八 か なん で

す 。 もち ろ ん成 功 して い る例 もあ って 、本 当 に活躍 してい る民 間人 校 長 もい るん です けれ

ども、一 方 で は 、教 育委 員 会 を回 って い ます と、「失敗 した」 とい う教 育委 員 会 の人 の声 も

聞 こ えて き ます 。 です か ら、 ち ょっ と リス クが 大 きい な とい うふ うに は 思い ます 。

　 や は り大 学 院 で き ちん と養 成 す る必 要 が あ る とい うふ うに思 い ます 。 大 学院 で養 成 す る

場 合 は、 社 会 人 か ら入 れ て もい い とは思 い ます けれ ど も、専 門性 を保 証 した人 を提供 す る

とい うほ うが いい ん じゃ な いか と思い ます 。

　 時 間 も あ りませ ん ので 、以 上 とい うこ とに させ て い た だ きます 。 あ と、 大学 院 以外 の教

師養 成 塾 の 問題 もあ ります けれ ども、 この辺 で終 わ らせ てい た だ き ます 。 あ りが と うござ

い ま した 。

３ ． 質 疑 応 答

【司会 】　 あ りが と うご ざい ま した。 質 問 の あ る方 、 ど うぞ。

【質 問者 Ａ】　 あ りが と うご ざい ま した。 私 が 聞 き漏 ら した のか も しれ ま せ ん けれ ど、7

ペ ー ジ の大 学 院 の プ ロ グ ラム の ところ、（３）の 高い 教 育 を受 けた （教養 あ る）者 （educated

man） と して の教 師 とい うと ころです が 、高 度養 成 のべー ス と して の 「４年 間 のリ ベ ラル ・

エ デ ュ ケー シ ョン」 とい うの は 、 これ は大 学 院 の プ ログ ラム と して の意 味 の 「４年 間 の

リベ ラル ・エ デ ュケ ー シ ョン」 な んで しょ うか。

【牛渡 】　 そ の 前提 とな る もので す ね。

【質 問者 Ａ】　 とい うのは 、 これ は ア ン ダー ・グ ラデ ュエ ー トだ とい う意 味 です か。

【牛渡 】　 そ う。 ア ン ダー ・グ ラデ ュエ ー トです 。 す べ て がそ う じゃ ない ん です けれ ど、

特 に著 名 な研 究 大 学 の場 合 は 、大 体 ４年 間 のリベ ラル ・エデ ュ ケー シ ョン をや ります 。バ

ー ク レー も ４年 間 で 、教 育 学部 は上 に あ ります。

【質 問者 Ａ 】　 それ と関連 す るんで す が 、例 えば 、大 学 院 の プ ログ ラム の ところ で、 非 常

に分析 的 で 思 考 的 な話 題 だ とか 、暗 黙知 と形 式知 の 関係 だ とか とい うふ うな こ とは、割 と

教員 養 成 に特 化 され ない よ うな 、 ソ フ トス キル 的 な とこ ろが強 調 され てい るわ け です ね。

それ は、 別 に教職 とい う専 門 的 な職 業 だ け に限 っ た話 で は ない わ けな ので 、 む しろ専 門職

で あ る な らば 、 どち らか と言 う と、 ソフ トスキル は も う前 提 と され た 上で 、 ハ ー ドな部分

とい うのが 、 も うち ょっ と語 られ て い て しか るべ き なん じゃ な いの か な とい うふ うに、 素

人 的 に思 った りす る んで す けれ ども、そ の あた りの とこ ろは、 ど うい うふ うに され て い る

の か とい うと ころ を、 教 えて いた だ けれ ば とい うの が質 問で す。

【牛渡 】　 ハ ー ドな部 分 とい うこ とで は、最 初 の ほ うで 取 り上 げ ま した け ど も、 日本 の よ

うに教 職 大 学 院 、専 門職 の １つ の か ち っ と した形 の もの が 、モ デル と して敷 延 され て い る

わ けで は な く、 多様 なモデ ル が あ り得 る とい うこ とです 。

　 です か ら、 バ ー ク レー の場 合 は、バ ー ク レー の、 これ が １つ の 特色 あ るプ ログ ラ ムです

し、 また 他 の 大学 で は、 ま た他 の 大学 で特 色 あ る プ ロ グラ ムが あ り、そ こで競 い合 って い

る とい う形 です ね。 わ が 国 は、 ど うして も教 職 大 学 院 を 、 １つ の モデ ル と して 、 あのモ デ

ル に納 め る形 で教 員 養成 の 高度 化 とい うこ とを考 え るん です が 、 そ うい うもの じゃ な い と
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い うこ とだ と思 い ま す。

　 た だ、 この ソフ トの部 分 は、 考 え方 と して は、 多分 、 この 考 え方 がべー ス に な っ てい る

と思 い ます。 です か ら、ハ ー ド的 な と ころが 多様 だ とい うこ と じゃ ない か と、私 は考 えて

お ります。

【質 問者B】 　 貴重 なお 話 あ りが と うご ざい ま した。 私 自身 が 考 えあ ぐね て い る こ とで も

あ るの で、 お伺 い したい と思 い ます。

　 ご発 表 の 中で 、 い ろい ろな免 許 制 度 の矛 盾 点 とい うか 、 日本 の今 の 問題 点 を御 指摘 いた

だ きま した。 例 えば 、基 礎 資格 が随 分低 い とい う問題 が あ っ て 、短期 大学 レベ ル の免 許 と

い うの が い まだ に あ る どこ ろか 、今 で も短期 大学 の新 規 の課 程 認 定 が認 め られ て い る状 況

に あ る とい うこ とが あ ります。

　 校 長免 許 状 もで きな い し、教職 大学 院 が で きた と して も、 そ の修 了者 の特 権 とい うの も

な い。 校長 免 許 状 が な くな っ て以 降 、全 部 、 日本 の場 合 は任 用 資格 に なっ て 、都 道 府 県 と

か政 令 市 の教 育 委 員 会 の裁 量 に委 ね られ て きた と。

　 こ うい う展 開 をた どっ た の は、ど うして なん だ ろ うか とい うこ とを考 えて い る わ けで す。

私 、専 門 が 日本 の教 育 史 な の で、 例 え ば 、師 範 学校 で得 られ る小 学校 本 科 正教 員 とい う正

規 の教 員 資格 と、教 員養 成 所 とか で得 られ る準 教諭 の資 格 は、 明 らか に業務 範 囲 に差 が あ

った。 準 教 諭 は 、補 助 教諭 か 臨時 的 な もの 、つ ま り、今 で言 う とテ ィーチ ン グア シ ス タ ン

トか 臨採 じゃ な けれ ばで きな い とい う、 そ うい うふ うに 明確 に、 旧制度 で は違 い が あ った

ん です 。

　 と ころが 、 今 の運 営 上 、 全部 教 諭 で 、 一種 で も二種 で も専修 で も差 が ない 。 こ うい う展

開 をた どった の は 、 ど う して な ん だ ろ うか とい うふ うに私 自身 考 えあ ぐね てい るん です け

ど。 そ の あた り、 牛渡 先 生 の お考 え をお 聞 かせ 下 さい。

【牛渡 】　 詳 しくは調 べ てお りませ ん けれ ど、 １つ 考 え られ る こ とは、校 長 免 許 状 が な く

な った あ た りの 日本 の 大学 院 の 状況 を考 えて み ます と、 現在 で こそ専 門職 大 学 院 とい うも

のが つ く られ て お ります けれ ど も、当時 は 、大学 院 とい うの は研 究 者 養成 です 。です か ら、

そ うい う発 想 そ の もの が非 常 にな じみ に くか っ た ん じゃ な い か とい うふ うに は思 い ます 。

　 も う １つ は、 例 え ば名 校 長 とか 、名 教 頭 とか 、 そ うい うふ うな優 秀 な教 員 がい るの に 、

なぜ免 許 状 が必 要 な の か とい うよ うな、 人柄 だ とか 、そ うい っ た こ とを重視 す る状況 か ら

考 え ます と、 なか な か 資格 制 度 自体 を 、 それ で もっ てす ぱ っ と割 り切 る とい うこ とに関 し

て は、 あま り賛 成 され な か った ん じゃ ない か な とは思 い ま す。

　 現 在 で も、 あ ま り資格 制 度 を、免 許 に よ って きち っ と証 明 して い く とい うよ うな こ とを

認 めた が らない とい う、 そ うい う傾 向 は あ るな と思 い ます 。 なぜ か とい うの は 、私 も よ く

分 か りませ ん けれ ども。

【質 問者 Ｃ】　 ア メ リカ の こ とを伺 い たい と思 い ます 。 よ く分 か らない ん です けれ ど、例

えば、 教 員 不足 の国 で 、教 員 の資格 とか何 か を高度 化 す る とい うこ とが、 ます ます 教 員不

足 を、 しん ど くす るん じゃ ない か とい う、 す ご く素朴 な質 問 が １つ あ ります 。

　 高 度 化 す る場 合 に も、 教 師 と して の 専 門性 を高 め て い く とい うこ と と、 学校 の経 営者 と

して の管 理職 の高 度 化 の 問題 とは分 け るべ きだ ろ う し、牛 渡 さん の話 の 中で も分 けて い る

ん だ と思 うん です 。 そ の 辺 の とこ ろで 、 ア メ リカ の流 れ と して 、例 え ば、 ア メ リカ は 日本
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よ り若 く して校 長 に な った りしてい るケ ー ス っ て あ ります よね 。 そ うす る と、学 校 の マ ネ

ジ メ ン トをや る、 あ るい は、 ス クー ル エデ ィ ター の養成 とい うプ ロ グラ ムが 高度 化 され る

とい うや り方 は 、 日本 で も多少 は早 くか ら、例 え ば、ず っ と教 師 をや る よ りは、 自分 は 学

校 全 体 のマ ネ ジメ ン トをや りたい とか 、学 校 の リー ダー に な りた い とい うふ うな、 そ うい

う人 だ っ て い るん だ ろ う と思 い ます 。

　 そ れ に イ ンセ ンテ ィブ が働 くた め には 、校 長 の処 遇 あ るい は権 限 が 、 か な りハ イ レベ ル

に なっ て い る とか い っ た こ とが重 要 で 、 そ うい うこ と とかみ 合 わ せ る と、 日米 で 、 だい ぶ

基礎 条件 が違 うよ うな気 が します 。 教 室 の 中 の教 師 として の もの を、す ご く育 て るた めの

養 成 プ ロ グラ ム と言 い ます か 、質 の向 上 の プ ログ ラ ム と、途 中 か らか 、 あ るい は 、 も しか

した ら最初 か ら、 学校 の マネ ジメ ン トをや る人 と して の養 成 の プ ログ ラム との、 そ の辺 の

特 徴 み た い な こ とを、 ち ょっ とお話 しい た だ け る とあ りが たい と思 い ます 。

【牛 渡 】　 あ りが と うご ざい ま した。 確 か に 、 そ の とお りです 。

　 特 にア メ リカ の場合 、今 、校 長養 成 プ ロ グ ラム が非 常 に必 要 と され て い る背 景 が あ りま

す 。 特 にバ ー ク レー の場 合 もそ うな んで す が 、 なぜ バ ー ク レー で 、わ ざわ ざこれ を作 っ た

の か とい い ます と、 カ リフ ォル ニ ア州 の 、 特 に都 市部 の学校 の荒 れ とか 、学 校 の 運 営 の 困

難 性 が あ る とい うこ とで 、 な かな か校 長 の な り手 が い ない とい う状 況 が あ ります 。校 長 の

な り手 がい な い と同時 に、 高 い レベル の校 長 が 必 要 だ とい うこ とで 、この 研 究 大 学 院 で 高

い レベ ル の校 長 をつ くろ うとい うこ とな ん で す。

　 特 に、 これ は教 師 もそ うだ と思 い ます が 、 都 市 部 の 、 なか な か学 力 レベル も低 い 、 学校

運 営 も困難 な 、 そ うい う ところ に人 が集 ま らず 、 そ うい う とこ ろに教 員 不 足 が起 こ るわ け

です 。 逆 に言 えば 、そ うい うとこ ろに こそ 、 本 当 に力 の あ る先 生 が い なきゃ い け ない とい

う、非 常 に難 しい状 況 が あ ります。

　 です か ら、例 え ば 、イ ンセ ンテ ィブ と して は奨 学 金 を与 え る とか 、 い ろん な経 済 的 な イ

ンセ ンテ ィブ を与 え な が ら、 高い レベル のい い 教 員 を集 め てい く とい うや り方 を してお り

ます。 ア メ リカ の教 員 の給 与 自体 、 一 定 の もの が あ ります けれ ども、 それ にプ ラス して、

そ うい う特 別 な 学校 の教 員 の採 用 とい うもの を加 速 しよ うとい う動 きを して い る とこ ろで

あ ります 。

　 教 育 力 の ほ うで す けれ ども、 これ は先 ほ ど出 ま した 、 べー ス は更 新 制度 、 ５年 ご とに行

われ る更新 とい うもの の 中で 、 それ ぞ れ の力 を伸 ば して い く とい うこ とが あ ります 。

　 さ らに 、 そ の先 生方 の団 体 とか での 力 量 向 上 のた めの研 究 、 い ろい ろな大 学 の先 生 方 と

一 緒 にな っ て
、 例 えば リー デ ィ ング のた め の ス キル を上 げ るた め の プ ログ ラ ムな ん か 、そ

うい った もの を全 国 的 な レベ ル でネ ッ トワー クをつ くって や っ て お ります 。 これ は 、バ ー

ク レー 校 が か な り中心 に な っ てや っ てい ます。そ うい った よ うな形 で の教師 と して の力 量

向上 は、 それ ぞれ の 専 門分 野 で 、 い くつ もあ る よ うです ね。 です か ら、 そ うい った動 き が

あ る。

　 た だ、 も ちろ ん、 先 ほ ど言 った よ うに、 こ うい う大学 院 で の プ ログ ラム と して、 大 学院

の修 士 レベル で、 そ うい う特 色 あ る教 師 と して の力 を高 め る とい うの は、 か な り、 どこの

大学 も あ ります 。 そ れ 以外 に 、現 場 レベ ル で は 、 そ うい った よ うなネ ッ トワー クで や っ て

い る とい うこ とを私 は聞 い てお ります 。 よ ろ しい で し ょ うか。
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【質 問 者 Ｄ 】　 レジュ メ の ２ペ ー ジ に あ りま す免 許 更新 制 です が、 大 学 の コー ス ワー クや

教 育委 員 会 の研 修 に加 え て、 教材 開発 や 図 書 ・論 文 の執 筆 とい うよ うな規 定 は、私 は非 常

に いい ん じゃ ない か と思 い ます。 本 省 の 協 力者 会 議 の 中で も、こ うい うの を、 免 許 更 新 制

につ い て 、結 構 強 く主張 した つ も りで す。

　 ただ 、 よ くよ く見 てみ る と、平 成11年 の教 養 審 答 申で も、 こ うい う活 動 が大 事 だ とい

うふ うに言 っ てい るん です 。 そ うい う自主 的 な活 動 を促進 させ る とい うの は、 そ の た め に

教 育 委員 会 や 教 育 セ ン ター が場 所 を提 供 し、指 導 者 を派遣 す る とい うこ とが 大事 だ とい う

こと は、 国 と して も答 申 を出 してい るん です 。 た だ、 そ うい うこ とをた く さんや っ たか ら

とい って 、10年 研 とか 更新 講 習 とい うの を軽 減 す る とい う考 え方 まで行 かな い ん です 。

　 話 を聞 き ます と、大 体 、 こ うい う活 動 をき ち ん とや って い る か ど うか のチ ェ ック が難 し

い、 悪用 され る とい う認識 を示 す わ けな ん です 。 考 えて み る と、 ア メ リカ で も、 そ の悪 用

さ れ る とか 、 き ちん と した授 業 は難 しい ん じゃ な いか とい うの は、 出 て くる考 え方 なん じ

ゃ ない か と思 うん です が 、 そ の点 ど うな の か 、先 生 が ご存 じの範 囲 で答 えて くだ さい。

【牛渡 】　 これ は 、 チ ェ ックシ ステ ムが あ る ん です 。 何 で もいい わ け じゃ な くて 、 さっ き

言い ま した よ うに 、例 えば教 授 法 関係 何 単位 以 上 とか 、教 科 につ い て何 単位 以上 、子 ども

の理解 何 単位 以 上 とい う、 そ うい った よ うな こ とで 、枠 組 み が あ ります 。 それ か ら、 さら

に は方 法 につ い て も、 こ うい っ た もの で何 単位 以 上 とい うこ とにな っ てお ります 。

　 つ ま り、 分 野 と方 法 で枠組 み が あ りま す。 そ の 中で選 ん でい き、 自分 にふ さわ しい 、や

りた い もので 増や してい く とい うこ とです 。 それ を組 み合 わせ る とき の、 ５年 間 の 中の最

初 のス ター トの とき に、 ア ドバ イ ザ ー とい う人 と相 談 します 。 この ア ドバ イ ザー とい うの

は誰 か とい うと、教 育 委 員会 の ほ うで名 前 を挙 げた ア ドバ イ ザ ー もい る んです けれ ども、

そ うで な い人 で 、 も し希 望 すれ ば、 例 え ば身 近 な と ころ で 自分 の 勤務 校 の校 長 とか 、 そ う

い った人 を 申請 して認 め られ れ ば、 ア ドバ イ ザ ー に な り得 るん です 。

　 そ うい った 人 た ち と相 談 しな が ら、 ５年 間 の 自分 の これ か らの職 能 成 長 計画 を、 き ちっ

と立 て て 、そ のア ドバ イ ザ ー のサ イ ンを も らっ て、 ちゃ ん とや るわ け です 。 そ して、 ５年

後 に、 そ のた めた もの をア ドバ イ ザ ー に チ ェ ック して も らい ます。 そ して、 ち ゃん と必 要

な もの をや って い るか ど うか とい うこ とを チ ェ ック して 、そ の サ イ ン を も らっ て、 そ れ を

教 育 委員 会 に提 出 して更新 され るん です 。

　 だか ら、悪 用 しよ うと思 えば で き る とは思 い ます けれ ど も、 ５年 間 ち ゃん と、そ うい っ

たア ドバ イ ザ ー と一 緒 に走 りなが らや る とい うこ とで 、私 は、 うま くい って い るん じゃ な

いか な とい うふ うに は思 い ます 。

　 そ れ か らも う1つ 、先 ほ ど、こ うい っ た も の を更新 制 の 中 に入 れ て ほ しい とい うふ うに 、

本省 の ほ うに言 っ た とい うふ うに伺 い ま した け ど、 実 は 、前 の 中教審 の答 申で 、免 許 更新

制 度 を 見送 りま したね 。そ して 、代 わ りに10年 研 をつ く りま した。 実 は、私 は あ の10年

研 の考 え方 が 、か な り近 い と思 うん です 。個 別 の先 生方 が 自分 の ノ ウハ ウを作 ります よね。

です か ら、私 は、 この趣 旨は 、 あそ こに入 っ てい るな とい うふ うに思 い ます 。

【質 問者 Ｅ 】　 1つ 質 問 が あ ります 。 実 は 、更 新 制 に しま して も、社 会 人 の採 用 に しま し

て も、教 職 に対す る、 あ るい は公 立 学校 に対 す る不信 感 とい うの が 、社 会 的 に広 ま って い

るの が あ るん じゃ ない か な とい うふ うに思 うんで す 。 特 に規 制 緩 和 に な ります と、 市 場原
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理 で 、 競争 しさ えすれ ば質 が 良 くな るん だ とい う誤 った 考 えか な と思 っ てお ります 。

　 先 ほ ど先 生 のお 話 を伺 って気 がっ きま した のは 、真 の競 争 とい うの は 、 大学 院 間 の プ ロ

グ ラム の競 争 で あ る とい うこ とです 。 そ うい うふ うに世 論 を持 っ てい く、 あ るい は 市場 原

理 主 義 に対 して説 得 す るに は、 ど うい うふ うに して い っ た らい い ん だ ろ うか と思 って お り

ます 。

　 これ は 、 私 、 田舎 にお りま した 時 に も、 県会 議 員 さん は 、短 大 で も十 分 じゃ ない か とか

言 う方 が 、 ま だ ま だた く さんい らっ しゃ って 、 な か なか難 しい か な と思 って お ります 。 そ

れ が1つ 目、 お教 えい た だ きた い とい う点 です 。

　 も う1つ は 、 非 常 に特殊 な質 問 で 恐縮 なん です が。 先 日、 日本 物 理 学会 の会長 さん とお

話 をす る機 会 が あ りま して 、 ドク ター 問題 とい うこ とな んだ ろ うと思 うん です が 、物 理 学

の ドクター を持 っ た人 を高校 の物 理 の教 師 に採 用 して ほ しい 、 そ のた め に 、特 別免 許 状 を

活 用 して ほ しい とい うお 話 を伺 い ま した。 筋 が 悪 くは な いの か な とは思 っ た のです けれ ど

も、 こ うい った 考 え方 につ い て 、現 実 的 で あ ろ うか ど うか とい う先 生 のお 考 え をお 聞 かせ

い ただ けれ ば と思 い ます 。

【牛 渡 】　 あ りが と うご ざい ます 。２番 目の ほ うか らです が、物理 の高 校 の先 生 で す よね。

私 は、 高校 の先 生 に関 して は、 実際 に今 、特 別 免 許 状 は ほ とん どが 高校 です か ら、 そ うい

うニー ズ は確 か に あ る と思 うん です 。 た だ し、先 ほ どもお話 し しま した よ うに、 特 別免 許

状 を与 えて採 用 す る に して も、 きち ん と必 要 な こ とを研 修 して ほ しい ん です。 わず か ３ 日

間 とい うの で は 、 あま りに もだ とい うふ うに思 い ます 。 少 な く とも3カ 月 とか 、半 年 ぐ ら

いや っ てい た だ けれ ば、 そ うい った考 え方 も私 は あ って い い と思 い ます 。優 秀 な能 力 を持

った方 が民 間 に た く さん い ます の で。

　 た だ、 小 学校 な どに関 して は、 ち ょっ と難 しい ん じゃな い か と私 は 思 い ます。 再 生 会 議

が言 っ た よ うに大 量退 職 に よ り倍 率 が 下 が るの で 、小 学 校 とい うこ とで は 、そ こはお か し

い な と思い ま す。

　 そ れ か ら、 不信 感 。 これ 私 、分 か るん です 、 今 の政 策 が、 ア カ ウン タ ビ リテ ィー とい う

こ とは 、最 低 限 は持 って ほ しい。 だ か ら、更 新 制 も、 そ うい うこ とか ら来 てい るん だ とは

思 うん です 。 た だ 、 そ の不信 感 、そ れ に対 応 す るア カ ウン タ ビ リテ ィー 、 か な り厳 しい 基

準作 りとい う、 そ れ が一 体 現 実 に何 を もた ら して い るか とい うこ とを考 えます と、私 もち

ょっ と首 を傾 げ る と ころ もあ ります。

　 実 際 、私 の勤 めて い る大 学 で は 、非 常 に小 さな大 学 、 単科 大 学 です けれ ども、教 職 課 程

を取 る学生 は、 十数 年 前 ま で は40名 程 度 い た ん です 。 と ころ が、 こ こに来 ま して、20名

に半減 してお ります 。 つ い 最 近 も 、 ４年 生 の教 育 実 習 に行 く前 の学 生 な ん です が 、 も うや

りた くな い と言 うん です 。 なぜ か とい うと、 ニ ュー ス で教 師 の 悪 い こ とば っ か り出 て 、 も

う希 望 が持 て ない 、本 当 に教 師 に な る のが 、何 か嫌 にな っ ち ゃっ た とい うよ うな学 生 が い

ます 。

　 です か ら、 ど うも今 、教 職 に対 す る夢 を持 て な く して い るん じゃ ない か と思 い ます 。 確

か に、 問題 あ る教 員 もい っぱ い い ます しね。 現 場 も、 も っ とも っ と頑 張 って も らわ な き ゃ

い け ない ん だ けれ ど、た だ 、今 の世 論 の持 っ て い き方 が 、あ るい は 政策 の持 っ てい き方 が 、

それ に も う少 し夢 を持 たせ る よ うな 、大 学 で の教 員 養成 課 程 の学 生 に夢 を持 たせ る よ うな
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方 向 に しない とい け ない ん じゃ ない か と思 い ます 。

　 そ の た め には 、教 職 とい うもの、 教 師 とい うものが 、 高度 な、 非 常 に 高い 知 性 と力 量 を

背 景 に しな けれ ばや って い けない よ うな 仕事 な ん だ とい うこ とを共 通 に確 認 してい く よ う

な、 そ うい うふ うな方 向性 に議 論 を持 って い く、制 度 的 に も持 って い けれ ばい い な と思 い

ます。 それ が私 の 、今 回 の ア メ リカ につ い て お話 し しま した背 景 にあ る ん です 。 お 答 え に

な った か ど うか分 か りませ ん けれ ども。

【司会 】　 そ ろ そ ろ時 間 な の で、 この 辺 で お 開 き に した い と思 い ます が。 本 日は 、 大変 あ

りが と うご ざい ま した。

【牛渡 】　 あ りが と うご ざい ま した 。
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「
わ

が
国

の
教

員
養

成
・免

許
制

度
の
課

題
－

日
米
比

較
の
視
点

か
ら
－
」

仙
台

白
百

合
女
子

大
学

教
授
　

牛
渡

　
淳

　
は

じ
め

に

　
本

発
表

で
は

、
現

代
の
わ

が
国

の
教

員
養

成
・
免

許
制

度
の
課

題
を
、

「教
員

養
成

の
高

度
化

」
と

「
規

制
緩

和
」

と
い

う
テ

ー
マ

に
絞

っ
て

、
日
米

比
較

の
視

点
か

ら
検

討
し
て

み
た

い
。

I．
「教

員
養
成

の
高

度
化

」
の
課
題

平
成
17
年
10
月

の
中
央

教
育

審
議

会
答

申
「新

し
い

時
代

の
義
務

教
育

を
創

造
す

る
」
は

、教
員

の

資
質

向
上

の
た

め
に

「教
員
免

許
更

新
制

度
」

と
「教

職
専

門
職

大
学

院
制

度
」

の
導

入
を

提
言

。
来

年
度

以
降

に
実

施
す

る
こ

と
が
確

定
。
→

こ
の
二

つ
の
制
度

は
、

も
と

も
と
、

い
ず

れ
も
、

ア
メ

リ
カ
に

お
い
て

発
展

し
た

き
た

も
の

で
あ

り
、
本

報
告

で
は

、
ア

メ
リ
カ

の
制

度
と
の

比
較

の
視

点
か

ら
、
教

員
養
成

の
高

度
化

の
意

味
に
つ

い
て
検

討
し
て

み
た

い
。

　
1．

教
員
養

成
高

度
化

の
制

度
的

前
提

　
　

　
（
１
）
教

員
免

許
制

度
改

革
の
必

要
性

　
　

　
　

・
「
教

員
養
成

の
高

度
化

」
：
す

べ
て

の
大

学
、
す

べ
て

の
教

師
の
養

成
の

高
度

化
な

の
か

、
そ

れ
と

も
、

一
部

の
大

学
、
一

部
の
教

師
の
質

の
高

度
化

か
？

　
　

　
　

⇒
す
べ

て
の

大
学

の
教

員
養

成
、

す
べ

て
の
教

師
の
質

の
高

度
化

を
め

ざ
す

な
ら
ば

、
教

員
免
許

制
度

と
の
連

動
が

な
け
れ

ば
不

可
能

。

　
　

　
　

⇒
以

前
か

ら
教

員
不

足
が
続

い
て

い
た

ア
メ

リ
カ
で

は
、
低

い
基

準
で
教

師
と
な

る

こ
と

を
認

め
、
教

師
に

な
っ
て

か
ら
の
大

学
（院

）
で

の
研

修
に

よ
っ

て
、

教
師

の
質

の
高

度
化

を
は

か
っ
て

き
た

。
そ
の

た
め

、
現
在

で
は
、
学

部
卒

で
の
免

許

を
「
仮

免
許

状
」

（期
限
付

き
）

と
し
、

こ
れ

を
、

有
効

期
間

内
に
、

大
学

院
で

の
養

成
に
基

づ
い
て

「標
準

免
許

状
」

に
切

り
替

え
（上

進
）

さ
せ

る
こ

と
に
な

っ
て

お
り
、

こ
う

し
た

シ
ス

テ
ム

に
よ

っ
て

、
す

べ
て

の
教

師
の

レ
ベ

ル
ア

ッ
プ

と
教

員
養

成
の
高
度

化
を

図
っ

て
い

る
。

　
　

　
　

⇒
さ

ら
に
、

ア
メ

リ
カ
で

は
（カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア
州

の
場
合

）、
標

準
免
許

状
も
期

限

付
き

で
あ

り
、
5年

間
隔

で
更

新
を
行

う
が
、

こ
の

間
に
州

が
定
め

た
範

囲
と
種

-1
-

類
の

中
で
、

教
師

が
主

体
的

に
さ

ま
ざ

ま
な
職

能
成

長
活

動
（大

学
の

コ
ー

ス
ワ

ー
ク

、教
育

委
員
会

の
研
修

、教
材

開
発

、
図
書

・論
文

の
執
筆

、旅
行

、若
手

教
員

の

指
導

、教
員

団
体

で
の

職
能

的
活

動
等

）
を
行

い
、

そ
れ

ら
の
単

位
数

を
蓄

積
し
て

更
新

を
行

う
。
従

っ
て
、

更
新

制
度

の
ね

ら
い

は
、

「
有
効

期
間

（
5年

間
）

の

間
に
、

「一
人

一
人

の
教

員
に

自
ら
の
職

能
成
長

計
画

を
立

て
さ
せ

」
、
そ
れ

ぞ
れ

に
合

っ
た
研

修
活

動
を

「継
続

」
し
て
行

わ
せ

よ
う

と
す

る
も
の

で
あ

っ
た
。

　
（注

1）

⇒
今

回
の

わ
が

国
の
「免

許
状

更
新

制
度

」
は

、免
許

状
に
有

効
期

限
を
設

け
た

も
り

　
の
、

「
同
一

免
許
状

」
の

更
新

に
す

ぎ
ず

、
大

学
院

に
基

づ
く
上

級
免

許
状

へ
の

「

　
切

り
替

え
」

に
よ

っ
て

す
べ

て
の
教

員
と
教

員
養

成
の

レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
質

の
向
上

を
図

る
も
の

で
は

な
か

っ
た

。
さ

ら
に

、
「更

新
制

度
」

も
、

ア
メ

リ
カ

と
は
異

な
っ
た

目
的

と
方

法
（
10
年
に
1度

の
研
修

に
よ

る
、最

低
限
度

の
資
質

能
力

の

保
障

の
た

め
の

「
リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

」
）

を
持

つ
も
の

と
さ
れ
、

そ
れ

が
教

師
の
資

質
向
上

に
「大

き
な
効

果
」

を
あ

げ
る
か

ど
う
か

は
疑

問
で

あ
る
。

（注
2）

（
２
）
専

門
職

大
学

院
制
度

の
導

入
に
つ

い
て

　
　

・
い
わ

ゆ
る

「専
門
職

大
学

院
」

（専
門
職

大
学

院
設
置

基
準

に
基

づ
く
）

を
設

置
す

る
こ
と
の

み
が

「教
員

養
成

の
高

度
化

」
な

の
か

？
他

の
大

学
院

の
教
員

養
成

と
の

関
係

は
？

　
　

・
将

来
す

べ
て

の
教

育
系

大
学

を
専

門
職

大
学

院
に

？
　

ス
タ

ッ
フ

の
問
題

、
プ

ロ
グ

ラ
ム
内
容

の
問
題

か
ら
一

部
の
大

学
の

み
が
可

能
？

　
　

　
⇒

「
制

度
」
導

入
が

ま
ず

あ
り

き
、

の
問

題
点
。

　
　

・
そ

も
そ

も
、

「
モ

デ
ル
」

と
し
た

ア
メ

リ
カ
の
大

学
院

に
お

け
る
高

度
専

門
職

教
育

は
ど

う
な

っ
て

い
る
の
か

。

　
　

　
⇒
多

様
な

ア
メ

リ
カ

の
大

学
院
教

員
養

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

：

　
　

　
4年

間
で

の
養

成
プ

ロ
グ

ラ
ム
、
5年

間
（
4プ

ラ
ス
1）

、
4プ

ラ
ス
2、

同

じ
大

学
の

中
で
複

数
の
パ

タ
ー

ン
の
養

成
プ
ロ
グ
ラム

も
。
学
位

、
学

生
、
担

当
者

、
そ
の
他

、
多
様

な
実

態
、

　
　

　
⇒

決
し
て
単

一
の

タ
イ

プ
の

プ
ロ
グ

ラ
ム

、
大
学

院
の
み

が
モ

デ
ル

と
な

っ
て

は
い

な
い

し
、

標
準

免
許

状
の
前

提
と

も
な

っ
て

い
な

い
。

多
様

な
大
学

院
プ

ロ
グ

ラ

ム
が
競

合
し
て

い
る
。

⇒
以
上

、
「
免
許

状
の
更

新
制
度

」
と

「
専

門
職

大
学

院
」

の
両

方
と

も
ア

メ
リ
カ

を
モ

デ

ル
と

し
て

い
る
に

も
か
か

わ
ら
ず
、

わ
が

国
で

は
、

こ
れ

ら
は
、

ア
メ
リ

カ
と
は

き
わ

め
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て
異

な
る
前

提
や

意
味

を
持

つ
も
の

に
な

っ
て

い
る
の

で
は

な
い
か
｡

⇒
教

員
養

成
の

「
高

度
化

」
の

条
件

と
は
何

か
？

　
以

下
、
大

学
に
お

け
る
教

員
養

成
を

中
心

に
、

ア
メ

リ
カ
の
動

向
か

ら
改

め
て
考

え
て

み

る
。

2．
ア

メ
リ
カ

に
お

け
る

「教
員

養
成

の
高

度
化

」
の
動

き

　
・
19
86
年

の
カ

ー
ネ

ギ
ー
報
告

書
及

び
ホ
ー

ム
ズ

グ
ル

ー
プ
報

告
書

：

　
　

「
学

力
向
上

」
と

「
教

職
の
専

門
職

性
の

向
上

」
の
両

方
を
達

成
す

る
こ

と
を

ね
ら
い

⇒
教
職

に
お

け
る

「
優

秀
性

（
Ex
ce
ll
en
ce
）」

の
向
上

　
　

　
　
a．

研
究
大

学
の
大

学
院

レ
ベ
ル

で
の
教

員
養

成
⇒

「養
成

の
高
度

化
と
長

期
化

」
⇒
研

究
大

学
こ
そ
専

門
職

教
育

を
：
研

究
大

学
院

に
専

門
職

プ
ロ
グ

ラ
ム

を

設
置

。
二

者
択

一
で

は
な

い
。

　
　

　
　
b．

前
提

に
あ

る
4年

間
の

リ
ベ

ラ
ル

ア
ー

ツ
教

育
⇒

広
い
教

養
、

ア
カ

デ
ミ
ッ
ク

な
学

問
的
探

求
の
深
化

（教
科

専
門

の
深

化
）

、
学

問
的

・
知

的
ト
レ

ー
ニ

ン

グ
の
強

化

　
　

　
　
c．

「
理
論

と
実

践
の
強

い
結

合
」

　
　

　
　

　
⇒

「充
実

し
た
臨

床
的
教

育
」

、
「
現
場

実
習

経
験

の
質

の
改
善

」
、大

学
と

行
政

・
学

校
と
の
連

携
強

化

　
　

　
　

　
⇒
PD
S（

教
職

開
発
学

校
）
の

設
置

へ

　
　

　
　

e.
政

府
か

ら
独

立
し
た

自
主

的
団

体
に

よ
る
全

国
レ
ベ

ル
の
上
級

免
許

状
の
発

行

　
　

　
　

　
⇒
NB
PT
S（

全
米
教

職
基

準
委

員
会

）
の
設

置
へ

　
　

　
　

　
⇒

教
職

に
お

け
る
「優

秀
性

」
の
発
見

　
　

　
　

　
⇒

教
職

の
世

界
に
お

け
る

「専
門
職

的
自
律

性
」

の
確

立

3．
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア
大

学
バ
ー

ク
レ
ー
校

の
事

例

　
　
（
1）

大
学

院
で

の
初

等
教

員
養

成
プ

ロ
グ
ラ

ム

　
　

カ
リ
フ

ォ
ル
ニ

ア
州

で
は
、
19
70
年
代
よ

り
5年

目
プ

ロ
グ

ラ
ム
（
1年

間
の
大

学
院

プ

ロ
グ

ラ
ム

）
の

教
員

養
成

が
実

施
さ

れ
て
い

た
。
し
か

し
、
バ

ー
ク

レ
ー
校

は
、
19
80
年

に
2年

間
の

修
士

課
程

（
Ma
st
er
　
of
　
Ar
ts
　

in
　
Ed
uc
at
io
nを

授
与

）
に

お
け

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

を

実
施

。
19
90
年

代
に

は
中

等
教

員
養

成
が

、
ま

た
、
20
00
年

か
ら
は

校
長

養
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
も

開
始

。
い

ず
れ

も
、

大
学

院
の

専
門

職
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
し

て
、

全
米

的
に

、
き

わ
め

て
高

い
評

価
を

受
け

て
い

る
。

　
　
・
特

色
：
学

問
的

背
景

（
発

達
心

理
学

）
の

深
い

理
論

的
学

習
と
実

践
と

の
結

合
、

授
業

-3
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実
践

そ
の

も
め

を
「研

究
と
教
育

の
対

象
」

に
、
学

校
窺

場
で

の
長
期

の
実

践
経

験
、
背

景
を

よ
り
深

く
理

解
す

る
た

め
の
教
育

学
の

講
義

、
修

士
論
文

、
2年

間
の

プ
ロ

グ
ラ
ム

、

プ
ロ
グ

ラ
ム

の
中
心

的
課

題
：

「大
学

に
お

け
る
授

業
科

目
と
実
践

か
ら
得

ら
れ
た

自
身

の
成

長
等

を
相

当
量

の
ジ

ャ
ー
ナ

ル
や

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ
オ

に
表
し

て
蓄
積

す
る

こ
と
で

あ

っ
た

。
記

述
し
た

り
、

議
論

し
た

り
す

る
能

力
を
重

視
し
、
実

践
を
研
究

の
対
象

と
し
て

同
僚

と
と

も
に
成

長
し
て

い
く
能

力
の
育

成
を

図
る
点

は
、

専
門
職

教
育

に
お

け
る
大

学

院
的
特

質
を
示

す
も
の

で
あ

り
、

そ
う

し
た
能

力
を
育

成
す

る
た

め
の
〓
連

の
プ

ロ
セ

ス

は
、
教

職
専

門
性

を
形

づ
く
る

も
の

で
あ

っ
た
」

（注
3）

（表
1）

カ
リ
フ

ォ
ル

ニ
ア
大

学
バ

ー
ク

レ
ー
校

の
初

等
教

員
養

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

出
典

：
次

の
資
料

に
基
づ

き
作

成
し
た
。

①
Sn
yd
er
，
J.
（
20
00
）

．
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E

xc
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le
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e 
in

 
T

ea
ch

er
 

E
du

ca
tio

n:
 

Pr
ep
or
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io
n　

at
 
th
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G
ra

du
at

e 
L

ev
el

..
 A

A
C

T
E

 Pu
bl

ic
at

io
ns

. 
pp

. 9
7-

17
2.

②
ht
tp
：
//
ww
w-
gs
e.

be
rk

el
ey

.e
du

/A
dm

in
/S

A
S/

C
ou

rs
es

/c
dd

es
c.

ht
m

l
（
ア

ク
セ

ス
日

：
20
04
年
9月

1日
）
。

（鞍
馬

裕
美

「
ア

メ
リ
カ
に
お
け

る
大
学
院
レ
ベ
ル
で

の
教
員

養
成の
特

〓課
題
」

、
『
日

本
教
師

教
育
学
会

年
報

』

第
14
号

.2
00
5年

.
p.
10
6）

（
2）

大
学

院
で

の
校

長
養

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

・
伝

統
的

な
コ
ー

ス
ワ

ー
ク
、

問
題

解
決

的
な

ア
プ

ロ
ー
チ

、
都

市
学

区
で
の
計

画
さ
れ

た
実

習
、
修

士
論

文
（別

紙
資
料

参
照

）
（注

4）

-4
-

－
1 0 3
－



3．
ア

メ
リ
カ

の
事

例
か

ら
考

え
る
教

員
養

成
カ

リ
キ

ュ
ラ
ム

の
「高

度
化

」
の
視

点
：

　
　
－

「専
門

職
と

し
て

の
教

師
」

の
「
四

つ
の
側

面
」

か
ら
－

　
（
１
）

「教
育

実
践

者
（
pr
ac
ti
on
er
）
と

し
て

の
教

師
」

と
大

学
院

プ
ロ
グ

ラ
ム

　
　

①
高

度
な
教

育
実
践

力
の
獲

得
、

自
ら
の
教

育
実

践
を
分

析
・考

察
・改

善
の

で
き
る
力

　
　

　
量

、
同
僚

と
と

も
に
学
校

教
育

の
改

善
に
取

り
組

め
る
力

量
、

問
題
解

決
力

、
教

育

の
方

法
・
内

容
等

に
つ

い
て
の

多
様

な
レ
パ

ー
ト
リ
ー

の
獲

得
等

。

　
　

　
・方

法
と

し
て
、

デ
ィ
ス

カ
ッ
シ

ョ
ン
、
ケ

ー
ス

ス
タ

デ
ィ
、
PB
Lの

導
入

　
　

　
・
方

法
と

し
て

、
臨

床
教

育
の
充

実
、
理

論
と
実
践

の
統

合
の
重

視

　
　

②
教
育

実
践

力
を
高

め
る
た

め
に

、
な

ぜ
大
学

院
教

育
が

重
要

な
の
か

？

　
　

　
⇒

「
暗

黙
知

と
形

式
知

の
循

環
の
場

と
し
て

の
大

学
院

」
：

　
　

　
　

「野
中
郁

次
郎

ら
の
知
識

創
造

モ
デ
ル

に
よ
れ

ば
、
知

識
に

は
『暗

黙
知

』
と

『
形

式
知

』
の
2種

類
が

あ
る
。

『暗
黙

知
』

と
は
言

語
化

し
て

い
な

い
・
し
が

た
い
知

識
で

あ
り
、
経

験
や
五

感
か

ら
得

ら
れ

る
直

接
的
知

識
で

あ
り
現

場
の
知

で
あ

る
。

言
葉

で
表

す
こ

と
の
難

し
い
思

い
・
信

念
、

身
体

的
な
勘

ど
こ
ろ
、

ノ
ウ
ハ

ウ
、

コ

ツ
と
結

び
付

い
た
技

能
で

あ
り
、
特

定
の
文

脈
（人

、
場

所
）

に
限
定

さ
れ

る
こ

と

が
多

い
。

．
．

．
人

が
も
つ
知

識
は
暗

黙
知

が
中
心

で
あ

る
が

、
物

事
を
理

解
し
た

り
伝

達
す

る
た

め
に

は
、

暗
黙
知

を
形

式
知

に
変

え
る
必
要

が
あ

る
。

「形
式

知
」

と
は
特

定
の
文

脈
に
依

存
し
な
い
概

念
や
論

理
（理

論
、

マ
ニ

ュ
ア
ル

、
問

題
解

決

　
手
法

）
で

あ
り
、
言

語
的

媒
介

を
つ

う
じ
て
他

者
と
共

有
し
た

り
、
編

集
す

る
こ

と

が
可

能
で

あ
る
。

こ
れ

ら
二

つ
の
知

の
相

互
循

環
が
知

識
創

造
の
本

質
で

あ
る
。

．

．
．

現
場

主
義

・
経

験
主

義
に

は
、

①
創

造
的

な
発

想
や
実

践
を

生
み

出
し
に

く
い

、
②

前
例

の
な

い
状

況
へ
対

応
で

き
な
い

、
③

ア
イ

デ
ア

を
体

系
的

・
論

理
的

に
表

現
す

る
力

量
が

つ
か

な
い

、
④

自
ら
の
経

験
を
反

省
し
豊

か
に

す
る
機
会

に
乏

し
い

、
と
い

っ
た
問

題
が

あ
る
。

こ
れ

ら
の
問

題
点

を
克

服
す

る
た

め
に
、

形
式

知
を
高

め
る
必

要
が

あ
る
。
．

．
大

学
院
教

育
は
、

既
存

の
形

式
知

を
授

け
る

に
留

ま
ら
ず

、
知

識
創

造
の
力

を
高

め
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
野

中
に

よ
れ

ば
、

『暗

黙
知

』
を
豊

か
に

す
る
形

式
知

は
お

そ
ら

く
手

法
的

と
い

う
よ

り
は

、
よ

り
分
析

的

、
哲

学
的

、
思

想
的

な
も
の
で

あ
る
。
多

数
の
文

献
を
講

読
し
、

プ
レ
ゼ

ン
テ

ー

シ
ョ
ン

と
デ

ィ
ス

カ
ッ
シ

ョ
ン

に
よ

っ
て
知

的
刺

激
を
与

え
会

う
機
会

は
、

教
育

や

学
校

の
理

念
や

価
値

観
等

の
見

識
、

も
の

の
見

方
や

考
え
方

、
哲

学
、

思
想

を
深

め

る
。

そ
し
て

、
自

ら
の
暗

黙
知

（価
値
観

や
前

提
）

を
形

式
知

化
し
て

絶
え

ず
吟
味

す
る
姿

勢
や

本
質
志

向
の
姿

勢
を
身

に
つ

け
る

う
え

で
重

要
で

あ
る

。
．

．
そ

れ
と
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同
時

に
、

．
．

．．
実

践
的

力
量

を
養

う
た

め
に
は
、

実
際

の
場

面
で

の
知

識
創

造
の

力
や
本
質

志
向

の
姿

勢
を
発
揮

で
き

る
よ

う
ト
レ
ー
ニ

ン
グ

す
る
必
要

が
あ

る
。

そ

の
た

め
の
教

育
方

法
が

、
ケ

ー
ス

メ
ソ

ッ
ド
や

シ
ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ
ン
や

「
問
題

を
基

　
　

礎
と

し
た
学

習
」

で
あ

る
。

で
き
れ

ば
、
デ

ィ
ス

カ
ッ
シ

ョ
ン
に

よ
っ
て
生

ま
れ

た

新
し
い
コ

ン
セ

プ
ト
や

ア
イ

デ
ア
を
実

際
に
学

校
現

場
で
試

行
す

る
機

会
が

あ
る

こ

と
が
望

ま
し
い
。

こ
れ

ら
は
形

式
知

を
暗

黙
知

化
す

る
学

習
プ

ロ
セ

ス
で
あ

る
。

」

（注
５
）

　
③

な
ぜ

、
上

記
の

よ
う
な
大

学
院

で
の
教

育
、
知
識

の
創

造
が

必
要

な
の
か

　
⇒

教
育

実
践

者
と

し
て

の
教

師
像

の
変

化
：

「技
術

者
」

（
te
ch
ni
ci
an
）
と

し
て

の

教
師
か

ら
「専

門
職

」
（
pr
of
es
si
on
）
と

し
て

の
教

師
へ

　
⇒

「専
門

職
」

の
実

践
の
特

徴
：
特

定
の
技

術
・
知

識
の
適

用
だ

け
で

は
な

く
、深

い
学

問
的

背
景
及

び
実

践
に
あ

た
っ
て

の
「裁

量
」

の
大

き
さ
を
特

徴
と
す

る
。

　
　

高
度

か
つ

複
雑

な
知

識
と
技
術

に
基

づ
く
職
務

。

　
　

④
教

師
の
実

践
的
能

力
を
発

展
さ
せ

る
新

し
い

「教
授

法
」

に
対

応
し
た

、
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

に
基

づ
い
た

、
大
学

院
で

の
授

業
の
新

し
い

「
評

価
方

法
」

の
開
発

の

必
要

性
：
ポ

ー
ト
フ

ォ
リ
オ
評

価
（
自
己
評

価
、
行

動
に
基

づ
い
た
評

価
）

、
IP
A

F等
。

（
２
）

「
研

究
者

（
re
se
ar
ch
er
）
と

し
て
の
教

師
」

と
大

学
院

プ
ロ
グ

ラ
ム

専
門
職

と
し
て

の
教

師
は

、
単

な
る
実
践

者
だ

け
で

は
な

く
、
研

究
者

と
し
て

の

側
面

も
持

つ
必
要

が
あ

る
。
大
学

院
で

は
、

こ
の
側

面
に
対

応
し
た

プ
ロ

グ
ラ
ム

が
必

要
。

　
①

教
育

実
践

研
究

者
（
te
ac
he
r 
re
se
ar
ch
er
）

　
　

・
教

育
実

践
の
分

析
、
考

察
、

改
善

を
行

う
能

力
。

　
　

・
研

究
能

力
と
研

究
方

法
を
身

に
つ

け
る
。

　
　

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に
基

づ
い

た
研

究
、

ア
ク
シ

ョ
シ

・
リ
サ

ー
チ
等

　
　

・
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
や

教
材

の
開
発

能
力

　
　
②

修
士

論
文

の
必

修
化

　
　

＊
わ

が
国

に
お

け
る
教

員
養

成
大
学

院
で

の
「研

究
能
力

重
視

」
の
主

張
：

　
　

「
国
語
科

教
育

の
研

究
が

す
べ

て
『授

業
研

究
』

に
直

結
し
て

い
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

と
い

う
こ

と
を
意

味
し
な

い
。

む
し
ろ
逆

で
あ

る
。

国
語

科
教
育

の
改

善

の
た

め
に

は
、
人

間
の
発
達

と
言

語
と
の
か

か
わ

り
に

ま
で

さ
か
の

ぼ
っ

た
根

本
的

な
考

察
が
必

要
で

あ
る

し
、
人

間
と
言

語
と
の

か
か

わ
り
を
社

会
と

の
在
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り
方

と
の

か
か

わ
り
で

と
ら
え

る
広

い
視

野
が

必
要

で
あ

る
。

．
．

．
さ

ら
に

は
、

国
語
科

教
育

を
歴

史
の

中
で

と
ら
え

、
さ

ら
に

は
、
世

界
的

な
視

野
の

な

か
で

と
ら
え

る
冷

め
た
認

識
も
必

要
で

あ
る
。

国
語
科

教
育

の
改

善
は
、

こ
う

し
た
基
礎

論
的

な
研

究
を
踏

ま
え
、

さ
ら
に

は
広

い
視

野
に
立

っ
て

は
じ
め

て

、
確

か
な
方

向
性

を
保

つ
こ

と
が

で
き

る
の

で
は
な

い
か

」
（注

６
）

　
＊
わ

が
国

の
大

学
院

に
お

け
る
修

士
論

文
の
意

義
：

「修
士

論
文

の
作

成
と
い

う
プ

ロ
セ

ス
を
通

し
て
、
研

究
手

法
の

知
識

の
習

得
、

専
門
知

識
の
深

い
探

求
を
行

い
、

ま
た

、
知

識
の
統

合
、
理

論
と
実
践

の
統

合
と

い
う
演

習
を
行

い
、

研
究

論
文

と
い

う
自
己
表

現
の

プ
ロ
ダ

ク
ト
を
提
示

す
る
」

　
（注

７
）

（
３
）
高

い
教

育
を
受

け
た

（教
養

あ
る
）
者

（
ed
uc
at
ed
 m
an
）
と

し
て

の
教

師

　
・
高
度

養
成

の
ベ

ー
ス

と
し
て

の
「
４
年

間
の

り
ベ

ラ
ル

・
エ
デ

ュ
ケ

ー
シ

ョ
ン
」

　
・
知
識

社
会

、
高

学
歴
社

会
、

情
報

化
社

会
に

お
い
て

、
教

科
内

容
に
関

わ
る
深

く
広

い
学

問
的
理

解
と

そ
の
飛

躍
的

な
力

量
の
重

要
性

。

　
・
学

問
的

方
法

論
、
知

的
ト
レ
－
ニ

ン
グ

の
必

要
性

　
「基

本
的

ア
カ

デ
ミ

ッ
ク
能
力

の
獲

得
」

（客
観

的
思
考

力
、
批

判
的
分

析
思

考
力

、
主

体
的

問
題

設
定

・
問
題

提
起

へ
向

け
て

の
思
考

能
力

、
問

題
解

決
へ

の
思

考
能

　
　

力
、
論

理
構

築
た

の
め

の
思
考

力
と
自

己
表

現
へ

向
け
て

の
思
考

能
力

）

　
　

⇒
専

門
学

問
の
知

識
探

求
を
可

能
に
す

る
道

具
。
理

論
と
実

践
の
ギ

ャ
ッ
プ

を
埋

め

る
能

力
と

も
な

る
。

（注
８
）

　
（
４
）

「成
人

学
習
者

（
ad
ul
t 
le
ar
ne
r）

と
し
て

の
教

師
」

と
大
学

院

　
　

　
・
学

生
の
教
職

経
験

や
社

会
経

験
を

「学
習

リ
ソ

ー
ス

」
と

し
て
生

か
す
授

業
・
指
導

形
態

の
必

要
性

　
　

　
・

「
コ
ー

ホ
ー

ト
」

に
基

づ
く
授

業
形

態
の
有

効
性

　
　

　
・
問

題
解

決
的

手
法

に
よ

る
学

習
形

態
（ケ

ー
ス

ス
タ
デ

ィ
、

Ｐ
Ｂ

Ｌ
等

）
導

入
の
必

要
性

（注
９
）

　
　

　
・
デ

ィ
ス

カ
ッ
シ

ョ
ン
、

討
論

、
ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ
プ
等

の
有

効
性

　
　

　
・

「
学

習
へ

の
モ

チ
ベ

ー
シ

ョ
ン
を
持

つ
者

」
と

し
て

の
教

師

４
．

わ
が

国
の

「
教
職

専
門
職

大
学

院
」

の
特

色
と
課

題

　
（
１
）
実

践
的
力

量
形

成
の

た
め

の
多

様
な
工

夫

　
　

事
例

研
究

等
の

問
題

解
決

的
教

授
法

の
導

入
、
学

校
・
教
育

委
員

会
と

の
協

力
・
連

携
の
強

化
、実

践
的

力
量

の
向
上

に
向

け
た

カ
リ
キ

ュ
ラ
ム

、
理
論

と
実

践
の
統

合
・往

-7
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還
（
宮
城

教
育

大
学
、
兵

庫
教
育

大
学

）
、

コ
ー
ホ

ー
ト
に

よ
る
授

業
の
導

入
（兵

庫
教

育
大

学
）
等

：
評

価
で

き
る
側

面
が
多

い
。

　
・「
専

門
職

大
学

院
設
置

基
準

」
に
見

る
授

業
方

法
の
規
定

：

　
　

「
そ

の
目
的

を
達

成
し
得

る
実
践

的
な
教

育
を
行

う
よ

う
専
攻

分
野

に
応

じ
事

例
研

究

、現
地

調
査
又

は
双

方
向

若
し

く
は

多
方

向
に
行

わ
れ

る
討

論
若

し
く
は
質

疑
応
答

そ
の
他

の
適

切
な
方

法
に

よ
り
授

業
を
行

う
な

ど
適

切
に
配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
」（
第
8条

）

〓
疑

問
1：

ア
メ

リ
カ

の
大

学
（院

）
の
授

業
は
、
学
部

も
含

め
て
、

常
に
、

「
討
論

、

質
疑

応
答

」
な

ど
の

デ
ィ
ス

カ
ッ
シ

ョ
ン
が
盛

ん
で

あ
り
、
双

方
向

の
授
業

が
多

い
。

　
こ
れ

ら
は
、わ

が
国

の
大

学
全

般
に

も
求

め
ら
れ

る
も
の
で

あ
り
、特

に
、専

門
職

大

学
院

の
み

に
必

要
な

も
の

で
は

な
い

。あ
え
て

専
門
職

大
学

院
の
特

徴
と

し
て
設

置

基
準

に
盛

り
込

む
べ

き
も
の

か
。「
一

般
大

学
院

に
不
要

な
も
の

」に
な

ら
な

い
か

。

〓
疑

問
2：

「教
育

委
員

会
が
従

来
や

っ
て

い
た
教

員
研

修
（再

教
育

）
の
大
学

版
」

と

　
い

う
批
判

に
ど

う
答

え
る
か

。
「実

践
的

指
導

力
の
獲

得
」

に
特

に
焦

点
づ

け
る

こ
と

　
に

よ
る
危

険
性

あ
り

：

　
・

「
実
践

的
力
量

獲
得

の
た

め
の
授

業
を

『大
学

院
で
行

う
』
」

こ
と
の
意

味
（

前
述

）
を
大
学

・
学

生
側

両
方

が
再

確
認

す
る
必
要

性
：

　
　

単
な

る
テ

ク
ニ

ッ
ク
の

習
得

で
は

な
い
。

多
数

の
文

献
の
講

読
・
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

・
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ
ン
に

よ
る

「暗
黙
知

を
豊

か
に
す

る
形

式
知

」

の
意

味
＝

「
手

法
的

と
い

う
よ

り
、

分
析

的
・
哲

学
的

・
思

想
的

な
も
の
」

「

教
育

や
学

校
の
理
念

や
価

値
観

等
の
見

識
、

も
の
の
見

方
や
考

え
方

、
哲
学

、

思
想

を
深

め
る

こ
と
」

「
自

ら
の
暗

黙
知

（価
値
観

や
前
提

）
を
絶

え
ず
吟
味

す
る
姿
勢

や
本

質
志

向
の

姿
勢

を
身

に
つ

け
る

こ
と
」

　
　
・
ケ

ー
ス

メ
ソ

ッ
ド
、

Ｐ
Ｂ
Ｌ
＝
実

際
の
場

面
で

の
「知

識
創
造

の
力

」
「本

質

志
向

の
姿
勢

」
を
発

揮
す

る
た

め
の

ト
レ
ー
ニ

ン
グ
。
特

定
の
知

識
・
技
術

の

習
得

方
法

で
は

な
い

こ
と
の
確

認
。

　
　
・

「双
方

向
の
討

論
等

」
の

み
で

な
く
、

「
多
数

の
文

献
の
講

読
」

を
不

可
欠

な

授
業
形

態
と

し
て

明
確

に
す

べ
し
。

（〓
バ

ー
ク

レ
ー
校

長
養
成

プ
ロ
グ

ラ

ム
の
例

）

　
　
・
文

部
科

学
省

が
求

め
て

い
る

「
実

践
的
指

導
力

」
の
内
容

の
問

い
直

し
の
必

要
性

（
２
）

「
研

究
能

力
」

の
問
題

・
修

士
論

文
の
欠
如

（
「
設

置
基

準
」

か
ら
の

「研
究

能
力

」
の
削

除
、

「研
究
指

導
は
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不
要

」
）

・わ
が
国

の
「設

置
基

準
」

に
見

る
一

般
の
大
学

院
と
専

門
職

大
学

院
の

目
的

の
相

違

　
　

a．
一

般
大
学

院
：

「
広

い
視

野
に
立

っ
て
精

深
な
学

識
を
授

け
、

専
攻

分
野

に
お

　
　

　
け

る
研

究
能

力
又

は
こ
れ

に
加

え
て
高
度

の
専

門
性

が
求

め
ら
れ

る
職

業
を
担

う
た

め
の
卓

越
し
た
能

力
を

培
う

こ
と
を

目
的

と
す

る
」

　
　

b．
専

門
職

大
学

院
：

「専
門
職

学
位

課
程

は
、
高

度
の
専

門
性

が
求

め
ら
れ

る
職

業
を
担

う
た

め
の
深

い
学

識
及

び
卓

越
し
た
能

力
を
培

う
こ

と
を

目
的

と
す

る
」

〓
「研

究
能
力

」
が
欠

落

⇒
ア

メ
リ
カ

で
も
評
価

の
高

い
Ｕ

Ｃ
Ｂ
は
、

修
士

論
文

を
必
修

化
。

こ
れ

を
ど

う
考

え
る

か
。

「
高

度
職

業
人

養
成

に
は
修

士
論

文
は
不

必
要

」
と
い

う
考

え
は
、
成

り
立

た
な

い
。

研
究
指

導
と
専

門
職
養

成
は
両

立
し
て

い
る
現

実
あ

り
。

⇒
も
っ

と
も
、
ア
メ

リ
カ

で
も
修
士

論
文

の
指

導
は
専

門
職

養
成

プ
ロ

グ
ラ
ム

の
中

で
も
最

　
も
困

難
な

も
の

の
ひ

と
つ

と
言

わ
れ

て
い

る
（牛

渡
が

行
っ
た

カ
リ
フ

ォ
ル

ニ
ア
大

学

　
バ

ー
ク

レ
ー
校

フ
ァ
カ
ル

テ
ィ

ー
・
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と
の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
よ

り
の
発

言

よ
り
）

。

⇒
他

方
、
ア

カ
デ

ミ
ッ
ク

な
修

士
論

文
で

は
な

く
と

も
、「
研

究
指

導
」

す
る

こ
と
は

、大
学

の
持

っ
て

い
る
最

大
の
魅

力
と
可

能
性

の
ひ

と
つ
。少

な
く
と

も
「実

践
研

究
者
教

師
」
の

位
置

付
け

は
明
確

に
す

る
こ

と
が
求

め
ら
れ

る
。実

際
、
例

え
ば
、

兵
庫

教
育

大
学

で
は

、
修
士

論
文

の
代

わ
り
に

「
教

育
実

践
課

題
解

決
研

究
」

を
設

定
。

さ
ら
に
、

「
ア

ク
シ

ョ
ン

・
リ
サ

ー
チ

」
を
科

目
と

し
て

導
入

。
宮

城
教

育
大

学
で

は
、

院
生

一
人
一

人
の

「

研
究

テ
ー

マ
」

に
基

づ
く
オ

ー
ダ

ー
メ

ー
ド
型

、
研

究
志

向
型

プ
ロ

グ
ラ
ム

を
採

用
し
て

い
る
点

は
評

価
さ
れ

る
。

⇒
「研

究
指

導
」

を
削

除
し
た
の

は
、

「従
来

の
大

学
院

が
研

究
者

養
成

と
職
業

人
養

成

の
二

つ
の

目
的

を
持

ち
、
機

能
不

全
を
起

こ
し
た
」

と
の
批

判
に
対

す
る
対

応
と
思

わ

れ
る
。

し
か

し
、

専
門

職
と

し
て

の
教

師
の
職

務
か

ら
「
研

究
」

を
削

除
す

る
こ

と
は

で
き
な

い
。

ア
カ

デ
ミ

ッ
ク

な
研

究
で

あ
れ

、
実

践
的

な
研

究
で

あ
れ
、

高
度

専
門
職

養
成

の
重

要
な
柱

と
し
て
、

研
究

指
導

を
含

め
る
必

要
あ

り
。

（
３
）

目
的

の
混
在

：
「養

成
」

と
「
研

修
」

両
方

を
含

む
。

　
・
ス

ト
レ
ー

ト
マ

ス
タ
ー

の
扱

い
（宮

城
教

育
大

学
と
兵

庫
育

大
学

の
違

い
）

　
⇒

宮
城

教
育

大
学

：
現
職

教
員

に
焦

点
化

（研
修

の
た

め
の
専

門
職

大
学

）
、

　
　

兵
庫
教

育
大

学
：
ス

ト
レ
ー

ト
マ

ス
タ

ー
と
現
職

教
員

に
同
一

科
目

で
別

々
の
講

義

を
提
供

〓
大

学
側

の
負
担

の
大

き
さ

-9
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・

「教
員

養
成

の
高

度
化

」
＝
厳

密
に
考

え
れ

ば
、

ス
ト
レ
ー

ト
マ

ス
タ

ー
の
場
合

だ

け
。
現

職
教

員
は

、
す

で
に

「正
規

の
教

員
免

許
状

」
を
取

得
し
て

い
る
か

ら
、
彼

ら
に

と
っ
て

は
、
専

門
職
大

学
院

は
現
職

「研
修

」
の
一

種
。

　
・
指

導
上

の
困
難

性

　
・
い

ず
れ

の
場

合
も
、

大
学

院
終

了
に

よ
る

メ
リ

ッ
ト

（
出

口
保

障
）

が
な

け
れ

ば
、
広

ま
ら
な

い
可
能

性
。

免
許

制
度

改
革

の
必
要

性
。

（
４
）

ス
タ

ッ
フ
の

問
題

：
「
１

１
名

、
４
割

は
実

務
家

教
員
」

は
必
要

か
。

　
専

任
ス

タ
ッ
フ
総
数

の
多

さ
、
実
務

家
教

員
数

の
指

定
等

　
⇒

大
学

側
に
大

き
な
財

政
的

負
担

を
強

い
る
。

重
要

な
の

は
、

内
容

面
で

の
「理

論

と
実

践
の
結

合
・
融

合
」

。
人

事
の
方

法
や

規
模

は
大

学
ご

と
に
多
様

で
柔
軟

で

あ
る
べ

し
。

　
⇒

ス
タ

ッ
フ
の
制

約
は

、一
部

の
大

学
に
の

み
専

門
職

大
学

院
を
可

能
に
。多

く
の
大

学
が
高
度

な
専

門
職

教
育

を
実

現
で

き
る

こ
と
が
重

要
。

　
（
５
）
教

員
養

成
の

「高
度

化
」

は
一

部
の
大
学

院
の
問

題
で

は
な

く
、

す
べ
て

の
大

学
院

教
育

学
研
究

科
の

問
題

。
さ

ら
に

は
、

日
本

の
大

学
教
育

全
体

の
在

り
方

と
も
関
係

⇒
免

許
制
度

と
の

関
係

、
教

養
教

育
と

の
関
係

、
他

の
大

学
院

と
の

関
係
等

、
全
体

の
見
直

し
と
再

編
が
必

要
。

　
（
６
）

ア
メ

リ
カ

に
お

い
て

も
、
近

年
、
教

員
養
成

の
高

度
化

は
大
学

教
育

全
体

の
課

題

で
あ

る
と
の
認

識
広

ま
る
。

（学
力

問
題

、教
員

の
大

量
退

職
問
題

に
よ

り
）

　
　

⇒
カ

ー
ネ

ギ
ー
財

団
が
16
年

ぶ
り
の

「大
学

改
革
支

援
」

：そ
の
第
一

の
優

先
事
項

と
し
て
「
教

師
教

育
改

革
」
を

あ
げ

る
：
「
大
学

の
最

優
先
事

項
は
教

師
教
育

で
あ

る
」。

　
　

⇒
ア

メ
リ
カ
教

育
協

会
（
Ａ

Ｃ
Ｅ
）
報
告

書
『
未

来
に
触

れ
る

：
教

師
教
育

の
改

革

－
大

学
学

長
の
戦

略
』

（
19
99
年
）
：教

師
教
育

を
大

学
の
戦

略
の
最

も
重

要
な

も

の
と
位

置
付

け
る
。

（注
１
０
）

Ⅱ
．
教

員
養

成
・
免
許

制
度

の
「規

制
緩

和
」

の
課

題

　
以

上
の

よ
う
に

、
現

在
、

わ
が
国

の
教

員
養

成
全

体
の

レ
ベ

ル
ア

ッ
プ

・
高

度
化

が
必

要
と

さ
れ
て

い
る
一

方
で
、

政
策

的
に
、

そ
れ

と
は
矛

盾
す

る
、
教

員
養

成
・
免

許
制

度
の

「
規

制
緩

和
」

が
同

時
に
進

め
ら
れ
て

お
り
、根

本
的

に
重

要
な

問
題

を
孕

ん
で

い
る
。

　
1．

特
別

免
許

状
制

度
-1
0-

-1
0 6－



（
１
）
平
成

１
９
年

６
月

の
教

育
再

生
会

議
第
二

次
報

告
書

：
特

別
免

許
状

の
拡

大
（採

用

　
　

者
の

２
割
以

上
へ
）

を
提

言
。

・
昭
和
63
年

「
特
別

免
許

状
」誕

生
：大

学
で

の
教

員
養

成
不
要

。
た

だ
し
、学

士
号

・相
当

す

る
専

門
性

等
の
保

持
必

要
。有

効
期

限
つ

き
。→

10
年

以
上

に
わ

た
っ
て
発

行
数

わ
ず

か

　
。

「
ニ

ー
ズ
」

な
し
。

・
平
成
14
年
7月

：「
有

効
期

限
」

「学
士
号

」
を
不
要

に
。
（発

行
数

を
増

や
す

た
め
）

・
平
成
17
年
12
月

：政
府

の
規

制
緩

和
・民

間
開
放
推

進
会

議
：特

別
免

許
状

制
度

の
積

極
的

活
用

を
求

め
る
。

（
２
）

ア
メ

リ
カ
の
例

：
「
オ

ル
タ
ナ

テ
ィ
ブ

（代
替

え
）免

許
状

」
の
拡

大

大
学

で
正

規
の
教

員
養

成
を
受

け
な

い
者

に
教

師
に
な

る
道

を
提

供
す

る
た

め
の
免

許
状

・
わ
が

国
と
の
違

い

　
⇒

深
刻

な
教

員
不

足
が
背

景
に

あ
る

こ
と
。

（⇔
わ
が

国
で

は
、
教

員
志

望
者

の
過

剰
）

⇒
免
許

状
付

与
の
条

件
：
学

士
号

、
教

員
試

験
の
合
格

（教
え

る
内
容

の
確
保

）
、
教

授

能
力

の
実

証
、

〓
正

規
の
教

師
と

同
等

の
基

礎
資

格
（学

士
号

）
と
「
教

師
と

し
て

の
能

力
」
の
証

明
が
必

要
：い

ず
れ

も
わ

が
国

の
特

別
免
許

状
で

は
、
明
確

な
形

で
証

明
す

る

　
　

こ
と
は
求

め
ら
れ

ず
。

・
オ
ル

タ
ナ

テ
ィ
ブ
免
許

状
の

問
題

点
の
指
摘

（
ア

メ
リ
カ
教

育
学

会
会

長
リ
ン
ダ

・
ダ

ー

リ
ン

．
ハ

モ
ン

ド
：
正
規

養
成

に
よ

る
教

師
と
の
比

較
調
査

）
：
生
徒

の
成

績
の
違

い
、

　
定

着
率

の
違

い
。

（注
１

１
）

（
３
）

わ
が

国
の
特

別
免
許

状
制

度
の
課

題

・
特

別
免
許

状
＝
正

規
の

「教
諭

」
資

格
を
与

え
る

も
の

。
（臨

時
免

許
状

で
は

な
い

）

。
⇒

学
士
号

も
大

学
で

の
養

成
も
経

ず
に
、

「正
規

」
の
教

員
資

格
を
得

ら
れ

る
制
度

は
、
教

育
専

門
職

の
資

格
制

度
と

し
て

は
望

ま
し
く
な

い
。

・
特

別
免
許

状
に

よ
っ
て

任
用

さ
れ

た
者

に
対

す
る
研

修
等

が
貧

弱
：
あ

る
自
治

体
の
例

（採
用

前
研

修
は

３
日
間
の

み
）

　
⇒

こ
れ

で
正

規
の
教

諭
に

な
れ

る
の

で
あ
れ

ば
、
免

許
制
度

は
不

要
。

ど
の

よ
う
な
専

門

職
で

も
、

そ
れ

な
り
の
投

資
と
準

備
が
必

要
。
大

学
は
、

そ
の

よ
う
な
社

会
人

に
様

々

な
分

野
の
専

門
職

教
育

を
提

供
。

そ
う

し
た

手
順

と
準

備
を
経

ず
に

「正
規

」
の
教

師

に
な

り
る

と
い

う
の

は
、

高
度

な
専

門
性

を
要

す
る
教

師
の
仕

事
を
軽
視

。
「採

用
者

の
２
割

以
上

を
特

別
免

許
状

で
」

は
、
免

許
制
度

の
「
破

壊
」

に
等

し
い
。

　
・特

別
免
許

状
は

、
あ

く
ま
で

も
「
例

外
的

措
置
」

と
し
て
位

置
付

け
る
べ

し
。

ま
た
、

特
別

免
許

状
に

よ
る
採

用
者

に
対

し
て

は
、

長
期

間
の
採

用
前

研
修

や
採
用

後
の
手

厚

-1
1-

い
研
修

・
指

導
を
実

施
す
べ

し
。

（注
１
２
）

2．
民

間
人
校

長
と
校

長
免

許
状

　
（
１
）

「校
長
免

許
状

」

　
　

・
す
で

に
述

べ
た

よ
う
に
、

ア
メ

リ
カ
で

は
、
校

長
に

な
る
た

め
に

は
、
大

学
院

で
の

校
長

養
成

プ
ロ

グ
ラ
ム

を
終

了
し

「管
理

職
免
許

状
」

を
取

得
し
な

け
れ
ば
校

長
に

は
な

れ
な

い
。

　
　

⇒
「高

度
専

門
職

」
と

し
て

の
校
長

、
学

校
管
理

職
と

し
て

の
専

門
性

を
前
提

と
し

た
校

長
の

資
格

と
任

用
制
度

。

　
　

・
わ

が
国

で
は
、

「校
長
免

許
状

」
は
戦

後
－

時
期

導
入

。
す

ぐ
に
廃
止

。
そ

の
後

、
長

　
　

い
間

、
「教

員
免

許
状

」
と

「
教
職

経
験

」
を

も
と
に
、
管

理
職

試
験

に
よ

っ
て

校
長

と
し
て
採

用
：

「
校

長
を
大

学
・
大

学
院

で
養
成

す
る
」

と
い

う
発
想

な
か

っ
た
。

　
　

⇒
学

校
の

自
律

性
が
主

張
さ
れ

、
学

校
経

営
の

困
難

性
が
認

識
さ
れ

る
中
で
、

現
在

、

大
学

院
で
の
校

長
（
ス

ク
ー
ル

リ
ー

ダ
ー
）
養

成
を
行

う
試

み
が
拡

大
：
筑

波
、
千

葉
、
兵

庫
教
育

、
岡
山

、
九

州
等

。
→

ス
ク
ー

ル
リ
ー
ダ

ー
の
資
質

能
力

の
「
高

度

化
」

を
め

ざ
し
た
動

き

　
（
2）

「
民

間
人
校

長
」

　
　

し
か

し
、

こ
う
し
た
校

長
の
専

門
性

確
保

の
動

き
と

は
逆

の
動

き
も

：規
制

緩
和

策
に

よ
り
、
学

校
教

育
法

の
改

正
：
教

員
免

許
状

・
教

職
経

験
を

も
た

ず
に
校

長
に
任

用
さ

れ
る
方

策
が
導

入
：

「民
間

人
校

長
」
〓

民
間

で
培

っ
た

「
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
能

力
」

に

期
待

　
⇒

牛
渡

の
調

査
（
１
）

：
広

島
県

で
の
調

査
：

　
「
刺

激
剤

」
と

し
て

の
効

果
は

あ
り

（校
長

の
力
量

と
し
て

の
「
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
」

の

重
要

性
の
再

確
認

、
子

ど
も

と
保

護
者

優
先

の
姿
勢

等
）

：
し
か

し
、

「
民

間
人

校

長
」

を
一
般

化
し
拡
大

す
る

こ
と

は
慎

重
で

あ
る
べ

し
：

「
限

界
」

あ
り

（教
育

専

門
性

の
欠

如
・
教

師
へ

の
専

門
的

指
導

の
限
界

（→
教
頭

・
指

導
主

事
に
依

存
）

、

ベ
ー

ス
と
な

る
学

校
組
織

や
学

校
文
化

と
民

間
企
業

の
組

織
や

文
化

の
違

い
（→

十

分
な
力

量
発
揮

で
き
ず

）
）

。

　
教

育
専

門
職

の
ト
ッ
プ
に

は
、

「
教
育

の
目
」

と
「経

営
の

目
」

の
両
方

が
必

要
。

ベ
ー

ス
と

し
て

、長
い
教

職
経

験
に

よ
っ
て
育

ま
れ

て
き
た

教
育

専
門

家
と

し
て

の
豊

か
な
知

識
・
知

恵
・
力
量

を
持

つ
こ
と
が
望

ま
し
い
（特

に
小

学
校

で
は
）
。

（注
１

３
）

。

⇒
牛

渡
の
調

査
（
２
）

：
ア

メ
リ
カ

：
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-1 0
7-



カ
リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

大
学

バ
ー

ク
レ

ー
校

の
校

長
養

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

デ
ィ

レ
ク

タ
ー

：
ノ

ー

ト
ン

・
グ

ラ
ッ

プ
教

授
の

発
言

（牛
渡

と
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

よ
り
）

「
ア

メ
リ
カ

で
は

、

ま
っ

た
く
ゼ

ロ
で

は
な

い
が

、
ほ

と
ん

ど
な

い
。

教
育

経
験

の
な

い
人

物
を

校
長

に
す

る

こ
と

は
全

く
考

え
ら
れ

な
い

。
」

⇒
牛

渡
の

「
宮

城
県

教
育

委
員

会
民

間
人

校
長

選
考

委
員

長
」

と
し

て
の

経
験

：

　
「
校

長
」

と
し

て
の

資
質

能
力

・
職

務
遂

行
能

力
の

判
定

は
不

可
能

。
「
一

か
八

か
」

の

シ
ス

テ
ム

。
成

功
し

て
い

る
例

も
あ

る
が

、
失

敗
例

も
多

い
（
校

長
室

にご
閉

じ
こ

も
っ

た

例
；
自

殺
し
た

例
；
教

育
委

員
会

内
で

も
失

敗
と

さ
れ

た
例

）
シ

ス
テ

ム
と

し
て

問
題

あ

り
。

（
３
）

今
後

、
「
規

制
緩

和
」

で
は

な
く

、
逆

に
、
大

学
院

で
の
養

成
に

も
と

づ
く

「
校

長

免
許

状
」

制
度

導
入

に
よ

る
「
高

度
専

門
職

化
」

を
め

ざ
す

べ
き

。
（
自
律

的
に

学
校

を

経
営

す
る
新

し
い

ス
ク

ー
ル

リ
ー

ダ
ー

・
校

長
像

に
対

応
）

3.
大

学
以
外

で
の
教

員
養

成
の
拡

大

　
教

育
再

生
会
議

第
二

次
報

告
書

：
「教

育
委

員
会

は
、
教

師
塾

な
ど
採

用
前

か
ら
質

の
高

い
教

員
を
養

成
・
確
保

す
る
取

り
組

み
を
推

進
す

る
」
。

　
・

「
教

育
委

員
会

に
よ

る
教

員
養
成

」
〓
戦

後
の

「
大
学

に
お

け
る
教

員
養

成
」
原

則
と

矛
盾

：
ど

う
考

え
る
べ

き
か

。

　
・

「
大

学
の

カ
リ
キ

ュ
ラ
ム

と
の
整

合
性

や
連

続
性

」
を
無

視
し
た
行

政
側

の
プ

ロ
グ

ラ

ム
→
大

学
教

育
と
平

行
し
て
受

講
す

る
た

め
、
学

生
の
負

担
増

な
ど
、
大

学
教

育
自
体

へ
の

マ
イ

ナ
ス

の
影

響
も
。

　
　

・
す

で
に
実

施
さ
れ

て
い

る
教

師
塾

に
よ

る
養

成
の

「成
果

」
は
、

学
問

的
に
実

証
さ
れ
て

お
ら
ず

：
「
教

師
塾

」
を
拡
大

さ
せ

る
の

は
時

期
尚
早

。

　
　
・
「大

学
に
お

け
る
教

員
養

成
」

の
意

味
と
意
義

の
再

確
認

必
要

。
ま
た

、
「教

員
養

成
段

階
で

身
に

つ
け

る
べ

き
実

践
的
指

導
力

」
の

内
実

の
再

検
討

必
要

。

　
　

⇒
大

学
と
教
育

委
員

会
と
の

「連
携

」
に

よ
る
、

す
べ

て
の
教

職
課

程
学

生
を
対

象
と

し

た
、

「本
格

的
な
臨

床
的

プ
ロ
グ

ラ
ム
」

の
開
発

が
必

要
。

（注
）

1．
牛

渡
淳

『
ア

メ
リ
カ

に
お

け
る
教

員
免

許
制

度
と
教

員
研

修
の

関
連

性
に
関

す
る
実

証
的
研

究
』

、
日
本

学
術

振
興

会
科
学

研
究

費
・
研

究
成

果
報

告
書

、
20
05
年

、
pp
．
10
～
35
．

2．
牛

渡
淳

「
近

年
の
教

員
研

修
政

策
の

動
向

と
課

題
－
教

員
免

許
更
新

制
度

と
教

員
研

修
の

関

-1
3-

　
連

性
を

中
心

に
－

」
、

日
本

教
師

教
育

学
会

編
『
日
本

教
師

教
育

学
会

年
報

』
、
第
15
号

、

20
06
年

、
pp
．
44
－
49
．

3．
鞍

馬
裕

美
「
ア

メ
リ

カ
に
お

け
る

大
学

院
レ

ベ
ル

で
の

教
員

養
成

の
特

質
と
課

題
」

、
日
本

教
師

教
育

学
会

編
、『

日
本

教
師

教
育

学
会

年
報

』
、

第
14
号

、
20
05
年

、
p．

10
9

4．
牛

渡
淳

「
校

長
養

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
お

け
る

校
長

の
能

力
と

そ
の

評
価

方
法

－
ア

メ
リ

カ
・

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
大

学
バ

ー
ク

レ
ー

校
の

事
例

」
、

小
島

弘
道

編
著

『
校

長
の

資
格

・
養

成

と
大

学
院

の
役

割
』

、
東

信
堂

、
20
04
年

、
pp
．
28
9-
30
2．

5．
曽

余
田
浩

史
「
学

校
管

理
職

養
成

に
お

け
る

大
学

院
教

育
の

役
割

」
、

小
島

弘
道

編
著

、
前

掲
書

、
pp
．
25
5～

25
8．

6．
小

笠
原

拓
「

『
大

学
院

に
お

け
る
教

員
養

成
』

に
関

す
る

近
年

の
政

策
動

向
－

教
員

の
『
再

　
　

教
育

』
が

意
味

す
る

も
の

－
」

、
日
本

教
師

教
育

学
会

編
、

『
日
本

教
師

教
育

学
会

年
報

』

、
第
ll
号

、
20
02
年

、
p．

12

7．
富

山
真

知
子

「
大

学
院

教
育

と
学

部
教

育
－

国
際

基
督

教
大

学
英

語
科

教
員

養
成

を
事

例
と

し
て

－
」

、
日
本

教
師

教
育

学
会

編
、

前
掲

書
、
20
02
年

、
p．

35

8．
同

上
論

文
、
p．

33

9．
ケ

ー
ス

ス
タ

デ
ィ

と
Ｐ

Ｂ
Ｌ

の
違

い
に

つ
い

て
は

、
牛

渡
淳

「
ア

メ
リ

カ
の

学
校

管
理

職
養

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
お

け
る
教

授
法

改
革

の
動

向
－

『
問

題
を

基
礎

と
し

た
学

習
（
Ｐ

Ｂ
Ｌ
）

』
を

中
心

に
－

」
、

仙
台

白
百

合
女

子
大

学
紀

要
、

第
６
号

、
20
02
年
2月

、
pp
・
1～

14
．

を

参
照

さ
れ

た
い

。

10
．

牛
渡

淳
「

（
２
）

ア
メ

リ
カ

」
、

『
教

師
教

育
の

質
的

向
上

策
と

そ
の

評
価

に
関

す
る

国
際

比
較

研
究

』
（
代

表
：
吉

岡
真

佐
樹

）
、

科
研

費
報

告
書

、
20
07
年
3月

、
pp
．
51
－
63
．

11
．

同
上

12
．

牛
渡

淳
「
教

育
再

生
会

議
第

２
次

報
告

の
分

析
：
２
．

教
員

の
質

の
向

上
と

メ
リ
ハ

リ
の

あ

る
給

与
体

系
の

実
現

」
、

『
教

職
研

修
』

、
教

育
開

発
研

究
所

、
20
07
年
9月

号
掲

載
予

定
。

13
．

牛
渡

淳
「
民

間
人

校
長

導
入

の
意

義
と
課

題
」

、
小

島
弘

道
編

、
前

掲
書

、
pp
．
93
－
10
6

　
　

　
－
14
-
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＜
別

紙
資

料
＞

（小
島

弘
道

編
著

『
校

長
の

資
格

・
養

成
と

大
学

院
の

役
割

』
東

信
堂

、
20
04
年

所
収

）
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第
2章

　
校

長
養

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
お

け
る

校
長

の
能
力

と
そ

の
評

価
方

法
－

ア
メ

リ
カ

・
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

大
学

バ
ー

ク
レ
ー

校
の

事
例

－

仙
台

白
百

合
女
子

大
学

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

牛
渡

淳

　
は

じ
め

に

　
20
00
年
6月

、
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

大
学

バ
ー

ク
レ

ー
校

は
、

州
知

事
グ

レ
イ

・
デ

イ
ビ

ス
の

イ
ニ

シ
ア

チ
ブ

に
よ

り
、

新
し
い
学

校
管

理
職

養
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
「校

長

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
講

習
（
Pr
in
ci
pa
l　Le
ad
er
sh
ip
　I
ns
ti
tu
te
，
略

し
て
PL
I）

」
を

ス
タ

ー

ト
さ

せ
た

。
本

章
は

、
こ
の
PL
Iの

実
態

を
検

討
す

る
こ

と
を
通

じ
て

、
ア

メ
リ

カ

に
お

け
る

校
長

養
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

特
色

と
改

革
動

向
を

明
ら
か

に
す

る
こ

と
を

目

的
と
す

る
。

な
お

、
PL
Iの

背
景

や
成

立
事

情
に

つ
い

て
は
、

す
で

に
別

の
機

会
に

発
表

し
て

い
る

の
で
1、

本
章

で
は

、
と

く
に

、
PL
Iの

下
で

校
長

に
求

め
ら
れ

る

「能
力

」
と
は
何

か
、

そ
の

「能
力

」
を
確

保
さ

せ
る
た

め
の

方
法

（教
育
内
容
）
は
何

か
、

そ
れ

を
ど
の

よ
う

に
し
て

評
価

す
る

の
か

、
と
い

う
三

つ
の

点
に

焦
点

を
当

て
て

、

そ
の

全
容

を
明

ら
か

に
し
て

み
た

い
。

　
第
1節

　
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ァ
大

学
バ

ー
ク

レ
ー

校
「校

長

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
講

習
（
PL
I）
」
の

概
要

1．
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
概

要

　
こ

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
、

大
学

院
プ

ロ
グ

ラ
ム

、
問

題
解

決
的

ア
プ

ロ
ー

チ
、

都
市

学
区

で
の

計
画

さ
れ

た
実

習
、

伝
統

的
な

コ
ー

ス
ワ
ー

ク
、

を
含

ん
で

い
る

。
第
1

- 10
9-
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第
2章

校
長
養
成

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
校
長

の
能
力
と
そ
の
評
価
方
法

年
目
、

学
生

は
、

大
学

院
の

コ
ー

ス
ワ

ー
ク
や

計
画

さ
れ

た
活

動
、

夕
方

や
週

末
の

ク
ラ

ス
・
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
等

に
参

加
し
、
6月

後
半

か
ら
8月

末
に

は
、

「夏
期

セ
ッ

シ
ョ

ン
」
（週

4日
間

の
学
習

を
7週

間
）
に
参

加
す

る
。

第
2年

目
に

は
、

学
生

は
「第

2

次
夏

期
セ

ッ
シ

ョ
ン
」

に
参

加
す

る
と
同

時
に

、
修

士
論

文
を
執

筆
す

る
。

こ
の

プ

ロ
グ

ラ
ム

の
修

了
者

に
は

、
「教

育
リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
修

士
（
M．

A．
in
　

Ed
uc
at
io
na
l

Le
ad
er
sh
ip
）
」

の
学

位
が

与
え

ら
れ

る
と
同

時
に
、

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
州

教
員

免
許

委
員

会
か

ら
、

第
1段

階
の

「管
理

職
免

許
状

（
Ad
mi
ni
st
ra
ti
ve
 Se
rv
ic
e 
Cr
ed
en
ti
al
）」

が
与

え
ら

れ
る

。
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

州
に

お
い

て
は

、
学

校
管

理
職

と
な

る
た

め
に

は
、

「管
理

職
免

許
状

」
を
取

得
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
が

、
そ
れ

は
、
2段

階
に

分
か

れ
て

お
り
、

第
1段

階
は

、
「仮

免
許

状
（
Pr
el
im
in
ar
y C
re
de
nt
ia
l）
」
（
5年

間
有
効
）、

第
2段

階
は

、
「専

門
職

免
許

状
（
Pr
of
es
si
on
al
 

Cr
ed
en
ti
al
）」

（
5年

間
有
効
、

以
後

更
新
必
要
）
で

あ
る

。
ま

た
、

こ
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

参
加

者
に

は
、

授
業

料
分

の

奨
学

金
が

提
供

さ
れ

る
こ

と
に

な
っ

て
お

り
、

経
済

的
な
保

証
が

与
え

ら
れ

て
い

る
。

た
だ

し
、

奨
学

金
を

受
け

た
学

生
は
、
4年

間
、

公
立

中
学

校
で

、
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ

ア
免

許
委

員
会

が
定

め
た

管
理

職
と

し
て

勤
務

す
る

こ
と

が
要

求
さ
れ

る
。

な
お

、

現
在

、
「合

同
博

士
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
ED
．
D．

 
Pr
og
ra
m）

」
が

検
討

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

れ

は
、

中
央

オ
フ

ィ
ス

の
管

理
者

や
教

育
長

と
な

る
た

め
の

養
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
で

あ

る
2。

2．
選

抜
プ

ロ
セ

ス

　
こ
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

申
し
込

む
た

め
の

基
礎

資
格

は
、

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
州

の
教

員
免

許
状

ま
た

は
生

徒
指

導
免

許
状

を
保

有
し
て

い
る

こ
と
、

お
よ

び
最

低
3年

の

教
職

経
験

、
の
2点

で
あ

る
。

選
抜

は
、

学
底

に
よ

る
推

薦
と
面

接
に

よ
っ

て
行

わ

れ
る

。
そ

の
際

の
評

価
ポ

イ
ン

ト
は

、
次

の
5点

で
あ

る
：
管

理
職

に
必

要
な

人
格

的
（人

間
的
）
要

素
、

都
市

学
区

で
の

職
務

経
験

、
教

師
と

し
て

の
十

分
な

能
力

、
関

連
す

る
経

験
、

伝
統

的
な
学

問
的
基

準
。

3．
プ

ロ
グ

ラ
ム

内
容

　
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
内

容
と

し
て

は
、

以
下

の
7点

を
挙

げ
る

こ
と
が

で
き

る
。
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第
1に

、
「伝

統
的

コ
ー

ス
ワ

ー
ク

」
で

あ
る
。

こ
れ

は
、

文
献

の
講

読
と
講

義
に

よ
っ

て
実

施
さ

れ
、

テ
ー

マ
は
、

「教
授

学
習

法
」
、

「教
育

改
革

の
方

法
」
、

「水
準

と

評
価

」
、

「都
市

問
題

」
等

多
岐

に
わ

た
る
。

そ
の

目
的

は
、

受
講

者
に

、
関
連

す
る

研
究

文
献

に
親

し
ま
せ

る
こ

と
、

広
く
批

判
的

に
文

献
を

読
む

こ
と
が

で
き

る
よ

う

に
す

る
こ

と
、

実
践
に

つ
い

て
の

ア
イ

デ
ア

の
リ

ソ
ー

ス
と

し
て

文
献

を
読

む
こ

と

に
慣

れ
さ

せ
る

こ
と
、

に
あ

る
。

し
か

し
、

そ
れ

は
、

単
に

一
般

的
な

理
論

を
提

供

す
る

の
で

は
な

く
、

き
わ

め
て

「実
践

志
向
」
で

あ
り
、

受
講

者
は
、

講
読

や
リ
サ

ー

チ
を

特
定

の
学

校
や

課
題

に
結

び
つ

け
る

こ
と
が

で
き

る
。

さ
ら

に
、

そ
れ

は
、

「受
講

者
（学

習
者
）
中
心

」
で

あ
り
、

受
講

者
集

団
が

、
自

ら
の

経
験

を
理

解
し
、

管

理
者

と
し
て

の
リ
ー

ダ
ー

シ
ッ
プ

の
種

類
を

増
や

す
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
。

　
第
2に

、
「問

題
を

基
礎

と
し
た
学

習
（
PB
L）
」

と
「ケ

ー
ス

ス
タ

デ
ィ

」
で

あ
る
。

い
ず

れ
も

、
現

実
的

問
題

を
提

供
す

る
も

の
で

、
学

生
が

グ
ル

ー
プ

で
問

題
を

解
決

す
る

。
取

り
上

げ
る
事

例
は

、
実

際
に

地
方

の
学

校
で
起

こ
っ

た
事

例
や

特
定

の
問

題
や

ア
プ

ロ
ー

チ
を
説

明
す

る
た

め
に

作
ら
れ

た
事

例
も

あ
る
。

と
く

に
、
PB
Lは

、

成
人

学
習

理
論

と
学

校
の
現

実
を
基

礎
と

し
、

問
題

を
基

礎
と

し
た

新
し
い

教
授

法

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

将
来

校
長

が
直

面
す

る
と
考

え
ら
れ

る
よ

う
な

「問
題

」
を

中
心

に
学

習
を
進

め
る

も
の

で
、

集
団

的
・
共

同
的

学
習

と
い

う
特

色
を
持

ち
、

そ
の

な

か
で

役
割

を
果

た
す

こ
と
を

通
じ
て

、
知

識
と
ス

キ
ル

を
学

習
す

る
も

の
で

あ
る
。

そ
れ

は
、

ケ
ー

ス
メ

ソ
ッ

ド
と
比

べ
て

、
学

生
主

導
の
学

習
プ

ロ
セ

ス
を
持

ち
、

評

価
も
、

分
析

や
記

述
に
止

ま
ら

な
い

で
、

実
践

と
体

験
の

プ
ロ

セ
ス

自
体

を
評

価
す

る
と

い
う
特

色
を
持

っ
て

い
る
。

こ
の

よ
う

な
学

習
法

が
導

入
さ

れ
た

背
景

に
は

、

分
権

化
、

学
校

へ
の
権

限
の

委
譲

、
学

校
を

基
礎

と
し
た

経
営

な
ど
の

ア
メ

リ
カ

に

お
け

る
教

育
行

政
・
学

校
経

営
改

革
に

よ
っ

て
、

新
し
い

タ
イ

プ
の

学
校

管
理

者
が

求
め

ら
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
こ

と
が

あ
る
3。

　
第
3に

、
「
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
を

基
礎

と
し
た

活
動

」
で

あ
る

。
こ

れ
は

、
受

講
者

が

現
在

勤
務

し
て

い
る
学

校
ま

た
は

こ
れ

か
ら
勤

務
し

よ
う

と
い

う
学

校
で

、
特

定
の

問
題

に
効

果
的

に
ア

プ
ロ

ー
チ

す
る
方

法
を
開

発
す

る
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

あ
る
。

そ

の
目

的
は

、
学

校
改

善
へ

の
可

能
な

ア
プ

ロ
ー

チ
を
検

討
す

る
こ

と
、

お
よ

び
、

現

場
の

問
題

を
分

析
・
解

決
す

る
方

法
と

し
て

の
ア

ク
シ

ョ
ン

・
リ
サ

ー
チ

の
価

値
を

-
11
0

-
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第
2章

　
校

長
養

成
プ
ロ

グ
ラ
ム
に

お
け

る
校

長
の
能
力

と
そ

の
評

価
方
法

将
来

の
管

理
者

に
す

る
こ

と
に

あ
る

。

　
第
4に

、
「実

習
」
で

あ
る

。
学

生
は

、
全

員
実

習
に

参
加

す
る

こ
と

が
求

め
ら
れ

る
。

「コ
ー

ス
」
で

学
ん

だ
理

論
を
実

践
に

適
用

す
る
機
会

と
し

て
、
PL
Iで

はきわ

め
て

重
要

な
も
の

と
位

置
づ

け
ら
れ

て
い

る
。

　
第
5に

、
「メ

ン
タ

ー
」
で

あ
る
。

学
生

は
、

こ
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
を
受

け
て

い
る
間

、

自
分

の
た

め
の

援
助

者
を

必
要

と
す

る
。

そ
れ

が
メ

ン
タ

ー
で

あ
る
。

多
く
の

場
合

、

メ
ン

タ
ー

は
、

ベ
テ

ラ
ン
校

長
や

中
央

行
政

職
員

が
担

う
。

学
生

は
、

最
初

、
学

区

と
協

力
し
て

自
分

で
メ

ン
タ

ー
を

見
つ

け
る

が
、

そ
の

後
は

、
こ
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

メ
ン

タ
ー

を
選

ぶ
こ

と
に

な
っ

て
い

る
。

　
第
6に

、
「実

践
志

向
の
研

究
」
で

あ
る
。

修
士

号
取

得
の

た
め

の
研

究
は

、
実

践

志
向

の
研

究
が

中
心

で
あ

る
。

検
討

中
の

博
士

号
プ

ロ
グ

ラ
ム

も
実

践
志

向
の
研

究

で
あ

り
、

そ
れ

は
、

た
と

え
ば

、
特

定
の

実
践

や
特

定
の

学
校

に
つ

い
て

の
分

析
や

評
価

を
行

う
も

の
で

あ
る
。

　
第
7に

、
「プ

ロ
グ

ラ
ム

終
了
後

の
サ

ポ
ー

ト
」
で

あ
る
。

学
生

は
、

こ
の

プ
ロ

ク

ラ
ム

終
了

後
も
、

個
々

の
メ

ン
タ

ー
に

よ
る

、
ま

た
は

、
そ

の
年

度
の

学
生

全
員

で

の
ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

や
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

に
よ

る
、

サ
ポ

ー
ト

と
ア

ド
バ

イ
ス

を
受

け

る
こ

と
が

で
き

る
。

4．
授

業
タ

イ
ト

ル
と

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

〈
夏

期
セ

ッ
シ

ョ
ン

〉

　
オ

リ
エ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

（
6月

後
半

）
、

「教
授

・
学

習
」
（
7月

初
旬

－
中

旬
）
、

「
都

市
学

校
の

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
と

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
」
（
7月

中
旬

－
8月

中
旬

、
月

曜
日
－

木
曜

日
、
9

時
－
4時

）
、

「
都

市
の

教
育

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
の

諸
問

題
」
（
6月

後
半

－
8月

中
旬

、
水

曜

日
、
5時

－
7時

30
分

）

〈秋
期

セ
メ

ス
タ

ー
〉

　
「学

校
現

場
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

実
習

」
（
8月

後
半

－
12
月

中
旬

。
学

校
で

毎
日
行

わ
れ

る
。

ま
た
、

オ
ン

ラ
イ

ン
で

の
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン
も
行

わ
れ

る
。

さ
ら
に

、
学

校
現

場
で

は
、

現
場

ス
ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
と
フ

ィ
ー

ル
ド
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
に

よ
っ
て
監

督
さ
れ

る
）
、

「論
文

セ
ミ

ナ
ー

」
（土

曜
日
4回

）
、

「学
校

ス
ー

パ
ー

ビ
ジ

ョ
ン

」
（毎

週
火

曜
日

の
夕
方
2回

と
土

曜
日
1

第
4部

　
諸
外

国
に
お

け
る
学
校

管
理
職

の
力
量
形
成

の
た

め
の
制

度
と
内

容
　

29
3

回
）
、

「
コ

ア
・
コ

ー
ス

」
（候

補
者

の
選

択
に

よ
る
。

毎
週

月
曜

日
ま

た
は

木
曜

日
）
、

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

（修
士

論
文

ア
ド
バ

イ
ザ

ー
と
候

補
者

が
ス
ケ

ジ
ュ
ー

ル
を

立
て

る
）

〈春
期

セ
メ

ス
タ

ー
〉

　
「管

理
に

つ
い

て
の

調
査

実
習

」
（修

士
論

文
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
と

し
て

行
わ

れ
る

。
修

士
論

文

ア
ド
バ

イ
ザ

ー
と
の

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ
や

研
究

グ
ル
ー

プ
、

オ
ン

ラ
イ

ン
・
デ

ィ
ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

な
ど

に
よ

る
）
、

「
学

校
制

度
と

社
会

団
体

に
お

け
る

人
事

管
理

」
（毎

週
木

曜
日
の

夕
方
2回

と

土
曜

日
1
回

）
、

「都
市

の
教

育
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

に
お

け
る

法
的

・
政

策
的

諸
問

題
」

（毎
週

木
曜

日
）
、

「学
校

に
お

け
る

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
の

経
験

」
（秋

期
の
実

習
ま
た

は
イ

ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

の
続

き
）

〈夏
期

セ
ッ

シ
ョ

ン
〉

　
「学

校
現

場
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
実

習
」

（学
校

現
場

で
行

わ
れ

る
。

現
場

の
管

理
者

と
フ

ィ
ー

ル
ド

・
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
に

よ
っ
て

監
督

さ
れ

る
）、

「初
等

学
校

・
中

等
学

校
改

善
の

た

め
の

デ
ー

タ
」
（
6月

後
半

－
7月

中
旬

、
月

－
木

曜
日
、
1時

30
分

－
5時

30
分

）
、

「学
校

現
場

の
財

政
と

リ
ソ

ー
ス

」
（
7月

中
旬

一
8月

中
旬

、
月

－
木

曜
日
、
1時

30
分

－
5時

30
分

）
、

「都

市
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

の
諸

問
題

」
（
6月

後
半

－
8月

中
旬

、
木

曜
日
、
6時

30
分

－
9時

）
、

「修

士
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」
（夏

期
中

に
完

成
）

　
以

上
の

よ
う

に
、
PL
Iの

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

は
、

大
き

く
4期

（通
常

の
学

期
2期

と
夏
期

が
2回

）
に

分
け

る
こ

と
が

で
き

る
、

実
質
1年

半
の

コ
ー

ス
で

あ
る

。
現

場
で

の

「
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
実

習
」
が

重
視

さ
れ

て
お

り
、

秋
期

と
夏

期
に

組
み

込
ま

れ
て

い
る

。

秋
期

と
春

期
は

通
常

の
学

期
で

あ
る

た
め

、
勤

務
の

関
係
か

ら
、

大
学

で
の

授
業

は
、

夕
方

と
土

曜
日

が
中

心
と

な
っ

て
い

る
。

修
士

論
文

の
指

導
も

一
貫

し
て

組
み

込
ま

れ
て

お
り
、

そ
の

た
め

の
「
調

査
実

習
」

も
春

期
に

実
施

す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

。

2回
の

夏
期

セ
ッ

シ
ョ

ン
で

は
、

集
中

的
に

授
業

が
各
1カ

月
半

、
合

計
3カ

月
に

わ
た

っ
て

行
わ

れ
る

。

5．
ス

タ
ッ

フ
と

教
員

　
PL
Iで

は
、
5種

類
の

ス
タ

ッ
フ

・
教

員
を

用
意

し
て

い
る

。
第
1に

、
「
フ

ァ
カ

ル
テ

ィ
ー

・
デ

ィ
レ

ク
タ

ー
」
で

あ
る

。
こ

れ
は

、
PL
Iの

す
べ

て
の

ア
カ

デ
ミ

ッ
ク

な
事

柄
お

よ
び

免
許

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

監
督

す
る

ス
タ

ッ
フ

で
あ

り
、
バ

ー
ク

レ
ー

の

-1
1

1-
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校
長
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お

け
る
校
長
の
能
力
と
そ
の
評
価
方
法

教
育

大
学

院
の

教
授

が
担

当
し
て

い
る
。

第
2に

、
「プ

ロ
グ

ラ
ム

・
コ

ー
デ

ィ
ネ
ー

タ
ー

」
で

あ
る
。

こ
れ

は
、

す
べ

て
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

関
す

る
問
題

を
藍

督
す

る
ス

タ
ッ

フ
で

あ
る
。

と
く
に

、
校

長
候

補
者

の
リ

ク
ル

ー
ト

・
選

抜
・
養

成
・
雇

用
に

お
い

て
、

地
方

学
区

と
の

調
整

、
リ

ク
ル

ー
ト
、

入
学

、
ス

ケ
ジ

ュ
ー

リ
ン

グ
、

施

設
の

調
整

、
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
タ

ー
の

選
任

の
サ

ポ
ー

ト
な

ど
を

行
う
PL
Iの

選
任

職

員
で

あ
る
。

第
3に

、
「実

習
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
」
で

あ
る
。

フ
ィ

ー
ル

ド
・
ワ

ー

ク
や

実
習

の
た

め
の

諸
機

関
と
の

調
整

、
お

よ
び
、

校
長

候
補

者
の
監

督
、

そ
の

成

長
・
発

達
の

モ
ニ

タ
ー

を
行

う
。

第
4に

、
「
フ

ィ
ー

ル
ド

・
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
」

で
あ

る
。

「プ
ロ

グ
ラ

ム
・
コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

」
と

「実
習

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

」
の

監
督

の
下

で
働

く
ス

タ
ッ

フ
。

定
期

的
に
現

場
を

訪
問

し
、

校
長

候
補

者
を

モ
ニ

タ
ー

し
ア

ド
バ

イ
ス

を
行

い
、

評
価

す
る
責

任
を

持
つ

。
こ

の
職

に
は

、
一

般
的

に
、

退
職

校
長

（実
習
を
行

う
地

区
の
）
が

当
た

る
。

第
5に

、
「イ

ン
ス

ト
ラ

ク
タ

ー
」
で

あ

る
。

小
学

校
か

ら
大

学
ま

で
の

学
校

で
現

在
教

え
て

い
る
9名

の
イ

ン
ス

ト
ラ
ク

タ
ー

が
任

命
さ
れ

て
い

る
。

こ
の
9名

は
、

チ
ー

ム
で

一
緒

に
働

き
、

プ
ロ

グ
ラ

ム

の
内
容

を
教

え
る
主

た
る
責

任
を

持
つ

。
「チ

ー
ム

」
で

教
え

る
ね

ら
い

は
、

「異
な

る

考
え

を
結

合
し
、

理
論

と
実

践
の

間
の

ギ
ャ

ッ
プ

及
び

研
究

と
応

用
と

の
間

の

ギ
ャ

ッ
プ

を
埋

め
る

」
こ

と
に

あ
る

。
9名

の
構

成
は

、
次

の
通

り
：
プ

ロ
グ

ラ
ム

・

コ
ー

デ
ィ
ネ

ー
タ

ー
1名

（
PL
Iの

専
任
）
、

実
習

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
1名

（
PL
Iの

専

任
）
、

郡
教

育
局

デ
ィ

レ
ク

タ
ー
2名

、
ミ

ド
ル

・
ス

ク
ー

ル
校

長
1名

、
小

学
校

校

長
1名

、
州

立
大

学
の

イ
ン

ス
ト
ラ

ク
タ

ー
1名

、
バ

ー
ク

レ
ー
校

の
博

士
課

程
学

生
2名

4。 　
第
2節

　
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

州
の

免
許

基
準

に
お

い
て

求
め

ら
れ

る
校

長
の

能
力

　
PL
Iは

、
そ

の
終

了
と

と
も
に
州

の
学
校

管
理
職

免
許

状
を
取
得

で
き

る
プ

ロ
グ

ラ
ム
で

あ
る

た
め
、

そ
の

カ
リ
キ

ュ
ラ
ム

は
、

「カ
リ

フ
ォ
ル

ニ
ア

州
教

員
免

許
委

員
会
基

準
（
CC
TC
）」

に
よ
っ
て
定

め
ら
れ

た
校
長

の
能
力

を
満

た
す

よ
う
に
考

え
ら

れ
て

い
る
。

州
の

免
許

基
準

に
定

め
ら
れ

た
校
長

の
能

力
は

、
次

の
10
項

目
で

あ
る
。

　
第
4部

　
諸
外
国
に
お
け
る
学
校
管
理
職
の
力
量
形
成
の
た
め
の
制
度

と
内
容
　
29
5

　
第
1に

、
「教

育
的

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
」
（基

準
21
）
で

あ
る

：
「プ

ロ
グ

ラ
ム

の
各

候

補
者

は
、

十
分

検
討

さ
れ

た
教

育
哲

学
に
裏

打
ち

さ
れ

た
ビ

ジ
ョ

ン
を

明
瞭

に
説

明

で
き

、
ま

た
、

共
通

の
目
標

の
達

成
に
向

け
て

個
人

と
集

団
を
導

く
こ

と
が

で
き

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」。

第
2に

、
「組

織
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
」
（基

準
22
）
で

あ
る

：
「各

候
補

者
は

、
学

校
の

組
織

・
機

構
・
文

化
を
理

解
し
て

い
る

こ
と

を
示

し
、

短
期

的
・
長

期
的

目
標

を
開

発
・
達

成
す

る
た

め
に
、

他
の

人
々

を
指

導
で

き
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」
。

第
3に

、
「教

授
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
（基

準
23
）
で

あ
る

：
「各

候
補

者
は

、
教

授
プ

ロ

グ
ラ

ム
を

計
画

・
実

施
・
評

価
す

る
能

力
を
示

し
、

教
授

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

開
発

と
改

善
を

指
導

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」
。

第
4に

、
「学

校
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
」
（基

準
24
）

で
あ

る
：

「各
候

補
者

は
、

組
織

的
目
標

を
達

成
し
、

安
全

で
生

産
的

な
学

校
運

営

が
達

成
さ

れ
る

よ
う
、

毎
日
の

学
校

運
営

を
計

画
・
組

織
・
実

施
・
経

営
・
促

進
・

評
価

で
き

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
」
。

第
5に

、
「人

的
リ

ソ
ー

ス
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
」

（基
準
25
）
で

あ
る

：
「各

候
補

者
は
、

人
的

リ
ソ

ー
ス
管

理
の
重

要
性

と
諸

要
素

を
理

解
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
学

習
と
職

能
成

長
を
促

し
、

積
極

的
で

生
産

的

な
学

校
を

導
く

よ
う

に
、

教
職

員
を

採
用

し
、
確

保
し
、

成
長

さ
せ

、
モ

チ
ベ

ー

シ
ョ

ン
を

与
え

る
こ

と
が

で
き

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」。
第
6に

、
「財

源
と

ビ
ジ

ネ

ス
・
サ

ー
ビ

ス
の
管

理
」

（基
準
26
）

で
あ

る
：
「各

候
補

者
は
、

財
源

と
ビ

ジ
ネ

ス
・

サ
ー

ビ
ス

の
効

果
的

な
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

つ
い

て
の

理
解
を

深
め

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
」
。

第
7に

、
「法

規
の

適
用

」
（基

準
27
）
で

あ
る

：
「各

候
補

者
は
、

学
校

に
関

わ
る

連
邦

・
州

・
地

方
の

法
規

や
他

の
政

策
を

理
解

し
、

こ
れ

ら
の

規
定

に
従

っ
て

、
ど

の
よ

う
に

行
動

す
れ

ば
よ

い
か

を
知

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」
。

第
8に

、
「政

策
と

政
治

的
影

響
」
（基

準
28
）
で

あ
る

：「
各

候
補

者
は
、

公
共

政
策

と
統

治
と
学

校
と
の

関

係
を

理
解

し
、

政
策

的
イ

ニ
シ

ア
チ

ブ
を

、
責

任
あ

る
倫

理
的

方
法

で
生

徒
の
福

祉

と
関

連
づ

け
る

こ
と
が

で
き

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
」
。

第
9に

、
「学

校
と
コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ
ー

の
共

同
」
（基

準
29
）
で

あ
る

：
「各

候
補

者
は

、
親

や
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

メ
ン

バ
ー

と
協

力
す

る
こ

と
が

で
き

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

ま
た

、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

の
様

々
な
機

関
、

財
団

、
民

間
企

業
と

と
も

に
働

く
こ

と
が

で
き

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

ま
た

、
学

校
管

理
者

と
し

て
の

責
任

を
果

た
す

際
に

、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

の
関

心
や

ニ
ー

ズ
に
答

え
る

こ
と
が

で
き

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
」
。

第
10
に

、
「
テ

ク
ノ

ロ

-1 12 -
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第
2章

　
校
長
養
成

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
校
長
の
能
力
と
そ
の
評
価
方
法

ジ
ー

の
利

用
」
（基

準
30
）
で

あ
る

：
「各

候
補

者
は

、
教

育
現

場
で

、
教

授
的

目
的
及

び

管
理

的
目

的
の

両
方

の
た

め
に

、
様

々
な

テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー

の
利

用
を
効

果
的

に
マ

ネ

ジ
メ

ン
ト
で

き
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」
。

　
以

上
10
項

目
が

、
校

長
に

求
め

ら
れ

る
能

力
で

あ
る
が

、
そ

れ
以

外
に

も
、

こ
れ

に
関

連
し
て

二
つ

の
項

目
が

定
め

ら
れ

て
い

る
。

第
1に

、
「
フ

ィ
ー

ル
ド
経

験
の

質
」
で

あ
る

：
「管

理
職

養
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

お
い

て
は
、

候
補

者
は

、
実

践
の

場
へ

の
理

論
的

コ
ン
セ

プ
ト
の

適
用

を
促

す
よ

う
計

画
さ

れ
た

重
要

な
フ

ィ
ー

ル
ド
経

験

に
参

加
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
各

候
補

者
は

、
様

々
な

現
実

の
場

面
に

お
い

て
、

管
理

職
免

許
状

に
よ

っ
て

認
め

ら
れ

た
主

要
な
義

務
と
責

任
を

果
た

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

フ
ィ

ー
ル

ド
経

験
は

、
管

理
者

の
毎

日
の
仕

事
だ

け
で

は
な

く
、

長
期

的

な
政

策
策

定
と
実

施
の

両
方

で
の

集
中

的
な

経
験

を
含

む
」
。

第
2に

、
「候

補
者

の

能
力

の
決

定
」

で
あ

る
：
「
IP
AF
、

実
習

評
価

、
ポ

ー
ト
フ

ォ
リ
オ

、
修

士
論

文
に

よ
っ

て
能

力
を
実

証
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
」
5。

　
第
3節

　
PL
Iに

お
い

て
求

め
ら

れ
る

校
長

の
能

力
と

評
価

方
法

PL
Iに

お
け

る
校

長
候

補
者

の
能

力
評

価
は

、
IP
AF
、

実
習

評
価

、
ポ

ー
ト
フ

ォ

リ
オ

、
修

士
論

文
に

よ
っ

て
行

わ
れ

る
。

以
下

、
前

三
者

の
評

価
方

法
を
具

体
的

に

見
て

み
よ

う
。

1．
個

別
能

力
評

価
フ

ォ
－

ム
（
In
di
vi
du
al
 Pe
rf
or
ma
nc
e 

As
se
ss
me
nt
 

Fo
rm
，

略
し

て
IP
AF
）

(1
)内

容
領

域
と
能

力

　
IP
AF
は

、
校

長
候

補
者

ひ
と

り
ひ

と
り
が

、
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

州
の

学
校

管
理

職
免

許
基

準
、

お
よ

び
、
PL
Iが

目
標

と
し
て

い
る
校

長
能

力
を
確

保
で

き
た

か
ど

う
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
た

め
の

評
価

フ
ォ

ー
ム

で
あ

る
。
IP
AF
で

は
、
PL
Iの

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

が
大

き
く
4領

域
に
分

け
ら

れ
、

そ
れ

ぞ
れ

の
領

域
ご

と
に

、
求

め
ら

れ

る
校

長
の

能
力

が
次

の
よ

う
に

具
体

的
に

示
さ

れ
て

い
る

：
内

容
領

域
「教

授
・

　
第
4部

　
諸
外
国
に
お
け
る
学
校
管
理
職
の
力
量
形
成
の
た
め
の
制
度

と
内
容
　
29
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学
習

」
：
能

力
A「

教
授
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
計

画
」
、

能
力
B「

教
授

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実

施
」
、

能
力
C「

教
授

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

評
価

」
;内

容
領

域
　

「教
育

的
組

織
及

び
マ

ネ

ジ
メ

ン
ト
」
：
能

力
A「

学
校

組
織

の
理

解
」
、

能
力
B「

学
校

の
運

営
と
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
」
、

能
力
C「

人
的

リ
ソ

ー
ス

の
管

理
」、

能
力
D「

財
源

の
配

分
」
、

能
力
E「

法
的

諸
問

題
」
；
内

容
領

域
「教

育
変

化
と
改

革
」
：
能

力
A「

ビ
ジ

ョ
ン

と
哲

学
」、

能
力

B「
個

人
と
集

団
の
指

導
」
、

能
力
C「

学
校

改
善

の
た

め
の

デ
ー

タ
の

効
果

的
利

用
、

及
び

、
テ

ク
ノ

ロ
ジ

ー
を
含

む
革

新
的

な
戦

略
の

効
果

的
な

利
用

」
、

能
力
D「

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
・
ス

タ
イ

ル
と
パ

ー
ス

ペ
ク

テ
ィ

ブ
」
；

内
容

領
域

「都
市

教
育

の
諸

問
題

」
：
能

力
A「

学
校

／
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

の
共

同
」、

能
力
B「

政
治

的
・
法

的
・

政
策

的
文

脈
に

お
け

る
都

市
学

校
政

策
問

題
」
、

能
力
C「

多
様

な
問

題
」

(2
)コ

ー
ス

・
経

験
と
評
価

記
入

の
例

　
IP
AF
で

は
、

以
上

の
よ

う
な

具
体

的
な

「校
長

能
力

」
ご

と
に
、

そ
れ

に
対

応
す

る
「コ

ー
ス

」や
「経

験
」
が

示
さ

れ
、

さ
ら

に
、

各
「コ

ー
ス

」
や

「経
験

」
こ

と
に

、
そ

の
修

得
や

終
了

を
証

明
す

る
評

価
欄

が
作

ら
れ

て
い

る
。

こ
こ
で

は
例

と
し
て

、
上

記
内

容
領

域
「教

育
変

化
と
改

革
」
の

中
の

能
力
A「

ビ
ジ

ョ
ン

と
哲

学
」
を

取
り
上

げ

て
み

よ
う
。

　
　

（能
力
Aを

示
す

コ
ー
ス
／

経
験

）
：

（証
拠

／
証

明
）

　
・
変
革

と
改

革
の

プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
：

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ
プ

・
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム

　
・
教

育
哲

学
（理

念
）
の

表
明

：
3～

5ペ
ー

ジ
の

文
書

　
・
「都

市
教

育
の

諸
問

題
」
（夏

期
）
：　

　
　

　
　

評
点

（
）
。

ケ
ー

ス
シ

ナ
リ

オ
を

分
析

し
、

自
分

の
教

授
学

習
哲

学
に

基
づ

く

学
校

ビ
ジ

ョ
ン

に
よ

っ
て

対
応

で
き

る

能
力

を
示

す
。

そ
の

た
め

の
ビ

ジ
ョ

ン

表
明

の
文

書
を

書
き

、
提

示
し
、
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

を
受

け
る
。

　
・
「学

校
現

場
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
実

習
」
（秋

期
）
：

評
点

（
）
。

フ
ィ

ー
ル

ド
経

験
文

書
が

示
す

よ
う

に
、
（

）
に

（
）
時

間
費

や
し

た
。

観
察

記
録

と
フ

ィ
ー

ル
ド

・
ス

ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

の
メ

モ
か

ら
次

の
よ

う

－
11
3

－
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第
2章

　
校
長
養
成

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
校
長
の
能
力

と
そ
の
評
価
方
法

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

な
こ

と
が
指
摘

で
き

る
：
（　

　
　

　
）
　

・
実

習
調

査
：　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

修
士

論
文

プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト

　
・
リ
ー

ダ
ー

シ
ッ
プ

に
関
す

る
校

長
と
の
会
話

：

　
・
都

市
教

育
の
諸

問
題

：

　
・
「学

校
現
場

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
実

習
」
（夏

期
）
：　

評
点

（
）。

フ
ィ
ー
ル

ド
経

験
文

書
が

示
す

よ
う

に
、

（
）
に

（
）
時

間
費

や
し

た
。

観
察

記
録

と
フ

ィ
ー

ル
ド

・
ス

ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

の
メ

モ
か

ら
次

の
よ

う

な
こ

と
が

指
摘

で
き

る
：
（
　

　
　

　
）

(3
)I
PA
Fの

特
徴

　
上

記
の

例
か

ら
も
明

ら
か

な
よ

う
に

、
校

長
に
必

要
な

具
体

的
な

能
力

に
対

応
し

て
、

コ
ー

ス
名

や
経

験
が

記
入

さ
れ

て
お

り
、

さ
ら

に
、

そ
れ

ぞ
れ

の
能

力
が

そ
れ

ら
の

コ
ー

ス
や

経
験

に
よ

っ
て

身
に

つ
い

た
こ

と
を

示
す

た
め

の
様

々
な
形

で
の

記

録
と
評

価
が

行
わ

れ
る

こ
と
に

な
っ

て
い

る
。

す
な

わ
ち

、
候

補
者

が
様

々
な

能
力

を
身

に
つ

け
る
た

め
に

は
、

「コ
ー

ス
」
、
「
フ

ィ
ー

ル
ド
経

験
」
、

「コ
ー

ホ
ー

ト
（同

期

の
校
長
候
補
者

集
団
）
に

よ
る
活

動
」

と
い

う
三

種
類

の
活

動
に

参
加

す
る

こ
と
に

な
っ

て
い

る
。

各
コ
ー

ス
を

満
足

い
く
成

績
で

修
了

す
る

こ
と
は

、
能

力
を
獲

得
し

た
こ

と
を

測
る

ひ
と

つ
の

方
法

で
は

あ
る

が
、

し
か

し
、
IP
AF
で

は
、

候
補

者
が

そ
の

コ
ー

ス
で

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
内

容
や

経
験

に
よ

っ
て

、
ど
の

よ
う
な

能
力

を
獲

得
し
た

か
を

具
体

的
に

示
す

こ
と
に

な
っ

て
い

る
。

ま
た

、
「
フ

ィ
ー

ル
ド
経

験
」
に

関
し
て

も
、

記
録

さ
れ

た
そ

の
経

験
が

個
々

の
能

力
の
獲

得
と

ど
の

よ
う

に
関

連
す

る
か

を
具

体
的

に
示

す
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

加
え

て
、

校
長

候
補

者
は

、

PL
Iで

学
ん

で
い

る
リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
経

験
だ

け
で

は
な

く
、

以
前

の
過

去
の

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ
プ

経
験

も
記

録
し
評

価
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
。

　
以

上
の

よ
う

に
、
IP
AF
は

、
「活

動
記

録
」
で

あ
る

と
同

時
に

、
き

わ
め

て
具

体
的

に
獲

得
能

力
を

チ
ェ

ッ
ク

す
る
項

目
を
持

っ
た

「最
終

評
価

表
」
で

あ
る

と
い

う
特

徴

を
持

っ
て

い
る
の

で
あ

る
6。

2．
フ

ィ
ー
ル

ド
経

験
の

内
容

と
評

価

第
4部

　
諸
外
国

に
お
け
る
学
校
管
理
職

の
力
量
形
成
の
た
め
の
制
度

と
内
容
　
29
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(1
)フ

ィ
ー
ル

ド
経

験
の
内
容

　
フ

ィ
ー

ル
ド
経

験
は

、
PL
Iの

重
要

な
要

素
で

あ
り
、

校
長

候
補

者
が

、
学

校
の

現
場

で
実

際
の

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
の

責
任

を
引

き
受

け
る

こ
と
に

よ
っ

て
、

コ
ー

ス

ワ
ー

ク
で

学
ん

だ
理

論
や

コ
ン

セ
プ

ト
を

適
用

す
る

こ
と
が

で
き

る
。

フ
ィ

ー
ル

ド

経
験

で
は
、

学
校

管
理

者
の

責
任

に
つ

い
て

、
で

き
る

限
り
多

く
の

側
面

に
つ

い
て

校
長

候
補

者
に

身
に

つ
け

さ
せ

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
。

具
体

的
に

は
、

ビ

ジ
ョ

ン
の

作
成

、
教

授
面

で
の

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
、

ス
ー

パ
ー

ビ
ジ

ョ
ン
、

リ
ソ

ー

ス
の

配
分

、
施

設
の
管

理
、

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

調
整

、
カ

ウ
ン
セ

リ
ン

グ
、

方
針

の
作

成
、

対
立

の
解

消
、

危
機

管
理

等
で

あ
る
。

各
候

補
者

は
、

１
年

半
の

間
に

、
合

計

22
5時

間
の

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
の

責
任

を
現

場
で

引
き

受
け

る
こ

と
が

要
求

さ
れ

る
。

し
か

し
な

が
ら
、

単
に

時
問

数
を
満

た
す

こ
と

に
で

は
な

く
、

そ
の

経
験

の
質

に
関

心
が

向
け

ら
れ

る
べ

き
で

あ
る

と
考

え
ら
れ

て
い

る
。

ど
の

よ
う
な

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
の

経
験

を
行

う
か

に
つ

い
て

は
、

校
長

候
補

者
一

人
一

人
異

な
り
、

候
補

者
、

フ
ィ

ー
ル

ド
・
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
、

実
習

コ
ー

デ
ィ
ネ

ー
タ

ー
、

現
場

メ
ン

タ
ー

に
よ

っ
て

共
同

で
決

定
さ

れ
る

。

(2
)フ

ィ
ー
ル

ド
経

験
の
評
価

〈
IP
AF
に

よ
る
評
価

〉

　
各

候
補

者
が

質
の

高
い

フ
ィ

ー
ル

ド
経

験
を

得
る

こ
と
を

確
実

に
す

る
た

め
に
、

一
連

の
フ

ィ
ー

ル
ド
経

験
基

準
が

開
発

さ
れ

、
IP
AF
に

組
み

込
ま

れ
て

い
る

。
IP
AF

の
概

要
に

つ
い

て
は

、
す

で
に

述
べ

た
の

で
、

こ
こ

で
は

、
フ

ィ
ー

ル
ド
経

験
を

IP
AF
に

よ
っ

て
評

価
す

る
「プ

ロ
セ

ス
」
に
つ

い
て

述
べ

て
み

よ
う
。

最
初

、
IP
AF

へ
の

記
入

は
、

学
校

現
場

の
メ

ン
タ

ー
、

校
長

候
補

者
本

人
、

フ
ィ

ー
ル

ド
・
ス

ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

に
よ
っ

て
共

同
で

行
わ

れ
る
。

つ
ぎ

に
、

記
入

さ
れ

た
IP
AF
の

内

容
が

、
実

習
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
・
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
、

校
長

候

補
者

に
よ

っ
て

共
同

で
検

討
・
吟

味
さ

れ
る

。
候

補
者

の
最

終
評

価
は

、
2年

目
の

夏
期

セ
ッ

シ
ョ

ン
の
終

わ
り
に
行

わ
れ

る
が

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

・
コ
ー

デ
ィ
ネ

ー
タ

ー

ま
た

は
実

習
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
に

よ
っ

て
、

フ
ィ

ー
ル

ド
・
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
、

現
場

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

、
学

区
と
相

談
・
議

論
し
な

が
ら
行

わ
れ

、
具

体
的

に
ど
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校
長
養
成

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
校
長
の
能
力
と
そ
の
評
価
方
法

の
よ

う
な
能

力
を
満

た
し

た
か

に
つ

い
て

の
短

い
説

明
の
文

章
が

書
き

加
え

ら
れ

る
。

そ
し
て

、
最

終
的

な
サ

イ
ン

を
し
て

終
了

す
る
。

そ
れ

は
、

管
理

職
免

許
状

の
た

め

の
新

人
レ
ベ

ル
の

能
力

の
達

成
が

証
明

さ
れ

た
こ

と
を

意
味

す
る
。

つ
ま

り
、

最
後

の
評

価
は
、

候
補

者
が

、
最

終
的

に
免

許
状

の
た

め
に

推
薦

さ
れ

る
べ

き
か

ど
う

か

を
決

定
す

る
こ

と
に

重
点

が
お

か
れ

る
の

で
あ

る
。

そ
の

際
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
・
コ

ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

、
現

場
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
、

校
長

候
補

者
は

、
そ

の
記

録
と
評

価

の
正

確
さ

を
保

証
す

る
た

め
に

、
IP
AF
に

全
員

が
サ

イ
ン

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

な
お

、
記

入
内

容
に

つ
い

て
、

メ
ン
バ

ー
間

で
合

意
が

得
ら

れ
な

い
場

合
は

、

そ
の

チ
ー

ム
の

ど
の

メ
ン
バ

ー
で

も
、
IP
AF
に

、
文

書
で

、
説

明
・
弁

明
等

を
示

す

こ
と
が

で
き

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

文
書

に
よ

る
説

明
・
弁

明
は

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

・
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
に
提

出
さ

れ
る
が

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

・
コ

ー
デ

ィ

ネ
ー

タ
ー

は
仲

裁
人

と
し
て

機
能

し
、

そ
の

上
で

、
校

長
候

補
者

の
能

力
に

つ
い

て

の
最

終
的

な
判

断
を

行
う

こ
と
に

な
っ

て
い

る
。

ま
た

、
校

長
候

補
者

自
身

が
「評

価
者

」
そ
れ

自
体

を
評

価
す

る
仕

組
み

も
作

ら
れ

て
い

る
。

す
な

わ
ち

、
各

学
期

の

最
後

に
、

候
補

者
は

、
フ

ィ
ー

ル
ド

・
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
の

有
効

性
を
評

価
す

る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

。

〈ポ
ー

ト
フ

ォ
リ
オ
〉

　
「ポ

ー
ト
フ

ォ
リ
オ

」
は

、
校

長
候

補
者

の
成

長
・
発

達
・
能

力
の

記
録

で
あ

る
。

IP
AF
と

同
様

に
、

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ
オ

は
、

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
州

免
許

基
準

に
密

接

に
結

び
付

け
ら
れ

て
い

る
。

そ
れ

は
、

職
能

成
長

の
た

め
の

道
具

で
あ

り
、

第
2回

目
の

夏
期

セ
ッ

シ
ョ

ン
の

終
わ

り
に

フ
ァ

カ
ル

テ
ィ
委

員
会

に
提
出

さ
れ

、
管
理職

免
許

状
（レ

ベ
ル
1）

の
た

め
の

校
長

候
補

者
の
能

力
を

証
明

す
る
方

法
と

し
て

、
IP
AF

と
結

び
付

け
ら

れ
る

。
テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー

の
発

達
と

と
も

に
、

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ
オ

に
は
、

ウ
ェ

ブ
・
ベ

イ
ス

ト
・
ポ

ー
ト
フ

ォ
リ
オ

、
ビ
デ

オ
、

パ
ワ

ー
ポ

イ
ン

ト
な

ど
の

多

く
の

テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー

を
組

み
入

れ
る

こ
と
が

可
能

と
な

っ
た

。
し
た

が
っ

て
、

校
長

候
補

者
は

、
ポ

ー
ト
フ

ォ
リ

オ
に

よ
っ

て
、

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
分

野
に

お
け

る
成

長

と
能

力
を

示
す

と
同

時
に

、
テ

ク
ノ

ロ
ジ

ー
を

使
い

こ
な

す
能

力
を

も
示

す
こ

と
が

で
き

る
の

で
あ

る
。
PL
Iに

お
け

る
ポ

ー
ト
フ

ォ
リ
オ

の
目

的
は

、
「候

補
者

の
、

新

任
校

長
に

必
要

な
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

能
力

の
成

長
・
発

達
を

記
録

す
る

こ
と
」

に
あ

第
4部

　
諸
外
国
に
お
け
る
学
校
管
理
職
の
力
量
形
成
の
た
め
の
制
度

と
内
容
　

30
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。
す

で
に
述

べ
た

よ
う

に
、
PL
Iに

は
四

つ
の

内
容

領
域

が
あ

っ
た

が
、

ポ
ー

ト

フ
ォ

リ
オ

も
ま

た
こ

の
四

つ
の

セ
ク

シ
ョ

ン
に

よ
っ

て
組

織
化

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
各

領
域

は
、

そ
の

セ
ク

シ
ョ

ン
の

導
入

部
に

、
個

々
の

成
長

発
達

に
つ

い
て

の
説

明
を

入
れ

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の
説

明
は

、
そ

の
セ

ク
シ

ョ
ン

の
各

「作

品
」

に
関

連
さ
せ

、
そ

れ
を

入
れ

た
理

由
や

、
そ

れ
が

そ
の

領
域

の
候

補
者

の
能

力

に
つ

い
て

何
を

示
す

か
を
明

ら
か

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

ま
た

、
各

ポ
ー

ト

フ
ォ

リ
オ

は
、

次
の

も
の

を
含

ま
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
：
教

育
哲

学
（理

念
）
ま

た
は

ビ
ジ

ョ
ン

の
表

明
、

レ
ジ

ュ
メ

、
写

真
、

目
次

、
使

用
し
た

テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー
7
。

む
す

び
―

意
義

と
わ

が
国

へ
の

示
唆
―

　
「大

学
院

で
の

養
成

」
が

ア
メ

リ
カ

の
校

長
養

成
の

ス
タ

イ
ル

で
は

あ
る

が
、

そ
の

内
実

は
き

わ
め

て
実

践
的

か
つ

学
習

者
中

心
の

内
容

を
も
つ

も
の

で
あ

り
、

理
論

と

実
践

の
統

合
を

は
か

る
た

め
に

多
様

な
教

育
プ

ロ
グ

ラ
ム
が

計
画

さ
れ

て
い

た
。

ま

た
、

様
々

な
学

問
的

文
献

を
知

り
、

そ
の

内
容

を
理

解
し
、

様
々

な
教

育
の

ア
プ

ロ
ー

チ
、

方
法

、
理

論
等

を
自

ら
の

学
校

の
改

革
に

採
用

で
き

る
よ

う
に
す

る
た

め

の
、

大
学

院
な

ら
で

は
の

教
育

も
注

目
に
値

す
る
。

さ
ら

に
、

「改
革

志
向

の
管

理

職
」

養
成

を
め

ざ
し
て

い
た

点
も

重
要

で
あ

る
。

と
く
に

、
実

践
的

能
力

獲
得

を
重

視
し

た
現

場
で

の
「マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
実

習
」
、

学
習

者
中

心
の

成
人

学
習

理
論

に
基

づ

い
た

新
し

い
教

授
方

法
「問

題
を
基

礎
と

し
た

学
習

」
、

校
長

に
求

め
ら
れ

る
具

体
的

な
能

力
獲

得
を
確

実
に

す
る

た
め

の
IP
AF
や

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ
オ

な
ど

の
評

価
方

法

な
ど
、

新
任

校
長

と
し
て
必

要
な
能

力
の
獲

得
を
確

実
に

す
る
様

々
な
工

夫
が

な
さ

れ
て

い
た

。
そ

の
他

、
校

長
候

補
者

本
人

を
含

む
チ

ー
ム

ワ
ー

ク
に

よ
る

評
価

プ
ロ

セ
ス

、
プ

ロ
グ

ラ
ム
終

了
後

も
サ

ポ
ー

ト
す

る
充

実
し
た

サ
ポ

ー
ト
シ

ス
テ

ム
、

地

域
性

（都
市
）
に

焦
点

を
あ

て
た

管
理

職
養

成
教

育
な

ど
も
特

色
と
い

え
る
。

こ
の
養

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
ま

だ
始

ま
っ

た
ば

か
り
で

、
そ

の
効

果
や

成
果

は
は

っ
き

り
し
て

い
な

い
が

、
今

後
の

わ
が

国
に

お
け

る
管

理
職

の
養

成
・
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
考

え

る
際

に
は

お
お

い
に

参
考

と
な

ろ
う
。
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校

長
養

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
お

け
る
校

長
の

能
力

と
そ

の
評

価
方

法

本
章

を
執

筆
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
大

学
バ

ー
ク

レ
ー

校
教

授
で
PL
Iの

フ
ァ

カ
ル

テ
ィ

ー
・
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
、

ノ
ー

ト
ン

・
グ

ラ
ッ

ブ
氏

と
、
PL
Iの

カ
リ

キ
ュ

ラ

ム
・
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
、

リ
ン

ダ
・
ト

レ
ド

ウ
ェ

イ
女

史
に

は
、

長
時

間
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
を

さ

せ
て

頂
き

、
ま

た
、

両
氏

か
ら

貴
重

な
資

料
の

提
供

を
受

け
た

。
謝

意
を

表
し

た
い

。

　
　

　
　

　
　

　
　

（牛
渡

淳
）

注 1　
拙

稿
「
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

州
に

お
け

る
学

校
管

理
職

養
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

改
革

動
向

―
カ

リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
大

学
バ

ー
ク

レ
ー

校
の

事
例

―
」
『月

刊
高

校
教

育
』
20
02
年
2月

号
、
71
～
75
頁

。

2　
Ke
nn
et
h 

E
. 

Be
hr
in
g 

In
st
it
ut
e 

fo
r　

Ed
uc
at
io
na
l 

Im
pr
ov
em
en
t,
 

Gr
ad
ua
te

Sc
ho
ol
 

of
　
Ed
uc
at
io
n,
 

Un
iv
er
si
ty
 

of
 
Ca
li
fo
rn
ia
, 

Be
rk
el
ey
, 

Pr
in
ci
pa
l 

Le
ad
er
sh
ip

 
In
st
it
ut
e.
 
ht
tp
：
//
pr
in
ci
pa
ls
. 

be
rk
el
ey
. 

ed
u/
（
20
01
年
4月

5日
参

照
）

3　
詳

し
く

は
、

拙
稿

「ア
メ

リ
カ

の
学

校
管

理
職

養
成

に
お

け
る

教
授

法
改

革
の

動
向

―
『
問

題

を
基

礎
と

し
た

学
習

（
Pr
ob
le
m-
Ba
se
d 

Le
ar
ni
ng
）

』
を

中
心

と
し

て
ー

」
『仙

台
白

百
合

女
子

大
学

紀
要

』
第
6号

、
20
02
年
2月

、
1－

14
頁

、
を

参
照

さ
れ

た
い

。

4　
PL
I

, P
ro
gr
am
 

Ha
nd
bo
ok
, 

pp
.3
-4
,p
p.
19
-2
3.

5　
PL
I

, F
ie
ld
 
Se
rv
ic
e 

Ha
nd
bo
ok
, 

pp
. 
5-
6.

6　
PL
I

, I
nd
iv
id
ua
l 

Pe
rf
or
ma
nc
e 

As
se
ss
me
nt
 

Fo
rm
 

(I
PA
F)
, 

pp
.1
-2
4．

7　
PL
I

, 
Pr
og
ra
m 

Ha
nd
bo
ok
, 

pp
.9
-1
2,
お

よ
び
,P
LI
, 

Fi
el
d 

Se
rv
ic
e 

Ha
nd
bo
o
k,
 

pp
. 

1-

4,
 2
2-
25
.
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3－1　 岡 山 県 に お け る 教 員 評 価

― 『教 員 の 質 』 の 向 上 か ら み る 現 状 と 課 題 ―

　 　　 　　　　　　　　岡 山 大 学 教 授 　 北 神 正 行 氏

【司会 】　 それ で は予定 の時 間に な りま した ので、 「教 員 の質 の向上 に関す る調査研 究」

の第3回 、教員 評価班 関係 の全 体研 究会 を開催 した い と思 い ます。 私 は、 この班 の リー ダ

ー をや っています教 育政 策評価研 究 部 の小 松 で ございます。

　今 日は、お ２人 の方 か らお話 を伺 お うと思 ってい ます。 まず最 初 に、岡 山大 学教授 の北

神正行 先生 に、岡 山県 にお ける教員 の評 価 につ いて、45分 ほ どお話 しいた だ き、あ と質疑

を とい うふ うに思 って います。

　お ２人 目は、東京都 にお け る教員評 価 とい うこ とで、現在 、東京 都杉 並 区教 育長 の井 出

隆安 先生 に東京都 のケー ス をお願 い します 。 とい うのは 、井出先 生 は杉 並 区の教育長 にな

る前 は東京都 教育 委員会 の ほ うにい らっ しゃいま したの で、今 日は本 分 を離れ て前 の職場

の話 を とい うこ とで、東 京都 につ いて のお話 を伺い たい と思い ます 。

　 それ では北神先 生、 よろ しくお願 い します。

【北神 】　 岡 山大 学の北神 です。 それ では、 「岡 山県にお け る教員 評価 」 とい うこ とで資

料 を作 りま した ので、 これ を使 い なが ら報 告 を させ てい ただ けれ ば と思い ます。

　 「教員 の質の 向上」 とい うこ とが、 この研 究会 のテー マだ とい うこ とをお 聞 き してい ま

したので 、岡 山県 が平成18年 か ら全校 実施 とい う形 で取 り組み 、今 ２年 目に入 った新 し

い教職 員評価 シ ステ ムの中 で、そ の 「教員 の質 の向 上」 とい う部 分 につ いて 、 ど うい うこ

とが現状 と して あっ て、 どこに課題 が見 いだせ るのか とい うよ うな観 点で、県 が 出 してい

る資 料 を使 って ご報 告 を させ てい ただ きたい と思い ます。

1．　 「新 しい 教 職 員 評 価 シ ス テ ム 」 導 入 の 経 緯 と趣 旨

　 まず 、 このシ ステム が導入 され た経 緯 です が、 これ は全 国的 に平成15年 か ら文科 省 の

委嘱研 究 とい う形 で各都 道府 県が研 究 した 中で、岡 山県 も 「教員 の評価 に 関す る調 査研 究

協議 会」 とい うの を、平成15年 の12月 に立 ち上 げま した。そ の時 に、私 が副委員長 とい

う形 で、 この研 究協 議会 に かかわ って、 その後 も研修や 各学 校 の校 内研修 等 で、教員 評価

の問題 につ いて 、現 場 に も入 った とい うよ うな こ ともあ りま したので 、そ の部 分 の ところ

か ら見 えて きてい る課題 につ いて報告 を させ ていた だけれ ば と思 います。

　協議 会は 、教 員 の評価 の在 り方 と活 用 とそ の他 を検討 す る とい う形 で、全部 で12名 の

委員 で、学校 関係者 が ３、教 育行政 が ２、PTAが ２、民 間が ３、大学 の ほ うか ら ２とい

う形 の委員会構 成 で発 足 しま した。平 成15年 の12月 か ら始 まって、16年 に1回 「中間

ま とめ」 とい う形 でま とめて 、公 開 して意 見 を募集 して、各 団体 か らの意 見聴 取 も させ て

いた だいて 、16年 の12月 、丸1年 間か けて最 終報告 をま とめて 、翌 １月 に教 育長 のほ う

に提 出 しま した。

　そ の報告 書の基本 的 な構 成 は、資料 に あ る とお りで、 ほ とん ど各 県 が出 してい る もの と

変わ らない 内容構 成 だ とは思い ます。 これ を ま とめた ところで、 県 と しては、 平成17年
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度 に評 価 システ ム を試行 す る とい うこ ととい た しま した。１年 間 の試行 期 間 とい うこ とで、

県下19の 小 中高、特殊 教育 諸学校 で試行 す る とい う形 で した が、 ただ、手 を上 げ る学校

は試 行 していた だい て結構 だ とい う形 で、 トー タル は もっ とた くさん試行 しま した。一応

17年 度 にはデー タ としては 、 この県下19の 試 行校 か らデ ー タ を取 りま した。

　 それ を踏 ま えて、18年 度 か らは、すべ て の学校 での導入 とい うこ とで したが、県 教委 い

わ く、 「全 面実施 で はな くて全校 実施 です」。 何 が違 うんだ と聞い た ら、 「全 面 実施 とい

うのは 、制 度 の趣 旨をそ のまま生 か してや るの を全 面実施 と言 って 、全 校実施 は、取 りあ

えず すべ ての学校 で実 施す る こ とです」 と言 うこ とで した。 じゃ あ19年 度 は ど うなのか

と言 った ら、 「いや 、19年 度 も、まだ全 校 実施 の段 階です 」 とい う形 で、まだま だ評価 の

システ ムが定着 を見 るのに時間 がかか って い る とい う形 で動 き出 してい ます。

　 岡 山県が取 り組 んだ新 しい教職員 評価 の 中で、教 員の質 の 向上 とい うこ とが 、 ど うい う

形 で位置付 け られ たか とい うと、最 終報 告 の 中で書 いた部 分 なんです が、 とにか く子 ども

た ちに提供 され る教 育 の質 の保 証 とい うこ とを、 ど うや ってい くか とい うことで考 えま し

た。 １つは 、学校 の 自律的 経営 の実現 に よ る特色 あ る学校 づ く り。 そ して、それ をや って

い くため には、教職員 の資質能力 の向 上が 不可欠 だ とい うこ と。 更 に も う １つ が、学校 運

営 に積極 的 に教 職員 を参加 させ る とい うこ と。 この ３つ の フ レー ムで、教 育の質 の 向上 と

い うことを考 えて い こ うとい う形 で、 答 申の ほ うは作 りま した。

　 資料 ４ペー ジの教 員評価 の 関係概 念 図 とい うのは、 それ らをま とめた ものです 。 こん な

図 を作 って 、新 しい教員評 価 のシステ ム とい う形 で学校経 営 の 目標 を実現 す る、そ の こ と

が一番 上 に書 いて あ る よ うな学校 像 の実現 につ なが るのでは ない か とい うよ うな こ とで 、

基本的 に は全 体 を位 置付 けよ うと した ものです。

　 年 間のス ケジ ュール は、次 のペ ー ジの資料 で、イ ラス トにな ってい ます が 、県教委 が作

ったパ ンフ レッ トの 中か ら抜粋 した もの です。基 本的 に、 目標 管理 とい う仕組 みの 中 で、

４月 か ら ３月 まで、年度 末 までは こんな形 で動 か します とい う形 で作 った ものです。

　 この よ うに、教 員評価 は 、質の 向上 とい う部 分 を 目標 に は してい るわけです が、 も う １

つ 、教 員 の質 の 向上 と評価 の問題 と うい う観 点で、評価 の活 用 とい う部分 か ら積 極 的 に考

えてい こ うとい うこ とで、最 終報告 の基本 的 な考 え方 の 中で、 その評価 結果 を教員 の資 質

能力 とか、意欲 の向上 、研修 な ど、人材 育成 に活用 してい こ うとい う形 で考 え ま した。 １

つ は、資質 能力 ・意欲 の 向上 とい うこ とで、教員 と管理 職 との相 互 の コ ミュニケー シ ョン

の中で、教員 自身 が 、 さ らな る伸長 を図 るべ き点 とか、課題 を見い だす こ とで、資 質能 力

や意 欲 の向上 を図 るんだ とい う形 を展 開 してい こ うとい うこ とです。 その部 分で 、や りが

い を感 じるこ とがで き る評価 システム にな る よ うな形 を、や ってお かな けれ ばい け ないだ

ろ うとい うこ とが １点 です。

　 も う １つが、研 修 とい うこ とで、 自己開発 に、 うま く評価 結果 をつ な げてい くとい うこ

とで、評価 結果 を活用 してい こ うとい うよ うな こ とを、評価 の活用 の在 り方 の柱 の １つ と

して位 置付 けま した。

２． 新 し い教 員 評 価 シ ス テ ム の 現 状

　 では 、 こ うい う形 でつ くった新 しい教 員評 価 システ ムの現状 が ど うなってい るの か とい
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うことを考 えた い と思 い ます。 そ の評価 シ ステ ムは 自己 申告 に よる 目標管 理 と、新 しい 勤

務評価 、 この ２本 立 て なんです が、特 に 目標 管理 とい うや り方 を、教員 の質 の向 上 とい う

部分の 中で展 開 を してい きたい と しています 。県 が今年 の ２月 に、つ ま り １年 や った とこ

ろで、教職 員 と校 長 にア ンケー トを実施 してい ます 。 それが ホー ムペー ジ上 で公 開 され て

お ります。 も とはカ ラーだ った ので非 常 に見 に くい数字 にな って お ります が 、御 覧 くだ さ

い。

　対象 は、そ こに書 いて あ るよ うに、56校 、1385名 です。 中間 面談 、最終 面談 とい うよ

うな形が あ るわ けです が、 この中で 、 この質 の向上 に関係す るよ うなデー タ を拾 って載 せ

てみま した。

　例 えば、 中間面談 は 自己 目標 の取 り組 み を進 め る効果 が あ ったか ど うか につ いて、教 員

自身が ど う判 定 をす るか とい う部 分 で考 え る と、 これ を ど う読む か の話 なんです が、 おお

むね、 あった とい う部 分 と、 どち らとも言 え ない とい う部分 が相 半 ばす る状 態 です 。 １年

た った ところですが 、 いわ ゆる面談 とい う仕組 みが 、 自己 目標 の取 り組 み とい う部 分 の 中

で、 まだ うま く回 って いない な とい う現 実が 、 こ うい う数字 か ら読 み取れ るん だ ろ うと思

い ます。

　で は、最終 的 に行 われ た最終 面談 とい うの が、教職 員 の資質能 力 の向上や 意欲 の 向上 に

効果 があ るか とい うこ とで、① か ら⑤ まで の選 択肢 でそれ を見 る と、 「効 果 があ る」、 「効

果が あった」 とい うの が、 まあ半分 ち ょっ とぐらい の数字 です。 「効果 がない 」 とい う部

分 の ところで見れ ば、最大 、高等学校 で24.5％ ぐらい 、つ ま り、 ４人 に １人 ぐらい は効果

が ない とい う判 断 を してい るわ けです 。

　 このあた りを見 てみ ます と、実際 に １年 や った ところで、必 ず しも質 の向上 に うま くつ

なが ってい ない のでは ない か とい うよ うな こ とが 、教員 自身 の評 価 、調査 結果 か らは読 み

取れ る可能性 は あ るか と思 い ます。

　次 のペー ジ は、 「評価 システ ムの効果 」 とい うこ とで、質 の向上 の も う １つ として、教

員 自身 の達成感 とか充 実感 とい う部 分 の ところ と、経営 目標 の方 向性 に沿 った 目標設 定 と

い う部 分 の もの が うま く機 能 してい るのか ど うか とい う点で 考 えた ものです。 ここは、 先

ほ どに比べ て、 「得 られ た」 とい うよ うな② の部 分 の ところが、 高校 は ち ょっ と低 い です

が、 ６割 を超 え る ぐらい の数 字 が出 てい ます 。

　 学校 全体 で 目標 設定 をす る ところに 自己 目標 を重ね合 わせ 、 自分 の 目標 を達 成 してい く

ことで 、充実感 ・達成 感 を得 る とい うところで は、多少 認識 が され て い るか と思 い ます。

　 ただ、そ こで、 （２）の 、 「得 られ なか った」とい う回答 の 自由記 述 の と ころを見 る と、

せ っか く 目標 を立 てたん だ けれ ど、忙 しくて手 が付 け られず 、 か えって挫折感 が大 きか っ

た とい うマイナ ス の部 分 の ものや 、経 営 目標 が トップダ ウンで 下 りてきて い る とい う感 覚

の中 で、必 ず しも 自分 の 目標 に うま くつ なが ってい ない とい うよ うな こ とで、 日標 設 定過

程 の教職 員 の参加 とい う部分 が、必ず しも うま く機能 してい ない現 実が あ るのか と思 い ま

す。

　 それ に合 わせ て 、で は組 織 は活性 化 したの か ど うか とい う点 を見 てみ ます。 自分 自身 の

資 質能力 や意欲 向上 に加 えて 、 も う１つ 、組 織 の活性 化 とい うこ とが、質 の向 上 に とっ て

は、 大 き く影 響す るだ ろ うとい うこ とで考 え る と、 どち ら とも言 えない とい う回答 が大 半
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あ り、組織 自体 の波及 効果 とい うところは、 １年 目では、 なかな かま だ認 識 がで きてい な

い 、そ こまで は浸透 して いない とい うよ うな現実 もあるのか と思 います。

　 その理 由 を見 る と、 「教 職員 の意識 に差 が ある」 とか、 「方向性 は合 わせ た として も、

結 局 は個 々 が異 なる 目標 を設 定 してい るので、組 織 の活 性化 まで はつ なが らない」 とか 、

「経営 目標 自体 が 多 くの教員 には納得 で きない もの だった」 とい った もの があ ります。 目

標 自体 が、 まだ まだ問題 を抱 えて い る可能性 が あ る とい うところです。

　 （５）の調査 結果 です が、管 理職 か らの フィー ドバ ック機 能が 、 きち っ と質 の向上 とい

うよ うな形 で機 能 して い るのか ど うか とい うことで 見 る と、 「どち らとも言 えない」 とい

う部分 が ６割 を超 える状 況 です。

　 本来 、教員 の質 の 向上 とい うこ とで は、目 標 管理 の部分 は、管 理職 と教職 員 の双 方 向の

コ ミュニ ケー シ ョン機 能 を ど う生 かす か とい うこ とに、 １つ の大 きな期 待 が あった もので

す 。 その点 で考 え る と、そ の フィー ドバ ック機 能 とい う部 分が 、ま だまだ果 た され て いな

い。そ うい う意 味 では、管理職 の研修 の ほ うに力 点 を置 い ておか ない と、この システ ムは、

教職員 に とって は、 まだ まだ理解 も機 能 も不 十分 なま まで行 って しま う可能性 は あるのか

な と思い ます。 ここ らあた りが 、教員 の評 価 の調査 結果 か ら読 み取れ る部 分です。

　 同 じ時期 に、今 度 は、評価 をす る側 のほ うの校長 を対象 に行 った調 査結果 が ６ペー ジ以

降 に載 ってい ます。386校 なの で、 ほ とん どすべ てだ と思 い ます 。

　 中間面 談が教職 員 の資質 能力 の向上や 意欲 の向 上 に効果 が あ るか とい うこ とで は、管理

職 は、 ５割 か ら ６割 ぐ らい の ところで効 果 があ る とい う形 で認識 を して い ます。 先 ほ どの

教職員 の調査 結果 と比 べて いた だ く と、評価す る側 の ほ うは 、効 果 が ある とい うふ うに判

断 を して い るん だ け ども、教 職員 の ほ うは必ず しもそ うい う認識 にはな ってい ない んだ と

い う形 になって います。

　 この こ とは、次 の （６） の最 終面談 の効果 の部 分 の ところで も同 じで 、管理職 の ７割以

上 が効果 が ある とい うふ うに考 えてい るわ けです けれ ども、そ こ らあた りに、評価 す る側 、

され る側 の間 での認識 の違 い が存 在 してい るのか な と思 い ます。

　 ７ペ ー ジは、 その評価 システ ム 自体 が、学校 組織 の活性 化 と教職 員の 資質能 力 の向上 と

い うところで機 能 してい るのか とい う点で 見 る と、組織活 性化 の部 分で は、 「機 能 してい

る」 とい うもの と、 「どち ら とも言 えない」 とい うのが、 ほぼ同数 ぐ らい の割 合 で存在 し

てい ます。 ま だまだ個 人 の評 価機 能 に終始 してい て、組織 活性 化 とい うところま では、 シ

ステ ム として は動 い てい ない現実 が あ るの か も しれ ませ ん。

　 それ と、 も う １つ 、教職員 の資 質能力 の 向上 とい う点 で は ど うか とい う形 で見 る と、 こ

こは学校 に よって随分違 い ます。 特 に特別 支援 学校 を見 る と、 ７割 の校長 が 「どち らとも

言 えない」とい うことで、この評価 システ ム 自体が 、教職員 の 資質能力 の向上 とい う点で 、

まだ まだ現 状 を変 えていか な けれ ばな らな い部分 が ある とい う形 で と らえて います。

　 これ は恐 ら く、特別 支援 学校 の組 織 の複雑性 とい う部分 が あ って、岡 山の場合 には、校

長 が いて 、そ の下 に総 括教頭 とい うのがい て、それ か ら部 主事 がい る とい う組織構 造 を取

って い るので、校 長 自身が どこまで各部 の ところまで把握 で きてい るか ど うか とい うとこ

ろが 、組織構 成 上の 問題 として もあるのか も しれ ませ ん。

　 （３） で、　 （１） と （２）、活性 化 で効果 が出 てい ない、教職 員 の資質 能力 で も、効果
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があま り期 待 でき ない とい う場合 の 自由記述 を見 る と、効 果的 な フ ィー ドバ ックのた めの

校長 ・教頭 の コーチ ン グ研修 が必 要 だ とい うこ とが出 てい ます。 自 らフィー ドバ ック を ど

うしてい くか とい う中 で、管理職 のほ うの研 修機 能 とい うものが 、 まだまだ 十分 では ない

とい うことでは ないか と思い ます。

　 先 ほ どの教職 員 の ほ うか ら見て 、目標 が トップ ダ ウンで下 りて くる とい う話 の裏返 しで 、

管理職 の ほ うか ら教 員 との面 談 を通 して見 える もの と して、 ど うして も教職員 の方 に、や

らされ てい る とい う感 覚 が大 き く見 られ る とい うもの もあ ります 。 そんな部 分 の認 識 のず

れ 、そ こ らあた りが 問題 で はない か と思い ます 。

　 さらには、教職 員 １人 １人 が組 織 の一員 と して学 校経 営 に参 画 してい る と、 そ うい う気

概 を持 って取 り組 ん で も らわ ない と、なか なか活性 化 にはつ なが らない し、教 員 自身 の資

質能 力 の向上 に もつ なが ってい かな いの では ないか とい うもの もあ ります。

　 そ こ らあた りで は、校 内にお け る研 修 ない しは、 このシ ステ ムの意義 とか狙 い、 目的 と

い った もの が、必ず しも うま く浸透 していない とい う、そ うい う現状 が あるんだ ろ うと思

います。

　 18年 度 か ら全校 実施 とい うこ とで したので 、 １年 間 とい う中で、学校 に よるば らつ き と

い うのが相 当あ るの は現 実 なんです ね。 私 も、小 中高すべ て の学校 で、それ ぞれ10校 程

度ずつ 、 この関係 で学校 に入 らせ て も らい ま した が、学校 に よって相 当の温度 差 が あ りま

す。 そ の経 験か らわ か りま した のは、 １つ は、管理職 のス タンス に よって随分違 うとい う

ことです。

　 その システ ムを ど う定着 を させ てい くか とい う形 で取 り組 んで い る校長 先生 の ところは、

校 内で もそ うい う取 り組 みが 日常的 に され てい る部分 が ある。 ところが、必ず しも校 長先

生に よって は、　 「いや 、僕 は今年 で定 年 で辞 め るの で、 あ とは教頭 に任せ ま した」 みた い

な とこ ろもあ り、 そ うした学校 は 、ほ とん ど動 いて いない。 そ こ らあた りが、学校 の 中の

１つ の問題 点 と して あ るの か も しれ ない な と思い ます。

　 こんな こ とが、調 査 の結果 か ら見て とれ る ところです。 毎年 こ うい う形 で、県 のほ うは

調査 を積 み重 ねて い って、 システ ムの進行 状況 を見 なが ら、 どこに ど うい う手 を打た な け

れ ばな らないの か とい う形 で、対策 を考 え てい くとい うことです 。

　 現 実 に今 、管理 職研 修 の中で 、 この評 価 システ ム を ど う稼働 させ るか とい う部 分 につ い

ては、相 当力 を入 れ てや って はい る とい うふ うには聞 いてい るん ですが 、 １年 間や った調

査結果 か らは、必 ず しもそ こまでは うま く浸透 してい ない とい う部 分 の ものが あ るのか な

と思 い ます 。

３． 教 員 の 質 の 向 上 と教 員 評 価 シ ス テ ム の 課 題

　 ７ペ ー ジ、最 後 のパー トです けれ ども、で は、 この よ うな岡 山県 の １つ の現 状 を見て い

つた とき に、 これ か らの教 員評価 システ ムの課題 を、 どこに見い だ しなが らや って い った

らいい のか とい うこ とで考 えれ ば 、教 員評価 の基 本的 な方法 とい う部分 で は、 これ は 中教

審の17年 の答 申です が、 「民間企 業で行 われ るよ うな成果 主義 的 な評 価 はな じみに くい

とい う教師 の職 務 の特殊 性等 に留意 しつ つ、 単 に査 定 をす るの で はな く、教 師 にや る気 と

自身 を持 たせ 、教 師 を育て る評 価 で ある こ とが重要 」だ とい うこ とです。
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　 ここ らあた りの部 分 を、 よ り具 体的 な形 で ど う考 えてい くか とい うと、1つ は公 正性 と

か合 目的性 の 下で の評 価 とい うもの を実施 してい くとい う、 システ ム構 築 上の問題 として

あ るな と思 い ます。

　 さ らに透 明性 を確保 して、教員 の納得性 を高 めなが ら、信頼性 を ど う確保 す るか とい う

部 分。そ のた めに、評価 結果 を開示 して、面談等 に よるフィー ドバ ック機 能 とい うものを、

き ちん と発 揮 して いか ない と駄 目だ ろ うし、評 価結 果 に対 す る意 見 の聴 取 とか相 談等 の シ

ステ ムを、 システ ム上 の整備 の問題 と して 立 ち上 げて いかな い と、評価 だ けすれ ば いい と

い う話 では ない か も しれ ない。

　 も う1つ は、評価 者 の評価能力 を ど う向上 させ てい くか とい うこ とが、教員評 価 システ

ム とい うもの を稼働 させ て い くた めに、解決 しな けれ ばな らない課 題 と してあ るので はな

い か と思い ます。

　 さらに、教 員 自身 の問題 で考 える と、今 、政策課 題 の 中心 に あ る、 「学校力 」 とい うよ

うな点 か ら、教 師 に期待 され る資質 の中身 は何 なのか とい うところを考 えて いつた とき に、

授 業 を中心 とした教 育指導 に関す る組 織 と しての力 が 「学校 力」 の 中身 だ とすれ ば、教 員

1人1人 の指導 力 の向上 ・強化 とい うところを、い か に評価 システ ム と リン ク させ る部 分

の 中で考 えるべ きだ ろ うと思い ます。

　 ただ 、そ の ときに必要 なの が、個人 だ けを ター ゲ ッ トに した形 で質 の 向上 の確保 とい う

ものが 可能 なのか ど うか とい うこ とで考 える と、職 場 の同僚 同士 のチー ム ワー ク とか、全

員 の レベ ル を ど う上げ させ るか とい う部 分 に、個 人 を ど う巻 き込 んで い くか とい う両面作

戦 を してい かな い とな らない。 いか に1人 の教員 を ター ゲ ッ トと して 、評 価 システ ムで 自

己 目標 をつ く らせ て頑 張れ と言 っ て も、多 分無理 だ ろ うし、集 団 の 中で、教職 の特性 で あ

る同僚 の力 を、 いか に資質能 力 の向上 につ な げてい くか とい うところを考 えてい かな けれ

ば な らないだ ろ うと思 い ます。

　 そん なふ うに考 える と、学校 の雰 囲気 とか文化 と言 われ る よ うな部分 で 、学校 の研 究 的

な機 能、 研 究的 な雰 囲気 、そ うい うものをい かに醸成 してい くか とい う、ま さに組 織づ く

りとか運 営の仕 方 とい うところに改善 のメス を入れ てい かない と、評価 がイ コール 質 の向

上 に直結す る とい う考 え方 だ けでは無理 なの では ないか 、そ こ らあ た りも １つ 出て くるだ

ろ うと思 い ます 。

　 そ うす る と、学校評 価 と教員評 価 を ど う有機 的 に リンク させ るの か とい うよ うな ところ

も、大 きな課題 として 出て くるので はない か と思 い ます。 そ こらあた りの、組織 の活性 化

の共通 の 目的 とか 「協働 意欲 」 とか コ ミュニケー シ ョン とい うよ うな もの を、組 織 の原理

と リン ク させ る とい うことも必 要 な こ とで はな いか と思い ます 。

　 ここ らあた りに も、マ ネ ジメ ン ト機 能 とい うもの を リンク させ て、学校 全体 の レベ ル ア

ップを図 る とい うとこ ろに、個 々の教師 の能力 の評価 システム とい うもの につ なが ってい

くもの と思 い ます。

　 それ と、 も う １つ が、教 師の職務 特性 とい うこ とと評 価 とい うものを、現 場 の中 にも定

着 を させ てい く必要性 が あ るだ ろ うとい うこ とです。 教育 学部 で働 いて います ので、毎 年

新入 生 に同 じ調 査 を して います。 それ は、 なぜ 教育 学部 に来た んだ と、 なぜ 教員免 許 を取

って教師 にな ろ うと思 ったのか って調査 をす る と、70％ の学 生 は、 これ まで に出会 った教
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師の影 響 で 自 らも教 師 を 目指 す とい う。 これ は、 岡大 に入 って く る教育 学部 の学生 の特性

ではあ ります が 、　 そ うい う部分 が あ ります。 子 ども とい うの は、出会 った教 師 を見 て、

自分 も教師 とい う職 業 を選択 す る。 ところが、教 師 とい うのは、必 ず しもそ うい う意 図で

子 どもたち に接 してい るわ けではない 。今年 担任 した子 どもの 中か ら、や がて 自分 の跡 を

継いで くれ る教 員 が生 まれ るんだ とい うこ とを意識 して教壇 に立 ってい る教員 なんて 、 ほ

とん どいない。 で も、実 際に子 どもは、教 員 の姿 を見 てい る。 そ うす る と、子 どもの 将来

設計 、進 路形成 に大 きな影 響 を与 え る職 業 なんだ とい うこ とを、 どこまで 自覚 した形 で教

職生活 をや ってい るか ど うか とい うものが、教 師 の職 務特性 の とこ ろにあ るはず だ と思 い

ます。

　 そ うす る と、 自己を振 り返 る とい うこ とを し続 けて いか ない と、教員 とい う職責 を全 う

で きない ので はない か と思 い ます。 自己省 察 に基 づ く自己成長 が 不可欠 な職 業 なんだ とい

うところに、 この教 員評価 とい うもの を、 うま く リンク させ るこ とで、 自覚 を促 してい く

とい うよ うな こ とも必 要なの では ないか と考 え るわ けです。

　 そ うい うふ うに考 えてい った ときに、 自分 が振 り返 って成 長 しなき ゃい けない職 業 に就

い てい るん だ とい うの と同時 に、 そ うい うこ とがで きる た めの同僚 が周 りにい ない と、 日

常的 に振 り返 る とい うよ うな形 はで きない話 です。 そ うな ります と、 同僚 集 団 とい うもの

が学校 の 中に存在 を してい るの か ど うか、集 団形成 を ど うす るか とい うこ と と、も う1つ 、

教 師の職務 特性 の 自律 性 に基 づ く裁 量性 の確保 とい うこと と、　 「協 働性 」 に基 づ く組 織 づ

く りとい うこ とが不 可欠 とな って きます。教 員 自身 の職 能成 長 と ともに学校 の組織 文化 が

形 成 され てい るん です か ら、 そ こを うま く回 してい くよ うな形 で、教 員評価 とい う問題 を

考 えて い くこ とが必 要 なので はない か と思 い ます 。

　 そ うい う部 分 で考 え ると、先 ほ ど言 った よ うに 、組 織 の問題 と個 人の 問題 を ど う リンク

させ た形で 、 この評 価 システ ム とい うもの を稼働 させ てい くのか ど うか とい う ところが必

要 なので はない で しょ うか。

　 そん なふ うに考 え る と、 自己省 察 を行 う方 法論 の １つ として 、教 員評 価 とい うもの を う

ま く活用す る とい う形 が 、教員 自身 が、 この評価 シ ステ ムの 目的 を うま く納 得 してい くた

めに、必 要 な説 明概念 で はない か と思 い ます 。

　 その意 味 で も、 目標 とい う部 分 で、学校 全体 の 目標 の形成 過程 に、教職 員 の主体的 な参

画がで き ない と、 それ 自体 もで きない だろ うと思 い ます。 要す るに、 目標 をつ くる とい う

プ ロセ ス に参 画 をす る ことで 、 自分 自身 を振 り返 って 自己 目標 を立 て る とい う形 の もの が

出て くるだ ろ うとい うこ とです。　 あ くま で も、 その 目標 とい うのが 、手掛 か りと して、

次へ のス テ ップア ップ につ なが る とか 、 自分 の職 能 の決 定形成 とい う問題 を ど う考 えてい

くか とい うもので あ るわ けです。

　 も う １つ 、教 員評価 の問題 で 、 これ か ら考 えな けれ ば な らないの が、学校 教 育法 の改正

に よって、指導 教諭 、主幹教 諭 とい うよ うな形 で、 キャ リア の複 線化 とい うよ うな話 が 出

て くる とい うこ とです。教 員 自身 に とって も、 これ か ら 自分 の教 職 生活 を ど う設 計 して い

くのか とい うと ころに、その評 価 とい う問題 を見 てい くとい うこ とも必 要 になっ て くるの

で はないか 、そ こ らあた りが 、職務 特性 との関係 の中で 出 て くる話 だ ろ うと思 い ます。

　 今 、教育 の質 とい うこ とで考 えれ ば、そ こに書い た よ うに、学力 の質 の改 善 をや ろ うと
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教育 課程 の改 善 を してい る と。 それ をや るた めには 、教 員 自身 の指 導力 を変 えていか な け

れ ばな らない。 も う１つ 、今 述べ た特徴 と して、そ うい う教育 を展 開す る組 織 、経 営 の質

も変 えない と、教育 の質 の全体 は変 わ らない とい うことです。 この ３つ が同時 並行 的 に行

われ て い るのが、90年 代 以降 の教 育改革 の １つの特徴 だ と思 います。

　 そ の部分 を、評価 とい うものに基づ いてす べて稼働 させ よ うとして い る、 そ うい う全体

構 造 の中で教 員評価 とい うもの を ど う位 置付 けて 、それ を教 員 の質 の 向上 につ な げてい く

のか とい うこ とで あろ うか と思い ます 。そ こ らあた り、各 県が今 、実施 を してい る ところ

です。 恐 らく東京都 が一番早 く動 きま した ので、 岡 山につ いて 、今 日私 が発表 した よ うな

課題 につ いて は、既 にこ うい う手 を打 ってい る とい うよ うな話 が あ るの か も しれ ませ んが 、

全 国的 には、恐 らく、 こ うした点 は、 どの県で も共通す るよ うな課題 と してあ る可能性 が

高 いの では ないか と思い ます 。 そ こ らあた りを見極 めなが ら、次 に ど うい う方策 、政策 を

取 って い くのか とい うよ うな こ とで、今 回、 こち らが研 究 として、教 員評価 の状況 を設 け

られ 、何 らかの改善 方法 ない しはサ ジェスチ ョン を得 られ る よ うな もの が出て くれ ば、わ

れ われ に とって もあ りがたい話 だ ろ うとい うことで 、報 告 を終わ らせ て いただ きます。 あ

と、皆 さん とデ ィスカ ッシ ョンで きれ ば と思 います。 で は以 上で終 わ ります。

4． 質 疑 応 答

【司会 】　 あ りが と うござい ま した。 さっき ご紹介す る時 に触れ ませ んで したが、 北神 先

生 は、岡 山大学 の大学 院で、　 「教 育組織 マネ ジ メン ト」 とい うスクール リー ダー養成 の大

学院 を立 ち上 げた方 で もあ ります ので、第 ２部 （教 員養成 ） と第 ３部 （教員評価 ） をつ な

ぐのに は、ち ょ うどいい話 が聞 ける経 験 の持 ち主 の方 じゃな いかな とも思 います。

　 今 日は、岡 山で の教 員 の詳価 の委員会 での審議 にか かわ った り、 あ るい は大学 での教 育

研究 の こ とを踏 ま えてお話 をいた だ きま した。

　 どなたか らで も質 問 ござい ま した ら、 よろ しくお願 いい た します。

【質 問者 Ａ】　 ち ょっ と伺 いたい の は、ア ンケー トの中で、 中間面 談 と最 終面談 とあ りま

す けれ ど、最 初 の ４月 の段階 の面談 につい てはいか がな んですか。

【北神 】　 そ のデ ー タは載 ってない んです よ。

【質 問者 Ａ】　 実は 、宮城 県 の場 合 ですが 、い ろい ろ相談 しま した ら、最 初 の面談 が非常

に役 に立 った とい う。 つま り年度 ご とに、 自分の 自己 目標 を立 て る ときに、校長 と話 し合

って 、そ してや る とい う、 そ こが非 常 に良か った とい う結 果が 出て るんです。 です か ら、

何で最 初 の面談 出て こない のかな と、私 、疑問 に思 った もので 、そ こをち ょっ と教 えて も

らえれ ば と思い ます。

【北神 】　 デー タ として 取 って い るの は、県 です ので帰 った ら県 に聞い て きます。そ こは、

私 が も らったデ ー タで は、ない んです ね。

　 ただ、何人 か の先 生 とか、学 校 に行 って話 を聞 くと、何 が一番 良か った のって言 った ら、

管理 職 の立場 か らは、 い ろん な先 生 と話 が できた のが一番 良か った って言 うん です。 これ

が本音 ら しい んです よ。 目標 云々で はな くて、 日ごろ しゃべ って ない とい う現状 がね。

【質問者 Ａ】　 そ れ は、民間人校 長 との話 の 中で ６、７ 年前 に出ま した。 こ うした評価 が

始 ま る前 です けれ ども、民間人校 長 に、勤 めて最初何や りま したか って聞いた ら、す べ て
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の校 長 先生 が ４月 に面談 した って言 うんです よ。そ して、1人 に15分 か20分 、あるい は

１時間 か けて話 した とい うこ とです。 そ うした ら、先生 方 が、今 まで校長 先生 に こんな に

話 を聞いて もらった こ とは なか った と言 うの で、今 まで の校長 は何や ってた んだ と言 って

いま した。

　 結 局、 そ こで は、校長 のや りた い こ とと、先 生方 が考 えてい る こ とをす り合 わせす るわ

けです よね。 これ が、今 ま でなか った とい うこ とで 、それ が、教 員評価 制度 に入 った とい

うこ とも、非常 にプ ラス の面が大 きい んだ な とい うふ うに思い ます。

【司会 】　 ほか にいか が です か。

【質 間者 Ｂ】　 多分数 年前 に は、数 値 目標 とい うのが だいぶ盛 ん に言われ て、今 は ど うな

ってい るか、 ち ょっ と私 フォ ロー して ない んです が、そ うい うこ とは今 、 ど うい うふ うに

扱 われ てい るのか な とい うこ とが １つ。 それ か ら、 目標 をつ くる時 に 、職 務上 の 目標 と、

自らの研修 上 の 目標 、 あるい は、 自 らの資質 を深 め るた めの 目標 とい うのが、 ２通 り考 え

られ 、 どち らか と言 うと、後者 の ほ うがつ く りや す いのか な と思 った りす るんです が、そ

のあ た りにつ いて教 えていた だ けれ ば大変 あ りがた い ど思い ます。

【北神 】　 数値 目標 につ い ては、 目標 シー トに書 き込 む ときに、数 量化 で き るものは数量

化 しな さい とい う形 で 、研 修 等で は伝 え られ てい る とい う話 は聞いて い るんです。 具体的

に手掛 か りにな る よ うな部分 につ いて 、 自分 で 自己 目標 を設 定す る とき に、それ が １つ の

目安 と して有効 であ る とい うふ うになれ ば、 そ うい うの も入 れ てい こ うとい うこ とです。

　 も う １つ、 目標 設定 で、職務 か ら出 て くる 目標 の部分 と、 自己成長 の ための 目標 の部 分

が あ ります が、私 が研修 等 で言 ってい るの は、 目標 を書 くの は ３つ か ４つ でいい ので 、そ

の うち ２つ ぐらいは職務 上 出 て くる 目標 で、 も う １つ は必 ず 自己 目標 を書 きな さい とい う

こ とです。 要す るに、 自分 は今年何 をす るのか とい うよ うな形 で書 きな さい と、研 修 なん

かでは伝 えるよ うに して い るんです。

　 も う １つ 、立場 に よって も随分 違 うと思 います。 主任 とい う先生 で あれ ば、主任 とい う

職務 か ら期待 され る ところで 、職 務上 の 目標 設定 とい うの は、 当然 出 て くる話 です。 主任

の職 をや っていた ら、本 当 に 自分 の成長 、職 能成 長 につ なが る部 分 も当然 あるか と思 うん

です が 、た だ、それ ば っか りだ と、 も う １つ欠 けて しま う部 分 が、 あろ うか と思い ます。

自分 は ど うい うキャ リア を描 くか とい う中で 、今 年何 にチ ャ レンジす るの か、そ の ところ

は、必 ず入れ てい く とい う形 でや ってい った ほ うが いい のでは ないか と、そ んな形 で、管

理職 研 修 なんか で も、校長 先 生方 に、そ うい うお話 を させ てい ただい てい ます 。

　 県 のほ うが どう指 導 してい るか は分か らない んです けれ ど、一応 僕 がそ うい う話 を した

ときに、 県の ほ うか ら、いや 、それ を入れ て もらっち ゃ困 る とい う話は な いの で、多分 そ

うい う方 向で は動 いて い るん じゃないか な とは思 ってい ます 。

【質 問者 Ｂ】　 あ りが と うござい ま した。

【司会 】　 ほか にい かがです か。

【質 問者 Ｃ】　 す ご く素朴 な質 問で 申 し訳 あ りませ ん けれ ど、岡 山県の場合 、学校 評価 と

い うの は実施 され てい るん です か。 ま た ど うい う学 校でや られ てい るんです か。

【北神 】　 学校評 価 の ほ うが稼働 させ たの は早 くて、 いわ ゆ る学校 自己評価 システ ム とい

う形 で、 も う平成14年 ぐらい か ら動 か してはい ます。 ただ 、 この教職 員評 価 が入 った時
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に、本来 学校評価 とこれ を ど う関係付 けるの か とい う部 分 で、学校 評価 の ほ うの見 直 しも

しな けれ ば な らなか った んですが 、そ こはほ とん ど手付 かず 状態 で、組織 評価 の方 に、 が

あっ と移動 した もの です か ら、今一番 危 ぐ してい るのは、学校 評価 が うま く回 らな くな る

ん じゃないか とい うことです。

　 両方 に一番 関係 す るの は、年 度 当初 に立 て る学校経 営 目標 です。 これ が両方 の システ ム

に関係 す る話 なので 、 目標設 定 は、逆 に教 職員評価 が入 った こ とに よって校長 先生 をは じ

め と して、学校 の 中で も 目標 につ いて議論 が始 ま って、 これ はプ ラ スで動い たんです 。 じ

ゃあ、 その こ とが 、学 校評価 のほ うに波及 してい るのか ど うか とい う部 分 で言 うと、今 は

現 場 は、教員評 価 のほ うに全 員 の 目が行 って しま ってい て、学校 評価 が ち ょっ と手薄 にな

りそ うなの で、そ の こ とを危 ぐを して い る とい うところがあ ります。 そ こ らあ た り、 も う

少 し実態 を調べ てみ な けれ ばい けない な とい うふ うに思 います。

【司会 】　 ほか にいかが です か。

【質問者 Ｄ 】　 失礼 いた します。 ４ペー ジの 図の ところで、新 しい教職 員 の評価 システ ム

とい うこ とで、方法 の 中で、 目標 管理 の手法 の導入 と ともに、従 前 の勤務評 定 の改善 に よ

る新 しい評価法 の導入 とい うのが書かれ てい るん です けれ ど、 こち らの勤務 評定 の改善 な

り、 あ るい は、今 、公務 員制度 改革 でや ってい る評価 とい うのは、 目標管 理 とともに、あ

る程度 能力 の評定 とい うか、例 え ば係長 で あれ ば、 こ うい う能 力 を持 ってい なけれ ばい け

ない とい うの を、ず らっ と並べ て、 それ につ い て、 あるか ないか とい うこ とを上司が評 価

す る とい うよ うな こ とも併せ て、 ２つ の両輪 の よ うな形 で進 めてい るんですが 、 こち らの

側 の評価 は、ど うい う改革 がな され たの か とい うこ とをお 聞かせ いた だ けれ ば と思 います。

【北神 】　 １つ は、評価者 が複数 になった とい うこ とで、校長 、教頭 が第 １、第 ２とい う

形 です。 また、 その評価 内容 の ところは、 それ ぞれ の職務 ・職 責 に応 じた形 で評価 のフォ

ーマ ッ トを作 って、そ こに評価 の着 眼点 とその例 とい うものが、実 施要項 の 中で提 示 を さ

れ て います。 教員 の場合 で した ら、教 科等 の指導 、教科 以外等 の指 導 、校 務分 掌 とい うよ

うな形 で、評価 を してい くとい うよ うな ものが で きま した。 それ とも う１つ 、勤務評価 の

部分 の ところでは、 その 中身 を、能 力 ・意欲 ・実績 とい う形 で分 けて き ちっ と評価 をす る

とい うこ とになってい ます。

　 ただ 、 この協議 会 をや った時 には、勤務評 定 の、 いわ ゆ る変更 ・修正 につ いて は、人事

管理 上 の問題 だ とい う部分 があ ったの と、 自己 目標 に よる 目標 管理 とい うよ うな新 しい評

価 システ ム につ いて合 意形成 が必要 だ とい うこ とで 、協議 会 は主 にそ ち らを議論 しま した。

そ うい う自己 目標 の部 分の もの を入 れ る とい うことを前提 に、従 来 の勤務評 定 の評価 方法 、

評価 の 中身 とい う部分 につ いて は修 正 を加 える とい うこ とは、答 申で は書 きま したが、具

体的 な その評価 の 中身 そ のも のについ ては、事 務局 か らの提案 を も とに検討 し、大体 この

よ うな もの か とい った話 で動 い た とい うのが事 実 です 。

　 逆 に言 うと、教員 の ほ うも、新 しい勤務 評価 と言 われ る ところが 、 ど うな ってい くのか

とい うこ とが、い まだ に見 えてい ない とい う現 実 があ るんです。特 に、そ この部分 が、処

遇 に使 うとい う話 が見 え隠れ す る部分 です 。 自己 目標 のほ うは、 あ くま で も職 能成 長 のた

めに使 って、 そ こはフ ィー ドバ ック します とい うこ とで 、勤務評価 のほ うにつ いて も協議

会 のほ うは 、フ ィー ドバ ック を求 めた んです が、現 実 に、 どこまで され てい るのか どうか
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とい う話 にな る と、 まだ不透 明 な部 分 が残 って るん じゃな いか な とい うのが本 当です。

【司会 】　 今 の処遇 との関係 の問題 は、 どこまで議 論 が深 まって い るん です か。

【北神 】 協議 会 のメ ンバ ー を見て も らって分 か るよ うに、民 間が ３人入 って いた んです。

そ こは強硬 に処遇 に連動 させ ろ と、 当た り前 だ とい う議 論 で した。

　一 方、学校 関係者 のほ うは、いや 、 なか なかそれ は難 しい とい う話 で、答 申の ほ うは、

公務員 制度 改革等 をに らん で、処遇 につい て も検討 す る とい うこ とで書 い てあ ります。 導

入 を前提 に検討す る とい う話 のニ ュア ンスだ ったん です が、 まだ、それ につい て行 政 当局

は、入れ る とも入れ ない とも言 わな い とい うの が、今 の段 階 です 。

　僕 らも、評価 の信頼 性 ・客観性 が確保 され ない限 りは無 理 だ とい うふ うに は、県 のほ う

へ言 ってお ります。 あ とは、行政 判断 の 問題 が 出て くるので 、まだ何 とも言 えない部分 も

あるか と思い ます。

【質問者 Ｅ】　 あ りが と うござい ま した。 ５ペ ー ジの一番 下 の グラフにつ い てです が、 こ

れは、 まず教員 評価 システム の フィー ドバ ックの機能 が働 い てい る とい うこ と自体 、非 常

に重要 な ものだ と思 うんです けれ ども、先 生方 の回答 では、質 に 向上に資 す る もの があ っ

た とい うの は ３割 か、 あ るい は ３割 以下 とい うこ とです。 どち らとも言 えない とい うの が

大 半です が、 これ は 、なか った とは言 えな いか ら、 どち ら とも言 えない と言 った のか、 そ

れ とも、 まだ始 ま ったばか りで形 式的 に流れ てい るの で、 まだ評価 で きない とい うこ とな

ので しょ うか。 ここ ら辺 の見 方 につい ては 、管 理職 の ７ペー ジの （3） の ところには、校

長 の意 見 とかが 出てい ます け ども、そ こに、形 式 に流れ た ん じゃない か とか 、 まだまだ始

まったば か りで共有化 で きてない とか い った もの がみ られ ます。

　 ここの ところに つ いて は、 どんな感 じで 見てい け ば よろ しい で しょ うか。 そ の点 につ い

て よろ しくお願 い します。

【北神 】　 これ は18年 度 のデー タです か ら、取 りあ えず 全校 で実施 を した とい うこ とで、

全員 に 目標 シー トを出 させ て、 中間 ・最終 の面談 をや りま した とい う部 分 で取 ってい るデ

ー タな ので 、そ この効果 とい うところ まで、恐 らく意 識 され てい ないんだ と思 います。

　 特 に面 談 に関 しては 、管 理職 との コ ミュニ ケー シ ヨンにつ いて は、一番 大 きな問題 と し

て、時 間が取 れ ない とい うこ とが、ず っ と言 われ て きて お り、恐 らく形式 的 に終 わ ってい

る可能性 が 高 く、期 待 され てい る機能 が 、効果 と して実感 で きてい ない とい う部 分 では な

いか な と思 います。

　 取 りあ えず今 、形 が で きた と、 そ して、そ の形 に、い か に意 味 と意 義 を持 たせ て い くか

とい うのが 、 これ か らの段階 とい う形 では ないかな とい うふ うに とらえてい ます 。

【質 問者 Ｅ】　 あ りが と うご ざい ま した。

【質 問者 Ｆ】　 評 価者研 修 なんか は、 岡 山では、 ど うい う感 じだ った んで しょ うか。

【北神 】　 私 の こ とは、直接 、講 師 として 呼んで くれ ない んです ね。何 を言 うか分 か らな

い とい う心 配 が、多分 向 こ うの ほ うにあ るん じゃない か と思 うんです が。　 （笑 ）参加 を し

てい る人 間か ら情報 を集 める と、 午前 中 は １つ は、 このデ ー タが管理職 に対 して提 示 を さ

れ た とい うこ とと、評価結果 につ い ての数 字 の割合 が 管理職 に対 して公 表 された よ うです。

Ｇをつ けたの が何 パ ーセ ン ト、 Ａをつ けた のが何パ ーセ ン トとい う形 で、た だ し部 外秘 で

す か ら、公 表 され ては困 る とい うこ とで。
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　要す るに、実 際 に評価 を した結果 の数 字 が、管理職 に対 して出 され たわ けです が、 それ

は、 いわ ゆ る事 実 として、 そ うい うものが あった とい うこ とです。

　で は評価者 自体 の能 力 を上 げ るた めの研 修 が ど うだ った のか とい うと、 午後 か らグル ー

プ研修 を させ て、そ こで 、面談の仕 方 とか 、 コー チ ングのや り方 とい うよ うな もの を研 修

させ てい る とい うこ とです。 多分 、今 、年 ４回 ぐらい のペ ース で入 れて い るんだ と思 うん

です が 、ち ょっ と具 体的 な 中身 は分 か らない部分 が あ ります 。一応 そ うい うよ うな中身 だ

った とい うこ とは、情報 は収集 しま した。

【質問者 Ｆ】　 東京 都 の ほ うとかだ と制度 化 されて い る と思 うんです け ども、い わ ゆる不

服 申立制度 みた いな もの は、 ど うなって い るので しょ うか。

【北神 】　 評 価 にか かわ って不服 申立 のシ ステ ムを立 ち上 げ てはい ないん です よ。 苦情 処

理 とい う部 分で 、県教 委 の中に、従 来 か らあ る ところに乗 せ てい くとい う形 で 、そ の評価

自体 に対 して の苦情処 理 のた めの シス テ ムを立 ち上 げた わ けで はない とい うの が、 岡 山の

今 のや り方 だ と聞い ている んです。

　 まだ 、処 遇 に使 って いない とい う現 実 の問題 と、 自己 目標 の部 分 につ いて は、最 終面談

等 で個人 にフ ィー ドバ ックす る とい うこ とで 、そ こにつ い ての評価 結果 は本人 に説 明 は し

てい る とい うこ となの で、恐 らく評価 絡み で苦情 処理 の問題 が 出て くるとなれ ば 、処遇 に

連 動 してい った ときで あ り、 その際 に、 き ちん とシステ ムを立 ち上 げていか ない と、や っ

てい けな くな る可 能性 は あるん じゃない か と思い ます。 それ は、処遇 に ど う使 うか とい う

こ とを横 に らみ しな が ら、 システ ム と して ど う立 ち上げ るか とい う話 にな るの ではな いか

な とは思 ってい ます。

【質 問者 Ｆ】　 あ りが と うござい ま した。

【質 問者 Ａ】　 今 の件 につ いて なんです が。 私 が関わ ってい る県 も非常 に岡 山 とよ く似 て

い ます ね。 先生 方が 非常 に心配 してい たの は、 ちゃん と公 正 に 自分の力 を評 価 して くれ る

だ ろ うか とい うこ とに 関 してです。 も し、 それ が正 しく評 価 され ない で、誤 って評価 され

た場 合 に、 ど うして くれ るんだ とい うこ とです。

　 です か ら、 ちゃ ん と公 開性 と異 議 申立が あ った ほ うがい い とい う意 見は強 か ったんです

が、た だ、い ろい ろ反対 す る先生 方 もい らっ しゃい ま して 、特 に校長 さん なんか は、それ

や られ た ら評価 で きな い とい うよ うな意見 もあ りま した。

　 そ こは議論 が あるん ですが 、ち ゃん と信 頼性 を持 って教員 評価 を進 め るため には必要 だ

ろ うとい う方 向性 は出 ま した。 ただ 、私 が関 わ ってい る県 の場合 は段 階的 にや る とい うこ

とです が、公 開 に関 して は、 とにか く評価 結果 を、将来的 に は写 しを皆 さんに渡 して 、ち

ゃん と手元 に置 いて も らって、毎年 毎年 の変化 とい うの を確 認 で きる よ うにで きない だ ろ

うか とい うこ とで、一応 そ うい う方 向性 は出 してお ります。

　 当面、今 、言 われ た よ うに、給 与へ の反 映 を、 まだで きない とい うこ とで、現在 の とこ

ろは県教育 委員会 の ほ うで、苦情処 理 を助 け る とい うふ うにな ったんです けれ ども、将 来

的 には何 とか したい とい う、方 向性 は一応 出 しま した ので、 よ く似 てい る と思 い ます。

【司会 】　 ほか にいかが で しょ う。似 た よ うなテーマ です ので 、東京都 の話 を聞 いて か ら、

も う１度 、 あるい は、 さらに皆 さん方 が ご存 じの、 ほかの県 も含 めて議論 を したい と思い

ます 。 では、北神 先 生、 あ りが と うご ざい ま した。
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「教員の質の向上に関する調査研究」　　　　　　　　　　　　　　　 2007．8．10（金）

研究会 ・資料 　　　　　　　　　　　　　　　 於 ：国立教育政策研究所

　　　　　　　　岡 山 県 に お け る 教 員 評 価

　　　　　　　　　 － 「教員の質」の向上からみる現状と課題－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北神正行 （岡山大学）

はじめに

　本報告 は，平成18年 度か ら全校実施 されている岡山県における 「新 しい教職員評価 シ

スデム」について， 「教員の質」の向上 という点か ら現状とその課題について，関連資料

を もとに分析 しようとす るものである。

1． 「新 しい教職員評価 システム」導入の経緯と趣旨

　（1）導入の経緯

　① 「教員の評価に関す る調査研究協議会」の設置

　 ・文部科学省による委嘱研究 （平成15～ ）

　 ・平成15年12月16日 「教員の評価に関する調査研究協議会」の設置

　　＜協議会設置の趣旨と検討依頼事項＞

　　　（1）教員の評価の在 り方 （2）教員の評価の活用の在 り方 （3）その他

（検討事項の説明）

地域住民等から信頼される学校づ くりを推進するためには，教員一人一人が

，その資質能力を向上 させながら，それを最大限に発揮 し，学校運営に積極的

に参画す ることが大切である。

　そのためには，教員の能力や実績等を適正に評価 し；それを配置や研修，給

与等の処遇に適切に反映させる教員評価 システムを構築することが求められて

いる。

　そこで，本年度か ら，平成18辺 と実施予定の公務員制度改革の動向なども

踏まえなが ら，教員の評価に関する調査研究を実施する。

　＜協議会委員の構成 〉

　 ・全12名 の委員

　 ・委員内訳 （学校関係者3名 ，教育行政2名 ，PTA2名 ，民間3名 ，大学2名 ）

② 「教員の評価に関する調査研究協議会」の審議経過

・平成15年12月 　 第1回 会議

　　　 16年 　2月 　第2回 会議

　　　 16年 　6月 　第3回 会議

　　　 16年 　 7月　 第4回 会議

　　　 16年 　9月 　第5回 会議

　　　　　　　　　 「中間まとめ」の決定と公開による意見募集
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　　 16年10月 　臨時会議　 団体か らめ意見聴取

　　 16年12月　 第6回 会議 　 「最終報告」の審議

・平成17年1月 　 「新 しい教員の評価 システムの構築一県民の期待に応え，信頼され

る学校を目指 して一」 （最終報告）提出

〔構成〕

は じめに

1　 新 しい教員の評価についての基本的な考え方

　（1）目指す学校像　　(2)新 しい教員の評価の在 り方

2　 自己申告による目標管理の手法の導入

　（1）校長による学校経営 目標の設定

　(2)　教員の自己目標の管理と管理職の支援

3　 現行の勤務評定の改善による新 しい評価法の導入

　（1）評価対象者及び評価者　(2)　評価の対象となる職務内容と評価要素

(3)評 価方法 （4）評価の公正 さや客観性等の確保

4　 教員の評価の活用の在 り方

　（1）資質能力 ・意欲の向上 （2）研修 （3）校内配置 ・人事異動　（4）給与

　(5)　表彰制度 との関連

むすび

③実施の経緯

・平成17年 度　　「評価システム」の試行期間　県下19の 小 ・中 ・高 ・特殊教育諸学

校で試行

・平成18年 度　すべての学校でめ導入 （全校実施）

(2)「最終報告」にみる教員評価と 「教員の質」の向上

① 「新 しい教員評価 システム」のね らいとしての 「教員の質」の向上

　現在，学校教育を取 り巻 く環境の急激な変化の中で，学校は，児童生徒の個性を

伸ば し，豊かな心をはぐくむため，学校の自主性 ・自律性を確立 し，特色ある学校

づ くりに取 り組むことが求められている。そのためには，教職 員一人一人が，その

資質能力を向上 させなが ら，それを最大限に発揮 し，学校運営に積極的に参画 して

いくことが大切である。

※子どもたちに提供される 「教育の質」の保証を前提に，以下の改革 （改善）に取り組

　むことの明記

※すなわち，学校の組織としての力と教職員の資質能力の向上を図ることである。

　具体的には，①学校の自律的経営の実現による特色ある学校づ くり，

　　　　　　 ②教職員の資質能力の向上，
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　　　　　　 ③学校運営への参画，である。

※別紙 「教員の評価をめ ぐる関係概念図」 （参照）

※別紙 「年間スケジュール」 （「新 しい教職員の評価 システム （パ ンフレッ ト）」平成

18年3月 　 岡山県教育委員会作成）

②評価の活用 としての 「教員の質」の向上

4　 教員の評価の活用の在 り方

評価結果は，教員の資質能力や意欲の向上及び研修など人材育成に活用すべ

きである。

　また，今後の公務員制度改革の動向を踏まえながら，配置，給与等への反映

について も検討すべきである。

（1）資質能力 ・意欲の向上

新 しい教員評価システムでは，一人ひとりの教員と管理職 とが，職務上の実績だ

けでな く，その努力の過程を十分に話 し合うことで相互理解を深め，教員自身が自

己のさらなる伸張を図るべ き点や課題を見い出す ことによって，資質能力や意欲の

向上を図ることが必要てある。

　この点か ら，管理職や教育委員会は，教員がやりがいを感 じることがで きる評価

システムとなるよう，その趣旨について教員の十分な理解を得ることに努めるべき

である。

（2）研修

　 この評価 システムにより，教員 は自己の特性と課題を認識することができるので

，これを基に，主体的に研修に努めるとともに，教育センター，教育委員会等が実

施する研修講座へ積極的に参加するなど，自己開発を図 っていく必要がある。

　また，高い資質能力や意欲を持つ教員 については，さらなる資質能力の向上を図

るための研修への参加 も検討すべきである。

（以下，略）

2． 新 しい教員評価 システムの現状

（1）システムの概要

※別紙 「新 しい教職員の評価 システムの年間スケジュール」等 （岡山県教育委員会作成

「新 しい教職員の評価システムがスター トします」より）

※ 「新 しい評価 システムの二つの柱 とは」

　　・自己申告よる目標管理－教職員の自己目標の設定 とその自己管理， 自己評価によっ

て意欲や資質能力の向上を図ります。

　　 ・新 しい勤務評価 －管理職による日常の支援 と，評価 に関する情報の教職 員へのフィ

ー ドバ ックにより資質能力の向上を図 ります。
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(2)　調査にみる 「教員の質」の向上と教員評価

①教職員用アンケー ト結果

・平成19年2月 実施 （岡山県教育委員会）

・対象

小学校30校 　　　 471名

中学校16校 　　　 360名

高等学校7校 　 　 　342名

特別支援学校3校 　212名

合計 　56校 　 　1385名

・結果

1） 中間面談 と教員の資質向上

(4)　中間面談は、自己目標の取組を進める上で効果があったと思いますか。
① あった　 ② なかった 　 ③どちらとも言えない

2） 最終面談 と教員の資質向上

(6)　最終面談は 、教職員の資質能力の向上や意欲の向上に効果があると思いますか。次の中から一つ選んでお答えください。　
また、「③ あまり効果はない。」「④ 全く効果はない。」と回答した場合は、その理由を具体的に書いてください。
① 大変効果がある　 ② 効果がある　 ③ あまり効果はない

　④ 全く効果はない 　 ⑤どちらとも言えない

「③ ・④ 」の記 述 回答 （主なもめ）

○ 認めてもらい嬉しいが、今後の努力目

標や客観的に見て自分の欠けている
所を教えてもらいたかった。

○ 評価結果を聞いていないので、役に
立ちようがない。

○ 生徒を指導している場面（授業を含めて）を管理職はほとんど見ていない
。

○ 単なるお互いの意見交換に終わった。
○管理職の一方的なものだった。

－134－



3） 評価システムの効果

(1)学校 経営目標の方向性に沿った自己目標に取り組むことで、達成感・充実感を得ることができましたか。
①大 いに得られた　 ②得 られた　③ あまり得られなかった　④全く られなかった

（2）（1）で「③ あまり得られなかった。」「④ 全く得られなかった。」と回答した方のみお答えください。
達成感・充実感が得られなかったのはなぜですか。

○頑張ろうと思って立てた目標だったが、忙しさから手が付けられず、かえって挫折感が大きかった。
○学校経営目標が一方的に押しつけられたものであると感じた。
○授業をほとんど見てもらえず、子どもの成長について具体的にほめてもらうことがなかった。
○ 自分が頑張っているところは理解されてない気がした。
○ 自分自身の目標が学校経営目標に沿ってきちんと定まっていなかった 。
○従来どおりやっていることで、特にシステムが導入されたからと言って達成感はない。

（3）学校経営目標の方向性に合わせて、自己目標を設定したことで、学校組織は活性化したと思いますか。
①思う　　②思わない　③ど ちらともえ ない

（4）（3）で 「②思 わたい。」と回答 した方のみ お答えください。

学校組織が活性化していない理由は、どのようなことだと思いますか。
○教職員の意識に差がある。全体で力を合わせようという意識がないと活性化はできにくい 。
Ｏ方向性は合わせたとしても結局は個々が異なる目標を設定しているので、組織の活性化まではつながらない。
○学校経営目標自体が本校の多くの教員には納得できないものだった。

(5)教職員の評価 システムでは、管理職から日常の観察に関するフィードバック、面談での指導・助言、勤務評価結果に関する指導
・助言等が行われます。これらのフィードバックについて、あなたの資質能力の向上に資するものがありましたか 。

① あった　 ② なかった　 ③ どちらとも言えない
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②学校用 （校長対象）アンケー ト結果

・平成19年2月 実施 （岡山県教育委員会）

・対象

小学校188校

中学校110校

高等学校77校

特別支援学校11校

合計386校

・結果

1） 中間面談と教員の資質向上

(6)　中間面談は教職員の資質能力の向上や意欲の向上に効果があったと思いますか。
① あった　 ② 特になかった　 ③ どちらとも言えない

2） 最終面談 と教員の資質向上

(6)　最終面談は、教職員の資質能力の向上や意欲の向上に効果があると思いますか。
① 大変効果がある　②効果がある　③あまり効果はない　④ 全く効果はない
⑤ どちらとも言えない
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3） 評価 システムの効果

（1）評価システムの実施により、学校組織活性化の効果が出ていると思いますか。
①はい　　2い いえ　③ どちらと 言えない

（2）評価システムの実施は、教職員の資質能力の向上につながっていると思いますか。
① はい　 ② いいえ　 ③ど ちらとも言えない

（3）(1)又は（2）「で、「②いいえ」「③ どちらとも言え ない 」と回 答した学校のみ お答えく ださい。

教

職員の資質能力の向上と学校組織の活性化に向けて、どのようにすればよいとお考えですか。（記述回答）
○自己目標シートのよさを生かし、実態や課題の共有化と実践の交流が可能なシステムと人間関係を築くことが大切。
○効果的なフィードバックのための校長・教頭のコーチング研修が必要。
○教職員間で互いの 目標を共有することが大切。
○ 教職員個々の意識に管理職から評価されるので「やらされる」 という感覚が強い 。むしろ、こんなことを期 待 されて いるといったものに

した い 。

○教職員一人一人 が学校組織の一員として、学校経営に参画しているという気概を持って、仕事に当たることができるように、会議の持

ち方、教育実践の在り方等に力点を置くべき。実現可能な具体的な目標を一人一人の教職員が必要感を持って共に作成し、共通の
目標 に向かって協働していくその過程が大切。今年度は、評価することに意識が向きすぎ、新しいこの制度を十分活用できず、課題
を残 した。

○校長の説明不足もあり、教職員一人一人に評価システムの重要性を認識させるまでに至らなかった。管理職だけでなく、全教職員に
評価システムの意義を認識させる研修が必要である。

○ コミュニケー ションの時 間を 組織 全 体の システムとしていか に確保 するか ということが課 題 で あるように思った。

3． 教員の質の向上と教員評価 システムの課題

(1)教 員評価の基本的方向

　・中教審答申 「新 しい時代の義務教育を創造する」 （平成17年10月26日 ）

○学校教育や教師に対する信頼を確保するために,教 員評価への取組が必要である

。教師の評価は,民 間企業で行われるような成果主義的な評価はなじみにくいとい

う教師の職務の特殊性等に留意 しつつ,単 に査定をす るのではなく,教 師にやる気

と自信をもたせ,教 師を育てる評価であることが重要である。
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※教員評価＝ 「教師にやる気 と自信を持たせ，教師を育てる評価」

〓

※教員評価システム上の課題＝公正性 ・合目的性のもとでの評価の実施

　　　　　　　　　　　　 ＝透明性を確保 して教員の納得性を高め，教員評価に対す

　　　　　　　　　　　　　 る信頼性を確保

　　　　　　　　　　　　 ＝評価結果の開示 ・面談によるフィー ドバック

　　　　　　　　　　　　 ＝評価結果に対する意見の聴取や相談等のシステム整備

　　　　　　　　　　　　 ＝評価者の評価能力の向上 （評価者研修の充実）

(2)「学校力」の構築と教員の質の向上

・中教審答申 「新 しい時代の義務教育を創造する」 （平成17年10月26日 ）

　学ぶ意欲や生活習慣の未確立，後を絶たない問題行動など義務教育をめ ぐる状況

には深刻なものがある。公立学校に対する不満 も少な くない。

　我々の願いは，子 どもたちがよく学びよく遊び，心身 ともに健やかに育つことで

ある。

　そのために，質 の高い教師が教える学校，生 き生きとした活気あふれる学校を実

現 したい。

学校の教育力，すなわち 「学校力」を強化 し， 「教師力」を強化 し，それを通 じ

て，子 どもたちの 「人間力」を豊かに育てることが改革の目標である。

※ 「学校力」の中身 は，学校の教育力すなわち授業を中心 とした教育指導に関する組織

としての力であり，その向上には教師一人ひとりの指導力の強化が不可欠である。

※それゆえ， 「あるべき教師像の明示」として 「優れた教師の条件」が①教職に対する

強い情熱，②教育の専門家としての確かな力量，③総合的な人間力，の3つ が提示さ

れたものと考え られる。

※と同時に，教師の質の向上について，次のような視点を提示 している点に留意する必

要がある。

教師の質の向上 のためには，職場の同僚同士のチームワークを重視 し，全員の レ

ベルを向上 させる視点 と，個々の教師の能力を評価 し，向上 を図 っていく視点の両

方を適切に組み合わせることが重要である。その際には，校長の リーダーシップ及

び学校を支える教育委員会の役割が重要である。

※学校 における研究的機能，雰囲気の情勢，支援などによる学校 内課題 としての組織文

化，具体的には教職員を育てる文化，教職員の努力を認める組織風土の耕作が必要

※学校評価と教員評価の有機的連携の必要性でもある

※組織 としての学校 とその活性化

　 ・学校を組織 とす るために，また，学校の組織を活性化す るためにも3つ の原則が効

果的に働 く組織づ くりを進めることが重要。
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　 1）各人の活動を方向づける共通の目的や目標 （共通の目的）

　 2）各人が組織 に対する自分の活動を提供 しようとする意欲 （協働意欲）

　 3）各人の活動を相互に調整するためのコミュニケーション （コミュニケーション）

（3）教師の職務特性と教員評価の意味

①子どもは 「教師の姿」をみて， 自らも 「教師」を目指す

　 ・教育学部の学生の70％ は， これまでに出会 った教師の影響で， 自らも教師を目指す

　 傾向にある。

　 ・子どもの将来 （進路形成）に多大な影響を与える職業 としての教職。

② 「自己省察」に基づ く自己成長が不可欠な職業

　 ・自らを振 り返 り，絶えず成長 していくことが期待 される職業である。

　 ・と同時に，そうした成長を支え合 う同僚集団が身近に存在する職業である。

　 ・自律性に基づ く裁量性の確保とともに，協働性に基づ く組織づ くりが不可欠。

　 ・ 「自律性」とは，教育活動において不可避の裁量性 と自己改善性によって成 り立つ。

　 ・ 「自己改善性」とは，生徒の実態認識 に基づいて 自らの教育活動を継続的に修正 ・更

新 していくことのできる状態。

　 ・こうした自律性を促すためには，それぞれの教師が認識 している実態認識， それに関

する教育実践の課題 と可能性に関するコミュニケーションを活性化させ， それに関す

る情報と知識の交流と蓄積が進展すること，すなわち学校の教育実践の実態認識に関

する協働性が必要となる。

※その鍵を握 るのが，学校評価 （授業評価を含む）であ り，その分析を通 した教員間の

コミュニケーションの活性化である。

③ 自己省察を行 う方法論の一つとしての教員評価の活用

　 ・教員評価の目的＝一人 ひとりの教員の職能成長 ・職能開発 にある

　 ・自らが立てる 「目標」を手掛か りに，次のステ ップをめざして主体的かつ回 りの支援

　　を受けなが ら，さらなる成長を目指す活動としての教員評価

　 ・と同時に，学校の教育課題の共有化に基づ く学校改善の方向や手法に関する共通理解

　　の進展を促す教員評価。

おわ りに

　※ 「教育の質」の改革としての教育改革
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（5）教職員の評価をめぐる関係概念図
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新しい教職員の評価システムの年間スケジュール
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３ － ２　 東 京 都 に お け る 教 員 評 価 に つ い て

　　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　 東 京 都 杉 並 区 教 育 長 　 井 出 隆 安 氏

【司会 】　 それ で は、お2人 目の発 表 は、東 京都杉 並 区の教育 長 の井 出隆安先生 です。 井

出先 生 は、昨年 の4月 か ら杉並 区の教育 長 を、そ してそ の前 は、東 京都教 育委員 会 の指導

部長 をな さってお られ ま した。 さらにその前 は、人 事部 の人事 企画 担 当部 長 とい うよ うな

こ とで 、ま さに今 日のお話 の 当事者 として ご活 躍 で した。

　 また 、小学校 の校 長 の ご経験 もお あ りで 、そ うい う面でい く と、管理職 といい ます か 、

校長 の経 験 もあ り、行政 の経験 もあ り、 さらに今 は教 育委員 会 の教育長 とい う立場 で、 い

ろん な角 度 か ら大変 興 味 あるお話 をお 聞 きで き るか な とい うふ うに思 ってい ます。 で は井

出先生 、 よろ しくお願 いい た します。

【井 出】　 ご紹 介 いた だ きま した杉並 の井 出 で ございます。 よろ しくお願 いいた します。

東 京都 にい る時 か ら、 小松先 生 とは、い ろん な ところでお仕 事 を一緒 に させ てい ただ きま

して 、そん な関係 で今 日の仕 事 もお 引 き受 け を した ところで あ ります。

　 実 は今 、学校 評価 のシ ステ ム をつ くってお りま して、 これ ま での 、い わば教育課程 等 を

中心 と した評 価 か ら、経営評 価 をシステ ム化 し しよ うとい うこ とで 、そ の試 行 を去年 か ら

小松先 生 に指導 してい た だいて行 ってい る ところです。

　 私 は平成10年 に都 教委 の人事部 に入 りま した。 この人 事考課 制 度が始 ま ったのが平 成

12年 で して、そ れ に合 わせ て、平成12年 に管理職 の選考 制度 も変 え ま した。 ですか ら、

私 は、平成11年 は この仕 事 に掛 か りっき りだ った よ うな気 がす るん です が、現場 に も ど

っ てみ る とこの 両方 の制度 とも、今 、制度 の 有効性 を問 われ てい るの ではない かな と思 う

こ ともあ ります。 今後 、改 善 を してい く中で 、 よ り一層有 効 な ものに していか な くて はな

らない と思 って います 。

　 それ に合 わせ て 、平成13年 に主幹 制が制 度化 され ま した。 これ は14年 に公布 して、15

年 か ら始 まっ たんです が。実は 、今 この主幹制 の見直 しも必 要 にな ってお ります 。当初6500

人 の主幹 を小 中高盲 聾養護 学校 に配置 をす る とい う計画 で したが 、小学校2名 、 中学校3

名 、高等 学校6名 、 盲聾養5名 とい う定数 が埋 ま り切 ってい ない状 況 です 。

　 これ は、教員 の年齢 構成 で あ る とか 、キ ャ リア形 成 の考 え方 の変 化 であ る とか、 あ るい

は 、教育管 理職 に対す る魅 力 の問題 で あ る とか、 い ろんな処遇 も含 めて、解決 しな くちゃ

い けな い問題 であ って、 単 に数字 を操作 すれ ば何 とか な る とい うほ ど単純 じゃない とい う

ふ うに も思 ってい ます 。

　 平成10年 か ら平成17年 まで8年 間、都 にお りま して、人 事考課 制度 、主幹制度 、それ

か ら、先 ほ ど言 い ま した 管理職 の選考制 度 、そ して、教 員 の定期異 動 要綱 の変 更 に も関 わ

りま した。

　 平成18年4月 か ら杉 並 区に、い わば古巣 に戻 っ た形 な んです けれ ども、今 度 は 自分 た

ちが関 わっ てつ くって きた制度 を運用す る側 か ら見 る と、や っかい な仕掛 けに なって いて、

こん なふ うにす るので はなか った とい うよ うな ところ もあった りします。 そ んな こ とも織

り交ぜ なが ら、少 し報 告 を させ てい ただ きたい と思い ます。
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1． 東 京 都 の 人 事 考 課 制 度

　本 日、タイ トル は 「東京 都 にお け る教員 評価制 度」とい うこ とにな ってい ます けれ ども、

構成 として は、教職員 評価 制度 の大枠 と、 そ して今 後 の課題 とい った ことでお話 を させ て

いただ きます。

　 この教員 評価 制度 は 、大 き く、 自己 申告 と業績評 価 、 この ２本 立て にな ってい ます 。 も

う先 ほ どか ら議 論 され てお ります けれ ども、 目標 管理 の手法 を導入 して、単 に反 省す る と

い うこ とで はな くて、教職 員 自 らが 自分 を振 り返 る とい うこ とを通 して、 目標 に どこまで

迫れ たか とい うこ とを明 らか に しなが ら、職 能成 長 を図 ってい くとい うものです。

　 評価す る側 は、 そ の評価 情報 、 いわ ば人材 情報 を、そ の後 の学校 活性 化 に充て てい くと

い う仕組 み にな ってい ま して 、そ の 自己申告 と業績評価 をつ な ぐものが授業観 察 と面接 で

す。

　 初 めに、東京 都 の人 事考課制 度 のあ らま しです。導 入 の背 景 と経過 、人事 考課制 度 の内

容、 それか ら人事 考課制 度 の果 たす役 割 につ いてお話 い た します 。

　 この人事考課 制 度 の導入 の 目的 に学校 の活性化 が あ ります 。　 「い じめ」 とか 「不 登校 」

とい った 山積 す る教 育課題 の解 決 に向 けて 、意 識改 革 と資 質能 力 の向上 が必要 であ る とい

うことです。

　 この 「学校 改革 の推 進」 の ところ にあ ります 「都 立学校 等 の在 り方検討 委員会 」 は平成

9年 に立 ち上 げ られ ま した。都 立 高校 を どの よ うに変 えてい くか検討 してい る さなか に、

例 の新 宿 高校 で習 熟度別 授業 の未履 修 問題 、去年 の未 履修 とはち ょっ と違 うん です けれ ど

も、その 問題 が起 きま して、それ を調べ てい く中で、い わば校長 の学校経 営が機能 してい

ない とい うこ とがわ か りま した。

　 例 え ば、習熟度 別 の授 業 を展開す る とき に充て たはず の教 員 が他 の こ とを していた こ と

等 が明 らか になって 、徹底 的 に問題 点 を洗 い出 して、改 革 を してい こ うと動 き始 めたの が

平成10年 です。

職員 会議 の規定 で ある とか、主任 制 も機 能 してい ませ んで したか ら、主任 を教 育庁 に呼 ん

で任命 す る とか、 あるい は、教頭 の人事 管理権 もほ とん ど機 能 してい ませ んで した ので 、

そ うい った ものを回復 してい くこ とが 当面 の課 題 で した。

　 小 中学校 は ど うだ った か とい うと、 当時 、成 績特 昇、通 称勤評 特 昇 とい うのがあ ったん

です が、勤務 評 定の一 覧表 と、校長 が上 げ て くる成績 特昇 の順位 表 が、一 致 してない んで

すね。 成績 下位 者 が 堂々 と特 昇 の推薦 の上 のほ うに載 っかって い る。 格差 是正 とい うか、

不均衡 等是 正 の道 具 に使 われ て い る とい う実 態 があ りま した。

　 この勤評 特昇 の ヒア リング をす る と、面 白か った のは、前年度 の勤評 が非 常 に悪 い、前 々

年度 も悪 いの に、 ど うして、 この特昇 の推薦 の上 の ほ うに あるん ですか と聞 くと、成績 は

悪 い け ど一 生懸命 や って くれ た か ら と、盛 んに校長 等が言 うのです。 で も、一生懸 命や っ

た ら、それ な りの成果 が あるん じゃない です か、そ れ は何 なん です か と言 うと、いや 、そ

れ は特 段 ない けれ ども、 とにか く一生懸命 や って るんだ と。 現在 、 業績評価 が 定着 して き

て、それ に基 づ く特昇 制度 は、 ほぼ定着 したかな と思い ます が 、実 は、そ うい う背 景 もあ

りま した。
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　 次 に、研 修体 系 の改善 です 。 当時、 「問題教員 」 、 「Ｍ教 員」 と言 っていた のを、 「指

導力 不足等 教員 」 とい う形 で定義 し直 して、 その扱 いの要項 を作 りま した。

　 ただ、 これが 大 きな問題 があ りま して 、分 限免職 にす るには校長 の 日常 の評 価 が物 を言

うわ けです が、 客観 的な評価 情報 がな くて困 る こ とがあ りま した。 生徒 の前 で物 が言 えな

い とい うよ うな状況 が あ りなが ら指 導力 に問題 がない とい うよ うな評 価 を してお き、事 が

起 きて か ら、 この先 生 は問題 なん です とは言 って くるけれ ども、 その問題 がいつ か ら発生

して、 ど うい う状況 に なってい て、校 長 と して ど うい う指導 を して きたのか とい う経緯 も

明 らか じゃ ない。

　 そ こで、指導 力不 足教員 の研修制 度 を先 にや って 、それ を きちっ と支 えてい く人事考課

制 度が必 要 なんだ とい うことにな りま した。 人事考課 制度 ・業績 評価 ・自己申告 ・面接 、

そ うい ったセ ッ トの中 で、指導力 の ない教員 を指導 して 向上 させ な が ら、それ で も駄 目だ

った ら、お辞 めい ただ くとい う仕組 み を作 る必要 があ った とい うこ とも、 この制度導 入 の

大 きな背 景 の １つ です。

　 そん な こ とか ら、平成10年 に 「教 員 の人事考 課 に関す る研 究会 」 を設置 し、平成11年

３月 に「これ か らの教員 の人事 考課 と人材 育成 につい て― 能力 開発型 評価制 度へ の転換― 」

とい う報 告 が され ま した。 そ して11年 ７月 、検討 委員会 を設 置 して制 度 を作 り、 管理規

則 の改 正、平成12年 ４月 に教育職員 の人 事考課 制度 を導入 した とい う経 緯 です。

　 導入後 の平成l6年 度 には 、業 績評価 に基 づ く教 育職員 の指 導育成 お よび職 務実績 記録

の導入。 これ につ いて は、例 の指 導力 不足教員 の分 限処 分 を行 うときの裏付 け資料 を きち

っ と取 るよ うに とい うことも、大 きな要因 にな ってい ます 。

　 それ か らも う １つ、教 育職員 の普通 昇給 に係 る業績 に基 づ く延伸 の導入。 昇給 とい うの

は 、普 通 １号俸 上 が るんです が、 これ を、 １号俸 の 中身 を ４つ に切 って 、 １号俸昇 給 とい

った場 合 には、 ４段 階 上が る とい うこ とに し、 下位 評価 の者 につ いて は、 ３段階 しか 上げ

な い とい うもの です 。つ ま り４分 の ３で あ り、結果 的 には、３月延伸 とい う形 にな ります 。

　 それ か ら、下位 評 定者 に対す る定期評価 の本 人開示 と苦情 相談 制度 を導入 いた しま した。

　 平成18年 に 、絶 対評価 を校長 評価 一本 に しま した。 これ は、 それ までは、教頭 あるい

は 、最 近 は副校 長 が １次評価 を してか ら、校 長 に よる ２次評価 とい うふ うになってい たの

です が、校長 に一本 化 しま した。

　 それ とも う１つ は、 絶対評価 の ５段 階評価 だ った のを、 ４段 階評 価 に しま した。 これ は

資料 を用意 しま した。 お手元 の⑦ と書い てあ る ところの裏側 を見 てい ただ けます か。

　 それ まで、 Ｓ、Ａ 、 Ｂ、 Ｃ、 Ｄの ５段階 評価 だ ったの を、　Ａ、 Ｂ、 Ｃ、 Ｄ と ４段階 に し

ま した。 ど うして こ うい うこ とを したか とい うと、 ５段 階 では、 ほ とん どＢにな っちゃ う

ん です ね。 また 、 よっぽ ど優 れて いな けれ ば Ｓじゃない んだ と言 っ て も、 Ｓがた くさんつ

い た りす る こ とが あ り、そ うい うことを反 省 して、 まず 、 「で きた」 、 「で きなかった 」

の ２つ に分 けて、で きた 中で特 に よくできた のは Ａ、一定程 度 で きれ ば Ｂ とす る。 で きな

い方 で、 ち ょっ とい まい ちだね とい うのが Ｃで、 このま まで は危 な い よ とい うのをＤ とす

るこ とに したの です 。 こ うす れ ば、集 中化傾 向 とい います か、 あ るいは安易 な評価 を避 け

るこ とが で きるだ ろ うとい うこ とです 。

　 そ して 、それ まで は下位評価 者 だけだ った もの を、本人 が希望 すれ ば、 上位 評価者 で あ
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って も開示す る とい うふ うに変 え られ ま した。

　 先 ほ ど言い ま した 人事考課 制度 の仕組 み は、 自己 申告 と業績評価 と、それ をつ な ぐ人材

情報 です。 それ を人材 育成 ・能力 開発 、任用 ・給 与制 度へ の反映 と、校 務 分掌や 人事異 動

に適 用 してい くとい う仕 組 みです。

　 言 わず もが なな こ とです け ども、副校長 ・校 長 、つ ま り管 理職 に とって は、 この人事 考

課が所 属職員 の把握 ・理解 につ なが ります。 先 ほ ど、 面談 を して初 めて よ く分か った とい

うのが 出てい ま した けれ ど、そ うい うこ とです 。

　 そ れ か ら、指導 育成 と資質 能力 の向 上、人 事情報 の校 内人 事へ の反映 、 そ うい った情報

を生 か した学校運 営 の改善 、つ ま り、学校 運 営へ の参画 を積極 的 に促 して い く とい うとこ

ろにつ なが って くるわ けです 。それ に よって、結果 的 に学校組 織 の活性 化 が図 られ る とい

うこ とです 。

　 教 員 に とっては、 目標 を立て る こ とに よって、意 欲 喚起 、 自己理 解 、管理職 との意思 疎

通 とい った こ とにつ なが ります。特 に、 この 自己理 解 は、先 ほ どの報告 に もあ りま した け

れ ども、職 能成長 を図 ってい く上 で非 常 に大 きな力 を果 た して くる とい うふ うに考 えてい

ます。

　 意欲 喚起 とか管理 職 との意 思疎通 とい うのは、他 の組 織 に も必要 な こ とで あ るわけです

けれ ども、先 ほ ど話 の出た教職 の特殊 性 とい った点 か らも、教 育職 員 の持 ってい る職 能成

長 と自己理解 とい うのは、表裏 一体 で非 常 に大 きな役 割 を持 って い る とい ます。

　 そ して 、承認 欲 求、公 正 な評価 の期 待 、 向上意欲 、処遇 に よる安 心 ・信 頼 と、そ うい っ

た こ とが期待 で き る とい うこ とです。

２． 人 事 考 課 制 度 の 柱 　 （１）自 己 申 告

　 それ で は、 この人事 考課制度 の最 初 の柱 であ る 自己申告 につい て話 を進 めます。 この 中

身 は、 自己 申告 の 目的 と学校経 営方針 と自己 目標 の設 定 、 自己 申告 書 の提 出、 キャ リア プ

ランの作成 の ４つ です。

　 まず 自己申告 の 目的 です。 一つ 目は 目標 を設 定す るこ とに よ り、 よ り主体 的 に職務 に取

り組む 、 ２つ 目は、 自己評価 を行 い 、 自己の能 力や 改善す べ き点 を把 握す るこ とに よ り、

職 務遂 行能力 の開発 ・向上 をめ ざす 、 ３つ 目は、 自己 申告 を通 じて教 育職 員 の適 性や得 意

分野 、異動希 望等 を把握 し、教 育職員 の育 成お よび 異動等 の資料 とす る とい うこ とです 。

　 この 自己申告 のた めの 目標設 定 です が 、 １つ は、学 校経 営方針 を校 長 の側 か らきちっ と

明示す る必 要が あ ります 。 これ は、学 校経 営方針 と言 った り、学校経 営計 画 と言 った りし

てお ります が、東京都 の場合 には、都 立学校 では、 学校経 営計 画 とい う用語 で統 一 してい

ます。 小 中につ きま しては、 両方 の言 葉 が共存 しています 。

　 資料 の① がそ のサ ンプルです。これ は、私 どもの小学校 の経 営 計画 です 。目指す 学校像 、

特色 あ る教 育活 動 、特色 あ る指導 体制 、19年 度 の取 り組 み 、期待 す る教職員 像 とい った こ

とが書 かれ てい ます 。

　 「未 来 を拓 く」 とか 「元気 、や さ しさ、輝 く瞳」 とか 、 こ うい った ものは、私 は あん ま

り好 き じゃ ない と言 うと嫌 われ るん です け ども （笑） 、最近 は、そ のサ ブ 目標 とい うか解

説 と して、 あい さつ が しっか りで きる とか 、一 生懸命 学ぶ とか 、元気 に遊 ぶ とか とい うの
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を付 け加 えて きてい る ものが多 くな ってい ます 。つ ま り、教 育 目標 は、評価 可能 な文 に し

た ほ うが いい ので はない か とい う話 です。

　 ところが、 そ うす る と、 目標 のス ケール が小 さくな る とい う主 張が あ ります。 で も、評

価不 可能 な 目標 とい うのは扱 い に困 るん じゃ ない か とい う話 を、今 、して い る ところです 。

　 そ の裏側 に 「19年 度 の重 点施 策 の取 り組み 目標 と方策 」 とい うのが あ ります。 平成18

年 、19年 、20年 と、 昨年 、本年 、来 年 とい う見通 しが書 かれ てお ります ので、 当然 これ

を踏 ま えて 目標 を設 定 してい く とい うこ とにな ります。 です か ら、 自己 目標 の設 定 に当た

っ ては、学校 経 営方針 に対す る 自分 と して の取 り組 み 目標 と、それ か ら担 当職 務 の 目標 と

して 自分 が分掌す る職 務 の 目標 を考 えてい くこ とにな ります。

　 この担 当職 務 の 目標 とい うの は主任職 の職務 目標 で はな くて、分 掌 として扱 う自 らの職

務 の 目標 を書 くとい うことに な ります。 内容 として は、具体 的 な取 り組 みの過程 です。

　 それ か ら、次 に併 せ て説 明 します け ど、研 究 ・研 修 につい て も書 くこ とになって い るん

です が 、実 は、 東京都 の場合 、研 究 ・研 修 の成果 は、業績 評 価 の対象 に しない こ とにな っ

ています。 それ は 、研 究 ・研 修 は 当然 の こ とで あって 、それ をす るこ とに よって職能成 長

し、そ の成 長 した能 力 が課題 解決 に役 立 った とす れ ば、そ の達成 した もの は、 「研 究 ・研

修 を した」 とい うこ とでは な くて、 「それ をす るこ とに よって伸 び た能 力で課題 を解 決 し

た」 こ とを評価 す る とい うふ うに してい ます ので、研修 ・研 究 を直接 の評価 の対象 に は し

てお りませ ん。

　 ち ょっ と先 に行 き ます 。この キャ リアプ ラ ン とい うのは、先 ほ どの 自己 申告 書の 「研 究 ・

研 修」欄 を補 完す る中 ・長期 にわ た る研修 計 画資料 とい うこ とに な ります。 期待 され る効

果 と して 、教育職 員 の課 題意識 の向上 、中 ・長 期的視 点 か らの人事 考課制度 の充 実、継 続

的 ・発 展的 な教 育職員 の資質 ・能力 の育 成 、教育職 員 の専門性 や特性 の有 効活用 と学校 運

営 の改善 が あ ります。

　 キ ャ リアプ ラ ンを、資料 に付 けてお きま した。表 が ステー ジ Ｉ、新任 か ら10年 まで。

裏側 が ステー ジⅢ 、21年 目か ら30年 目までです。 新任 の時 は、初 年次新 任研修 、 ２年次

研 修 、 ３年 次研修 、 ４年次研 修 、そ して10年 次 の研 修 とあ りますか ら、書 きやす いん で

す けれ ども、第 Ⅲステ ー ジでは40歳 を過 ぎた人 に、そ こか ら先 の10年 間の キャ リアプ ラ

ンを作れ と言 って も、今 更 こん なの を書 かせ るのか と、一番 不評 です。 中だ るみ を補 正 し

て 、 も う一遍 、心機 一転頑 張 りま しょ うとい うことです が、本 人 の意欲 次第 です 。

　 戻 って、 自己 申告 書 の提 出です。 当初 申告 、 ここは、具体 的な 自分 の 自己 目標 と取 り組

み を書 きます。中間 申告 は、目標 の追加 と変 更、それ か ら異動等 の希 望 です 。最 終 申告 は 、

自己評価 と成果 と課題 とい う仕組 み にな ってい ます。

３ ． 人 事 考 課 制 度 の 柱 　 （２）面 接

　 次 の面接 に行 きます。 面接 は当初 面接 、中 間面接 、最終 面接 があ り、先 ほ ど言 った 自己

申告 とセ ッ トに なって います。

　 まず人 事考課 と面接 の関係 です けれ ども、学校 経 営方針 を受 けて、職務 目標 の設定 を し、

これ を当初 申告 します。 それ を もって 当初 面接 を行 います。 それ か ら中間 面接 は、 中間 時

の達成状 況 の確認 、それ を踏 まえた指 導助 言 、それ か ら 目標 の追加 。先 ほ ど言 いま した異
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動等 の希 望等 につ いて10月 ぐらいに聞 き取 ります。 それ で 、校 長 は異動 の作業 に入 るわ

けです。 本人 自身 は、そ の後 、最 終 申告 に 当たって 、達成状 況 を確 認 して最 終 面接 に臨み

ます。

　 当初 面接 の 目標設 定 につい ては先 ほ ど話 しま した ので 、下 の職 務 目標 の修 正 の ところ に

行 きます 。教 員 の 目標 と学校経 営方針 との整合 性 が取れ てい ない場合 が あ ります。また、。

この 申告 を しな かった り、 申告 を して も、 ほ とん ど白紙 に近 かった り、校長 の経 営方針 と

は関係 ない 申告 を した りとい う者 もい ます 。です か ら、そ うい った ときに、面接 を通 して、

書い てな けれ ば、なぜ 書か ない とか、書 い てあ って も違 っ ていれ ば、学校教 育 方針 と違 う

こ とを指摘 して 、是正 を求 め るわ けです。

　 当初 面接 で は、期待水 準 の高低 の調整 を します。 ここ をかな り低 く書 いて くる人 がい ま

す。 昨年度 の水 準 よ りも下 げて くる場合 もあ ります か ら、 それ を、昨年 を踏 ま えた り、 そ

の人 の職能 成長 を踏 ま えた り、 あ るい は組織 としての期 待 も あ ります ので、そ うい った こ

とを考慮 して調整 を します。

　 そ して、 目標 の具体性 。先 ほ ど数値 目標 のお話 があ りま した。初 めの ころは、数値 目標

とい うの は非常 に分 か りに くくて なか なか理解 され ませ ん で した。 「教室美 化 」の 目標 に

植木鉢 の数 を上 げた りした もの もあ りま した。

　 つ ま り、 目標 を数値 化す る媒体 と して何 を用意す るのか とい う理解 が されて ない と、ず

っ とそれ が解決 しないん です ね。例 えば、 「日常の生 活 の リズ ム を安 定 させ る」、つ ま り、

「め りは りの あ る生活 をす る」 とい うよ うな 目標 を立 てた ときに、それ を測 る物差 し とし

て、遅刻 の数 を何回 以下 にす る と した と します。 遅刻 の数 を減 らす た めに は、朝起 きて、

ご飯 を食 べて 、 ちゃん と学校 に来 な くて はな りませ ん。 少 な くとも、起床 か ら登校 まで の

リズム が整 ってい な くて は遅刻 は減 りませ ん。 です か ら、 「日常 の生活 の リズム を安定 さ

せ る」 とい う目標 の メル クマール に遅 刻 の回数 を使 え るだ ろ うとい うよ うな話 を した こと

があ りあ ります 。

　 それ か ら 「楽 しい学校 生活 を送 らせ る」 い うのが よくあ ります が 、 こん なの ど うや って

評価 す るで しょ う。 私 、笑 い話 で話 した こ とあ るん です 。指 標 は 「忘れ 物が少 な くなる」

で ど うか。 「風 が吹 け ば桶 屋 が も うか る」型 の話 で、 「学校 が楽 しけれ ば、 うちへ帰 って、

その話 をす る」、 そ うすれ ば、 「明 日は こ うい うこ とをす るん だ よ」 とい う話 にな る。 明

日や るこ とが楽 しく待 たれれ ば、そ の準備 を前 の 日にす るか ら、忘れ物 が少 な くな る。遠

足でお弁 当 を忘れ て来 る子 どもって い うのは、 あん ま りい ない んです。 この 「風 が吹 けば

桶屋 が も うか る」式 の数値 目標 とい うの も、結構使 え るん じゃない か とい う話 しを した こ

ともあ りま した。 ただ、私 、校長 と して は、 これ をや って い ないの で、いつ も相談 を受 け

た ときに、 「こん なの ど う？」 って言 うぐらい で、実 際 に校 長 がそ うい うふ うにや ってい

るか ど うか はわか りませ ん。

　 次 に行 きます 。 中間面接 は、 さっき言 った とお りです 。

　 最終面接 は、 目標 の達成 度 、 自己評 価 の確 認 と職 務 目標 の達成 度 、それ か ら問題 点 ・課

題 を指摘 して 、職務 記録 と して残 してい きます。 能力 開発型 の人 事考課 にお いて 、指導・

助 言、職 能成長 を図 る場 に してい くとい うこ とでは 、 この ３回 の面接 が、先 ほ どか ら話 に

出てい ます け ど、非 常 に教職 員理 解 をす る上 で役 に 立った とい うこ とです。 それ か ら、教
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員 の側 か らすれ ば、 自分 を認 めて も らえ るいい機会 になっ た とい う話 は、数多 く聞い てい

ます。

　 この東京 都 の人事 考課 制度 、 ま だ組 織 的 に制度評 価 を して い ませ ん。 あれ や これや の、

ち ょっ と した ヒア リング とか はや って います けれ ども、制度全 体 を評 価 した情 報 はまだ な

い ので 、は っき り言 えないんです けれ ども、聞 き取 った限 りでは 、それ な りに効 果 は出て

きてい る と思 います。

４ ． 人 事 考 課 制 度 の 柱 　 （３）業 績 評 価

　 次 に、大 きな柱 の ３つ 目、業績 評価 です。 ここで は、 目的 と対象 、業績 評価 の手順 、評

価 者及 び調 整者 、職務 範 囲、評価 項 目と主 な職務 内容 、評 価 要素 、プ ロセス評価 、評価 基

準 ・着 眼点、標 語 、授 業観 察 、本 人開示 と苦 情相 談 、教 育職 員の指 導 ・育成 の12項 目に

つ いて説 明 します。

　 まず 目的 と対 象 です。 目的 は、教職員 １人 １人 の資質 能力 の向上 と業績 評価 の結果 の給

与 や昇任 等へ の適切 な反 映です。 対象 はすべ て の教職員 です。 た だ、 ４カ月以 上 の教員 実

績 を持 って いない者 につ いて は、評点 か ら外 します。 それ か ら、指 導主 事、研修 で派 遣 さ

れ てい る者 も外 してお ります。

　 この業績評価 の手順 です が 、３月31日 現 在 を基準 日 として 、４つ の評価 項 目につ いて、

３つ の評価 要 素 ご とに、評価 基 準 に従 って ４段階評 価 を行い 、全部 ま とめて総合 的 に ４段

階 評価 します。

　 評価者 お よび調整者 は、第 １次評価 は校長 です。 それ ま での第 １次教頭 、第 ２次校長 と

い うのをや めま した。

　 区市 町村 の人事担 当部 長 とい うのは、 これ は 、大体 どこの区市 も、指 導課長 、指 導室長

がや ってい ます 。私 の ところは、人事企 画課 に変 えま した ので、 そ こがや る こ とに してい

ます。最 終評価 は、教育長 が ５段 階 の相 対評 価 を行 い ます。

　 次 に、そ の評 価 の対象 となる職 務範 囲です 。 これ は も う当た り前 といえ ば当た り前 です

が、勤務 時 間内 のす べ ての職務 です。 言い方 を変 えれ ば、勤務 時 間外 は評 価 の対象 と しな

い とい うこ とです が、 ここが 、導入期 に一番 混 乱 しま した。 勤務時 間 内にお け る職務 を評

価 の対象 とす るので あって、例 えば退 勤後 、酒屋 で酒 を飲 んで少 し トラブルを 起 こ した と

して も、それ は直接 の評価 の対象 にはな らない。 だ けれ ども、そ の こ とに よって信 用 を失

墜 し、その後 の指導 に効 果が上 が らな くなった とい うこ とになれ ば、 当然 、学 習の評価 の

部 分 の成 果 が下が って きます か ら、 そ こにおい て評価 します。

　 あ と超 勤 ４項 目に基づ く勤務 は評価 の対象 に します。

　 時 間外 に、 自発性 に基 づ き校長 の承認 の下 に行 った補 習 、部活動 指導 、家庭 訪問 、地域

の見回 り等 は、 これ は 、や らない人 もい ます か ら、や った人 で 、顕 著 な実績 が あった場合

には 、プ ラス加 点 をす る こ とに して います。

　 部活動 につ いて は、東京 都 は 「部活 動 は教 育課 程 の一環 であ る」 と管理 規則 を変 えま し

たの で、校長 は部活 動指 導 を命 ず る こ とが で きます。 それ も教育活 動 の一環 と してや りま

す の で、そ こで の業績 は評価 の対象 にな ります。

　 先 ほ ど出 て きま した評価 項 目です が、大 き く分 けて、学習 指導 、生活 指導 、進路 指導 、
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学校運 営 、特 別活 動 ・その他 となって います。 そ のそれ ぞれ の評価 項 目にお け る主な職 務

内容 とい うの は、そ こに書 いて あ る とお りです。

　次 に行 きます。先程 か ら能力評 価 の話 が出 てお りま した。この評価 要素 、す な わち能 力、

情意 、実績 です が、 この能 力 につ いて は、 その本 人 が持 ってい る全能力 を評価 の対象 にす

るので はな くて 、 自分 の職務 遂行 にか かわ る能力 を さします 。一番 外枠 が 、そ の被 評価 者

の全 能力 、その 中の職務 に関す る能力 、そ の コアに な る職 務 遂行 にか かわ る能力 、 日常の

職務 遂行 を通 して発 揮 され た能力 を評価 す るこ と としてお ります。

　小 学校 で も、バイ リンガル の先 生 、英語 の能力 の非 常 に高い人 が います けれ ども、 これ

を評 価す る場 面は、 当然小 学校 の場合 には、 ほ とん ど限 られ て きます。 英語 活動 等 でそ の

能力 を発 揮すれ ば評価 の対 象 にな ります が、英語 が話せ る とい うこ とだ けで ば評価 の対象

に しませ ん。

　 情意 （意欲 ・態度） 。 ここは、いつ も苦 労す る ところです 。

　 それ か ら実績 。 この実績 の ところで 、 「能 力 ×情 意 ±外部 要 因 ＝実績 」 とい う数 式 があ

ります けれ ども、 この外部 要 因の プ ラスマ イ ナス とい うのは 、本 人 の能力 以外 に、周 囲 と

の協力 関係 であ る とか、 あ るいは 、ほか の要 素が かかわ って きます か ら、それ の プ ラスマ

イナ スは 当然 で ある とい うこ とです。

　 実績 を成果 だ けで評 価す るので はな くて、後 にあ るよ うに、学習指 導 を評 価す る場合 に、

プ ロセ ス を ど う評価 す るか とい うことがあ ります。 最終 的 には、学 習 目標 を達 成 して、 児

童生徒 が成長 す る、変容 す る、教 育 目標 の あ る部分 を達成 してい く とい うこ とにな るわ け

です けれ ども。

　 まず 学習 を組み 立て る には、児童 ・生徒 理解 が 当然必 要 にな って きます 。 そ の点 につ い

ては能 力 で評価 して、 意欲 は情 意 で評価 す る。 次 に、児 童 ・生徒理 解 、教材理 解 に基 づい

て 、指 導計 画 を作成 しま す。 これ は 当然 、能 力 も求 め られ ます が、意欲 が なか った ら指 導

計画 のい い ものはで きませ んか ら、そ こを評 価 します。

　 そ して 、指導計 画 を作成 して 、指導 内容 ・教材 を工夫 します。 さらに新 たな もの が加 わ

って くれ ば、実績 で評価 します。 そ して最 終的 に、生徒 が どれ ぐ らい変化 した か とい うと

ころで も実績 で評価 す る。

　 よ く問題 にな るのは、 テス トの成績 が上 が った ら、先 生の実績 も良 くな るのか とい うこ

とです。 さっき の具 体的 な数値 目標 とい う ところで 、 「自分 が担 当す るク ラスの ５％の子

を英 検準 ２級 に合格 させ る」 こ とを 目標 に書い た人 がい ます 。 けれ ども、教 科英 語 の指導

と英 検 の準 ２級 を受 か らせ るた め の指 導 は違 います か ら、そ こを何 で結ぶ のか とい うプ ロ

セ ス を明 らかに しな くてはな りませ ん。校 長 が ど うい う面談 で指導 した か、私 は、把 握 し

てい ませ ん けれ ど、難 しい課題 です。

　 評価 基準 と着眼 点 につ きま して は、 そ こに細か いの があ ります ので 、ち ょっ とご覧 くだ

さい。⑤ と書いて あ るのが、 そ うです 。

　 一番外 側 が、先 ほ ど言 い ま した評価 項 目、そ して評 価 要素 です。 そ して、 それ ぞれ の要

素 につ いて 、 こ うい った着眼 点で 見て いき ます。 それ を、 Ａ、 Ｂ、 Ｃ、Ｄの段 階 で評価 し

ます。 これ は主幹用 です か ら、 「学校経 営へ の参 画」 とい うのが 、一番 上 に来 て い ます 。

　 裏側 に教諭 用 があ ります。 それ は、 一番 上 は 「学習指 導」 とな っています。
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　 それ か ら、この着 眼点 につい て 、その例 を挙 げ たのが 、次 の⑥ です 。主幹の着 眼点 の例 、

これ は 高等 学校 です け ども、例 えば 、 「分 掌 の責任 者 と して、学校 経 営方 針 の趣 旨 を徹底

し、所属 教員 の意 思統一 を図 ってい るか」 とい うところか ら見 た ら ど うな ります か とい う

こ とです 。

　 次 に、標語 です。これ は新 しい標 語 です。ハイ ジ ャンプ に例 えて説 明 してい ます。Ａは、

楽 々飛 び越 える。 Ｂは、 まあバー に触 れ そ うに な るけ ど飛 び越 える。 Ｃは落 とした。 Ｄ は

飛 ぶ前 か ら体が 当た って落 ちてい る、踏 み切 って いない とい うよ うな、 そんな よ うな形 で

説 明 して います。ご覧 の よ うに、Ａ、Ｂ とＣ、Ｄを完全 に分 けて 、真 ん 中をな くしま した。

　 さて、 こ うい った 評価情 報 を ど うや って 得 るかです。 もち ろん面接 と自己申告 か らの 情

報 もあ ります けれ ども、教 員 の職 務 とい うの は、第 １に、子 どもに勉 強 を教 え る とい う一

番 分か りやす い場 面が あ ります 。

　 主幹 は、 それぞれ 校務 運営 につい て参画 してい ます か ら、それ は それで実態 を把握 して

い く必 要 はあ ります けれ ど、多 くの教育職 員 、教諭 は 、授 業 を して い るわけです か ら、 こ

の授業 をき ちっ と観 察 しな くて はな りませ ん。 授業観 察 をす る こ とを通 して、職務 遂行 の

か な りの部 分 を見てい こ うとい うこ とで、 これ を義 務付 けて います 。観察 方法 は １単位 時

間 、年 ３回。 １学期 、２学期 、３学 期。申告時 期 に合 わせ てや る とい うこと としてい ます。

　 次 に 、そ うい った評 価情報 を合 わせ て、最 終 的 に本人 に開示 す るわ けです が、 これ ま で

は、最 下位 評価 者 だけで した。 昨年度 か ら、希 望者 に も開示 を してい くとい うこ とに な り

ま した。

　 それ で、 そ こに開示 のプ ロセ ス 、苦情相 談 の仕 組 み を入れ てお きま した。⑧ 、⑨ あた り

です。 まず⑨ の ほ うが、 教育職 員定期 評価 本人 開示 の概 要です。 本人 が異動 した場 合 、前

任 の校長 が説 明 します。 もちろん 、異動先 の校 長 が説 明 して もいい んです けれ ども、異 動

す る前 にきち っ と説 明 して い く とい うこ と とか、 要す るに、評価 者 が被評 定者 に対 して と

責 任 あ る説 明 をす る とい うこ とが 一番大 事 な ところで 、 これ がない と、や り逃 げ、言 い っ

ぱ な しにな り、 不平 と不満 がた ま って信 頼 を失 くし評価 の 目的や意 味 もな くなって しま い

ます。

　 それ か ら、苦 情相談 の仕組 み は、そ の裏側 にあ ります 。 問題 が あれ ば、人事 担 当者 が外

部評価 者 か ら事 情聴 取 した りして、 そ して最 終的 に評価 につい て、や は り苦情 もそれ な り

に意 味 があ る とい うこ とが判 明す れ ば、評価 者 に もきち っ と指導す るこ とに よって評 価 さ

れ る側 の納得 を得 られ る よ うな形 を担保 してお きた い とい うものです。

　 これ は ２つ意 味が あ りま して、次 の指導 育成 の とこ ろに関わ ります。 これ はイ ン タラク

テ ィブ な評 価 の関係 を維持 してい くとい うこ とだ けでは な くて 、指導力 不足等 教員 へ の対

応 を可能 にす るためで もあ ります。 そ の後 の指 導 につい ては 、育成 シー ト、問題 点 と取 り

組 み、 育成記録 、つま り、い つ、 どん な場 面 で何 を話 したか 、 とい うこ とについ て の記 入

方 法が 書い て あ ります。 こん な こ と してい る暇 が ない と、一番 、校長 ・教頭 に嫌 が られ て

い る ところです が。 だ け ど、 全員 にや るわ け じゃない し、 これ が人事 考課制 度 の柱 で もあ

ります か ら、せ めて下位評 定 をつ けた者 につ いて は、 その育成課 題 を明 らか に して 、定期

的 ・継続 的 に指導 を して、問題 点 を解決 していか な くてはな りませ ん。

　 この、職 務 実績記録 は指 導力 不足教員 に認 定す る とき のべ ー スにな ってい ます。そ して 、
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研 修命令 で あ る とか、最終 的 には職種 変更 、 それ が駄 目だっ た ら分 限に よ る免 職 とい う、

人事 の基礎 資料 に なっ てい くので 、いつ誰 が どこで どん な こ とを して、それ に対 して どん

な指導 を した か とい うこ とを、ち ゃん と書 い てお く必 要 があ ります。

５． 導 入 後 の 課 題

　 課題 と しては 、評 価精 度 の向上 、昇給 ・昇格 等へ の適切 な反 映、研 修体 系 の整備 があ り

ます。

　 先 ほ どか ら話 を して きてい ます けれ ども、評 価情 報の収集 、特 に授 業観 察、 これ をち ゃ

ん とや るよ うに してい かな い と、 自己申告 と関連す る周 辺情報 だ けに なって しまい 、評価

の信 ぴ ょ う性 を担保 す る ものが半分 になっ て しまいます。 これ が、 まだ まだ徹底 してい ま

せ ん。 職務 実績記録 につい て も、 これ を正確 に書 いて い くこ とに よっ て、今後 の指 導 に生

か し、処遇 に反映 させ ていか な くて はな りませ ん。

　 それ か ら、 も う １つ は、評価 者 訓練 を もっ と してい かな くちゃい け ない。着 眼点 を ほ と

ん ど理 解 してい なか った り、ハ ロー効果 で あ る とか、 中央化傾 向 とい った評定 誤差 が相 変

わ らず あ ります。 Ｓ、 Ａ、 Ｂ、 Ｃ、 Ｄの ５段 階評価 の真 ん 中を取 り払 って、 Ａ、 Ｂか、 さ

もな きゃ Ｃ、 Ｄか とい うふ うに変 えは しま した が。

　 それか ら、標語 の理解 もそ うです 。 これ までや って きた 「Ｓ」 とい うのは 、ほ とん どい

るかい ないか ぐらい なの に、 どっ とた く さんつ いてい る とかです ね。標語 の レベル をきち

っ と理 解す るこ とも含 め て、評価者 訓練 を徹 底 して い く必要 が あ ります。

　 も う １つは、評価 の構 造全 体 の簡素化 です 。 改良 ・改善す るこ とによっ て簡 素化 してい

く必要 があ る。

　 それか ら、特別 昇給 が 、や っ と格差 是正 では な くて、業績 に基 づ く昇 給 にな って きたん

です が、今 、起 きて きて い る問題 は 、昇給者 の 固定 です 。単年 度評 価 に もか かわ らず 、毎

年 毎年 同 じ人が対 象者 に な りが ちです。 これ は 多分 に、評価者 の思 い込 み、 評価 者 の評価

観 の固定化 、 そ うい った もの もあ るか も しれ ませ ん。 とい うの は、昨年 １年 間 の主な業績

を評価す るこ とです か ら、決 して昨年 も らった人 よ りも劣 って いない人 が いて、人 が替 わ

って もい いはず です。 連抜禁 止 を外 した途端 に、昇給者 が 固定化 して きま した。

　 それ か ら、選 考等へ の活 用です。 業 績評価 と選 考資 料 の評価 がず れ てい る こ とが あ りま

す。 昨年度 の業績 評価 がそ ん なに良 くない の に、校 長や 地教 委が作 成す る選考 資料 に は非

常にい い成 績 がつい てい る こ とが あ ります。 それ を指摘 す る と 「業 績評価 は ３月末 ま でで

あ り、選考応 募 す る ６月 までの 間 に、 これ だ け顕 著 な こ とがあ った」 と主張 します。 それ

は無理 な説 明 です。

　 それ か ら、 も う １つ は 、誰 しも低 い評 価 をつ け るのは嫌 が るものです か ら、退職 す る も

のを最 下位 にす る とい うのが、 まだ残 って います。

　 今 度、東 京都 は規則 改正 して 、主任 教諭 を置 け るこ とになっ たんです が、 これ は、10年

次研修 を修 了 した、い わ ば免 許更新 した教員 を想 定 してい ます。 主任 教諭 制 、免 許 更新制

度 とこの人 事考課 との整合性 とい った もの が、 一番 大 きな課題 にな るか と思 います。

　 それ とも う １つは 、先 ほ どか ら言 ってお ります 指導力 不足等 教員 の研修 に業績 評価 を適

切 に適 用 してい くか とい うこ とについ て も、ま だまだ校長 や地 教委 は あいまい です。 なぜ
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か とい うと、文言処 分 とい うところまで話 が進 む と、途端 に評価 が甘 くな ります。つ ま り、

自分の代 では かか わ りた くない とい う気持 ちが あ るよ うです。

　 以上 、東 京都 の教員 評価 制度 につ いて、雑 ぱ くで あ ります けれ ども、 お話 を させ てい た

だきま した。先 ほ ども言 いま した けれ ども、制度 に対す る評価 をや ってお りませ ん ので 、

お話 しした内容 に客観 性 を欠 く点 もご ざい ます こ とをご勘 弁願 い たい と思 い ます 。

　 あ りが と うござい ま した。

【司会 】　 あ りが と うご ざい ま した。

　 ど うぞ皆 さん、時 間が あま りあ りませ ん が、 ご質 問、 た く さん あ るん じゃ ないか と思 い

ます。 貴重 な資料 もた くさん頂 きま したの で、 ど うぞ ご遠 慮 な くご質問 くだ さい。

６ ． 質 疑 応 答

【質 問者 Ａ】　 業績評価 につい てです が、 その Ａ、 Ｂ、 Ｃ、 Ｄの ４段 階 を基 に、昇給 です

とか、あ るい は選 考 です とか 、研 修 です とか とい うこ とにな る とい うのは 、そ の ４段 階が 、

す べて に波 及 してい く とい うこ とに な ります か ら、一番 基礎 とな り、非 常 に重 要 にな って

くるか と思 うんです が、 どの評定 を何パ ーセ ン トとか、 そ ういっ た こ とは一切 ない ので し

ょ うか ？

【井出 】　 あ ります が、公 に は して いませ ん。

【質 問者 Ａ】　 とい うこ とは、そ の よ うな形 を取 らな い と、や っ ぱ り均 一化 して しま うと

い うこ とで、 メ リッ トで あ りデ メ リッ トで あ りとい うか 、適正 な評価 を してい るのか、 そ

うでない のか 、 とい うよ うな部分 もお あ りか と思 うん ですが。 そ の辺 につ い てのお 考 え と

い うの は、お あ りで しょ うか。 ど うして も、 この よ うに数値 を設 定 しな くて はな らな くな

る とい うのは 、や む を得 ない こ とな ので しょ うか。

【井 出 】　 校長 は絶対 評価 でいい とい うこ とです。 だ け ど、絶 対評価 で あ って も、 一定程

度 の出現 率が あ ります か ら、そ こか ら大幅 にずれ るこ とない はず ですが。 最後 の責任 は相

対評 価 をす る教 育長 に あ るか ら、最初 の第 １次評価 者 は厳 密 につ け るよ うに指 導 してい ま

す が、 なかな かそ こが一昨年 までは守 られ ませ んで した。

　 それ で、去年 か ら ２つ に分 けて、上 、下 、そ して上 の半分 、下 の半分 とい うふ うに した

んですね。

　 ただ問題 は 、例 えば20％ か ら25％ 、本 当に 下位 評価者 が い るのか とい うこ とです。 目

標管 理です か ら、 当然 い るはず です が、突然 出現す るわけ はな く、 中間時 でつ か んでい る

はず です。 校長 に求 め られ るものは 、そ の後 の 半年 で 、 どんな指導 した のか とい うこ とで

す。 それ がな くて下位 評価 をつ けて も納得 は され ない で しょ う。

【質 問者 Ａ】　 あ りが と うござい ま した。

【司会 】　 ほ かに、 いか がです か。

【質 問者 Ｂ】　 あ りが と うござい ま した。研 修 とい うか、職能 成長 を、 自分 の 目的 に入れ

てい るか ど うか とい うこ とにつ いて です が 、岡 山県 さんで は、入れ て もいい とい うこ とで

したが、東京 都 さん は外 してい ますか。

【井 出】　 入れ てい る けれ ど、評価 の対 象 とは してい ませ ん。

【質 問者 Ｂ】　 な るほ ど、評 価 の対象 に しない とい うこ とです か。 多分 、理論 的 には、 そ
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の ほ うが正 しいん だ ろ うと思 うん です けれ ども。現場 で は、それ は評 判 がいい のか悪 い の

か とい うあた り、 ち ょっ と教 えて いただ きた い と思 い ます。

　 それ か ら ２点 目が、 学校 の 目標 もそ うなん です が、教員個 人 の 目標 も、何 か子 どもの到

達 目標 と重 な る部分 が あ るん じゃ ないか な と思 うんです。 学校 に よって 、その こ とは、む

しろ当然 違 って もい い んだ ろ うと思 うん です が、東京 都 さん は確 か 、到達 目標 をつ く られ

る とい う話 を聞い てい てお ります。

【井 出】　 え え。 まだ つ くってい ませ んけれ ど。

【質 問者 Ｂ】　 そ の場合 だ と、全部 共通 に な ります ね。 そ うい うこ とを考 えてい くと、 学

校 の仕 事 とい うのは、 どの学 校 も同 じなん だ けれ ども、で も、 どの学校 も違 うとい う部 分

があ ります。 学校 以外 の組織 、会社 とか行政 組織 です と、課 が違 え ば必 ず仕 事が違 うので

分 か りやす いん です が。 そ の あた りは、 ど う考 えてい った らいい のか。 ち ょっ とその あた

りの こ とが気 にな りま したので質 問 させ て いた だ きま した。

【井出 】　 まず研修 の ほ うです けれ ども、 当然 、 これ を導入 した 初期 に は、な かなか理 解

されませ んで した。研 修 ・研 究 を奨励 す る と言 った んだ か ら、 そ こについ ての評価 はす る

のであ ろ うとい うの が あ りま した。 これ は、話 して い く うち に、 な るほ ど、そ うか とい う

ところまで来 ま した。 半分屁 理 屈み たい な ところ もあ るんです が、研 究 した成果 を 日常 の

学習指導 に展 開 してい けば、そ れ に よって新 たな成果 が生 まれ て くるだ ろ う。 だか ら、 そ

こを評価 す るのだ とい うことです。研 修 もそ うです。 これ は大体 理解 され た と思い ます。

ですか ら、研修 ・研 究そ の もの を直接 評価 しない。 しか し、研修 ・研 究 は奨励 し。 それ は

キ ャ リアプ ラ ンの ほ うに反 映 して い く とい うこ とです。

　 それ か ら、児 童 生徒 の学習到 達 目標 、 これ 実は ３年 ぐらい前 か ら、指 導部 が、東京 都 ス

タンダー ドとい うか、東 京版 ミニマ ム ・エ ッセ ンシ ャル ズ といい ます か 、そ うい った もの

を作 ろ うと してい ます。 今 は、小 学校 のす べ ての課 程 を修 了 した もの として卒 業認 定 を し

ます ね。 しか し、教 育課 程 のすべ て を修 了 してい るけれ ど、結 果 が身 に付 い てない。 これ

を認 定す るこ とがで き るのか とい う指摘 が あ ります。

　 これが都 教委版 ミニマ ム ・エ ッセ ンシ ャル ズ とい うか、 ミニマ ム ・スタ ンダー ドを作 る

根底 に なってい るわ けです が、 では、到 達 しない の を ど うす るん だ とい う議論 が され てな

い んです ね。今 、議論 してい るの は、伸 び幅 評価 といい ます か、 最 下位 クラス の子 どもで

も、 １年 間 で、基 準 には到 達 は しな い け ど、 こ こま でで きる よ うになった とい うと ころ を

評価 しよ うとい うものです。

　 学校評 価 を ど うす るか とい うときに 、例 えば、 ２位 数 ×3位 数 の筆算 が正確 にで きない

生徒 の い る学校 もあれ ば、例 えば 、進 学指 導重 点校 の よ うな学校 もあ る。 その ときに、進

学校 の 生徒 は こん なにい い成績 を取 ってい るか ら、 その学校 の経 営評価 も高い と した ら、

前者 の 学校 は、いつ ま でた った って救われ な い。 中学か ら来 た時 に、掛 け算 も十 分 で きな

か った子た ちが 、 １学年 を修 了す る間 にで き るよ うに なった らそれ は、大 い な る成長 で あ

り、それ に至 る経 営努 力 を評価 しよ うとい うこ とです。です か ら、子 ど もの変化 をも とに、

それ を指導 した教員 に対 し、 そ うい った変 容 を ど うや って もた ら したか とい う点か ら評価

しよ うとい うこ とです。 到達 度 よ りは、伸 び 幅で評価 す る とい う考 えで 、 ここは結構 理解

され てい る とは思 い ます 。
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【質 問者B】 　 あ りが と うご ざい ま した。

【司会 】　 ほか に。

【質 問者C】 　 あ りが と うご ざい ま した。 質問 させ ていた だき たい1点 は 、絶 対評価 が校

長 一本 に修 正 され た とい うふ うに先生 お っ しゃいま したが。普通 考 えれ ば、副校 長 が見 て、

校長 が 見て とい う、複数 の 目で見 たほ うが客観 的だ と思 うんです けれ ども、なぜ一 本化 に

した のか とい うこ とです。

　 それ か ら、2点 目は、先 ほ ど120人 の養 護 学校 の授 業参観 を校 長先 生 が全 部や って い る

とい うお話 で した 。そ れ は、校 長先 生が 全部や られ てい るだ とは思 います が、 かな りきつ

い と思 い ます 。 そ して、それ 以外 の授 業 以外 の面 も、120名 を評 価 しな きゃい けない とな

る と、大変 な こ とだ と思 うんです。

　 私 も他 の県でや っ て、一番 問題 が出 たの は、大規 模学校 の教 員 を1人 の校長 が評 価 で き

るのか とい うこ とで 、校長 先生 自身か らもかな り意 見 が出た んです 。そ の際 、民間企 の人

事部長 が いたの で、民 間 では上 司が どれ ぐ らいの社 員 の評価 を してい ます か と聞い たん で

す が、大 体20人 か30人 程度 です よ と言 うん ですね。 です か ら、100人 を超 える人 を本 当

に評価 で き るか 、無理 で しょ うね とい う声 も あ りま した。

　 そ うい った 中で、本 当に これ 、表面 的な評価 じゃ な くて、客観 的評 価 に なってい るの か

とい うのが、 も う2点 目です 。

　 3点 目は、異 議 申立 です けれ ども、年 間 どれ ぐ らいの件数 が 出て くるか とい うこ とです。

そ こをち ょっ と教 えて いただ けれ ば と思い ます。

【井 出 】　 まず 、1次 、2次 とな っていた最 初 の副校長 の評価 を外 したの は、副校長 に任

せ っ ぱな しに しな い よ うにす るこ とか らで す。1次 評価者 を校 長 に して、副校 長 は相 談相

手、つ ま り情報 提供者 とい うこ とに しま した。最 初 の前評価 は副校 長 がや って もいいん で

す が、 それ を基 に校 長 が1次 評価 を作 成 して 、責任 の所 在 を校 長 で あ る と明 らか にす る と

い うこ とです。

　 120人 もの学 校 では ど うや って 見れ ばい い のか とい う質問 です が 、そ の大 きな都 立学校

におい て も、評価 につ いては 、学 年 主任 や 主幹 、それ か ら、副校 長 が2人 乃 至3人 い ます

ので、そ こか らの情報 を構 造的 に整理 を して校長 が評価す る とい う形 で システマチ ックに

や ってい ます。120人 を1人 でや るのは無理 です 。 自分 で見 てい るか 、副校長 に見 させ て

い るか、 いずれ に して も、120人 分 の授 業観 察デ ー タは ある とい うふ うに理解 していた だ

い たほ うがい いのか と思 います。

　 3つ 目の異議 申立 です けれ ども、1％ 未満 だ った と思 い ます。

【司会 】　 ほかにい か がです か。

　 私 、都 立高校 の学校 経 営診 断 を、今年 で4年 行 きま したが、た った4年 間 なんです け ど、

す ごく組織 的 に動 くよ うにな って きま した。 特 に今年 あた り、主幹 の人 は 、主幹 ・主任 ク

ラスが 、学校長 の経 営計 画 を しっか りと頭 に入れ て 、私 は主幹 ・主任 と して これ をや りま

す とい うよ うな話 が、 ほ とん どの学校 で 出て きま した。

　 それ が1年 目 とか2年 目の ころは、いや 、何 か校 長 が作 ったみ た いで、私 は よ く知 らな

いんです とい う話 が、 多か ったの です けれ ども、わず か この3、4年 で、都 立高校 とい う

のは、今 、教育長 もお っ しゃ った よ うに、 随分 システ マチ ックに 学校 が経営 され る よ うに
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なって きた とい うよ うな こ とを思 い ます。

　 それ が今度 、小 中学 校 にな って きた ときには 、間 に市 区町村 の教 育 委員会 が入 って くる。

それ か ら、言 われ た よ うに、 どうも23区 と、それ 以外 の ところは、 また文化 が違 うとい

うよ うな話 もある よ うです。そ の辺 の ところで 、今 度 、区の ほ うに責任 者 と して来 られ て、

だいぶ 違い が あ ります か、 ど うです か。

【井 出】　 杉 並 区で は異議 申立 はあ りませ んで した。

　実態 として、 ほぼ校 長 の理解 も、本来 求 めて きた形 にな りつ つ あ るかな と思 い ます。 そ

れ か ら、主幹 を配 置 し始 めてか ら、学校 訪 問 した ときの ヒア リング を主幹 か らす る とい う

こ とを、 こ こず っ とや ってい るんです。 そ うす る と、 主幹 は、校 長 の経 営方針 な り経 営計

画 な りをき ちっ と理解 してい ない と、 ヒア リングの時 に説 明の しよ うがない とい うこ とに

な ります。 これ は実 は都立 高校 が最初 に始 めた こ とで 、指導 に して も学校 訪 問 に して も、

学校 に行 って情報 収集 す る ときには 、まず は主幹 に聞 くこ とにす る こ とか ら主幹 がま っ と

うに機 能す るよ うにな った とい うこ とが あ ります。

　 区町村 も、 ち ょっ と遅れ てはい ます けれ ども、主幹 が機 能 し始 めて きたか な とい う気 は

してい ます。 人事 考課 に主幹 は制度 的 には絡 ませ てい ませ んけれ ども、教 員 の評 価情 報 は

主幹 か ら収集 す る とい うこ とも、定着 し始 めま した。

【司会 】　 ほか にい かが で し ょ うか。何 か あ ります か。

【質 問者D】 　 ち ょっ と理解 が不 足 してお り。東京 都 は成 果 主義 で突 っ走 るのか な と思 っ

てお りま した ら、プ ロセ ス評 価 を ちゃん と入 れ てお られ る とい うことで した。 そ の中で例

えば、テ ス トの点 が上が る とい うこ と、あ るいは、子 どもの作 品や成 果物 な どで評価す る、

両 方成 果 はあ る と思 うん です けれ ど、そ のプ ロセ ス で。 教室 で は、非 常に複雑 な 、い ろん

な営 みが行 われ てい る とい うこ とが あ るか と思 います。あ る先 生 は、 テス トをマイ ナス 点

つ け るぞ とい う、脅 した りす る人 もおれ ば、 もっ と肯 定的 に、教室 を風 土 と して いい もの

に してい る先生や 、子 ども同士 で学習 が起 こるよ うな、い ろん な工夫 を してい る先 生 もお

られ る。

　学 び方 を学ぶ とい います か 、学 習方 法 を生 涯学 習 に向 けて学 ばせ る とい うの は、非常 に

複雑 なんです けれ ど も、そ うい うあた りの ところで、 プ ロセ ス評価 と、伸 び幅 の評価 とい

い ます か、 そ こ との 関係 を、 も う少 し詳 しくお聞 き したい と思い ます。

【井 出】　 伸 び幅 を評 価 の対 象 に して い く とい うのは 、ま だそん なに一般 化 して きては い

ませ ん。 た だ。 方 向 と して、で きない子 どもが勉強 で き るよ うに なっ てい くとい うこ とを

前 向きに評価 してい こ うとい う、こ こは共 通理解 され てい ます。伸び 幅 が5だ った らBで 、

伸び幅 が10だ った らAと か とい う、 そ うい うよ うな発想 は持 ってい ませ ん。 です か ら、

先 ほ どの学 び合 いで あ るとか、学級 づ く りで あ る とか 、 こ うい った ものが 当初 申告 の 中に

出て くる とい うのは、 児童 の実態 を基 に、例 え ば、非常 に凝集性 の低い ク ラス を担任 した

とすれ ば、最初 にや る ことは、人 間関係 を改 善 して、凝集 性 を高 めてい くこ とに あるわ け

でそれ が 目標 に なって き ます ので 、そ うい った とこ ろを評 価 してい く とい うことにな りま

す。

　本人 か らの 自己申告 に子 どもの実 態 であ る とか 、学級 の実態 で あ る とか とい うの は、 当

然出 てきます。 それ を確 か めた めに授 業 あ るいは子 どもの活動 の してい る様 子 を評価者 は
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きちっ と見取 ってい か な くては な りませ ん。

　です か ら、ぜ ひ評 価者 としては、簡 単 に見 え る変化 を評価 の対象 とす るだ けで はな くて、

なかな か見 えない部 分 、学校 固有 、 あ るい は子 どもの集 団固有 の見 えに くい部分 も見 てい

くとい うこ とでや って いただ きたい。 自己申告、 目標 を作 る ときも、そ の見 えに くい部 分

を、 ど うい うふ うに 自分 と して は測 ってい こ うとしてい るのか とい うこ とも、 当初 の 申告

の面接 の時 に、 よ く相 談 を してや らない とい けないか と思 います。

　 申告者 自身 が 、例 えば仲 良 し集 団 をつ く りたい とい うよ うな 目標 を設 定 した と した ら、

仲 良 し とい うこ とで あれ ば、 ど うい う状態 になれ ばい いの とか 、それ か ら、子 ども と子 ど

もの関係 と して 、今 まで なかった どん な ものが生 まれ て くれ ばいい のか とい うよ うな こ と

を、経 営者 と して ヒア リング を しなが ら、や り取 りを して、 じゃ あ こ うい う状 態 に なる よ

うにや ってい こ うとい う目標設 定 を してい けば、 どれ だ け伸び たか とい うのは、 単 にテ ス

トの成績 とか だ けでは な くて、評価 す る こ とがで き るだ ろ うと思 ってい ます。

【司会 】　 井 出先生 、 あ りが と うござい ま した。

　 時間 が少 し超 過 しま した けれ ど、以 上 、私 どもの教員評 価班 の関係 でお2人 の先生 をお

招 きを して、 岡 山 と東京 のお話 を伺 い ま した。お2人 とも、それ ぞれ の所 で 、か な りい ろ

い ろな形で コ ミッ トし、責任 をお持 ちの方 です の で、大変 適切 な お話が伺 えた と思い ます。

　 今 日頂い た貴重 な資 料 、お話 を、今 後 、事 業 と して、教員 の質 の 向上 に 向けて 、調査研

究 に、ぜひ とも役 立 てて いきたい と思い ます ので、今 後 ともぜ ひ研 究 に、 ご助 言 、 ご協力

い ただ ける よ うにお願 い をいた しま して、今 日の第3回 目の全 体研 究会 を終 わ らせ てい た

だきた い と思い ます。 どうも皆 さま、 あ りが と うご ざい ま した。
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東京都における教員評価制度

　　 井 出 隆 安

杉並区教育委員会教育長

　 平成19年8月10日

1

Ｉ 東京都の人事考課制度

１．人事考課制度導入の背景と経過

２．人事考課制度

３．人事考課の果たす役割

2

１．人事考課制度導入の背景と経過

(1)導入の背景
・学校の活性化

　　山積する教育課題の解決（いじめ、不登校等）

　　意識改革と資質能力の向上
・学校改革の推進

　　「都立学校等の在り方検討委員会」（平成9年）

　　　職員会議の規定、主任制、教頭の人事管理権
・教員研修体系の改善

　　現職研修

　　指導力不足等教員研修
・能力開発・人材育成

　　教育管理職任用制度の改正

3

人事考課制度導入の背景と経過

(2)　経過
・平成10年7月 「教員の人事考課に関する研究会」設置

・平成11年3月 「これからの教員の人事考課と人材育成について」

　　　　　　　　　－能力開発型評価制度への転換－　報告

　　・平成11年7月 「教員等人事考課制度導入に関する検討委員会」設置

　　　　　 12月 「教育職員の人事考課制度について」報告
　　　 「東京都立学校教育職員の人事考課制度に関する規則」及び
　　　「東京都区市町村立学校教育職員の人事考課制度に関する規則」制定

　　・平成12年4月　教有職員の人事考課制度の導入

4

人事考課制度導入の背景と経過

(3)導入後の経過

　・平成16年度

　　 ・業績評価に基づく教育職員の指導育成及び職務実績記録の導入
　　 ・教育職員の普通昇給に係る業績に基づく延伸の導入

　　 ・下位評定者に対する定期評価本人開示及び苦情相談制度の導入

　・平成18年度

　　 ・人事考課制度の改正
　　 ＜改正の観点＞
　　　「人材育成・活用」と「能力・業績の処遇へのより的確な反映」
　　 ＜主な改正点＞

　　　　絶対評価を校長評価に一本化
　　　　絶対評価の5段階評価（Ｓ～Ｄ）を4段階（Ａ～Ｄ）に再構築
　　　　定期評価本人開示の対象を希望する全教育職員に拡大

２．人事考課制度の仕組み

5 6
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３．人事考課 の果たす役割

(1)校 長・副校長にとっての人事考課

　 ・所属職員の把握　
・指導育成と資質能力の向上

　 ・校内人事（校務分掌等）への活用
　 ・学校運営の改善

　 ・学校組織の活性化

(2)教 育職員にとっての人事考課

　 ・意欲喚起、自己理解、管理職との意思疎通

　 ・承認欲求、公正な評価、向上意欲、安心・信頼

7

Ⅱ　自己 申告

１．自己 申告 の 目的

２．学 校経 営 方針 と自己 目標 の設 定

３．自己 申告書 の 提出

４．キャリアプランの作成

8

１．自 己 申告 の 目的

(1)目標を設定することにより、より主体的に職務に取り組む。

(2)自己評価を行い、自己の能力や改善すべき点を把握することにより、

職務遂行能力の開発・向上を目指す。

(3)自己申告を通じて教育職員の適正や得意分野、異動希望等を把握し、

教育職員の育成及び異動等の資料とする。

9

２．学校経 営方針と自己 目標 の設定

(1)学校経営方針の内容

　 ・目指す学校像

　 ・中期的目標と方策
　 ・今年度の取り組み目標と方策

　　 教育活動の取組目標と方策

　　 重点目標と方策

(2)自 己目標の設定

　 ・学校経営方針に対する自分としての取組目標

　　・担当職務の目標

　 ・具体的な取組の過程

　 ・研究、研修

10

３．自己申告書の提 出

(1)当 初申告
　 ・自己目標

　 ・具体的な取組の過程

(2)中 間申告

　 ・目標の追加・変更

　 ・異動等の希望

(3)最 終申告

　 ・自己評価
　 ・成果と課題

11

４．キャリアプランの作成

(1)キ ャリアプランの 目的

　 ・自己申告書「４．研究・研修」欄を補完する中・長期にわたる研修計画資料

　 ・能力開発・人材育成の継続的・発展的な推進

(2)期 待される成果

　 ・教育職員の課題意識の向上

　 ・中・長期的視点からの人事考課制度の充実

　 ・継続的・発展的な教育職員の資質・能力の育成

　 ・教育職員の専門性や特性の有効活用と学校運営の充実

(3)作 成時期

　 ・1年目、11年目、21年目、31年目

12
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Ⅲ　面 接

１．人事 考課 と面 接

２．当初 面接

３．中 間面接

４．最 終面 接

13

１．人事考課と面接

人事考課と面接の体系図

14

２．当 初 面接

(1)職務目標設定の妥当性

　・学校経営方針との整合性

(2)職 務目標の修正

　 ・学校経営方針との整合性

　 ・期待水準の高低

　 ・目標の具体性

15

３．中 間 面接

(1)職 務 目標の追加・修正

(2)異 動等の希望

　 ・次年度人事構想

(3)職務遂行状況の把握と改善指導

16

４．最終面接

（1）自己評価の確認

　 ・目標の達成度、成果、努力した点、課題

（2）職務目標の達成度の確認
　 ・具体的成果

（3）問題点・課題の指摘

　 ・職務記録

（4）指導・助言

17

Ⅳ　業績評価

1． 目的 ・対象

2．業績評価 の手 順

3．評価者及び調整者

4．職務範囲

5．評価項 目と主な職務内容

6．評価要素

7． プロセス評 価

8．評価基準 ・着 眼点

9．標語（評価 ）

10． 授業観察

11． 本人開 示・苦情相談

12． 教育職 員の指導・育成

18
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１．目 的 ・対 象

（1）目的

　 ・教育職員一人ひとりの資質能力の向上

　　 実績や過程における努力の積極的な評価
　　 改善点の指摘と適切な指導

　 ・業績評価の結果の給与や昇任等への適切な反映
　　 モラールの向上、学校組織の活性化

　　 資質能力や適性を把握し、昇任、校内人事、異動に活用する

（2）対象

　 ・すべての教育職員

19

２．業績評価 の手順

（1）特定の評価基準 日（3月31日 ）に

（2）4つの評価項目について

（3）3つの評価要素ごとに

（4）評価基準（標語）によって

（5）4段階評価を行う（要素別評価）

（6）それを各項目ごとに行い（項目別評価）

（7）各項目別評価を総合的に4段 階評価する（総合評価）

20

３．評価者及 び調整者

21

４．職務範囲

（1）勤務時間内のすべての職務

（2）校長が命じた超過勤務中の職務（超勤4項 目）

　　・生徒の実習に関する業務（学習指導）

　　・非常災害等やむを得ない場合に必要な業務（生活指導）
　　・職員会議に関する業務 （学校運営）

　　・学校行事に関する業務 （特別活動・その他）

（3）勤務時間外

　　・自発性に基づき校長の承認の下に行った補習指導、部活動指導
、

　　 家庭訪問、地域の見回り等。（実績・水準が上回った場合のみ）

22

５．評価項 目と主な職務 内容

23

６．評価要素

（1）能力

　 ・日常の職務遂行を通して発揮された能力

（2）情意（意欲・態度）

　 ・職務遂行における責任感、積極性、協調性等、職務に取り組む
　意欲や姿勢

（3）実績

　 ・職務遂行の取り組み状況と成果

　 ・能力×情意±外部要因＝実績

24
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７．プロセス評価

＊学習指導の流れと評価要素間の関係及び実績の捉え方

25

８．評価基準 ・着眼点

＜別 紙＞

26

９．評 語 （評 価 ）

27

１０．授 業 観 察

（1）目的

　・学習指導や学級経営、児童・生徒への指導状況を把握する

　・授業観察を通して適切な指導を行い、実践的な指導力の向上を図る

（2）事前準備
・目的の周知／自己申告・指導計画の把握／児童・生徒の実態の把握

（3）観察方法
・1単位時間／年3回
・観察の記録

（4）観察観点

（5）指導・助言

28

１１．本 人 開 示 ・苦 情 相 談

（1）目的

　 ・人材育成の基礎

（2）開示対象者
　 ・開示必須の教育職員

　　 第一次評価の総合評価が「Ｄ」のすベての教育職員

　　 校長が特に指導・育成の必要があると判断した教育職員　
・開示を希望する教育職員

（3）開示内容

　 ・第一次評価の項目別評価及び総合評価

（4）苦情相談．

　 ・職務実績記録

29

１２．教育職員の指導育成

（1）対象

　・第一次評価の総合評価が「Ｄ」のすべての教育職員

　・校長が特に指導 ・育成の必要があると判断した教育職員

（2）面接指導

　・評価結果開示時

　・次年度継続指導

（3）育成シートの作成

　・問題点と取組

　・育成記録

30
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Ⅴ　導入後の課題

１．評 価 精度 の 向上

２．昇給 ・昇 格等 へ の適切 な反映

３．研修 体 系の整 備

31

１．評価精度の向上

（1）評価情報の収集

　 ・自己申告と面接

　 ・授業観察

　 ・職務実績記録

（2）評価者訓練

　 ・着眼点

　 ・評定誤差

　 ・標語の理解

（3）簡素化

32

２．昇給 ・昇格等への適 切な反映

（1）特別昇給

　 ・昇給者の固定化

（2）選考等への反映

　 ・選考資料との矛盾

（3）退職直前の評価

　 ・下位評価の集中

33

３．研修体系の整備

（1）人事考課と連動した研修体系の整備

　 ・10年次研修

　 ・指導力不足等教員研修

（2）教員免許更新制度への対応

　 ・キャリアプラン

34
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資料12 苦構相談制度の仕組み(区 市町村立学校)

① 校長は、副校長の立会いで、開示面接を行 う。その際、苦情相談制度の内容を文書で教示する。

② 苦情申出者は、所定の様 式により苦情を申し出る。

③ 人事主管課長等は、原則 として苦情申出者への面接及び校長等への事惰聴取 を行い、事実関係等の確認 をする。

④ 人事主管課長等は、面接及び事情聴取 で判明した事実確認等の内容を、人事主管部長等に報告する。

⑤ 人事主管部長等は、不明な点がある場合は、校長等への事情聴取を行い、事実関係等の確認をする。

⑥ 人事主管部長等は、苦情相談の取扱い案につ いて、苦情相談検討委員会に検討 を依頼する。

⑦ 苦情相談検討委員会は、検討結果を人事主管部長等に報告する。

⑧ 人事主管部長等は、取扱いを決定 し教育長に報告する。教育長は取扱いを東京都教育委員会教育長に報告する。

⑨ 教育長は、問題がある場合は校長への指導 ・注意 等を含む対応を、人事主管部長等を通 じて行 う。

⑩ 人事主管部長等は、苦情相談の取扱いについて人事主管課長等を通 じて苦情申出者に通知する。

※苦情 相談の過程で苦情申出者の納得が得られた場合は 、人事主管課長等又は人事主管部長等までで相談 を終了

する。
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資料14 教育職員 育成シー ト(抜 粋)

要領様式4-1

平成19年 度教育職員育成シー ト(問題点 と取組)【 教諭】
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要領様式5

平成19年 度 教育職員育成 シー ト(育成記録)

計画的に面接を実施 し指導育成を行 う(四半期ごとに1回 以上(年 間4回 以上)実 施する)。
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記入方法

平成19年 度 教育職員職務実績記録

-183- ※年月 日時 刻 は 、 必 ず記 入 して くだ さい。( ペ ー ジ)



第4章 　 特 別 講 演 会

（平成20年3月6日 開催）
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Recent　 developments　 in　teacher　 education　 in　the　United　 Kingdom

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roy　 Lowe

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Japan,　 March　 2008

Ibelieve　 that　 it　is　only　 possible　 to　understand　 the　 challenges　 and　 difficulties

confronting　 teacher　 education　 and　 teacher　 recruitment　 in　the　 United　 Kingdom　 at　the

present　 time　 by　 understanding,　 first,　how　 we　 arrived　 at　where　 we　 are　 now． 　The　 recent

history　 ofteacher　 education　 is　an　 essential　 part　 of　any　 explanation　 ofthe　 key　 issues

confronting　 policy-makers　 and　 educationalists　 in　2008 ．　I　am　 a　historian　 of education,

　 as　you　 know,　 and　 I　believe　 passionately　 that　 an　 understanding　 ofrecent　 history　 is　vital

　if　we　 are　 to　properly　 comprehend　 the　 situations　 in　which　 we　 find　 ourselves　 at　the

　 present　 time． 　This　 is　nowhere　 more　 true　 than　 in　respect　 ofteacher　 education,　 in　my

　 view． 　So,　 what　 I　want　 to　try　to　do　 in　this　 talk　 is　to　give　 my　 explanation　 ofhow　 we

came　 to　be　 where　 we　 are　 now　 and　 to　try　to　identify　 the　 ways　 in　which　 this　 recent　 past

is　constraining　 our　 current　 attempts　 to　solve　 the　 age　 old　 problem　 of teacher　 supply ．

First,　 let　me　 identify　 what　 I　consider　 to　be　 essential　 elements　 of the　 changing　 contexts

　in　which　 policy-makers　 have　 worked　 since　 the　 Second　 World　 War ．　Among　 these　 are

　the　 demographic,　 the　 economic,　 the　 political　 and　 the　 social ．　I　will　 deal　 briefly　 with

　 each　 and　 will　 try　to　show　 their　 relevance　 for　teacher　 education ．

The　 demographic　 context

The　 public　 often　 overlooks　 the　 extent　 to　which　 the　 planning　 and　 development　 of

public　 services　 such　 as　teacher　 education　 are　 driven　 by　 demographic　 considerations．

The　 birth　 rate　 in　Britain　 runs,　 on　 average
,　at　rather　 less　 than　 one　 million　 live　 births．

annually． 　But,　 since　 the　 Second　 World　 War,　 this　 figure　 has　 fluctuated　 fairly　 wildly ．　It
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fell　during　 the　 Second　 World　 War　 to　around　 700,000　 and　 rose　 suddenly　 immediately

after　 the　 war　 to　a　figure　 ofjust　 over　 1,000,000 in　1947　 as　the　 armed　 services　 were

demobilised　 at　the　 end　 of　the　 War． 　The　 figure　 remained　 high　 until　 around　 1970　 when

　it　fell　again　 as　a　result　 of　changes　 in　lifestyle,　 particularly　 among　 young　 employed

females． 　The　 figures　 for　 England　 and　 Wales　 sine　 1970　 show　 the　 problem　 faced　 by

　planners．In　 1976　there　 were　 584,000　 1ive　 births；by　1981　 this　 had　 risen by　 50,000 t

o 634,000．In　 1991　 it reached　 699,000,　 falling　 to 621,000　 by　 the　 end　 ofthe　 decade．

Since　 2000　 it　has　 risen steadily　 and　 continues　 to　do　 so　with　 around　 50,000　 more

babies　 born　 in　2006　 than　 was　 the　 case　 in　2000． 　One　 important　 factor　 in　this　 has　 been　 a

sharp　 increase　 in　the　 percentage　 of　mothers　 who　 were　 not　 born　 in　the　 UK． 　By　 2006

this　 accounted　 for　 over　 20％ of　all　live　 births． 　This　 factor　 alone,　 with　 massive

 implications　 in　terms　 oflanguage　 and　 cultural　 background,　 has　 enormous implications

 for　 educational　 planners． 　Added　 to　these　 long-term　 fluctuations　 in　birth　 rate　 it

 becomes　 a　nightmare,　 impacting　 on　 the　 demand　 for　 teachers　 and　 on　 the　 demand　 for

 classroom　 places　 and　 school　 buildings． 　All　 discussion　 ofthe　 planning　 of teacher

 education　 has　 to　take　 place　 in　the　 shadow　 ofthese　 figures．It　 is　for　 this　 reason　 that

 much　 governmental　 rhetoric　 around　 these　 problems has　 tended　 to　focus　 as　much　 on

 what　 is　called‘teacher　 supply’as　 on　 the　 issues　 of　exactly　 how　 teachers　 should　 be

 trained．

The　 economic　 context

Attitudes　 to　education,　 and　 particularly　 towards　 teaching　 as　a　career,　 have　 varied

 depending　 on　 the　 changing　 economic　 context．The　 two　 decades　 before　 the　 Second

 World　 War　 saw　 enormous　 economic　 hardship　 and　 this　 meant　 that　 teaching　 was

 generally　 seen　 as　a　safe　 calling．Teachers　 were,　 by　 and　 large,　 far　less　 prone　 to
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dismissal　 than　 those　 employed　 in　industry　 and　 this　 meant　 there　 was　 little　or　no　 threat

to　the　 professional　 autonomy　 of　teachers．The　 strange　 circumstances　 of　the　 immediate

　 post-War　 years,　 involving　 austerity　 against　 a　background　 of　full　 employment,　 were

　 soon　 replaced　 by　 the　 growing　 affluence　 of　the　 1950s　 and　 1960s． 　Sudden　 increases　 in

home　 ownership　 and　 in　disposable　 wealth　 meant　 that　 new　 career　 opportunities

　 offered　 themselves,　 so　that　 teaching　 was　 by　 no　 means　 any　 longer　 the　 safe　 and　 only

‘way　 out’from　 poverty
．The　 professions　 expanded　 and　 career　 opportunities　 became

　 far　more　 varied．But,　 at　the　 same　 time,　 governments　 had　 enough　 resources　 to　fund

　three　 year　 teacher　 training　 courses　 for　the　 first　time　 and　 intermittently　 to　offer　 pay

　 rises　 to　teachers　 which　 meant　 that　 the　 profession　 remained　 fairly　 attractive　 to　new

recruits．Since　 the　 1970s　 all　this　 has　 changed　 almost　 irreversibly,　 with　 much　 more

stringent　 government　 funding　 regimes　 and　 the　 weakening　 of　local　 government

　 meaning　 that　 teaching　 appears　 to　have　 become　 steadily　 less　 attractive　 as　a　career

　 option,　 particularly　 in　view　 of　the　 massive　 earnings　 which　 have　 become　 possible

elsewhere　 in the　 economy．Thus,as　 direct result of changing　 economic

circumstances,　 the　 1960s　 and　 1970s　 drive　 to　establish　 teaching　 as　a　fully　 recognised

 profession　 has　 given　 way　 to　the　 struggle　 to　preserve　 what　 may　 be　 saved　 of the

 prestige　 and　 autonomy　 of the　 teaching　 profession．All of this　 has　 had　 a　very

 significant　 impact　 on　 both　 the　 ability　 to　recruit　 teacher　 numbers　 and　 on　 the　 quality　 of

entrants　 to　the　 profession．

The　 political　 context

It　is　hard　 to　understate　 the　ways　 in　which　 the　political　 context　 has　 changed　 since　 the

Second　 World　 War．Until　 the　 1970s　 it　was　 usual for　government　 to　take　 little　or　no

 part　in　the　day　 by　 day　 running　 of the education　 system,　 and　 this included　 teacher
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education.Government activity was confined　 to the planning of numbers,the funding

 levels, and　 the　 structure　 of the　 system．Given　 the　 controversy　 over　 comprehensive

 secondary　 schooling　 this　 meant　 in　reality　 that　 much　 political　 energy　 was　 focused　 on

 the question　 of　selection　 at　eleven　 years　 of　age　 for　 secondary　 schooling． 　In　this

 context,　 it　was　 left　to　those　 involved　 in　teacher　 education　 to　devise　 their　 own　 best

 ways　 of　doing　 things． 　And　 this　 chimed　 with　 the　 politics　 of the　 day．Britain　 remained, 

at　this time,　 a　society　 which　 was　 prepared　 to　acquiesce　 in　and to　accept　 the　 autonomy 

of　the　 professions,　 allowing　 them　 self－regulation　 and　 the　 power　 to　determine　 their

　 own　 working　 practices．This　 was　 as　true　 of　teacher　 education　 as　it　was　 of　any　 other

　 sector． 　All　 this　 was　 to　change　 in　the　 1970s． 　Prime　 Minister　 Callaghan's famous

　 Ruskin　 speech　 signalled　 a　closer　 interest　 by　 government　 in　the　 day　 by　 day

　 practicalities　 of　the　 education　 system．Successive　 governments,　 under　 first　Thatcher,

　　 then　 Major　 and　 Blair,　 used　 detailed　 regulations　 to　gain　 a　much　 tighter　 hold　 over

　 educational　 practice　 than　 had　 ever　 been　 the　 case　 before． 　Teacher　 education,　 like　 all

　 other　 parts　 of　the　 education　 system,　 became　 directly　 answerable　 to　and　 under　 the

　 control　 of　 central　 government　 as　never　 before． 　Part　 of　this　 process　 involved　 a　semi－

permanent　 weakening　 of　 the　 local　 education　 authorities,　 which　 were　 damaged　 by　 the　

1988　 Education　 Reform　 Act　 and　 which　 have　 never　 subsequently　 regained　 their　 power．

　　 The　 social　 context

　　 As　 well　 as　all　this,　 deep　 seated　 changes　 in　the　 nature　 of　society　 have　 meant　 that　 quite

　 new　 demands　 and　 expectations　 of　the　 education　 system　 have　 emerged　 in　recent　 years．

In　brief,　 what　 this　 has　 involved　 is　the　 rise　 of‘consumerism’,　 linked　 to　the　 long-term

　impact　 of　widespread　 affluence．Another　 important　 factor　 has　 been　 the　 radical

　 changes　 which　 have　 taken　 place　 in　the　 mass　 media,　 making　 it　much　 easier　 to
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disseminate　 views　 on　 questions　 such　 as　how　 children　 should　 be　 educated　 and　 how

　their　 teachers　 should　 be　 trained．In　 a　recent　 book　 I　have　 argued　 strongly　 that　 this　 has

　 meant　 the　 growing　 power　 of‘radical　 right’political　 views　 to　influence　 day　 by　 day

practice　 in　schools　 and　 colleges．In　 a　society　 in　which　 individuals　 have　 an

　 unprecedented　 power　 to　control　 their　 own　 lives　 and　 to　exercise　 choice,　 it　has　 become

　increasingly　 usual　 for　the　 education　 system　 to　be　 seen　 to　be　 answerable　 to　popular

opinion　 in　ways　 which　 were　 never　 previously　 the　 case．

So,　 as　a　result　 of　 significant　 changes　 in　all　four　 areas（the　 demographic,　 economic,

　 political　 and　 social　 contexts）,　 the　 demands　 and　 expectations　 which　 society　 makes　 of

　teacher　 education　 have　 changed　 beyond　 recognition． 　All　 of　the　 developments　 which　 I

　 will　 now　 go　 on　 to　describe　 have　 to　be　 seen　 and　 judged　 against　 this　 changing　 backcloth．

The　 situation　 afer　 the　 Second　 World　 War

　 First,　 we　 need　 to　understand　 the　 aspirations　 and　 objectives　 of　teacher　 education　 in　the

　 years　 immediately　 following　 the　 Second　 World　 War． 　Three　 things　 stand　 out． 　First,　 it

　 has　 to　be　 stressed　 that　 preparation　 for　 a　career　 in　teaching　 at　the　 end　 of　the　 Second

　 World　 War（and　 for　 some　 time　 afterwards）was　 in　effect　 two　 separate　 systems． 　There

was　 the　 one　 year　 post-graduate　 course　 for　 those　 who　 had　 just　 completed　 a　first　degree

（most　 of　them　 middle　 class） ．These　 were　 to　be　 the　 new　 entrants　 to　the　 secondary

　 sector．Then　 there　 were　 the　 college　 trained　 entrants　 to　elementary　 schooling（now

　 rechristened　 primary　 schooling） ．　Their　 training　 course　 lasted　 only　 two　 years　 and　 was,

　in　almost　 all　cases,　 the　 only　 post-school　 education　 which　 this　 group　 received．Hardly

　 surprisingly,　 they　 were　 drawn　 from　 quite　 different　 social　 backgrounds　 from　 the
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graduate　 entrants． 　Equally　 important,　 the　 majority　 of these　 were　 female　 since　 primary

school　 teaching　 was　 widely　 seen as　an　 appropriate　 career　 outlet　 for　 females． 　One

long-term　 aspiration　 of many　 of those　 involved　 in　planning　 teacher　 education　 was　 that

these　 two　 systems　 should　 draw　 closer　 together　 and　 become　 less　 distinctive　 as　part　 of　a

　 move　 towards　 an　 all-graduate　 profession．But　 some　 vestiges　 of　this　 inheritance

　survive　 even　 now． 　But　 that　 was　 the second　 key　 element　 in　the　 post-War　 situation：an

　aspiration　 for　teaching　 to　become　 fully　 recognised　 as　a　major　 profession,　 and　 this　 was

　to　be　 reflected,　 among　 other　 things,　 in　the　 major　 restructuring　 of　teacher　 training．

Finally,　 as　part　 of this　 drive,　 the　 McNair　 Report　 published　 in　1944　 proposed　 that　 the

　training　 of　teachers　 should　 be　 brought　 under　 the　 control　 of　the　 universities　 through　 the

creation　 of‘institutes　 of　education’ （or　Area　 Training　 Organisations） ．　This　 was　 an

arrangement　 by　 which　 every　 training　 college　 was　 to　come　 under　 the　 supervision　 and

control　 of　its　local　 university　 which　 would　 become　 responsible　 for　 course　 content．

When　I　 moved　 into　 teacher　 education　 in　 1968　 at　the　 City　 of　Birmingham　 College　 of

　 Education,　 I　was　 joining　 one　 of thirteen　 colleges　 which　 came　 under　 the　 supervision　 of

　the　University　 of　Birmingham,　 whose　 Institute　 of　Education　 was　 a part　 of　its　School

　of Education．Two　 years　 later,　 when　 I　joined　 the　 staff　 of　that　 university　 my　 role

changed　 completely． 　Instead　 of　being　 responsible　 for　 some　 courses　 in　my　 own　 college

I　 became　 the　 examiner　 in　chief　 for　 courses　 in　history　 in　all　thirteen　 colleges． 　All　 of

this　was　 the　 inheritance　 of　the　 McNair　 Report．

The　 McNair　 Report　 reflected　 the　 fashion　 for　 government　 planning　 which　 was　 rife　 at

　the　 end　 of　the　 War．It　 called　 for　 a　Central　 Training　 Council　 to　oversee　 the　 training　 of

　teachers　 and　 to　advise　 government． 　Accordingly,　 the　 National　 Advisory　 Council　 on

the　Training　 and　Supply　 of　Teachers started work in 1949.　Its　existence　may　be seen
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as　one　 first　threat　 to　the　 autonomy　 of　the　 local　 education　 authorities　 in　questions　 of

teacher　 supply　 and　 training． 　Also,　 the　 McNair　 report　 called　 for　 the　 teacher　 training

courses　 to　be　 extended　 from　 two　 to　three　 years． 　This　 too　 was　 implemented　 although

　 not　 until　 1960．

But　 the　 high　 aspirations　 of　the　 McNair　 Committee　 were　 to　be　 constrained　 by　 the

　 demographic　 realities　 which　 I　outlined　 at　the　 start ．　It　was　 all　very　 well　 calling　 for

　longer　 courses　 of　 training,　 but,　 since　 the　 birth　 rate　 soared　 after　 the　 war
,　the　 immediate

　 problem　 was　 to　find　 enough　 teachers（and　 quickly）to　 staff　 the　 schools．So,　 in　 1947,

　the　 government　 was　 forced　 to　introduce　 an　 Emergency　 Training　 Scheme　 under　 which

　 course　 of　training　 lasted　 only　 one　 year ．　A　 major　 recruitment　 campaign　 was　 set　up　 to

　 encourage　 newly　 demobilised　 servicemen　 to　become　 teachers ．　Over　 30,000　 new

　 entrants　 to　the　 profession　 were　 recruited　 in　this　 way．It　 was　 hardly　 a　step　 towards　 full

professional　 recognition！

The　 expansion　 of　the‘fifties　 and‘sixties

　 But,　 the　 aspiration　 survived　 and　 in　1960　 three　 year　 training　 courses　 became　 universal ．

It　was　 a　solution　 which　 generated　 its　own　 problem　 because,　 obviously
,　for　 one　 year,

there　 were　 no　 new　 entrants　 at　all　to　the　 teaching　 profession from　 the　 colleges　 at　a　time

when　 the　 demand　 for　 teachers　 remained　 high． 　Most　 local　 education　 authorities　 were

　 forced　 into　 desperate　 measures． 　In　 1958　I　 became　 one　 of　the　 thousands　 of　 young

　 school　 leavers　 who　 were　 drawn　 into　 teaching　 directly　from　 school　 with　 no　 training

　 whatsoever　 because　 of　the　 demographic　 demands ．I　taught　 for　 a　year　 in　a　new

　 comprehensive　 school（teaching　 students　 who　 were　 only　 three　 years　 younger　 than

　 me！ ）with　 no　 backing　 beyond　 the　 encouragement　 of　the　 head　 teacher　 before　 I　myself
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went off to university to follow a proper course of training to teach. In 1959 the 

Conservative Party, in its successful election campaign, promised to expand the 

training colleges by 50% and to eliminate all primary school classes of over 40 pupils, 

of which there were still many.

It was a sense that the system was staggering along responding to short term crises 

rather than being properly planned that led to the 1963 Robbins Report on Higher 

Education. This was the first ever attempt by government to oversee and plan for the 

development of higher education as a whole. This report called for the introduction of 

full degree courses for all intending teachers and asked for the Training Colleges to be 

rechristened Colleges of Education, thus giving them a more prestigious title. At the 

time of Robbins there was a massive injection by the government of money into 

higher education for the supply of buildings and the expansion of the system. Teacher 

training was to be one of the beneficiaries. When I moved from school-teaching into 

teacher education in September 1968 I joined a college whose staff had grown in 

number by over 50% in twelve months! The colleges became bigger in size: more 

males were recruited to teach in them (previously they had been predominantly 

female), and this was one factor which ensured that they were of lower status, given 

the gender attitudes of the day.

The longer term outcome of the Robbins Report was the introduction of the B. Ed. 

Degree in 1970: This involved a four year course for some of the college of education 

students, who would now have the chance to obtain a degree awarded through their 

local Area Training Organisation by the local university. Immediately some 

universities rebelled by refusing to award honours degrees to these courses, thus
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emphasizing their inferiority. Within a few years all of these courses were available at 

honours level, but the harm had been done. Also, and this was to be important in a 

few years time, the college principals began to ask themselves whether it might not be 

better to find some other more supportive sponsor for their new degree programmes.

But it has to be said that, for those working in teacher education at this time (and I 

was one of them) there was a chance to develop new and exciting courses and a sense 

that the colleges of education were playing a key role in the development of the 

teaching profession, enabling new approaches in the classroom and encouraging some 

degree of experimentation with teaching styles and pedagogy which was long overdue. 

It is important to point out too that an increasing part of the work of the tutors in 

teacher education was with practicing teachers as well as new entrants to the 

profession. Several organisations, not least the teachers' centres set up by many local 

authorities, led to the establishment of regular contacts between college of education 

tutors and classroom teachers. The Schools Council was to be another forum for their 

cooperation. For those of us who were involved, the late-1960s and early-1970s were 

an exciting time to be involved in the reform of teaching.

The 1970s: a new direction 

If it seemed briefly that a period of expansion and professionalisation had begun, all 

this was to thrown into chaos by the developments of the 1970s. It is difficult to 

overstate the importance of this decade for the development of teacher education in 

England. First, the James Report, published in 1972, proposed a complete 

restructuring of training for teaching, commenting that there was 'abundant evidence 

that the system is no longer adequate for its purpose'. Accordingly, teacher training
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was to be split into three cycles; first, a two-year personal education towards a 

diploma. One idea underlying this proposal was that, previously, when a student 

entered training college at age 18 there was nowhere else to go but into teaching. This 

Diploma was intended to leave open the chance of entering one of several professions. 

The second cycle was to comprise two years of professional training, involving a mix 

of teaching practice and theoretical work. Finally, there would follow a two-year 

probationary period as a newly qualified teacher, with further opportunities for 

professional development as well as classroom experience. Whilst it was immediately 

obvious to those concerned that this arrangement would never come about because it 

would have been far too expensive, what the James report did do was to bring to an 

end any sense that the pattern of teacher education was settled for the foreseeable 

future, even though that pattern was only a few years old. Perhaps most importantly, 

the Report called for the ending of the Area Training Organisations which had been 

set up since the McNair Report, taking the view that it was no longer appropriate for 

the universities to over see the whole development of teacher education. 

But there were two factors in the early 1970s which meant that the James Report 

became an extremely destabilising document. First, it was already clear to planners 

that the birth rate had suddenly fallen in 1970. Thus it was suddenly very unlikely that 

the planned cohort of 130,000 students a year on teacher training courses would be 

needed. Faced by the prospect of unfilled student places, many college principals 

panicked. Equally important was the opening of thirty polytechnics in 1970 under the 

government's binary scheme. These polytechnics were, in fact, the old technical 

colleges which had expanded enormously since the 1963 Robbins Report. Now they 

were to be given degree awarding powers, and the agency which made this possible
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was the CNAA. The Council for National Academic Awards had been set up at the 

time of the Robbins report, and it offered a system of external validation to enable 

colleges and polytechnics to award their own degrees. Suddenly, the arrangement into 

Area Training Organisations was a thing of the past, and the colleges of education 

began to scramble for incorporation into their local polytechnics, using the CNAA 

rather than the local university to award their degrees. It was an amazing moment. I 

sat at lunch with the principal of a college of education during the late-970s and he 

reflected (and asked my advice) on whether to go in with any one of three nearby 

universities or one of several local polytechnics. In the event that particular college 

remained independent and is now a fully fledged university in its own right, but what 

matters here is the fact that such a conversation could and did take place, and there 

were many such conversations at this time. A sense of entrepreneurialism came over 

the teacher training sector in particular, and it meant that the landscape by the early 

1980s appeared very different from that of only a few years before. The other big 

impact of all this (and I saw this from both sides as a tutor and an assessor) was that 

the system suddenly became much more bureaucratised. To persuade the panels set up 

by the CNAA that any particular course was worthy of an honours degree involved 

the presentation of massive amounts of paperwork. Once it had become 

bureaucratised in this way, the whole system of teacher education found it very 

difficult, if not impossible, to break the habit of using copious amounts of paperwork 

to establish the credibility of any innovation or change in practice. But the 

impoertance of the CNAA vcannot be understated. Within a few years of its 

establishment it had become a bigger degree awarding authority than the University of 

London, whose overseas enrolments had made it probably the biggest single degree 

awarding university in the world for much of the Twentieth century.
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New reforms under Margaret Thatcher 

It was probably as a result of this new instability in the system of teacher training, 

together with the new politics of education which was developing under Margaret 

Thatcher, that led to the setting up in 1984 of the Council for the Accreditation of 

Teacher Education. Although this was in effect only an advisory body, in reality it 

specified fourteen elements which must be included in any course of teacher training. 

I recall that the fourteenth was that students training to teach must be introduced to 

the economic principles which underlay the workings of a free democracy. I recall 

jokingly offering to lecture on Adam Smith to make sure that the course I then taught 

met this criterion! My offer was refused! But, and this is vital in this context, for the 

first time government was beginning to dictate what should and should not be 

included in courses of teacher education. This readiness for government to dictate 

pedagogy was one key element in the new emerging politics of education at this time. 

The other important aspect` of the work of the Council was that it sent panels of 

assessors into the university and college departments for which it was responsible to 

enquire into practice and performance in each context. The result felt very much like, 

and was in reality, a form of inspection. Never again would those traing the teachers 

be free to work and teach just as they wanted without regular visits and external 

controls. Professional autonomy was becoming a thing of the past. 

All this was made to feel more significant when, in 1987, the government introduced 

the Teachers' Pay and Conditions Act. This was a unilateral imposition of a 

settlement of the teachers' industrial action which required the teachers to work for at
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least 1265 hours a year on at least 195 days. This patent lack of trust in the profession 

damaged morale at all levels, not least in teacher education.

The next major development to impact on teacher education was, of course, political. 

It was the introduction by Thatcher's government in 1988 (as part of the Education 

reform Act) of a National Curriculum. This placed major constraints on the nature and 

development of courses in teacher education, both at initial level and in-service. In a 

nutshell, whilst in the past teachers had been used to having responsibility for 

planning the curriculum, it was now their duty to provide the curriculum laid down by 

the subject groups which, one by one, spelt out what was required. In the past courses 

of initial teacher education had included, as a major part of their syllabus, a 

consideration of what might or might not be taught. In my own case that meant major 

discussions on whether the history taught in schools should focus on Britain, or on 

Europe, or whether it should deal with major world themes, and, if so, which ones. It 

meant asking students to consider, for example, if any historical topics or approaches 

were more suitable for, say, young children, or whether some issues should be kept 

back until later in the young person's development. My own students on the one-year 

post graduate certificate of education course spent a week involved in detailed 

planning of the history curriculum for their 'ideal' school, involved in these kinds of 

issues. Suddenly, in 1988, this important exercise became irrelevant. Now courses of 

teacher training had to focus far more on how to deliver the new National Curriculum 

most efficiently. It was a once for all change which had an impact on every aspect of 

the work of teacher educators. As you will see, from the tone of my comments, it was 

not a development which I as a working tutor welcomed unreservedly. I felt at the 

time, and I still do to some extent, that this meant that teacher education was ceasing
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to be an induction to a profession and was becoming much more like some kind of 

apprenticeship.

Perhaps the most significant element in these reforms at this time was the attempt to 

revise completely the relationship between the college tutors and the schoolteachers in 

whose classrooms the students were training to teach. A new mentoring regime was 

established with the schoolteachers being given a much greater role in supervising and 

examining the new entrants to the profession. Students were now obliged to spend 

longer periods of time in the classroom rather than at lectures and the whole drift was 

to make teacher education far more school-based. As part of this the college lecturers 

were expected now to set up training schemes to help the teachers themselves become 

better mentors and examining boards were now obliged to include both teachers and 

lecturers who shared the responsibility of deciding whether a student was fit to teach. 

Previously the decision had rested with the tutors and the colleges, who had been able 

to overrule the teachers in cases that were gisputed. Finally, as part of this shake up, 

the college lecturers were expected to spend time in the classroom themselves, 

working as teachers on a regular basis so that they could demonstrate that they had 

' recent and relevant' experience of classroom teaching. 

There were other elements in the 1988 settlement which impinged on the whole 

system. The publication of school examination results as well as inspectors' reports 

on schools, the establishment of league tables of the success of schools in 

examinations which were now publicised in local and national newspapers had a 

massive impact. So did the decision to fund schools according to their success in 

attracting students. Suddenly, the whole system became more competitive and
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education, as a whole, became more open to press comment, much of ut not as 

supportive as it might have been. One immediate impact of this on teacher education 

was that teaching suddenly began to appear a less comfortable and rewarding career. 

Since this time in the late-1980s it has proved extremely difficult to recruit students to 

courses of teacher education and this helps explain some of the more recent pokiucy 

decisions.

During these years there were other very significant developments. First, it was made 

clear that the universities and colleges would have to pay the schools for the teaching 

practice places taken up by their students. This initiative meant that the schools were 

now expected to play a fuller and more clearly defined role in mentoring the students 

who were on teaching practice in their schools. For those of us running University 

Departments of Education it became a financial nightmare, further destabilising their 

finances. The Department I took over in 1996 at Swansea lost the first £300,000 of its 

income to the schools with no compensatory added income. In brief,.the more 

students we recruited, the more we had to pay out! This was in rweality a way of both 

sweetening the schools by the government and increasing their income with no extra 

cost to the exchequer. 

Also, during these years the emphasis in in-service courses switched from curricular 

and pedagogic issues towards management. Whereas during the 1960s many teachers 

had attended evening courses aimed at the improvement of classroom practice in one 

way or another, now the focus was on acquiring certificates and diplomas which 

would help mid-career teachers towards promotion. This was all part of the system 

becoming more managerial and it had an important impact on the ethos and working
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of those colleges and universities training teachers. Funding patterns (what was 

known as 'section 11 money' were used to encourage teachers towards these 

management courses. Those in-service courses which did deal with curricular issues 

were, as often as not, focused on how to administer and work the new examinations 

which were being introduced at this time, rather than on immediate questions of 

classroom practice.

Writing at the time, Richard Johnson pointed out that all this amounted , as a 

calculated act, to the de-professionalisation of teaching: 'Plans to transform teacher 

education, to introduce untrained teachers, to break up national rates [of pay] ... will 

increase direct control of the curriculum; they amount to the de-professionalisation of 

teaching... There is a world of difference between professionals who take a pride in 

what they teach because they have some control and expertise in it, and "staff" who 

"deliver" a curriculum which actuall
y controls them'

Recent developments 

These then were the major changes which transformed the face of teacher education 

during the 1980s, and much of the landscape which they introduced has remained 

intact. This is not to say that the years since then have not also seen major 

developments. Since the early-1990s, schools (particularly primary schools) have 

been encouraged to appoint classroom assistants (often mothers who were not 

themselves employed and who would hear pupils read in class or help with number 

work). In 2001 it was announced that these classroom assistants would be allowed to 

teach, despite their lack of training and qualifications. Increasingly, government 

statistics of adults working with children in classrooms (rather than qualified teachers
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working with children) were used to disguise the teacher shortage. In 1990 Oxford 

Polytechnic (soon to become Oxford Brookes University) was backed by the 

government to introduce the first programme of formal training for head teachers. In 

2000, to help solve the recruitment crisis, the first salaries for students on teacher 

training courses were introduced. Within a few years these were made much larger for 

the shortage subjects such as science and mathematics. In 1999 the teacher training 

Agency replaced the Council for the Accreditation of Teacher Education . In 1999 this 

new authority announced the first mandatory tests for all entrants to teaching. No-one 

was to be allowed to become a teacher who did not demonstrate basic level skills in 

Mathematics and English.

Alternative routes into teaching 

But perhaps the most significant development during this recent period has been the 

introduction of alternative routes into teaching. The old assumption that all intending 

teachers would go through a formal course of full-time training came under increasing 

pressure as insufficient numbers of potential students came forward. Under New 

Labour, education was a stated priority, but the economy as a whole was doing so 

well that teaching came to be seen, more and more , as a low-paid job.-Something had 

to be done to make it easier to enter the profession. The result is that now there are 

several routes into teaching approved by the government and most have been 

introduced in the last few years.

First, the PGCE survives as a one-year course for graduates, although only recently

(during the last few months)targets have been cut back once again. On these courses

students receive bursaries of between £7000 and£16000, depending on which subject
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they specialise in. Secondly, there are a range of undergraduate courses, either B. Ed.

Or B. A. or B. Sc. with qualified teacher status awarded at the same time as the degree.

These are the courses which have developed from the original college of education

 courses which evolved after the Second World War. They now exist in this form.

Thirdly, there are School centred initial teacher training courses (SCITT). These are

 one year courses by which applicants are appointed to a school as a teacher and their 

progress is monitored by a consortium or private agency, which has the power to 

award them qualified teacher status at the end of the year. As you may imagine these 

‘learning on the job' programmes are extremely unpopular with some professionals

 such as me who have devoted their whole career to the view that at least a year of full-

time training is needed. A similar programme to this is the Graduate Teacher 

Programme (except that this is targeted at mature entrants to teaching) which provides

a similar pattern of supervised on-the-job training for at least one year. Another new 

programme is the 'Teach first' initiative. By this graduates train for two years with the

 emphasis on in-school teaching experience. This is only available at the moment in 

London, Manchester and the Midlands because the government recognises only a few

providers of this scheme and clearly wants to make this a feature of the major

 conurbations. Finally, there is now a Registered teachers' Programme targeted at non-

graduates who have particular skills in Information Technology. This involves a

 mixture of teaching in pedagogy and IT but can only be followed by those who have

 first got themselves a job as an unqualified teacher. Students on this course are subject

to a National Skills Test involving examination of numeracy, literacy and ICT. In

 brief, I would summarise the relatively sudden appearance of these new routes into

 teaching as a desperate attempt by the government to cover and compensate for a
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chronic teacher shortage. They are further clear evidence of the importance of the

 economic and political context to determine the form and nature of teacher education.

Conclusion: prospects and possibilities

In conclusion it remains to comment on where we are now and what might (or should)

 be likely ways in which teacher education will develop in the United Kingdom in the

 foreseeable future. But it is important to restate the point made at the start of this 

lecture. What emerges from the present situation is likely to be determined, crucially,

 by demographic, economic, social and political factors.

Demographically Britain is at a turning point. There has been an upturn in live births

 since 2000 and currently almost a quarter of all live births in the United Kingdom are

 to mothers born outside the UK, many with English as their second language. The

 implications are obvious. There will be no let up in the demand for new teachers but 

there may well be a need to identify language skills within the teaching profession, 

either ability to speak some of the more common second languages (such as Polish) or

 training in the teaching of English as a second language. Thus questions of teacher 

supply and issues around how best to train teachers will remain politically significant

 and prominent. All of that is predictable from the demographic imperatives.

Economically, much will depend on the extent and nature of the economic downturn

 which is widely forecast and many commentators say has already begun. Hard times

 make public sector employment, with its relative security, appear more attractive.

There is no reason why this might not be the case in the next few years. On the other
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hand, should the economic downturn be less severe than many analysts predict, then it

 seems likely that the low esteem in which teaching is held at this time will persist, 

with all the implications that has for teacher recruitment. In that context teacher 

education would be likely to remain susceptible to a succession of governmental 

initiatives tinkering with teacher supply and with the content of courses.

That factor links closely to the political. It is a truism to say that neo-Liberal policies

 are the hallmark of many modern governments in the developed world. This is

 certainly true of Britain and the USA. Relative economic stability would probably 

lead to little questioning of that political style, so that the free market and private 

enterprise would continue to dominate any policymaking. But a growing awareness of

 the implications of global warming, together with severe economic downturn might

 well lead to the emergence of a completely new politics, perhaps one which, once 

again, gives greater precedence to state control and state ownership. In a context such

 as that, it is hard to see teacher education re-establishing the prestige in which it was

 held immediately after the Second World War, but there might be a better balance

 between governmental demands and a respect for the professional judgements of

 teachers and teacher educators.

Wider changes in society will be important too. If affluence is sustained and

 individuals retain control of their spending, their cultural life and their leisure, with

 significant amounts of disposable income, then it does not seem likely that there will

 be any significant shift from the consumerism and from lifestyles which have seen 

society go along with what is really a gradual downgrading of teacher education. On

 the other hand, if people are forced by changing circumstances to take stock of their
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lifestyles, then it might just be that a greater respect for educators (including teacher

　 educators) could be re-established. Another key factor here will be the extent of the 

social contrasts which exist within society. Under both the Thatcher and New Labour

 governments the gap between rich and poor has widened. This means that the 

contrasts between different suburbs and regions have grown greater. This in turn has

 meant massive disparities and contrasts within the education system, schools in 

affluent areas being seen to be more successful than others . This has led to an unequal

 contest for places in particular schools. All of this means that there are fierce contests

 for access to particular parts of the education system. This
, in turn, has big

 implications for teacher education. Which schools should be used for teacvhing

 practice？In reality this often might mean either schools in affluent areas where

 students would have more chance to develop as teachers, r schools in poorer areas 

where students would be faced by particular social problems and might get fuller

 experience of issues around class control. In all of these ways how society develops 

during the next twenty or so years will be crucial for teacher education.

So, all of these will necessarily be crucial factors. What seems most likely to me in 

the next few years is that there will be little major change to the process which over 

the past fifty years, has seen teacher training become more and more subject to 

external influences and which has meant that there has not been a period of any 

duration in which the most recent set of reforms might be absorbed and worked into

 the system. Initiative after initiative has meant constant change and flux. Teacher 

education has become a political football, as I have tried to show. I do not think the 

game is over yet, and I do not think it is about to change its nature and its effects.

Sadly, I predict more of the same. Over the next ten or twenty years teacher education
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can look forward to more political initiatives, more change, the detail of which is hard

 to predict, but no lessening of the challenges it faces day by day.

ROY LOWE

February 2008

-208-



（仮訳）

英国の教師教育における近年の発展

Roy　Lowe（ ロン ドン大 学客員教授 ・前 英国教 育史学会会 長）

2008年3月6日

　近年英国は、教師教育 と教員採用において挑戦 と困難に直面 していると考え られ る。そ

こで この講演の最初に、私たちが どのようにして現在までに至 ったのかを説明す る。2008

年現在 まで、政策立案者、教育者、教育学 に関わ る研究者たちが直面 してきた、あらゆる

重大問題の解決を模索す る中で、近年の教師教育における歴 史は重要な関心事 の一つにな

っている。

　 ご存知の とお り、私 は教育史研究者であ り、そ して近年の歴史理解は、現在私たちがお

かれている状況を適切 に理解 しよ うとす るのに、極 めて重要であると捉え られ る。私 の視

点では、歴史的観点に立脚す ることこそ、教師教育研究の意義 がある。従 って、 この講演

では英国の教師教育が どのよ うな経緯で現在 に至 ったのか、そ して現在私たちが直面 して

いる教員需給の高齢化 をいかに解決す るかについて論 を進 める。

　 は じめに、第二次世界大戦時から政策立案者たちが取 り組 んできた政策 の変遷の中の重

要な要因を明 らかにす る。その要因は人 口統計的、経済的、政治的、社会的諸要因である。

それぞれ について簡潔 に触れ、教師教育 との関連について検討 してい く。

人 ロ統 計 的 な要 因 The demographic context

　一般の国民は、教師教育のよ うな公共サービスの人 口的な問題 に起因する計画や発展に

ついて、あま り興味を示 さない ことが多い。

　英国の出生率は、平均 して一年間で百万人 を少 し下回 るのが現状である。しか しなが ら、

第 二次世界大戦以降、出生率 は非常に流動 的な変遷 をたどってきた。第二次世界大戦中に

は出生数は70万 人前後であ り、1947年 、終戦によって軍隊が解散す るに伴って急速 に増

加 し、100万 人を越 えた。その後、1970年 頃まで出生率は高 く、ライフスタイル （生活習

慣）の変化、特に若年女性の雇用 が進 んだ ことの結果 、出生率は減少 した。

　 当時の政策立案者たちが直面 した問題は、1970年 以降のイ ングラン ドとウェールズの出

生率の増減に表れている。1976年 の出生数は584,000人 であ り、1981年 までに50,000

人ほ ど増加 し、その数 は634,000人 となった。1991年 には699,000人 に達 し、その10年

後には621,000人 までに減少 した。その後2000年 までに、着実に増加の一途 をた ど り、

2006年 には2000年 よ り50,000人 多 く新生児が生 まれた。
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　 このよ うな背景 をた どることができた重要な要因は、英国外出身の母親の割合 の増加が

あげ られ る。2006年 までにその数は全体の20％ 超を 占めた。教育政策立案者 にとっては、

この要因一つだけをとりあげても、言語や文化的背景の差異が政策遂行 に非常に大 きな意

味があった と言 える。 こ うした人 口統計的要因は、これ までにあげた出生率の長期的な変

化 に加 え、教員数の需要や教室数、学校施設に対す る要求に、悪夢の ような多大な影響 を

与えた。あ らゆる教師教育計画は、人 口統計的な要因をもとに、出生率 の問題か ら議論 さ

れ るべきである。 このよ うな理由か ら、政府の教師教育問題 についての レ トリックは、 し

ば しば “教員の供給”問題 を、教師教育のあ り方の問題 と同等 に焦点化 して論 じてきた。

経 済 的 な要 因The economic context

　教育に対す る見方、特 に教員 とい う職業に対す る見解 は、経済的なコンテクス トの変化

に拠 って様々である。第 二次世界大戦の20年 前、世界大恐慌が起 こり、この時代 には教

員は一般的に安定職であるとみな され てきた。

　全般 的にみて、教員は企業に雇われ る人 と比べて解雇 されることは少ない。そ して、こ

の解雇 率が低い とい うことは教員の専門職 としての 自主性が脅か され ることがほとんどな

い ことを意味 している。完全雇用政策 に反す る、緊縮経済 を含む第二次大戦直後の不安定

な状況は、1950-1960年 代の経済成長 によって とってかわ られ た。住宅の所有や 可処分所

得 の急増は、自らの手で自らの仕事をつ くることを可能に し、その結果教職 はもはや安全

で唯一の貧困か ら脱す る方法で もな くなって しまったのである。 さらに、専門職 の幅が広

が り、就業機会は多様 になった。

　その一方で同時に、政府は十分な財源を得て、初めて ３年制の教員養成課程 を設置 し、

断続的に教員の給与をあげ るなど、新卒者 に対 して教職が魅力的なものになるよ うに政策

を展開 した。

　 1970年 代以降、このよ うな状況は取 り返 しがつかないほ ど変わった。政府 の財政管理が

非常に厳 しくな り、地方政府が弱体化 した結果、教職の職業選択上の魅力は低下 した。 と

りわけ他の手段 で高収入を得 ることが可能な経済状況では、教職 の魅力 の低下はやむを得

ない ことであった。

　か くして、経済事情の変化 を真っ向か ら受 けた結果、1960-1970年 代に教職 を完全な

専門職 として確 立 しようとす る流れは、教育専門職の威信 と自律性 を獲得す る闘いへ とつ

ながった。 これ ら全てが、教員の新たな採用数 を伸 ばす ことにも、新卒者の専門性の質に

も非常に重要な影響を与えた とい える。

政 治的 な要因The political context

　 第 二次大戦後 の政治的な文脈 の変化は とて も大きい ものであった。1970年 代 までは、政

府が教育制度運営にあたって関与 しないことが普通であって、同様に教師教育について も
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あて は ま る。

　政府が関与 していたのは、数値 に基づいた計画、予算、教育組織 の構造 に限 られていた。

総合制 中等学校 （同一地域の全 ての生徒を入学 させ る中等学校）に対す る論争は、実際、

11歳 になる生徒の中等学校選択に対す る問題に政治的なエネル ギーが向 けられた ことを

意味す る。ここでは教師教育に携 わる者が、それぞれ最善を尽 くし調整 し、対応 してい くこ

とを任 され た。そ してそれは これまでの教育に対す る政治的な関与の仕方 と一致 していた。

　英国はその当時まで、専門家の 自律 を認 め、彼 らの自己管理 を許 し、職 に従事す る上で

職務内容 を決定す る力を与え、黙認する姿勢 を持 った社会であった。1970年 代に、このよ

うな現象 に一つの変化 が起こった。

　 キャラハ ン(Callaghan)首 相 の有名 なオ ックスフォー ド大学 ・ラス キンカ レッジ演説

(Ruskin speech)は 、政府が教育制度の改革 に、強い興味を持 っていることを明 らかに した。

それ を引き継いだサ ッチ ャー(Thatcher)首 相時代、そ して、メージャー(Major)首 相 とブ レ

ア(Blair)首 相時代 には、かつてないほ ど厳 しい教育実践に対す る規制 を加 え、管理 を強化

した。この教育改革のプ ロセスの一部 には、地方教育当局が、1988年 の教育改革法(1988: 

Educational Reform Act)に よってダメージを受 け弱体化 し、半永久的 にその力 を回復す る

ことは不可能であるといわれた ことが含まれてい る。

社 会 的 な 要 因The social context

　 これまで論 じてきたことと同様 に社会の根本で起こった深い変化 は、近年 の教育制度 に

おいても新たな要求 と期待 をもた らす といえる。つま り、ここで起 こった社会の変化には、

長期的な富裕層の拡大 と結びついた “消費者優先主義”の台頭が含 まれ ている。その他の

重要な要因はマスメデ ィアで起 こった重大な変化である。子 どもは どのよ うな教育 を受 け

るべきか、そ して教員 はどのような研修を受けるべきか といった問題について、マスコ ミ

は国民的世論 を巻 き起 こす よ う、触発 した。

　私が出版 した近刊 では、こ うした変化が学校や大学の 日常的な教育実践に政府 が影響 を

与 えるべきであるとい う、“ラデ ィカル ・ライ ト”の政治的な考 えが勢力を増 してい るこ と

を記述 した。個人が 自己決定する力をもち、選択行動 をとる社会においては、以前には起

こりえなかったこ とだが、人々が好む教育 に応 える教育制度がよ り一般的になった。

　４つの要因 （人 口統計的、経済的、政治的、社会的要因）における重大な変化の結果 と

して、教師教育に対 して社会が抱 く要求や期待は我々の想像の範囲を超える変化 となった。

これか ら論 じる歴史的発展の全ては、 ここまでに述べてきた変化 を背景 として起 こった。

****************************************
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第 二 次 世 界 大 戦 後 の 動 向　 The situation after the Second World War

　まず、私たちは第二次世界大戦後直後の教師教育の抱負 と目的を理解す る必要がある。

ここではそれについて、次にあげる三つのことを明確 にしてい きたい。第一に、第二次世

界大戦の終わ り （その後 しば らくの間）における、教員養成課程は事実上二つの別 々のシ

ステムか らなっていた ことを強調す る必要がある。

　その うちの一つは、第一学位 （ほとん どは中流階級） を卒業 した後の、１年間の教職課

程(post-graduate)コ ースであった。これ らは中等学校教員になるための ものである。それ

か ら、 も う一つ は初等学校教 員にな るた めの単科課程 であ る （今 はelementaryか ら

primaryと 改称 されている）。初等学校教員養成課程は二年 間だけで あ り、ほぼ全ての場

合において、 これがこの課程 の学生が受けた唯一の義務教育後 の専門教育であった。

　それ と同様に重要であったのは、 このときに入学 したのはほ とん どが女性であったこと

である。なぜな らば、小学校教員は女性に とってふ さわ しい職業選択肢 であると広 く考え

られていたためである。教師教育に携 わって きた多 くの人々は ２つの教員養成課程 がどち

らも、大学修了後の職業 として統一化 されてい くことを長年切望 してきた。

　 しか し一部には、未だに過去の隔た りの名残がある。戦後の教師教育史における第二の

重要な問題であった、教員が専門職 として十分に認識 され るとい う望みは、教員養成課程

の再編成のなかで間接的に問題 として とりあげ られた。

　三つ 目に、 この流れの一部 として、1944年 に公布 され たマ クネア レポー ト(McNair

 Report)は 、教師教育は教育機関 （または教育組織）の創設を通 して、大学が主導 をもつべ

きであると示 した。 このことは、 どの教員養成カ レッジも、地域 にある大学の監督 と統制

を受け、地域の大学はコースの内容 について責任 をもつ ことを定めた。

　 私 が1968年 に、バ ー ミンガ ム市 立教員 養成 カ レ ッジ(City of Birmingham College of

 Education)の 教師 教 育 に携 わ った とき 、 このカ レッジはバ ー ミンガ ム大 学(Birmingham

 University)教 育学部 の監督 を受 ける13校 の一つ で あ った。

　 二年 後 、私 がバ ー ミンガ ム大学 の教員 にな った とき には 、私 の役割 はそれ ま で と大 き く

異 な って いた。 私 は、 自分 自身 が所 属 して いた カ レッジの 中の い くつ か の コー ス主任 に な

る代 わ りに 、13の カ レ ッジ全 て の歴 史 科 目の評価 委 員長 にな ったの で あ る。これ ら全 てが 、

マ クネ ア レポー ト(McNair Report)が もた らした結 果 とい える。

　 マ クネ ア レポー トは終戦 時 に広 が った政府 の計 画 の流 れ を反 映 してい た。 中央 教師 教育

評 議会(Central Training Council)は 、教 員養 成課 程 の監督 を行 い 、政府 に助 言 をす る機 関

とな っ た。 従 って 、 教 員 養 成 課 程 と雇 用 に 関す る全 国助 言 評 議 会(National Advisory

 Council in the Training and Supply of Teachers)が1949年 に発 足 した。 この評議 会 は教

員 養成 課程 と雇 用 問題 に対 して地方 自治 体 が もつ 自立 した権利 を脅 かす 、一番 の脅威 的 な
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存在 であった。また、マクネア レポー トは教師教育 コースを ２年制 から ３年制の教育課程

に拡張することを求めた。 しか し、これ も1960年 まで実行 はされ なかった。

　 マクネア委員会の求める高い 目標は、この冒頭で述べた とお り、現実的な人 口の変動 に

よって考案 された ものであった。教員養成課程の長期化 に対す る要望は強 く求め られ る一

方で、当時は戦後の出生率増加か ら、十分な （そ して、迅速な）教員数 を確保することが

求め られ ていた。

　従 って、1947年 、政府 は １年間に限った臨時養成課程 の導入 を強い られ ていた。 主な

採用は、戦後解隊 された軍隊のメンバーを教員 として雇用す ることであった。 この方法に

よって、30000人 以上が新 しい教員 として雇用 された。緊急に教員 として採用 された人た

ちが教職者 として、その専門性 が認め られ るまでには、長 き道の りを要 した。

1950-1960年 代 の 拡 大 The expansion of the 'fifties and' sixties

　 高 く掲 げられた 目標 は、その後 も引き継 がれ、1960年 には ３年制 の教員養成課程 が全

国的 に広がった。 この ３年制教員養成課程 は、教師の需要が高い状況が続 いているに もか

かわ らず、設立後一年間は新卒者 を出せ なかった。1958年 、私は深刻 な教師不足から、何

の訓練 もな く、教鞭 を執 るこ とになった数 千人の若 い卒業生の一人 となった。

　 ほ とん どの地方教育当局は、困難な教員配置を強い られた。私 は校長の励 ま しのみで、

１年間、新 しい総合制中等学校 で、 自分のわずか三歳年下の生徒 を相手 に授業を したので

ある。その後 よ うや く、正式の教員養成を受 けるため、私は大学 に戻 った。　

1959年 に保守党が選挙に勝利 し、教員養成カ レッジを50％ 増や し、その当時まだ多 く存

在 した小学校 における40人 以上の学級を削減 してい くことを約束 した。

　 1963年 、高等教育に関す るロビンズ レポー ト(Robbins Report)が 出 され るまでは、教育

制度の改革は、正確に計画を立てることよりも、 目の前の危機 に対応す る短期間の処置に

奔走 していた。 ロビンズレポー トは、中央政府 による初めての高等教育全体の発展の監督

と計画であった。 この報告書は教員を 目指す全ての学生が学位 を取得すべきであ り、教員

養成カ レッジは教育大学 として改称 される必要があることを明 らかに し、その結果、教員

養成カ レッジの卒業生はよりレベルの高い学位 を得 ることができた。

　 この当時、高等教育の建物や システムの拡大 に対 して政府 か らの莫大な資金提供がなさ

れていた。そ して教師教育はその利益 を受けた ものの一つであった。1968年 に私が中等学

校教員か ら大学の教員へ と移 った当時、所属 した大学では12ヶ 月間の間に職員の数が

50％ も増 えた。大学 はより多 くの男性教員 を雇用 し （かつてはその多 くを女性 が占めてい

たが）、この変化が、今 日の教員の社会的地位 の低 さや ジェンダーに対す る態度 を形成す る

素 となった。
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　ロビンズ レポー トの長期的 な成果 として、1970年 の教育学学士を設置す るきっかけにな

ったことがあげ られ る。 この地域 の教員養成カ レッジは、学位取得の機会が与えられ る４

年の教育課程 を包含す るものであった。す ると直 ちに、ある大学は これ らの教職課程の卒

業生 に対 して学位 を与 えることを拒否 した。それによって、教員養成カ レッジの卒業生は

大学 の卒業生よ りも下位であることを主張 した。数年の うちに、これ らのコースのほとん

どは、学部学位相当 レベルに達 したが、その痛手はまだ残っていた。 また、数年間の うち

に、カ レッジの校長 は新 しい学位 プログラムを設置す るためには、 自分たち自身で、新 し

くよ り強力 なスポ ンサーを探 さない ほ うが よいのではないか と問いただ しは じめた。

　しか しなが ら、それ は当時教師教育に携わっていた者 （私 もその中の一人 で した） にと

っては、新 しく、魅力的なコースを発展 させ る機会であ り、教育大学は、教員の専門性を

高 めるのに重要な役 目を担い、長い間取 り組 まれ ることがなかった、学級経営への新 しい

アプ ローチの方法 を可能に し、教授法の開拓 を した。また教師教育 におけるチ ュー ターの

役割 として、教師 を養成す るだけでな く、新任教員の指導 もす ることも役割 に加 えられた

ことを指摘す るこ とを忘れてはいけない。

教員セ ンターのみな らず、複数の組織が、教員養成カ レッジのチューター と学級担任の

間を定期的に とりもつ関係 をつ くっていった。学校評議会 は教員養成カ レッジのチュータ

ー と学級担任 と協働 関係 をつ くる
、も う一つのフォーラムになった。従 って当時の我 々に

とっては、1960年 代末 と1970年 初頭にかけては教職改革 にお ける最 も活気 に満 ちた時期

であった。

1970年 代 ：新 しい 方 向性The 1970s:a new direction

 専門的職業 としての確立 とその爆発的な拡大期は、ほんのわずかな期間に始 まったかの

ようにみえるが、これ ら全ての発展は、1970年 代の発展によって起 こった。英国での、こ

の10年 間における教師教育は非常に重要であ り、壮大な ものであった。第一に、1972年

に出版 されたジェームズ レポー ト(James Report)は 教員養成課程 の完全 な再編 を提起 し、
“現在の制度は もはや その 目的に不適切であるとい う十分 な証拠がある” と指摘 した

。

　教師教育は三つのサイ クルに区分す ることがで きる。 まず、学位取得を 目的 とした二年

間の教育があげ られる。 この教育体制には、かつて学生が18歳 で教員養成 カ レッジに入

学す ると、教職以外には職業の選択肢がな くなるとい う背景があった。 一方で、 この新 し

い学位 は、他 の職業に就 く可能性 を意図的 に含 んでいた。 また、二つ 目のサイクル は、２

年間の職業訓練課程であ り、教育実習 と、教育理論の学習を組み合わせた コースであった。

最後に、初任者教員 として、２年間の試補制度が与えられた。 この間には、学級での経験

と同時に教職 としての更なる向上の機会が与え られ た。

　関係者に とってこの計画は、費用が莫大 にかか りす ぎるため、実行 され ることは非常に

難 しい と認識 されていた。 しか し、ジェームズ レポー トは計画 され てか ら僅 か数年 しか経
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っていないにも関わ らず、見通 しが立たな くなってい った と言 っても過言ではない。最 も

強調すべきことは、ジェームズ レポー トは、大学が全ての教員養成課程 を管理することは

適切ではない とい う立場を とり、マクネア レポー トか ら引き継がれてきた地域教師教育機

構(ATO;Area Training Organizations)を 廃止 に追い込 んだ ことであったかも しれない。

　しか し、1970年 代前半に起 こった二つの出来事がジェームズ レポー トを極端に動揺 させ

るもの とな り始めた。第一に、政策立案者たちにとって1970年 に出生率が急激 に下がっ

た ことによ り、前提条件が崩れたことが明 らか となった。従って、突然 で予想 もしていな

かったこ とに、年間13万 人の教員養成 コースの計画が不必要 となった。学生定員に不足

が生 じる とい う見通 しに直面 して、多 くのカ レッジの校長たちはパニ ックに陥った。 同様

に重要なことは、1970年 に政府の二元的な養成計画 （正規の大学 と、ポ リテクニ ックの二

元的な養成課程）、30校 ポ リテクニ ックが開設 され たことである。実際に、ポ リテ クニッ

クは古い技術専門学校で、1963年 の ロビンズ レポー ト以降大幅 に数が増 えたものであった。

　そ して当時、学位 の授 与権利 を与えられ、 これ らの制度 を可能に したのは全国学位授与

委員会(CNAA)と い う組織で あった。CNAAは ロビンズ レポー ト時に設置 され、正規 の大

学か ら、カ レッジや ポ リテクニ ックは課程認 定を受 け、学位授与が可能 になった。その結

果急に、地域教師教育機構(ATO)の 古い制度 とな り、地域の大学か ら学位を受けるのでは

な く、CNNAを 利用 して、教育カ レッジは地域のポ リテクニ ック と慌てて協力 しは じめた。

それは驚 くべ き出来事であった。

　1970年 代後半に教育カ レッジの校長 と昼食 を とった時、彼 は私に近隣の三つの大学 と連

携す るのが良いか、い くつかあるポ リテクニ ックの うちの一つ と連携す るのが良いか、助

言 を求めてきたこ とがあった。 この時、あるカ レッジは独立性 を維持す ることを決定 し、

その結果、今では権威のある大学 となった。

ここで注 目すべきことは、 このよ うな会話がな され、このよ うな事態が起 こった とい う

事実であ り、その当時、この ような会話が至る ところでなされていた とい う事実である。

当時、アン トレプ レナー リズムが とりわけ教師教育のセ クターに起 こり、1980年 代初期は、

それ以前に比べてその様相が大き く変化 した。その他の大 きな影響 として、（私 はチュータ

ー とプログラムの評価者 とい う両方の視点か らみたが） システムの官僚制化が強化 された

ことがあげられ る。CNAAに よって選出 され た審査パネルを説得す るためには、大量の書

類を用意 して、各課程が学位 を与えるのにふ さわ しいとい うことを説明す る必要があった。

一度 この ような官僚制が確立す ると
、教師教育全体 のシステムは、変革が困難になった

り、変更 しよ うとす ると、その承認 を得るためには、大量の提出書類 を求められた。CNAA

の重要性は理解 されなかったが、その後数年間でCNAAは ロン ドン大学よ りも大きな学位

授与組織 になった。その登録者数は、20世 紀の世界 の単科大学のなかで最大の人数になっ

た といえるだろう。
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マ ー ガ レ ッ ト ・サ ッチ ャー に よ る新 しい 改 革New reforms under Margaret

 Thatcher

　おそ らく、教師教育制度の この新たな不安定 さの結果 と、またマーガ レッ ト・サ ッチャ

ー首相時代の新 しい教育政策の結果が相 まって、1984年 のCATE（ 教員養成認可機 関）の

設 立に至 った。CATEは 単に助言機関であると位置づけ られていたが、実際 は、全ての教

員養成課程 に含まれなけれ ばな らない14の 要素を規定 した。

　その14番 日の要素に、教職課程 の学生は、自由な民主主義 に基づいた経済的原則 を学

ばなけれ ばな らない と規定 されていたことを覚 えてい る。私はアダム ・ス ミスを教 えるこ

とで この基準を満 たそ うと、冗談まがいに提案 した ことも覚 えている ！私の提案は却下さ

れた ！しか し、このことは、ある文脈 において重要であって、政府 は教職課程 においては

じめて何 を含むべきか、また何を含むべ きでないかを指示 したことを意味 していた。 この

よ うに、政府が教育学に介入 しは じめた とい うことは、その当時に新 しく台頭 してきた教

育政策の一つの重要な要素だった ことを示す。

　認定機 関が行 った仕事のもう一つの重要な側 面は、それ ぞれの実践や成果に対 して評価

す る責任をもったカ レッジや大学に評価委員 を送 り出す ことであった。しか しその実態 は、

査察のよ うに感 じられ、実際にも査察形式が とられていた。教師教育が自由に、思 うよ う

に教 え、定期的な視察や外部か らの圧力な く教える自由はなくなった。専門職的 自律性は、

過去の もの となって しまったのである。

以上のことの重要性 をより感 じるよ うになったのは、政府が教員の賃金 と労働条件 に関

する法律(Teacher's Pay and Conditions Act)を 制定 した1987年 の ことであった。これは、

１年間最低195日 、1265時 間働 くことを義務付 けた教員 の団体行動権の協約 に対す る不当

な要求であった。職 に対 して明 らかに信頼 を欠いた このや り方は、教師教育だけではな く、

全ての方面において士気 を損なわせた。

　次に、教師教育の開発に影響 を与 えたのは、当然 なが ら、政治的な要因であった。1988

年に、サ ッチャー政府は全国統一カ リキュラムを発表 した （教育改革法の一つ として）。こ

の法律は、初任者やその後の教師教育のいずれの レベルに対 しても、教員養成 コースの本

質 と開発に大きな圧力を与えた。簡潔 に説明すると、それ までの教員はカ リキュラムを計

画す る責任 をもっていたが、これ以降はカ リキュラムを教科 ごとに設定 し、一つずつ、何

を教 えるべ きかを明確 に提示するよ うになっていった。

それ までの初任者研修 のコースでは、シラバスのほ とん どの部分が、教師 自身が何 を教

え、何 を教 えないかを考えるよ うに組 まれていた。私に関 して言 うと、歴史の授業におい

て、英国に焦点を当て るべ きか、 ヨー ロッパ にすべ きか、また、他 の地域 の歴 史について

教 えるべ きかを討論 し、 どれを選んだ としても、その中の何 を教 えるべ きかについて議論

す るとい うことであった。
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　それは学生達 に、例 えば、幼い子 どもたちに とって どの ような内容で どの ように教 える

と良いか、また、ある内容 については、発達段階を考慮 して後に教える方 が良いか どうか

な ど、思案 させる機会を与えることを意味 した。

　私 の受 け持 った一年間の教職課程の学生たちは、理想的な学校 とは何かについて一週間

費や し、その上で彼 らの “理想的な”学校での歴 史カ リキュラムの詳 しい計画立案 にさら

に一週費や した。しか し、突然1988年 に、この重要な取 り組み は不適切である とされた。

教員養成課程は今、全国統一カ リキュラムをいかに効果 的に教 えるかに焦点を当てなけれ

ばならなくなった。

　この変化は教師教育における活動の全側 面に影響を与 えた。私 の口調で理解 できる と思

うが、大学でチュー ター として働いていた私 にとっては喜ば しい発展ではなかった。私は

その当時、そ して今現在 もその思い をある程度は持 ちつづ けているが、これ によって教師

教育が専門的職業ではな くな り、一種の徒弟制度 （技術見習制度） のようになって しまっ

たよ うに感 じた。

　当時の一連の改革で最 も重要な要素は恐 らく、教職 を目指す学生の実習場面においてカ

レッジのチューター と、教員の関係 を大 きく変える、 とい う試 みであっただろ う。新 しい

メンタ リング体制(regime)が 設立 され、教員 は教職 を目指す学生が新たに専門職 に就 くの

にあた り、監督者 とい う大きな役割を担 うことになった。今 日学生たちは、講義 よ り長い

時間を実習先の学校で過 ごす ことを好み、 こうした流れ は教職教育 を、よ り学校 に基礎 を

置いたものに した。カ レッジの講師の一部は、教員 自身が より良いメンター になることを

支援す るスキーマを立 ち上げ、評価 ・認定委員会(examining boards)は 教員 とカ レッジの

講師の両方が学生の教職適性 を判断す るこ とについての責任 を共有 した。以前は、チュー

ター と教員養成カ レッジによって決め られ 、議論が起 こった時でも、学校の教員の意見は

反映 され ることはなかった。最近では、 こうしたシステムが簡略化 され、教員養成 カ レッ

ジの講師たちはむ しろ、彼 ら自身 も学校の教室で多 くの時間 を過 ごす よ うに期待 され、 日

常的 に教師 として学校 で働 き、教室で子 どもたちに実際に教える経験 をもつ ことによって、
“新鮮で

、より実習生の立場 に近い”立場に立つことができる と見な されるよ うになって

きた。

　1988年 の法律 によって、そのほかにも、システム全体 に影響を与 えた要因があった。学

校監査官の報告書 と同様、学校の試験結果 の公表、即 ち、今では地方お よび全国版 の新聞

に記載 される試験結果の上位校番付表の作成は図 りしれない影響 を与えた。そこで、生徒

を うま く募集できた学校に対 して、学校予算の配分を与 えることが定められた。す ると突

然に、システム全体がよ り競争的 にな り、それまでの支援的な体制が一転 し、教育全体 と

してもマスコミ報道が活発化 した。

-217-



　教師教育に対す るこの急激な衝撃によって、教職が急速に辛 く、報われない職業 に思わ

れ始 めた。 この1980年 代末以降、教員養成課程に新入学生を迎えることが非常に難 しく

なってきてお り、近年 の政策決定には、 この変化が影響を及ぼ してい る。

同時期 に、他にもい くつかの重要な変化が あった。第一に、大学 とカ レッジは、教員養

成課程の学生の教育実習費を学校に払わなけれ ばいけなくなった。 このよ うな提案は、そ

れぞれの学校が教員養成課程 に在籍 している学生の教育について十分で、明確な役割を果

たす ことを意味 した。大学で教育学部の運営 をしてい る我々の立場か らすれ ば、その こと

はま さに、財政的悪夢であり、大学財政 をさらに不安定に した。

　ウェールズ大学スワンジー校で1996年 に私が学部長であった とき、そもそもあった収

入か ら£300,000を 支出 し、その支出分に対する補正的な収入 はなか った。端的にい うと、

よ り多 くの学生を迎 えれば迎 えるほど、大学側の支出は増 えるとい うことである ！実際に

は、これが政府によって学校 を支援 し、財務省 か らの新たな支 出な しに学校 の収入 を増や

す方法であった。

　また当時現職教員 コースの力点がカ リキュラム と教育学の問題か ら、学校経営の問題へ

と変わっていった。一方で1960年 代 には、多 くの教員たちが、学級運営実践の向上を 目

的 とした夜間コースに通 っていたのに対 して、今 日では、中堅教員がキャ リアア ップのた

めに資格や学位 取得す ることに焦点が当て られるよ うになった。 このような変化は、教育

システム全体が より経営主義的にな り、カ レッジや大学で教員養成課程 に携 わる教員たち

の気風や仕事 にも重要な影響 を与 えた。

　教師たちは資金調達の形態 （section11資 金 と呼ばれ るもの） の変化 によって、マネー

ジメン トコースによ り多 く集 まるよ うになった。教育課程 の問題 を扱っていた現職教員 コ

ースが
、それ まではあま り実施 されていなか った学校経営者養成 コースや、同時に導入 さ

れた新 しい試験制度の活用の仕方 を研修す るものへ と移っていき、これ まで行われ ていた

学級経営の在 り方 などに対す る研修は衰退 していった。

　リチャー ド・ジ ョンソン(Richard　Johnson)は 当時の著作のなかで、マネー ジメン ト的

行為が増 えれば増 えるほど、教職の専門性が低下す ると指摘 した。 「教師教育を変質 させ、

未熟で訓練 され ていない教員を生み出 し、全国平均 を下回 る賃金を導入す る計画は、教育

課程の直接管理 を強化 した。つま り、このことは教職の専門性 を低 くす ることにつながっ

てい る。 こうしたことは、教 えることに誇 りをもっている専門職 とはかけ離れたものであ

る。なぜな ら、専門職 とは教える内容について、 自らが決め、専門的知識をもっているも

のであ り実際の授業を運営す るカ リキュラムを “提供”す る “スタ ッフ”のことを指すか

らである。」

近 年 の進 展Recent developments

　1980年 代における、教師教育の主だった変化はこれ まで述べきた通 りである。そ して、
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これまで紹介 してきた もののなかのほ とん どがいまだ手付かずのまま状態にある。その当

時か ら大きな変化がみ られていないわけではない。

　1990年 代初頭 か ら、学校 （特 に小学校） は教室補助員 （たいがい、専業主婦の母親 で、

クラスで生徒の音読や、算数学習の補助す る者）を配置す るよ うに支援を受 けてきた。

　2001年 には、教師教育を受けた経験 もな く、資格 もないまま、教室補助員が教 えること

が許 された。政府 の統計によれば、教室内で子 どもに関わ る仕事 を している大人の人数は、

（有資格教員の数 よ りもむ しろ）増えてお り、それが教員不足の実態を隠す のによく使わ

れ ようになった。

　1990年 、オ ックスフォー ド・ポ リテクニ ック（後のオ ックスフォー ド・ブル ックス大学）

では、政府か ら援助 を受 けて、校長対象 の最初の公式な研修プ ログラムを導入 した。2000

年には、雇用危機 を解決するために、教員養成課程の学生に対す る初任給制度が開始 され

た。その後数年間の うちに、理科、算数 といった科 目の教員不足が より顕著になった。

　そ こで1999年 には、教師教育機構(Teacher Training Agency)は 、教師教育認定機構

(Council for the Accreditation of Teacher Education)に 組織 がえ した。また1990年 に、

この新 しい機構 は教職 に就 こ うとす る全 ての新入学生に対 して認 定試験 を発表 した。つま

り、数学 と英語 に関す る基礎 レベルの教授スキルがない者は、教師 になるこ とが認め られ

な くなった。

教 職 に 就 くそ の 他 の 方 法Alternative routes into teaching

 近年におけるもっとも重要な進展は、教員になるための代替的な方法が導入 された こと

といえるか もしれない。教職 に就 きたい人は全員、フルタイムの公的な教育機関に通わな

けれ ばいけない とい う古い前提は、入学希望者 が圧倒的に少ない とい う圧力によって、少

数意見 となった。

　新労働党の下では、教育は優先すべきことと位置づ けられたものの、全体 として経済が

極めて良好であったために、教職 は低賃金 の職 業 としてみなされ るようになった。教職 に

就いてもらいやす くす るために、何か的確 な施策が行 われる必要があった。その結果、現

在では政府の認可を得てい る複数 のル ー トがあ り、教職に就 くことができるよ うになった。

そのほとんどはここ数年内に、導入 された ものである。

　第一 に、ほんの最近再び廃止 されたけれ ども、PGCEが 学部卒業生に対す る1年 コース

として存続 していた。 この課程 では、学生 は、専門科 目に応 じて、£70OOか ら£16000

の奨学金 が与えられ る。

第 二に、大学学部 レベル のコースにおいては多様 なコースが準備 され、教育学学士号(B.
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Ed.)、 文学士号(B.A.)、 または科学士号(B.Sc)の いずれか と、認定 された教員免許状が

与えられてい る。第二次大戦後に設置 され た旧来の教育 コースのカ レッジは、現在 の大学

学部 レベルのコースに相 当す る。

第三 に、学校に基礎 をお く教師教育 コース(School Centered Initial Teacher Training)

がある。 １年間のコースで、応募者は学校か ら教員 として任用 される。 この コースに通 う

間、教職免許 の認定を受 けるまで、協議会 または私企業の監督下におかれ る。 このよ うな

現場研修プログラムは、非常に不評なプログラムである。

　これ と類 似 した プ ロ グ ラ ム は 、 学 卒 者 教 師 教 育 プ ロ グ ラ ム(Graduate Teacher

 Programme)(但 し、 このコースは教職志願の成人学生 を対象 としたプ ログラムを除 く）で

ある。 このコー スは、1年 の現場研修 トレーニングと同様 、監督の条件がつ くプ ログラム

である。

 そのほかの新 しいプログラムは、"Teach first"計画である。 この計画によって、学卒者

は学校内での教育実習に力点をおいた二年間の養成を受ける。当面、この計画は、London,

Manchester,Midlands地 方に限定されている。その理由は、政府 がこのコースの提供機

関が数少ない と認識 して、大都市圏の特徴 として維持 したい と考 えているためである。

　最後 に、情報技術 において特別 なスキルを持つ、大学卒業生でない者を対象 とした登録

制教職プ ログラムが現在 ある。 これは教育学 とITの 融合 した教授法 を含んでお り、資格

のないままは じめて教職 に就 いた者だけが、進学できるコースである。 この課程の学生は

数量的思考能力 と、読み書 き能力、そ して情報通信技術 に関す る全国技術試験(National

 Skills Test)を 受 けなければな らない。

　要約す ると、これ らの突発的な新 しい教職への道の出現は、 慢性的な教師不足 を埋 め合

わせ 、覆い隠すた めの政府に よる試みであると私 は説明 したい と思 う。それ らは教師教育

の形式 と本質を規定す るのは、経済的、政治的文脈が重要であ るとい う、明確 な証拠であ

る。

結 論 ：展 望 と可 能 性Conolusion:prospects and possibilities

　結論 として、英国における教師教育の発展のなかで、私たちは どの地点にいて、 どの よ

うな将来を描けるのかについて、述べてい く。最初にこの レクチャーの冒頭 で申 し上げた

ことを再度確認す る。現在の教師教育の状況か ら明 らかになってくることは、人 口統計的、

経済的、社会政治的要因か らほぼその内容を規定することができる。

　　人 口統計的には、イギ リスは転換期にある。2000年 以降、出生率は上昇 している。近年 、

イギ リスの新生児の母親 の四分の一は、英国外出身の母親 で、その多 くが英語 を第二言語

とする人々である。 このことが意 味することは明かである。新採用教員の需要は増 えない
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だろ うが、教員 の専門性のなかに言語スキル も必要 とされ ることは明 らかである。つま り、

例えば、最近増えてきた （ポー ラン ド語の ような）第二外国語 を話す能力 または、第二言

語 としての英語教授法 のスキルがあげ られ る。必要な教員数の問題や、最良の教師教育の

課題は依然 として、政治的にも重要で、議論すべき課題 として残 るであろ う。 これ らにつ

いては、人 口統計的な観点か ら見通 しをたてることがで きる。

　経済的 には、広 く予想 され ているよ うに、不況の広が りと性質 に依存す るであろ うし、

多 くの評論家達が既にその ことに言及 している。不況の時には公務員は比較的安全な職業

として見 られ 、より魅力的な もの とな る。数年以内に、このよ うな事態が起 こらない とい

える理由はない。 それ に対 して、多 くの経済アナ リス トが予想 したほ ど不況が深刻 なもの

でなけれ ば、現在 の教員採用 における問題 が解決 されず に、教職 を軽視する姿勢が続 くで

あろ う。 このよ うな状況の中では、教員の供給 と教員養成課程の内容は政府の計画にふ り

まわ され たまま、影響を受け続 けるであろ う。

　経済的な要因は政治的な要因 と密接 にむすびついている。新 自由主義政治が先進 国の

多 くの現代の政府 の特徴 となってい ることは言 うまでもない。特 に英国、米国においては

そ うと言える。比較的安定 してい る経済的状況 は、おそ らく、政治 の在 り方に疑問を持つ

ことを減少 させ、ゆえに自由市場や私企業があらゆる政策を左右 し続けるであろ う。

　しか し、地球温暖化が意味す ることについての 自覚は、深刻な経済不況 と共に、新 しい

政治の創 出につなが り、おそ らく再び国家統制 と国家のオーナーシ ップに優先権 を与える

ことになるだろ う。 このよ うな状況 において、第二次世界大戦直後 に実施 されたよ うな教

師教育の再建を見 ることは難 しい。 しか し、政府の要求 と教員 と教師教育者たちの専門的

判断 とのバ ランスはよ り良くな りうるか もしれ ない。

　広範囲にわたる社会の変化 もまた重要である。豊かな生活が続 き、可処分所得が十分に

増 えたおかげで、家計が黒字にな り、文化的な生活や余暇 を楽 しむ ことができるようにな

る と、消費者主義が台頭 し、実際には教師教育 の質が序 々に低下す るような、社会の生活

様式になっていくであろう。

　一方で
、人々が貯蓄 をす るよ うに生活スタイルが変化す ると、教育者 （教員教育 に携 わ

る人々も含めた）に対 しては多大な尊敬の念がむけられ るであろ う。その他の重要な要因

としては、社会のなかに存在する社会格差 の広 が りがあげ られ る。サ ッチ ャー首相時代 と

新労働党の政府 のもとでは、貧富の差が拡大 した。

　言い換 えると、郊外 と、都市部の差 が大き くなってい るとい うことがいえる。言い換え

る と、この格差は教育システム内に も大 きな差 とコン トラス トをもたら し、裕福な地域の

学校 は、他に比べて成功 してい るといわれ る。 このことは、特定の地域の特定の学校だけ

が突出 して しまい、不平等 を招 く。つ ま り、教 育システムを受 けることについて、激 しい
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格差が生 じていることが明 らかになる。言い換 える と、この ことは教師教育について大 き

な意味 をもってい る。

　どの学校が教師教育の実習に利用 されるべきか。実際には、多 くの場合、裕福 な地域の

学校では、生徒たちが実習生に教員 として成長する機会を与え、貧 しい地域 の生徒は、特

定の社会的な問題に直面 していて学級経営の問題 に関する経験 を実習生に与えると考えら

れ る。つま り、今後20年 ほどの間に、社会が どのよ うに変化するかが、教師教育におい

て極めて重要 となるだろ う。

　そ こで、次にあげるものは全て重要な要因である と考えられ る。今後数年間の うちに、

起 こ りそ うに思えることは、過去50年 の間でほとん ど変化 しなかった ことである。変化

としては、教師教育はよ り外的な影響 を受 けやす くな り、今後の一連の改革は、システム

のなかに吸収 されて機能 しは じめるまでそれほ どの時間を要 しないものになるであろ う。

計画の次にまた計画がとられ る現象は、絶 え間ない変化 と流動性 を意味す る。

　教師教育は私が説 明を試みたよ うに、政治的なフ ッ トボールになった。私はまだ、試合

は終わってはいない と思 う、そ して、その本質 と結果は変化 していない と考える。残念 な

ことに、私はこれか らも同様だ と推測する。今後10～20年 の間に、教師教育について正

確に予測す るのは難 しいが、よ り政治的な計画 と、よ り変化を期待することができる。日々

直面す る挑戦が減 ることはないだ ろう。

（翻訳 ：林香菜子、林菜津子、小松郁夫）

-222-



Ⅲ．教員研修 ・指導力班研究会報告

※ ここで は、教員研修 ・指導力班 の実施 した ４回 の勉強会 で報告 され た ６件 の

うち、 ３件 の報告 につ いての記録 を収録 した。
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教員研修 ・指導力班研究会報告

教 員研修 ・指 導力班 では、平成 １９年度下記の とお り、４回の勉強会を開催 した。

第 １回 　 ７月19日 （木 ）

　○小倉康総括研 究官 「『す ぐれ た小 中学校理科授業構成要素 に関す る授 業 ビデ オ分析 とその

教師教育への活用』の背 景 とその成果 について

　○早坂勇二 ・文部科学省初等 中等教育局教職員課課長補佐 「教員研修施策の概要 につ いて」

　　→ 報告書添付

第 ２回 　10月23日 （火 ）

　 ○薄井英男 ・神奈川 県教育委員会教職 員人材担 当課 長 「神 奈川 県の教職員人材確保 ・育成

基本計画について」→報告書添付

　 ○千 々布敏弥総括研 究官 「全 国教育研究所連盟教 育課題調査か ら見 た教 育セ ンター業務 の

変容」→報告書添付

第 ３回 　 ３月 ３ 日 （月 ）

　 ○高橋秀 美 ・大 田区立 田園調 布中学校長 「中学校 にお ける教員 の指 導力の向上 と研修 の在

り方」

第 ４回 　 ３月24日 （月 ）

　 ○浅野良一 ・兵庫教育 大学教授 「人材 育成 の理論 の実際～企業 ・自治体行政部局 にお ける

動向～」

　 平成 １９年度報告書には、上記の研究会 の うち、、第 １回の早坂報告 と、第 ２回 の薄井報 告、

千々布報告 の記録 を記載す る。 また、「IV」に教員研修 ・指導力班の下 田好行 ・総括研究官 と

松尾知明 ・総括研究官 による 自由研究論文を掲載す る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 （事務局　千々布敏 弥）
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１　 教 員研修施策の概要

（２ ０ ０ ７年 ７月 １９ 日教 員 研 修 ・指 導 力 班 第 １回 研 究 会 ）

文部科学省初等中等教育局教職員課課長補佐　早坂勇二氏

　　配付資料 ：1．教 育基本 法の改正

　　　　　　　2． 教 育公務員 特例法 （抄 ）

　　　　　　　3． 教 員研修 に関す る答 申 （平成 １ １年 、 １４年 、 １８年 ） （抄 ）

　　　　　　　4． 研修 の実施 状況 （略）

　　　　　　　　 「魅 力 ある教員 を求 めて 」 「１７年度 教員研 修 実施状 況」

　　　　　　　5． 評価 ・改善 システ ム （略）

　　　　　　　　 「教員研 修評価 ・改 善 システ ム開発事 業

　　　　　　　　　 平成 １８年度 事業 の報 告書 （研 修 の実態調 査 、研 修 の評 価方 法）」

　　　　　　　6． 教 員研修 セ ンター の事 業 の概 要 （教員研 修 セ ンターパ ン フ レ ッ ト）（略）

１．教 育 基 本 法 の 改 正

　 ・教員 に関す る条項 （第9条 ） を新 たに規 定＝ 「絶 えず研 究 と修養 に励 み」 「養成 と研修 の

充実が図 られなけれ ばならない」 ＝従前か らの理念 を確認的 に明確化

２．教 員 に 求 め られ る資 質 能 力

　 ・基本枠組 みは平成 １１年教養審答 申

　 ・養成＋採用 ＋研修の各段階 を通 じて教員の資質能力の向上 を図ってい る

　 ・教員 に求 め られ る資 質能力 ＝いつの時代 にも求 め られ る資質能力 （昭和 ６２年教養審答

申）＋今後特に求め られ る資質能力 （平成 １１年教養審答 申）

３． 教 員 研 修 の 体 系

　 ・研修 ＝国 レベル の研修 ＋都道府 県等教委 が実施す る研修 ＋市町村教委 、学校、教員個人

の研修

　 ・都道府県等教委 が実施す る研修 ＝法定研修 （初任研、 １０年研）、教職経験 に応 じた研修

（５年研 、 ２０年研等）、職能 に応 じた研修 、長期派遣研 修、専門的な知識 ・技術 に関す

る研修

　 ・初任者研修 の拠点校 指導教員の補 充のための教員 を加 配 している

　　指 導教 員の後補充 に非常勤 講師 を活用 してい る教育委員会 もある （この場合、教員 の加

配措置 は不可）

　 ・初任研 は、通知 によ り、校外研修 ２５日以上、校 内研修 ３００時間以上 を推奨

　 ・１０年研 は、通知 によ り、校外研修 ２０日程度 、校内研修 ２０日程度 を推奨

　　 １０年研 は個 々の教員の能力、適性等 に応 じた研修 として義務付 けられている

　 ・長期社会 体験研修の派遣人数は減少傾 向 （財政事情 によると考え られ る）

　 ・大学院修 学休業制度は基本的に 自主研修のための制度
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４． 国 の 研 修 に 対 す る考 え方

　○平成 １１年教養審答 申

　　 ・教員研修 に関す る総括的 な答 申

　　 ・すべての教員が一律 に多様 な資質能力 を高度 に身につける ことは現実的でない

　　 ・多様 な資質 能力 を持つ個性 豊かな人材 によって構成 され る教員集 団が連 携 ・協働す る

ことが求め られ る

　　 ・教員 としての力量 の向上 は、 日々の教育実践 や教員 自身 の研鑽 に よ り図 られ るのが基

本 であ りが、任命権者等が行 う研修 も重要

　　 ・教員の資質能力形成 における養成 ・採 用 ・研修 の各段 階の役割分担 を提言

　　 ・教員 の各 ライ フステー ジに応 じて学校 にお いて担 うべ き役割 が異な るこ とか ら、各段

階 に応 じた資質能力が求 められ る

　　 ・初任研 、経験者研修 の問題点 を指摘、見直 しの方向を提言

　　 ・画一的な研修 を批判 （平成 １８年中教審答 申でも指摘 ）

　　 ・研修実施者 は研修内容 や研修 を受 けた教員 の資質能力について適切に評価す べき

　○平成 １８年 中教審答 申

　　 ・今後 の現職 研修 は、基本 的に個 々の教員 の能力 、適性等 に応 じた多様 な研修 を行 い、

その成果 を適切 に評価 してい くとい う性格 を強めてい くこ とが必要

　　 ・教育委員会は研修成果を適切に評価 し、その後の指導や処遇に反映するシステムを構

築す るこ とが課題 （平成 １１年答 申で も評価 について提言 してい るが、 あま り進 んで

いない）

　　 ・更新制 との関係 で １０年研 は存続 が適 当で あるが 、実施 時期や研修 内容 を柔軟化 の方

向で見直 しが必要

　○教員研修評価 ・改善システ ム開発 事業 （委託研 究）

　　 ・研修の成 果の把握や評価 ・効果測定方法等 につ いてモデル を開発す るこ とを目的

　　 ・１８年度 は教員研修及び研修 の評価 ・効果測 定等 の実態調査を行 った

　　 ・１９年 度は現 に実 施 されてい る研修 を基礎 と して実際的 な評価 ・効果測 定手法 と評価　　　

・改善システ ムのモデル を開発す る予定

　　 ・１８年度 は ２件委託。 １９年度 は ５件委託 （大学 と民法法人）

５． 質 疑

　Q： １８年答 申は研修 の方法 が画 一化 され てい ると指摘 しているが、教育セ ンター では多様

な研修 を提供 しているのではないか

　Ａ ：教員 自身 の経験や力 量、ニー ズに応 じた研 修 の機会 が少 な く、講座 等 のメニ ュー が多

くて も、研修方 法が講義 形式 によ る一斉研修が 中心 とな りが ちであ ることを指摘 してい

る

　Ｑ ：経験年数 に応 じた研修 体系 よ りも、個 々の教員 の能 力、適性 に応 じた研修 の機会 を提

供す る考 え方が強 くなるのか
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Ａ ：その とお り。 １１年答 申にもあるよ うに、経験年数 に応 じた資質能力 が求 め られ る一

方 、教員 の個性や 得手 ・不得手 な分野 も明 らか になって くる。 個 々の教員 に応 じた研修

に転換 してい くべ き。 また、現状の各教育委員会 の研 修計画 は、そのね らいや達成度 の

設 定が不十分 で受講 後の評価が困難。委託研究 では、評 価 の基 準 を示 す よ うに求 めてい

る

Ｑ ：免許更新制の実施 にあたつては、大学側 に条件が整 っていないのでは

Ａ ：更新講習 をど う実施す るかは今後検討

Ｑ ：社会体験研修 の効果 を指摘す る教員 は多い。 それ は能 力、適性 に応 じた研修 とは異な

るのではないか

Ａ ：社 会体験研修 は、視 野が広が るもの として高 く評価 され てい る。経験 のない ことを体

験す るのは能力、適性 に関わ らず研修 として効果 があ り、奨励 され る。

Ｑ ：研修 の評価や効果測 定は非常に難 しいのではないか

Ａ ：教員 の変容度 とい う考 えが ある。 １つ はそれ を測定す る手法等 を開発 し評価すべ き
。

　 研修 プ ログラムの評価 について、教員研修以外 での取組例 として ＪＡ ＢＥＥ （日本技術

者教 育認 定機 構）が行 ってい る技術者 教 育プ ログ ラムの認定活動 がある。 ＪＡ ＢＥＥの

認定基準 では、プ ログラムその ものの質 ・レベル及 びプ ログラム修 了時の学生の力量 を

大学等 のプ ログラム提供側 が証明す るこ とを求めている。

Ｑ ：民間で行われ ているメンターによる力量形成 システムを考 える必要性 はないか

Ａ ：教員 の世界 では従 来の よ うな先輩後 半の関係 で技術 が伝達 され るこ とが行 われ に くく

なつてい る。 それ を補完す る対策 は必要。 学校 現場の個 々の課題 も含 めてよ り良い教 育

を実現す るためのマネジメン トが重要 と考える

Ｑ ：説 明責任 を果 たそ うとす ると、教員の力量の明示的規定が必要 となるのではないか

Ａ ：平成 １１年 の教養審答 申で資質能 力 のモデル を示 してい る。 これ を参考 に、各教育委

員会が地域 の実情や教員 の実態等 を踏 まえて具現化 し、公表すべ き
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教育基本法の改正 （教員研修関連）

１　 改正前後の教育基本法の比較

２　 「教 育基 本法 の施行 につ いて （通 知 ）」 （平 成18年12月22日18文 科 総 第170号 ） （抄）

　 　10　 教員 （第9条 関係 ）

　 　　 （1）趣 旨

　 　　 　 　 教 員 の使命 や職 責 、待 遇 の適 正等 につ いて 、 旧法 第6条 第2項 に引 き続 き規 定す

る と ともに、教員 の養 成 と研 修 の充 実 等につ い て新 たに規 定 し、独 立 した条 と した

こ と。

　 　　 （2）内容

　 　　 　 　 法 律 に定 め る学 校 の教員 は、 自己 の崇 高 な使 命 を深 く 自覚 し、絶 えず 研究 と修養

に励 み、 その職 責 の遂行 に努 めな けれ ば な らな い こ と。

　 　　 　 　 法 律で 定 め る学校 の教員 につ いて は 、その使命 と職 責 の 重要性 にか んがみ 、 その

身 分 は尊重 され 、待 遇 の適正 が期せ られ る とともに、養 成 と研修 の充実 が 図 られ な

けれ ばな らな い こ と。
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３　 教育基本法改正に関する国会審議における主な答弁

○　 「全体 の奉仕者」を削除 した理由如何。

○田中生涯学習政策局長　 ：　 「全体の奉仕者」 を削除 した理 由についてで ございます けれ ど

も、御指摘 のよ うに、現行の教育基本法では、学校教育が公の性質 を持ち国民全体の利益の

ためにその職務 を遂行すべきであるとい うことか ら、国公立学校のみな らず、私立学校 も含

めて、教員 を全体の奉仕者 として位置づけてお るところで ございます。 この全体の奉仕者は

公務員 を想起 させ る文言でございまして、現に憲法第十五条 におきまして、「すべて公務員

は、全体の奉仕者であつて、一部 の奉仕者ではない。」 旨が規定 されてお る ところで ござい

ます。

　　 したがいま して、今回、私立学校が学校教育において果 た してい る重要性にかんがみまし

て、私立学校 の条文 も新たに起 こさせていただいておるところでございますけれ ども、教員

の規定には、公務員 を想起 させ る 「全体の奉仕者」 との文言は削除を してお るところでござ

いますけれ ども、学校教育が公の性質を持つ ものであることや、そのような学校教育を担 う

教員 の職務の公共性は従来 と変わるものではない と考えておるところでございます。

　　　　　　　　　　　　　 （平成 １８年 １１月６日　衆 ・教育特委　西村智奈美氏 （民主））

○　 「絶 えず研究 と修養 に励み」 と新たに規定 した理 由如何。

○田中生涯学習政策局長　 ：　 教員は、教育を受 ける者の人格の完成 を目指 しま して、その育

成 を促す とい う大変重要 な職務を担 うもので ございます。近年の社会の大 きな変化、あるい

は児童生徒の多様化 といった実態に的確に対応す るためには、教員一人一人 の資質の向上が

求め られている ところでございます。一方では、指導力不足教員、あるいは教員 による非違

行為な どの例 もあるわけでございま して、これ らに対 して も的確な対応が求 められ ていると

ころで ございます。

　　これ らを踏 まえま して、今回の改正では、現行法第六条第二項に教員についての規定があ

ったわけで ございますけれ ども、この第二項を独立 させ ま して新たに教員 の条項 を設 けまし

て、教員の使命や職責、身分の尊重 と待遇の適正を規定いた しました現行 の規定は基本的に

引き継 ぎます とともに、自己の崇高な使命を深 く自覚 し、絶 えず研究 と修養 に励むベ きこと、

また養成 と研修の充実が図 られ なけれ ばならないことを新 たに規定 しているところで ござい

ます。

　　　　　　　　　　　　　　 （平成 １８年 ５月 ３１日　衆 ・教育特委　糸川正晃氏 （国民））

○ 田中生涯学習政策局長　 ：　 教員が大変多忙感 を持っておった り、あるいはいろいろな疾病

にかか られてお る、そ うい うことに関 しま してはきちん と手 当てをする必要があると考えて

お りますが、それ と同時に、教員の中でも、 自分の思いがなかなか子供に伝わ らない、 自分

の教育方法、昔 どお りの教育方法では子供がついてきて くれない、そ うい う問題 を抱えてい

る先生方 も結構い らっ しゃるのではないかとい うふ うに私 どもは認識 してお るわけでござい

ま して、そ うい う先生方のニーズに即 した適切な研修 の機会が与え られ ることが非 常に重要

であろ うと思 うところで ございます。

　　　　　　　　　　　　　 （平成 １８年 １１月 ６日　衆 ・教育特委　西村智奈美氏 （民主））
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教育公務員特例 法 （抄）

　 　 　 　 　 　 　 　 （昭和二十四年一月十二日法律第一号）

第四章　研修

　（研修）

第二十一条

　　 教育公務 員は、その職責 を遂行するために、絶 えず研究 と修養に努めなけれ ばな
らない。

２　 教育公務員の任命権者は、教育公務 員の研修 について、それに要す る施設、研修

を奨励す るための方途その他研修に関す る計画 を樹立 し、その実施 に努めな ければ

な らない。

　（研修の機会）

第二十二条

　　 教育公務員には、研修 を受ける機会が与えられなければな らない。
２　 教員は、授業に支障のない限 り、本属長の承認 を受 けて、勤務場所 を離れて研修

を行 うことができる。

３　 教育公務員は、任命権者の定める ところによ り、現職のままで、長期にわたる研

修 を受 ける ことができる。

（初任者研修）

第二十三条

　　 公立 の小学校等の教諭等の任命権者 は、当該教諭等 （政令で指定す る者 を除 く。）
に対 して、その採用の 日か ら一年間の教諭の職 務の遂行に必要な事項に関す る実践

的 な研修 （以下 「初任者研修」 とい う。）を実施 しなけれ ばな らない。

２　 任命権者 は、初任者研修 を受 ける者 （次項に おいて 「初任者」 とい う。）の所属

す る学校 の教頭、教諭又は講師の うちか ら、指導教員 を命 じるもの とする。
３　 指導教 員は、初任者 に対 して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助

言 を行 うものとする。

（十年経験者研修）

第二十四条

　　 公立の小学校等の教諭等の任命権者 は、当該教諭等に対 して、その在職期間 （公
立学校 以外の小学校 等の教諭等 と しての在職期 間 を含む。）が十年 （特別の事情が

ある場合に は、十年 を標準 と して任命権者が定める年数） に達 した後相 当の期間内

に、個々の能力、適性等に応 じて、教諭等 と しての資質の向上を図るために必要な

事項に関す る研修 （以下 「十年経験者研修」という。）を実施 しなければな らない。

２　 任命権者 は、十年経験者研修 を実施す るに当たり、十年経験者研修 を受 ける者の

能力、適性 等について評価 を行 い、その結果 に基づき、 当該者 ごとに十年経験者研

修に関す る計画書 を作成 しな ければな らない。
３　 第一項 に規定する在職期間の計算方法、十年経験者研修 を実施す る期間その他十

年経験者研修の実施に関 し必要 な事項は、政令 で定める。

（研修計画の体系的な樹立）

第二十五条

　　任命権 者が定める初任者研修及び十年経験者 研修 に関す る計画 は、教 員の経験 に
応 じて実施 する体系的な研修 の一環 をなす もの として樹立 されなければな らない。
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教 育 職 員 養 成 審 議 会 「養 成 と 採 用 ・研 修 と の 連 携 の 円 滑 化 に つ い て （第

３次 答 申 ）」 （平 成11年12月10日 ） 〈 抜 粋 〉

Ⅱ　 教 員 に求 め られ る資 質 能 力に つ いて

１． 教 員 に求 め られ る資 質能 力

　 　 「養 成 と採 用 ・研 修 との連 携 の 円滑化 」 にお け る主 た る検 討 事 項 で あ る教 員

採 用 の改 善 ，研 修 の 見直 しを検 討 す る に 当た っ て は， 改 め て 教員 に求 め られ る

資 質能 力 とは 何 か を確 認 した上 で ， そ の よ うな資 質 を備 えた教 員 を確保 す るた

め に どの よ うな改 善 ， 見直 しを行 うべ き か を検 討 す る必 要 が あ る。

　 　教 員 に求 め られ る資 質 能力 につ い て は，本 審 議 会 発 足 以 来 の一 貫 した テー マ

で あ り，第1次 答 申にお い て ，次 の とお り分析 して い る。

（1）　 い つ の時 代 に も求 め られ る資 質能 力

　 　 教員 の資 質 能 力 とは ，第1次 答 申 にお い て示 され て い る とお り，一 般 に，

「専 門 的職 業 で あ る 『教 職』に対 す る愛着 ，誇 り，一 体感 に支 え られ た知識 ，

技能 の総 体 」 とい った 意 味 内容 を有 す る もの と解 され る。

　 　 そ して， 学 校 教 育 の直 接 の担 い 手 で あ る教 員 の活 動 は， 人 間 の 心身 の発 達

に か か わ る もの で あ り， 幼児 ・児 童 ・生徒 の 人格 形 成 に大 き な影響 を及 ぼす

もの で あ る。 この よ うな専 門職 と して の教 員 の職 責 に か んが み ， 昭和 ６ ２年

１２月 １ ８ 日付 け本審 議 会 答 申 「教 員 の資 質 能 力 の 向上 方 策 等 につ い て 」

（以 下 「昭 和 ６ ２年 答 申」 とい う。 ）に おい て 示 され てい る とお り，教 育者 と

して の 使命 感 ，人 間 の成長 ・発 達 に つ いて の深 い理 解 ， 幼 児 ・児 童 ・生 徒 に

対 す る教 育 的愛 情 ， 教 科等 に関 す る専 門的 知識 ，広 く豊 か な 教養 ，そ して こ

れ らを基盤 と した実 践 的指 導 力 とい っ た能力 が いつ の時 代 に も教 員 に求 め ら

れ る資質 能 力 で あ る と考 え る。

（2）　今 後 特 に求 め られ る資 質能 力

　 　これ か らの教 員 に は ，変化 の激 しい時 代 に あ って ， 子 ど もた ち に 自 ら学び

自 ら考 え る力 や 豊 か な人 間性 な どの 「生 き る力 」 を育 成 す る教育 を行 うこ と

が期 待 され る。 そ の よ うな観 点 か ら， 今後 特 に教 員 に は ， まず ， 地 球 や人 類

の在 り方 を 自 ら考 え る と ともに， 培 った 幅広 い 視 野 を教 育活 動 に積極 的 に生

　 か す こ とが 求 め られ る。 ま た ，教 員 とい う職 業 自体 が社 会 的 に特 に高 い人 格
・識 見 を求 め られ る性 質 の もので あ る こ とか ら， 教 員 は 変化 の時 代 を 生 き る

　 社 会 人 に 必 要 な 資質 能 力 を も十 分 に兼 ね備 えて い な け れ ば な らず ， これ らを

前提 に ， 当然 の こ と と して， 教職 に 直接 かか わ る多様 な 資質 能 力 を有 す る こ

とが必 要 で あ る。

　 　 こ う した 考 え方 に基 づ き， 第1次 答 申にお い て は ，今 後 特 に教 員 に求 め ら

れ る資 質 能力 に つい て 以 下 の とお り例 示 してい る。
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〔参考 図〕今 後特 に教員に 求められ る具 体的資質能 力の 例

地 球的視 野 に立 って行動す るための資質能力

地 球，国家 ，人間等に関す る適切 な理解

例 ：地球観 ，国家観 ，人間観，個人 と地 球や 国家 の関係 についての適切
な理解，社会 ・集 団にお ける規範意識

豊な人間性

例 ：人間尊重 ・人権 尊重 の精神，男 女平等 の精神，思 いや りの心， ボラ
ンテ ィア精神

国際社会で必要とされる基本的資質能力

例 ：考 え方 や立場の相違 を受容 し多様 な価値観 を尊重 す る態度，国 際社

　 会 に貢 献す る態度， 自国や 地域の歴史 ・文 化を理 解 し尊重す る態 度

変化の時代 を生き る社会人 に求 め られ る資質能力

課題解決能 力等 にかかわ るもの

例 ：個 性，感性，創造力 ，応 用力，論理 的思考力，課題解決能 力，継続

的な 自己教育力

人間 関係 にかかわ るもの

例 ：社 会 性 ， 対 人 関 係 能 力 ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン 能 力 ， ネ ッ トワ ー キ ン

グ 能 力

社会 の変化 に適応 するた めの知識及 び技能

例 ：自 己 表 現 能 力 （外 国 語 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 を 含 む 。）， メ デ

ィ ア ・ リ テ ラ シ ー ， 基 礎 的 な コ ン ピ ュ ー タ 活 用 能 力

教員 の職 務か ら必然 的に求 め られ る資質能力

幼 児 ・児童 ・生徒や教 育の在 り方 に関す る適 切 な理解

例 ：幼児 ・児 童 ・生 徒観 ，教 育観 （国家 にお ける教 育の役割 につ いての

理解 を含 む。）

教職 に対す る愛着 ，誇 り，一体感

例 ：教職 に対す る情熱 ・使 命感 ，子 どもに対す る責任感 や興味 ・関心

教科 指導，生徒指導等 のための 知識， 技能及 び態度

例 ：教職 の意義や教 員の役割 に関す る正確 な知識，子 どもの個性や 課題

解決 能力 を生かす能力，子 どもを思いや り感情移入 でき ること， カ

ウンセ リング ・マイ ン ド， 困難な事態 を うまく処理 できる能 力，地

域 ・家庭 との円滑な 関係 を構 築で きる能 力
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（3） 得意 分 野 を持 つ個 性豊 か な 教 員 の必 要 性

   この よ うに教 員 に は多様 な 資質 能 力 が 求 め られ ，教 員 一 人 一 人 が これ らに

  つ い て必 要 な知 識 ，技 能 等 を備 え る こ とが不 可 欠 で あ る。 しか しな が ら，す

べ て の教 員 が一 律 に これ ら多様 な資 質 能 力 を高 度 に身 に付 け る こ とを期 待 し

て も， それ は 現 実的 で は ない 。

   第1次 答 申で 指摘 した よ うに， む しろ学校 にお い て は， 多様 な 資質 能 力 を

  持 つ個 性 豊 かな 人材 に よっ て構 成 され る教 員 集 団 が連 携 ・協働 す るこ とに よ

り，学 校 とい う組織 全 体 と して充 実 した教 育 活動 を展 開 すべ き もの で あ り，

  ま た ，い じめや 不登 校 の 問題 を は じめ とす る現在 の学校 を取 り巻 く問題 の複

  雑 さ ・困難 さの 中 で は， 学校 と家庭 と地域 社 会 との協 力 ，教 員 とそれ 以外 の

  専 門家 との 連 携 ・協働 が一 層 重 要 な もの とな る こ とか ら，専 門家 に よ る 日常

  的 な指 導 ・助 言 ・援 助 の 体制 整 備 や 学校 と専 門機 関 との連 携 の確 保 な どを今

  後 更 に積 極 的 に進 め る必 要 が あ る。

   さ らに， 教 員 一人 一 人 の資 質 能力 は決 して 固 定的 な もの で は な く， 経験 を

  積 む こ とに よ り変化 し，成 長 が 可能 な もので あ り， それ ぞれ の職 能 ， 専 門分

  野 ，能 力 ・適性,興 味 ・関心 等 に応 じ，生 涯 に わた りそ の 向上 が 図 られ る必

  要 が あ る。 教員 と して の力 量 の向 上 は ， 日々 の教 育 実践 や 教 員 自身 の研鑽 に

  よ り図 られ る のが基 本 で あ るが,任 命 権 者 等 が行 う研 修 も極 め て重 要 で ある。

   この よ うな こ とを踏 ま え， 今後 にお け る教員 の資 質能 力 の在 り方 を考 え る

  に 当た っ て は ，画 一 的 な教 員 像 を求 め るこ とは避 け， 生涯 に わた り資 質能 力

  の 向上 を図 る とい う前提 に立 って ，全 教 員 に 共通 に求 め られ る基 礎 的 ・基 本

  的 な資 質 能 力 を確 保す る と ともに ，更 に積極 的 に各 人 の得 意 分 野 づ く りや 個

  性 の 伸 長 を 図 る こ とが必 要 で あ る。 結 局 は， この こ とが学 校 に活 力 を もた ら

  し， 学校 の教 育力 を高 め る こ とに 資す る もの と考 える。

2.養 成 ・採 用 ・研修 の 各段 階 に おけ る教 員 の 資質 能 力形 成 に 係 る 役 割分 担

  昭 和 ６ ２年 答 申で も指 摘 して い る よ うに，教 員 と しての 資質 能 力 は ，養 成 ・

採 用 ・研 修 の各 段 階 を通 じて生 涯 にわ た り形 成 され て い くもの で あ り， その 向

 上 を図 るた め の方 策 は， そ れ ぞれ の段 階 を通 じて総合 的 に講 じられ る必 要 が あ

 る。

  この よ うに,教 員 の資 質 能力 は，養 成 段 階 を含 め教 員 の 生涯 に わ た り絶 えず

 そ の 向上 が図 られ るべ き もの で あ るが ，「養 成 と採 用 ・研 修 との連 携 の 円滑化 」

 に つ い て検 討 す るに 当た っ て は,教 員 の 資質 能 力 の形 成 に か か わ る養 成 ・採 用

 ・研 修 の各 段 階 の役 割 分担 につ い て検 討 す る必 要 が あ る。 養 成 ・採 用 ・研修 の

 各 段 階 にお け る教員 の資質 能 力 の形成 に係 る役割 分 担 につ い て は， 第1次 答 申

 にお い て 以 下 の とお り指 摘 して い る。
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〔参考 図〕教員の資質 能力の形成 に係 る役割分担のイ メー ジ

養成段階

専攻 す る学 問分 野 に係 る教 科 内容 の履修 とともに，教 員免

許 制 度 上履修 が 必要 とされ て いる授 業科 目の単位 修得 等 を

通 じて， 教科 指 導,生 徒指 導等 に 関す る 「最小 限必要 な資

質能力」（採 用 当初 か ら学級 や教 科を担任 しつつ，教科指導，

生徒 指導 等 の職 務 を著 しい支障 が生 じる こ とな く実践 で き

る資質能力） を身に付 けさせ る過程。

採用段階 開放 制 に よる多様 な教員 免許 状取 得者 の 存在 を前 提 に，教

員 と して よ り優 れ た資質 能力 を有 す る者 を任命 権者 が選考

す る過程。

現職研修段階

任命 権者 等 が， 職務 上又 は本 人の希 望 に基 づ いて， 経験年

数 ，職 能， 担 当教科 ，校 務分 掌等 を踏 ま えた研修 を施 し，

教員 としての専 門 的資質 能力 を向 上 させ る過程。 うち，初

任者 研修 は,初 任者 に採 用 当初 か ら学級 や 教科 を担任 させ

つつ ，上記 の養 成段 階で修得 した 「最小 限必要 な資質能力 」

を， 円滑 に職 務 を遂行 し得 る レベル ま で高 める こ とを 目的

とす る もの。 現職 研修 段 階 には， この よ うない わ ば狭 義の

研修 のほか， 教員 グル ー プに よる 自主研 修や 教員 自身 の研

鑽， さ らに は 日々の教 育実 践 を通 じて資 質能 力 の形成 が図

られ る過 程 も含 まれ る。 また， 研修 の 内容 と して は，教員

と して の職務 に直接 的に かか わる もの は も とよ り，視 野 を

広げ るこ とを 目的 と した社会 体験研修 な ども含 まれ る。

3.教 員の 各 ライ フステ － ジに応 じて 求 め られ る資 質能 力

  教 員 につ い て も， 日々 の職 務 及 び研 修 を通 じてそ の資質 能 力 が育 成 され てい

 く もの で あ り， ま た，各 ライ フス テ ー ジ に応 じて学 校 にお い て担 うべ き役 割 が

 異 な る こ とか ら， 各段 階 に応 じた 資質 能 力 を備 え る こ とが必 要 とな る。 以 下，

初 任 者 の段 階 ， 中堅教 員 の段 階 ， 管理 職 の段 階 に分 けて ， そ れ ぞれ の段 階 に必

要 な資 質 能力 につ いて検 討 す る。

（1） 初 任者 の 段 階

   大 学 の教 職 課程 で取 得 した基 礎 的 ， 理論 的 内容 と実践 的指 導 力 の 基礎 等 を

  前 提 と して， 採 用 当初 か ら教 科指 導 ， 生 徒指 導 等 を著 しい 支 障が 生 じる こ と

  な く実 践 で き る資質 能 力 が必 要 で あ り， さ らに， 教科 指 導 ，生 徒 指 導 ，学 級

  経 営 等 ，教 職 一般 につ い て 一 通 りの職 務 遂行 能 力 が必 要 で あ る。 養護 教 諭 に
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  つ い て は ，心 身 の健康 観 察 ，救 急 処置 ，保 健 指導 等 児 童 ・生 徒 の健 康保 持 増

  進 につ い て，採 用 当初 か ら実践 で き る資質 能 力 が必 要 で あ る。

（2） 中堅 教 員の 段 階

   学 級 担任,教 科 担 任 と して相 当の 経 験 を積 ん だ 時期 で あ るが ， 特 に,学 級

  ・学 年 運 営 ，教 科 指 導 ， 生徒 指 導 等 の 在 り方 に関 して広 い視 野 に立 った力 量

  の 向上 が必 要 で あ る。 ま た,学 校 にお い て， 主 任 等 学校 運 営 上 重 要 な役割 を

  担 っ た り， 若 手 教員 へ の 助 言 ・援 助 な ど指 導 的 役 割 が期 待 され る こ とか ら，

  よ り一 層 職 務 に 関す る専 門 知識 や 幅 広 い教 養 を身 に付 け る とと も に，学校 運

  営 に積 極 的 に参加 してい くこ とがで き る よ う企 画 立案 ，事 務 処 理 等 の資 質能

  力 が必 要 で あ る。 養 護 教 諭 につ いて は，保 健 室 経 営 の在 り方 ， 学 校保 健 の推

  進 等 に 関 して広 い 視 野 に 立 った 力 量 の 向上 が必 要 で あ る。

（3） 管 理 職 の 段 階

   地 域 や 子 どもの 状況 を踏 ま えた創 意 工夫 を凝 ら した教 育活 動 を展 開す るた

  め， 教 育 に 関す る理念 や 識 見 を有 し， 地域 や 学 校 の状 況 ・課 題 を的確 に把 握

  しな が ら，学 校 の 目標 を提 示 し， そ の 目標 達 成 に 向 け て教 職 員 の 意欲 を引 き

  出す な どの リー ダー シ ップ を発 揮 す る ととも に， 関係 機 関等 との 連携 ・折衝

  を適 切 に行 い， 組 織 的， 機 動 的 な学 校 運 営 を行 うこ との で き る資 質 を備 え，

  また,学 校運 営 全 体 を視 野 に入 れ た総 合 的 な事 務 処理 を推 進 す るマネ ジ メン

  ト能 力 等 の資 質能 力 が 必要 で あ る。

 以 上検 討 して きた教 員 に求 め られ る資 質 能 力 を前 提 と して ， こ の よ うな資 質能

力 を備 え る教 員 を確 保 す るた め， 今 後 どの よ うに採 用 の 改 善 を行 い,ま た研修 の

見 直 しを行 い ， さ らに大 学 と教 育 委 員会 等 の連 携 方 策 の 充 実 を 図 るべ きか， 以下

そ れ ぞれ につ い て検討 す る こ と と した い。
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IV 研 修 の 見 直 し

1.研 修 の 現 状

（1） 現 職 研 修 の 現状

   教 員 の 研 修 につ い て は ，幼 児 ・児 童 ・生 徒 との 人格 的触 れ 合 い を通 じ， 個

  性 ・能 力 に 応 じて適 切 な指 導 を行 うとい う教 員 の職 責 の特 殊 性 にか ん が み ，

  他 の 一 般 公 務 員 と比 較 して特段 の配 慮 が要 請 され る こ とか ら， 教 育公 務 員 特

  例 法 にお い て,教 員 の主 体 的 な研 修 を期 待 し， そ の 自覚 を促 した り，任 命 権

  者 に きめ 細 か な 対応 を求 め るな ど， よ り積 極 的 な位 置付 け が な され て い る。

   昭 和 ６ ２年 答 申にお い て は ，教 員 の任 命 権 者 等 が 教職 生 活 の 全 体 に わ た っ

  て研 修 を積 極 的 に実施 す るた め，研 修 の体 系化 を図 る こ とが必 要 で あ る と し，

  そ の観 点 と して ，各 教 員 が 教職 の全 期 間 を通 じて 必 要 な研 修 に参加 で き る機

  会 を確保 す る こ と， 国， 都道 府 県,市 町村 等 の 各段 階 にお け る研 修 が 相 互 に

  関 連 を持 っ て 行 われ る よ うにす る こ と,そ の際 ，社 会 の進 展 に対応 して研 修

  内容 を絶 え ず 見 直 し， 整 備す る と と もに， 社 会 の構 成 員 と して の視 野 を広 げ

  る観 点 か ら学校 以外 の施 設等 に お け る体 験 を積 極 的 に取 り入 れ る こ と， とい

  っ た 諸 点 が 挙 げ られ ， す べ て の教 員 に適 切 な時期 に必 要 な研 修 の機 会 を確 保

  す る こ とが重 要 で あ る と され て い る。

   そ して ， 昭 和 ６ ３年 の教育 公 務 員 特 例 法 の改 正 に よる初 任者 研 修 の 導入 等

  を 契機 と して ， これ まで ，都 道 府 県 ・指 定 都 市教 育委 員 会 等 にお い て ，教 職

  経 験 に応 じた研 修 ， 職 能 に応 じた研 修 ， 専 門研 修 ，長 期 派 遣研 修,社 会 体 験

  研 修 等 ，研 修 の体 系化 とそ の機 会 の整 備 が 着 実 に進 め られ て き た。

   な お ，公 立 学校 の教 員 の研 修 につ い て は,任 命 権 者 であ る各 都 道 府 県 ・指

  定都 市教 育委 員 会 等 に第 一義 的 な実 施 の責 務 が あ り，そ れ ぞれ の 実情 に応 じ

  て 多様 な研 修 が 実施 され て い る が， 文 部省 も,都 道 府 県 や 市 町村 に対 し，教

  員 研 修 に 関す る必 要 な助 言援 助 を行 う と ともに ，校 長 ・教頭 や 中堅 教 員 を対

  象 と した 中央 研 修 講座 ，初 任 者 を対 象 と した洋 上 研 修 ， 教 科指 導や 生 徒 指 導

  に係 る専 門研 修,教 員 海 外 派 遣 な ど，各種 リー ダー 研 修 を 自 ら実 施 して い る。

   各 都 道 府 県 ・指 定都 市 教育 委 員 会 等 が 実施 して い る現職 教 員 に対 す る研 修

  の概 要 は,以 下 の とお りで あ る。

  ① 初 任 者 研 修

    初 任 者 の 時期 は， 大 学 にお け る養 成段 階 と学 校 現 場 に お け る実 践 とをつ

   な ぐ重 要 な 時期 で あ り， こ の時 期 に 教職 へ の 自覚 を高 め ， 自立 した 教 育 活

   動 を展 開 して い く素 地 をつ くるた め，組 織 的,計 画 的 な教 職 研 修 を実 施 す

   る 必要 が あ る。 こ う した認 識 の 下 ， 国 ・公 立学 校 の教員 の現 職 研 修 の最 初

   の殺 階 に位 置 付 け られ る制 度 と して ， 昭 和63年 に初任 者 研 修 制 度 が創 設

   され ，平 成 元 年度 か ら学 校 種 ご とに段 階的 に開 始 され ，平 成4年 度 か らは ，

   小 学校 ・中学 校 ・高 等学 校 ・特殊 教 育諸 学校 の 教 諭 の初 任 者 を対 象 に実 施

   され てい る。 平成11年 度 の 対象 者 数 は ，予 算 べー ス で12，529人 と

   な って い る。

    初任 者 に は,学 級 経 営や 教 科 指 導 に携 わ りなが ら，指 導 教 員 の指 導 ・助

   言 に よ る校 内研 修 （週2日 ・年 間60目 程 度 ） が 課 され ，そ の 内容 は， 示
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 範 授 業 ・参観 授 業 を 中心 に， 服務 ・倫 理 ， 学級 経 営 ，教 科 指 導 ，生 徒 指 導

 等 教 諭 の職 務遂 行 に必要 な事 項 全般 に わた る もの とな っ てい る。 併 せ て ，

 校 外研 修 （週1日 ・年 間30日 程 度 ） が実 施 され ， そ の 内容 は，教 育 セ ン

 ター 等 にお け る受講 ，他校 種 参 観 ，社 会 教 育施 設 ・社 会 福 祉 施設 等 の参観 ，

 ボ ラ ンテ ィ ア活動 体 験等 の ほか ，宿 泊研 修 等 とな っ てい る。

  養護 教諭 に つい て は,初 任 者 研 修 の対 象 に含 まれ てい ない が ，新 規 採 用

 者 に 対 して は ，現 代 的課題 へ の 対応 や 個 々の事 例 に対 応 で き る能力 を身 に

 付 け る た め の基 礎 研 修 及 び 専 門研 修 をお お む ね27日 間実 施 して い る。

② 教 職 経 験 者 研修

  教職 経 験 に応 じた研 修 は,初 任 者 研 修 とと もに研 修 体 系 の基本 を成 す も

 の と位 置 付 け られ ，5年 ，10年 ，20年 等 とい った 一 定 の教職 経 験 を有

 す る教 員 全 員 を対 象 と して 実施 され てい る。

  各 都 道 府 県 ・指 定都 市 に お け る教 職 経 験者 研 修 の実 施 状 況 は ，平 成9年

 度 小 ・中学 校 教諭 につ い て 見 る と，5年 経験 者 研 修 は59県 市 ，10年 経

 験 者 研 修 は48県 市，15年 経 験 者 研修 は17県 市 ，20年 経験 者研 修 は

 4県 市 で 実施 して い る。

  実 施 形 態 は ，5年 及 び10年 経 験者 研 修 を実施 して い る県 市 が最 も多 く，

 平成9年 度 実 施計 画 にお い て33県 市 とな って お り，続 い て5年 及 び15

 年 経 験者 研 修 を実施 して い る県 市 が10県 市 とな って い る。

  内容 面 に 関 して は， そ の 中心 的内 容 と して，5年 経 験 者研 修 で は教 科指

 導 が ， 中堅 層 の10年 ・15年 経 験者 研 修 で は生 徒 指 導 ・教 育相 談 が 重視

 され て い る。 ま た ，管理 職 に近 い20年 経 験 者研 修 で は ， 生徒 指 導 ・教育

 相 談 の割 合 が 最 も高 い が， 他 の経 験者 研 修 と比 べ 学校 経 営 に 関す る研 修 の

 割 合 が 高 くな って い る。

  養 護 教 諭 につ い ては ，い わ ゆ る保 健 室 登 校 の 増加 等 を機 に ，平 成9年 度

 か ら経 験 者研 修 を実施 して い る。 そ の 内容 は，保 健 室経 営や 心 と体 の健 康

 の両 面 に か かわ る健 康 相談 活 動 の割 合 が 高 くな っ て い る。

③ 中堅教 員 の研修

  中堅 教 員 の研 修 には,職 能 に応 じた研 修 と して の 主任 研 修 や 教科 に 関す

 る専 門 的 な知 識 ・技 能 を身 に付 け る こ とを 目的 と した専 門研 修 な どが あ り，

 主 と して各 都 道府 県 ・指 定都 市 教 育 委員 会 が 実施 して い る。

  また,国 に おい て も,教 職 経 験10年 以 上 の 中堅教 員 を対 象 と した 中央

 研 修 講座 を実施 して い る。 さ らに,専 門研 修 と して ，例 え ば， 英語 教 育 に

 つ い て は,英 語 教 育指 導 者 講座 （国 内研 修 ）や 英 語 教 員 海 外 派遣 事 業 を実

 施 して い るほ か， 情報 教 育 につ い て は， 教 育情 報 化 推 進 指 導 者養 成 研 修 を

 実 施 して い る。

④ 管理 職 研 修

  管理 職 研 修 は,校 長 ，教頭 及 び それ らの 候補 者 を対 象 に実 施す る研 修 で ，

 主 と して各 都 道府 県 ・指 定都 市教 育 委 員 会 が実 施 して い るが ， 国 にお い て

 も，校 長 及 び教 頭 を対 象 と した 中央 研 修 講座 を実 施 して い る。

⑤ 長 期 社 会 体験 研 修

  長 期 社 会 体 験研 修 は，社 会 の構 成 員 と して の視 野 を広 げ る観 点 か ら， 民

 間企 業,社 会 教 育施 設 ，社 会 福 祉 施 設 等 学校 以 外 の施 設 等 へ 教員 を派 遣 し

 て行 う研 修 で， お おむ ね1か 月 か ら1年 程 度 の長 期 にわ た る もので あ り，

 開 かれ た学 校 に向 け,学 校 と地 域 社 会 との連 携 のた め に重 要 な役 割 を果 た

 す もの で あ る。長 期 社会 体験 研 修 に よ り，研 修 を受 けた 教員 の対 人 関係 能
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  力 の向上，学校運営上の効果 ，意欲の向上，指導力 の向上，視野 の拡大等

  の成果があがっている。

   長期社会体験研修 は近年全 国で盛んに行 われ るよ うになってきてお り，

  平成元年度 の実施県 は1県， 派遣教員数 は1人， 平成7年 度の実施県 は4

  県， 派遣教員数 は64人 とごく少数に とどまっていたが， その後文部省 が

  調査研究 を行 うな どした結果， 平成10年 度実績 におい ては，43県 市，

  派遣教員数723人， 平成11年 度計画におい ては，46県 市， 派遣教員

  数808人 の実施 と急速 な拡大を見 てい る。

 ⑥ 学校栄養職員の研修

   学校栄養職員 に対す る研修 については， 新規採用者研修 をおおむね27

  日間， また， 経験5年 経過及 び一定の経験の全職員 に対 して経験者研修を

  両段階合わせ ておおむね10日 間実施 している。 また， 今 日，生涯 にわた

  って心身 ともに健康な生活 の基礎 を培 う健康教 育の一環 として食 に関す る

  指導 の充実を図るた め， 学校栄養職員 と担 当教諭 がテ ィー ムを組 んだ り，

  特別非常勤講師 として食 に関す る指導を行 うな どの取組 が始め られ た とこ

  ろである。

 ⑦ 学校事務職員の研修

   学校事務職員 に対す る研修 については， 各任命権者 において実施 してい

  るほか， 国において， 指導 的な立場にあ る事務職員 に対す る研修会 を実施

  している。

（2） 現在実施 され ている現職研修の問題点

 ① 初任者研修

   初任者研修 については，教員 としての使命感や 自覚を持つ ことができた，

  授業展 開や学級経営の仕方，子 どもとの接 し方 について学ぶ ことができた，

  幅広い体験 の機 会 を持つ ことがで きたな ど，初任者 か ら積極的な評価 を受

  ける とともに， 初任者 が 自主的 ・意欲的に研修 に取 り組み資質能力 の向上

  が著 しいな どの成 果があがってい るが， その一方 におい て， 以下のよ うな

  問題 点が指摘 されてい る。

  ア 研修内容等 の問題点

   a 校 内研修につ いては， 週 当た りの研修 時間数， 研修項 目等 が固定 さ

    れている例が多 く，全般 的に研修内容 が画一化 している。教科指導が

    示範授業 と参観授業 に とどま り，授 業前後 の指導 の時間が必ず しも十

    分確保 され てい ない傾 向がある。

   b 校外研修については， 講義 中心の内容 となってい るなど，受講者 に

    とって魅力の少ない ものになっている傾 向がある。 また， 校 内研修の

    内容 との間に重複 が見 られ， 両者の間に有機 的な連携が保 たれていな

    い例が見 られ る。

  イ 初任者研修制度の運用上の問題点

   a 初任者 については， 多 くの学校において， 学級担任， 教科担任， そ

    の他 の校務分掌について軽減措置が とられ ているが， 初任者 の配置に

    ついて十分な配慮 が行 われず に他の教員 と同 じよ うに役割を受 け持っ

    ている場合 には， その負担が重 くな る。平成10年 度 に文部省 が全国

    の初任者 に対 して行 ったアンケー ト調査 に よれ ば， 研修の時間が十分

    に取れず， 十分研修 に専念できない などの意見 が出 されている。

   b 初任者 を受 け入れ た学校 において校 内研修 の実施体制が確 立 してい

    ない例や， 管理職や指 導教員の指導の不足等 によ り，校内研修 が十分

    に実施 され てい ない例がある。

－239－



    c 初任者 の配置校に同一の教科 を担任す る教員 がい ない例や， 指導教

     員等 の負担軽減のための非常勤講師 が確保 され てい ない例が見受 けら

     れ るな ど，任命 権者 において， 域 内の学校 の状況 を見据 えて初任者を

     十分 な研修実施体制 が整 う学校 に配置す るな どの配慮 に欠けてい る例

     がある。

    養護教諭 について は，平成9年 度 か ら新規採用者研修 が拡充 された とこ

   ろであるが， いまだ児童 ・生徒 の心身 の健康 に関する現代的諸課題 に対応

   す るには不十分で ある。 また， 養護教諭 は職場 に一人配置の場合が多 く，

   特 に職場 内研修での指導者の確保や職場外での研修が難 しい ことが指摘 さ

   れている。

  ② 教職経験者研修等の現職研修

    （1）において述べた現在実施 されてい る現職研修 は， 各都道府県 ・指定

   都市教育委員会等の努力 によ り体系的 に整備 され， 教員の資質能力の向上

   を図る上 でかな りの成果が あがってい る。 しか しなが ら，一方 において，

   以下の よ うな問題 点が指摘 されてい る。

   ア 平成9年 度 実績 による教職経験者研修等全参加者数 にお ける講義形式

    の研修 の参加者数 の割合は83.5％ に上ってお り， ともすれば形態 と

    して講義形式に よる一斉研修 が中心 とな りがちであった り，教員が受け

    身の立場 で受講す るものが多い。

  イ 研修が体系的に整備 され る一方， その内容 ・方法が画一化 され， 各教

    員 自身が受講 したい と考えるそのニーズに応 じた研修 の機会が少ない。

   ウ 都道府 県教育委員会や 市町村教育委員会等， 各研修実施者が実施す る

    研修 の内容に重複 が見 られ，必ず しも効率的な研修体系 となっていない。

   エ 教育課題 の増大等に よ り年々研修 内容 が増加 しているにもかかわ ら

    ず， 研修 の実施 について精選 ・見直 しが必ず しも十分行 われてお らず，
    受講す る教員 の負担 になってい る。

   オ 研修 につ いての評価 が十分 に行 われ てお らず， 受講者 に どれだけ研修

    内容 が受 け止 め られたのかが十分 に把握 されていない。

   力 幼稚 園の場合， 設置す る市町村教育委員会が研修 を実施す るこ ととな

    ってお り，行財政的基盤 の脆弱 さか ら研修の機 会が少 ない。

  ③ 学校栄養職 員の研修

    学校栄養職員の研 修につ いては， 平成9年 度 か ら新規採用者研修 が拡充

   され， 新 たに経験者研修 が始 められ た ところであ るが， いずれ も児童 ・生

   徒の食 の指導 に関す る現代的諸課題 に対応す るには不十分であ る。 また，

   学校栄養職員 は職場に一人配置の場合 が多 く，特に職場 内研修での指導者

   の確保や職場外 での研修 が難 しいこ とが指摘 され てい る。

  ④ 学校 事務職員の研修

    学校事務職員 の研修 については， 学校運営において一層役割 を果た して

   い く観 点か らの内容の充実が課題 となっている。

2.見 直 しの方 向

○ 研修 を行 うに 当た って は， 全 教 員 に共 通 に求 め られ る基 礎 的 ・基 本 的

 な資 質 能 力 を確 保 す る と と もに， 更 に 積極 的 に各 人 の 得 意 分 野 づ く りや

 個 性 の伸 長 を図 るよ うに して い くこ とが 大切 で あ る。

○ 教 員 が 生 涯 を通 じて 自 らの 資 質 能 力 の 向 上 を 図 っ て い くため に は， 何
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 より日々の職 務に傾 注す ることによ り様 々な力量を身に付 け， それ らの

 職 務の遂行 を通 じて見 いだ された課題 について， 研修 を行い， その解決

 を図 ってい くことが必要で あ り， この ため， 個 々の教員の 自発的 ・主体

 的な研修意欲 に基づ いた研修 を奨励 し， そのための支援体制の整備 を図

 る ことが必要 である。

○ 初任者 研修については， 初任者 に教職一 般について円滑に職務 を遂行

 し得 る能 力を身に付 けさせ るとともに， 新 たな教 育課題に適切に対処で

 きるよ う課題解 決能 力の伸 長 を図 ることが必要 である。 このため， 校内

 研修及び校外研修 の内容及び方法 を見直 して一層の充実を図るとともに，

 職務 を通 じて行 う研修及び職務 を離れ て行 う研修 においてよ り一層充実

 した研修が受 けられ るよう，その運用等の改善 を図 ることが必要である。

  養護教諭の新規採用者研修に関 しては，その専門性 を高め るとともに，

 初任者研修 の改善 の方向に可能な限 り沿 いなが ら条件整備に努める こと

 が必要で ある。

○ 教職経験者研修等 の職務研 修につ いては， 学校 が現在 直面 している課

 題 に適切 に対処 しこれか らの時代に求め られ る学校教育 を実現す る上で

 必要な教員の資 質能 力の向上 を図 る内容等 に精選す ると ともに， 研修の

 実施方法 についても， 選択制 の導入， 参加型 の研修 の導 入等を基 本的な

 視 点 として見直 しを図ることが必要で ある。

○ 社会体験研修 につ いては， 長期 の研修の機会 を拡 充す るとともに， す

 べ ての教員に短期の研修 の機会 を提供す る ことが必要である。

○ 従来， 授業時間 内に実施 していた研修 につ いては， 授 業時間外 に移行

 す るなど可能 な限 り削減す る方 向で見直す ことが必要である。

○ 研修実施者 は， 研修内容 や研修 を受 けた教員の資質能 力の向上 につい

 て適切 に評価 を行 い， その結果 を今後 の研修の在 り方， 実施 内容 ・方法

 の改善等に生かす ことが必要で ある。

○ 学校 栄養職 員の研修 につ いては， 児童 ・生徒の食の指導 に関す る現 代

 的諸課題 に適 切に対処で きる専 門性 を高め， 学校運営 に積極 的に参画 す

 る意欲 や態度 を培 うとともに， 職場 外での研修 を受けやす くす るな どの

 環境整備 に努め ることが必要で ある。

○ 学校事務職 員の研修につ いて は， 学校 の機能的運営 に資す るため の資

 質能力の向上の観点か ら，その改善 を図ることが必要である。

○ 今後 国が行 う研修につ いては， 各都 道府県等での教育 内容 ・方法等 に

 関す る研 究や研修 に おいて 中心 的な役割 を果たす よ うな教 員等 を対象 と

 す る研修 の実 施， 学校教育 に係 る喫 緊の課 題 を中心 と した内容の研修 の

 実施 の観点か ら更に精選 ・見直 しを行 う必要がある。

 「Ⅱ 教員 に求 め られ る資質 能 力 」 にお い て述 べ た よ うに， 国 際化 や 情 報 化

の進 展 等変 化 の激 しい 時 代 に あ っ て， 教 員 の 資 質能 力 に は今 日特 に求 め られ る

よ うにな っ た もの もあ り， これ らを今 後 養 成 され る教 員 のみ で な く， 現 職 教 員

も早期 に身 に付 け られ るよ うな 配慮 が求 め られ る。
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 そ の際， 学校 は， 多様 な資質能力 を持つ個性豊 かな人材 によって構成 される

教員集団が連携 ・協働す ることによ り，組織 全体 として充実 した教育活動を展

開で きること，教員一人一人の資質能力はそれ ぞれの職能， 専 門分野， 能力 ・

適性， 興味 ・関心等に応 じ，生涯 にわた り向上が図 られ る もので あるとい うこ

となどを踏 まえ，研修 を行 うに当たっては， 全教員に共通 に求 め られ る基礎 的
・基本 的な資質能力を確保す るとともに， 更に積極的に各人 の得意分野づ くり

や個性 の伸長 を図るよ うに してい くことが大切 である。

 教員 が生涯 を通 じて このよ うな資質能力 の向上を図ってい くためには， 何 よ
り日々の職務 に傾注す ることによ り様々な力 量を身に付 け， それ らの職務の遂

行 を通 じて見いだ され た課題 につ いて研修 を行 い， その解決 を図ってい くこと

が必要で ある。

 このため， 今後は， 個 々の教員 の 自発的 ・主体的な研修意欲 に基づいた研修
を奨励 し，そのための支援体制の整備 を図 ることが必要 である。その際， 特に

第2次 答 申において提言 した現職教員 に対す る大学院修士課程 を積極的に活用

した適切な現職研修の機会 の提供 については， 教員 の 自主的 ・主体的研 修活動

の支援 ・奨励 の中核 を成す もの として位置付 ける必要がある。

 また， 初任者研修 については， 初任者 に教科指導， 生徒指導， 学級経営等，

教職 一般 につ いて円滑に職務 を遂行 し得 る能力 を身に付 け させ る とともに， 新
たな教育課題 に適切に対処 できるよ う課題解決能力の伸長 を図 るため， 校 内研

修及び校外研修 の内容及び方法 を見直 して一層 の充実を図る とともに， 職務を

通 じて行 う研修及び職務 を離れて行 う研修 において よ り一層充実 した研修 が受

け られ るよ う，その運用等の改善 を図ることが必要である。

 養護教諭 の新規採用者研修 に関 しては， い じめ等学校 を取 り巻 く心身の健康
問題 に対処 できるよ う専門性 を高 めるとともに，初任者研修 の改善の方向に可

能 な限 り沿いなが ら条件整備 に努 めることが必要である。

 教職経験者研修等の職務研修については， 初任者研修や大学院修士課程 にお

ける再度の教育機 会 との関係 を考慮 し，学校が現在直面 してい る課題 に適切 に

対処 しこれか らの時代 に求 められ る学校教育 を実現す る上で必要な教員の資質

能力 の向上 を図 る内容等 に精選す るとともに，研修 の実施方法についても， 選

択制 の導入， 参加型 の研修 の導入等 を基本的 な視点 として見直 しを図 るこ とが

必要で ある。 さ らに， 研修内容等 の充実 を図 るため， 大学や民間企業等 の支援
・協力 を得 て， その 目的 に沿ったカ リキュラム開発 を行 うこ とが必要である。

 社 会体験研 修 につい ては， これ まで大 きな成果をあげて きてい ることか ら，
で きる限 り多 くの教員 に対 して， 長期 の社会体験研修 の機会 を拡充す るととも

に， すべての教員 に短期の社会体験研修 の機 会 を提供す ることが必要である。

 なお， 従 来， 授業時間 内に実施 していた研修 につい ては， 学校週5日 制 の導

入 を踏 まえ， 教員 が 目々の職務 に傾 注できるよ う，研修実施者において， 長期

休 業期間な どの授業時間外に移行す るな ど可能な限 り削減す る方向で研修 の在

り方 を見直す こ とが必要 であ る。

 また， 研修実施者は， 研修 内容や研修 を受 けた教員 の資質能力の向上につい
て適切 に評価 を行い， その結果 を今後の研修 の在 り方， 実施 内容 ・方法 の改善

等 に生 かす こ とも大切 である。 なお， 修士 レベル の教育 を受け， 専修免許状 を

取得 した者 については， 給与上の措置 など適 切な処遇改善を検討 するこ とが必

要で ある。

 さらに，都 道府 県教 育委員会等が実施 す る各種研修については， できる限 り

私立学校 の教員 に対 して も受講 の機会 を与 えてい くこ とが望 まれ る。

 学校栄養職員 の研修については，子 どもの食生活の乱れ の深刻化 にかんがみ，

児童 ・生徒の食 の指導 に関す る現代的諸課題 に適切 に対処でき るよ う専 門性 を

高 め， 学校 運営に積極 的に参画 してい く意欲 や態度 を培 うとともに， 職場外で
の研 修を受 けやす くす るなど の環境整備 に努 めるこ とが必要 である。
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  学 校 事 務 職 員 の研 修 につ い て は， 学校 の機 能 的 運 営 に 資す るた めの 資質 能力

 の 向上 の観 点 か ら， そ の 改善 を 図 る こ とが必 要 で あ る。

  今 後 国 が行 う研 修 につ い て は， 各 都 道 府 県 等 で の教 育 内容 ・方 法等 に関 す る

 研 究 や研 修 に お い て 中心 的 な役 割 を果 たす よ うな教 員 等 を対 象 とす る研 修 の実

 施， 学校 教 育 に係 る喫 緊 の 課題 を 中 心 と した 内 容 の研 修 の実施 の観 点 か ら更に

 精 選 ・見 直 しを行 う必要 が あ る。

3.具 体 的方 策

（1） 教 員の 自主 的 ・主 体 的 研 修活 動 の奨 励 ・支援

 教 員 の 自主 的 ・主 体 的 研 修 活 動 を中 心 と した 教 員 研修 を展 開 して い く
た め に は，各 教 員が 自 己の 生 涯 に わ た る研 修 に関 す る ビジ ョンを確 立 し，

これ に 基 づ い て， 毎 年 度 当初 に 年 間研 修 計 画 を立 案 す る こ とが 必要 で あ

る。

 各 学校 に お いて は， 日常 の教 育 活 動 ・学 校運 営 を通 じて校 長， 教 頭，
他 の 教 員が， 教 員 の 日々 の職 務 の遂 行 に必要 な助 言 ， 協 力 を 日常 的 に行

うな どの学 校 運 営 を行 う と とも に， 各 学校 や地 域 の 具 体 的 な教 育 課題 に

即 した校 内研 修 の 充 実 を図 る な ど， 校 内に お け る研 修 体制 の整 備 を図 る

こ とが必 要 で ある。

 都 道府 県， 市 町村 に お い て は， 教 育 セ ンター を中 心 に勤 務 時 間 外 の研
修機 会 の 提 供， 研 修 に 関す る情 報 提 供， 指 導 者 の派 遣等 に よ り教 員の 自

主 的 ・主 体 的研 修活 動 を奨 励 ・支 援 す る よ う努 め る ことが 必要 で あ る。

ま た， 都 道 府 県教 育 委 員 会 等 に お い て は， 意欲 あ る教 員 を広 く対 象 と し

て， 修 士 レベ ルの 教 育 機 会 を現 職 研 修 の体 系 に 明確 に位 置 付 ける ことが

必 要 で あ る。

 国 に お い て も， 研 修 休 業制 度 の創 設， 衛星 通 信 や イ ンター ネ ッ トを活
用した研 修 の 機会 を提 供 す る シ ステ ム の構 築 を行 う こ とが 必 要 で あ る。

① 各教員の年間研修計画の作成

  2.で 述べた ように， 各教員 の得意分野づ く りや個性 の伸長 を図るため

 の教員 の 自主的 ・主体 的研修活動 を中心 とした教員研修 を展開 してい くた

 めには， 各教員が 自己の 専門， 得意分野， 課題等 を 自覚す る とともに， 自

 己の生涯 にわたる研修 に関す るビジ ョンを確 立 し， これ に基づいて， 毎年

 度 当初 に年間研修計画 を立案す ることが必要である。 その際， 校長等管理

 職 において も， 当該教員の資質能力 を踏ま え適切 に指導助言 してい くこと

 が求 め られ る。 また， 各教員 の年 間研 修計画の立案 に対す る校長の指 導助

 言 に資す るよ う，研修 に関す る個人記録等 を作成 す ること，教育センター

 等 において年 間研修 計画のモデル を開発す ることな どを検討す ることが必
 要である。

② 学校 にお ける研修 体制 の整備等

  各 学校 においては， 校長の リーダー シ ップの下， 日常の教育活動 ・学校

 運営を通 じて校長， 教頭， 他 の教員 が， 指導案 の作成等教員の 日々の職務

 の遂行に必 要な助言，協力 を 日常的に行 うな どの学校運営を行 うとともに，

 各学校や地域の具体的 な教育課題 に即 した校内研修 の充実 を図 るな ど，校

 内にお ける研修体制 の整備 を図 ることが必要である。

③ 都道府県， 市町村 における取組

  都道府 県， 市町村 においては， 教育セ ンター を中心に次の よ うな施策 に

 よ り教員 の 自主的 ・主体的研修活動 を奨励 ・支援す るよ う努 めることが必
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　 　 要 で あ る。 そ の際 ， 私 立学 校 の 教員 に対 して も研 修 に関 す る情 報 を広 く提

供 す るな ど， 私 立 学校 の教 員 が研 修 に参加 しや す くな る よ う配慮 す る こ と

も必 要 で あ る。 ま た， 都 道府 県教 育 委 員会 等 にお い て は ，教 職 経 験 を通 じ

て 形成 され た様 々 な 問題 意 識 を持 つ 意欲 あ る教 員 を広 く対 象 と して， 修 士

レベル の教 育 機 会 を 現職 研 修 の 体系 に明確 に位 置 付 け る こ とが必 要 で あ

る。

　 　 ア　 研修 機 会 の提供

　 　 　　 個 々 の教 員 の ニ ー ズ に応 じた多 様 な 内容 ・方 法 の研 修機 会 を大 学等 と

も連 携 し，夜 間 も含 め勤 務 時 間外 に幅 広 く提 供 す る こ と。 また ，教 育 セ

ン ター を活 用 して教 員 自 らが研 修 を企 画 し， 自主 的 に参 加 す る こ とが可

能 とな る環 境 整備 を行 うな どの支 援 を行 うこ と。

　 　 イ　 研 修 に 関す る情 報 提 供

　 　 　　 これ ま で の研 修 実績 の 蓄積 及 び研 修 プ ラ ン ・内容 ・方 法 等 に関す る情

報 や ， 民 間教 育研 究 団 体や 企 業 等 が行 う研 修 機 会 に 関す る情 報 の提 供 を

行 うこ と。 ま た， 様 々 な研 修 プ ラ ン等 に関 す る研 究 開発 を行 い ，教 員 に

提 供 す る こ と。

　 　 ウ　 指 導者 の 派遣

　 　 　　 教員 が， 学 校 あ るい は一 定 の場 所 にお い て グル ー プで 自主 的 ・主 体 的

研 修 活 動 を行 う場 合 に， そ のた め の指 導者 を派 遣 す る こ と。

　 ④ 国 にお け る取 組

　 　 　 国 にお い て も，次 の よ うな施 策 を推 進 す るこ とが必 要 で あ る。

　 　 ア　 研 修 休 業 制度 の創 設 等 ， 可能 な 限 り多 くの現 職 教 員 が 多様 な形 態 で修
士 レベ ル の 教 育 を受 け る こ とが で き る よ うにす るた めの 条件 整備 を行 う

こ と。

　 　 イ　 教 員 自 らの 問題 意 識 に応 じて必 要 な講 義 を受 講 で き る よ う，衛 星通 信

や イ ン ターネ ッ トを活 用 し， 常時， 研 修 の機 会 を提 供 す るシ ステ ム の構

築 を行 うこ と。

（2）　 初 任 者研 修 の 見 直 し

　 初 任者 研 修 の 校 内研 修 及 び校 外 研 修 の方 法 及 び 内容 に つ い て は， 次 の

よ うな見 直 しを図 る こ とが 必要 で あ る。

・　 初 任 者 の個 々 の経 験や 力量 に 応 じた もの に した り，個 々の 学校 の 抱

え る課 題 に重 点 を置 くな どの 工 夫 を図 る こ と。

・　 授 業 の準 備 か ら実 際の 展 開 に 至 るま で の 授 業 実践 の基 礎 に つ いて ，

初 任 者 の 日々 の実 践 の反 省 点 等 に基 づ いて ， 指 導 教 員 等 が きめ細 か く

初 任者 を指 導 して い く時間 を確 保 す る こ と。

・　 校 内研 修 と校 外 研修 との 有 機 的 な連 携 を保 つ こ と。

・　 初 任 者 が 自 己の 問題意 識 に応 じて
， 講 師 や研 修 内容 を選択 す る こ と

が可 能 とな る よ うな 研 修 を 実施 した り，参 加 型 ・体 験 型 研修 ，課 題研

究 ・討 論 な ど課 題 解 決 的 な 研修 を 多 く取 り入 れ る な ど， 研 修実 施 者 に

　 お いて ， 研 修 カ リキ ュ ラム を よ り魅 力 あ る も の とす る よ う工夫 す る こ

と。

・　 異 な る規 模 の 学 校 で の研 修 や 他 校種 での 研 修 等 他 の 学校 での 経験 を

得 る機 会 の 確 保 を 図 る こ と。
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・　 初任 者 研 修 に関 す る拠 点 校 を設置 し， 当該 拠 点校 に お いて 初任 者 に

対 す る校 外 研 修 を実施 した り， 当 該拠 点 校 に勤 務 す る研 修 担 当教 員 を

初 任 者 が 配 置 され て いる学 校 に派遣 す る ことに つ い て検 討 す る こ と。

　 初 任 者 が 職 務 を通 じて行 う研 修 及 び職 務 を離 れ て 行 う研 修 にお い て よ

り一 層 充 実 した 研 修 を受 け られ るよ う， 学 校 にお い て は， 初 任者 研 修 の

実 施 のた め に措 置 され て い る指 導教 員 が指 導 事 務 に専 念 で き るよ う制 度

本 来 の趣 旨 を十 分 認 識 し， そ の 適 切 な運 用 に努 め る こ と， 任 命権 者 の権

限 と責 任 に お いて 適 切 かつ 計 画 的 に新 任 教 員 を配 置 す る こと， 初任 者 に

対 す る指 導 につ い て ，再 任 用 教 員 や 非常 勤 講 師 の活 用 を 図 るな ど， よ り

きめ 細 か く指 導 を行 え るよ うな工 夫 を講 じる こ とが 必要 で あ る。

　 養 護 教 諭 の 新 規 採 用者 研 修 に つ い て は， 現 在 の 学校 を取 り巻 く問題 に

対 応 で き る よ うそ の 内容 の 専 門 性 を高 め る とと もに ，初 任 者 研修 の改 善

の方 向に 可 能 な 限 り沿 いなが ら条 件 整備 に努 め る こ とが 必 要 で あ る。

① 初 任 者 研修 の 内容 等 の見 直 し

　 　 初 任 者 研 修 のカ リキ ュ ラム に つ い て は， 初任 者 に教 科 指 導 ，生 徒 指 導 ，

学 級 経 営 等 ， 教職 一般 につ い て 円滑 に職 務 を遂行 し得 る能 力 を身 に付 け さ

せ る と と もに， 新 た な教 育 課題 に適 切 に対 処 で き る よ う課 題 解決 能 力 の伸

長 を 図 るた め，校 内研 修 及 び校 外研 修 の 内容及 び方 法 を次 の観 点 か ら見 直

しを図 る こ とが必 要 で あ る。

　 　 校 内研 修 につ い て は，

　 ・　 個 々 の初 任者 の経 験 や 力 量 に応 じた もの に した り，個 々の 学校 の抱 え

る課題 に重 点 を置 くな どの工 夫 を 図 るこ と。

　 ・　 指 導 案 の 書 き方 ，板 書 の仕 方 ，発 問 の在 り方等 授 業 の準備 か ら実 際の

展 開 に至 る まで の授 業 実 践 の 基礎 につ い て， 初任 者 の 日々の 実践 の反 省

点 等 に基 づ い て ，指 導 教 員 等 が き め細 か く初任 者 を指 導 して い く時 間 を

確 保 す る こ と。

　 　 校 外研 修 につ いて は，

　 ・　 校 内研 修 との有機 的 な連 携 を保 つ こ と。

　 ・　 初任 者 が 自己 の 問題意 識 に応 じて， 講 師 や研 修 内容 を選 択す る こ とが

可 能 とな る よ うな研 修 を実施 した り，参 加 型 ・体験 型 研 修 ， 課題 研 究 ・

討 論 な ど課 題 解 決 的 な研 修 を多 く取 り入 れ るな ど，研 修 実施 者 にお い て ，

研 修 カ リキ ュ ラム を よ り魅 力 あ る もの とす る よ う工夫 す る こ と。

　 ・　 異 な る規模 の学 校 で の研 修 や 他 校 種 で の研 修等 他 の学 校 で の経 験 を得

る機 会 の確 保 を図 る こ と。

　 ・　 初任 者 研 修 に 関す る拠 点校 を設 置 し， 当該 拠 点校 にお い て初 任 者 に対

す る校 外研 修 を実 施 した り， 当該 拠 点 校 に勤務 す る研 修 担 当教 員 を初 任

者 が配 置 され てい る学 校 に派 遣 す る こ とにつ い て検 討 す る こ と。

② 初任 者 研 修 制 度 の 運用 等 の 改 善

　 　 初 任 者 が職 務 を通 じて行 う研 修 及 び職 務 を離 れ て行 う研 修 にお い て よ り
一層 充 実 した研 修 を受 け られ る よ う

，初 任 者 の 学 級担 任 につ い て は 副担 任

を担 当 させ た り，学 級 担任 を 受 け持 つ 場 合 には授 業 時 間数 を少 な くす るな

どに よ り， そ の負 担 の軽減 を 図 る こ と， 授 業 等 に 関す る指 導 教員 に よる指

導 の一 層 の 充 実 を 図 る こ と， テ ィー ムテ ィー チ ン グな どに よる指 導 場 面 に

積 極 的 に か か わ る こ とを通 して 実践 的指 導 の基礎 を身 に付 け る こ とが で き

る よ うにす る こ と， 初任 者 が 円滑 に職 務 を離 れ て研 修 を受 け る こ とが可 能
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　 　 とな る よ うにす るこ とな どに努 め る こ とが 必要 で あ る。

　 　 　 こ の た め， 学 校 にお いて は,初 任 者 研 修 の 実施 のた めに措 置 され て い る

指 導 教 員 が 指 導事 務 に専 念 で き る よ う，制 度 本 来 の趣 旨を十 分認 識 し，そ

の適 切 な運 用 に努 め る必 要 が あ る。 ま た ，任 命 権 者 で あ る都 道 府 県教 育 委

員 会 等 の 権 限 と責任 にお い て， 指導 教 員 の確 保 が 比較 的容易 な一 定 規 模 の

学 級 数 を有す る学 校 等 ，研 修 を 円滑 に実 施 す る こ とが よ り可能 な学 校 に初

任 者 を配 置す るな ど， 適切 かつ 計画 的 に初 任 者 を配置 す る こ とが必 要 で あ

る。 加 え て,初 任 者 に対 す る指導 につ い て， 再任 用 教 員や 非 常 勤 講 師 の活

用 を 図 る な ど， よ りきめ細 か く指 導 を行 え る よ うな工 夫 を講 じる こ とが 必

要 で あ る。

　 ③ 養 護教 諭 の新 規 採 用者 研 修 の 充実

　 　 　 養 護 教 諭 の新 規採 用 者研 修 につ い て は ， い じめ ，不 登校 ， 薬 物 乱 用 や性
の逸 脱 行 動 等 現在 の 学校 を取 り巻 く心 身 の健 康 問題 が深 刻 化 し， ま た ，生
徒 指 導 に関 す る校 内組 織 へ の参加 が求 め られ る こ とも多 くな っ て い る こ と

か ら， これ らに対 応 で き るよ うそ の 内容 の専 門性 を高 め る と と もに ，前 述

の初 任 者 研 修 の 改善 の方 向 に可 能 な 限 り沿 い なが ら条 件 整備 に努 め る こ と

が必 要 で あ る。

（3）　 教 職 経 験者 研修 等 の 見 直 し

　 教 職 経験 者 研 修 に つ いて は， 今 後 必 要 とな る資 質 能 力 を有 し， 教 育
改 革 の 実 施 に 対 応 で き る教 員 を確 保 す る観 点 か ら研 修 内容 の 精 選 ・見

直 しを 図 る こ と， 研 修 参 加 者 の ニ ー ズ や学 校 の課 題 等 に応 じて 多様 な

選 択 が で き るよ うに す るな どの 改 善 を図 る こ とな どを検 討 す る こ とが

必 要 で あ る。 養 護教 諭 に つ い て は ， 保 健 教 育 に 関す る実 践 的 指 導 力 の

向 上 の観 点 か らそ の充 実 を図 る こ とも 必 要 で あ る。

　 中 堅 教 員 の研 修 に つ い て は， よ り一 層 職 務 に関 す る専 門 知 識 や 教 養

を 身 に付 け，ま た，学校 経 営 を行 うた め に必要 な人 事 管理 ，企 画 立案 ，

事務 処 理 等 の資 質能 力 を高 め る こと が で き る よ う， 研 修 の 内 容 ・方 法

を見 直 す こ とが必 要 で あ る。

　 管理 職研 修 に つ い て は， 一 般 に 組 織 体 の経 営 に 必 要 と され る専 門 知
識 や教 養 を身 に付 け， また ， 学 校事 務 を 含 め 総 合 的 な マ ネ ジ メ ン ト能

力 を高 め る こ とが で き る よ う， 管 理 職 研 修 カ リキ ュ ラム の 開 発 を行 う

と と も に， 研 修 の 内 容 ・方 法 を見 直 す こ とが 必 要 で あ る。 また ， 管理

職 研 修 と任 用 と を関連 付 け る方 策 を検 討 し， 管理 職 試 験 に つ い て も，

事 前 又 は事 後 の 研修 の在 り方 と関連 して ， 校 長 ， 教 頭 そ れ ぞ れ の 職 責

に 応 じて その 在 り方 を見 直す 必 要 が あ る 。

　 幼 稚 園 教 員 の 研 修 に つ い て は， そ の 内 容 の 専 門 性 を高 め， ま た ， 園
外 研 修 を受 けやす くす る な どの環 境 整 備 に努 め る ことが必 要 で あ る。

　 盲 ・聾 ・養 護 学 校 等 に転 勤 した 教 員等 の 研 修 に つ い て は ， 障 害 が あ

る幼 児 ・児 童 ・生 徒 や 特 殊 教 育 に 関 す る 正 しい理 解 が深 め られ る よ う

にす る観 点か ら研 修 の 充実 を図 る必 要 が あ る。

① 教 職 経 験 者 研 修 （５年 ， １０年 ， ２０年経 験 者 研 修等 ）

　 　 教 職 経 験 者研 修 に つい て は，「Ⅱ　 教 員 に求 め られ る資 質 能力 につ い て 」

　 1． （2）にお い て述 べ た よ うに，今 後 ，教 員 に は， 特 に 「地球 的視 野 に立 っ
て 行 動 す る た め の資 質 能 力 」， 「変 化 の 時 代 に生 き る社 会 人 に求 め られ る

資 質 能 力 」， 「教 員 の職 務 か ら必 然 的 に 求 め られ る資質 能 力 」 が 必 要 とな

る こ とか ら， この よ うな観 点 か ら研 修 内容 の 精選 ・見 直 しを 図 る こ とが必
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　 要 で あ る。

　 　 ま た，今 後 ， 「総 合 的 な 学 習 の 時 間」 の導 入 等 ，新 学習 指 導 要 領 ・教 育 要

領 の実 施 に よ る新 しい 教 育課 程 や ， 中高 一 貫教 育 校 の設 置 ，高 等 学 校 にお

け る総 合 学 科 の設 置 等 に よ り，多 様 な教 育 形態 の実 施 が 可能 とな る こ とを

踏 ま え，この よ うな教 育 改革 の実 施 に対応 で き る教員 を確 保 す る観 点 か ら，

研 修 内容 を見 直 す こ とが 必 要 で あ る。

　 　 研 修 の実 施形 態 ， 方 法 等 の 見直 しにつ い て は ，第1次答 申の教 員 養 成 カ

リキ ュ ラ ムの 改善 や 第2次 答 申の大 学 院 修 士 課程 にお け る現職 教 員 の再教

育 の機 会 の活 用 に よ り， 教員 の得 意 分 野 や 個性 が今 後 一層 多様 化 す る こ と

を踏 ま え， 研 修参 加 者 の ニ ー ズや 学 校 の課 題 等 に応 じて 多様 な選 択 が で き

るよ うにす るな どの改 善 を図 るこ と， 可 能 な 限 り参加 型 ・体験 型 研 修 を取

り入 れ て い くこ とが必 要 で あ る。

　 　 ま た， 一 定 の 時期 に全 教員 が受 講 す る とい う形 態 で はな く，各 教 員 が研

修 計 画 を策 定 し， 自己の研 修 計 画 に基 づ き一 定 の 時期 ま で に一 定 の研 修 を

終 了 す るな どの方法 も検 討 す る こ とが必 要 で あ る。

　 　 なお ， 平成 １０年 の教 育職 員 免 許 法 改 正 に よ り， ３年 以 上 の勤 務 経 験 を

有 す る現 職 の養 護 教 諭 につ い て， そ の 勤 務 す る学 校 にお い て保 健 の授 業 を

担 任 す る こ とが可 能 とな っ た こ とを踏 ま え，養 護 教 諭 の研 修 につ い て は，

保 健 教 育 に 関す る実 践 的指 導 力 の向 上 の観 点 か らそ の 充 実 を 図 る こ とも必

要 で あ る。

② 中 堅教 員の 研修

　 　 中堅 教 員 に つい て は ，学 校 にお い て ， 主任 等 学 校 運 営 上重 要 な役 割 を担

った り，若 手 教員 へ の助 言 ・援 助 な ど機 能 的組 織 の維 持 ・形 成 に重 要 な位

置 を有 す る こ とか ら， よ り一 層 職 務 に関 す る専 門知識 や教 養 を 身に付 け る

と とも に， 将 来 の校 長 ，教 頭 と して の人 材 を 育成 す る観 点 か ら，学 校 経 営

を行 うた め に必 要 な人事 管 理 ， 企 画 立 案 ，事 務 処 理 等 の 資 質能 力 を高 め る

こ とが で き る よ う，研 修 の 内容 ・方 法 を見 直す こ とが必 要 で あ る。

　 　 専 門 知識 を身 に付 け る研 修 につ い て は ， 第2次 答 申で提 言 した 大 学 院修

士 課程 に お け る再 教 育 の機 会 の積 極 的 な 活 用 ，大 学 教員 に よる研 修 の導入

な どに よ り研 修 内容 の レベ ル の 向上 を図 る よ う努 め， また ， 民 間企 業 の実

務 担 当者 に よ る研 修 を導入 す るな ど， 社 会 の 実情 に即 した知 識 を得 る よ う

な研 修 を実施 す る こ と も検 討 す る こ とが 必 要 で あ る。 専 門研 修 と して の英

　 語 教 育 に つ い て は， コ ミュ ニ ケー シ ョン能 力 の育 成 を図 るた め ，特 に リス

　 ニ ン グや ス ピー キ ン グに重 点 を置 く観 点 か ら，情 報 教 育 に つ い て は， コ ン

ピ ュー タ等 で指 導 で き る能 力 を養 成 す る観 点 か ら， 生徒 指 導,進 路 指 導 に

つ い て は ，教 員 のカ ウ ンセ リン グ能 力 を向 上 させ る観 点 か ら， それ ぞれ研

修 内容 等 の見 直 しを図 るこ とが必 要 で あ る。 さ らに，産 業 界 の技 術 革 新 に

対応 す るた め ，専 門 高校 等 にお け る職 業 教 育担 当教 員 に対 して ，産 業 界 や

大 学等 にお け る研 修 の機 会 を充 実す る こ とが 必要 で あ る。

　 　 ま た ， 高等 学 校 に お け る新 教 科 「情 報 」及 び 「福祉 」 を担 当す る教 員 の

養 成 及 び指 導 力 の 向 上 を 目的 と した 研 修 を実 施 す る こ とが 必 要 で あ る。

③ 　 管理 職 研 修

　 　 学校 に お い て個 性 や特 色 あ る教 育 活 動 を展 開す るた めに は ，校 長 及 び そ

れ を補 佐 す る教 頭 に，教 育 に関 す る理 念 や 識 見 を有 し，地 域 や 学 校 の 状 況 ，

課 題 を 的確 に把 握 しな が ら教 職 員 の 意 欲 を引 き 出す な ど リー ダ ー シ ップ を

発 揮 す る と と もに， 関係 機 関等 との 連 携 ・折衝 を適 切 に行 い ，組 織 的 ・機

動 的 な学校 運 営 を行 う資 質 能力 が求 め られ る。

　 　 この た め ，管 理職 研 修 につ いて は ， 校 長 ，教 頭 の学校 運 営 に 関す る資 質
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　　 能 力や 新 しい教 育 課題 に対 応 で き る能力 を養 成 す る観 点 か ら， これ か らの

学校 教 育 や 学校 経 営 の在 り方 につ い て の理解 に加 えて ， 一 般 に組 織 体 の経

営 に必 要 とされ る専 門知 識 や 教 養 を身 に付 け， 学校 事 務 を含 め総 合 的 なマ

ネ ジ メ ン ト能力 を高 め るこ とがで き る よ う， 管理 職 研 修 カ リキ ュ ラ ムの 開

発 を行 う とと もに， 例 え ば， 他 部 局 ，他 校 種 ，異 業 種 等 の 管理 職 等 と合 同

で研 修 を行 った りす るな ど，研 修 の 内容 ・方 法 を見 直す こ とが必要 で あ る。

　　 　 ま た ， 管理 職 研 修 の 一環 と して ，管 理 職候 補 者 に対 して ，事 前 に一 定期

間研 修 を行 い， そ の成 果 に基 づ い て任 用 す るな ど， 管理 職 研 修 と任 用 とを

関連 付 け る方 策 を検討 す る こ とが必 要 で あ る。 また ，例 えば， 管 理職 候 補

者 期 間 中 にお い て ， 学校 間 ，校 種 間及 び 学校 と行 政 系職 場 間 での 人事 交 流

を計 画 的 に行 い ， で き るだ け多様 な経 験 を積 む こ とで ， 管理 職 と してふ さ

わ しい 人 材 育成 を図 る こ とを検 討 す る こ とが必 要 で あ る。

　　 　 さ らに， 管 理職 試 験 につ い て も， 事 前又 は事 後 の研 修 の在 り方 と関連 し

て， 校 長,教 頭 それ ぞれ の職 責 に応 じて そ の在 り方 を見 直 す 必 要 が あ る。

　　 特 に， 校 長 の採 用 選 考 につ い て は， 教頭 へ の選 任 に際 して行 われ る選 考方

法 との 重複 を避 け るな どの 見直 しを図 る こ とが必 要 で あ る。

　　 　 な お ， 管 理職 にふ さわ しい人材 を確 保 す る観 点 か ら， 社 会 か ら幅 広 く人

材 を登 用 す る こ とを考 慮 す る必 要 が あ る。

　　 　 盲 ・聾 ・養 護 学 校 や特 殊 学 級 ・通 級 指 導 教室 を設 置 す る小 ・中学校 の校

長 ・教 頭 に は盲 ・聾 ・養 護 学 校 教諭 免 許 状 の保 有 者 等 の 経 験者 の配 置 に配

慮 した り，特 殊 教 育 の経 験 の ない新 任 管 理職 へ の研修 の 充 実 を図 っ て い く

こ とも必 要 で あ る。

　 ④ 幼 稚 園 教 員の 研 修

　　 　 新 規 採 用 教員 研 修 や 経 験者 研 修 な ど幼 稚 園教員 の研 修 につ い て は， 少 子

化 ， 育 児 不 安 ，女 性 の社 会 進 出等 幼 児 を取 り巻 く環 境 が大 き く変 わ りつ つ

あ る状 況 や これ に伴 う問題 に も対応 で き る よ うそ の 内容 の専 門性 を高 め，

また ， 園 外研 修 を受 けや す くす るな どの環 境整 備 に努 め る こ とが必 要 で あ

る。

　　 　 市 町 村 内 の設 置 数 が少 ない 幼稚 園 な どにつ い て は， 隣 接 市 町村 に よ る合
同研 修 の 開催 等 の 取組 を各 任命 権 者 にお い て検 討 す る こ とが必 要 で あ る。

　 ⑤ 盲 ・聾 ・養護 学 校 等 の教 員 の 研修

　　 　 障害 が あ る幼児 ・児 童 ・生徒 や 特 殊 教 育 につ い て の理 解 を深 め られ る よ

う，他 校 種 か ら盲 ・聾 ・養 護 学校 に転 勤 した教 員 に対 す る研 修 の 充 実 を 図

る と と もに， 特殊 学 級 及 び通 級 に よ る指 導 を担 当す る教 員 へ の研 修 の実 施

や ， 盲 ・聾 ・養 護 学 校 教諭 免 許 状 の 取得 のた め の研 修 等 の充 実 を 図 る こ と

に努 め る こ とが 必 要 で あ る。

（4）　 社 会体 験 研 修 の 充実

　　 　社 会 体 験 研 修 は， 対 人 関係 能 力 の 向上 ，学 校 運 営上 の 効 果 ，意 欲 の 向
上 ， 指 導 力の 向上 ， 視 野 の 拡 大 等 の成 果 を あ げ て お り， で きる 限 り多 く

の教 員 に 対 して 長 期 の 社 会 体 験 研 修 の機 会 を拡 充 す る と と もに ， すべ て

の教 員 に短 期 の社 会 体験 研 修 の 機会 を提 供 す る こ とが 必要 で あ る。

　　 社 会 体 験 研修 につ い て は ，民 間企 業,社 会 福祉 施 設 ，行 政 機 関 等へ の派 遣

に よ り， 対 人 関係 能 力 の 向上,学 校 運 営上 の効 果 ，意 欲 の 向上 ，指 導 力 の向

上 ，視 野 の 拡大 等 の 成果 を あ げて い るが， 今 後 更 に研 修 参 加 者 の増 加 を図 る
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　 と とも に， そ の質 的 な充 実 を 図 るた め， 以 下の 取 組 を進 め る こ とが必 要 で あ

る。

　 ① 長期社会体験 研修の機会の拡充

　　　 で きる限 り多 くの教員に対 して １年， 半年又 は １学期間の長期 の社会体

験研修の機会 を拡充す るた め，研修等定数 の一層 の充実や非常勤講師活用

による支援等の方策 を検討す ることが必要である。

　　　 派遣先 については， 民間企 業をは じめ学校 とは全 く異 なる勤務環境で，

例 えば顧客の対応等社会の幅広い人々 との接触 によ り対人関係能力等 を高

め， 社会の構成員 としての視野を一層広げる よ うな経験 を得 ることので き

るところを選定す ることが必要である。

　　　 対象教員については， 当該都道府県等の状況 を踏 まえて重点化 を図る必

要があ り，各都道府 県教育委員会等 において適切 に判断 してい くこととな

るが， そ の際， 児童 の発達状況や， 学級担任制 に より教員が特定の児童 と

触れ合 う時間が長 い ことか ら，児童 の人格形成 に大きな影響 を及ぼ してい

ることな どを考慮 し，義務教育段 階， 特 に小 学校 の教員 か ら重点的 ・段階

的に研修 を実施 してい くことが望まれ る。

　 ② 全教員に対す る社会体験研修の機会 の提供

　　　 社会体験研修の成果を効果的 に学校教育活動に反 映 してい くた めには，
一定数 の教員 に長期の研修 の機会 を確保す る とともに， 一方 で広 く全教員

が教職経験 の節 目ご とに短期 間の研修 を受 けるこ とができ るようにす るこ

とが必要である。 このため， 初任者研修 の校外研 修や教職経験者研 修にお

いて現在 実施 してい る社会体験研修 を更 に充実 し，長期休業期 間中に １週

間か ら １か月程度 の社会体験研修 を実施す るこ とが望まれ る。

　 ③ ボ ランテ ィア等の社会体験活動の推進

　　　 各教員が年 間研修計画の一環 として長期休業期 間等 を利 用 し，主体的に
ボランテ ィア等 の社会体験活動 を行 うことが重要で あ り，任命権者 におい

ても， ボ ランテ ィア活動等 に関す る情報提供 に努 めるな ど， この よ うな活

動 を積極 的に行 うた めの支援 に努 めることが必要で ある。

　　　 また， 地域 に開かれ た学校 を実現す るため， 地域 に根 ざ した社会体験活
動 を行 うよう努 めることも必要である。

（5）　 学校栄養職 員の研修の充実

　　　 学校栄養職 員の研修については，食に関する指導の充実等の観点か ら，

新規採用者研修， 経験者研修の一層 の充実 を図る必要が ある。

　　 学校栄養職員の研 修につ いて は，近年児童 ・生徒 の食生活 の乱れが深刻化

しているこ とにかんがみ， 食 に関す る指導の充実の観点 か ら，学校栄養職員

と担当教諭 がテ ィー ムを組 んで教科指導や給食 指導 を行 った り，特別非常勤

講師 として学校栄養 職員が食 に関す る指導 を行 うために必要 な内容の充実を

図る必要がある。また， 教員 の研修の改善方 向を可能な限 り適用 して改善を

図 り，職場外 での研修 を受けやす くするな どの環境整備 に努 め， 現在行われ

てい る新 規採用者研修， 経験者研修の一層 の充実 を図 る必要 がある。その際

には， 教諭等 に対 して実施 してい る初任者研修等の うち学校栄養職員 にとっ

ても必要 と考 え られ る研修項 目につ いては， 共 に参加 で きるよ う配慮す るこ

とが適当である。
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（6）　 学校事務職員の研修の充実

　　　　学校事務職員の研修 については， その専門性 を高めるための研修や，

学校 の機能 的運営に一 層役割 を果たす意識及びそれ に必要 な知識 を高め

るための研修の充実 を図る ことが必要で ある。

　　　学校事務職員 の研修につ い ては， その専門性 を高めるた めの研修や， 校長
の リーダーシ ップの下， 学校 の機能 的運営に一層役割 を果 たす意識及びそれ

に必要な知識 を高 めるための研修な どを重視 し，その充実 を図 ることが必要

であ る。

（7）　 国が行 う研修の見直 し

　　　　今後 国が行 う研修 につ いては， 各都道府 県等での教育 内容 ・方法等に

関す る研究や研修において 中心的な役割を果たす よ うな教員等 を対象 と

す る研修の実施， 学校教育 に係 る喫緊の課 題を中心 と した内容の研修の

実施の観点か ら更 に精選 ・見直 しを行 う必要が ある。

　　　　国の企画 ・立案に係 る研修の実施 については， 行政改革の観 点を踏ま
え， 現在 国立教育会館が実施 しているもの を含 め， その精選 ・見直 しを

図 りつつ， これ らの事務 を効率 的かつ効果的に行わせ るため， 独立行政

法人 に移管することが適 当である。

　　　国 と地方 の役割分担 の観 点か ら，教職員 に対す る研修 は任命権者が主体 的
に実施す る ことが基本 であ り，教職員研修 にお ける国の役割 は， 次の とお り

と考 え られ る。

　　ア　 各都道府県等での教育内容 ・方法等 に関す る研究や研修 において中心的
な役割 を果たす よ うな教員等を対象 とす る研修の実施

　　イ　 学校教 育に係 る喫緊 の課題 を中心 とした内容の研修の実施

　　 ウ　 研修 の水準の全 国的な向上 を図 るために必要な情報 の収集 ・整理 ・提供
　　エ　各都道府県等にお ける研修 が円滑かつ効果的に行 われ るよ うにするた め

の指導 ・助言及び条件整備

　　　今後国が行 う研修 については， 上記 ア及びイの観 点か ら更 に精選 ・見直 し
を行 うとともに，衛星通信 を活用 した研修への転換 な ど実施方法及 び参加 対

象等の見直 しも進 める必要がある。

　　　また， 受講者 が より理解 しやすい方法 による研修や常 に最先端の方法 によ

る研修 の実施等， 国の研修 を より効果 的に実施 す るためには， 一つの機 関に

お いて研修 の実施 に関す る専 門的技術 を効率的に収集 ・集積 し，研修 の実施

を集 中的に行 うことが必要である。

　　　このた め， 国の企画 ・立案 に係 る研修の実施 につ いて は， 中央省庁等の改

革 を推進 す るため国の事務 の減量， 効率化や政策 の企画 ・立案機能 と実施機

能 の分離が求め られているこ とをも踏 まえ， 現在 国立教育会館 が実施 してい

るもの を含 め， その精選 ・見直 しを図 りつつ， これ らの実施事務 を効率的か
つ効果 的に行 わせ るため，独立行政法人 に移 管す るこ とが適 当で ある。

V　 大学 と教育委員会等との連携方策の充実

３．具体 的方策
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（4）　研修 に関する連携

　　　大学 において教 員研修 プ ログラムの研究開発 を行 い， 教育委員会等 に
提供す るなどの方 策や， 大学 において教 員研修の実施体制 を整備 し，積

極的 に現職教 員の研修 を受け入れ る方 策， 学校教育 における様々な 問題

等 を抱 える現職教 員か らの相談 に応 じる ことがで きる相談体制な どの整

備を都道府県段階等で検 討す ることが必要で ある。

　 ① 教員研修 プログラムの研究開発

　　　 今 後， 「IV研 修 の見 直 し」 にお いて述 べた よ うに， 初任者研 修や教職
経験者 研修 の方法 ・内容等 を見直す ことを検討す ることが必要であ る。 そ

の際， 大学において教員研修プ ログ ラムの研究 開発 を行 い， これを教育委

員 会等 に提供す るな どの方策 を都道府県段階等で検討す ることが必要 であ

る。

　 ② 大学 にお ける現職教 員の研修 受入れ ・相談体制の整備

　　　 大学 において， 例 えば， 夏期集 中講座 等の専門講座 の開講な どによ り教
員研修 の実施 体制 を整備 し，積極的 に現職 教員 の研修 を受け入れ る方策 を

都道府県段階等 で検討 す るこ とが必要であ る。 また， 学校教育 にお ける様
々な問題等 を抱 える現職教員か らの相談 に応 じるこ とができる相談体制な

どの整備 を都道府県段 階等 で検討す ることが必要 である。
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　 中央 教 育 審議 会 「今 後 の教 員免 許 制 度 の 在 り方 に つ い て （答 申）」

　　　　　　　　　　　　　　　　 （平 成 １ ４年 ２月 ２ １ 日） ＜ 抜 粋 ＞

Ⅱ　 教 員免許更新制の可能性

　1． 教員免許更新制 をめ ぐる背景 と検 討の視点

　2． 教 員の適格性確 保や専門性向上にかかわ る制度

　 （1） 採用制度

　　　　　 （略）

　 （2） 教員の勤務 を評価す るための制度 （勤務評 定）
　　　　　 （略）

　 （3） 現職教 員の適格性 を確 保す るための制度

　　　　　 （略）

　 （4） 現職教員の専 門性向上のための制度 （研修 制度）

　　 教員 は職責遂行 のため絶 えず研修 に努 めな けれ ばな らず， 任命権者 は計
画的にその実施 に努 めなけれ ばな らない こととされ てい る （教 育公務員特

例法第 １９条）。 これ は， 教員 の資質能 力 が養成， 採用， 研修 の各段階 を

通 じて伸長が図 られ るものであ り，現職教員段 階においては， 大学 での養

成段階で身に付 けた資質能力 を，職務 と研修 を通 じて更に高めるこ とが求
め られ るか らであ る。

　　 このため， 教員 の任命権者 であ る各都 道府 県 ・指定都市教育委員 会をは
じめ として各教育委員会 において， 初任者研 修， 教職経験者研 修等の教職

経 験に応 じた研修， 職能に応 じた研修， 専門研修等様 々な体系的な研修 を

実施 してい る。

　　 各都道府県 ・指 定都 市教育委員 会等が実施 している現職 教員 に対す る研
修 の概要は， 以下のと お りであ る。

　 ① 　初任者研修

　　　 初任者 の時期 は， 大学 にお ける養成段階 と学校現場 における実践 とを
つな ぐ重要 な時期 であ り， この時期 に教職へ の 自覚 を高め， 自立 した教

育活動 を展 開 してい く素地 を作 るた め， 組織的， 計画的な教職研 修 を実

施す る必要が ある。 こ うした認識 の下， 国 ・公 立学校 の教員 の現職研修
の最初 の段階 に位 置付 けられ る制度 として， 昭和 ６３年 に初任者研修制

度が創設 され， 平成元年度か ら学校種 ごとに段 階的に開始 され， 平成 ４

年度か らは， 小 学校 ・中学校 ・高等学校 ・特殊教育諸学校の教諭 の初任

者 を対象 に実施 され てい る。

　　　 初任者研修 にお いては， 指導教員 の指導 ・助言 による校内研修 （週2
日 ・年 間 ６０日程度）及 び教育セ ンター等 にお ける受講， 他校種参観，

社会教育施設 ・社会福祉施設等 の参観， ボ ランテ ィア活動体験等 の校外

研修 （週 １日 ・年 間 ３０日程度）が実施 され てい る。

　 ② 教職経験者研修

　　　 教職経験 に応 じた研修 は， 初任者研修 とともに研修体系の基本 を成す
もの と位置付 け られ， ５年， １０年， ２０年等 とい った一定の教職経験

を有す る教員全員 を対象 と して実施 され てい る。

　　　 各都道府 県 ・指定都 市にお ける教職経験者研修 の実施状況は， 平成
１２年度 小 ・中学校 教諭 について見 る と， ５９県市 中， ５年経験者研修

は全県市，１０年経験者研修は ４ ９県市， １５年経験者研修 は １９県市，
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　　 ２０年経験者研修 は ９県市 で実施 されてい る。

　　　 内容面 に関 して は，平成 １２年 度の講座数 で見 る と， ５年経 験者研修
では教科指導が， １０年経験者研修 では教科指導及び情報教育が， １５

年経験者研 修で は生徒指導 ・教育相談が重視 され てい る。また， 管理職

に近 い ２０年経験者研修 では， 学校 経営及 び情報教育 に関す る研修 の割

合 が高 くなってい る。

　 ③ 中堅教員の研修

　　　 中堅教員 の研 修 には， 職能 に応 じた研修 としての主任研 修や教科 に関

す る専門的 な知識 ・技能 を身 に付 けるこ とを 目的 とした専門研修 な どが

あ り，主 として各都道府県 ・指定都 市教育委員会 が実施 してい る。 国 レ
ベル において も， 中堅教員 を対象 とした中央研修講座 を実施 している。

　 ④ 　管理職研修

　　　 管理職研修 は，校長， 教頭及びそれ らの候補者 を対象 に実施す る研修
で， 主 として各都道府県 ・指定都 市教育委員会 が実施 してい るが， 国 レ
ベル において も，校長 ・教頭 を対象 とした 中央研修講座 を実施 してい る。

　 ⑤ 長期社会体験研修

　　　 近年， 視 野の拡大， 対人 関係 能力 の向上等 を目的 と して教員 を民間企

業， 社 会福祉施設等学校以外の施設 等へ おおむ ね1か 月 か ら1年 程度派

遣 して行 う長期 社会体験研 修 の機 会が拡 大 してお り，平成 １３年度 （計

画） は ７２県市 で1,292人 の教員 が派遣 されている。

　 ⑥ 大学 院修学休 業制度

　　　 教員 の 自主的 ・主体的研修活動 の機会 を拡充す るため， 国公立学校 の

教員 が， 大 学院等で学び専修免 許状 を取得 す るため， １年 か ら３年 の間

休業 す るこ とがで きる大学院修学休業制 度が平成 １２年 ４月 の教育公務

員特例 法等 の一部改正に よ り創設 され， 平成 １３年 ４月現在， 全国で
１５５人 の教員 が この制度 によ り大学院 に修学 してい る。

　 ⑦ 上位 免許状 の取得 （上進制度 ）

　　　 国立，公 立，私 立に共通の もの と しては，現職教員 の研修意欲 を高 め，

資質能 力の向上 を図るた め， 教育職員免許 法 において， 所定 の在職年数

と免許 法認 定講 習等 に よる単位 取得 によ り，教育職員検 定で上位の免許

状 を取得 でき ることとなってお り，現職 教員の研修 等が免許状 に反映 さ

れ る仕組み となってい る。

　　 現職研修 の見直 しについて は， 平成 １１年 の教育職員養成審議会第 ３次

答 申において， 現職研修 の現状， 問題点 を指摘 した上で， 具体 的改善方策

を提言 してい る。 具体的 には， 初任者研修 につ いては， 校 内研修 の実施 体

制 が確 立 していなかった り，その内容 が画一化 してい る例 があ るこ とな ど
の問題 点を指摘 し，初任者 の指導教員 が指導事務 に専念 でき るよ う適切 な

校務分掌等 の措置 を講ず ることや， 校 内研 修 の内容 を個 々の初任者 の経験

　 や力量 に応 じた ものにす るこ とな どの改善方策 を提 言 してい る。 また， 教

職経験者研修 につ いても， そ の内容 ・方法が画一化 され， 教員 のニーズ に

応 じた研修 の機会 が少 ない こ とな どの問題 点 を指摘 し，教員 のニーズや学

校 の課題等 に応 じて多様 な選択が できるよ うにす るな ど今 日的な観点か ら

内容 ・方法 の見 直 しを図るこ とな どの改善 を各教育委員 会に促 してい る。

　 国立学校及び公立 学校 の教員 の適格性確保や専門性向上 にかかわ る現行制
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度 の概 要 は以 上 で あ るが，私 立 学校 の教 員 に お いて は ，使 用 者 の判 断 に よ り，

採 用 ，人 事 管 理 等 を通 じてそ の適 格 性 の確保 や ，研 修 を通 じて そ の専 門性 の

向上 が 図 られ て い る。

3． 教 員免 許 更 新 制 の可 能 性 の 検討

　 　 　 　 （略 ）

4． 教 員の 資 質 向 上 に 向 けて の 提 案

（1） 教 員の適格性 を確保す るため に

　　　　　 （略）

（2） 教員の専門性 の向上 を図るために

①　新た な教職10年 を経過 した教員 に対す る研修 の構築

　　 教員 が中堅段階に進んでい く期間の 中で も，特 に重要 な時期であ る

　 教職経験10年 を経過 した教員 に対 し，勤務成績 の評定結果や研修 実

績等 に基づ く教員 のニー ズ等 に応 じた研修 を各任命権者が行 うもの と

す る。す なわ ち，一定 の力量 を備 えた教員 に対 して は，更 に指導力 を

高 めるた めの研修や， これか らの学校や教員 に求 め られ るマネジメ ン

トや学校 の説 明責任 に関す る素養 を身 に付 ける研修 な どその得意分 野
づ く りを促 し，苦手分野や弱点 を抱 えてい る教員 に対 して は，その分

野 の必要 な指導力等 を補 うこ とので きるよ うな，個々 の教員の力量 に

応 じた研修 を各任命権者 において実施す ることとす る。

②　学校 にお ける研修の充 実

　　 教員 の資質能力 の向上 に とって， 目々の職務 を通 した校 内研修 は特

に重要 であ り，校長 の リー ダー シ ップの下，各学校 において，教授技

　 術，教材研 究，各学校や地域 の具体的な教 育課題等 について，各教員

　 が相互 に評価 し合 うこ とな どが必要 である。

③　 自主研修 の活性化

　　 教員 において も，勤務時間外な どを積極 的に活用 し， 自費で様 々な
研修 に取 り組 む ことが求 め られ る とともに，研究授業 を実施 した り，

学会や研究会 において研 究論文 を発 表す るな どの 自主的 ・主体的な取

組が求 め られ る。 また,教 員 の 自主研修 を支援す る大学 と教育委員会

との連携 による取組 も一層促進 され るこ とが期待 され る。

④　研修実績 の活用

　　 各教員 の研 修実績 について は,研 修歴 を作成 し， これ を 自己努力 と

得意分野 を示す一種 の研修修了書や研修証 明書 として活用す ることも

考 え られ る。 この修 了書や証 明書 については，特色 ある学校 づ く りを

進 めている学校への教員 の赴 任希望 申告 として活用 した り，保護者や

地域住 民に 自らの得意分野 をア ピール し社 会的評価 を得 る資料 として

活用す る方策 を今後検討す るこ とが望 まれ る。校長 に も学校運営の 中

で個 々の教員 の研修成果 が校務分掌等 に生か され る よ う努 めるこ とが

求 め られ る。

⑤　研修 の評価

　　 研修成果 は一般に研修後 の教員 の授業や 学級経営等 の諸活動におい

て力 量の向上 が見 られ たか ど うかによって測 られ る もので あ り，研修
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　 後 の勤務 実績 の評 定 が適 切 に行 わ れ,そ の後 の教 員 に対 す る指 導 や 研

修 計 画 に生 か され る よ う努 め る こ とが必 要 で あ る。 身 に付 けた知 識 技

能 を 当該研 修 の過 程 で測 る こ とが 可能 な研 修 につ い て は， そ の評 価 に

つ い て も積 極 的 に行 い， そ の後 の教 員 に対 す る指 導 等 に生 か してい く

こ とが必 要 で あ り， 研 修 や そ の成 果 につ い ての 評 価 につ い て は,新 た

な教 職10年 を経 過 した 教 員 の研 修 にお い て も適 切 に実施 され る こ と

が必 要 で あ る。

（3） 信 頼 され る学 校 づ く りの た め に

　 　 　 　 （略）

　 　 　 　 　 （略 ）

（1） 教 員 の適 格 性 を確 保 す るた め に

　 　 　 　 　 （略）

（2） 教 員 の専 門性 の 向上 を図 るた め に

　 　 更 新制 の導 入 目的 の うち， 専 門性 の 向 上 に つ いて は， これ まで任 命 権 者

　 で あ る都 道 府 県教 育 委 員 会 等 を 中心 に研 修 の体 系 化 に努 めて きた と ころ で

　 あ るが ，教 員 の ライ フ ステ ー ジ に応 じた研 修 を更 に推 進 す るた め，任 命 権

者 が 教員 の資 質 能 力 の 変 化 に対応 して研 修 を実 施 す るた めの 制度 を設 け る

ことが必 要 で あ る と考 え る。 この た め,採 用 され て か ら教職 経 験10年 を

経過 した全 教 員 に対す る研 修 を新 た に構 築す る こ とを提 言 す る。

　 　 な お ，今 回 提 言 す るの は,国 立 学校 及 び 公 立 学校 の教員 につ い てで あ る

　 が，私 立 学 校 にお い て も教員 の ライ フステ ー ジ に応 じ適 時適 切 な研 修 を実

　 施 す る こ とが 期 待 され ， ま た ， 下記 に提 案 す る研 修 に私 立 学校 教 員 の 参加

　 の機 会 が 与 え られ るこ とが望 まれ る。

① 新 た な教 職10年 を経 過 した 教 員 に対 す る研 修 の 構 築

　 　 教 員 の ライ フス テー ジ を考 え た とき， 教職 経 験 の各 段 階 に応 じた 資質

　 能 力 が 求 め られ る。 これ につ い て は， 平成11年 の教 育 職 員 養 成審 議 会

第3次 答 中の 皿3． にお い て， 初 任 者段 階 ， 中堅 教 員 段 階， 管 理職 段 階

に分 けて具 体 的 に記 述 され て い る。

　 　 この よ うな教 員 の ライ フ ステ ー ジ を念 頭 に置 い た場 合 ， 初 任者 段 階 か

　 ら中堅教 員 段 階 に進 ん でい く期 間 にお け る資 質 向上 が特 に重 要 と考 え

る。 す な わ ち,中 堅 教 員 の 段 階 にお い て は ，学 級 担 任,教 科 担任 と して

相 当の経 験 を積 んだ 時 期 で あ り， 学級 ・学年 運 営 ， 教 科 指 導,生 徒 指 導

等 の在 り方 に 関 して 広 い視 野 に立 った力 量 の 向上 が必 要 で あ り，若 手 教

員 へ の助 言 ，援 助 な ど指 導 的 役 割 が期 待 され る。 この段 階 に進 ん で い く

期 間 に お い て ，教 員 は， 一 般 に， 様 々な経 験 を通 じる こ とに よっ て ，教

科 指 導や 生 徒 指 導 等 に 関 し， 基 礎 的 ・基 本 的資 質 能 力 を確 保 し，一 定 の

自信 を持 っ て 臨む こ とが で き る力 量 を備 え る と と もに， 各 人 の得 意 分 野

作 りや 個 性 の伸 長 を図 り始 めて い くの で あ り， また ， そ れ が 強 く求 め ら

　 れ て い る。 そ して， これ か らの学 校運 営 に必 要 と され るマ ネ ジメ ン トや

下記 （3） で述 べ る学校 の説 明 責任 に関す る素養 も こ の段 階 で身 に付 け

る こ とが 必 要 で あ る。

　 　 また ，2． （4） に述 べ た よ うに， 教 育職 員 養 成 審 議 会 第3次 答 申 に
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　 お い て ，現 在 各都 道 府 県教 育 委員 会 等 で 実 施 され て い る教 職 経 験者 研 修

　 につ い て は,そ の 内容 ・方 法 が 画一 化 され ，教 員 の ニ ー ズ に応 じた研 修
の機 会 が少 な い こ とな どの 問題 点 が指 摘 され て お り， この点 か らも改 善

の た め の具体 的 方 策 が 必 要 で あ る。

　 　 さ らに，科 学 技 術 や 子 どもを取 り巻 く社 会 の急 速 な変 化 ， これ に伴 う

教 育 方 法 ・技 術 の変 化 等 に伴 い ，教 員 と して の専 門性 の維 持 向上 を 図 る

観 点 か ら，一 定 の期 間 ご とに変 化 に対応 す るた め の研 修 を行 うこ と も必

要 で あ る。

　 　 この た め,こ の 中堅 段 階 に進 ん でい く期 間 の 中 で も， 特 に重 要 な 時期

で あ る教 職 経 験10年 を経 過 した教員 に対 し， 勤 務 成 績 の評 定結 果 や 研

修 実績 等 に基 づ く教 員 の ニ ー ズ等 に応 じた研 修 を各 任 命 権 者 が行 うもの

とす る。 す なわ ち， 一 定 の力 量 を備 えた教 員 に対 して は,更 に指 導 力 を

高 め るた め の研 修 や ， これ か らの学校 や 教 員 に求 め られ るマネ ジ メ ン ト

や 学 校 の説 明責任 に 関 す る素 養 を身 に付 け る研 修 な どそ の 得意 分 野 作 り

を促 し， 苦 手分 野 や 弱 点 を抱 えて い る教 員 に対 して は,そ の分 野 に必 要

な指 導 力等 を補 うこ との で き る よ うな,個 々の 教員 の力 量 に応 じた 研修

を各任 命 権 者 にお い て 実 施 す る こ と とす る もの で あ る。 この研修 にお い

て な お 指導 力 の改 善 を要 す る と認 め られ た 教員 に つ い て は ，更 にそ の指

導 力 を高 め るた め の個 別 の研 修 を行 うこ とも可能 で あ ろ う。 これ らの研

修 の 具 体 の 実施 につ い て は， 各都 道 府 県 教 育 委員 会 等 の 実情 に応 じ,教

　 職 経 験10年 を経過 した者 で は な く，例 え ば11年 を経 過 した者 を対象

　 とす る こ と も考 え られ ， 実施 時期 につ い て も一律 に で は な く， 一 定 の期

　 間 （例 え ば，数 年程 度 ） 内 に 該 当す るす べ て の教 員 に対 す る研 修 が 実施

　 され る よ う計画 的 に進 め られ る こ とが考 え られ る。

　 　 また ， これ らの研 修 は教 育セ ンター等 に お いて 各 都 道 府 県 教 育委 員 会

　 等 が 自 ら実 施 す る もの に 限 らず ， 大 学 ・大 学院 等 との連 携 に基 づ き大 学
・大 学 院等 の授 業参加 を研 修 に位 置付 け た り， 民 間組 織 等 が 開設 す る研

修 コー ス等 を活 用 す る こ とに よ って ，個 々 の教 員 の力 量 の 向上 の た め の

研 修 プ ログ ラ ム を多 彩 かつ よ りき め細 か く整 備 す る こ とが で き よ う。 国

にお い て も， この よ うな研 修 プ ログ ラム の整 備 の た め に財 政 的支 援 等 適

切 な措 置 を講 ず る こ とが 求 め られ る。

　 　 この よ うに， この 新 た な教 職 経 験10年 を経 過 した 教員 に対す る研 修

につ い て は， 凍 の よ うな点 にお い て従 来 型 の教 職 経 験研 修 とは 内容 を異

にす る。

　 ア　 研 修 内容 は ， 勤務 成 績 の評 定結 果や 研 修 実績 等 ，教 員 の ニー ズ に応

　 　 じて決 め られ る もの や ， 時 代 の変化 に対応 した もの で あ る こ と。

　 イ　 した が っ て ，研 修 プ ログ ラム は,そ の期 間 ， 内容 につ い て,相 当程

度 多 様 な も の にな り得 る こ と。

　 ウ　 研 修 プTsグ ラ ム は教 育 セ ンター にお い て 開設 され る もの ばか りで な

　 　 く,大 学 ・大 学院 等 の授 業 や 民 間組 織 等 の研 修 コー ス も活 用 し， 多彩
で あ り， か つ 選択 の 幅 も考 慮 で きる も の とな る こ と。

② 学 校 に お け る研修 の 充 実

　 　 教 員 は 目々 の職 務 に傾 注 す る こ とに よ り様 々 な力 量 を身 に付 け る もの

　 で あ り，校 内研 修 の 充 実 は， 教 員 の資 質 能 力 の 向上 に とって 特 に重 要 な

　 意 義 を持 つ もの で あ る。 この た め，例 え ば， 教 授 技術 ， 教材 研 究 ， 各 学
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　 校 や 地 域 の 具 体 的 な教 育課 題 等 につ い て ，校 長 ， 教 頭 及 び他 の教 員 が 目
々 の職 務 の 遂 行 に必 要 な助 言 ・協 力 を行 つ た り， 教 員 が相 互 に 日常 の授

業 実践 を公 開 し， 評価 し合 った りす る こ とな どが 必 要 で あ る。 そ の 際,

校 長 はそ の リー ダー シ ップ を発 揮 し，校 内研 修 の充 実 に向 け，校 務 運 営

上 ，十 分 に 工 夫 す る こ とが求 め られ る。 な お,教 員 の校 内研 修 を支 援 す

る大 学 と教 育委 員 会 ・学校 との 連携 に よ る取 組 も一 層促 進 され る こ とを

望 み た い。

③ 自主 研修 の 活性 化

　 　 学 校 現場 に お け る様 々 な教 育課 題 に真 摯 に対応 す るた めに 目々研 鑽 に

　 努 めて い る教 員 も少 な くない。 教員 に は,教 育公 務 員 特例 法 に よ り研 修

に 関す る努 力 義 務 が課 され て お り，個 々 の教 員 が 自 らの力 量 を高 め てい

くた め には,職 務 命 令 に よ る研 修 だ け で は な く， こ の よ うな教 員 自 らの

自主研 修 を奨 励 す る こ とが 重 要 で あ るこ とは言 うま で もな い。 他 の職 業

人 が 自己能 力 伸 長 の た め様 々 な研 修 に 自費 で参加 して い る よ うに ，教 員

にお い て も， 勤 務 時 間外 な どを積 極 的 に活 用 し， 自費 で様 々 な研 修 に取

り組 む こ とが求 め られ る と ともに ，研 究 授 業 を実施 した り， 学 会 や 研 究

会 にお い て研 究 論 文 を発 表す るな どの 自主 的 ・主 体 的 な取 組 が求 め られ

る。 ま た ，上 記 ② と同様 に，教 員 の 自主 研 修 を支援 す る大学 と教 育委 員

会 ・学 校 との連 携 に よ る取組 も一 層促 進 され るこ とを望 み た い．

④ 研 修 実 績 の 活 用

　 　 研 修 実 績 につ い て は， 例 えば,大 学 院 修 学休 業制 度 や 科 目等 履 修 制 度

を活 用 した 大 学 院 で の 学修 ，青 年海 外 協 力 隊へ の参加 な ど社 会 貢 献 活 動 ，

新 た な教 員免 許 状 の取 得 ， 民 間組 織 等 の 開設 す る研 修 へ の参 加 に よって

得 られ た 資 格 の取 得 な ども考 慮 され るべ きで あろ う。 この よ うな資 質 向

上 に 向 けて の教 員 の 自発 的な 取組 に も期 待 した い。

　 　 また ，各 教 員 の研 修 実績 につ い て は， 研 修歴 を作成 し， これ を 自己努

力 と得 意 分 野 を示 す 一 種 の研 修 修 了書 や 研 修 証 明 書 と して活 用 す る こ と

も考 え られ る。 こ の修 了書や 証 明書 につ い て は， 特 色 あ る学 校 づ く りを

進 めて い る学校 へ の教 員 の赴 任 希 望 申告 と して活 用 した り， 保 護 者 や 地

域 住 民 に 自 らの 得 意 分 野 を ア ピー ル し社 会 的評 価 を 得 る資 料 と して活 用

す る方 策 を今 後検 討 す る こ とが望 まれ る。 校長 に も学校 運 営 の 中 で個 々

の 教員 の研 修 成 果 が校 務 分 掌 等 に生 か され る よ う努 める こ とが求 め られ

る。 この よ うな 取組 ともあい ま って ，新 た な教 職10年 を経 過 した 教員

に対 す る研 修 の導 入 が ，教 育 職 員養 成 審 議 会 の提 言 す る方 向 に沿 った初

任 者 研 修 を起 点 とす る既 存 の研 修 体 系 の 見 直 しや ， 教 員 の 自主研 修 の 一

層 の活 性 化 を促 進 す る もの と考 え る。

⑤ 　 研修 の評 価

　 　 こ こで， 研 修 の評 価 の必 要性 につ い て 強調 してお き たい。 これ ま で初

　 任 者 研 修 を は じめ任 命 権 者 等 の 実施 す る研 修 や ， 個 々 の教員 の 自主研 修

に つ い て， 研 修 や そ の成 果 につ い て の評 価 が十 分 に な され て きた とは言

え な い。

　 　 研 修 につ い て は， そ の成果 に つ い て評 価 し， 個 々 の教 員 に 対す るそ の

後 の指 導や 研 修 の在 り方 に フ ィー ドバ ックす る こ とが求 め られ る。
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　 研 修 成 果 は一 般 に研 修 後 の教 員 の授 業 や 学 級 経 営 等 の 諸活 動 に お いて

力 量 の 向 上 が 見 られ た か ど うか に よっ て測 られ る もの で あ り，研 修 後 の

勤務 実績 の 評 定 が適 切 に行 われ ， そ の後 の教 員 に対 す る指導 や 研 修 計 画

に 生 か され る よ う努 め る こ とが必 要 で あ る。なお ，こ の場 合 にあ っ て も，

研 修 にお い て は受講 す るに とどま るだ け で は な く，研 修 後 に必 ず レポー

トを提 出 す る と とも に， その評 価 を受 け る こ とも求 め られ る。 研 修 内容

に よ って は ， 例 えば ，情 報機 器 の操 作 な ど,研 修 に よ り身 に付 けた 知識

技能 を 当該研 修 の過 程 で測 る こ とが可 能 と考 え られ る もの が あ る。 この

よ うな評 価 につ い て も積 極 的 に行 い ，そ の後 の 教員 に対 す る指 導 等 に生

か して い くこ とが必 要 で あ る。 教 科 の指 導 力 を育 成 す る研 修 等 を受 け て

も」 学校 現 場 に戻 っ て か ら余 り改 善 が見 られ な い場 合 は ，更 に特 別 な研

修 を課 す べ きで あ り， それ で も なお 研 修 成 果 が現 れ な い場 合 は ，他 職種
へ の配 置 転 換 の措 置 につ な げ る こ とも必 要 で あ る。

　 ま た ，研 修 後 の教 員 に対 す る評価 結 果 を研 修 の在 り方 の検 討 に反 映 さ

せ ，研 修 プ ログ ラム を不 断 に改 善 して い くこ とが求 め られ る。 さ らに,

研 修 や そ の成 果 につ い て は，教 員 自身 も き ちん と 自己評 価 を行 うこ とが

求 め られ よ う。．

　 これ らの研 修 や そ の成果 につ い て の評 価 等 につ い て は ，① で 述 べ た新

た な教 職10年 を経 過 した教 員 に対 す る研 修 に お い て も適 切 に実 施 され

る こ とが必 要 で あ ろ う。 ま た， この機 会 に教員 自身 が進 ん で 自己評価 す

る こ とに よ り， 自 らの適 性 や得 意 分 野 等 につ い て再 確 認 す る こ とが望 ま

れ る。

　 なお ， 個 々 の教 員 の 自主研 修 につ い て も，校 長 は計 画 段 階 及 び 事 後 に

報 告 を受 け ， そ の努 力 につ いて 適 正 に評 価 す る と ともに ，教 員 の 自主研

修 計 画 に適 切 な助 言 を行 うこ とが望 まれ る。

（3） 信 頼 され る学 校 づ く りの ため に

　 　 　 　 （以 下 略 ）
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　　 中央教 育審議会 「今後の教員養成 ・免許制度の在 り方 について （答 申）」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成18年7月11目 ）　 （抜粋）

5． 採用、研修及び人事管理等の改善 ・充実

　 （2）現職研修の改善 ・充実

　　　－現職研修の体系化の検証や10年 経験者研修の今後の在 り方等－

　今後の現職研修 は、個 々の教員 の能力 、適性 等に応 じた多様 な研修 を行 い、その成

果 を適切 に反 映 してい くとい う性格 を強 めてい くこ とが必 要であ り、個 々の研修 の 日

的、内容 、評価等 の検証 を行 い、必 要な改善 ・充実 を図 ることが必要 であ る。

　 10年 経験者研修 について は、法定研修 と しての位置付 けは引 き続 き存続 させ るこ

とが適 当で あるが、更新制の導入 との関係 で、更な る指導力 の向上や 、得意分 野づ く

りに重 点 を置いた研修 としての性格 をよ り明確 にす るとともに、実施 時期や研修 内容

については、柔軟化 の方 向で見直 しを行 うことが必要 であ る。

○　 現在 、現職研修 について は、都 道府 県 ・指 定都 市 ．中核 市の教育委員 会 （以 下 「各

　 教 育委 員会」 とい う。 ）において体系化 が図 られてい るが、研 修成果 を適切 に評価 し、

そ の後 の指 導や 処遇 に反 映す るシステ ムを構 築 す る ことが課題 とな ってい る。 また、

今 回、更新制 の導入 に よ り、生涯 にわた り教員 の資質能 力 を保 証す る とい う制度 的基

盤 が確 立 され るこ とか ら、今 後の現職研 修 は、基本 的に個 々の教 員 の能力 、適性等 に

応 じた多様 な研修 を行 い、その成果 を適切 に評価 してい くとい う性 格 を一層強 めてい

くこ とが必要で ある。

　　 こ うした観 点 に立 ち、今 後、各教育 委員会 におい ては、現在 実施 され てい る現職研

修 の体系化 の考 え方や 、個 々の研 修 の 目的、 内容 、成果 等 の検 証 を行 い、必要 な改善
・充実 を図 るこ とが必要であ る。

○　 また 、各教育委員 会 にお ける研修 が多様化 す る中で、 国において は、研修 の成果 の

　把 握や評 価方法 等 につい てモデル を作成 す るな ど、全 国的 な水 準 を確保す るた めの方

　 策 につ い て検討 す るこ とが必 要で あ る。 併せ て、 国や各 教育委員 会 にお いて は、非 常

勤講師や 民 間企業 の経験者 な ど、多様 な経歴 を有 す る教員 が増加 してい る状況 を踏 ま

え、個 々 の教員 のキ ャ リアに応 じた柔軟 な研 修体 系や研修 内容 につい て検討 す るこ と

が必要 で ある。

○　 更新 制 を導入 す るこ ととす る場合 、平成14年 の本審 議会 の答 申に基 づ き制度 化 さ

　れ た10年 経験者 研修 との 関係 が課題 とな る。 この点 につ いて は、10年 経 験者研 修

　 は、平成14年 の答 申にお いて、 当時検討 していた更新制 の導入 目的 の うちの専 門性

　 の向上 を図 るための方策 と して提言 した とい う経緯 はあ るが、平成15年 度 の実施以

来 、各教 育委員会 において は、制 度 の趣 旨を踏 ま えた多様 で特色 あ る研 修 が実施 ．工

夫 され 、教員 の専 門性 の 向上や 、体系 的な研 修 の整備 に寄 与 してきた ところで ある。

○　 こ うした現 状 を考慮す る と、10年 経験者研修 につ いて は、教 育公務員 特例法上 の

　法定研 修 として の位置付 けは引き続 き存続 させ るこ とが適 当であ るが、更新 制の導入

との関係 で、 中堅教員 と しての更な る指導力 の向上や 、得意 分野づ くりに重点 を置い

た研 修 と しての性 格 をよ り明確 にす る とと もに、そ の実 施 時期や 研 修 内容 につ いて

は、柔軟化 の方 向で見直 しを行 うこ とが必要で ある。

○　 平成11年 の教養 審第三次 答 申で指 摘 した よ うに、今 後 は、各教 育委員会 が実施す
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　 る研修 や校 内研修 に加 えて、教員 の 自主性 ・主体性 を重視 した 自己研修 が一層重要 で

ある。各 学校や各 教育委員会 におい て は、大学や 、民 間 も含 めた教 育研 究 団体等 にお

　 ける教員 の研修活動 を奨励 ・支援 す る とともに、教員 の 自己研 修へ の取組 を適切 に評

価 し、処遇 に反映 してい くこ とが必要 である。

○　 学校 教 育 を取 り巻 く課題や 教員 を め ぐる状況 が大 き く変化 す る中で、独 立行政法人

　教員研修 セ ンター について は、全 国的 な教 員 の資質能 力 の向上 を担 うナ シ ョナルセ ン

ター と して の役割 ・機 能 を、 これ まで以上 に発揮 してい くこ とが求 め られ る。 このた

め、各地域 にお いて 中核 的 な役割 を担 う教員 等 を一 堂 に集 めて行 う研修や 、各教育委

員会 に先行 して実施す る喫緊 の重 要課 題 に関す る研修 につ いて、今後 とも、一層 の充

実 を図 ることが必 要である。

　　また 、同セ ンター において は、今 後 、全 国の優れ た実践事例 を収集す る とともに、

　各教 育委員 会や 大学等 との連携 に よ り、10年 経 験者研修 等 のモデル カ リキ ュラムの

　開発 や、研 修 の効果 的な実施 手 法の開発 を行 い、情報提 供す るな ど、各教 育委員 会 に

　対す る指導 ・助言 ・援助 の機 能 をよ り一層 、充実 ・強化す ることが必要 である。

○　 各教 育委員会 が所 管す る教 育セ ンター にお いては、研 修 の実施 のみ な らず 、学校 現

　場や 大学 、独 立行 政法人教員研 修セ ンター等 と密 接 に連携 ・協力 して、地域 に根 ざ し

た教材 や カ リキ ュラム等 の開発研 究 を行 うとともに、優れ た指導 実践 を蓄積 し、学校

現場 に提供 してい くな ど、その機能 の充実 ・強化 を図 る ことが必要 であ る。

○　今 後 は、現職研 修 の面で も、大 学 と教育委員 会や学校 との一層 の連 携を図るこ とが

　重要 であ る。 このた め、大 学にお いては、研修 プ ログラム の開発研 究や現職教員 を対

象 と した研修 講座 の 開設 、教 育 セ ン ター 等 との共 同に よる研 修 事業 の実 施等 につ い

　て、検討 す ることが必要 である。

○　今 後、信頼 され る学校づ く りを進 めてい くた めには、校 長や教頭 等の管理職 に優れ

た人材 を得 るこ とが極 めて重要 で ある。 これか らの校 長等 に は、保護者 や地域住民 の

意 向を十分把握 し、関係機 関等 と連携 しなが ら組織 的 ・機 動的 に学校運営 を行 うマネ

ジメン ト能力や 、学校 の教育 目標 の実現 に向けて、個 々の教 員 の意欲 を引 き出す観 点

か ら、教 員評価 を行 う評価 者 と して の能力 の 向上等 が求 め られて い る。 このた め、各

教育委員 会 にお いては、管理職や 管理職候補 者 を対象 として、 これ らの能力 向上 のた

めの研修 を一層充実 るこ とが必 要で あ る。 この際、大学や 民 間におけ る先導的 ・意

欲 的な取組 が活用 され るこ とが期待 され る。
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2　 神 奈 川 県 の 教 職 員 人材 確 保 ・育 成基 本 計 画 に つ い て

　 （2007年10月23日 教員研修 ・指導力班第2回 研究会）

　　　　　　　　 神奈川県教育委員会教職員人材担当課長　薄井英男氏

　平成19年10月23日 、神奈川県教育委員会教育局教職員人材担 当課長、薄井英男氏 を

国立教育政策研究所 （目黒庁舎）にお招 き して、神奈川県教育委員会 の人材確保 ・育成基

本計画 について講演いただいた。 神奈川県教育委員会の今後の人材確保 ・育成基本計画

は、高い指導力 と意欲を持つ教職員 の確保 ・育成 が 目的である0こ れ は柱 で構成 されてい

る。一つは 「多様で優秀 な教職員の確保」である0も う一つは 「指導力の高い教職員 の育

成」である。それぞれの柱の内容は次の通 りである。

1　 多様で優秀な教職員の確保

（l）優れた人材の確保

1） 教員採用試験の見直し

①　選考方法の改善 ・工夫

②　有資格者等の一次試験免除

③　大学推薦制度の拡充

④　受験区分の新設

2） 採用前研修の実施

　新規採用予定者希望研修の実施．

（2）経験豊かで多様な人材の確保

1） 即戦力人材の確保

教員経験者の実績を考慮した採用の実施

2） 多様な人材の確保

①　受験年齢制限の緩和

② 特別選考対象者の拡充

3） 民間人の活用

① 民間人校長公募制度の活用

② 特別非常勤講師制度の活用

（3）教員志望者支援施策 （仮称） の実施
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1） 教員志望者スクールの実施

①　実践力向上事業の実施

②　かながわ教育学講座の実施

③　大学連携の実施

2） 教員志望者支援の実施

①　教育実習の支援

②　学習 ・部活動支援ボランティア事業の実施

2　 指導力の高い教職員の育成

（1）能力開発施策の実施

1） 自己啓発の促進

　 自己研修の支援

2） 教職員研修の充実

①　教職研修に応 じた基本研修の実施

②　信頼の確立のための研修の実施

③　授業力向上のための研修の実施

④　教育課題解決のための研修の実施

⑤　マネジメント能力向上のための研修の実施

⑥　教職大学院派遣研修等の実施

⑦　出前研修 （仮称）の実施

⑧　校内研修の充実に向けた支援

3） 職務を通じた能力開発

①　目標管理手法の実施

②　児童 ・生徒の意見を踏まえた授業改善の実施

③　OJTの 推進に向けた支援

4） 人事：配置による能力開発

①　各校種 ・行政 との人事交流の実施

②　企業派遣研修の実施

③　私立学校 との相互交流の実施

④　都道府県交流の実施

（2）能力活用施策の実施　　　　　　　　　　　,

－262－



適材適所の人事配置

①　能力 ・適性に応 じた人事配置

②　教職員公募制度による人事配置

（3）能力 ・意向把握施策の実施

1） 能力 ・適性の適切な把握

　教職員人事評価システムの充実

2） 教職員意向の適切な把握

　教職員現況 ・意向の効果的活用

（4）人材育成支援施策の実施

1） 教職員の士気高揚の促進

①　優れた教員の認定制度の導入

②　勤務成績の給与等への反映

③　教職員提案制度の充実

2） 管理監督者層の能力向上

　管理職マネジメン ト研修の実施

3） その他

①　人材育成支援体制の整備

②　退職校長等の活用による教職員の支援

　 このなかで 「多様で優秀 な教職員の確保」 として 「教員採用試験の見直 し」で、特別支

援教育に関す る専門的な教育 を担 う人材を確保す るために、平成l9年 度実施試験か ら、

特別支援学校の区分による募集 を実施することが新規事業 となっている。また、「人材育成

支援策の実施」の 「教職員の志気高揚の促進」で、「優れ た教員の認定制度の導入」が新規

事業 となっている。 これは、平成19年 度か ら、授業実践に優れ、教員の模範 として推奨

すべき教員 を表彰 し、顕彰するものである。 このことによって、教員全般の意欲 と資質能

力の向上を図ろ うとす るものであ る。また、「勤務成績 の給与等への反映」も新規事業であ

る。 これは、新 たな昇給制度 と勤勉手当成績率にっいて、一般教職員にも導入す るもので

ある0こ れ らのことが新規事業 として特筆すべき内容 となっている0

（国立教育政策研究所　下田　好行）
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３　 全 国教 育 研 究 所 連 盟 「教 育 課 題 調 査 」 か ら見 た

　　　　　　 教 育 セ ンタ ー 業 務 の 変容

（２００７年 １０月２３日教員研修 ・指導力班第2回 研究会）

　　　　　　　　　　　　　　　国立教育政策研究所　千々布敏弥

０ ． 教 育 課 題 調 査 と は

　 都 道 府 県 市 町 村 や 民 間 が 設 置 す る教 育 研 究機 関 の連 合 体 で あ る全 国 教 育 研 究 所 連 盟 は 、

平 成16年 度 か ら、 加 盟 機 関 の業 務 内容 を聴 取 す る 「教 育 課 題 調 査 」 を実 施 して い る。 この

調 査 は 、連 盟 の活 動 を 見 直 す 中 で 、加 盟 機 関 の課 題 に対 応 す るた めの 調 査 研 究 の 必 要性 が

指 摘 され 、加盟 機 関 か らの要 望 を踏 ま え て調 査 項 目を設 定 し、実 施 して い る も の で あ る （１）。

同調 査 は 、 自由記 述 で 回 答 され た 内容 を連 盟 事 務 局 が類 型 化 （ア フ ター コー ド） して 整 理

して い る。 調 査 側 が あ らか じめ類 型 を設 定 す る と、機 関 に よ っ て用 語 の使 用 文脈 が 異 な っ

て い るた め に 、調 査 側 の 意 図 が 回答 者 に伝 わ らな い 可能 性 が あ るた め で あ る。 各 項 目の質

問 文 は 、 調 査 意 図 と回 答 を期 待 して い る活 動 内容 を例 示 す る こ とで 、調 査 意 図 が 回 答 者 に

な るべ く伝 わ る よ う工 夫 して い る。 よ り実 態 に即 した 回 答 を引 き 出す た め 、調 査 項 目の表

記 や 例 示 の 内容 を 毎 年 修 正 して い る。 そ の た め 、調 査 結 果 の 単 純 な時 系列 比較 は で き な く

な って い る が 、16年 度 か ら19年 度 ま で の 都 道 府 県指 定都 市機 関 の調 査 結 果 を比 較 す る と、

ほ ぼ 一 貫 した 傾 向 を示 して い る。

　 同 調 査 が調 べ て い る の は 、 カ リキ ュ ラ ムセ ン タ ー機 能 、研 修 業 務 の 一 元化 、研 修 成 果 の

評 価 、 時 間 外 ・土 曜 日開 館 状 況 、 出 前 講 座 実 施 状 況 な どで あ り、 これ らの 回答 傾 向 か ら、

教 育 セ ン ター が 現 在 直 面 して い る課題 の 一 端 を分 析 す る こ とが で き る。

１． カ リ キ ュ ラ ム セ ン タ ー 機 能

　 カ リキ ュ ラム セ ン ター の概 念 は 、 元 参 議 院 議 員 の 中 島 章 夫 氏 が提 唱 した。 中島 氏 は 、 カ

リキ ュ ラ ム に 関す る調 査 研 究 に 基 づ い た 各 学 校 の カ リキ ュ ラ ム 開発 の 支援 を、 カ リキ ュ ラ

ム セ ン ター の機 能 と定 義 した が 、 教 育 セ ン タ ー が 「カ リキ ュ ラ ムセ ン タ ー 」 と称 して 開設

した 組 織 は 、研 究 だ け を行 う ものや 支援 だ け を行 うも の な ど、多 様 な 形 態 とな っ て い る（２）。

　 最 初 に カ リキ ュ ラム セ ン タ ー機 能 に 取 り組 ん だ の は 大 阪府 で あ り、平 成11年 に カ リキ ュ

ラム に関 す る研 究 を 主 目的 とす るカ リキ ュ ラ ム研 究室 を設 置 した 。 次 い で 平成13年 に神 奈

川 県 が 情 報 提 供 ・相 談 の た め の 部屋 と して の カ リキ ュ ラ ム開 発 セ ン タ ー を 開設 し、 来 所 し

た 教 員 の支 援 に 重 点 をお く よ うに した 。 そ の後 、複 数 の機 関 が 神 奈 川 県 と同 ス タイ ル の カ

リキ ュ ラ ムセ ン タ ー機 能 を意 図 した組 織 改 編 を行 う一 方 、 カ リキ ュ ラ ム 開発 支援 の た め の

部 屋 を開 設 しな い で カ リキ ュ ラム セ ン ター機 能 の充 実 を め ざす機 関 も 出 て い る。 そ れ らを

類 型 化 す る と、 次 の よ うに な る。

　 ① カ リキ ュ ラ ム 開 発 支 援 の た め の 部屋 を設 置 ：カ リキ ュ ラム 開 発 を支 援 す る た め、 学 習

指 導案 や 参 考 図書 等 を収 集 した部 屋 を設 け た り、 そ の よ うな スペ ー ス を 図 書館 の 一 角

に設 けた り、相 談 に 対 応 す る た め の 人 員 を配 置 した 部 署 を設 け た り して い る機 関 で あ

る。
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② カ リキ ュ ラ ム 開発 研 究 の た め の組 織 を設 置 ：学 校 の支 援 よ り もカ リキ ュ ラ ム 開発 研 究

を主 目的 と した 組 織 を設 置 して い る機 関 で あ る。 初 期 に 設 立 され た 大 阪府 や 横 浜 市 は

こ こに分 類 され る。

③ ｗ ｅｂを活 用 して 学 校 を支 援 ：① ② の 取 り組 み を行 わず 、 カ リキ ュ ラ ム開 発 に 関す る

情 報 （学 習 指 導 案 や 教 材 ） を電 子 化 し、 イ ン ター ネ ッ トや イ ン トラネ ッ トで学 校 に提

供 して い る機 関 を こ こに 分 類 した

　 カ リ キ コ ラ ム 開 発 支 援 の た め の 部 屋 を 設 置 し て い る機 関 は 増 加 傾 向 に あ り 、16年 度29.8

％、17年 度37.7％ 、18年 度45.5％ 、19年 度48.5％ と な っ て い る 。 図 書 館 と は 別 に 部 屋 を 設 け

た り、 図 書 館 の 一 角 に 設 け て い る場 合 が 多 い が 、 東 京 都 の 「授 業 研 究 ヘ ル プ デ ス ク 」 の よ

う に 、資 料 は お か ず 、電 話 に よ る 相 談 要 員 の み を 配 置 し た 部 署 と な つ て い る と こ ろ も あ る 。

福 岡 市 は 、 図 書館 の 一 角 に カ リ キ ュ ラ ム セ ン タ ー を 設 け て い た が 、18年 度 に 別 室 に 「授 業

力 向 上 支 援 セ ン タ ー 」 を 設 置 し た 。 千 葉 県 は19年 度 に 図 書館 と は 別 室 に カ リキ ュ ラ ム サ ポ

ー ト室 を 開 設 した 。

　 カ リキ ュ ラ ム 開 発 研 究 の た め の 組 織 を 設 置 し て い る機 関 は 、 静 岡 県 、 広 島 県 で あ る。 大

阪 府 は 開 設 当 初 は こ の 類 型 に 所 属 し た が 、19年 度 に カ リ キ ュ ラ ム 開 発 支 援 の た め の 部 屋 で

あ る 「カ リキ ュ ラ ム ナ ビ プ ラ ザ 」 を 開 設 した 。 ｗ ｅ ｂ を 活 用 し て 学 校 を 支 援 して い る機 関

は16年 度31.6％ 、17年 度36.1％ 、18年 度27.3％ 、19年 度36.8％ と な つ て い る 。

カリキュラム開発支援のための部屋を設置

２ ． 研 修 業 務 の 一 元 化

　 都 道府 県 指 定都 市 に よっ て は 、研 修 の実 施 担 当 が教 育 委 員 会 担 当課 と教育 セ ン ター で分

かれ て い る場 合 が あ る。 そ の場 合 、 各 担 当 の研 修 内容 を 年 度 当初 に 調 整 して い るの で あ る

が 、 内 容 が 重 複 す る こ と も あ っ た。 平成11年 の 教 育職 員 養 成 審 議 会 「養 成 と採 用 ・研 修 と

の連 携 の 円滑 化 に つ い て （第3次 答 申）」 は 、 「都 道 府 県 教 育 委 員 会 や 市 町 村 教 育 委 員 会

等 、各 研 修 実 施 者 が 実 施 す る研 修 の 内 容 に重 複 が 見 られ 、 必 ず し も効 率 的 な 研 修 体 系 とな

っ て い な い 」 と指 摘 し て い る。 そ こで 、 多 くの 教 育 委 員 会 で 、 研 修 の 実施 担 当 を教 育 セ ン

ター のみ とす る業 務 担 当 の組 み 替 え が行 わ れ て い る。 こ の研 修 業 務 担 当 の組 み 替 えの こ と

を 「研 修 業 務 の一 元 化 」 と称 して い る。

　 研 修 業 務 が 一 元 化 され て い な い 場 合 は 、 教 育 委 員 会 と教 育 セ ン ター で分 担 して い る こ と

とな る （教 育 事 務 所 が 研 修 を担 当 して い る場 合 も あ る）。 こ の類 型 の典 型 は 、 初 任 者 研 修
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等 の 法 律 で 規 定 され て い る研 修 や 経 験 年 数 に応 じた研 修 、校 長 、 教 頭 、 教 務 主 任 等 の職 務

に応 じた研 修 は 、 教 育 委 員 会 が 担 当 し、教 育 セ ン ター は参 加 が任 意 で あ る研 修 を担 当 して

い る場 合 で あ る。 平 成16年 度 の 段 階 で そ の よ うな 分 担 を行 っ て い た の は 北海 道 、香 川 県 、

沖 縄 県 で あ っ た が 、 い ず れ も平 成18年 度 ま で に 教 育 セ ン ター が基 本 研 修 も担 当す る よ うに

な っ た 。 一 元 化 され て い な い都 道 府 県 指 定 都 市 で は 、 基 本 研 修 の 一 部 を担 当 し、 専 門研 修

はす べ て 教 育 セ ンタ ー が 担 当す る とい う分 担 に な って い る。 基 本 研 修 も専 門研 修 も共 に 教

育 委 員 会 と教 育 セ ン ター で 分 担 して い る とい う都 道 府 県 指 定 都 市 もあ る。

　 「基 本 的 に一 元 化 」 され て い る機 関 は 、17年 度62.3％ 、18年 度68.2％ 、19年 度67.6％ と

な っ て い る。

研修業務の一元化

３ ． 研 修 成 果 の 評 価

　 教 育 セ ン タ ー が 実 施 す る 研 修 に 関 して は 、 ９割 以 上 の 機 関 が 受 講 者 を 対 象 と した ア ン ケ

ー トを 実 施 し て い る
。 す べ て の 研 修 で 受 講 者 を 対 象 と した ア ン ケ ー トを 実 施 して い る機 関

は 、16年 度93.1％ 、17年 度95.1％ 、18年 度97.0％ 、19年 度98.5％ と な っ て い る 。

受講者アンケートを実施

　 受 講 者 ア ン ケ ー トは、 教 育 セ ン ター が 研 修 の 見 直 しをす る際 の 資 料 と して 活 用 す る場 合

が 多 い。 とこ ろ が最 近 は 、研 修 を受 講 した 教 員 が どの よ うな成 果 を得 た か を評 価 す る必 要

性 に迫 られ て い る機 関 が 増 えて い る。

　 そ の た め 、 受 講 者 ア ン ケー トに加 え 、 所 属 長 に調 査 した り、研 修 後 一 定期 間 を経 て 受 講

者 に研 修 を 振 り返 っ て も ら う追 跡 調 査 を行 っ た り、 追跡 調 査 の対 象 を受 講 者 だ けで な く、
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所 属 長 に 対 し て も 行 っ て い る機 関 が あ る 。 そ の よ う な 機 関 が 、16年 度29.3％ 、17年 度45.9

％ 、18年 度62.1％ 、19年 度70.6％ と な っ て い る 。

研修後の追跡調査や所属長調査を実施している

４ ． 時 間 外 ・土 曜 日 開 館 状 況

　 平 成14年 度 か ら完 全 学 校 週 ５ 日制 が 実 施 され 、 月 曜 ～ 金 曜 に 開 設 す る 専 門 研 修 が 受 講 で

き な い 教 員 が 増 え た と の 理 由 で 、 土 曜 日 に 講 座 を 開 設 した り 、 教 員 の 自 主 研 修 の た め に 課

業 日 の 勤 務 時 間 外 や 休 業 日 に 教 育 セ ン タ ー の 施 設 を 開 放 し て い る 機 関 が 増 え て い る 。

　 土 曜 日 に 講 座 を 開 設 す る機 関 は17年 度27.9％ 、18年 度40.9％ 、19年 度51.5％ と な っ て い

る 。 ま た 、 勤 務 時 間 外 や 休 業 日 に 開 館 し て い る機 関 は17年 度31.1％ 、18年 度34.8％ 、19年

度45.6％ と な っ て い る 。

土曜日に教員対象の講座を開設
土曜 日等に施設を開放

５ ． 出 前 講 座 、 職 員 派 遣 状 況

　 教 育 セ ン ター が 開設 して い る研 修 講 座 の 中 に は 、セ ン ター に人 を集 め て 行 う研 修 の他 に 、

希 望 す る学 校 に 出 向 い て研 修 を行 う出 前 講 座 も あ る。 出 前 講 座 を 実 施 す る機 関 は 、17年 度

37.7％ 、18年 度56.1％ 、19年 度63.2％ とな っ て い る。 ま た 、 出 前 講座 とは別 に 、 学校 が 校

内 研 修 を実 施 す る場 合 の講 師 と して 、 教 育 セ ン ター の 指 導 主事 を 派 遣 す る よ う要 請す る場

合 も あ る。 そ の よ うな 要 請 に応 じる体 制 が で き て い る機 関 は 、17年 度72.1％ 、18年 度90.9
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％ 、19年 度94.1％ と な っ て い る 。

出前講座を実施 学校か らの職員派遣要請に応じる

６ ． 教 育 セ ン タ ー 業 務 の 再 編 動 向 の 背 後 に あ る も の

　 以 上 の よ うに 、 都 道 府 県 指 定 都 市 教 育 セ ン ター に お い て 見 られ る業 務 の 再 編 動 向 は、 国

が示 して い る方 針 の他 に 、 教 育 委 員 会 の財 政 状 況 が 影 響 して い る と考 え られ る。

　 全 国 教 育研 究 所 連 盟 は 、 昭 和23年 の発 足 当初 は27機 関 が 加 盟 して い た の が そ の後 年 を追

うご とに 増 加 し、 平 成 ９年 に283機 関 とな っ た。 と ころ が 、 そ の 後 退 会 機 関 が相 次 ぎ、 平

成18年 度 は254機 関 と な っ て い る。 退 会 した の は 市 町 村 機 関 が 主 で あ り、 退 会 理 由 の ほ と

ん どが 、 財 政 事 情 の た め に 連 盟 費 が支 出 で きな くな っ た こ と とな っ て い る。

全国教育研究所連盟加盟機関数
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全国教育研究所連盟事業参加者数の推移

　 加 盟 機 関 数 が ピー クで あ っ た 平成 ９年 度 以 降 の全 教 連 事 業 の参 加 者 数 を見 て も、一 貫 し

て減 少 傾 向 に あ る。 加 盟 機 関 に イ ン タ ビュ ー す る と、 事 業 に参 加 す る意 思 は あ っ て も、 出

張 旅 費 が 削 減 され て い る た め に参 加 で き な く な っ て い る と語 る教 育 セ ン タ ー 関 係 者 は 多

い 。

　 加 盟 機 関 の財 政 状 況 は 、 平 成16、17年 度 に 国 か ら地 方 へ の 研 修 関 係 補 助 金 が 一 般 財 源 化

して 以 降 、 一 屑 厳 し くな っ て い る。 この よ うな財 政 事 情 に お い て 、 教 育 セ ン ター は、 実 施

す る研 究 と研 修 事 業 の 有 効性 を説 明 す る こ とが求 め られ て い る。

　 研 修 の 効 果 を説 明す る た め 、受 講 者 に満 足 度 を尋 ね るだ け で な く、 一 定 期 間後 に研 修 の

成 果 を尋 ね る 追 跡 調 査 や 所 属 長 に受 講 者 の成 長 を尋 ね る調 査 を 実施 す る機 関 が増 加 して い

る の は 、 そ の た め と思 わ れ る。

　 カ リキ ュ ラ ム セ ン タ ー機 能 へ の取 組 や 、 時 間 外 ・土 曜 日開 館 状 況 、 出 前 講 座 実施 状 況 の

よ うに 、 個 別 の 学 校 や 教 員 の 要 望 に応 え る 動 向 が 広 が っ て い る の は 、 厳 しい 財 政 事 情 の 元

で 、 財 務 部 局 に教 育 セ ン タ ー が 現 場 に役 立 っ て い る こ とを ア ピー ル す る必 要 が 出て き て い

る こ とも 考 え られ る。

　 出 前 講 座 の 増 加 要 因 と して 、研 修 の た め の 出 張旅 費 を 削減 す る必 要 性 が 考 え られ る。 教

育 セ ン タ ー で 実 施 す る研 修 は 出 張扱 い とな り、教 員 に旅 費 が 支 出 され る。 旅 費 も研 修 予 算

の 一 部 で あ り、 そ れ を 削 減 す る た め に は 、 参 加 者 分 の 旅 費 が 不 要 とな り、 講 師 と して の指

導 主事 の 旅 費 の み が 必 要 とな る 出前 講 座 形 式 が 効 果 的 で あ る。 そ の た め に 、 出 前 講座 や 校

内 研 修 の 指 導 の た め に教 育 セ ン ター の 指 導 主 事 が 出 張す る形 態 が 増 え てい る こ とが 考 え ら

れ る。 新 潟 県 は 、 平 成17年 度 の 予 算 削 減 に伴 い 、 そ れ ま で 基 本 研 修 と専 門 研 修 を 合 わ せ て

125件 実 施 して い た の を 、 専 門研 修 を 大 幅 に減 ら し、38件 と した。 そ の 代 わ り、年 間140件

の 出 前 講 座 を 実 施 す る よ うに して い る （３）。

　 平 成14年 度 か ら 実施 され る よ うに な っ た 完 全 学 校 週 ５ 日制 に よ り、教 員 に とっ て、 土 曜

日が 休 業 目 とな る 代 わ りに 、か つ て ６ 日間 で行 って い た 業 務 を ５ 日間 で行 うよ うに な っ た。

そ の た め に、 課 業 日中 に研 修 に 出 る こ とが難 し くな っ た と語 る教 員 は多 い。 文 部 科 学 省 で

は 、 完 全 学 校 週 ５ 日制 実 施 に と も な い 、14年3月 に 「各 種 研 修 につ い て 、 夏 季 休 業 日等 を

活 用 す る な ど、 研 修 時 間 の 確 保 ・内容 の充 実 に 努 め る こ と」 「教 員 の 自主 的 ・主体 的研 修

を症 例・ 支 援 す る よ う努 め る こ と」 な どを 通 知 して い る。 文 部 科 学 省 通 知 も伴 い 、 平 成14
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年 度 か ら教 育 セ ン タ ー は 夏 季 休 業 期 間 中 の研 修 を増 加 した。 そ の 翌 年 は 、10年 経 験者 研 修

が 法 制 化 され 、 文 部 科 学 省 か ら校 外 研 修 を長 期 休 業 期 間 中 に 教 育 セ ン タ ー 等 で20日 間 実施

す る こ とが 通 知 され た と こ ろ か ら、 夏 季 休 業 期 間 中 の 教 育 セ ン ター は多 忙 を極 め る こ と と

な っ て い る。

　 こ の こ とは 、 相 対 的 に 課 業 日の研 修 の件 数 が少 な く な っ た こ と を表 して い る。 教 育 セ ン

タ ー が所 轄 の 学校 に対 して サ ー ビス を提供 す る手 段 は 、 年 度 当初 に刊 行 す る 紀 要 と教 育セ

ン ター に教 員 を集 め て 実 施 す る研 修 が 主 な も の で あ っ た 。 それ が 、 課 業 日に あ る程 度 の余

裕 が で き た こ と、 前 述 の 財 政 事 情 等 か ら、 教 育 セ ン ター の存 在 意 義 を示 す た め に 、 個別 の

学 校 を支 援 す る 動 き にで た の で はな い か と思 われ る。

　 あ る指 定 都 市 の教 育 セ ン ター 関係 者 に よ る と、 「課 業 日の 研 修 が 少 な くな っ た か ら、校

内 研 修 の講 師 に極 力 行 か せ る よ うに した」 結 果 、延 べ で年 間 ３ ０ ０件 以 上 セ ン ター の 指 導

主 事を 学 校 に 派 遣 す る よ うに な っ た(4)。 大 阪 府 教 育 セ ン タ ー は カ リキ ュ ラ ム 研 究 室 の 活

動 と して 、 特 定 の協 力 校 に 全 教 科 の 指 導 主 事 を派 遣 して お り、 年 間 の派 遣 回 数 は １０ ０件

以 上 とな っ て い る(5)。

　 平 成11年 の 教 育 職 員 養 成 審 議 会 「養 成 と採 用 ・研 修 との連 携 の 円滑 化 に つ い て （第 ３次

答 申）」 は 、 「都 道 府 県,市 町 村 に お い て は 、 教 育 セ ン タ ー を 中 心 に 勤 務 時 間 外 の研 修 機

会 の 提 供,研 修 に 関 す る情 報 提 供 、 指 導者 の派 遣 等 に よ り教 員 の 自 主 的 ・主 体 的研 修 活 動

を 奨 励 ・支 援 す る よ う努 め る こ とが 必 要 」 と提 言 した 。 個 々 の 教 員 の課 題 に 応 じた研 修 の

機 会 を提 供 す る とい う方 針 は 、 平成15年 度 か ら実施 され て い る10年 経 験 者 研 修 で も維 持 さ

れ て い る。

　 教 育 セ ン タ ー が 、 カ リキ ュ ラム セ ン ター 機 能 や 研 修 評 価 、 出 前 講 座 な どの 業 務 に力 点 を

お く よ うに な っ て い る背 景 に は 、 上 記 の よ うな 国 の 方 針 と教 育 委 員 会 の財 政 状 況 が 関 連 し

て い る と思 わ れ る。

注
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IV． 研究報告及 び先行研究分析

※ ここでは、教員養成 、教員研修 ・指導力 向上、教員評価 、それ ぞれ について

の先行研 究の分析 と、研 究会 メ ンバ ーに よる研 究報告 を収録 した。
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第 １章　教員養成
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１－ １ わが国の大学における教員養成制度の変容

－近年の動向と研究課題を中心として－

加藤 崇英 （国立教育政策研究所）

　本稿では、第一に、本研究プ ロジェク トにおいて教員養成班 が進めてきた先行研究 ・文

献を検討 し、また大学及び教員養成をめぐる時事 を概観す るなかか ら得 られた教員養成 の

現状 と課題について述べ る。そ して第 二に、 これ らを踏まえた研究の見取 り図について述

べ るとともに、教員養成班のこれか らの課題について述べ る。最後に、第三 として、これ

まで進めてきた一年次 （平成19年 度）の取 り組み と経過及 び成果について述べる。

１． 教 員 養 成 の 現 状 と課 題

（１）求め られる教員の資質 ・能力 と教員養成

教員養成の問題 は、来 る時代に求め られ るであろう教育の課題に応 えるべ く、 これを可

能 とする教員の資質 ・力量が問われるかたちで常に議論 されてきた。近年までにその基調

となっているのは、97～99年 の教養審 による三次にわたる答 申である。そこで打ち出 され

た資質 ・能力 （地球的視野に立って行動す るための資質能力、変化の時代を生きる社会人

に求め られる資質能力、教員の職務か ら必然的 に求 められ る資質能力） に関する議論 は、

その後の現行学習指導要領 に求め られる教育内容に応えるものであるとともに、大学にお

ける教職課程科 目の内容にも少なからず影響を与えるものであったとい える。

　同時に上記の答 申において打 ち出された教員養成において重要な指針のひ とつ に、教員

の各ライ フステー ジ （例 えば初任者、中堅教員、管理職）に応 じて求められ る資質能力 と

これを育成するための高等教育機 関等 における教育 ・支援体制の必要性が指摘 され た。 こ

れによって養成、採用、現職 とい う流れのなかで教員の職能成長 を捉 える観点がいっそ う

明確 となった。そ して研修 を義務 とす る自治体は、特に10年 次研修の制度化 に至って、

ほぼすべての年代に亘つて教員の研修体系を確 立 し、このことは大学 における教員養成 と

現職研修への期待 と役割 をも変容 させ る外的な環境 を整えた といえる。

（２）大学改革 と教員養成

　一方で
、 この間、教員養成の側の大学等の高等教育機 関は、上記の教員養成の問題 と課

題 を抱えつつ も、大学の根本 ・根源的な改革を重ねてきていることはい うまで もない。特

に国立大学の教員養成 とい うことでいえば、国立大学の独法化 と、 「国立の教員養成系大

学 ・学部の在 り方に関する懇談会」以降の教育学部再編 ・統合問題 について、両者 を同時

期 に経験 した とい うことは大きな変化 であった。 しか も大学 によっては、大綱化や教養学

部の統合、教員採用数の激減 とこれ と関連 していわゆる 「ゼ ロ免」課程の設置 といった90

年代初 めから続 く改革か らの連続的な過程 におかれ、 さま ざまな組織運営改革 を余儀な く

されてきている。

１
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　しか しなが ら教員養成は さらなる改革を求め られているのが現状である。なかで も、大

学院拡充のなかで高度専門職業人の育成 の必要性 か ら打ち出 されてきた専門職大学院 につ

いては、教育分野については教職大学院 として構想 された。 また、この教職大学院の発足

は、従来からの教育 （学）研究科等の大学院における研究者養成 と高度専門職業人養成の

機能 を整理す るね らい もある とい える。 だが、専門職大学院設置の実現 は、先に述べた独

法化 を前後 とした個々の大学 ・大学院の積極的な改革の取 り組みか らの連続的な改革過程

を必要条件 として要す るもの と解 され る。すなわち象徴的な意味でいえば、教員養成 ＧＰ

等の特色ある取 り組みが指摘できるが、 これ らは単独 にあるとい うよ りは、大学の様 々な

改革 の取 り組み との関連 と共に考察すべき対象 であろ う。

（３）少子化 と地域の課題――教員養成と教員需給――

　またこ ういった教員養成系大学の特色ある取 り組み と関連 して、今後、大学側か ら見て、

いっそ う外部組織 ・機 関 との連携 ・協力が課題 であることが指摘できる。 とりわけ、特に

採用側であ り、また現職教員を派遣す る側 である、地元 自治体 の都道府 県及び政令市を中

心 とした 自治体の教育委員会 との関係 の有 り様 が着 目され る。 これ らは、特に地域連携 を

めざし、地元地域 との結びつきを必要不可欠 とす る地方大学に とっては教育学部 ・教職課

程の枠 を超 えて、大学全体 として も重要な要素のひ とつ として とらえ られ る。他方、 これ

まで頭打ちだった教員採用数 も、団塊世代 の退職時期 の関係 もあ り、東京、大阪、横浜 と

いった大都市圏を中心に増加 回復傾向にあるが、一方、地方はそれほど回復が見込 めない

な ど、教員需給の地方間格差 も教員養成系大学に とっては、大きな問題 となっている。

（４）教員養成に関す る今後の動向と研究課題

　このよ うな環境の変化に置かれなが らも、それぞれ の大学は認証評価を迎えることで独

法化の成果が検証 され ようと してい るし、教員養成の課題 ・問題 もその ような評価 のなか

に置かれ ざるを得ない。また、教員養成に関わる諸改革課題 （「教職実践演習」、「教職指導」

の充実 、教員養成カ リキュラム委員会 の機能の充実・強化、教員免許更新制の導入 、二種

免許の見直 しな ど） も、上記に述べた改革の流れ において把握 され るとともに、個 々の大

学 における運用が予定 され るもの と解 され よ う。

　以上か ら、大学にお ける教員養成の現状 と課題 について、大学改革及び教育学部 ・教職

課程改革の一連の流れ を整理 し、把握す るとともに、いっそ う課題 が多岐多様 にわた る教

育の諸課題 に質的に対応 し、同時に教員の量的な需給 問題 をいかに教員養成系大学が対応

すべきか、またこれ らを支援す る施策等の課題 を明 らかにすることが求められ るといえる。

２．教 員養 成 の研 究 デ ザ イ ン

（１）研究の見取 り図 （デザイン）について

　大きくは 「評価及び質保証の問題」、「量的問題」、「質的問題」として把握す る （図表 「教

員養成の研究デザイン」参照）。この軸を基本 として、課題 ・方法 としては、先行研究 （文

献中心）の検討、海外の事例に関す る調査研究、国内についての調査研 究等を組み合わせ
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ることが課題 と方向性 として考 えられ る。

　そのなかで、教員養成に関す る国全体 の制度設計 と各大学等における教員養成機能につ

いて、前者 のグラン ドデザイン と後者の教育 とその経営に関す るデザイ ンの形成に視する

研究成果 を目標 とする。

＜教員養成の研究デザイン＞

※ １　例 えば、戦後新制大学発足、学芸学部改称、新構想大学、少子化進展の80年 代後

半以降、バブル不況 ・独法化な ど各時代の論点、課題、対応策 の総括。

※ ２　教育 ・指導のための諸機関 との連携関係のほかに、独法化以降の現状 を考 えると、

今後 、教育学部 ・教員養成系学部機 関か ら見て財源や奨学金等の財政問題 について も

検討 が必要。

※ ３　例 えば大学 は、これ を環境 と捉 えている大学 とそ うではない大学の対応や体制の差

として、教育委員会は、教員研修 の重要性、大学への派遣やその考え方など、量的な

問題 は、その置かれ方や把握の仕方によって、質的な問題や課題を どのよ うに捉 える

かとい う違いによって表れ ることが考えられ る。

①　 評価及び質保証の問題

　今 日、高等教育機関において、 自己点検 ・評価及び認証評価等の第三者評価の もつ意義

や課題は大きい。 これは教員養成の問題についても同 じであるが、高等教育機関 （ここで

は主 として大学 ・短大）における教員養成 の置かれる現状 は、例 えばこの評価の問題にお
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いて見るように、二重の意味でその問題が問われ る状況にある。それは第一に、当該機関

としての評価であ り、第二にそ こでの教員養成機能 としての評価である。

　例えば、国立大学の教育学部のみの単科 大学であれ ば、この問題構造から見れば、第一

及び第二の問題 は同一の問題 として捉 えることができよ う。 しか し、国立大学の総合大学

においては、第一の問題 のなかで、第二の問題 を議論す るか、あるいは第一 の問題が第二

の評価 を規定 しうる関係 に捉 えられ る。 さらに多 くの私立大学における教職課程の維持管

理 を中心 とした教員養成 を例 として見る と、第一 と第二が必ず しも整合 しない ことも考 え

られ る。

　大まかにはこのよ うな区分けのできる教員養成 を担 う機関に関する評価問題について、

授業や ガイダンス及び教育実習を含 めた意味でのカ リキュラムについて、その実施状況 を

検討す る必要があろう。 それは各大学の認証評価 に関す る資料等では必ず しも見えて こな

い側面、例えば各大学の 自助努力や工夫 について明 らかに され る必要があろ う。 この よう

な意味で、特 に質的な評価、そ して質的な保証の観点か ら教員養成 の現状や方向性並びに

課題について究明 してい く研究が必要 と考え られ る。 そのよ うな質的な側面が究明されな

ければ、教員養成 の問題 は、単純に量的な問題に帰 されて しま う恐れがある。

②　教 員の需給の観点か らの量的問題

　上記 のよ うな質的な評価問題 とは別に、 これまで教員養成系大学の、特 に結果に関す る

評価は、原初的には数的な需給問題 として捉 えられてきた し、 この構造は根本的には今後

も大 きな変化はない。つま りは、教 員養成を経た学生を供給す る側 の大学 と、これ を採用

する需要の側の教育委員会 との単純な量的な関係の問題である。 これ を前提 として、 ここ

に質的な問題が関わることで教員養成 の在 り方についてその課題 を規定す る関係 も、今後

見逃す こ とのできない側 面である。 しかも当面は、教 員需給について全国の地域的なアン

バランスの状況、す なわち地方における当面は継続す ると思われ る慢性的な教 員需要の充

足状態の一方で、都市部における教員供給の極端 な不足、である。

　例 えば、都市部では、採用数の増加 と競争倍率の低 下の状況にあって、質的 には、採用

時の採用方法の工夫 と多様化、そ して採用後の研修の充実をいっそ う企図するとい う課題

が生 じる。数的には、逆にむ しろ志願者 を増加 させ 、採用時の倍率を何 とか上げ ようとす

ることが質の上昇につなが ると見な している自治体が少な くない。 また即戦力たる中堅

教員 を他 の自治体か ら獲得す るよ うな動きも生 じている。

　逆に地方 では、教員供給が充足 しているにもかかわ らず、教員の年齢構成か ら来 るアン

バ ランスや現代的な意味での 「ひ しめ く４０代」に対処す るために、む しろ若手教員の採

用や獲得に様 々な方法を模索 してい る。例 えば、現在、独 自に少人数学級施策を展開 して

い る自治体は多くなってきたが、それ は総額裁量制 のなかで、また場合 によっては単独の

県費負担の増加 を伴 うことで県独 自の学級編制 の基準 を定め、このことは結果 、教員採用

数の増加 につながってい ると見なす ことも可能 である。

　こ ういった需要側の教 育委員会の多様性、そ して後述す る供給側 の大学の多様性 とい う、

双方の多様性 は、教員需給問題 のいっそ うの市場化 をもたらす ことも予想 される。 この こ

とは教員志望の学生の混乱 と、受験産業のいっそ うの進 出を招 くともいえよ う。そ こにさ
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らなる質的な問題が二重三重に拍車をかけ兼ねない。 このよ うな市場に放たれ る 「教員志

望学生」を、いかに質 を低下 させ ることな く、保護 してい くかも課題 となってい くよ うに

推測 され る。

③　 量的問題か ら質的問題

　例 えば上記に見たよ うに、量的な問題を前提 としつつ も質的な問題が生 じている。 供給

側 の大学等 の教員養成機 関は、 このよ うな質的な問題、つ ま りは需要側 のニーズや対応 を

含 んだ意味での教 育内容に関する大胆な改革 ・改善の取 り組みについては必ず しも十分で

はなかった といえる。

　しか し、独法化以降、各大学において特にインター ンシ ップ的な意味での取 り組みが多

くなるなかで、教員 養成についても教育実習を中心 とし、他には 「放課後チューター」な

ど、学生の現場への経験的な関わ りもこの間ずいぶん変化 してきている。同時に、これ ら

に対する大学のサポー ト体制 も大 きく変化 してきている。先の中教審 『今後の教員 養成 ・

免許制度のあ り方について』 （答申）では、 「教職実践演習」や 「教職大学院」 の構想に見

られ るよ うに、現場経験や実践経験をいかに大学や大学院 の教育の中身に盛 り込んでい く

か とい うことが大 きな課題であ り、 これ らは今後、検証すべき課題 であると考 えられ る。

④　 方法 と課題

　方法 ・課題 としては、上記の軸を基本 としなが ら総合的 な研究 とす ることで多様な側面

か ら教員養成の問題 にアプローチが可能 となると思われる。大きくは、以下の事項が挙げ

られ る。

（a）先行研 究 （文献中心）の検討

（b）海 外の事例に関す る調査研究

（c） 国内についての調査研究

　具体的には、今 日の制度 ・政策等に関す る基本問題の整理であ り、また、国内調査 の計

画 と方法の吟味を要す る。また海外 については、アメ リカにおいて、特 に教員 養成に関す

るアクレディテー ション及び経営について の制度事例について研究 を進 める。このなかで、

特 に国内の歴史研究やアメ リカの事例研究 に関 しては、所外か らの研究協力 （所外委員等）

も求めている。

　補足すれ ば、海外 の事例研 究に関 しては、アメ リカにお ける教員 養成 に関す る研究がわ

が国の教員養成研 究に も示唆的であると思われ る。それは第一に、わが国の大学が認証評

価の制度をよ うや く整えたが、アメ リカのアク レデ ィテーシ ョンの しくみは長 い歴史 を持

ち、教 員養成 もそのよ うなしくみのなかで機能 してきた。 この意味で示唆 を得る ところが

大 きいと考 えられる。また第二に、教員の採用先である教育委員会や学校 との関係である。

州や地域 （学区）によって ももちろんば らつきはあるが、大学 ・初等中等学校等 ・教委 と

い う地域 のパー トナーシップの しくみも多様に展開 されている。わが国の大学も自治体 ・

教委 と協定 を結んで交流活動 を進 めるなど盛ん となってきている。

３．一年次 （平成19年 度）の取 り組み と経 過及び成果 につ いて
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　教員養成班 の ミッシ ョンは、以上の方法 と課題 を遂行す ることで、今後、これ らの研 究

成果 の検討か ら、教員養成 に関す る国全体の制度設計 と各大学等における教員 養成機能に

ついて、前者 のグラン ドデザイン と後者の教育 とその経営に関す るデザインの形成に視す

る知 見及び視 点の提供す ることといえる。次年度に向けて、課題の調整や修正は若干考 え

られ るところであるが、本年度 （平成19年 度）は、これ まで述べて きた問題群を概観す

るなかで研究を進めてきた。そ して本年度は、本報告書において、以下のように、二人の

講演 （記録）及び三人による先行研究 レビューが成果 として掲載 された。

　ご講演は、二人の講師をお招 きした。 これ まで述べてきた ように、教員 養成 に関する視

点 としての量的問題 と質的問題は重要な視点 といえる。 これ らは必ず しも分けて議論す る

問題ではないが、教員養成の抱 える現状 の問題 と今後の課題 をわか りやす く把握す る意味

でも、それぞれの問題視角か ら論 じていただいた。量的な観点か らは、潮木守一氏 （桜美

林大学）か ら 「教員の需要予測」 と題 して、また質的な観 点か らは、牛渡淳氏 （仙台 白百

合女子大学）「わが国の教員養成 ・免許制度の課題 について」と題 して、それぞれ ご講演 い

ただいた。

　また先行研究の分析及び検討 は、本年度については特に近年 （2001年 以降）の教員 養成

に関す る問題 について、国立大 と私立大の教員養成 に関す る先行研究 レビュー と、アメリ

カにお ける教員養成に関する論考 である。後者 は、わが国の認証評価制度を背景に した今

後の大学 ・高等教育 機 関の在 り方か ら教員 養成 の問題 ・課題 を考える うえで、アメ リカの

教員養成及びアクレディテー ションの制度 を検討 ・吟味す る必要がある とい う課題設定に

よる。 これ らについて、小野瀬善行氏 （釧路公 立大学）か ら 「国立の教員 養成系大学 ・学

部の現状 と今後の研究課題 」を、吉 田武大氏 （獨協大学非常勤）か ら 「私立大学の教員 養

成の現状 と課題 」を、佐藤仁氏 （九州大学）か ら 「米国における教員養成 の質保証の現状」

を、それぞれ執筆いただいた。
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１－ ２ 国 立 の教 員養 成 系大 学 ・学 部 の 現 状 と今 後 の 研 究 課 題

－2001年 以降の施策 の分析 を中心 に－

小野瀬 善行 （釧路公立大学）

１． は じめ に

　今世紀 に入 り、国立の教員養成系大学 ・学部のあ り方に大 きな影響 を及ぼす諸改革が推

進 されてい る。まず2001（ 平成13） 年 に国立の教員養成系大学 ・学部の再編 ・統合 を含

む改革案が相次いで公 にされたことが挙げられ る。具体的には、同年 ６月のいわゆう 「遠

山プラン」 （『大学 （国立大学）の構造改革 の方針 －活力 に富み国際競争力のある国公私立

大学づ くりの一環 として』）、そ して同11月 の国立の教員養成系大学 ・学部の在 り方 に関

す る懇談会報告書 「今後の国立の教員養成系大学学部の在 り方について」（以下、「在 り方

懇報告書」 と略記）である。

　次に2004（ 平成16） 年に教員養成系大学 ・学部の母体である国立大学そのものが 「国

立大学法人」 として法人化 され、従来までの学内の管理運営体制、あるいは国を始めとす

る外部諸機関 ・団体 との見直 しを迫 られていることが挙げ られる。 これ らの様 々な見直 し

のなかで も、 日本における国立大学の法人化は、後 にみるように財務、 とりわけ人件費の

面において各大学に大きな影響を及ぼす ものとなっている。 当然、 これ らの影響は、国立

の教員養成系大学 ・学部 にも大きな影響が及ぶ状況が生 じてい る。

　最後 に、国立の教員養成系大学 ・学部に限定 された施策で はないものの、2008（ 平成

20） 年 ４月に開校が予定 されている 「教職大学院」は、従前の修士課程における教員養成

のあ り方の再考 を迫 り、教員養成系大学 ・学部全体 の更なる改革を要求す るもの となって

い るといえよ う。

　そ こで本報告では、2001年 以降の改革 （案）を概観 した上で国立の教員養成系大学 ・学

部 を取 りまく政策的環境 について整理 し、今後求め られ る研究視角について若干の提示 を

行 うことを 目的 とする。

２．教 員養 成 系 大 学 ・学部 の再 編 ・統 合 を含 む改 革 案

2001（ 平成13） 年6月 に出された、「遠山プラン」は三つの柱か らなる。具体的には、

(1)国立大学の再編 ・統合を大胆に進 める、(2)国立大学に民間的発想 の経営手法 を導入す る、

(3)大学に第三者評価 による競争原理 を導入す る、以上の柱である。

　この うち(1)は 「スクラップ ・アン ド・ビル ド」による国立大学の活 性化 を目指す もので

あ り、教員養成系などの規模の縮小 ・再編 （地方移管等 も検討）、単科大 （医科大な ど）の

他大学 との統合 、県域を越えた大学 ・学部間の再編 ・統合 などの内容を含む もので あったi。

同年11月22日 の 「在 り方懇報告書」においても、「1都道府県1教 員養成学部の体制を

見直 し、学生数や教員数がある程度の規模 となるよう再編 ・統合を行 うことに より、個々

の学部の組織の充実強化を図 るとともに、教員養成 に特化 し、活力 ある教員養成専門の教

育機関 として、その特色や機能 を十分に発揮できるよ う体制を整えてい くことが必要であ
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る」 ことが提言 された。

　このよ うな改革案 の理念や背景については、多 くの先行研究において問題点が指摘 され

てい るがii、実際問題 として、教員養成系大学 ・学部の再編 ・統合は各都道府県な どの地元

に反対などによ り難航 し、「在 り方懇報告書」に示 された改革案がそのまま具体化 されるこ

とはなかった。 しか しなが ら各大学において個別に教員養成系学部などの改革が行われ る

な ど、「在 り方懇報告書」が国立の教員養成系大学 ・学部 に及ぼ した影響は決 して小 さいも

のではなかった。

　また大都市圏の急激 な教員需要の回復 も含 め、教員需要が幾分ではあるが緩やかに上昇

してい ることを受け、教員養成系大学 ・学部の再編 ・統合問題は霧消 した感す らある。 だ

が教員需要の回復は、一部地域に限定 されたものであ り、各地域間において大きな差があ

る。 また大都 市圏の近隣に所在す る私立大学も初等教員養成に乗 り出すな ど、教員養成を

担 う主体 （教員 の供給主体）が多様になることで、教員需要の回復が国立の教員養成系大

学 ・学部の存在理 由には直接的に結び付 かない状況が惹起 している。 さらには、教員の供

給主体の多様化に加 え、都道府県 ・政令指定都市、あるいは区の教育委員会 が優秀な教員

を確保す るために独 自に教員候補者を集めて準備教育を行 う事例 も増 えてきてお り、む し

ろ、 とりわけ大都市部 における教員需要の急激 な高ま りによ り、国立の教員養成系大学 ・

学部の役割がよ り相対的なものにな りかねない状況 にあるといえるのではないだろ うか。

３．法 人 化 に伴 う教 員養 成 系大 学 ・学 部 へ の影 響－ 人件費 ・研究費を中心に－

（１）人件費の削減

　国立大学の法人化は、「中期 目標 ・計画の策定 と、その文部科学省に よる認可、各年度及

び計画期間終了時の実績報告書 の作成 と提出、それに基づ く国立大学法人評価委員会に よ

る評価 、それ を踏ま えた次期 の 目標 ・計画の策定 と評価結果に応 じた予算措置 とい う、

PDCA（ プラン・ドゥ ・チ ェック・アクシ ョン）のサイ クル の形」iiiで制度化 された文部科

学省 との関係 を与件のもの とす る。PDCAサ イ クルの下、各大学は 自らの教育研究実績を

第三者機関により評価 ・チェックす る体制 を構築 しなけれ ばな らず、それ らの結果を大学

の資源配分に反映す ること、評価結果や教育研究な どの情報 を広 く公表す ることな どを求

め られ ることになる。他方で学内的 には 「民間的発想」のマネ ジメン ト手法 を導入す る、

「役員会」制の導入により トップマネジメン トを実現す る、「経営協議会」を置き、全学的

観 点か ら資源 を最大限活用 した経営を行 う等、従来までの学内運営の理念やその組織に大

きな変更を迫 るものである。

　国立大学の法人化 に伴 って、文部科学省 と各大学の関係性 において とりわけ大きな変化

が生 じたのは文部科学省 を通 じて各国立大学法人 に配分 される運営費交付金、よ り具体的

には各大学法人の経常支出の主要部分 を占める人件費 となっている。天野郁夫氏は 「いま

や人件費は、 どの国立大学法人に とって も、経営上の最重要課題になった といって も言い

過 ぎではない」と述べてい るiv。法人化 によ り各大学はそれぞれ独自に給与水準を設定 し、

教職員数 を決定す る 「自由」を獲得することにな った。 しか しなが ら、実際には、人件費

は、人事院の定める国家公務員の給与水準が算定のべース となってお り、国立大学法人の

教職委員が非公務員化 された としても、実質的にそれに強 く拘束 されてい る。 さらに 「法
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人化当初は効率化係数の対象外 とされていた人件費にも、中期計画期間中に ５％の削減が

求め られるようにな り、各大学 ともそれ を前提 に、人件費 の削減に向けたシミュレーシ ョ

ンの実施や計画の策定 を、文部科学省か ら強 く求 められてい る」v現状 がある。このよ うな

人件費の削減への各大学の対応策は 「退職者 のあ とのポス トの不補充や採用凍結、欠員補

充の留保」な どが中心で、長期的な展望 に立った人件費対策 を実施 している大学は少ない

とされるvi。

　このような人件費の削減 に向けた圧力が、教員養成系大学 ・学部 に深刻な影響 を及 ぼす

との指摘がある。 鷲山恭彦 氏によれば、教員養成系大学の人件費の比率は ８割台であ り、

総合 大学の ５割台に比 して遙かに高い比率 となってい る。施設設備 に伴い様 々な経費が配

られ る総合大学な どと異な り設備が少 ない上、教員免許取得のために幅広い分野の教員が

必要であることが人件費の高い比率 となってい る理 由であるvii。

　人件費の削減 の流れのなかで 「教員の大幅削減」が生 じ、その結果、「人員削減 によって、

主要教科の専攻 はかろ うじて保持 されるが、芸術、環境、国際、表現 コミュニケー ション、

文化遺産な どの専攻分野の保持は困難になっている。 これでは教員の現代的教養 と底力を

形成す る領域が消滅 して しま う。こ うした状況が続 けば、教育や研 究は壊滅的打撃を受 け、

教育力の高い教師 の養成や、教員の研修機能な ども低下す る。」 と鷲山氏は述べ てい るviii。

そのために、鷲 山氏は、教員養成系大学に対 しては 「総人件費抑制」だけでも外すべきで

あると主張 しているix。この よ うな鷲 山氏の指摘は単科の教員養成系大学 を念頭に置いた

指摘 と考え られ るが、地方の国立大学に関 して も、全体の財務状況の中で教員養成系学部

の人件費の問題が どの ように評価 されているのかなどについて、今後 も検討 してい く必要

があろう。

（２）競争的資金の獲得

　財務面に関するいまひ とつの大 きな問題 として競争的資金の獲得が挙げられ る。競争的

資金 に関す る施策 の一環 として、文部科学省は 「国公私立大学 を通 じた大学教育改革の支

援」を実施 している。 同省 の説明に よれば、同支援 は 「我が国の大学改革に真に実効性の

ある分野への 『選択 と集 中』によ り必要予算を措置」すること、「各大学が特色 ・個性を一

層明確に し、社会の信頼に応 える学部教育の実現や国際競争力を強化」す ることを 目的 と

す る。同予算額は、平成19年 度 において615億 円、平成20年 度において680億 円と増

加 してい るx。しか しなが ら、このよ うな 「競争的資金」の配分は主 として理系分野 に対す

る 「選択 と集 中」であ り、「とくに地方 の文系中心の大学、教員養成系の大学、芸術大学の

ような単科大学になる と、それ ほど資金が取れ るわけではない」 とい う指摘があるxi。

　周知のよ うに、教員養成系大学 ・学部 に関す る 「競争的資金」の配分 として、大学な ど

における教員養成の改善 ・充実の推進や大学院段階 における教員養成 ・現職 教育機能の格

段の充実 ・強化を図 る取 り組みに対 して、平成17年 度よ り文部科学省に よる 「教員養成

GP」 としての選定がな され、重点的な財政支援 が実施 されている。平成17年 度は義務教

育段階の教員養成 を対象 として34件 、平成18年 度は幼稚園、高校段階の教員養成および

大学院段階における高度専門職業人養成を対象 として24件 がそれぞれ選定 されてい るxii。

　このような 「競争的資金」が配布 され るプロジェク トの選定にあたっては、「単な るシス
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テム作 りにとどま らず、具体的な実践 を伴 う取組であること」、「教員の採用側 の意向を十

分に踏まえた取組であること」、 「附属学校 をは じめ学校現場を重視 した取組であること」、

「教育職員養成審議会答 申をはじめ各種答 申や提言等 を十分踏 まえた取組であること」、以

上の点が評価 の観点 として示 されているxiii。特徴的な点は、教員養成 においては 「教員採

用側 の意向」や 「学校現場」が重視 され るべ きであるとの認識が示 され 、大学 と教育委員

会や学校現場 との連携が強力に推進 され ようとしてい る点である。教員養成GPの 性格を

考慮すれば、大学 と教育委員会や学校現場 との連携 が今後 の教員養成の 目指すべき方向性

をとして政策的に支持 されているといえよ う。

４．教 職 大 学 院 の設 立 ・免 許 更新 制 の導 入

　教員養成系大学 ・学部 と教育委員会や学校 現場をはじめとす る地域 との連携 については、

「教職大学院」、あるいは 「免許更新制」な どにより、一層の充実が求め られ る段階に入 り

つつあると思われ る。

　2006（ 平成18） 年 ７月の中央教育審議会 「今後の教員養成 ・免許制度の在 り方につい

て」答 申に示 された教職大学院の具体的な制度設計では、「実務家教員」の任用、教育内容 ・

方法の改善や指導体制の充実、そ して管理運営体制 の構築 に際 して、養成 された教員を受

け入れ る側 （デマ ン ドサイ ド） との連携を重視す ることが明示 されているxiv。

　周知の ように専門職大学院設置基準では、専門職大学院の必要専任教員 の うち ３割以上

は、専攻分野に関 し５年以上の実務経験を有 し、高度 の実務能力 を有す る者 とされ ている。

教職 大学院においても、基本的 にはこのよ うな方針 を踏襲 し、「必要専任教員 に占める実務

家教員の比率をおおむね ４割以上 とす ることが適当である」とされている。実務家教員の

範囲については、「優れた指導力を有す る教員や指導主事、教育セ ンター職員等教育関係者

や校長等管理職 などの経験者 が中心 になる」 ことが想定 されてお り、 さらに医療機関、家

庭裁判所や福祉施設な どの教育隣接分野の関係者、民間企業関係者な ども含 まれ るとされ

ている。また実務家教員の採用について、同答申においては、「教育委員会等関係機関 との

密接 な連携」によ り 「円滑かつ適切な人材」 を確保すべきことが主張 されてい る。

　この他、教職大学院では 「一般の小学校 ・中学校等 との間で連携協力関係 を結ぶ こと （連

携協力校の設定）が重要である」ことが確認 され るとともに、「連携協力校以外 にも、民間

企業、関係行政機関、教育セ ンターな ど様々な連携機 関 と連携することに より、教育内容 ・

方法の改善や指導体制の充実を図ることが望ま しい」 とされている。

　また教職大学院の管理運営 について、同答 申では 「学校現場な ど養成 された教員を受け

入れ る側 （デマン ド・サイ ド） との連携 を重視する観点か ら適正な運営 を確保す るため、

従来の運営体制にこだわらず、学校関係者等 との密接な連携関係 を管理運営体制の中に組

み込む とともに、学校教育の実態や社会の変化等に柔軟 に対応 し得 る機動的な管理運営シ

ステ ムを大学院 として確立す ることが重要である」 としている。

　免許 更新制 に係 る免許更新講習については、教育職員免許法によれ ば、大学などが文部

科学大臣の認定を受けて開設す ることとされているが、この研修 の成果 を認定 し、実際に

免許状 の更新 を認 めるのは免許状管理者である都道府県教育委員会である。 このことか ら

も、免許更新講習の内容 について、大学 と都道府県教育委員会 との間の事前 ・事後 の協議
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が必要 となって くると思われ る。

５． ま とめ

（１）国立の教員養成系大学 ・学部 を取 りま く政策的環境 と今後の課題

　国立の教員養成系大学 ・学部が置かれた状況 をま とめるな らば、法人化に伴 う人件費の

削減のなかで、換言すれば限 られたスタッフと予算 で、外部資金の獲得競争 とい う要因も

加 わるために、さらなる地域 との連携 を図 りつつ、教育現場か らの要請に対応 し得 る初等 ・

中等教員の養成 ・研修 を行わなけれ ばな らない とい うことになる。

　繰 り返 しとなるが、国立大学は法人化 に伴い、人件費の削減 が大きな問題 となっている。

予算編成の度に人件費を始め とす る運営交付金の減額によ り、 とりわけ教員養成系大学 ・

学部では 「教員の現代的教養 と底力 を形成する領域」の存続 に強い危機感 が表明 されてい

る。教員の質を維持す るといった視点 を前提に しなが ら、真 に長期的な展望 に立った人件

費対策を含 めた財務管理を進 めてい くことが求 められ よ う。 そのためにも法人化に伴 う各

種 の評価結果やその基準を検討す るなかで、他の国立総合大学 ・学部に対す る教員養成系

大学 ・学部の普遍性 ・特殊性 を精査す る必要 となる と考える。

 また、先 にみたよ うに教員養成系大学 ・学部 は地域 との連携 の一層の充実 を図 らなけれ

ばならない状況に置かれている。連携の充実を図る上で、先行研究において以下の ような

指摘がみ られ ることに留意が必要である。

　まず岩 田康之氏は、教育基本法 と教育三法 （学校教育法、教育職員免許法、そ して地方

教育行政の組織及び運営に関す る法律）について、教員養成の観点から見た場合に、「公立

学校教員の人事権 を持つ都道府県 ・政令指定都市の教育委員会への権 限集 中の甚だ しさが

特徴的である」と述べているxv。例 えば 「『教職大学院』の主な入学者である現職教員 を派

遣す るのも、そこで教育を行 う 『実務家教員』の主 な リクルー ト先 も、その教 育内容面で

実践現場 との連携を取 り持つの も、『教職大学院』修 了者の処遇 を決 めるのも、基本的 には

都道府県 ・政令指定都 市の教育委員会」なのであ り、 こうした権限の大き さは、教員養成

における大学の主体性を脅か しかねない可能性がある としているxvi。その上で岩 田氏は、

もし 「連携」が対等な合意のもとに確保 され なければ、「『教職大学院』がその名の下に地

方行政の一部を下請 けす るとい う非教育的なものに堕す危険性が常につきま とう」 とい う

危惧を表明 してい るxvii。

　同様 に前出の横須賀氏も、「地域連 携」が推 し進め られ る流れ のなかで 「養成教育が単な

る実務教育に堕 し、地域 との連携 が大学 ・学部の打算によるものになってい くことも危惧

している」 と述べ、教員養成にお ける大学の存在意義 は 「実務 そのものではない」 ことを

主張 してい るxviii。

　また、久保 田貢氏は、東京教 師養成塾や名古屋市スクールボランテ ィア制度 を取 り上 げ

た上で 「『教員採用』をめ ぐる教委 と大学の連携は、いまや完全 に一線を越 えて しまってい

る感 がある」 としているxix。「教育行政が、国立大学教員養成 学部を中心に、一方で統廃合

をち らつかせ なが ら卒業生の教員就職率について言及 しは じめたこともあって （中略）、各

大学教員養成系学部学科は、卒業生の採用数ア ップに 自らの 『生き残 り』をか けて取 り組

んでいる」状況において、「採用」につながる各地方 自治体の教員養成やボ ランティア活動
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な どへの積極的な参加 を大学が行 っていることを久保 田氏 は批判的にみているxx。

　これ らの主張にあるよ うに、国立の教員養成系大学 ・学部に限 られた ことではないが、

教員養成系大学 ・学部 と地域 との連携 を どのよ うに推進す るのか といったことについて、

それぞれの主体性 を担保す る具体的な仕組みづ くりを視野に入れなが ら、 さらなる検討の

蓄積を 進 めてい く必要があるといえよう。

（２）教 員養成における 「多様なルー ト」「開かれた競争」の可能性

　また教員養成系大学 ・学部 において これまで以上に連携が政策的に押 し進 められ る状況

を鑑 みれば、各大学 ・学部 と教育委員会の関係性のみならず、各教員養成系大学 ・学部間

の関係性が問題 になって くると思われ る。 ２の箇所で述べた よ うに、教員養成 を担 う主体

（教員の供給主体）が多様 となった場合 に、限 りある教育委員会な どとの 「連携」をめ ぐ

るリソースをどのよ うに最適に配分す るのか とい う問題が生 じる。何 よ り教員養成 、ある

いは教員採用に関 して、教員養成 を担 う各大学間において、教育委員会 との 「連携」 をめ

ぐって過 当競争な どが生 じた場合には、教員の質の低下や招 くことも容易に想像すること

ができる。そのために各教員養成系大学 ・学部間の関係性 をどのように調整 した らよいの

か とい う問題 も今後 よ り一層 の検討が求め られるのではないか。

　このよ うな問題に関連 して、例 えば佐藤 学氏や清水一彦氏が改革のグラン ドデザインを

示 してい る。佐藤学氏は 「教師教育の専門職化を促進す る大学間のネ ッ トワー クを形成す

るべ き」 と主張 し、具体的には 「短大 と大学、大学 と大学院の間にお けるネ ッ トワークを

構築 し、総 計1,300近 い教員養成機関を有機的に結ぶ教師教育の高度化のシステムを構築

す る必要がある」としているxxi。佐藤氏の主張は、「教職の専門性基準による自立的な国家

試験」を導入す ること、また 「多元な制度設計」を行い、「多様 なルー ト」を準備 して開か

れた教師教育の高度化 を推進す ることが好ま しいな どとする前提 に立つ ものある。具体的

に 「多元な制度設計」「多様 なルー ト」 とは、「初等教育の教師教育を一般大学 に拡大 し、

教育学を主専攻に し専門科 目を副専攻 にした学生に初等教師の免許、専門科 目を主専攻に

し教育学を副専攻に した学生に中等教師の免許を付与する制度」を欧米にならって導入 し、

一般大学において小学校か ら中学校、高等学校 までの教員免許状を取得できるといった 「開

かれた競争的環境」を構築す ることを指すxxii。佐藤氏は 「開かれた競争的環境」を前提 と

しながら、従来までの研 究蓄積やスタッフの専門性の高 さな どか ら、「地方国立大学の教育

大学院」が中核 を担 うことになるだろ うと主張 しているもの と思われ る。しか し、他方で、

佐藤氏は 「トップ レベルの研究大学」が より積極的 に教員養成に関与す るべ きであ り、「研

究大学が教師教育において主導的な責任 を担 う」べ きであると主張 してお りxxiii、今春から

開校 され ようとしてい る教職大学院には批判的であるxxiv。

　他方、清水一彦氏は、アメ リカ合衆国の事例 を参照 しなが ら、「現在 の大学 ・学部の存続

を前提 とした教員養成系大学のさらなる充実策」として、「プ ロフェ ッシ ョナル ・スクール

化」、 「他学校種の連携 ・統合 ・融合化」、 「教師教育への転換」 とい う制度構想 を行ってい

るxxv。この うち 「他学校種の連携 ・統合 ・融合化」の内容について、清水氏によれば 「短

期大学 との連携 では単位互換協定や トランスファー協定を利用 し、教職科 目をは じめ教員

免許関係の教科 ・科 目の単位互換を図った り、教員免許お よび準学士号の取得者の トラン
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スファーを促進 した りする といったプログラムを開発す ること」が必要であ り、それは 「関

係団体 ・協会主導の下で行 われることが重要」となるxxvi。さらに清水氏は 「現行の科 目等

履修制度 を活用 して準学士号取得者の学士学位 の授与 を促進 させた り、短期大学 ２年 と4

年制大学 ３ ・４年次の一貫 した教師教育システムを構築す ることも考 えられてよい」 とし

ているxxvii｡

　佐藤氏お よび清水氏の指摘 で共通することは、いわば誰でも国公立を問わず に高等教育

機 関に進学 し、希望 をすれば、すべての教員免許状を取得す ることができる教員養成制度

の構築を 目指 していることである。今後、国立の教員養成系大学 ・学部のあ り方を考 えて

い く上では、教員養成 における 「多様なルー ト」「開かれ た競争」の可能性 について検討 し

た上で、各大学間お よび教育委員会 との連携 をどのように充実 させてい くのか とい う視角

が求められ るのではないだろ うか。

i　科 学 技術 ・学 術審 議 会学術 分 科会 （第17回 ）資 料 ３－２ 「研 究 の多様 性 を支 える学術 政

策－ 大 学 な どにお け る学術研 究推進 戦 略 の構 築 と国 に よる支 援 の在 り方 につ い て （要 旨）」

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi／gijyutu/gijyutu4/siryo/001/05111001/003_2/all．pd

f最 終 ア クセ ス 日:2008年2月22日 。

ii例 え ば羽 田貴史 「高 等教 育 の再 編成 と教 員養 成 大学 ・学部 の統合 」、『教 育 学研 究』第70

巻 第 ２号 、2003年 ６月 な ど。
iii 天野郁 夫 「法人 化 の現実 と課 題 」、 国立 大学財 務 ・経 営セ ンター 『大 学財務 経 営研 究 』

第 ４号 、2007年 ８月、p.175.

iv 天 野 同上、p .200.

v 天 野 同上 、p.200.
vi 天 野 同上 、pp.200-201.
viivii 鷲 山恭彦 「国 立大 交付 金 の成果 主 義 教員 養成 系 に な じまぬ」、読 売新 聞、2007年 ５

月 ４ 日。
viii　鷲山　同上

ix　鷲 山 「潮 流 （下） 大 学 と教 育委 員会 の連 携 の充 実 を」『週 刊教 育資 料』2008年 １月

21日 号

x　文 部科 学省 の サイ トhttp://www .mext.go.jp/a_ menu/koutou/kaikaku/index.htmを 参

照。最 終 ア クセ ス 日:2008年2月28日
xi　池 内 了 ・苅谷剛 彦 「＜対談 ＞果 た して 大学 は “役 立 たず ”だ っ たのか　 議論 の土 台 を問

う」、『科 学』Vol.77 No.5、2007年5月 、457ペ ー ジ。
xii　文部 科学 省 高等教 育 局専 門教 育課 教員 養成 企画 室 「『資質 の高 い教 員養成 推進 プ ログ ラ

ム （教 員養 成GP） 』の審査 結 果及 び今 後 の支 援 につ いて 」 『大 学 と学生』39号 、2007年3

月、p.51.

xiii文部 科学省 のサイ トhttp://www.mext .go.jp/a_ menu/koutou/kaikaku/koubo/05042601

/008.htmを 参照。 最 終 ア クセ ス 日:2008年2月28日

xiv　以 下 、教 職 大学 院 の説 明につ い て は、2006（ 平成18） 年7月 の中央教 育審 議 会 「今 後
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１－ ３　 私 立 大 学 の 教 員 養 成 の 現 状 と 課 題

－運 営 組 織 を中 心 に －

吉田武大 （獨協大学非常勤）

は じめ に

　私立大学においては、受験生の確保 とい う経営の観点から、大学の質 をいかに保証す る

かが課題 とされてきた。例えば、４年間の大学教育を通 じて学生に付加価値 をつけ、学生

の就職 を支援 し、就職率の維持 向上を図ってい くことはその典型であるといえる。 この就

職支援に関 しては、キャ リアセンターのような全学的組織が関与 し、質の保証 に取 り組ん

できた。

　それでは、教員養成の側面においては、質 の保証のために どのよ うな組織が関与 してい

るのだろ うか。そ もそ も私立大学の場合、国立大学のよ うに教員養成 を目的 とした大学 ・

学部を備 えているケースは少数 にとどまっている。そのため、私立大学においては、教職

課程委員会のよ うな運営組織が教員養成を実施 してい ることが一般的である。 しか し、カ

リキュラムの編成等に際 しては学部 との調整が必要 とされ、教職課程委員会による自律的

な運営が困難な状況にある とされている （例 えば、三上 ；1993）。 この ように私立大学の

教員養成 においては、その質 を保証す る上で、教職課程委員会 などの運営組織がいかに機

能するかが重要であるといってよい。

　そ こで本稿では、質の保証 とい う観 点か ら、私立大学 における教員養成 の運営組織 を中

心に取 り上げ、それが先行研究においてどのよ うに論 じられてきたのかを明 らかにす るこ

とを目的 とす る。作業課題 としては、第 １に、政策を批判 している研究を検討 し、第 ２に、

教員養成の現状のなかで も、カ リキュラムや クラスサイ ズといった側面 を取 り上げてい る

研究 について分析 し、第 ３に、運営組織に関す る研究 を取 り上げ、考察を進 めてい くこと

とす る。以上の検討を通 じて、私立大学の教員養成が 目指すべ き方 向性 を浮かび上が らせ

ることが可能 となると考える。

　先行研究については、国立国会図書館および国立情報学研 究所のデータベースを用い、

2008年 １月に 「私立大学、 教員養成」等 のキー ワー ドを使用 して検索を行った。結果、

最終的には12の 資料 を本稿で取 り上げた。

１．政 策 批 判 に 関す る研 究

　私立大学 の教員養成 をめぐって、国の政策を批判 したもの としては、難波 （1993） と酒

井 （1999）の研究が挙げ られる。

　まず は、難波の研 究である。難波は、1988年 の教育職員免許法一部改正による免許基準

の引き上げ及び 「教職に関す る科 目」の新設 を取 り上げ、次の ように法改正 を批判 してい

る。つま り、教員の資質向上は重要ではあるとしつつ も、「いたず らに知識 の断片的詰 め込

み の強化 と、学問的根拠を質 さないままに技巧優先の教員養成に傾斜す る危惧を包含 して

いる」がゆえに、「こうした改正は大学の 自治 と自律に とって 自由に弾力的に開設 され る科
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目や分野か らかけ離れて、あたか も学習指導要領 に順応 す ることを暗 に要請 してい るかの

よ うな配列科 目であ り、好 ま しくない」 （58頁） と指摘 している。

 次に、酒井の研究を取 り上げる。酒井 は、1998年 の教育職員免許法改正について、「今

回の免許法改定 とそれ に基づ く再課程認定のプ ログラムが、大学側の十分 な理解を得 られ

ないままにあま りにも短期 間の うちに進 め られ よ うとしていることにある。改定免許法の

趣 旨、内容の十分な理解が得 られないままに事態が進行 してい ることは、3回 にわたる文

部省説明会に、回答 しきれないほどの質問が集 中していることにも端的 に示 されている」

（14頁 ） と述べ ている。 こうした政策 の結果、私立大学においては、「教職課程カ リキュ

ラムの一層の過密化 と、受講生にこれまで以上の負担増 とをもた らす内容になってお り、

教員養成を直接 め目的 とは していない学部 （以下 「非教員養成系学部」 と仮称）を基礎 に

教員養成を行っている大学が多数 を占める私立大学においては、その対応が限界に近づい

てい るところもある」と指摘 している。この ように、1998年 の教育職員免許法改正 をめぐ

っては、大学側の理解 を得 ることなく改正が行われたことを酒井は批判的に捉 えてい るの

である。

 以上、政策 を批判的に捉えた ２つの先行研究 を確認 してきた。教 育職員免許法改正に関

する国の政策 は、私立大学の教員養成のあ り方に多大な影響 を及ぼすだけに、政策批判 ・

提言 を適宜行 ってい くことは重要である。 とはいえ、私立大学内部に孕む問題点について

検証 を行 うことな しには、私立大学の教員養成の質 を保証 してい くことは困難 であろ う。

それ では、私立大学の教員養成 において、これまで どのよ うな現状が指摘 されてきたので

あろ うか。

２.教 員 養 成 の 現 状 に 関す る研 究

 本節では、教員養成 の現状 に関する研 究について、カ リキュラムに関する研究 と、クラ

スサイズ等の教育環境 に関す る研究の ２つに分けて取 り上げてい くこととす る。

（1） カ リキュラムに関する研究

 ① 問題点の指摘

 まず は、現状の問題点を指摘 した酒井 （1999）の研 究を取 り上げていこ う。1998年 の

教育職員免許法改正による中学校教育実習の5単 位化や 「教職 に関す る科 目」の単位増な

どといった措置に対 して、酒井は、受講者 の負担 を少 しでも軽減す るための方策 として、

酒井の勤務校において、教職の単位 を卒業要件単位 に組み込んだことを報告 している （15

頁）。ただ、その代わ りに、「かろ うじて保 っていた本学教職課程カ リキュラムの独 自性 を

失わせ る結果 となった」（16頁） と述べ、1998年 の改正によって、勤務大学の教員養成カ

リキュラムの編成に、独 自性 を持たせ ることが困難になった ことを指摘 している。

このよ うな酒井の指摘 は、カ リキュラムを改善す る上で考慮 しておかなければな らない

ものであるといえるだ ろう。 とはいえ、問題点を指摘す るだ けでは、改善の方 向性が明 ら

かにな らない ことも事実である。以下では、カ リキ ュラムをめ ぐっていかなる提言がなさ

れているのか を確認 してい くことにする。
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 ② 提言

 ここでは、カ リキュラムに関 して提言 を行 った研究について確認 してい く。難波 （1993）

は、「それぞれ の建学の精神 をもって多角的 に人間形成の理念や方法 を追求す る大学教員お

よび学生集団によって培われて くる幅広い教養 と専門的力量は、教員の資質 として要請 さ

れている要因である」 （53頁 ） とし、この要請に応答でき うるのが私立大学の特長である

と述べてい る。その上で、それぞれの大学の建学の精神 を生か した教員養成のためには、

「幅広い一般教育等 （一般教育、語学及び保健体育） と専門教育 とをその必須内容 として

含」めることが重要であ り、「全学が有機的に機能 してこそ、自己の仕事に満足 し誇 りを持

つ教員の誕生を可能 とす る」 と指摘する。 ただ、ここでは、2つ の課題 を指摘 してお く必

要が あるだろ う。第1に は、「全学が有機的 に機能すること」 とはいったい どのような こ

とを意味するのか、その内実を明確にす ることである。そ して、第2に は、その内実を明

確 に したところで、「有機的に機能」するために、具体的 にはいかなる運営組織が求められ

るのかについて検討 してお くことである。

 同様の課題 を孕んだ研究 として、坂本 （1988）の ものが挙げられ る。坂本は、教員養成

カ リキュラムの充実 ・改善に努 めることが重要である と述べ、その理 由として、「一般大学

が教育職員免許法に定められた最低履修条件 ・基準によってカ リキュラムを編成 し、かつ

その実施 にあたって も課程認定のわ く内での条件整備 に甘ん じていれば、ますます 目的大

学 ・学部 との質的な格差が大 きくな り、結果 として 自ら 「開放制」の精神 を否定すること

にな りかねない」（8頁）ことを挙げている。その上で、一般教育科 目、教科専門科 目、教

職専門科 目の三領域か ら構成 され る教員養成カ リキュラムについては、坂本が言 うところ

の 「専門職化」の過程において、一般教育科 目、教科専門科 目、教職専門科 目を有機的に

構造化する必要があると提言 してい る （9頁）。そ して、教員養成カ リキュラムは全学的な

ものであるゆえに、「学部 ・学科のカベを超 えて、一般教育、専門教育、教職教育の各担 当

者が、 どうい った教員養成を 目ざした大学教育を展開すべきかを論 じてい くなかで、その

大学の個性的なカ リキュラムの開発が積極的に進 め られ るべ きであ る」（9頁）としている。

坂本の提言 は至極 もっともである。 しか し、「学部 ・学科のカベを超 え」るとは、具体的 に

はいかなるこ とを指すのであろ うか、また、「学部 ・学科のカベ」は どのようにすれ ば超 え

られ るのであろうか。 これ らの点を検討す る研 究が必要であろ う。

 以上のように、 ここで取 り上げた研 究は、いずれ もカ リキュラムに関 して貴重な示唆 を

与えるものばか りである。ただ、 これ らの提言 を提言で終わ らせないためには、カ リキュ

ラム改善 を実施す るための制度的基盤 、換言す るな らば運営組織 に関す る研究の深化発展

が求 められるのである。

（2） クラスサイズ等教育環境の研究

 まずは向山 （1985）の研 究を取 り上げよ う。私立大学出身者の免許取得率が就職率 より

も幼稚園を除いて高い状態であることを もって、ペーパーティーチ ャー を製造 してい る、

免許状を濫発 している といつた批判 に対 して、向山は、教職受講生の精選 （194-195頁 ）

お よび私立大学教職関係者 による全国私立大学教職課程研究連絡協議会の創設 （196頁 ）

を挙げ、反論 している。 このように、私立大学 に対 してなされ る批判に対 しては、私立大
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学側 の自助努力 を挙げ、反論 しているが、その一方で、私立大学が抱 える問題 についても

言及 している。それはクラスサイズの問題 である。向山は、1980年 に国立教育研究所が実

施 した 「教育原理」に関す る総合的な調査の うち、「教育原理」担 当教員組織類型別大学数

の統計に注 目し、専任充当率が高いこ とはクラスサイズを大きくしたことの裏返 しであ り、

「教育条件 の劣悪な ことを証明」（198頁 ） してい る、と述べている。ただ、この問題 に対

しては、「こうした条件整備 の遅れが少 しでもあるな らば、あらゆる改革 に先立ってそれを

改善することは、各々の責任 において前提 とされなければな らないであろう」（198頁 ）と

指摘 し、私立大学経営者側 の努力及び行政の助成 の責任 を問 うている。確かに、クラスサ

イズ問題 の解決には、向山が指摘す る通 り、経営者側 の努力等に大きく依存す る側面があ

ろ う。 しか し、問題解決 を少 しでも前進 させ るためには、経営者側の努力のみならず、教

員養成 を運営す る組織のあ り方にも目を向けるべ きではないか。例えば、向山が提言 した

「各々の責任において前提 とされなければならない」 とは、具体的に誰が、どのような責

任 を持つべきであるのか、そこにはいかなる運営組織が絡むのか等々を明 らかに した上で、

当面対処可能な方策を模索 してい くべきではないか。

 続いて、小池 （1987）の研 究を取 り上げてい く。小池 は、アンケー ト調査か ら得た結果

を基 に、開講科 目、ク ラスサイズ、テ ィーチングスタッフ等 を取 り上げ、私立大学 におけ

る中等学校の教員養成 に関わ る条件整備 の実態 を整理 している （46-47頁 ）。それ によれば、

長所 として、教科 目の専門分化が進んでい ること、授業方法や形態面で 「模擬授業」や 「ゼ

ミナール」、「視聴覚機器 ・教材 の利用」の進展がみ られ ることを述べ る一方で （99頁 ）、

短所 として次のことを指摘 してい る。第1に 、条件整備 の面で大学間に格差が存在 してい

ることである。具体的には、授業方法 に特別の配慮 をせず、講義一 辺倒の授業に終始 して

いたケースが多かった り、教職専門科 目を担当す る専任教員の配備状況において格差がみ

られた ことである。第2に 、教員養成 のための条件整備 が法規上義務づ けられた最低基準

をかろうじて充足 した程度のもので しかなかった とい うことである （99頁 ）。 これ らを踏

まえ、小池は、教職課程に関す る諸権限を有する全学的な運営組織 の確立が開放制教員養

成 の充実 と安定の要 となることは 自明のことであるとし、開放制教員養成理念の具現化は、

1977年 に国立大学協会教員養成特別部会が提案 した 「教職課程センター （ない しは教員養

成センター）」が既存の学部並みのオー トノ ミーを確立できるか どうかにかかっていると指

摘 している （108-109頁 ）。

 これまで、本節 においては、カ リキュラムに関す る先行研究や、クラスサイズ等教育環

境に関す る先行研究を取 り上げて きた。それ らの多 くは、教員養成における問題点 を指摘

した もの、また、貴重な提言を行った ものである。ただ、それ らがいずれ も改善のための

具体的な方途に関す る説明を欠いていることは否めない。問題点を指摘す るにせ よ、提言

をするにせ よ、制度改善 ・構築を模索す るためには、その実効性 を担保す るための制度的

基盤 、つま り、運営組織の具体的なあ り方を考察す ることが不可欠であろう。 その ような

中で、教員養成の運営組織 について言及 した小池 の上述の研究は注 目に値する。それでは、

運営組織をめぐってはいかなる研究がなされてきたのだろ うか。

３.運 営 組 織 に 関す る研 究
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 運営組織 について言及 した研究は、少ないなが らも蓄積 されている。本節では、運営組

織の問題点を指摘 した研 究、運営組織について提言 した研究、そ して大学院 レベル の運営

組織 に関す る研 究に分 けて検討 してい くこ ととす る。

（1） 問題点の指摘

 まずは、三上の研究 （1993）を取 り上げてい こう。三上は、私立大学の 「教職課程経営

の主体的展開」は限定 されてお り、それは、他 の要因 との相関的変化 としてのみ実現可能

であると捉えている。その上 で、三上の勤務校 を事例 として、1988年 の教育職員免許法 の

改正、1991年 の大学設置基準の大綱化 に対 して、教職課程が どのような対応 を とったかを

述べている （131頁 ）。それによれ ば、 「期 限内に学内合意 を実現す るためには、法の求め

る最低条件に限定 して合意を求めることが必要であ り、教職課程のあ りかたに関 しての総

合的条件 の検討や 、その前提 とな る大学教育の改革が後送 りになった」（131-132頁 ）とあ

るように、教職課程が主体性 をもって教員養成を実施 していくことがいかに困難であるか

が述べ られている。つま り、「教職課程 の主体性は限定 されて」（132頁 ）いるのであ り、

「教育課程経営の中核 であるカ リキュラムその ものが、効率性を価値基準 とす る私学経営

の中で幾重に も枠取 りされた構造に埋め込まれてい る」 （132頁 ）のである。

 教職課程の運営組織の主体性 が限定 されてい るとい う問題点を指摘 しているのは、三上

の研 究のみではない。それ以外 には、例 えば、酒井 （1999）や高橋 （1996）の研 究を挙げ

ることができる。酒井は、「私立大学における教職課程担当者は、教職課程部 （教職セ ンタ

ー） といった独 立 した位置づけを与えられている場合 もあるが、多 くは、各学部に分属 し

た り、特定学部に所属 した りしつつ、全学の教職課程に責任 を負 わなければな らない立場

におかれている」 （19頁 ） ことを前提 とした上で、大規模な大学になると、カ リキュラム

体系や教職 に対す る考 え方が異な るさまざまな学部の意見を調整す る必要があ り、そのた

めに多大な労力が割かれていることを問題点 として指摘 している。また、高橋 も、開放制

の趣 旨か ら、本来教職課程は大学全体の責任 で運営 され、その 目的 を達するべきであると

主張するとともに （94頁 ）、教職課程の 目的を達成す るためには、担 当者相互の共通理解

と連携 ・協力を図 ることが重要だ と述べている （94頁）。

運営組織 に関す る研 究が数少ないなか、上述のよ うな問題点 を指摘 した先行研究は貴重

なものであるとい える。では、 こうした問題 を受けて、運営組織 に関 して どのよ うな提言

がな されてい るのだろ うか。

（2） 運営組織 についての提言

 まず、荒木 （1990）の研究をみていこ う。荒木は、「従来、教職課程運営委員会または

教育実習委員会の ような名称 でこの種の組織が存在 したが、単に実務上の連絡調整だけで

ない上記趣 旨に立つ組織が必要になってい ると考えられ る」（29頁 ） と述べ、体系的な教

員養成カ リキュラムの設定 ・運営のためには全学的 な運営組織が必要であると指摘 してい

る。 このよ うな荒木の指摘は、上記 「3-1.問 題点の指摘」で述べ られていた問題点を

踏まえた ものであると捉 えられ るだけに貴重な指摘であるとい える。ただ、既述 のよ うに、

提言を提言で終わ らせ ないためには、改善 を促進す る制度的基盤 に関す る研 究が求められ
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るのはい うまで もない。

 そこで次に、注 目すべき研究 として小池 （1988）の研究を取 り上げる。小池は、教員養

成の充実 ・改善の成否 はいかなる運営組織 を備 えてい るか どうか とい う問題に帰着す ると

い う前提 に立つ。 また、運営組織の問題がそれだけ重要であるにもかかわ らず 、体系的な

研 究がな されていないことの理由の一つに、多様な運営組織 が存立 している実態 を挙げて

いる。その上で、小池 は、私立大学の運営組織 を形態面か ら 「初期形態」、 「他治的学内委

員会」、「自治的学内委員会」、「自治的専門部局」の4つ に類型化 し、具体的事例 を示 しな

が ら各類型の組織 の実態について詳細な検討を行っている。運営組織 に関す る体系的な研

究が現在で も十分 にな されていない中で、20年 も前 に類型 ごとの実態を検討 したことは特

筆 に値す るといえるだろう。 さらに小池 は、勤務校の運営組織の改善を企図 して、教員養

成 の運営組織が どの ような発展段階をた どるのかについて、大学成人教育の運営組織の制

度化過程 を社会学的に分析 したケア リーの理論に依拠 しなが ら考察を行 っている。 そこに

おいて、小池は、「既存学部支配」、「学部依存」、「自立」、「自律」 とい う順 に発展の段階を

た どると述べている。例 えば、「学部依存」か ら 「自立」への移行については、 「教職課程

のための全学的委員会が、カ リキュラム編成 をは じめ独 自予算、時 としては人事権 までも

有す るようにな ると、「自立」段階に移行す る」（63頁） と述べている。ただ、ここにおい

ては、いかなる条件がそろ うと独 自予算や人事権 の獲得は可能なのかとい うことまでは明

らかに されていない。いかなる条件下で次の発展段階への移行が どのよ うに可能なのかに

ついては、今後の研究の深化発展が求め られる。

 この他には、独 自の運営組織を提言す る先行研究 もみ られた。鈴木 （1987）は、関係す

る当事者の及ぶ限 り多数が参画す る 「地域教師教育機構」 とい う新 しい教員養成 システム

の創設を提言 している。そ して同システムのメ リッ トとして、教職 の志望者 に、自己主張

の機会を提供 しなが ら、教師に とって不可欠な自治の生活感覚 とで も称すべきものを身に

つけて もらうことが可能になること （199頁 ）、教師教育の基礎 となる教育の科学的研究の

質を変革するとい う意味が込め られていること （199頁 ）な どを挙げている。

 以上のように、運営組織の提言に関す る研究においては、単なる提言に とどまることな

く、小池の研究にみ られるよ うに、具体的事例に即 しなが ら運営組織 を類型化 し、理論 に

基づいて 目ざすべき運営組織を提示 した貴重な ものがみ られた。 この点で、私立大学の教

員養成 にお ける質の保 証を担保する運営組織のあ り方をめ ぐる検討への道筋が示 された と

い える。

（3） 大学院 レベルにおける運営組織

 近年、教職大学院の創設や大学院修士課程における教員養成が政策課題 として俎上 に上

がっていることか ら、ここでは、大学院 レベルの運営組織に関する先行研究 を取 り上げて

おきたい。

 その うち、基本的な論点を提示 したもの として、藤井 （2000）の研究が挙げられ る。藤

井 は、「私立大学大学院の場合 は、教科に関す る科 目を中心 とする一般大学 ・学部系の修士

課程がほとん どである」 （31頁 ） と述べ た上で、大学院修士課程 において実践的指導力を

有す る質の高い教員を養成す る際には、「教員養成カ リキュラム開発 とい う観点か ら、教科

－298－



専門と教科教育および教育科学 との内容的 な連携協力のあ り方」（31頁 ）の検討が求め ら

れ ると述べてい る。 ここでは、カ リキュラム上の連携協力を進めてい く上で、教員同士ま

たは組織間の関係等を どのよ うに設定 してい くべきなのかとい うことに関す る研究の必要

性が暗示 されているとい える。

 また、そもそ も大学院 における教職課程の運営主体 自体が不明確 な場合が多い と指摘 し

た研 究 として、田子 （2003）のものが挙げ られ る。田子は、大学院教職課程の運営組織 に

関す る調査結果 を基に、運営に問題が 「ある」 とす る大学が68％ を占め、「ない」 とす る

大学21％ の約3倍 にのぼっていることを明 らかに している。そ して、その理 由として、教

職課程のスタ ッフが大学院教職課程に関わる制度的基盤 がない との回答がなされた ことも

指摘 している （38頁 ）。 その上で田子 は、運営主体 の問題 を解決す るた めには、大学院で

「教職 に関す る科 目」 を担 当す るか、大学院教職課程委員会を設置す る方法が考 えられる

けれ ども、現状では 「教職 に関す る科 目」は必修ではないため、大学院教職課程委員会が

どのよ うに実効力を備 えるかが問われ ると指摘 してい る。

 これ らの研究か らも明 らかなように、大学院 レベル の運営組織の研 究をめ ぐっては、大

学院での教員養成が政策課題 とされ始めた とい う事由もあって、論点の提示 、あるいは問

題点を踏まえての提言 とい ったものにとどま らざるを得ないのが現状であろ う。今後は、

上述の論点を踏 まえ、大学院における教員養成の詳細 な実態 を整理す るとともに、海外の

事例 も含めたモデルケースを取 り上げ、運営組織を改善 してい くための方途に関する研究

を蓄積す るこ とが求め られ よ う。

おわ りに

 これまで、私立大学の教員養成 について、運営組織 を中心 とした先行研 究を取 り上げ、

それ らが どのよ うに論 じられてきたのかを検討 してきた。第1節 で政策批判 に関す る研究

を検討 した後、第2節 では、私立大学の教員養成 をめ ぐっていかなる問題が指摘 され、い

かなる提言がなされてきたのかを確認 し、改善の具体的な方途 についての検討が必要であ

る と指摘 した。なお、第2節 において確認 して きた問題が、私立大学全てに とっての問題

ではない ことはい うまでもない。本稿では取 り上げなかったが、後述の 「私立大学 の教員

養成に関する先行研究」のなかには、質の保証 を図ることをね らい として、個別の授業実

践を報告 した、注 目に値す るものが数多 くみ られる。 ただ、それ らの実践が個 々の レベル

に とどまったものである限 り、全学的な教 員養成の改善には結びつきにくい。個々のす ば

らしい実践が全学的な取 り組みへ と発展 してい くためには、運営組織の充実化が不可欠 で

ある。次いで第3節 においては、運営組織 に関する先行研究について検討 してきた。 とり

わけ、小池の研究については、運営組織 を4つ の類型に区分 し、具体的事例に即 しなが ら

実態 を詳細に検討 したことに意義があったことを指摘 した。

 最後に、私立大学の教員養成 に関す る研究を深化発展 させてい く上での課題 として、次

の3点 を挙 げておきたい。

 第1に 、運営組織の詳細 な実態 を調査 し、小池が提示 した4類 型の精緻化 を図ることで

ある。運営組織に関する体系的な研 究がな され ていないなかで、小池が、運営組織の実態

について検討 した ことの意義 は確かに大きい。 とはいえ、小池 の研究は20年 前にな され
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たものである。この間、1991年 に大学設置基準の大綱化によって、教員養成のカ リキュラ

ム編成のあ り方が大きな影響 を受 けた こと、近年急速に進行す る少子化に対処すべ く、各

私立大学が生き残 りをかけて教育改善に取 り組 んでい ること、さらには、第三者評価制度

が導入 されるようになった こと等、私立大学の教員養成を取 り巻 く環境は大 きく変化 して

いる。 これ らの変化 と運営組織が決 して無関係 ではあ りえない ことは明 らかであろ う。そ

こで、私立大学において、教員養成をめぐっていかなる運営組織が制度化 され、それはど

のよ うに機能 しているのかについて検討す るとともに、小池の示 した4類 型 とい う枠組み

自体 も精緻化することが求め られる。

 第2に 、小池の指摘 した発展段階について、どのような条件 下で次の段階への移行が可

能であるのかを検討することである。小池は、類型 ごとの運営組織の特質 について検討 を

行ったばか りではなく、運営組織の発展段階に関す る考察 も試 みている。各段階にお ける

運営組織 の特質は確かに示唆的である。 しか し、段階 ごとの特質 に関す る説明にとどまっ

ていては、小池が理想 とする 「自律」の段階、つま り、「教職課程の計画、実施、評価 を一

括 して所管 し、かつ教職課程の運営な らび に充実改善に資す る研究機能 もあわせ もった、

自律的な組織」 （小池 ；1988、67頁 ）が確立 された段階への移行 の方途は明らかにされな

いままではないだろ うか。 そこで、事例研究や理論研 究を積み重ねながら、段階間の移行

について検討 していくことが必要 となる。

 第3に 、大学院における運営組織の事例を検討 してい くことである。前述 のよ うに、大

学院において教員養成 をどのよ うに実施 してい くかが政策課題 とされ始 めてい るなかで、

先行研究の多 くは論点の提示や提言に とどまっている。政策課題 に対応する上でも、まず

は大学院にお ける教員養成の多様 な運 営組織 に関する事例 を収集 ・整理する ことが重要で

ある。
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１－ ４　 米 国 に お け る 教 員 養 成 の 質 保 証 の 現 状

－教 員養成機 関に対す る評価 を中心 に－

佐藤　仁 （九州大学）

は じめ に

　 近年 の教員 養成 をめ ぐる問題 と して、わが 国で も質保証 とい うこ とが議論 され るよ うに

な って きた。そ の背 景 には、教員採 用 の拡 大傾 向 、90年 代 後 半か ら続 く大学 改革 、さ らに

は教職 大学院 の設置 等 、様 々な コンテ クス トが混在 してい る。政策 的 な議 論 か ら捉 え る と、

2006年 の 中央教育 審議会答 申 『今 後 の教 員養成 ・免許 制度 の在 り方 につい て』では 、教職

課 程 に対 して、 カ リキュ ラム編成 や教授 法 の改善 ・向上 、成績 評価 の厳 格化 、組織 的 な指

導体制 の整備 といった 主体的 な改善 ．充実 の取 り組 み が求 め られ てお り、学内 にお ける教

員養成 カ リキ ュラム委員 会 の設 置お よびそ の機 能 の充実 ・強化 、そ して教 育水 準の 向上 を

目的 と した 自己点検 ・評価 の取組 の促進 等 も挙 げ られ てい る。 また、教員養 成 に携 わる立

場 と して、例 えば国立 の教員養成 系 大学 ・学部 か らな る 日本 教育 大学協会 は 、教員養成 の

コアカ リキ ュラムの策 定 を推進 して お り、 さ らには教職 大学 院 の認 証評価機 関 設立 に向 け

た種 々 の議論 を展 開 してい る。

　 この教員養 成 の質保証 の問題 は、 わが 国だ けの問題 では ない。元 来 、現職 教 育 を含 めた

教師教 育 とい うテーマ は、世界 各国 にお いて教 育に 関す る議 論 の中心 に位 置 して きた。 特

にOECDな どの 国際機 関 によ る政策論 議 も絶 えず 行 われ てお り1、教 員養 成 の質保 証 とい

うテ ーマ は、もはや 国際的 な視野 か らも議 論 して いか なけれ ばな らない問題 とな ってい る。

本稿 で はその よ うな 国際的 な動 向 の一つ と して、米 国の状況 を取 り上 げ る。米 国 には、周

知 の通 り、第 三者 評価 システ ム として ア ク レデ ィテ ー シ ョンが100年 以 上前 か ら存在 して

お ゆ、高等 教育機 関 の質保証 とい う点 に関 しては昔 か ら議論 され て きた。 教員 養成 分野 の

アク レデ ィテー シ ョン も、1917年 にア ク レデ ィテー シ ョン団 体が創 設 され てお り、今 日の

教員養 成 の質保証 に大 きな貢 献 を してい る。さ らに州 の事 項 とされ る制度的 な側 面 と して、

教員養 成機 関 に対す る課 程認 定が行 われ てお り、多層 的 な評 価 システ ムが構築 され てい る

とい えよ う2。

　 以上 を踏 ま え、本稿 で は教員養成機 関に対す る評価 とい う視 点か ら、米 国にお け る教員

養成 の質保 証 の現状 を捉 え るこ とを 目的 とす る。

１． 教 員 養 成 機 関 の 概 要 － 大 学 に お け る教 員 養 成 を 中 心 に －

　 米 国の教 員養成 は 、教員養 成 プ ログラ ムを有 してい る大学 で行 われ るのが一般 的で あ る。

しか し、近年 で は、理数 系教 員 を中心 とした教員 不足 の深刻 化 、教職 にお け る多様 な人材

のニ ーズ とい った背景 の 中で、大 学の教員 養成 プ ログ ラムを修 了 しな くて も教 員免許 を取

得す る こ とので き るオル タナテ ィブなル ー トも重要 な教員供 給源 となってい る3。この よ う

に多様化 してい る米 国 にお け る教員 養成 の仕組 みで あ るが 、 ここで は大 学 にお ける教 員養

成 とい う伝統 的 なル ー トに焦 点 を絞 っ て、そ の概 要 を素描 した い4。
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　 米国 にお ける教員養成 機 関は、大 学の種類 に応 じて 、大 き く四つ に分類 され る5。 一つ 目

は、大学名 に州 の名 前 を有 した 「～ 大学 （University　of ～ ）」 と呼ばれ る州 立大学 の教育

学部 ・大 学院で あ る。 これ らに は、研究 大学 に分類 され る州立 大学が 多 く含 まれ てお り、

教員 養成 よ り教 育学研 究 に焦 点 を当て てい る大学が 多い。 該 当す る大学 と しては 、アイ オ

ワ大学 、ミシガ ン大学、ミネ ソタ大学 な どが挙 げ られ 、国有 地交付 大学 （land　grant　college

　and　 university） が多 く、 さらに各 州 にお け る旗 艦 大学 （flagship　university） として存

在 して い る大学 も多 い。

　 二つ 目は、「～州 立大学 （～State　University） 」と称 され る州 立大学 にお け る教 育学部 ・

大学院 で ある。 これ らの州 立大学 は 、師範 学校 を起源 と して い るものが多 く、現在 で も、

教 員養成 にお いて 中心的 な位 置 にあ る大学 とな ってい る。 該 当す る大学 には、ニ ュー ヨー

ク州立 大学 、 ミネ ソタ州 立大学 な どが あ るが、す べて の 「～州 立大 学」 とい う名 前 の大 学

が該 当す るわけで はない。 アイオ ワ州 立大学 、オハ イ オ州 立 大学 といった大 学 は、国有 地

交付大 学で あ り、 その起源 が師範 学校 に あ るわ けでは ない。 なお 、アイオ ワ州 では ノー ザ

ンアイ オ ワ大学 、 オハイ オ州 で はオハ イオ 大学が師範 学校 を起源 とす る州 立大学 となって

い る。

　 三つ 目は、私 立 の有力 な大学 にお け る教 育学部 ・大学院 であ る。 これ らの大学 で は、一

つ 目と同様 に、教員養 成 よ り教 育学研 究 に焦点が 当て られ て い る。 これ に該 当す る大学 に

は、『コ ロン ビア大 学、ハ ーバー ド大学 な どが ある。 四つ 目は 、私立 の リベ ラル ア ー ツカ レ

ッジにお ける教 員養成 部 門で ある。 これ らは、大 学院 を持 たず 、学 士課程 での教員養 成 を

行 ってい る。

　 州 立 と私 立 とい う側 面か ら教 員養 成機 関 を捉 え る と、機 関数 の割 合 は州 立37％ と私 立

63％ とい うよ うに私 立 の教員養成機 関の方 が多 い6。一方 で、実際 に教 員養成機 関 を修 了す

る学生 の数 は、州 立が74％ 、私立 が26％ とな ってお り、そ の割合 が逆転 してい る。 この

デー タは10年 以上前 の もので あるが、現 在 も ほぼ同 じよ うな傾 向が 見 られ る とい え る。

　 さらに近年 の大学 にお ける 教員養 成 の傾 向 と して、大学 院 レベ ル の教 員養成 とい う特徴

を挙 げ るこ とがで き る。大学院 レベル の教員養 成 の萌 芽は 、19世 紀 末 に遡 る こ とがで き る

が、現在 の改 革の背 景 には1986年 に発表 された 二つ の報 告書 『明 日の教師 』 と 『備 えあ

る国家 』が あ る7。報 告書 で は、教 員 の専門職 化 が主張 され 、その一つ の方策 と して教員養

成 の高度 化 、す なわ ち大 学院 レベル の教員養成 の導入 が提 言 され て い る。 この大学 院 レベ

ルで の教員養成 は、大 き く次 の4つ の種類 に分 類 でき る8。 それ は、5年 制一 貫プ ログラム

に よる養 成 （免 許 と修 士 号を授与 ）、5年 制一貫 プ ログ ラムに よる養 成 （免 許 のみ）、5年

次以 降の課程 のみ での養成 （免許 と修 士号 を授 与）、そ して5年 次 以降の課程 の みで養成

（免許 のみ） で ある。5年 次 以降 の ものに関 して は、5年 次 の1年 間で取得 で きるプ ログ

ラム （特 に現職 教員 で他 の教科 の免許 状取得 プ ログ ラムな どに多 い） もあれ ば、5・6年 次

の ２年 間のプ ログラム も存在 して い る。

２． 米 国 に お け る教 員 養 成 の 質 保 証 の 仕 組 み

　 米 国で は、教員養成 制度 を含む 教育 に関す る事項 （制度 ） が州 の権 限 にあ るこ とは周知

の通 りで ある。 しか しなが ら、教 員養成 の質保 証 の仕組 みは 、州 政府 だ けで機 能 してい る
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ものでは ない点 に大 きな特 徴が あ る。教 員養成 の質保 証 にお け るア クター は、州政府 に加

えて 、連 邦政府 お よび アク レデ ィテー シ ョン団体 が存在 して い る。特 にア ク レデ ィテー シ

ョンに関 しては、公 的 な制度 とは別 の プ ロセ ス を経 て発 展 した もので あ り、米 国特有 の シ

ステ ム とい える。 これ らの三者 に よる評価 の仕組 み は、以下 の図 １の よ うに表す こ とがで

き る。

図1： 米国 における教 員養 成の質保 証の仕組 み

　 図1に つい て簡単 に説明 を加 える と、まず教 員養成 機 関に対 して 向け られ てい る矢印 は、

質保証 の具体 的 な取組 を表 してい る。州 政府 は課程 認 定制度 （approval　 system） に基 づ

き、教員養 成機 関 に対 して課程 認 定を行 う。 アク レデ ィテー シ ョン団体 は、、全米 レベル の

活動 として、教 員養成機 関 に対 してア ク レデ ィテー シ ョンを行 う。 そ して 、連邦 政府 は高

等教 育法 に規定 され た報 告 システ ムにおい て、 アカ ウン タ ビ リテ ィの確 保 とい う目的 で教

員養成機 関に対 して機 関の情報 を報告 させ てい る。 この三つ の仕 組 みの 中で、州 に よる課

程認 定制度 と連邦政府 に よる報 告 システ ムに関 しては 、す べ ての教員養成 機 関が対応 しな

けれ ばな らない もので ある一方 、ア ク レデ ィテー シ ョンに関し ては一部 の州 を除 いて、基

本 的 には受 け るこ とは任意 とな る。

　 この よ うな トライ ア ングル の構 造の 中で、質保 証 の主体 で ある三者 の関係 性 も理解 して

お く必要 が ある。 まず 教員養 成機 関の質保 証 にお ける州政府 と連 邦政府 の関係 で あるが、

教員養 成機 関 の場 合 と同様 に、連邦政 府 に よる報 告 システ ムに基づ き、州 の教員養 成制 度

の内容 や 実態 につい ての報告 が求 め られ る。 連邦 政府 とア ク レデ ィテー シ ョン団体 の関係

は、教 員養成 分野 に限 った もので はないが 、連邦 政府 に よるア ク レデ ィテ ー シ ョン団体 の

認 証 が行 われ て い る9。そ して、ア ク レデ ィテー シ ョン団体 と州 政府 の関係 につ いて は、ア

ク レデ ィテー シ ョン と課程認 定 の相 互的活 用 を 目的 と したア ク レデ ィテー シ ョン団 体 と州

政府 間 での連携 が行 われ てい る。 以下 ではそれ ぞれ のア ク ター が どの よ うな活 動 を行 って
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い るの かを具体的 に 見てい く。

３． 連 邦 政 府 に よ る 報 告 シ ス テ ム

　 連 邦政府 に よる報 告 システ ムは、1998年 に改正 され た高等 教 育法 （Higher　Education

 Act） に基づ いて構築 され た。高等教 育法 タイ トルⅡ の §207に おい て 「教員 養成 プ ログラ

ムのアカ ウンタ ビ リテ ィ」 と題 して規 定 され た報 告 システ ムは、教 員養成機 関 お よび州 に

よ る教員養 成 の取組 の現状 を明 らかにす るこ とによって 、教 員養 成機 関のア カ ウン タビ リ

テ ィを確保 す る こと、そ して報告書 を参 考 に して各州 の教員 養成 制度 の改革 を促 進 す る こ

とを 目的 と して い る。 すべ ての州 とす べ て の教員養成機 関が対象 と され てお り、毎 年 、連

邦政府 に対 して報 告書 を提 出 しな けれ ばな らない。 この報告 書 は、教員養 成機 関か ら州政

府 、州政府 か ら連 邦教 育省 、そ して連 邦教 育省 か ら議 会 とい う順 番 に提 出 され てい く。

　 まず教員養 成機 関 か ら州政府 に提 出す る段 階で は、各教員 養成機 関は以下 の情報 を報告

書 に記載す るこ とが求 め られ てい る。

・ 最 近 ３年間 の生徒 の教員免 許試験 の合 格 率10

・ 学生数や 教員 数 、プ ログラ ムにお け る教 育 実習時 間 の割合 、教 育実 習 にお け る教 員 と

　 生 徒の割合 とい った教 員養成 プ ログラムの基本 情報

・ 州 か ら課程認 定 を受 けてい るか ど うか に関す る陳述

・ 各州 が設定 した低 パ フォー マ ンス機 関 に該 当す るか ど うかに関す る陳述

　 教 員養成機 関 は、これ らの情報 を連 邦教 育省 と全 米教 育統 計セ ンター （National　Center

　for　Education　 Statistics） に よって作 成 された マニ ュアル に沿 って整 理 し、報告 書 を作成 、

そ して州 に提 出す る。 この報告 書 の内容 は 、各機 関の要覧や 宣伝 用 の出版 物 な どを通 して

一般 に公 開す る ことが義務付 け られ てい る
。 なお 、報 告書 の作成 ・提 出は連 邦政府 が課 す

義務 で あ り、報告 書 を提 出 しない機 関お よび偽 のデ ー タを掲 載 した機 関に対 して は、罰金

が課 され る。

　 次に州政府 か ら連 邦教 育省 に提 出す る段 階 では 、州 政府 は各教 員養成機 関 のデー タをま

と、め る とともに 、州 の教 員養成 制度 の概 要 として以 下の こ とに関す る情 報 を報 告 しな けれ

ば な らない。

・ 教員免 許状 の取得 要件

・ 最初 の教員免 許状 （initial　licensure） の基 準

・ 教員免 許状 の基 準や 評価 が、 どの程度 Ｋ-12の 生 徒 の基 準や評 価 と関連 してい るか

・ 教員免 許試験 に合格 した教員志願 者 の割合 、機 関別 の合格 率 （小 計お よび 四分位 順位 ）

． 臨時教 員の割合

・ 教員免 許 取得 のオル タナテ ィブ なプ ログ ラムの概 要、 オル タナ テ ィブな プ ログ ラム を

　 通 して教 員免許 を取得 した者 の割合

・ 教 員養成 機 関 のパ フォー マ ンス を評 価 す る基 準 （教 員志願 者 の知識 や ス キル の指標 を

　 含む）
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・ 教員や教員志願者に課 されている評価 に関する情報

　 連邦教 育省 か ら議 会 に提 出す る段階 で は、連 邦教 育省 は各州 か ら収集 したデー タ をま と

め、全米 的 な動向 を提 示す るこ とにな る。 この段階 で は、各州 か ら集 め られ たデ ー タがそ

のま ます べ て公 衆 に公 開 され るだ けで はな く、各州 の比較 、全米 の平均 点 な どをま とめた

報告 書 が議会 に提出 され 、公 開 され る11。

　 以 上 の報告 システ ムに加 え、 タイ トルⅡ の §208で は 「州 の機 能」 と して、各州 が低パ

フォーマ ンス機 関 （low　performing　 school） お よび危 険 な状 態 にあ る機 関 （at-risk　school）

を明 らか に し、それ らに対 して技術 的 な援 助 を行 うことが求 め られて い る。各 州 は、低パ

フォーマ ンス機 関 と認 定す る基準 、そ して低 パ フォ ーマ ンス機 関名 を連 邦教育省 に提 出す

る報告 書 に記述 しな けれ ば な らない。 例 えば 、2007年 に ８ つ のプ ログ ラムを低 パ フォー

マ ンス と判 断 したニ ュー ヨー ク州 の場 合、 そ の基 準 はプ ログ ラム修 了者 が受 け る教員免 許

試 験 の合格 率が80％ 以 下で あった場合 と して い る。この システム に よって州 か ら低パ フォ

ーマ ンス機 関 と認 定 され
、技術 的 な援助 を経 て も改善 が見 られ ず、最 終 的 に州 か らの課 程

認 定 を拒否 され た機 関 は、連 邦教育省 か らの教員 の職能 開発 に関 るす べ ての補助 金 を得 る

資格 を剥奪 され るだけで な く、高等教 育法 におい て規定 され てい る学 生へ の奨学金 を受 け

取 って い る学 生 を入 学 させ るこ とが できな くな る。

４ ． 州 の 課 程 認 定 制 度 － ミネ ソ タ 州 を 事 例 に －

　 ここでは まず 、州 政府 によ る課程認 定制 度 を理解す るた めに、 日本 の課程認 定制度 と比

較 しなが ら、そ の一般 的な特 徴 を指 摘 したい。

　 課 程認 定制 度 と教員免 許 に関す る規則 等 との 関連 につ いて 、 日本 の課 程程 認 定制 度 は、

教育職 員免許 法お よび 同法施行 規則 に よる もので あ り、そ の上で教 職課程 認定基 準 が設定

され てい る。 そ して教職課 程認 定基準 では 、教 育職 員免許 法お よび 同法施行 規則 に定 め ら

れ た授 業科 目の提供 、そ の授業科 目を担 当す るのに適 した教員 の配 置 な どが求 め られ てい

る形 にな ってい る。米 国 の課程認 定制 度は州 に よって形 態 は異 な る ものの、日本 と同様 に、

教員 免許 に 関す る規則 （基 準） と密 接 に関連 してい る。例 え ば、以 下に事例 と して挙 げ る

ミネ ソタ州 の課程認 定 制度 で は、規則で あ る と教員免 許基 準 に具 体的 に規定 され てい る内

容 を含ん だカ リキ ュラム を組 む こ とや そ の内容 を教授 す るに適 した教員 を配置 す る こ とな

どが求 め られて い る。 一方 でニ ュー ヨー ク州 の場 合 は、 ミネ ソタ州 とは異 な り、課程 認 定

に 関す る規則 にお いて個 々 の教 科 のカ リキュ ラム に関 して詳細 に規 定 され てお り、教員 免

許 に関す る規則 で は課程認 定 を受 けたプ ログ ラム を修 了す る ことや 教員免 許試験 に合格 す

る こ と等 が規 定 され て い る。

　 課 程認 定 におい て求 め られ る内容 に関 しては 、日米 共 にカ リキ ュ ラム 、教員組織 、施設 ・

設備 等 とい った項 目が 中心 とな ってい る。 しか し、米 国 の課 程認 定制度 の近年 の特 徴 とし

て、 これ らの項 目に加 え、在籍 も しくは修 了 した学 生の能力 や成果 とい つたパ フォーマ ン

ス に関す る項 目が追加 され てい る。 この動 きは、1980年 代 後 半 よ り見 られ るもので あ り、

履 修す べ き内容 （カ リキ ュラム） か らだ けで はな く、修 得す べ き能 力 の観 点か ら学 生の成

果 に関す る項 目が設 定 され て い る点 に特徴 が ある。
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　 また、日本 の課 程認 定制度 で は、カ リキ ュラ ムの内容や 担 当教 員の変 更等 が あった場合 、

該 当箇所 に関す る変更 の理 由書や新 旧対照 表等 の提 出が求 め られ てい る。 ミネ ソタ州 で は

同様 に、変 更が あ る場合 は変 更箇所 に 関す る文 書の提 出が求 め られ てい る。 しか し、米国

の場 合 、それ に加 えて継 続 的 に課程 認 定 を受 け る必 要が あ る。 例 え ば ミネ ソタ州 で は、７

年 に一度 、課程認 定 を受 ける こ とにな ってお り、後 述す るア ク レデ ィテ ー シ ョンのシス テ

ムに類 似 して い る。 この よ うに 、わが 国にお け る課程 認 定制 度 は教 員養成 機 関 として適 し

てい るか ど うか を事 前に決 定す る事前 チ ェ ック と位 置づ け られ てい る一方 で、米 国 にお け

る同制度 に は、大 きな組 織改 編等 が な くて も数 年お き に継続 的 な課程認 定 の審 査 を受 け る

よ うになつ てい る。

　 で は、具体 的 に州 の課程認 定制 度 では どの よ うな内容 が規 定 され てい るのか。こ こで は、

ミネ ソタ州 にお ける課 程認 定制度 を事 例 に特 徴 を探 ってみ る。 ミネ ソタ州 は、課程 認 定制

度 にい ち早 くパ フ ォー マ ンス を基 盤 と した項 目を採用 した州 の一つ で ある12。 ま た ミネ ソ

タ州 では、課 程認 定 を含 め教員 に 関す る制度 や政策 の 多 くは、行政 で ある州 教 育省 ではな

く、Minnesota　 Board　 of　Teaching（ 以下 、　MBOTと 略す） と呼 ばれ る現場 の教 員 を含 め

た専 門的な委 員会 に よって策定 ・実行 され てい る。

　 まず課 程認 定 にお ける基 準 に該 当す る項 目をみ る と、以 下の ８つ の項 目が設 定 され てい

る13。

・ 専 門的 ・教 育学的研 究

・ 一般教 育 ・内容 に関す る研 究

・ 現場経 験 を提 供す るこ と

・ 教員志願 学 生の資格

・ 教員志願 学 生の進捗 状況 のモ ニ タ リング と助 言

・ 教員志願 学 生の能 力

・ 専 門的教育 に関 わ る教授 団の資 格 ・構 成 ・配置

・ 組織的 な ガバナ ンス

　 これ らの項 目には、 さ らに詳 しい内容 が規定 され てい る。 例 えば専門 的 ・教 育学的研 究

の項 目に関 して は、次 の よ うな内容 が掲 げ られ てい る。

・ 教員 養成機 関は 、研 究 ・理論 ・一般 的 に認 め られ てい る実 践 に基 づ き、一 貫性 が あ り

　 結合 され た質 の高い専 門教育 プ ログ ラムを有 してい る。

・ 教員 養成機 関は 、プ ログ ラム に在 籍 して い る教 員志願 学 生 に対 して 、 ミネ ソタ州 教 員

　 免許基 準14の 構成 要素 に基づ いた一連 の 専門的 な課程 を修 了す るこ とを要求 して い る。

・ 評価 （assessment　 and　evaluation） が専門的教 育課 程 の統合 的 な構 成 要素 であ り、教

員志願 学 生 のパ フ ォー マ ンス とプ ロ グラム の効果 をモ ニ ター す るた め に利 用 され てい

　 る。

　 さらに ８つ の項 目の 中で、 ミネ ソ タ州 の課 程認 定制 度の特徴 となって い るパ フ ォー マ ン
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ス に関 しては、「教員 志願 学生 の能 力 」め項 目がそれ を表 してお り、そ こで は以下 の四点 の

内容 が求 め られて い る。

・ 教員 養成機 関は、教 員志 願 学生 が教員免 許 基準 で求 め られ て い るス キル と知 識 を示 し

　 て い る証拠 を提供す る。

・ 教員 養成機 関は 、すべ て の教員 志願 学生 に適応 で き る組織 的 で一 貫 した評価 デ ザイ ン

　 を示 して い る。

・ 教員 養成機 関 は、MBOTが 示す 基準 と一貫 した専 門的教育 プ ログ ラムを修 了す る基 準

　 と成 果 を規 定 し、公 表 して い る。

・ プ ログ ラムが示 して い る修 了基 準 と成 果 は、修 了研 究 、ポー トフォ リオ 、イ ンタ ビュ

ー 、学校 で観 察 ・録画 され たパ フォーマ ンス、テ ス ト、科 目の成績 な ど多様 なデー タ

　 源 を利用 して評価 され て い る。

　 このパ フォーマ ンス に関わ る項 目を見 る と、 まず教 員志願 学生 の成果 （ス キル と知 識）

に関す る証拠 が明確 に求 め られ てい る ことが わか る。 そ して、そ の証拠 を提示 す る際に必

要 となる学生 の成 果 の評価 方法 に関 して も、「組織 的で 一貫 した評 価デ ザイ ン」の証明 が求

め られ てい る。つ ま りパ フ ォー マ ンスに関す る項 目で は、学生 の成果 そ の もの だけで な く、

それ を証 明す る評 価方 法 の組 織的 なデザ イ ンが求 め られて い る。 この意 味 にお いて 、パ フ

ォーマ ンス に関す る項 目は、「教員志願 学 生の能 力」だ けで はな く、他 の項 目におい て も確

認 で き る。 専 門的 ・教 育学 的研 究や一般 教育 ・内容 に関す る研 究 とい った項 目で は、 どの

よ うなプ ログ ラムを設 定 してい るのか とい うイ ンプ ッ トの内容が 中心 であ るが、教員 志願

学生 を どの よ うに評価 す るの か とい う点 も明確 に求 め られ てい る15。

　 この よ うな ８つ の項 目に沿 った内容 につ いて 、教員養成機 関は報告 書 を作成 し、それ を

MBOTに 提 出す るこ とに なる。 提 出後 は、　MBOTに よってそ の内容 が精 査 され 、 実地視

察 に向けて の準備 が行 われ る。実地視察 は 、MBOTに よって任 命 され たチー ム （教員 養成

機 関 の教 員 、現職 教 員、 一般公衆 、州教 育省 の職員 を含む こ とにな ってい る） によって行

われ る。 実地視 察後 に、 その 内容 がMBOTに 報告 され 、課 程認 定 の判 断が 下 され る。課

程認 定は7年 間有効 で あ り、7年 に一度 は継 続 の課程認 定 を受 けてい くこ とにな って い る。

5． ア ク レデ ィ テ ー シ ョ ン

　 米 国にお ける教員養 成機 関 の質保 証 を論 じる上 で無視 できない のが 、ア ク レデ ィテー シ

ョンであ る。ア ク レデ ィテー シ ョン とは、「ボラ ンタ リー な団体が その 団体 自身 の持つ 基準

に照 ら して 、一 定の水 準 を満 た して い る教 育機 関を認 定す る とい うシステ ム」16で あ る。

専門分 野の機 関 ・プ ログラム を対 象 とす る専 門分野別 の アク レデ ィテー シ ョンは、教 員養

成 分野 だ けでな く、 医学や 法律 、看護 、社 会 福祉等 、多岐 に渡 ってお り、専 門職 の質 を保

証す る仕 組み と して、大 きな役割 を担 ってい る。

　 教員養成 分野 にお け るア ク レデ ィテー シ ョンは、National　 Council　 for　Accreditation　 of

　 Teacher　 Education（NCATE） とTeacher　 Education　 Accreditation　 Counci1（TEAC） の

二つ の団体 に よって行 われ てい る17。NCATEは 、最初 の教 員養成 分野 の ア ク レデ ィテー
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シ ョン団体 で あるAmerican　 Association　 for　Teachers．Collegesの 流 れ を引 き継 ぐ伝統 的

なア ク レデ ィテー シ ョン団体 で あるの に対 して、TEACは1997年 に誕生 した新興 のア ク

レデ ィテー シ ョン団体 で あ る。以 下、 それ ぞれ のア ク レデ ィテ ー シ ョシの特徴 につい て概

説 して い く18。

(1) NCATEの アク レデ ィテー シ ョン

　 1954年 か らア ク レデ ィテー シ ョンを行 ってい るNCATEは 、現在 、33の 教 育 関係 団 体

か ら構 成 され てお り、ア ク レデ ィテー シ ョンを受 けた （申請 中を含む ）教員養成機 関 は675

に及ぶ。 全米 の大学 にお ける教 員養成機 関の数 が約1300で あるた め、 半分 の教員 養成 機

関 がNCATEの ア ク レデ ィテー シ ョンを受 けてい る こ とにな る。

　 NCATEは ア ク レデ ィテ ー シ ョン開 始以来 、数 回 にわた って、そ の基 準 を改訂 して きた19。

現在 適用 され てい る基 準 は、2000年 に開発 され た ものであ り、全部 で ６つ の基 準 か ら成

り立 ってい る （表 １参照 ）。 この2000年 の基 準の特 徴 は、パ フォー マ ンス に基 づい た基 準

とい う点 にあ る。 ＮＣＡＴＥ の創設 時 か ら設 定 されてい たカ リキ ュラム に関す る基準 は削 除

され 、そ の代わ り教員志 望学 生 が教 員養成機 関で の教育 を通 して身 に付 け る知識 、スキル 、

資質 が基準 １に規定 され て い る。 そ して、 この教員志 望学生 のパ フォーマ ンス を評価 す る

方法 に関 しては、基 準 ２で詳 細 な評価 の方 法 、評価 の過程 に関す る内容が規 定 され るよ う

になった。 学生 の成 果 そ してそれ を測定す る評 価方 法 に対 して 関心 が向 け られ る よ うにな

った こ とが、2000年 の基 準 の最 大 の特 徴 で ある。基 準 ご とに設定 され た要素 に関 して は、

それ ぞれル ー ブ リックが設 定 され てい る。 具体的 に は、 「受 け入れ られ ない」 「受 け入れ ら

れ る」「目標 」の三段 階の質 の レベ ル が設 定 され てい る。この三段階 で示 されたル ー ブ リッ

ク を利 用 して、教員養 成機 関 は 自 らの質が 「受 け入れ られ る」以上 の もので あ るこ とを証

明 し、NCATEは それ が 「受 け入れ られ る」以 上 の もので あ るか ど うか を判 断す る。

　 さて、NCATEの ア ク レデ ィテー シ ョンで は、教科や 学校段 階 ご とのプ ログ ラムを対象

とす る レビュー と機 関全 体 （ユニ ッ ト） を レビューす る二つ の レビュー が行 われ る。 プ ロ

グラム レビュー では、ＮＣＡＴＥ の構成 団体 で あ る各教 科 の全米 専門組織 が基 準 を設 定 し、

それ を満 た して い るこ とを証 明す る文書 を教員 養成機 関 が作成す る。 作成 され た文書 は、

それ ぞれ の全米 専門組織 によっ て レ ビュー され 、基 準 を満 た してい る と判 断 され る と 「認

定」 を受 け る ことにな る。 この プ ログラム レビュー で は、認 定 され るこ とを求 めて い るの

ではな く、プ ログ ラムに関す るデ ー タや 情報 をま とめた文書 を提 出 し、そ れ を全 米 専門組

織 に レ ビュー して も ら うこ とを求 めて い る。 ゆ えに、認 定 され な くて も （認 定 され なか っ

た場合 は、結果 に対す る応 答文 の提 出が認 め られ てい る）、次 のプ ロセ スに進む こ とに なる。

プ ログラム レビュー の結果 の報告 書や提 出 した文 書は 、基準 １ （教 員志望 学生 の知識 、 ス

キル、資 質） の判断材 料 の一つ と して、NCATEに よって利用 され る。

　 も う一つ のユ ニ ッ トの レビューが 、い わ ゆ るア ク レデ ィテー シ ョンの プ ロセ ス とな る。

プ ログ ラム レビュー が終 わ る と、次 の段 階 と して 、表 １にあ る基準 を満 た してい る こ とを

示 した 自己評価 書 （NCATEの 場合 はInstitutional　 Reportと 呼 ばれ る） を作成 す る こと

にな る。 この 自己評価 書 が提 出 され る と、実地視 察 が行 われ る。実地視 察 は、５～８人 の調

査 委員会 （Board　of　Examiners） によ って ５日間 かけ て行 われ る。 この調 査委員 会 には、
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教 師教 育者 （teacher educator） 、現職教員 、州 または地方 学 区の政策 決定者 、そ して教科

等 の全米専 門組織 の4つ のカ テ ゴ リーか らそれぞれ 人員 が選 ばれ る。実 地視 察の結果 を受

けて、ア ク レデ ィテー シ ョン委 員会 におい てア ク レデ ィテー シ ョンの決 定が行 われ る。 ア

ク レデ ィテ ー シ ョンの有 効期 間は5年 とな ってい る。

表1：NCATEの 基準

（注 ）National Council for Accreditation of Teacher Education, Professional Standards for the

 A ccreditation of Schools, Colleges,and Department of Education, 2002, pp．14-40、 よ り筆 者 作 成 。

次 に図 １で示 したア ク レデ ィテ ーシ ョン団体 と州政府 の協 同的 な関係 につ いて簡単 に説

明 してお きたい。州 政府 とアク レデ ィテー シ ョン団体 の関係 は、特 にNCATEが 積 極 的 に

推 進 して い る もの で あ り、 こ こで は課 程 認 定制 度 の事 例 と して 挙 げ た ミネ ソタ州 と

NCATEと の関係 を見 てい く。

ミネ ソタ州 は、1994年 か らNCATEと の協同的 な関係 を構築 してい る。 そ の内容 は、
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NCATEの アク レデ ィテー シ ョン を受 け るプ ロセ スにお け る次 の 二点か ら説 明 でき る。 一

点 目が、プ ログ ラム レビュー につ い てで あ る。 ミネ ソタ州 の教 員養成機 関は、NCATEの

ア ク レデ ィテー シ ョンを受 ける際 に、プ ログラム レビュー の段 階 で全米専 門組織 の求 め る

基準 に沿 った文書 を提 出す る必 要 はな く、教 科 ご との プ ログ ラムが基準 （ミネ ソタ州 の場

合 は教 員免許 基準 に詳細 な 内容 が規 定 され てい る） を満 た して機 関全体 と して課程認 定 を

受 けていれ ば、プ ロ グラム レビュー のプ ロセ スが免 除 され るこ とにな ってい る。二点 目が 、

NCATEに よる実地視 察 に関 してで ある。 協 同関係 に よ り、NCATEの アク レデ ィテー シ

ョンにお ける実地視 察時 に、ミネ ソタ州 は課程認 定 の実 地視 察 を同時 に行 うことが で きる。

この場合 、NCATEの 調査 委員会 が作 成 した報告書 は 、州 の 実地視 察団 も課 程認 定 の材 料

と して利 用す るこ とが で きるよ うになっ てい る。 この よ うに、NCATEと の協 同関係 の構

築 に よ り、NCATEの ア ク レデ ィテ ー シ ョンを受 け る教 員養成機 関 に とって は、課程認 定

との重複 が減 らされ てお り、効 率的 に行 え る よ うになっ てい るこ とがわか る。

　 なお、他 の州 とNCATEと の協同 関係 につ いて概 略 を述 べれ ば、2008年1月 現在 にお

いて、NCATEと の共 同 関係 を構築 してい る州 は 、ニ ュー ハ ンプ シャー州 お よびバ ーモ ン

ト州 を除いた48州 とコロン ビア特 別 区 となって い る20。 そ の うち、 ミネ ソタ州 の よ うに

NCATEの アク レデ ィテ ー シ ョンの際 のプ ログラム レビュー におい て、州 の課程認 定 の レ

ビュー を利 用 で きる州 は、21州 存在 してい る。また 、ア ク レデ ィテ ー シ ョンの際 の実 地視

察団 の構 成 であ るが、 ミネ ソタ州 の よ うにNCATEと 州 が同時 に行 うよ うに なってい るの

が12州 、NCATEと 州 の混合 の訪 問 団が形 成 され るの は25州 となってい る21。

(2)TEACの アク レデ ィテー シ ョン

　 1997年 に創設 され たTEACは 、　NCATEと は異 な り、ア ク レデ ィテ ー シ ョンに申請 して

い る機 関お よび ア ク レデ ィテー シ ョンを受 けた機 関 とい う会 員校 か ら構 成 され る組織 で あ

る。賛助 的な役割 を担 っ てい る教 育関係 団体 は存在 してい るが 、意 思決 定 の役 割 はない。

2007年5月 現在 、TEACの ア ク レデ ィテー シ ョンを受 けた機 関は32、 申請機 関は78と な

っ て い る。

　 TEACの ア ク レデ ィ テ ー シ ョ ン の 特 徴 は 、「ア ウ トカ ム に 焦 点 化 した 学 術 監 査 （academic

 audit） に 基 づ くア ク レデ ィテ ー シ ョン ］ と説 明 で き る。 簡 単 に ま と め る と、TEACの ア ク

レデ ィテ ー シ ョン で は 、 各 教 員 養 成 機 関 が 自 ら設 定 した 主 張 （claim） に 基 づ き 、 そ れ を

裏 付 け る ア ウ トカ ム の 証 拠 が 徹 底 的 に 要 求 され 、 そ の証 拠 の信 頼 性 や 正 確 性 、 そ して十 分

さが 問 わ れ る。 さ ら に 、 学 術 監 査 の方 法 に則 り、 そ の ア ウ トカ ム を 生 み 出 す プ ロセ ス と し

て の 質 統 制 シ ス テ ム （quality control system） が 監 査 の 対 象 とな る。 こ の よ うに 、 「あ ら

か じめ 設 定 され た 基 準 、 そ れ を満 た して い る か ど うか の 判 断 」 とい っ た これ ま で の ア ク レ

デ ィテ ー シ ョン の 手 法 とは 大 き く異 な る もの で あ る。

　 TEACの ア ク レデ ィテ ー シ ョ ンで は 、　NCATEの よ うに満 た さな けれ ば な ら な い基 準 は

な く、 そ の 代 わ りに 「質 の 原 則(quality principle） 」 が設 定 され て い る。 質 の原 則 とは 、

　「教員養成機関の教授団が、自らの教員養成プログラムが資格を有 した専門的な教育者を

養 成す るこ とに成功 してい る とい うケース を示 す 単 なる方法」22を意 味 してい る。つ ま り、

この質 の原則 は 、自らの機 関 が優 秀 で ある こ とを示す証拠 を提 示す る際 に 「沿 うべ き原 則 」
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で あ り、NCATEの よ うに満 たすべ き質の 内容 を規 定 してい る もの では ない。 設 定 され て

い る質 の原則 は以 下 の通 りで あ る。

表2： 質の原則

（注）Teacher Education Accreditation Counci1, Guide to Accreditation, 2004, p.20、 より筆者作成。

　 まず 教員養 成機 関 は、質 の原則Ⅰ に沿 って、自らのア ウ トカム と して の主張 を設 定す る。

なお 、質 の原則Ⅰ 全 体 にまた が る次元 （cross cutting dimension） として 、学習方法 の学

習 （learning how to learn） 、多文 化的観 点 と理解 、テ クノ ロジー が挙 げ られ てい る。そ し

て、そ の主張 を裏付 ける様 々 な証拠 を多様 な評価 方法 に よ り提示 して い くこ とに なる。 こ

の評価 方法 に関 しては 、質 の原則Ⅱ に沿 って 、評価方 法 と主張 との関連性 の理 論的根拠 お

よび評価 方法 の妥 当性 を示 してい くこ とに なる。 こ こで は、評価方 法 自体 の もつ妥 当性 や

実際 に評 価 した際 の信 頼性 が焦 点 となる。 質 の原 則Ⅲ で は、組 織 と しての計画 策定 がア ウ

トカ ムの証拠 に基づ い てい るこ と、そ して効果 的 な質 統制 シ ステ ム を有 してい るこ とを示

さな けれ ば な らな い。 そ の際 に、TEACは イ ンプ ッ トに関 して ７つの キ ャパ シテ ィに関す

る基 準 を設 定 してお り、 それ ぞれ がプ ロセ ス に どの よ うに関わ ってい るのか を示 す こ とを

求 めて い る。これ らの基 準 に関 して は、質 の原則Ⅲ で触 れ るだ けで な く、いわ ゆ る 「基準 」

と して① 質 を統 制 してい るか、② 大学か ら他 の組 織 （学 部や プ ログ ラム） と同等 の コ ミッ

トメ ン トを受 けてい るか 、③ 特筆す べ き点 、 の三つ の観 点か らの記 述 が求 め られ る。 ただ

し、 これ らの基 準 はあ くまで もア ウ トカム を補 足す る もの とされ てい る （表 ３参照 ）。

　 TEACの アク レデ ィテー シ ョンのプ ロセ ス は、学術監査 に基 づ くとはいえ、一般 的 なア

ク レデ ィテ ー シ ョン と同 じ手順 となる。 教員 養成機 関が作成 す る 自己評 価書 （TEACの 場

合 はInquiry　 Briefと 呼ばれ てい る） で は、質 の原則 Ⅰに沿 った主 張 とそれ を裏付 ける評

価 方 法 （質 の原則Ⅱ ） に関す る内容が 中心 とな る。す な わち、TEACの アク レデ ィテー シ

ョンでは、 各教員養 成機 関 が どの よ うな主張 を提示 して い るのか、 そ して その主張 は どの

よ うな評価 方法 に よるア ウ トカムか ら裏 付 け られ る もの であ るのか とい う点 が重視 され る。

質 の原則Ⅲ の証 拠提示 に関 しては、7つ の基 準それ ぞれ が プ ログラ ムの質 を どの よ うに組

織 的 に統 制 してい るのか とい う点 か ら、具体 的な活動 に対す る精査 が行 われ る。 こ こで 、

TEACは そ の方法 と して内部監査 （internal　audit） の実施 を求 めてお り、学 内で組織 さ

れ た監査 チー ムに よって 、現状 と してそれ ぞれ の基準 の項 目が どの よ うに機 能 してい る の

かが明 らか に されて い く。 この 内部 監査 の結果 も、 自己評価 書 に盛 り込 む こ とが求 め られ
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て い る。

表3： キャパ シティの基準

（注）Teacher Education Accreditation Council, Guide to Accreditation,2004,　 p.20、 より筆者作成。

　 この よ うな 様 々 な証 拠 を盛 り込 ん だ 自 己評 価 書 を提 出後 、 ２～ ４名 の 監 査 団 に よ っ て 実

地 視 察 と して の 監 査 が 行 わ れ る。 この 監 査 は 、 名 前 の 通 り 「自己 評 価 書 で 提 示 され て い る

証 拠 が 正 確 で あ るか 」 とい う視 点 か ら行 わ れ る。 監 査 後 は 、 監 査 団 に よ っ て 監 査 報 告 書 が

作 成 され 、 ア ク レデ ィ テ ー シ ョン審 査 員 団 （Accreditation Pane1） に 提 出 され る。 審 査 員

団 は 、 団長 （director） と7名 の メ ンバ ー か ら構 成 され て お り、 教 師 教 育 者 、 大 学 教 員 、

P-12の 現 職 教 員 、公 衆 、教 育 政 策 決 定 者 、教 育 政 策 学 者 、監 査 団 員 か らそ れ ぞ れ1名 ず つ

選 出 され る。 この 審 査 員 団 は 、 自 己評 価 書 や 監 査 報 告 書 等 の 書 類 の 分 析 を通 して 、 提 示 さ

れ た 証 拠 に 関 して 、他 の 妥 当 な解 釈 が 可 能 で あ る か ど うか 、 そ して 主 張 を裏 付 け る の に 十

分 で あ るか ど うか の 二点 を 確 認 す る。 こ の 二 点 か ら の分 析 を 通 し、 審 査 員 団 は 、 ア ク レデ

ィテ ー シ ョ ン の 決 定 に つ い て の勧 告 を 最 終 決 定 組 織 で あ る ア ク レデ ィ テ ー シ ョン 委 員 会

（Accreditation　 Committee） に提 出 す る。 この 委 員 会 で は 、 審 査 員 団 の 勧 告 が 受 け入 れ

られ る も の で あ る か ど うか が 確 か め られ 、 最 終 的 な 決 定 を 下す こ と に な る。 初 め て の ア ク

レデ ィ テ ー シ ョン は5年 間有 効 で 、 継 続 の ア ク レデ ィテ ー シ ョ ン の場 合 は10年 間有 効 と

な る。
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お わ りに

　 本稿 で は、米 国 にお け る教員 養成 の質保証 の現 状 を教 員養成 機 関の評価 に着 目 して概 説

してきた。最 後 に、米 国の状況 か ら、わ が国 にお け る教 員養 成 の質保証 、 さらに教員養 成

機 関 の評価 の あ り方 を考 える際 に考慮 に入れ るべ き点 を三 つ指摘 してお きたい。

　 一 点 目は 、教員 養成 の質保 証 の 主体 の問題 で あ る。 米 国 の場 合 は、連 邦 政府 、州 政府 、

ア ク レデ ィテー シ ョン団体 の三者 が 主体 とな る。 さ らに、教 員養成機 関に よる 自己評価 の

取 り組 み を入 れれ ば 四者 になろ う。 いずれ に して も、質 保証 の主体 が複数 存在 す る とき、

それ ぞれ の主体 の関係性 、 さらにはそれ ぞれ が行 う質保 証 の取 り組 み の位 置づ けが明確 で

なけれ ばな らな い。米 国 で も、 この点 は問題 とされ てお り、課程認 定制 度 とア ク レデ ィテ

ー シ ョンの境界 線 が揺 らい でい る こ とも事実 で あ る23
。 また 、連 邦教 育省 の報 告 システ ム

にお い て、州政府 が低 パ フォーマ ンス機 関 と定義 した教員 養成機 関 が、ア ク レデ ィテー シ

ョンを受 けてい る場合 が あ り、それ ぞれ の質保証 の 関係 性 が不 明確 であ る。 わが 国では 、

課程認 定制 度 に加 え、今後 は教職 大 学院 の認証評価 が始 ま り、教 員養成 を含 めた教 師教 育

分野 の質保 証政 策 は大 きな進 展 をみせ る こ とにな る。 そ の際 に、それ ぞれ の主体 に よる質

保証 が ど うい う位 置 づ けにな るの か とい う点 に関 して、明確 な位 置づ け を してお く必要 が

あるだ ろ う。

　 二点 目は、教 員養成機 関の多様性 を質保 証 にお いて どの よ うに扱 うのか とい う点で あ る。

米 国で は、教員 養成機 関 の多様 性 ゆえ に、ア ク レデ ィテー シ ョン団体 が 二つ存 在 してい る

状況 が あ る。 わが国 も米 国 と同様 に、 国立教員養 成 系大学 、 国公 立 大学の教 育学部 、大規

模 私 立大学 の教 育学部 、さらに は私 立大 学 の教職 課程 な ど、そ の種類 は多様 で あ る。「教員

養成機 関」 と一括 りで質保証 の議論 をす る際 に、 この よ うな 多様 性 の問題 は常 に考 えてい

か なけれ ばな らな い。

　 三点 目は、教 員養成機 関のア ウ トカ ム とい う視 点 の重要性 であ る。 高等教 育の質保 証 の

文脈 で は、教育成 果 とい う点はす でに一般 的 な ものであ り、機 関別認証 評価制 度 では学生

の成果 は重 要 な基準 の一つ とな って い る。専 門職 大学 院 の認証評 価 におい て も同様 で あ り、

む しろ専 門分野 の方 がそ の よ うな成 果 が強 く要 求 され るだろ う。 そ の よ うな中で 、わが国

の教員 養成 分野 につ いて は、成 果 の示 し方 とい う点 におい て 、まだ発展 途上 に ある。教員

免 許取 得者数 、卒業 率 といった一般 的 なア ウ トプ ッ トだ けで な く、教員採 用試験 の合格 率 、

修 了生 に対 す る勤務 学校 での評 価 な ど、教 員養成機 関の学 生 の成果 を様 々 な形 で捉 えて い

く必要性 を考 えな けれ ばな らない。

　 以上 の三 点は 、米 国の教員養成 の質 保証 をめ ぐるマ ク ロ的な視 点か ら捉 え られ る課題 で

あ る。 教員養成 機 関 に よる実 際の取 り組み な どの ミク ロ的 な視点 だ けでな く、高等教 育政

策 の枠組 み か ら見え る教 員養成 の あ り方 とい った別 の角 度 か らの分 析 を通 して 、 よ り示 唆

的な論 点 を提 供 で きる と考 え られ る。 これ らの点 は、今 後 の研 究課題 として提 起 してお き

たい。

注
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1 OECDに よ る教 員 政 策 の議 論 の展 開 に つ い て は 、二 宮 皓 「OECDの 教 員養 成 に 関 す る政

策 提 言 」 日本 教 育 大 学 協 会 編 『世 界 の 教 員 養 成Ⅱ －欧 米 オセ ア ニ ア 編 』 学 文 社 、2006年 、

141-160頁 、 を参 照 され た い 。

2「 課 程 認 定 （approval system） 」 とい う言 葉 で あ る が 、 後 述 す る よ うに 、厳 密 な 意 味 に

お い て 日本 の課 程 認 定 とは異 な る 点 が 存 在 す る。 しか しな が ら 「認 定 」 とす る と、 ア ク レ

デ ィテ ー シ ョン の 日本 語 訳 と混 同 され る こ と もあ る た め 、 本 報 告 で は教 員 養 成 プ ロ グ ラ ム

の設 置 を 州 が認 め る 制 度 とい う意 味 と して 、 一 般 に イ メ ー ジ しや す い よ うに わ が 国 で 利 用
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２－ １　 教員研修に関する先行研究

千々布敏弥 （国立教育政策研究所）

　 教員研修 に関す る先行研 究 を分類 す る視 点 と して、教師 の力 量 に注 目した もの、教 員研

修 制度 に注 目 した もの、教育 セ ンター に注 目した もの とい う３つ の柱 を設 定 した。 また 、

研 修 に関す る行 政調 査 の一 覧 も掲載す る こと とした。

　 教員研 修 に言及 した先 行研 究 を網 羅す るには ほ ど遠 い作業 となった が、本調査 研 究が参

照すべ き先行研 究 を概観 す る ことを意図 して本稿 を作成 した。

１． 教 師 の 力 量 に 注 目 した 先 行 研 究

　教師 の力 量 に注 目 した先行研 究 は、 教師 の力量 の全容 を体 系的 に記述 し、力 量項 目ご と

に研修 の方法 を考 察 した もの と、教 師 の力量 の形成過程 に注 目した もの に分 け られ る。

　 この二つ の研 究方法 論 の違 い を識 別 す る枠 組み を提示 したの が、 ドナル ド ・シ ョー ンの

『リフ レクテ ィブ ・プ ラ クテ ィシ ョナー （邦 訳 ：専 門家 の知恵 ）』 で あ ろ う。 シ ョー ン以

降 は、 教 師教 育 の キー ワー ドと して 「反省 的実 践 家」 「省 察」 「リフ レクシ ョン」 とい う

言葉 が多用 され る よ うに なって いる。

　 シ ョー ンの問題 提起 以 降、ア メ リカで はア クシ ョン リサー チや 日本 の授 業研 究が 教員研

修 の方法 と して注 目され るよ うにな って きた。 しか し、 日本 で は、昭 和62年 、平成9年 に

教育職 員養成 審議 会 か ら示 され た、教 師 の力量体 系仮説 に従 っ た研 修 体系 が続 いて い る。

平成11年 の教育職 員養 成審 議会答申 以 降 は、個 々の教員 の課題 に応 じた研 修機 会 を提供 す

る必 要性 が強調 され てい るが 、 リフ レクシ ョン概 念 を研修 体 系 に組 み入 れ る発想 は、 まだ

十分 でな い と言 え よ う。
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　 教 員研修 の機 会 を提 供す る教 育セ ン ター の組織 に関す る研 究 は あま りな い。 全国 教育研

究所連 盟 の年史 （10年史 、15年 史、20年 史 、30年 史 、40年 史、50年 史 ） による と、戦 後 、

教 育刷 新委 員会 の建議 と文 部省通 知 を契機 と して、教 育セ ン ターの前 身で あ る教育研 究所

が各都 道府 県 に設 置 され る よ うにな り、研修 機能 を併せ 持つ 形 で教育研 究所 が教育 セ ンタ

ーへ と変容 して きた。 そ の法律 上の位 置づ けは 地方教 育行政 の組織 及 び運営 に関す る法律

で 「地方公 共団体 は 、法律 で定 め る ところに よ り、学校 、 図書館 、博物館 、公 民館 その他

の教 育機 関 を設 置す るほ か、条例 で、教 育 に関す る専 門的、 技術 的事項 の研究 又は教 育関

係 職 員 の研 修 、保健 若 し くは福利厚 生 に関す る施 設そ の他 の必要 な教育機 関 を設置 す るこ

とがで きる」 と規 定 され た こ と以外 に、教 育セ ンター 関連 の法令 は整備 され ていな い。

　 西穣 司 「戦後 にお ける研修 行政 の特質 」 は、 国の施策 で理科 教育 セ ンターや教 育セ ン タ

ー が設 置 され た経緯 を分析 して いる。 日俣 周 二 ほか 「教 育セ ン ターの課題 と改 善の方 向」

は 、教育セ ンターが実施 す る研 修 と組織 に 関す る調 査 の結果 を分析 してい る。唐 寅 「教 育

研 究 ・研修 セ ンター等 の設置 と管理 運営 」 は、教育 セ ン ター設 置 のた めの条例 を分 析 して

い る。

　 都道府 県指 定都 市立 の教育研 究機 関は 、都道府 県指 定都 市教 育研 究所 長協議 会 （平成15

年 度 か ら 「都 道府 県指 定都市 教育セ ンター所長 協議 会」 に改組 ） を組 織 し、毎年調 査研 究

を行 って い る。平成 ９年 度 に行 った調 査 が 「経 験者研 修 に関す る調査 」で あ り、全 国 の経

験 者研修 を11の パ ター ンに分類 して分析 してい る。
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平成11年 以 降、多 くの教 育セ ンター が、 カ リキュ ラムセ ンター機 能 の充 実 を意 図 した組

織 改編 を行 ってい る。 カ リキ ュ ラムセ ン ター の理念 は元 文部省審 議官 中 島章夫氏 が提唱 し

た。 中 島氏 の構想 は複数 の論 文 で語 られ でい るが 、 もっ ともま とまった形 とな ってい るの

は、氏 が事務 局長 とな った 日本 教職 員組 合 「21世 紀 カ リキ ュ ラム委 員会 」の報告 書 『地

球 市民 を育 て る－学校 がつ くる 子 どもがつ くる わ た しの カ リキュ ラムー』 であ ろ う。

中島氏 の提案 を受 けて 、多 くの都 道府 県教 育セ ン ター がカ リキ ュラムセ ンター機 能 に取

り組 ん でい るが、 その実態 は 中島氏 の構想 とは異 な つてきて い るこ とを、千々布敏 弥 「教

育セ ンター にお ける 「カ リキ ュ ラムセ ンター機 能 」 をめ ぐる改革動 向」 が分析 してい る。

＜教 育 セ ンター に関す る研 究 ＞

・西穣 司 ,「 戦後 にお ける研 修 行政 の 特質 」,牧 昌見編 『教 員研 修 の総合 的研 究』 （ぎ ょ う

せ い）所収,1982

・日俣 周二 、阿部信行 、植 田弘一,「 教育 セ ンタ ー の課題 と改善 の方 向」,牧 昌見編 『教 員

研 修 の総合的研 究』 （ぎ ょ うせ い）所 収,1982

・唐 寅 ,「 教育研 究 ．研 修 セ ン ター 等 の設 置 と管理 運営 」,教 育行財 政研 究 （関西教 育行 政

学会）14,1987

・都 道府 県指 定都市 教育研 究所長 協議会 ,「 平成9年 度経験者 研修 に関す る調査 」,1998．3

・石 田美 清,「 都道 府 県教 育 セ ンター にお ける教 育相 談事業 の変容一 平成5年 度 と平成12年

度 の調 査 を比較 して」,上 越 教育大 学研 究紀 要21-2,2002

・藤 岡 達也 ,「 現職 教 員研修 機 関 （教 育セ ンター）の理科教 育 にお け る今 日的 な役 割 と新 た

な展 開 につ いて－ライ フステ ー ジに応 じた研 修 で の取組 と大 学 等 とのパ ー トナー シ ップ

構 築 の観 点 を 中心 に」,理 科教 育学研 究46-1,2005

＜ カ リキ ュ ラ ム セ ン ター 論 ＞

・中 島 章 夫
,「 カ リキ ュ ラ ム 変 革 と教 育 改 革 」 『中等 教 育 資 料 』,昭 和47年10月

・中 島 章 夫 ,「 カ リキ ュ ラ ム セ ン ター に つ い て の 提 案 」 『学 校 経 営 』,平 成 元 年8月

・中 島 章 夫 ,「 国 に も地 域 に もカ リキ ュ ラ ム セ ン タ ー を創 ろ う」人 間 教 育 研 究 協 議 会 編 『教

育 フ ォ ー ラ ムNo.22』,平 成10年

・21世 紀 カ リキ ュ ラ ム 委 員 会 ,『 地 球 市 民 を 育 て る －学 校 が つ く る 子 ど も が つ く る

わ た しの カ リキ ュ ラ ム ー』,1999

・千 々 布 敏 弥 「教 育 セ ン タ ー にお け る 「カ リキ ュ ラ ム セ ン ター 機 能 」 を め ぐ る改 革 動 向 」

国 立 教 育 政 策 研 究所 紀 要No.133,2004

4． 教 員 研 修 及 び 教 育 セ ン タ ー に 関 す る 調 査

各 教育委 員会 が実施 して い る研修 に 関す る調 査や 、研 修 の主 な実施機 関 とな ってい る教

育セ ン ター の組 織及 び運営 に 関す る調査 の概要 は表 の とお りで ある。

文部 科学省 教職員課 の調 査 は、毎年実施 され 、教 育委員 会月報 を通 じて公表 して い る （最

新 版 は平成18年 度 調査 の報 告 が 「教 育委員 会 月報 平成19年10月 号」 に掲 載 され てい る）。
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文部科 学省 は、都道 府 県、指 定都 市、 中核市 を対象 に、教育委 員会 が実施 して い る法 定研

修及 び経験者 研修 の概 要 を調査 して い る。初任 者研 修 と10年 経 験者研 修 は法定研 修 で ある

た めす べて の教 育委員会 が 実施 して い るが 、他 の経 験年 次別研 修 の実施状 況 は教育 委員 会

に よって異 な って い る。文部 科学 省調 査 では プ リコー ドに よって調査 して い るた め、経験

者研 修 の把 握 は不十分 となって い る。 教 育委員 会で は、 この ほか、職務 に応 じた研 修 （校

長研 修 、教頭研 修 、教務 主任 研修 等 ）や 、希望 者の みが参加 す る研修 （専 門研 修 とい う名

称 が多 い） な どを実施 してい るが、 これ らの実施状 況 を経年 的 に調 査 した ものは ない。

　 独 立行 政法 人教員 研修 セ ンター の 「都 道府 県等セ ンター情報 」 と都 道府 県指 定都 市教育

セ ンター所長 協議 会 の 「都 道府 県指 定都 市教 育セ ン ター 要覧 」 は、 ともに教育セ ンター の

組織 と予算 、実施 してい る研 修 の講座 数等 の情報 をま とめてい る。 前者 は 中核 市 の教育 セ

ン ター まで を含 み、後者 は都道 府 県指 定都 市 立機 関に限 られ てい る。

　 国立教 育政策研 究所 が実施 してい る 「地方教 育セ ンター 等 にお ける教職 員研 修講 座調 査」

は、教 育セ ン ター が実施 して い る研修 講座 の、個 々の講座 の情 報 に関す るデ ー タベー ス を

構 築 してい る。 同調 査 は、調査 に回答 しな い教育セ ンター の可能性 と、調 査対象 を教 育セ

ンター に限 って いる ため教育 委員会 が実 施す る研修 の状 況 を把 握 して いない とい う限界 が

ある。 教員研 修 の実施 主体 は、広 義 には教 育委員会 で あ るが、実 際の研修 担 当は教 育委 員

会本 課 、教 育事務 所 、教育 セ ン ター と分 かれ てい る。 そ の よ うな状況 に対 して平成11年 の

教 育職 員養 成審議 会答 申は 「各研 修実 施者 が実施 す る研 修 の内容 に重複 が 見 られ,必 ず し

も効率的 な研修 体系 となって いない 」 と批 判 した。 この答 申以 降、都 道府 県指 定都 市 の教

育委員 会で は研 修 の実施担 当を教育 セ ン ター に一元 化す る傾 向が見 られ るが、 そ の状 況 は

教育委 員会 に よって異 な ってい る （研 修 の一 元化状 況 は、全 国教育研 究所 連盟 「教 育課 題

調査」 が調査 して い る）。

　 全 国教育研 究所連 盟 は 、都道 府 県市 町村 立教 育研 究機 関 が加 盟す る組織 で あ る。都 道府

県指 定都 市の教 育セ ン ター は全 て加 盟 し、市町村 の教 育セ ンターは約 三分 の一 の機 関が加

盟 して いる。 同連 盟 は平成16年 度 か ら加 盟機 関の活動 状況 を把握 す る 「教 育課題調 査」 を

実施 してい る。調 査項 目は、 カ リキ ュラムセ ン ター機 能 の取組 、研修 の一 元化 、研 修 の成

果評 価 、時間外 ・土曜 日開館 状況 、 出前 講座 実施 状況 な どであ る。

　 （社）日本教 育工学 振興 会が 文部科 学省 の委託 を受 けて実施 した 「各 教 育委員会 の実施 す

る教員研 修 の実施 に関す る調査研 究 報告 書」 は、都 道府 県指 定都 市中核 市が実施 してい る

研 修 の全容 を把握す る こ とを意 図 して いた が、調 査対象 が教 育委員 会 の研 修担 当者 に限 ら

れ て お り、教 育セ ンターが調 査対象 に含 まれ て いな い こ と、法定研 修 の他 は教務 主任 等研

修 と管理職研 修 の2種 類 の調 査票 しか設 定 しな かっ たた め、経 験者研 修や 専 門研 修 の全容

は把握 で きてい ない。しか も、報告 書 では全 国の状況 を数値 で ま とめ るに とどま ってい る。

　 文 部科 学省 が平成19年 度 に開催 した 「教 員研 修 研 究協議 会」 にお いて、参加 教 育委員会

に研 修 に関す る資料提供 を求 め、それ をその ままハー ドコ ピー して冊子 に した のが 「教 育

委員 会 にお ける教 員研修 の改 善 ・充実 に関す る取組 状況 」で ある。この資料 を分析 すれ ば 、

各教 育委 員会 が実施 してい る研修 の全容 を把握 す る こ とは可能 で ある。
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　 2－2　 教 師 の 省 察 と実 践 的 指 導 力 の 形 成

－教師 の 「リフ レク シ ョン」の枠組み とその実際 －

下田　好行 （国立教育政策研究所）

1　 は じめ に

　人間は壁 にぶち当たった とき、 自己と対峙す る。そのとき、自己の内面 と向き合 い、そ

の時の感情 を味わいなが ら、時間経過 とともに 自己を客観視 してい く。 ここに教師 として

の自己成長 が垣 間見 られ る。教師の実践的指導力 を考えるとき、 この自己 と対峙する時間

と場所 を確保す ることが重要である。また、実践的指導力 を向上のための自己 と対峙す る

方法論 も同時に必要になって くる。そ こでこの研究では、教師の実践的指導力向上のため

に、教師が 自己と対峙す る方法論 を構築 し、それ を実際 に教師に適用 し、この方法論の現

実への適用可能性 を解釈 してい くことを目的 とす る。教師が自己 と対峙す る方法論 として、

下田は 「教師の リフレクション」の枠組み を構築 した。 この教師の リフレクシ ョンの枠組

み を使い、実際にＧ教諭が 自らを振 り返 り、教師 としての実践的指導力を形成 してい くあ

りよ うを追究す ることにする。 Ｇ教諭は、道徳 と特別活動、総合的 な学習の時間 とのクロ

スカ リキ ュラムとして位置づけた 「思いや り支 え合い」の授業 を行 った。教師の リフ レク

シ ョンは この授業 のなかで行 った。

2　 教 師 の 省 察 と実 践 的指 導 力 の 形 成

（1）　 教 師の省察 と実践的指導力

　佐藤学は教師の専門的力量を2つ の側面か ら捉 えてい る。 「技術的熟達者モデル」と 「反

省的実践家モデル」である。佐藤 は反省的実践 （省察）に よって、教師 は専門的力量を高

めてい くことができるとしている。 （1）教師の専門的力量を考えた場合、特 に重要 となっ

てくるのはこの 「省察」である。教師は児童生徒 との関係 の中で、心理的文脈 を考 え、状

況的な判断を行な う。 このよ うな思考様式は、 自 らの実践を振 り返 るとい う省察の作業を

通 してでなければ形成 されない。

（2）　 授 業研究の彼方に見える教師の授業観 ・教育観

　教師は教育や授業実践のなかで何かに とらわれて しま うことがよくある。 そのよ うな と

き教師は児童生徒の内面をもはや理解 できな くなってい る。そ して内面の葛藤 を後々まで

ひ きず り、教師の指導や授業 自体 もどこかぎ くしゃ くして しま う。教育実践や授業研 究に

おいては、こ うした教師の内面の矛盾 を分析 の対象 とす る必要があ る。 こ うした内面の矛

盾の影には、教師 自体の信念 （ビリーフ）や価値観が介在 してい ることが多い。例 えば下

田好行は授業者 の信念や価値観 が授業に深 く影響 を及ぼ していることを確認 した。（2）

　強い信念や価値観 は教師 のとらわれ となって、時 に授業の流れを滞 らせ る。教師は 自己

の内面にある、この信念や価値観の存在に気づ くことができれば、 この とらわれか ら開放

され るであろ う。そのためには教師が 自己の指導 を振 り返 ることが必要になって くるので

ある。 このことは実際の授業場面に も適用できる。授業 では、教師の願 い と児童生徒 の思

-337-



いを汲みたいとす る葛藤場面が よく見 られ る。教師は 「授業を こうしたい」 とい う願 いを

持ちなが らも、　 「教え込んではいけない」 とす るビリーフにとらわれ、教師の願い を抑 え

児童生徒 の思いを汲 もうと場面が垣間見 られ る。支援 とい う言葉にこだわるあま り指導を

躊躇す るのである。 このことは中央教育審議会教育課程部会 「幼稚園、小学校 、中学校、

高等学校及び特別支援学校 の学習指導要領 の改善について （答 申）」　 （平成20年1月17

日）で も問題 とされた。

　 この ように教師の内面での葛藤 ・矛盾 に触れ る授業研究が必要になって くる。教師の内

面での 自己矛盾 を気づ き、解釈 できる授 業研究の方法が開発 され る必要があるのである。

（3）　 教師の省察による授業研究手法

　 この省察を授業場面 にも応用 しよ うとす る試みがある。澤本和子 は授業 を省察する授業

分析の方法を提案 してい る。澤本はこれ を 「授業 リフレクシ ョン」 と呼んでいる。 リフレ

クシ ョン（reflection）とは一般に反省の意味であるが、澤本はこの言葉は押 し付 けがま しい

イメージがあるとして使用 していない。授業改善 とい う前向 きなイメー ジを出す ために「振

り返 り」 とい う言葉 を使用 してい る。 （3）

　 また、浅田匡は授業における児童生徒 の理解 と教師による自己理解 とを目的 とした 「授

業 日誌方式」 を提案 してい る。授業 日誌 は一 日の学校生活 における場 面 （授業状況）、対

象児童 ・生徒 （全体 ・グループ別 ・個人）、手立て、その手立てを用いた理 由を月日ごと

に記入す るものである。 また一 日を振 り返って気になる児童 ・生徒についても記入できる

もの となっている。 この研究 を通 して浅 田は、　 「教授行動お よび教師 自身を 自己認識 ・自

己理解す ることは授 業を進める場合の一歩であ り、 しか もそれな くしては授業改善はでき

ない」 と結論づけている。（4)この研究は児童生徒 の認識 の深ま りを時系列 に追 うことがで

きる方法 として有効である。 しか し記述 された授 業 日誌 を解釈す るのが教師個人に限定 さ

れ ることで、教師の見えない部分への気づきが薄 くなるのではないかと危惧 され る。

2　 教 師 の リフ レク シ ョンの 枠 組 み

（1） 教師の リフレク ションの枠組み

　 下田好行は教師の リフレクシ ョンの枠組み を開発 した。教師の リフレクシ ョンにおいて

は、教師に次のよ うな形式で授業の記録 を書き残 してもらった。 この記録 をプロセス レコ

ー ドと呼ぶ ことにす る
。以下に教師の リフ レクシ ョンの枠組みを紹介す る。 （5）

　　 〔月 日／児童生徒の具体的な言葉 ・行動）／教師のその時の言葉 ・行動 ・内面での感

じ方／教 師が後で考えたこと〕

　　 「児童生徒 の具体的な言葉 ・行動」 は、児童生徒の気 になる言葉 ・行動 を教師が主観

を交 えず 、その客観的事実を具体的に記述す る部分である。 「その時の教師の言葉 ・行動 ・

内面での感 じ方」は、児童生徒の言葉 ・行動がその時の教師の内面に どのよ うな感 じ方 を

もた らしたかを具体的に記入す る部分である。 この部分は教師の本音や主観 的な心情を素

直に表現 した方が、教師の リフ レクシ ョン としては正確なデータが得 られ る。 まず この2

つの部分 を記入す る。 次に 「教師が後で考 えたこ と」 を記入する。 この部分 は教師が児童

生徒 と教師 自身 とのや りとりを授業全体 の流れ の中で捉 え、児童生徒 ・教師それぞれの発

言 と行動の意味を解釈す るものである。これ はそのエ ピソー ドがあった時よ りも少 し時間
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をおいて行 う。そ うしない とそのエ ピソー ドを時間の流れ の中で構 造的 に捉 えるこ とがで

きないか らである。 こ うした作業 を継続的に行いプ ロセス レコー ドとしてス トック してお

く。次にこのプロセス レコー ドを教師 が リフ レクシ ョン分析の支援者 とともに振 り返 る。

このカンファランスは少 し時間をおいてか ら行 う。ある程度のエ ピソー ドがス トックされ

た段階で定期的 に行 う。 ここでは教師 はこのプロセス レコー ドを支援者 とともに見返 し、

児童生徒 の内面的変化の脈絡 を追 う。 また教師が 自らの感 じかた ・考え方のパ ターンに気

づいてい くことを目指 してい る。例 えば、教師が指導を行 うとき、教師が何かにつまず き、

その指導がぎくしゃ くす ることがある。 このぎ くしゃ くの背後には教師の内面が大き く原

因 している。 これは教師 自身 の信念や価値観 の部分である。時 に強い信念や価値観 はこだ

わ りを生む。強いこだわ りは とらわれ を生み、教師の指導 をぎ くしゃくさせ る。そのよ う

な場合、教師が 「何 にとらわれているのか」 に気づ くことができれば、教師はその場面 を

流す ことができ、指導はスムーズに流れてい くのである。

（2） 教師の リフレクシ ョンにおける分析者 と支援者

　支援者 と共に振 り返 ることは、教師がひ とりの解釈では捉 えられない部分を導きだ させ

るために行 う。教師の リフ レクシ ョンの支援者 は、教師が 自らの実践を振 り返 ることを手

助けす る役 目を持ってい る。いわば教師 の内面を映 し出す鏡 の役割 を果 た してい く。教師

の直面 してい る問題 の背後には、強すぎるこだわ りや とらわれが潜んでいる。 こ うした こ

だわ りや とらわれ を映 し出 して、教師 自身が認知 していけるよ うに手助 けをす るのである。

そ して、教師が 自分の とらわれ を自分での解釈 できるように援助す るのである。 とか く人

間はとらわれて しま うと、そのこと以外 には 目が向かな くなって しま う。 また一面的な見

方 しかで きな くなって しま う。そのよ うな時 は、広い視野か らその問題 を見つめ直す必要

がある。そのよ うな とき、支援者の存在 とその役割 が重要 になって くるのである。一方、

支援者 には注意 を要 さな くてはな らない ことも存在す る。それは支援者が 自分 自身の解釈

を教師に押 しつ けてはな らない とい うこ とである。 あ くまで も支援者 は教師の解釈 を援助

することに徹す るべきである。教師の言葉に耳を傾 け、あいづちを うった り、教師の言 わ

ん とす ることを要約 した り、教師 の思いを汲んで言語化 した りす ることが重要 となる。

（3）教師が内面での深い部分 を語るとい うこと

　 教師の リフレクションの中で特 に重要 な部分は、　 「児童生徒の具体的な行動」に対す る

「教師の内面での感 じ方」である。 この感 じ方 が教師の内面の深い部分 か ら出る必要があ

る。 この感 じ方が自己の内面深 くか ら出ない と、分析 は浅いものになって しまい、教師は

自己の本質 に迫れ なくなって しま うか らでる。教師が 自己の内面の深い部分を語 り出すた

めには、受容的な雰囲気が必要である。支援者 は教師の存在 を受け入れ、批判せずに教師

の言葉 に耳を傾 けなけれ ばな らない。少 しでも教師に教 えてあげようとす る意識が支援者

のなかにあれば、教師は心を閉ざして しま うであろ う。支援者 と教師 との信頼関係 を築 く

ことがまず先決である。

3　 「思 い や りと支 え合 い の授 業 」

下 田が開発 した教師の 「リフレクシ ョン」の枠組みを授業のなかで使 用 し、その有効性

と課題 を追究す ることにす る。題材 は 「思 いや りと支え合い」 の授業 （Ｇ教諭指導 ：長野
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県 Ｅ市立Ａ小学校教諭）である。 この授業は道徳 と特別活動 ・総合的な学習の時間のクロ

スカ リキュラム として組織 された。なおこの研究では、児童が特定 されないよ うに、児童

の氏名、学校名 は伏す ことに した。実践 を行った時期 も過去3ヶ 年以内の ものとだけ記す

ことにす る。

（1）　 学級崩壊 に至る経過

　 Ｇ教諭 が実践を行った のはＡ小学校の5年 生のクラスである。男子15名 、女子15名 の

計30名 か ら構成 され る。昨年1年 間で、諸事情等で担任 が3人 も代わった ことによ り、児

童は精神的に不安定にな り （Ｂ子）、徐 々にま とま りが崩壊 してい った。力のある者 （Ｃ男）

を中心に、集団生活を送 る上での必要なルール等 を無視 した 自己中心的 な行動 を起 こした

り、クラスでの弱い立場 の児童 （Ｄ男）への侵害行為等が頻繁に起 こるよ うになったので

ある。 さらに、3学 期 はその状態がひ どくな り、一斉授業が困難 な状態へ となった。そ こ

でＧ教諭は、新学期にな り新 しく担任になるにあた り、　 「思いや りと支 え合い」をクラス

のテーマ とし、学級経営 を行 った。

（2）　 「思 いや りと支 え合い」の授業

1） 単元計画

　 クラスにい じめをな くすために、 「思いや りと支 え合い」の授業 を道徳 と特別活動 ・総

合的な学習の時間 とのクロスカ リキュラムで行った。道徳は4月 に教材 「リヤカー遠足」

を通 しての話 し合い活動 （1時間）、7月 に教材 「わた しのいも うと」を通 しての話合い活

動 （4時間）、11月 に教材 「みわ子 の 日記」を通 しての話 し合い活動 （6時 間）を行った。

特別活動は、5月 に 「太郎 山遠足」の活動 （6時間） を行った。総合的 な学習の時間では、

8月 にＦ敬老園 との1回 目の交流会 （3時間）、11月 に2回 目の交流会 （3時 間）、2月 に

3回 目の交流会 （3時 間） を行 った。

2）　 「思いや りと支 え合い」を支える授業の内容

①道徳 の内容

　 5月 に行 われ る学校行事である 「太郎山遠足」 を想 定 して、4月 に主題名 「リヤカー遠

足」 （6）を扱 った。両足 が不 自由のために毎年遠足を欠席 していた主人公 ゆみ子をクラス

みんなで支 えて、 リヤカー を利用 しなが ら遠足に連れ て行った とい う内容 のものである。

中心発問 「もし、このクラスでも登山 してい る時 に、歩 けな くなって しまった人がいた場

合、ゆみ子 のク ラスのよ うな支え合いができるだろ うか ？」 に対 して、児童は沈黙 の後に

「ぼ くたちのクラスでもできます。ゆみ子 のクラスの ようにな りたいです。」と発言 した。

他の児童 も同 じ願いを持 ってい ることを確認できた。

　 7月 に行 った主題名 「わた しのい も うと」 （7）は、主人公 の妹がい じめを受けて学校 に

行けなくな り、やがて病気にな り命 を落 として しま うとい う内容 のもので ある。授業では

実話 であることを押 さえた うえで 「い じめは人 を死に追いや るほ ど恐ろ しい もの」 である

とい うことを話 し合 った。授業の感想発表の場面で Ｃ男は、　 「自分 も4年 生の時にＤ男に

対 して酷 いい じめをして しまった。今は とて も反省 しています。」 と、授業のなかで告 白

した。 Ｃ男以外 にも多 くの児童が、　Ｄ男 ・Ｂ子 に対 してのい じめについて告白 した。 この

「わた しのい もうと」は、子 どもたちの心に響 く教材 であった。
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　11月 に行 った主題名 「みわ子の 日記」 （8）は、い じめを受 けてつ らい思いをしてい る

級友に対 し、主人公みわ子が勇気 を持 って立 ち上がった とい う内容 のものである。 主人公

みわ子の、い じめを阻止す るために立 ち上が った心情 と勇気について話 し合った。　 「もし

か した ら、 自分はい じめ られ るのがこわいか ら、みわ子の よ うにい じめを止め られ ないか

もしれ ない。で も、勇気 を持 って止めたい。」な ど、多 くの児童が 自分 の気持 ちを告 白し

た。

② 特別活動の内容

　 5月 に行われ る学校行事の 「太郎山遠足」 をメイ ンに位置づけた。太郎 山の登山道は険

しく、小学生が登るには難易度が高い と考え られ る。 Ｇ教諭 が担任す るクラスには、肥満

傾向の児童 （Ｂ子）がお り、クラス全員で支 え合 っていかない と全員が頂 上を登 り切 るこ

とは難 しい。そ こで 「思 いや りと支え合い」 のテーマが達成 できるのではないか と考 え、

学校行事の一貫 と して 「太郎山遠足」 を位置づけた。 予想通 りＢ子が登山途 中で腹痛 を訴

え、 しゃがみ込んで しまった。それを見たＣ男 を中心 とす るクラスの児童は、道徳で行 っ

た主題名 「リヤカー遠足」を思 いだ し、Ｂ子 を励 ま した り、 リュックを持 って手 を引い た

り、 後 ろ か ら押 して あ げ た り し た 。

③ 総合的な学習の時間の内容

　総合的 な学習の時間では、地域の老人福祉施設 （Ｆ敬老園） との交流学習 を行い、 日常

の社会が人々の支え合いや助け合いで成 り立っていることに気づかせ よ うとした。 このこ

とを高齢者 との交流活動 によって、児童の思いや りの心を育んでで行 こ うとした。1回 目

の交流会では、高齢者 と一緒に歌や手遊び歌を行った。2日 目の交流会では、高齢者 と一

緒 に楽器演奏 を行った。3回 目の交流会では、自分たちが作った紙芝居 を高齢者 に発表 し

た。1回 目の交流会では、子 どもたちは緊張 しながらおそるおそ る高齢者 とかかわってい

た。 しか し、2回 目 ・3回 目と交流を重ねる うちに、 しだいに緊張 もとけ、お互いの名前

を覚え合 うところまで親密 になっていった。毎回涙 を流 しなが ら喜ぶ高齢者の姿に児童は

大きな満足感 を得ることができた。特 に4年 生の時にＤ男 をい じめた Ｃ男 は、 この交流会

で リーダー的な面を発揮 した。

4　 「思 いや りと支 え 合 い」 の 授 業 の教 師 の リフ レク シ ョン

（1）　 教師の リフ レクシ ョンの対象 とな った児童

　今回の教師 リフレクシ ョンでは、Ｄ男 を中心に見てい くことにする。そ こで、Ｄ男を中

心 としたプ ロセス レコー ドを作成 した。下田は Ｇ教諭 と教師の リフレクシ ョンを3回 行 っ

た。10月21日 、10月31日 、12月28日 である。 さらに、10月31日 と11月28日 には、

下田は授業参観 も行った。

（2）　 Ｄ男について

　今回教師の リフ レクシ ョンの対象 とな るＤ男は、生まれつき両耳に障害 を持 ってお り、

小 さい頃、耳の形成手術 を受けた。 さらに難聴 で両耳に補聴器をつけてい る。 また、ラ行

の構音障害も持っている。 しか し、 日常生活では特に支障 もなく生活 してい る。補聴器を

付 けてい ることと耳の形成手術 を受 けた ことか らい じめの対象にな り、昨年度 はい じめを

Ｃ男 らを中心 とす るグループか ら受 けた。耳の ことをか らかわれた り、バイキン扱 いもさ
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れ た。本人は知的な能力 は高いものを持ってい るが、精神的に幼 さが残 り、かかわ りのス

キルが形成 されていない。そのためにちょっとした ことでも怒 った り泣いた りす る。その

ことが周 りの児童 にはお も しろおか しく映 り、い じめをエスカ レー トさせ ている要因にも

なった。

（3）　 Ｄ男のプロセス レコー ドと教師の リフレクシ ョン

1） プ ロセ スレコー ドと第1・2回 目の教師の リフレクシ ョン
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　上記 のＤ男を中心 とした1学 期のプ ロセス レコー ドを もとに、下田 とＧ教諭 は10月21

日と10月31日 の2回 にわたって、教師の リフ レクシ ョンを行 った。 この結果、次のこと

が明 らか となった。

①　 Ｄ男がい じめを受 けた原因が見えて きた。 Ｄ男は難聴 による補聴器をつ けてい るこ と

で昨年度い じめを受 けた。 しか し、このい じめはＤ男 の側 にも問題があったのではない

だろ うか。Ｄ男には状況判断ができず、 してはいけない ことを して しま うところがある。

この ことで周囲の児童か ら注意 されて も、それを 「い じめられた。」 と被害妄想的 に捉

えて しま うところがある。 この ことは高原学校 のエ ピソー ドか らも分か る。 この部分 が

今までＧ教諭には見えなかった部分であった。Ｇ教諭 は今後 はＤ男に対 して 「その都度、

その場で 「正 しい ことをきちん と教えてい く」指導が必要で ある」 と気づいた。

② ふだんは自信がな さそ うにお どお どとしているD男 が 「Ｆ敬老園 との交流会」では、

高齢者 と積極的 にかかわ った。 この Ｆ敬老園での高齢者 との交流活動 は、Ｄ男 に対 して

満足感や 自信 を与 えてい く有効な活動になった。 Ｇ教諭 はこの 「Ｆ敬老園 との交流を通
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してD男 を指導 してい きたい と」 と気 づい た。

2） プ ロセ ス レコー ドと第3回 目の教 師 の リフ レク シ ョン
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　上記 のD男 の2学 期 のプ ロセス レコー ドをもとに、12月28日 に下田 とG教 諭 は3回 目

の教師の リフ レクシ ョンを行 った。その結果、次のことが明 らかになつた。

① 運動会のエ ピソー ドから、D男 は母親に甘や かされて育 ってい るよ うに見 うけられた。

その結果、周囲への児童 に対す る配慮 に欠け、状況判断の悪 さの原因になつてい るので

はなかろ うか。G教 諭 は今後D男 に対 して、情緒的 な安定 を図る とともに、D男 に対 し

て、正 しい ことをきちん と教えてい くことが必要であると考えるよ うになった。またD

男の母親 に対 して も 「D男 の将来について話 し合 う必要がある」 と気づいた。

② 　G教 諭は 「3回 目のF敬 老園の高齢者 との交流場面で、D男 に気働 きをさせ るよ うな

場面 （細かな指示は しないで、状況判断で動 くよ うな場面）を設定 したい」と考えた。G

教諭 はこの 「F敬 老園 との交流会」はD男 に状況判断 （気働 き）の学習の機 会を与 える
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よい機会であることに気づいた。

③　 F敬 老園での高齢者 との交流は、D男 に地震 と満足感 を与 えるよ うになった。　D男 は

F敬 老園での学習に喜びを見いだ していることが確認できた。G教 諭 は 「少 しずつでは

あるが、D男 の情緒 も安定 していき、 自分の悪い所 にも目が向 くよ うになった。」 と語

った。G教 諭 はD男 に対 して今後 もF敬 老園の高齢者 との交流 を通 して 「情緒的な安 定

を図ってい く」 と考えるに至った。

５　 多 人 数 グ ル ー プ に よ る教 師 の リフ レク シ ョン

前述 した教師の リフ レクシ ョンは、主に下 田とG教 諭 との間で行われ た。 これは多人数

による リフ レクシ ョンが、時間の関係上設定できなか ったためである。 そこで2月8日 に

多人数 による教師の リフ レクシ ョンを国立教育政策研究所で行 った。出席者 はG教 諭 （長

野県E市 立A小 学校） ・下田好行 （国立教育政策研究所）、H教 諭 （長野県公立 中学校）、

Ｉ教諭 （長野県公立中学校）、J助 教授 （神奈川県私立大学）、K元 教諭 （東京都私立小

学校）であった。多人数 による教師の リフ レクシ ョンの結果、G教 諭は次の ような感想 を

持つた。

（1）　 多人数による教師の リフレクシ ョンで出されたコメン ト

①　 D男 について

・　 D男 の母親 との関係 について

　 G教 諭 は 「D男 への見方が否定的であったか もしれない」とい うコメン トを受け入れた。

否定的な見方になって しま う要因として、 「D男 の母親 に対す る苦手意識 とそのためコミ

ュニケーシ ョンが円滑 にできない」ことも感想 として述べた。 「D男 を見 る時に、D男 を

見なが ら同時に母親の存在を見ていたのではないか」 と語った。 「今後はできるだけD男

の母親 とのコミュニケーシ ョンが円滑に取れるよ うに働 き掛けてい くことが大切だ と感 じ

た。 またD男 の母親 の対応 に苦慮 した ときは、一人で抱 え込まず に同僚 などに相談 してい

くことが重要である」 と語 った。

・　 D男 との対応について

　 G教 諭 は 「D男 の望 ま しくない言動については、ただ叱る とい うことだけでな く、一呼

吸おいて、 「どうしたの ？」 「何かあつたの ？」 と聞きなが ら対応 してい くことも重要で

ある と感 じた。」 と語 つた。

（2）　 G教 諭の リフ レクシ ョンに対する参加者の コメン ト

　輿幸雄 はG教 諭の リフレクシ ョンに対 して、次のよ うなコメン トを語 った。

　 「複数 による リフ レクシ ョンの有効な点は、言 うまでもなく複数の視点から示唆を受 け

られ るこ とである。それ だけにより客観的に検証す ることができる。G教 諭の リフレクシ

ョンでは、G教 諭のD男 に対す る内面の動 きが吐露 されていた。そ してD男 の母親の影 に

強い反応 を示す ことが示唆 された。複数 のさまざまな振 り返 りの中でG教 諭が気づいてい

った場面である。 同時に リフレクシ ョンの参加者 も、 自身 の経験や価値観 を振 り返ってい

た。D男 の事例 を通 して、 自分の経験や価値観 か ら振 り返 り、　G教 諭 に示唆を与 えようと

していたか らである。意見 を交換す る中で リフレクシ ョンの参加者 の、内面の動 きも映 し

出されていた といえる。」

-346-



6　 教 師 の リフ レク シ ョ ンの現 実 へ の 適 用 可 能 性

（1） 教師の リフレクシ ョンか ら分かった こと

　 今回のG教 諭の実践に対 して、教師の リフレクションを行 った。下 田が支援者 とな りリ

フ レクシ ョンを行ったのが3回 、多人数 による リフレクシ ョンを1回 行 った。その結果、

次の ような ことが明 らかになった。

①D男 のい じめを受 けやすい因果関係 ・心理的脈絡が理解できた。

　 D男 は周囲の ことを　 考えない、状況判断 の悪 さがあ り、 これが周 囲の児童 にひん しゅ

くを買 う要因にもなっている。 これは母親 の養育態度に も関係 あることが推察できた。

②D男 の指導方針が見えてきた。

　 F敬 老園での高齢者 との交流活動はD男 に対 して、 自信 と喜び を与えるもの とな り、 こ

れがD男 の内面の深ま り、情緒の安定に大き く影響 を及 ぼ した。G教 諭は このF敬 老園で

の高齢者 の交流活動 を通 して、D男 に気働 き ・状況判断の感覚 を育成で きる と気づいた。

③ 教師の実践的力量の向上に対す る自覚を促 した。

　 多人数 リフ レクシ ョンにおいて、G教 諭 は 「D男 よ りC男 のほ うが好意的である」 とい

う指摘 をカンファランスのなかで受けた。この指摘を通 してG教 諭は 「D男 の背後にある

母親への苦手意識がD男 に投影 され、D男 に対 しての気分を決定 していた」 ことに気づい

た。」このこ とを自覚 してか らG教 諭 は 「気分がす っきりした、楽になった。」と語 った。

そ して 「何事 も自分一人 で考えないで職場 の同僚 に相 談 していこ う」 とい う気分 に変わっ

ていった。このエ ピソー ドはG教 諭が教師 としてひ とつの壁 を乗 り越 えた ことを意味す る。

とらわれ か ら解放 され新 しい世界観 を手に入れ たことを象徴的に暗示 している。 この こと

こそが教師 としての実践的力量の形成であると筆者は考 える。

（2） 教師の リフ レクションとい う研究方法 に対 しての意見

　 多人数 グル ープによる教師の リフ レクシ ョンが終わった数 日後 、G教 諭 に対 して授業 リ

フ レクシ ョンとい う研究方法 に対 して率直な感想 を聞いてみた。G教 諭 は次のよ うに語っ

た。

　 「簡 単にできるので長期 にわたって進 められ る点がよい。また支援者 の存在 により、 自

己思考パ ターンをメタ認 知できる点がよい。 さらに、児童 をバ ラバ ラな点ではな く、点 と

点 を結び付けた線 として、捉 えることができる点がよい。一方、多人数 による教師 の リフ

レクシ ョンでは、 より多角的な視点で リフレクシ ョンが行 える点が よかった。」

（3） 研究 と しての教師の リフ レクシ ョンの現実への適用可能性

　 教師の リフ レクシ ョンを通 して、G教 諭 は自らの教育実践上 の課題、葛藤 について、気

づきを深 めることができた。この気づ きは 「関係の中を生きる一人 の人間 としての気づ き」

で もあった。そ こか らは教師 としての実践的力量の向上、一人の人間と しての 自己成長 も

確認す ることができた。今回は、 （1）（2）で述べたことをもって、教師の リフ レクシ ョンの

現実への適用可能性 と解釈す ることができた。

（4） 教師の リフレクシ ョンの課題

1） 教師の授業観の分析

　授業の中で出てくる教師のこだわ りや感 じ方 ・考え方のパ ターンを分析することが、今
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後課題 となって こよ う。 このことは教師の実践的力量 を向上 させ る うえで重要な事項であ

る。 この教師の リフレクションは慎重に行わな けれ ばな らない。それ はこの リフレクシ ョ

ンが、教師 自身の授業観や教育観 に関わってい くか らである。 これはひいては教師 自身の

生き方や価値観 にまでやがては抵触 してい くか らである。そ うなるとこの ことは大変慎重

に扱わな ければな らない事項になって くる。児童生徒 との関わ りにともな う、ひ とりの教

師の存在 自体 を含 めた リフレクシ ョンになってくるか らである。教師のや る気 をそ ぐよう

な教師の リフ レクシ ョンに してはならない。教師の明 日の活力を生み出す教師の リフレク

シ ョン としなければな らない。

2） 教師の リフレクシ ョンにお ける教師 と支援者 との信頼 関係 の構築

　今回の教師の リフ レクシ ョンは、下 田とG教 諭が既 に知 り合いで あ り、人間関係 ができ

ていたことが有効に働 いたと考 えることができる。 この ことは多人数 グループによるリフ

レクシ ョンでも同 じであった。 メンバーは既 に顔 なじみであ り。人間関係 はできていた。

その ような受容的な雰囲気だか らこそ、教師は 自己開示できたのであろ うと考え られ る。

したがって教師の リフレクシ ョンの方法が どのよ うな人間に対 しても共通 に扱えると考 え

るのは早計である。 まず は人間関係 を構築 してい くことか ら始める必要がある。下 田は佐

藤学が言 うように 「同僚性」の中で、 この授業 リフ レクションを扱 ってほ しい と考える。

しか し、同 じ職場で行 うと、教師 どうしの利害や人間関係に影響 され、多人数によるリフ

レクシ ョンの ときに、教師が 自己開示できないこ ともある。む しろ学校 か ら離れた研究会

で行った方が効果的ではなかろ うか。
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　 2－3　 ア メ リ カ 合 衆 国 に お け る 教 師 の 力 量 形 成

一 反 省 的 実 践 家 と して の 教 師 の 視 点 か ら 一

　 松尾　知明 （国立教育政策研 究所）

アメ リカ合衆国 （以下、アメ リカ と略す）においては、1983年 の 『危機に立つ国家』を

契機 に、国際社会における経済的な競争力の回復 をめ ざし、国家戦略 として教育改革が大

　 きな展開をみせ るこ とになる。その動きのなかで、子 どもの学力向上の担 い手 となる教師

の力量形成 をめざした教師教育の改革が注 目を集 めてきた。そ こでは、教師の専門性 をい

かに捉えるかが大きな課題 の一つであった。

本稿 では、アメ リカにおける教師の専門性に関す る2つ のパ ラダイム とそれ にもとづ く

教師教育プ ログラムについて検討する とともに、「反省的実践家 （reflective practitioner）」

の視点か ら教師の力量形成 について考察 したい。

1． 教 師 教 育 の 展 開

　『危機 に立つ国家』以来、ブ ッシュ大統領 による 「教育サ ミッ ト」の開催 と 「全国共通

教育 目標」の発表 （1989年 ）、その 目標の達成戦略である『2000年 のアメ リカ』の発表 （1991

年）、路線を引き継いだク リン トン大統領 による 「2000年 の目標　 アメリカ教育法」の制

定 （1994年 ）、ブッシュ大統領 による 「No Child Left Behind」 法の制定 （2002年 ）など、

　 教育が国家的な関心事であ り続 けるなかで、アメ リカでは、スタンダー ドとアカ ウンタビ

リティを基礎 に した教育改革が進 められていった。

教師をめぐっては、当初の関心は薄かったものの、1986年 のカーネギー委員会の 『備 え

　 ある国家 －21世 紀の教師』、ホルムズグループの 『明 日の教師』の2つ の報告書 を契機に

　 状況は一変 し、教師の専門職性 を確 立する動きがみ られ るようになった。教師の専門性向

　 上を意 図するこれ らの報告書の問題提起はその後の教師教育改革の流れ を方向づけ、優秀

な教師の満たすべ きスタンダー ドを開発 し、それ に基づいた上級資格証 を付与す る 「全米

　 専 門家教 育基 準委員 会（National　Board for Professional Teaching　 Standards、 略称

NBPTS） 」、あるいは、大学の教員養成 と学校 との結びつきを強め、学校 を基礎 に して教員

の力量形成を促す 「専門職能開発学校（professional development　 school、 略称PDS） 」の

構想 を含む提言な どが、現実の ものとなっていったのである。

ただ、教師教育をめ ぐっては、スタンダー ドとアカ ウンタビリテ ィを重視す るといった

　 動 きは共通 してあるものの、教師の専門性 については、後述す るよ うな、対立 した見解が

　 認 められ る。

　 2， 教 師 の専 門性 をめ ぐって

（1） 技術的熟達者 と反省的実践家
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　 ドナル ド・シ ョー ンは、専門知識 を有す る 「技術的熟達者」 といった従来の専門者像に

対 して、「反省的実践家」 とい う新 しい専門家像 を主張 した（1）。

　すなわち、専門家 といえばこれまで、専門分野で科学的な知識や技術 を合理的に適用す

る実践者 である 「技術的熟達者」 として捉 えられ ることが多かった。専門家には、専門 ・

分化 してきた科学的な知識や技能 を有 し、それ らを実践の場でいかに応用 してい くかが問

われてきたのである。

　 しか しなが ら、 このような専門家像 は、科学的合理性に依拠 した実証主義パ ラダイムの

もとで 自明視 されてきたものの、今 日的な専門家の実態 とは異 なるとシ ョーンはい う。す

なわち、法律家や医者な どの専門家の実践現場をみる と、科学的な知識や技能 を実際の場

面であてはめてい るとい うよりは、クライアン トの直面す る複雑で不確 実な問題を状況 と

の反省的な対話 を繰 り返 しながらともに問題解決 を図ってい るとい うのが現実の姿である。

シ ョー ンは、答 えのない複雑 で混沌 とした状況において、経験 を通 して身 に付 けてきた実

践知の枠組みをもとに行為を しながら省察す る専門家のあ り様 を 「反省的実践家」 と名付

け、新 しい専門家像を概念化 したのであった。

　 シ ョーンの 「反省的実践家」 とい う専門家像はその後、教師教育において も、教師の専

門性 をど うとらえるのか、教師の力量をどのよ うに育成するのか についての議論に大 きな

影響を与えることになる。

（2）C／PBTEとPSBTEの2つ のパ ラダイム

　 シ ョー ンの言及 した2つ の専門家像は、教師教育においては、ValliとRennert-Ariev

の整理 した2つ のパ ラダ才ムにおおむね対応 してい る（2）。

表1　 C／PBTEとPSBTEの2つ のパ ラダイム

　 一つ は 、1970年 代 か ら1980年 代 に か けて実施 され た プ ログラム の多 くでみ られ た もの

で、 「コン ピテ ンシー ／ パ フォー マ ンス を基礎 に した教 師 教 育（competency/performance

 based teacher education、 略称C/PBTE） 」 で あ り、他 の一 つ は、現 在 のプ ログラ ムの多

くが 志 向 して い る 「パ フ ォー マ ンス ・ス タ ンダー ドを基 礎 に した 教 師教 育 （performance

 standard based teacher education、 略 称PSBTE） 」であ る。それ らの特徴 を整 理す る と、

表1の よ うに な る。

　教 師像 に関 して 、C／PBTEで は 、教師 の 実践 は比較 的 単純 で よく定 義 され うる もの
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であ り、優秀な教師の行動観察か ら抽 出され るよ うな、教育実践にみ られ る専門的な知識

や技術の適用がその専門性 を表す もの と考える。一方、PSBTEで は、教師 は、学校 と

い う現場において、複雑 で答えのない問題解決 の知的活動に従事 してお り、そ うした教育

実践のなかでの省察や専門的な判断が専門性を規定す ると捉 える。

　指導のための知識 の基盤 については、C／PBTEで は、行動主義心理学に基づ き、指

導 とい うものは、具体的な技術や行動か ら構成 された集合体であ り、子 どもの学力 を向上

させためには、一般的で有効 な指導技術の適用が大切であると考 える。一方、PSBTE

では、指導においては、シ ョーマンのい う知識 （3）を基盤 に し、行動だけではな く、実践

の具体的な指導場面における包括的で教育学的な意味づけが重要であるとみなす。

　指導観 については、C／PBTEで は、指導は一般的で文脈か ら独立 して展開 され るも

ので、す ぐれた指導は教科、子 ども、学校 の違いにかかわ らず一般的にあてはまると考 え

る。 一方、PSBTEで は、指導は、教科、子 ども、学校な どの具体的な文脈 に依存 して

お り、状況に対応 した学習環境の構成や リアルな学習が重要であると捉 える。

　評価観 については、C／PBTEで は、効果的であるとされた指導行為の頻度が問題 に

され、その評価 にはチ ェックリス トが活用 され る傾向にある。一方、PSBTEで は、具

体的な実践の文脈の指導行為や、その行為に関す る記述や振 り返 りをもとに評価 され る。

　以上の ように、教師の専門家像 には、C／PBTEとPSBTEの 間にみ られ るように、

大 きく分けて、行動主義心理学 に依拠す る技術的熟達者、および 、構成主義心理学に依拠

す る反省的実践家の2つ の立場が認め られる。

3． 教 員 の 力 量 形 成 をめ ぐる2つ の プ ログ ラム

　 ここでは、アメ リカの教員研修 に関 して、技術的熟達者の傾 向をもつカ リフォルニア州

のプ ログラム、お よび、反省的実践家 の立場にたつ全米専門家教育基準委員会 （NBPT

S） の資格認定プログラムについてみていきたい。

（1） カ リフォルニア州の教 員研修 プログラム

　カ リフォルニア州では、1983年 に ビル ・ホーニングが教育長 に選出 され、スタンダー ド

に基づ く体系的な教育改革が着手 され ることになった（4）。まず、異なる教科 に共通な ビジ

ョンを提供す る手段 として、7つ のカ リキュラムフ レーム ワークが開発 された。 さらに、

これ らのフ レームワー クは、カ リキュラム と指導、教科書採択、評価、教員養成、教員研

修 を進 めてい く上で共通の指針 とな り、一つの方向に向けた構造的な教育改革が進め られ

ていったのである。 こ うしたカ リフォルニア州のスタンダー ド （カ リキュラムフレームワ

ー ク）に基づ く教育改革は高 く評価 され
、その後の連邦における教育改革のモデル となっ

ていったのである。

　1999年 になる と、カ リフォルニア州においては、フレームワークに対応 した新たな教員

研修プログラムが導入 され ることになる。 このプ ログラムは、カ リフォルニア州立大学の

協力のもとに進 められ、社会構成主義の学習観 をもつ ものではあったが、実際には、フ レ

ーム ワークをもとにいかに授業づ くりを行 うかについての特定の教授法 を紹介す るような

伝達的な研修が進められ る傾向にあった とい う（5）。

　カ リフオルニア州にみ られ るような教員研修の特質は、他の州や地方学区においてもみ
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られる。 とくに、NCLB法 が導入 され、州のスタンダー ドに対応 した リーデ ィングと数

学のハイステイ クなテス トが実施 されるなかで、生徒がテ ス トで よい成績を とることを目

的 とした伝達講習会的な教育研修 プログラムが増加 しているのである。

　以上のような教員研修 プログラムの拡が りの背景には、スタンダー ドをもとにカ リキュ

ラムをつ くるには一般的で効果的な方法があ り、そ うした専門的な教育技術を伝達す るこ

とで教師の力量が高まるといった、教師 を技術的熟達者 として捉 える専門者観が根強 く残

っていることを示唆す るものである。

（2） 全米専門職教育基準委員会 （NBPTS） 資格認定プログラム

　 次に、反省的実践家の専門家像に立 ち、上級資格証 を取得す る過程 が研修の機会を提供

している と思われるNBPTSプ ログラムについてみてい くことにする（6）。

　①NBPTSの 概要

　 NBPTSは 、前述の通 り、カーネギー委員会の 『備 えある国家』 （1986年 ）の提言に

従い、1987年 に設立 された ものである。

　 同委員会は、3つ の ミッションとして、i．す ぐれた教師が知 り、なすべき高度で厳格な

スタンダー ドを主張す ること、ii．それ らのスタンダー ドを満す教員 を資格認定す る任意の

全米システムを提供す ること、iii．アメリカ教育のなかに上級資格証を導入 し、NBPTS

が認定 した教員の専門性 を活用する関連教育改革 を支援す ることを掲げている（5）。

　 NBPTSは 、す ぐれた教師が これまで正 当に評価 されてこなかった として、教師の専

門性に関する厳格 なスタンダー ドをつ くり、それ を満 た した教 師に上級資格証 を付与す る

ことで、優秀 な教師の証明を与えるとともに、教師の専門職性 を高めることを意図 した も

のであったとい うことができる。

　 なお、NBPTS上 級資格証 は、教師になるために必要な州の免許制度に取って代わる

よ うなものではな く、それを補完するもので、高度なスタンダー ドをク リア したす ぐれた

教師に証 明を与 える といった性格 をもつ。

　 ②NBPTSス タンダー ドの枠組み

　 NBPTSは 、1989年 に、その後のスタンダー ドの開発や資格認定制度を整備 してい く

ための指針 となるWhat Teachers Should Know　 and Be Able to Doと 題す る政策声明を発

表 したが、そ こでは、以下のよ うな 「5つ の核 となる主張」を掲げている（7）。

NBPTSの5つ の核 となる主張

1． 教師は生徒お よび生徒の学習に献身的に関わ る。

2． 教師は教 える教科やそれ らの教科 を生徒 にいか に教 えるのか を知 っている。

3． 教師は生徒の学習 を制御 し、モニ ターす る責任 をもつ。

4． 教師は 自の実践について体系的に考 え、経験か ら学ぶ。

5． 教師は学習の共同体の構成員であ る。

　ス タ ンダー ドは、 この5つ の主張 を もとに、発 達段 階や 分野 に対応 してつ く られ る こ と

にな る（8）。 そ の枠組 み を示 す と、発 達段 階 につ い て は、初 期 の子 ども （3～8歳 ）、 中期

の子 ども （7～12歳 ）、思春 期 の初期 （11～15歳 ）、思春期 と初期 の 大人 （14～18歳 ＋）
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の4つ に分 け られ てい る。 ま た、分野 は、一般 （generalist）と専門 （美 術 、キ ャ リア ・技術

教育 、新 しい言語 としての英語 、特別 な必要 スペ シャ リス ト、健 康 教育 、図 書 メデ ィア 、

リテ ラシー ：読 み －言語技 術 、数 学 、音 楽 、体 育 、学 校 カ ウ ンセ リン グ、社 会科 一歴 史 、

英 語 以外 の世 界 の言語 ） に分 け られ てい る。 なお 、 これ らの発 達段 階 と分 野 を ク ロスす る

形 で、現 在 ま でに24の ス タン ダー ドがつ く られ てい る。

③ ス タ ンダー ド作成 の手順

これ らの ス タ ンダー ドは、 それ ぞれ の領 域 です ぐれ た 専 門家 と して著 名 な教 育者 か ら構

成 され る委員 会 に よっ て、以 下 の よ うな 手順 で開発 され てい る（9）。

i．NBPTS理 事 がス タ ンダー ド委員 を任 命 す る。ii．委 員 会 は、以 下の よ うな スタ ンダー

ドを開発 す る。 （「NBPTSの5つ の核 となる主 張」 を反 映 した もの。 指 導 の ホ リステ ィ

ックな性質 を強調 す る一方 で 、す ぐれ た 実践 を支 える具体 的 な知識 、技 能 、態 度 を見 出 し

た もの。 い か に教 師 の専 門的 な判 断が 行動 の 中に反 映 され るか を説 明 した もの。 いか に ス

タ ンダー ドが異 な る状況 におい て 実現 す る かを表 現 した もの。）iii．パ ブ リ ック コメン トの

批 評 で賛 同 が え られ る まで、何 度 も修 正 を重ね る。iv．ス タ ンダー ドの ドラ フ トを広 く教 育

界 に配布 した後 、委 員会 は再度 招集 され 文 章 の見 直 し と修 正 を行 う。V．文 書 は 、NB．PT

S理 事 に採 択 の た めに提 出 され 、 その 後 、最終 的 な形 で出版 され る。

④ ス タン ダー ドの例 －子 ども 中期 の 一般 （generalist）ス タ ンダー ド

こ こで は、24の ス タ ンダー ドの うち、 「子 ども中期 の一般 ス タン ダー ド」 につ い てみ て

み た い（10）。

このス タ ンダー ドは、前述 の通 り、「NBPTSの5つ の核 とな る主 張」に基 づい てお り、

ス タン ダー ドi．生 徒 の知識 、ii．内容 とカ リキ ュ ラムの 知識 、iii．学 習 め環境 、iv.多 様 性 の尊

重 、V．指 導 の リソー ス、Vi．知 識 の 有意 味 な 応用 、Vii．知識 へ の多 様 な経 路 、Viii.評 価 、ix．

家 族 との連 携 、x．省 察 、xi．専 門職 へ の 貢献 、 の11の 項 目が設 け られ てい る。

子 ども中期 の一般 スタ ンダ ー ド

スタンダー ドⅠ　生徒の知識

すぐれた教師は、子どもの発達や生徒相互の関係 についての知見を引いて、生徒の能力、関

心、思いや価値観 を理解する。

スタンダー ドII内 容 とカ リキュラムの知識

す ぐれた教師は、教科やカ リキュラムの知見を引いて、生徒が子ども中期のカリキュラムの

教科内や教科横断的な領域を学習す る際に何が重要であるかについての適切な判断 をする。

スタンダー ドIII学 習の環境

す ぐれた教師は、生徒が知的な冒険をした り、民主主義 を実践 した り、協力的あるいは独 り

で学ぶことのできる、思いや りのある、支持的で、刺激的で、安全な学校共同体を確立す る。

スタンダー ドIV多 様性の尊重

す ぐれた教師は、生徒が個人や集団の違いを尊重 し正 しく評価するように支援す る。

スタンダー ドV指 導のリソース
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　す ぐれた教師は、豊で多様な教材の収集物をつ くり、評価 し、選択 し、採用す るとともに、

学習を支援するためにスタッフ、地域の人々、生徒のような他の リソースを活用する。

スタンダー ドVI　知識の意味のある応用

　す ぐれた教師は、生徒を教科内や教科横断的な学習に引き込み、いかにかれ らが学習する教

科が自分たちの生活やまわ り世界の重要な問題を探求す るために活用 されるか理解するのを支

援する。

スタンダー ドVII　知識へのいくつもの経路

　す ぐれた教師は、生徒に各学科での主要な概念を学習するのに必要ないくつもの経路を提供

し、学科の領域を横断する重要なテーマや話題 を探求 し、総合的な知識や理解を培 う。

スタンダー ドⅧ　評価

　すぐれた教師は異なる評価法の利点や欠点を理解 し、継続的な評価をもとに した指導を基礎

にして、生徒が自分 自身の学習をモニターするのを奨励する。

スタンダー ドIX　家族 との連携

　す ぐれた教師は、家族が子 どもたちの教育に参加する際に、積極的で対話的な関係に着手す

る。

スタンダー ドX　 省察

　す ぐれた教師は、自らの実践の効果や質を定期的に分析 し、評価 し、反省 し、向上させる。

スタンダー ドXI　 専門職への貢献

　す ぐれた教師は、学校を改善 した り、分野の知識や実践を向上させた りするために、同僚 と

ともに働 く。

　さらにi～xiの 各スタンダー ドには、それぞれの内容 に関 して詳細な説明が加 えられてお

り、例 えば、 「子 ども中期の一般スタンダー ド」の冊子は、全体で67ペ ー ジに及びもの と

なってい る。

　⑤Ｎ ＢＰＴ Ｓ上級資格証の取得(11)

　ＮＢＰＴＳ上級資格証を取得す るための要件は、認 定された教員養成機 関において学士

の学位 をもっていること、幼稚園、小学校、中間学校 、中等学校 の一つあるいは複数で３

年以上の教職経験があること、当該分野の正規の免許状 を取得 していること、の３つが挙

げ られている。

　また、Ｎ ＢＰＴ Ｓ上級資格証 の取得のための評価は、ポー トフォ リオ と評価セ ンターで

のテス トによって行われる。

　ポー トフォ リオについては、異なる４種類 を提出 しなければならない。その うち３つは、

自分のクラスについての もので、少な くとも２つは教師 と生徒の教室での相互交流 をビデ

オで記録 した ものである必要があ り、すべてが収集 した生徒の作品、および、指導 につい

ての詳細な分析を提出 しなければな らない。残 りの一つは、家族、地域社会、同僚 などと

ともに活動 したもので、学級の外での応募者の活動が生徒の学習 にいかにインパ ク トを与

えたのかを示す ことが求め られている。

　また、評価センターでのテス トについては、専門的な知識、技能、態度や判断を開発す
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るためにつ くられたテス トを、全国各地にある400以 上の評価センターにおいて受験す る

ことが求め られている。

　教師の力量形成の点か らい うと、ＮＢＰＴＳ上級資格証の取得は、申 し込みか ら１年半

あま りの期間 をかけて、スタンダー ドを学び、ポー トフォ リオを作成 した り、テス トに向

けて準備 した りす るその過程その ものが、 自主的な研修 の場 として機能す るものとして捉

え られている。

⑥ ＮＢＰＴＳ上級資格証の取得状況 と州や地方学区による支援

　 ＮＢＰＴＳ上級資格証の取得状況（12）にっいては、2002年 には23930人 であった もの

が、2007年 には64000人 とな り、この５ 年間で３ 倍近 くに増加 してい る。州別に取得者

数 の多い順にみてみる と、2007年 については、フロ リダ（1675人 ）、ノースカロライナ（1442

人）、サ ウスカロライナ （651人 ）、イ リノイ （511人 ）、ワシン トン （484人 ）の順 であっ

た。ＮＢＰＴ Ｓ上級資格証取得者の全体 に占める割合は、ノースカ ロライナ （13.5％）、サ

ウスカ ロライナ （12.1％）、 ミシシッピ （8.7％）、フロリダ （6.7％）、デ ラウエア （5％ ）

と、５ つの州で教師人口の5％ を超 えてい る現状にある。

　州や地方学区によっては、ＮＢＰＴＳ上級資格証を取得するために特別の配慮 をした り、

上級資格証の取得を給与 に反映 させた りなどの政策を実施 している。例 えば、 ノースカ ロ

ライナでは、ポー トフォ リオを提出 した り、テス トのための勉強や練習 をす るために３ 日

間の有給休暇 を提供 していた り、継続教育の15単 位 を付与 した りしている。また、上級

資格証取得教師には、通常よ りも12％ 高い給与を支払っている（13）。

　 以上の ように、ＮＢＰＴＳ上級資格証の取得は、す ぐれた教師のスタンダー ドをもとに

ポー トフォ リオ を作成す るな ど、自らの教育実践 を振 り返 る自主的な研修 の機会 となって

お り、 このような力量形成 プログラムの背景には、教師を反省的実践家 として捉 える専門

家像が あることがわかる。

おわ りに

　 アメ リカの教師教育において、教師の専門性 の捉 え方は、「技術的熟達者」か ら 「反省的

実践家」へ と転換 された とい うよりは、前者のパラダイムは未だに根強 く生づいてお り、

両者 の考えが拮抗す る形で展開 しているといえる。

　 しか しなが ら、技術的熟達者 といった教師の捉 え方は、状況 にかかわ らず適用できるよ

うな標準化 された教育方法を普及 しようとい うもので、教師 自身のカ リキュラム ・デザイ

ン力をつ けよ うとい うものではない。いずれの教師で も活用可能な教育技術 を広めるこう

した動 きは、教師の問で これまで培われてきた専門性の 「脱技能化（de-skilling）」を進 め

ることを意味 している。すでにアメ リカでは、ＮＣＬＢ法のプ レッシャーのもとで、テス

ト準備のための指導が広が りをみせ るなかで、カ リキュラムの質の低下が叫ばれている現

状 にある。

　 そのよ うななかにあって、反省的実践家 としての教師の視点に立って進め られてきたＮ

ＢＰＴ Ｓスタンダー ドの開発や資格認定制度の創設は、重要な意味をもつ もの といえる。

すなわち、開発 されたＮＢＰＴＳスタンダー ドは、各分野での教師の専門性 を議論す る

ためのよ りどころとして機能 してお り、全米教師教育基準協会 （National Council for the
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Accreditation of Teacher Education 、略 称NGATE） 、州 際新任教 師評価 ・支援 協会

(Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium 、略 称IMTASC） の ス

タンダー ドにも大きな影響 を与えてい る。また、上級資格証を発行す る取 り組みは、厳格

な基準のもとです ぐれた教師を認定す るとともに、多 くの教師に意義 ある自己研鑽 の機会

を与 えているのである。 このよ うに、ＮＢＰＴＳの取 り組みは、アメ リカにおいて教師の

専門性を高めてい く上で も、重要な役割 を果た してきた といえる。

　 では、アメ リカ教師教育の こうした動 きか ら何 を学ぶ ことができるであろ うか。

　おそ らく、 日本 においても、教師の力量形成をめぐっては、反省的実践家 としての教師

とい うパ ラダイムに立った取 り組みを進めてい くことが重要であるだろ う。また、ＮＢＰ

Ｔ Ｓのプログラムについては、自主的な教員研修 を促す新たな枠組みの一つ としてきわめ

て興味深い試みであ り、 日本において も日本型 のスタンダー ド開発や資格認定制度の創設

な ど、その実現可能性 についての検討 に値す るものといえる。

　21世 紀の知識基盤社会のなかで 「生 きる力」の育成が求め られ るなかで、アメ リカ教師

教育改革の事例 に学びつつ、 日本 の教 師の力量をいかに形成 してい くのかについての明確

な ビジョンとグラン ドデザインが、今 、求め られているのではないだろ うか。
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３－ １　 教員評価の先行研究および教育委員会の

取組み状況に関する報告

脇　奈七 （京都大学大学院生）

は じめ に

　 本報告は、教員評価の先行研究お よび教員評価 の取組み状況 に関する報告書である。第

１章では、教員評価 にかかわる先行研究についてまとめた。第１ 節では 「教員評価」 を中

心に扱った研究について取 り上げた。教員評価 と共通点を持 ち密接にかかわる分野 として、

第２ 節では 「指導力不足教員」認定制度を中心に扱った研究を、第３ 節では 「優秀教員」

表彰制度 を中心に扱った研究について個別に節を設けて取 り上げた。 なお、本報告書の調

査対象は、国内の事例を中心的に扱 った研究に限定 している。第２ 章では、各県の教員評

価の取組み状況について傾向 をまとめた。対象は都道府県および政令指定都市である。調

査には各教育委員会 ＨＰお よび基礎資料が掲載 された文献、新聞記事 を使用 した。第１ 節

では 「教員評価」を、第２節 では 「指導力不足教員」認定制度 を、第３節 では 「優秀教員」

表彰制度 を取 り上げた。最後に各章のま とめを行い、本報告のま とめ とした。

１． 先 行 研 究

（１）「新 しい教員評価」に関わる先行研究

　「新 しい教員評価」 にかかわる先行研究には次のよ うなものがある。

　網羅的一般的な研 究 として、八尾坂 ら （2005）1は 、諸外国 （アメ リカ ・カ リフォルニ

ア州、イギ リス、フランス、 ドイツ ・バイエル ン州お よび ノル トライ ン ・ヴェス トファー

レン州、 ロシア連邦、オース トラリア ・ビク トリア州、中国、韓国、タンザニア、アメ リ

カニュー ヨー ク市）の事例か ら国内の事例まで、幅広 く扱った文献である。 日本に関す る

部分に限定 して述べれば、勤務評定制度 と新人事考課制度 との関わ りや職能開発 とのかか

わ り、指導力不足教員、東京都の事例研究、優秀教員評価制度研修制度 、大学教員の評価

等の実態分析 を網羅 してい る。

　佐藤 ら （1996）2も 、教員評価 にかかわ る網羅的な研究 として、 日本 と諸外国 （アメ リ

カ、イギ リス、 ドイツ、フランス、カナダ、中国）における教員評価について研究 してい

る。わが国の教員評価 に関 しては、先行研究の再構成 を通 した 「教員評価」が抱 える現代

的課題の考察を行 うなど理念研究 を行い、さらに企業の評価制度か らみた教員評価制度の

課題について扱 ってい る点で八尾坂 ら （2005） と異なる。

　教員政策 と関連 した教員評価の理念的研究 として、勝野 （2003）3が 挙げ られ る。勝野

は、わが国の教員政策の動 向 と諸問題、アクシ ョン リサーチ論、教員の成長 と自己評価、

イ ギ リスの制度や教員政策等 を対象 としている。勝野 はわが国の教員政策が、 目的に教師

の資質向上 と処遇への反映を混在 させ るとい う矛盾や、結果の不開示等制度 としての不備

などの問題点を抱えてい ると指摘 している。 しか しそれ と同時 に、保護者 アンケー ト等の
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評価をきっかけに子 ども、保護者が学校づ くりに参加 してい くようになるとい う特徴 に触

れ、「教師の専門家 としての成長 を通 じて教育活動の質 を高めるとい う、教員評価 の 「目的」

に創造的に固執すべき4」であ り、子 ども、保護者、地域 、同僚教師 との教育実践に関す る

対話 を行い、アクションリサーチ として教員評価を捉 えなおす ことができるのではないか

と述べている。

　教員評価 の理念研究にかかわ るものとして、他に勝野 （2001）5が挙げ られる。勝野は、

まず 日本にお ける評価 を基礎 にした 「新 しい教員の人事管理」の動向を述べ、ついでイギ

リスとアメ リカの教員人事に関す る動向を述べてい る。 これ らの国々に見 られ る 「基準化

された専門知識や技術に即 した評価 と研修 によって、教師の職能成長や能力開発 を図る方

法」についての批判的な意見を、勝野は ３つ （①教員 としてのキャ リア全体を通 じての専

門知識等に関す る客観的基準 の制度化が主張 されているが、その ような基準は教師の専門

性の最低基準 としてのみ妥当であって開発的基準ではないこと、②教師の専門性の基準が、

教師の教育活動についての新 しい理解 に直接依拠 して策定 され るべ きだ とされてい るが、

教育活動が知的に複雑で多面的であるためさほど直接的ではない こと、③有効な教員統制、

教育統制の手段 としての 「能力開発型」教育評価への 「政策的期待」が寄せ られているこ

と）挙げてい る。その うえで勝野は、批判 を要約す る形で教員評価制度の原則 を ３つ （①

絶対評価あるいは 「目標 に依拠 した方法の限界性、② 「能力開発型」教員評価 の 「間接的」

有効性、③教員評価 の民主性）挙 げている。

　都道府県 レベルの施策 に注 目した事例は、各教育委員会の取 り組みについて さま ざまな

文献で紹介 されてお り6、た とえば 日渡 （2007）7が 挙げ られ る。 日渡 は、宮崎県にお ける

教員評価を ６つの点 （① 「能力評価」 と 「業績評価」の2本 立てであること、②職務行動

評価の評価基準にコンピテンシーを利用 してい ること、③評価 シー トをあ らか じめ被評価

者 に提示 し自己評価 の後で評価者 に提 出す ることで、評価結果のフィー ドバ ックによりや

る気を高めコ ミュニケーションの円滑化を図ってい ること、④評価段階 を４段階 とし、上

位の評価基準は同僚性 を重視 していること、⑤評価方法に多面評価 を採用 しているため、

管理職の評価の際には全職員 から参考意見聴取表が管理職の評価者 に提出 されること、⑥

自己ア ピール項 目を設定することで、教員の個性 の重視 と伸長 をめざしていること）で特

徴的であるとしている。評価制度構築 の契機 と基本構想にも触れ、教員評価制度が新時代

に即 した ものである ことを強調 してい る。研究体制 としては、検討委員会や作業部会 とは

別 に県内学校の各職種で構成す る研究団体等 と意見調整す るだけでな く、民間のコンサル

テ ィング会社 とア ドバイザ リー契約を行って多角的な観点か ら制度構築 を行 ったとしてい

る。教員評価の 「教職員 の能力を引き出す」 とい う目的を確認 し、評価制度 をマルチツー

ル としてではな くあ くまで も人材育成や組織育成のパーツ として捉 えている。最後に現行

の学校組織が硬直化 してい ると指摘 し、学校組織の抜本的な改革を訴えてい る。

　事例紹介 では圧倒 的 に東京 都が多いが、東京都 を扱 った研 究 と して、た とえば笹 田

（2005）8が 挙げ られる。笹 田は先行研究で指摘 される東京都の教員人事評価制度 の問題

点 を、まず ６つ （①評価結果不開示のために教員の能力開発に結びつかない、②教育活動

の成果の長期スパンに対する評価の1年 とい う短期スパン、③客観性確保 が難 しい事柄 を

評価対象にす るとい う性急 さ、④教員評価 と処遇 を結びつ けることの妥 当性、⑤教員評価
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の 目的の本音 と建前 との矛盾お よび十分な検証や合意の不在、⑥本来共同的であるはずの

学校 で、共同の仕 事に増 して自己申告で立てた目標達成が利につながるとい う矛盾）に分

類す る。①～④の論点については、まず心理学的立場から見た人事考課制度 の代表的なバ

イアスについて述べた上で東京都 の教員人事考課制度の評価項 目を検討 し、東京都 の人事

考課制度はバイアスやエラーの発生に関 して様 々な問題点を抱えているとしてい る。加 え

て、評価を 「形成的評価」 と 「総括的評価」に分類 し、その ２つの評価の関係 について ２

つの理論研究について触れ、 どち らの観 点からも東京都の人事考課制度は教員の職能開発

に結 びつかない としている。⑤、⑥の論点については、企業モデルの成果主義 に関 してイ

ンタビュー結果やアメ リカや 日本における成果主義批判 を踏 まえ、東京都の人事評価制度

が手本 としている 「企業モデル」の人事管理制度は勤労意欲 を減退 させ、組織全体の活性

を奪 うとして警鐘 を鳴 らしている。最後に笹 田は、東京都の人事考課制度の ような権力的

なコ ミュニケーシ ョンではな く、ハーバマスが提唱す る 「公共的コ ミュニケーシ ョン」を

通 じた評価活動を示唆 している。

　現行の教員評価 に欠 けた視点の提示 として、石本 （2003）9が 挙げ られる。石元 は国や

自治体の動向を挙げ、現行 の制度や取 り組みには教師 のライフコースに対応 した評価 とい

う視点が欠けていると指摘。勤務評定か ら現在の教員評価までの歴史的経緯 を追い、教員

評価の今後の方向性を議論す る先行研究について触れ ている。ついで東京都の教職員人事

考課制度や他 の自治体の教員評価 をめぐる動向について触れ、新 しい教員人事評価制度の

特徴 を述べてい る。ついで石元は山崎準二氏のライ フコースに関す る研究を元に、石元 自

身を例に とって教師のライフコー スを追っている。その結果 を元に、職能形成 はさま ざま

な要因によって差が生 じると指摘。そのため、時期 ごとに個人的事柄 とかかわ りなが らど

のように教師を評価するのかが課題 となるとしてい る。教員のライフコースに対応 した評

価制度の在 り方 について企業の評価制度 と比較 して考察 し、教師のライフコー スに即 した

教員評価制度を提唱 してい る。

　 教員評価の問題点の指摘については、清原 （2004）10が挙げ られる。清原 は、まず教員

評価 の背景につ いて、学校に対す る不信や不安、公務員制度改革や教育職俸給表廃止を挙

げ、一方では勤評の形骸化によ り２つの弊害 （公正かつ適正 な教職員評価制度 の立ち遅れ

による教職員の資質に対す る説明責任 の不備、②教員団体の評価 に対す る積極的な姿勢欠

如による自己評価の追及の放棄）を招いた としている。その上で教員評価 の必要性につい

て強調 し、東京都の実施例、大阪の試験的実施 について触れ ている。ついで教職員評価 の

特徴 を３つ （① 「教職員の資質向上を目的 としていること、② 目標管理的手法による業績

評価 を採用 していること、③給与 との関連は限定的であること」）挙げている。① について

はその導入は当然だとし、研修 との関連 を重視す ることを提言 している。② については、

業績評価で重要 とされる毎年の経営 目標の設定が適切 に行われているわけではない現状が

指摘 され ている。 ただ し、中長期的な職務遂行能力を対象 とした能力評価の前提 として、

教職員各職種 の職務内容が一定程度明確 にされ、それによって評価基準が定められ る必要

があるとしている。実態 を見れば、そのよ うな基準は概 して詳細すぎてお り、活用 に適 し

てはいないため、 さらに改善が必要である としてい る。 これ らか ら清原 は、業績評価 と能

力評価が組み合わ されてい る点に教職員評価の特徴があるとしているが、この二つの評価
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が明確 に区分 され るか、それ とも截然 と区別 されないかによって、大阪型 と東京型に分か

れ るとしてい る。清原は教職員評価の更なる課題 として ５つ （①評価実施 目的の明確化、

②評価者の権限 と責任の明確化及び評価者研修の実施、③評価の公平性、客観性、納得性 、

透明性 の確保 と苦情処理機関の設置、④教職員研修の充実、⑤学校評価や行政行派 との関

連）挙 げてい る。

　教員評価 を対象 とした政策研究 としては、松澤 ら （2003）11が挙 げられ る。松澤は、村

松岐夫 の整理 した水平的政治競争モデル と垂直的行政統制モデル、多元主義の傾 向、政府

間の相互依存関係 を支店に設定 し、教育政策官庁たる文部 （科学）省 と地方教育行政機関

たる教育委員会による教育政策形成過程研究の一環 として、教員評価制度の分析 と整理 を

行 っている。松澤 らはまず勤務評 定制度について政策過程を分析 し、政策主体の多元主義

を余儀 な くされた垂直的行政統制モデルに対応す る教育政策 として位置づけている。つい

で東京都の教員 の人事考課制度の政策過程 を分析 し、政策立案から実施 に至るまでの主導

権が一般行政職員 にあつたこと、そもそも政策立案 の着手動機 が一人の参事の業績作 り欲

求 とい う極めて個人的なものであった こと、政策立案の段階で多数のアクター を参加 させ

るもそれが形式的であったことを明 らかに している。以上か ら松澤 らは、55年 体制時の方

が多元的要素が強 く作用 し、その崩壊後には多元的な圧力が減少 したことに伴 って行政主

導の要素が強 くな りやすい と指摘 し、真に良質な教育の提供 を目指 した教員評価政策 の評

価の必要性 を訴えている。

　教員評価 に対する教員の意識 を調査 した研究 としては、た とえば諏訪 （2005）12が挙げ

られ る。諏訪 は、2003～2004年 にかけて中国地方 ５県の公立校教師を対象 にした調査票

による調査によって、教員評価施策に対す る教員の意識を明 らかに している。諏訪は先行

研究である浦野13の東洋一の調査結果 と比較 も行 い、その結果 の相違点を明 らかに してい

る。諏訪は基本属性別に見た施策 に対す る意識 の際の分析 、個人属性 と施策 に対す る意識

との関連性 の分析 を行った。その結果、基本属性別 に関 しては、性別 ・年代別の特徴的な

傾 向、県別の若干 の差異、主任別 における差異のなさを指摘 している。個人特性 との関連

性 については、弱い相関ではあるものの、教職観 、中学 と高校におけるバーンア ウ ト傾向、

高校にお ける同僚関係の中で特に校長 との関係性 と施策に対す る評価 との間には相関が見

られた としているこれ を受 けて、学校段階において施策に対する評価、受け取 り方、及ぼ

す影響 が異なってい る可能性が示 されたと解釈するならば、各学校段階の職務特性に応 じ

た施策 のあり方を検討する必要があることを指摘 している。

　諏訪 （2006）14は、諏訪 （2005） とほぼ同様の調査 を2006年 に実施。全体的なま とめ

として、 ２年前の調査 と比較す ると肯定的な評価の値が上昇 していたものの、施策の鍵 と

なる 「評価 の公正性 ・客観性 」についてはわずかに値 が低下 していることを指摘。評価者

トレーニングの さらなる質の向上による信頼感の獲得 と苦情処理システム開発 ・設備 が今

後 の課題であるとしている。個人属性別の比較については諏訪 （2005） と比較 し、その相

違点 と共通点 をま とめた。個人特性 ・身体的精神的健康状態 ・集団特性 と評価 との関連性

を分析 した ところ、全体 として顕著な傾向性はみ られなかった ものの、バーンア ウ ト傾向

である 「情緒的消耗感」の強い教員ほ ど施策に対す る評価が低 くなっていた と指摘 してい

る。 したがって、教員の意欲やや る気 を促進す ることが想定 されてい る施策の導入によっ
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て、教員の精神的健康がそ こなわれ るよ うな自体を回避す るよ うな運用のあ り方の重要性

を指摘 している。また校長の リー ダーシップが肯定的に受容 されてい る組織 に属す教員 ほ

ど校長の評価力 を肯定的 に評価 している様子を指摘 し、校長の リーダーシップの形成及び

発揮が求め られ ているとしている。 自由記述欄か らは、本格導入後 ３年が経過 したにもか

かわ らず導入前か ら指摘 ・懸念 されていた課題の指摘が見 られた としてい る。

　学校経営 とい う観点か ら評価制度 を捉えた研究 として、林 （2006）15が挙げられ る。林

は、学校経営の 自律化 を自己目的化せず教育の質の向上に位置づ ける視点か ら、評価の在

り方について考察 している。 まず求め られ る学校像 については 「開かれた学校づ くり」で

あるとし、そのためには 「学び」を重視す る組織文化の確立 と教職員間のける成長的 ・挑

発的な組織風土の醸成が不可欠であるとしている。 このよ うな学校改革 ・学校改善に努 め

る学校 に とっては、子 どもや保護者のニーズにこたえるために、人事、学級編成、予算等

の学校 ・校長の裁量権限が、すなわち学校経営の 自律化が必要であるとしている。林は先

行研究を引用 しつつ、教育の質の向上 を目指す趣 旨か らは 「アカ ウンタビリテ ィの構 築」

「学校の内部組織における専門性 の確立」が求められてい るとす る。また、教育の質の向

上 を目指す学校経営の自律化 とは、学校の恣意性に委ね られた ものではなく、学校 が行政

機関のみな らず保護者や地域住民の信頼に応 えるなかで行われねばならない としてい る。

ついで林は、以上のよ うな文脈の中で学校評価 ・教員評価について考察 している。林は学

校評価への期待 として先行研 究を引用 し、基本的役割 として 「①学校の成果 と課題 の明確

化」「②学校 の責任遂行度 の明示」、対内的役割 として 「③教職員の共通理解 の促進」「④学

校改善や学校の経営戦略のための基礎作業」、対外的役割 として 「⑤父母 ・地域住民への説

明 と応答」「⑥教育行政機 関への説 明と条件整備の要求 ・交渉」である とし、役割の確 実な

遂行は 「開かれた学校づ くり」に寄与す るとしている。教員評価 については、求め られ る

教員像 を明 らかに し期待 され る役割 とその具体的な行動例を示すな どして実施す る職務遂

行能力 に関す る能力評価の視点か ら、各学校の 目標達成 に資す る組織人 としての能力開発

を図 り、個人 として も資質向上につなげることが求められ るとしている。加 えて、人事配

置への活用や処遇等への活用の面に対す る期待 も述 べてい る。最後に、学校が明確 な意 図

をもち教職員が一丸 となって主体的に教育活動を展 開 しよ うとする意思 と能力 を明確に示

す装置 とな り、かつ 自己決定 ・自己責任 に対する説 明責任を果たす装置 として学校評価 ・

教員評価 を機能 させ るときに、それ ら評価による学校経営の自律化の推進が教育の質向上

の好循環 となるとしているものの、同時に学校評価 の実施が学校の条件性 を無視 して過度

の競争 を生起 し、保護者 ・地域 との関係が 自律―支援ではないとい う学校の状況な らば、

限界 を指摘 している。

（２）　 「指導力不足教員」認定制度 に関わる先行研究

　 「指導力不足教員」認 定制度 に関す る先行研究は、大きく３つの要素に分け られ る。 １

つめは事例 ・実践研究、 ２つめは 「指導力」「適格性」の内容に関す る研究、 ３つ めは「指

導力不足教員」への対応策 ・防止策 ・原因究明である。

　それ らの要素を網羅的に含んでいるのが八尾坂 （2001）16である。 この研究 は、県教育

委員会 関係者、学識経験者、弁護 士、民間教育研究所、企業監査役 、記者 といった多様 な
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視点か ら 「指導力不足教員」認定制度 を扱 っていることにある。 この研究は、 ７つの章立

て （①21世 紀の教員 に求 められる資質能力、②指導力不足教員 をめ ぐる状況、③指導力不

足教員への支援 ・対応 システム、④学校経営上の指導力不足教員予防策、⑤指導力不足教

員 と人事管理、⑥教育委員会の指導力不足教員への対応）にしたがい、各章数項の構成で

あ り、項をそれぞれ違 う人物 が担 当す るとい う構成を とっている。

　 「指導力不足教員」認定制度の事例 ・実践研究 として、たとえば鈴木 （2006）17が挙げ

られ る。鈴木は東京都教育委員会指導主事 として 「指導力ステ ップア ップ研修」「服務事故

再発防止研修」を担 当 した 自らの経験 に基づき、指導力ステ ップアップ研修の概要につい

て述べ、 さらに指導力不足 と呼ばれる教員に共通 して見 られる傾 向についてアンケー トの

分析 を通 して考察 している。鈴木は 「指導力不足教員」の抱える問題が一様ではないこと

を指摘 し、そのタイプを ５つ （①総合的低知的 レベル型、② 「授業」無理解型 、③ コミュ

ニケーシ ョン不全型、④評価不能型、⑤社会人失格型）に分類 している。 その上で、実際

には① と⑤は少な く、③ と④が圧倒的に多い と指摘 してい る。 さらに力があるとされ る教

員の指導力の獲得方法、教員の授業力向上策等を踏 まえ、小学校の教員の指導力向上のた

めの主に ５つ （①教職経験による研修の重点化、②若年教員 に対す る校務分掌の軽減、③

専門職 としての教師像に関す る共通認識の醸成、③ 自己研修 ＝授業記録の蓄積 に基づいた

メタ認知の深化、④ 自主的研究の活性化）の私案について述べてい る。

　 「適格性」の内容 に関する研 究として、た とえば河上 （1990）18が挙げ られ る。河上は

まず臨時教育審議会 にて提案 された教職適格審査会 について述べ、教員 の 「適格性」を問

い 「問題教員」 を排除す ることによって本当に教員の資質向上がもたらされるのか問題提

起をす る。それを解決す るために、まず 「適格性」概念 について考察 している。河上は ２

つの判例か ら、「適格性」の解釈 に共通す ることとして、本人の素質 ・能力 ・性格 などいわ

ば人格に対す る判断 と、そのふ さわ しくない特性が矯正不可能な状態にあることを挙げて

いる。また、「適格性」とは教員を雇 った教育委員会が、本人の素質 ・能力 ・性格な どが 「教

員 としてふ さわ しくない」 と判断 した ときに使用 される概念であって、それ以外 には定義

されていないことを明 らかにしている。 さらに河上は大村英昭が提唱す る社会的逸脱 に関

す る分類を援用 し、分限処分 と懲戒処分の理由の境界 があいまいであることを指摘。その

理 由を考察す ることで、望ま しい教育行為が明確 でない状況では適格性 の概念はその組織

の特定グループや権力者 によって規定 され るため、管理体制へ の同調 とい う忠節の次元で

判断 され ることを示 してい る。加 えて教師が遂行すべ き役割についての合意が保護者や教

員等の間でなされていない ことを調査デー タか ら明 らかに してい る。 ここで大村 の分類を

教員に適用 し、不明確で過剰 な役割期待 に応 えようとす ることは 「逸脱 の諸相」 を示す教

員が増加す ることになるとして危惧 してい る。

　 「指導力不足教員」への対応 ・防止策 ・原因究明に関す る先行研究は大変多い。 ここで

は八尾坂 （2005）19を取 り上げる。八尾坂は 「指導力不足教員」の概念について各県の定

義や概念に一側面 として包含 している適格性 の概念は、程度や頻度の度合いに幅があると

してい る。ついで指導力不足 となる背景については、ス トレッサー として ５つ （①技術革

新な どによる教科指導上の悩み、②不登校、い じめ、問題行動等への対応 とい う生徒指導

上の問題 、③保護者や地域住民の学校や教員 に対する要求や批判、非協力的な態度 といっ
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た学校教育に対す る状況変化、④不適切な校務分担な どによる過重な負担、⑤同僚や管理

職 との気づきのない人間関係） を挙げてい る。ついで実際の 「指導力不足教員」判定のプ

ロセスを大分県のモデルを事例に追い、認定基準について説明 している。大阪府教育委員

会が指導力不足に悩む教員への対応策 として開発 した 「研修 プログラムユニ ッ ト」につい

ても取 り上げてい る。メンタルヘルス教員や学校管理職への対応 に関 しては、まずメンタ

ルヘルス教員 について、これ まで指導力不足教員 として認 定 した際にほとん どが精神性疾

患 と関連 があった とされ るケースも例示 し、説明 している。

　（３）　 優秀教員評価制度に関わる先行研究

　 優秀教員評価制度については、ほ とん ど研究がなされていないのが現状である。貴重な

先行研究には、次のよ うなものがある。

　 人事上の措置や処遇 に関する研究 として、金子 （2001）20が挙げ られ る。まず金子 は教

員の職場環境は、各教員 の職能発達 とい う観点か らことにそのキャ リアの初期 において重

要であるとともに、子 どもの特性や地域性 といった環境条件 によって教員の職能の発達の

方向が規定 され ると述べる。そのため、最初に赴任 した学校の教育課題及び教育文化が、

教員の資質能力や教育意識に適合 していた場合、その ような環境が 「優秀教員」の条件 と

なる可能性を示唆 している。次に、教育改革国民会議での 「優秀な教員」の定義を不十分

であると批判 し、基準作成 の前段階で ある 「優秀な教員」像 として主要な ３つ （①経験豊

富であ り適切 な判断ができる、②努力 を積み重ねている、③顕著な効果 を上げてい る）の

要素 を挙げてい る。金子は 「優秀な教員」の努力 に報いる意義 を、俸給表の上位の処遇 を

受 けつつ、専門職教員 としての自己成長 をさらに促す とともに、学校教育力の向上に寄与

しているとい う喜びを味わ うことにある、 としている。 さらに 「優秀な教員」評価 システ

ム確立の意義は、教員の人事管理 のあ り方を、学校 の教育力の向上を 目指 して改善 してい

くことにあるとしてい る。

　 佐藤 （2004）21は、各都道府県及び指定都市教育委員会に調査票を郵送 し、都道府県 に

お ける優秀教員制度 を調査 している。佐藤によれば憂愁教員評価制度を実施 してい る教委

の評価制度は ３つの タイプ （①従前制度継続型、②従前制度見直型、③新評価 システム型）

に分類できるとした。表彰制度 の目的は、規則 ・要綱 当か ら５つ （①功労 ・実績の顕彰、

教育の発展 ・振興、③教員模範の推奨、④職務意欲の高揚、⑤資質の向上）に分 けられた。

表彰制度の法的根拠は教育委員会規則 、要綱 ・要領、訓令、内規であった。ついで担 当者

の表彰制度に関す る意識 を調査 したところ、表彰者 をどう活用 し、昇進や給与などで何 ら

かの処遇を与 えることが課題 であると考えているようだ とい う結果を得た。ま とめ として

佐藤は、 この制度が教員の給与や処遇 に十分に反映 されていない現状に触れ、工夫の余地

として給与や処遇だけでな く人事マネ ジメン トへの評価の活用を示唆 し、表彰制度受け入

れの素地 として教員の横並び意識の改革が重要課題であるとしている。

２．各 県 の状 況

（１）　 教員評価 に関わる状況

　教員評価に関 しては、現在すでに全国的に広まってい る。 それは東京都 の 「教職員人事
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考課制度」 を嚆矢 とし、国の積極的な導入促進政策 （文部科学省による、平成15年 から

17年 度にお ける可及的速やかな教員評価改善の指示）によって広まったものである。その

最大の特徴が 「自己申告に基づ く目標管理」 と 「業績評価」の ２本立て となってい ること

である。加 えて、狙い を 「成績評定」ではな く、「能力開発」としていることも指摘で きる。

しか し教員 の反対にあ うなどの阻害要因があ り、すべての教育委員会が新 しい教員評価 を

実施す るとい う段階にはまだ到達 していない。実施の形態は、文部科学省の資料 によれば

「新 しい評価システムを法令 に基づ く勤務評定 として実施」している教育委員会 と、「新 し

いシステムと従来の勤務評定を併用 （試行 も含 む）」 してい る教育委員会 に二分 され る22。

　年間の流れは、およそ以下のようなものであると指摘できる。まず、教員 は事故 目標の

設定を行 い、管理職等 と面談を行 う。 目標が決定 した後でも、進捗状況の確認 を行い、こ

こで 目標 の修正をす る教育委員会 もある。年度末に自己評価を し、評価者 と被評価者が面

談 を行 った後、評価者の評価 が行われ る。教科者 による評価の開示 による教職員へのフォ

ー ドバ ックは必ず しも必須ではない
。それ らの評価をもとに、次年度への反映が行われ る。

　教員評価制度 については網羅的な表 はあま り存在 しないため、報告者が調査 した範囲の

制度に関す る別表 として添付す る （別表）。

（２）　 指導力不足教員に関わ る状況23

　 「指導力不足教員」認定制度 とは、各教育委員会の定義によって指導力不足 とされた教

員 を 「指導力不足教員」 と認定 し、特別研修を行った上で 「現場復帰」「再研修」「免職お

よび採用」 「分限処分」 に振 り分ける制度である。

　現在 「指導力不足教員」認定制度は、平成19年 に政令指定都市 となった新潟市および

浜松市を除 く62の 都道府県 ・指定都市の教育委員会において制度化 されてい る （平成19

年 ４月 １日時点）。新潟市お よび浜松市は、平成19年 度 中に整備 を行 うとしている。その

制度内容は判定基準の有無、研修期間の長短 、判定委員会の構成員、「指導力不足教員」定

義の文言などにおいて詳細は多様である。しか しおお よそ以下のよ うなことが指摘できる。

　各教育委員会 は、おおむね次のよ うな 「指導力不足教員」認定のシステムを作 り上げて

い る。まず、「指導力不足教員」を認定する。認定の際には、すべての教育委員会において

「指導力不足教員」の認定を行 う委員会や審議会を設置す る。認定を受 けた教員 には、抱

える問題 に応 じた特別な研修 がな され る。研修は期間を区切って行われ、一定の期間が経

過後、その後の処遇 を決定す る審査が行われる。処遇 は 「現場復帰」 「再研修」 「免職 ＋採

用」 「分限処分」の ４つ に分かれ る。

　各教育委員会の定義 を見比べ ると、以下の ５つの傾 向が見 られた。第 １に、「専門性 の欠

如」は、制度 を導入 した全ての教育委員会の定義の中に入っている。第 ２に、「人間性 の欠

如」を定義に含めている教育委員会のグループがある。第 ３に、「社会性の欠如」について

も、定義に含めている教育委員会のグループが ある。第 ４に、「疾病」については、 「疾病

等 （精神疾患を含む）を理由 とす る指導力の低下」を指導力不足教員の定義 に明記 してい

る教育委員会のグループ と、「疾病等 を原因 とするものは除 く」と定義に明記 してい る地方

自治体のグループがある。「疾病等を原因とす る指導力の低下」を定義に含む と明記 してい

る教育委員会は福島県、大阪府、高知県、大分県、宮崎県、島根県、北九州市、広島市、
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堺市の ８教育委員会である。地方公務員法第28条 ２項 「心身の故障のため、職務 の遂行

に支障があ り、又はこれに堪えない場合」に該 当す る場合には 「その意に反 して、これを

降任 し、又は免職することができる」、すなわち分限処分が行 えるとしている。 これでは、

心身の故障のために職務 の遂行に支障がある教員を どち らの制度で も処分できることとな

って しま うが、 この点 について文科省は166回 国会において 「確認 を致 しま した ところ、

いずれ も、まずその教員 の指導が不適切な状態 について、その原因に関係 なくまず幅広 く

対象 とす ると。 その上で認定の過程 の中で精神疾患等が疑われ る場合 は医師の診断を受け

させ、精神性疾患が明 らかになった場合には、その教員 は指導改善研修の対象 とす るので

はなく、医療的措置を講 じることとしているとの ことでござい ました。すなわち、この場

合、例 えば地方公務員法の第28条 第 ２項に基づ く分限休職処分 といったよ うなことにな

ることが考え られ るわけでございます」 と弁解 してお り、分限処分 と 「指導力不足教員」

認定制度 との整合性が保 たれている。第 ５に、「人事上の措置が必要」とい うことに言及 し

ているグループがある。

　 その他 として、「指導力不足教員」の定義に 「適格性」の文言 を入れ ているのは大阪府 、

鳥取県、香川県、高知県、大阪市、堺市、広島市の ７教育委員会である。

（３）　 優秀教員の表彰に関わる状況24

図1

出典：文部科学省HPより報告者作成

　優秀教員表彰の取 り組 み

は、47都 道府県教育委員会

及び17指 定都市教育委員

会の うち、平成19年 ４月 １

日時点で50教 育委員会で

ある。平成17年 度よ り ４

増えている。うち、12教 育

委員会が給与上の措置 を設

け、８教育委員会が給与上

の措置以外の措置を設 けて

いる。なお、整備予定の教

育委員会は10（ 青森県、山

形県、長野県、静岡市、愛

知県、島根県、福岡県、 さ

いたま市 、千葉市、新潟市）

あ り、未定で ある教育委員会は ４ （秋田県、新潟県、山梨県、浜松市）である。優秀教員

の表彰の呼称 については各教育委員会でば らつきがあり、表彰に伴 う給与上の優遇措置 と

して最 も多いのが特別昇給 （９自治体）であ り、ついで勤勉手当 （４自治体）であった25。

表彰人数についてはば らつ きがあ り、最低人数の０人の 自治体 ３つ （岐阜県、三重県、鹿

児島県）あ り、最高人数 は京都市の555人 。人数を提示 していない教育委員会を欠損値 とし

て省いて作成 した度数分布表が図 １である （Ｎ＝49）。 これ をみてもわかる とお り、京都市

の表彰者数は軍を抜いて多い もの となってい る。全体の傾向 としては、50人 以下の県がほ
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とん どであると言える。

　優秀教員の表彰の呼称は さま ざまであ り、「優秀教職員表彰」「優秀教員表彰」「教育関係

功労者賞」等ある。

　また、グループ表象が14教 育委員会に上っている。現職教員へのインタビュー調査 に

よ り、教員 自身は 「どうしてあの教員が表彰 され るのかわか らない」 とい うように、優秀

教員 の表彰の妥当性について必ず しも納得 しているわけではない。その背後には教育効果

は個人の功績 によってのみな りたつのではなく、教員グループの協同によって成 り立つ と

い う意識 があ ると思われ る。 グループ表彰はそのよ うな教員の意識に配慮 した といえる。

（表 １）CiNii（論 文 検 索情 報ナ ビゲー タ）による検 索結 果

出典 ：CiNii検索結果より筆者作成

おわ りに

　まず、第 １章の傾向について

述べる。第 １節か ら第 ３節まで

の先行研 究か ら指摘で きるのが、

教員評価に関す る先行研究の層

の厚 さと、「指導力不足教員」認

定制度及び優秀教員評価制度 に

関す る先行研究の偏 り及び層 の

薄 さである （表 １）。その要因の

一つ として
、まず他 の学問領域

及び外国での研究の蓄積が挙 げ

られ る。教員評価や人事考課は、

先行研究でも指摘があったよう

に企業の業績主義 を参考 として

いる。そのた め経営学等においてすでにある程度の研究の蓄積や体系化がなされてお り、

したがって教員評価 を研究す る際の視座を比較的容易に得 ることができる。 しか し、特に

指導力不足教員制度 のよ うな制度 は他の学問領域ではあま り研究 されていない。 したがっ

て先行研究は喫緊の対応策 ・防止策 ・原因究明こそ近年多 くな されているものの、研究の

体系化 においては比較的立ち遅れているのである。その他の要因 として、制度の性質 も挙

げ られよ う。教員評価 は比較的肯定的な印象を持たれるのに対 し、「指導力不足教員」認定

制度はその歴史的経緯 もあって 「教員の排除」 とい う否定的印象をもたれがちである し、

優秀教員評価制度 は教員の横並び意識 とい う背景 もあって積極的意味付 けがあま りな され

ず、制度導入 自体が遅れている。 したがって事例の蓄積の差が生 じていると考え られ る。

　第 ２章 に関 しては、細部 には違いがみ られたものの どの制度 でも多 くの共通点が見 られ

た。 これ に関 しては、伊藤修一郎の動的相互依存モデル26を使用 して説 明できる可能性 が

ある。確かに、制度導入に際 して各教育委員会 にて組織 された検討委員会は、ほぼ先行 自

治体の事例を参考 として資料 に している。 これに よって、各 自治体の制度は、細部では違

いがあるものの、大筋で似通ってい るものになるのであろう。
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資 料 編

※資料編 では、教員 の質向上 に関連す る調 査 ・統計資料 等 を収録 した。 ま た、

「Ⅲ．教員研修 ・指導力班研究会報告」 の早坂文部科学省 教職 員課 課長補佐

の報告 資料 （P226～）の 中で、教員研 修 に関連す る審議 会答 申の抜粋 な ども掲

載 され てい るので、併せ て ご参照 されたい。
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　１０．社会体験研修実施状況調査結果 について　 （410）

＜公立学校教職 員の人事行政 関係＞

　１１．指導 が不適切 な教 員の人事 管理 に関す る取組等 につ いて　 （411）

　１２．優 秀教 員表彰の取組について　 （429）

　１３．民間人校長お よび民間人教頭の任用状況について　 （431）

　１４．公立学校教員の公募制 ・ＦＡ制等の取組について　 （441）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※ いずれ も文部科学省ま とめ
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3. 平成17年 度取得方法別の免許状授与件数
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4．　 　 特別免許状の授 与件 数
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5． 平成19年 度公立学校教員採用選考試験の実施状況について （概要）

　本調査は，平成18年 度に各都道府県 ・指定都市教育委員会 （以下 「県市」 とい う）において実

施 された平成19年 度公立学校教員採用選考試験 （以下 「平成19年 度選考」 とい う）の実施状況に

ついて，その概要を取 りまとめたものである。

1　 受験者数について

（1）平成19年 度 選考 にお ける受験者数 の状況

　　 受験者総数 は，165,251人 であ り,前 年 度比で3,808人 （2．4％）の 増加 となってい る。

（2）受 験者数 の推移

　　 過去10年 間 の推 移は ，平成11年 度選 考で減少 した こ とを除 き、平 成10年 度選考 か ら増加 が

　続 き、平成18年 度選考 で再 び減少 に転 じたが、平成19年 度選考 で再び増加 に転 じた。

2　 採用者数について

（1）平成19年 度 選考 にお ける採用者数 の状 況

　　採用者 総数 は，22,647人 で あ り，前年度 比で110人 （0．5％）の増加 とな って い る。 中学校 ・

養護 教諭 が増加 している。

（2）採 用者数 の推移

　　過 去10年 間の推移 は，平成10年 度選考以 降減 少が続 き，平成13年 度選 考か ら増加 に転 じて

　 い る。

3　 競争率 （倍 率）につ いて

（1）平成19年 度選考 にお ける競争 率 （倍率）の状況

　　競争率 （倍率）は,全 体で7．3倍 であ り，前年度 比0．1ポイ ン ト上昇 となってい る。

（2）競争率 （倍 率）の推移

　　過去10年 間の推移 は，平成10年 度選考 か ら年 々上昇 し，平成12年 度 選考で最 も高 い競争率 （倍

　率）となったが，そ の後，緩和 の傾 向にあ る。

＊下段 （ ）内の数値 は，平成18年 度のものである。　 栄養教諭は平成19年 度 よ り調査対象。
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６ ． 平成 ２０年度公立学校教員採用選考試験の実施方法について （概要）

　本調査は，平成19年 度 に全64都 道府県 ・指定都市教育委員会 （以下 「県市」 とい う。） において実施

された平成20年 度公立学校教員採用選 考試験の実施方法 について，その概要を取 りま とめたものであ

る。

　各県市においては，従来か ら採用選考方法の工夫 ・改善について様々な取組がな されてきたが，平成2

0年 度公立学校教員採用選 考試験において も，得意分野 を持つ個性豊かで多様な人材 を幅広 く確保す る

た め，選考方法の多様化，選考尺度 の多元化等につ いて積極的な取組が一層 なされ てい ることが うかが

える。その主な取組は以 下の とお り。

１　 実技試験

　小学校の受験者に対 しては,ほ ぼ全ての県市で何 らかの実技試験が行 われている。中 ・高等学校

の受験者 に対 しても，実技に重点が置かれ る教科 を中心に，ほぼ全ての県市で何 らかの実技試験が

行われ ている。

（単位 ：県市数）

２　 面接試験

　　面接試験 は従来か ら広 く実施 されてお り,本 年度 も全県市で実施 されている。各県市 とも，教員

　としてふ さわ しい資質や使命感 ，意欲 ，適性等 を的確 に評価す るため，面接 の回数 ，時間，方法，

　面接担 当者 の構成 などについて，様々に工夫 を凝 らしていることが うかがえる。

（単位 ：県市数）

３　 模擬授業 ・場面指導

　 模擬授業は，面接 における実施 も含め,52県 市で実施 されている。

　　また，場面指導は30県 市で，指導案作成 は18県 市で導入 している。

４　社会人経験等

　　民間企業経験や教職経験等の様々な社会人経験について積極的に評価 し，多様なバ ックグラウン

ドを持った優れた人材を確保するため，受験年齢制限の緩和や特定の資格や経歴を持つことによる試

験免除 社会人を対象とした特別選考等を実施 している例がある。

（単位 ：県市数）〈特別選考の実施状況〉
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初任者研修実施状況調査結果 （平成18年 度）について

　本調査 は,平 成18年 度の各教育委員会 にお ける 「初任者研修」 の実施状況について，47都 道府

県，15指 定都市，37中 核市教育委員会 （以下 「県市｣と い う。） を対象に調 査 し,取 りま とめた も

のである。

【初任者研修の概要】

趣　 旨 ：新規採用 され た教員 に対 して,採 用の日 か ら1年 間，学級や 教科 ・科 目を担 当しな

が ら，教諭の職務の遂行 に必要な事項 に関す る実践的 な研修 を行 う

対象者 ：公立の小学校等の教論等の うち，新規 に採用 され た者

実施者 ：各都道府県，指定都市， 中核市教育委員会

根拠法 ：教育公務員特例法第23条

実施 内容例 ：

　 （校内研修）週10時 間以上，年 間300時 間以上，拠点校指 導教員及 び指導教員 を中心に，

主 と して教員に必要な素養 等 に関す る指導や授業方法等に関す る研 修 を実施

（校外研修）年間25日 以上，教育セ ンター等での講義 ・演習や企業等での体験研 修 を実施

実施方法 ：「拠 点校方式」 （平成15年 度 よ り導入）及び｢従 来 方式」 で実施

※ 「拠点校 方式」及び 「従来方 式」

「拠点校 方式 （小 ・中 ・特 （小 ・中））」

　 ・初任者研修 に専念す る教員 として初任者4人 当た り1人 の拠点校指導教員 を配置

　 ・校内にコーデ ィネーター役の校内指導教員 を置き,教 科指導,生 徒指導,学 級経営等,必 要な研修

　　分野を初任者配置校の全教員で分担 して指導
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「従 来 方 式 （小 ・中 ・特 （小 ・中 ） の1割 （へ き地 校 等 ），高 等 学校・ 特 （高 ））」

・初任者1人 ない しは2人 当た り1人 の指導 教員 を配 置

【調 査 結 果 の 概 要 】

1　 研 修 対 象 者 につ い て （調 査 結 果 １， ２）

　 初 任 者 研 修 対 象 者 は，20,442名 （小 学 校11,694名 ， 中 学校4,804名 ， 高 等 学校2,410名 ， 特 殊 教

育諸 学校1,533名 ， 中等 教 育 学 校1名 ） で あ る。

　 この うち ，拠 点 校 方 式 で研 修 を受 け た者 は ，13,043名 （63.8％ ）で ，従 来 方 式 で 受 けた 者 は ，7,399

名 （36.2％ ） とな っ て い る 〔図A〕 。

　 ま た ，約 半数 （51.6％ ） の 県 市 に お い て,初 任 者 の配 置 を人 事 担 当部 署 の み で 行 って い る。 配 置

す る際 の 留 意 点 は,「 教 科 のバ ラ ン ス を配 慮 」 （82.3％ ） が 最 も高 く， 次 い で 「学 校 規 模 を考 慮 」，

「年 齢 ．男 女 等 職 員 構 成 を考 慮 」， 「初 任 者 の 受 け入 れ が 数 年 連 続 して も， 初 任 者 を 育 て る 力 の あ

る学 校 に配 置 」 とな っ て い る。

２　 指 導 者 に つ い て （調 査 結 果 ３, ４）

　 拠 点 校 指 導 教 員 は ， 全 国 に3,307名 お り， そ の うち， 2,522名 が21年 以 上 の 教 職 経 験 を持 ち （再

任 用 者 を 除 く）， 教 員 と して の 経 験 が 長 く，指 導 力 が あ る者 を選 考 して い る こ とが うか が え る。 ま

た9再 任 用者 は 昨年 の約1.4倍 （18年 度216名 ，17年 度154名 ） とな っ て お り， 退職 者 の 活 用 が 図

られ て い る。

３　 研 修 内 容 に つ い て （調査 結 果 ５～ ９）

　 研 修 の シ ラバ ス （研 修 の 目標 ・内容 例 等 ） を作 成 して い る 県 市 は ， 77県 市 （78.6％） で ，都 道 府

県 で 示 して い る もの を 準 用 して い る市 を含 め る と82県 市 （83.7％ ） で あ る。

　 ま た ，シ ラバ ス に示 され て い る 内容 は ， 「研 修 項 目」が77県 市 （78.6％ ）で最 も 多 く，次 い で 「研

修 項 目 ご との 内容 例 」 が70県 市 （71.4％ ） とな っ てい る。 な お,身 に付 け た い 資 質 ， 指 導 力 等 の
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「研修項 目ごとの 目標」や 「目安 とな る研修 時間」については，昨年 よ り増加 して ５割 台 となって

いる 〔図Ｂ〕。

　校 内研修 につい ては， 「教科指 導」や 「生徒指 導 ・教育相談」， 「特別活動」 に関する項 目がほぼ

すべ ての県市 において取 り上 げ られ てお り，次いで 「学級経営 」や 「総合 的な学習 の時間」に関す

る内容 が取 り上げ られ ている。 校外研 修 につ いては， 「特別支援教育 」や 「教科 指導」， 「生徒指導

・教育相談」 に関す る内容 が ほぼすべての県市 において取り 上げ られてい る
。

　宿泊研修 の実施 日数 は， 3.9日 間 （中等教 育学校 は3.0日 間） となってお り，昨年度の4.2日 間か

ら減少 してい る。

4　 研修方法，評価 ，その他について （調査結果 １０～ １４）

　研修 の実施 に当た り，大学 ・大学院 と連携 してい るのは，33県 市 （33.7％）であ り,ま た民間組

織 の連携 については，29県 市 （29.6％） となってい る。今後 一層 の連携 が期待 され る。

　初任者研修の未受講者 につ いては,次 年度以 降に未受講相 当講座 を受講 させ る,受 講 を勧 めるを

あわせて38県 市 （38.8％） となってい る。

　研修 内容 ・方法 につ いての評 価 は，85県 市 （86.7％ ） が研修 教員 に対す るア ンケー トを実施す

るほか，74県 市 （75.5％ ） が実施協議会等 を開催す るな ど，各 自治体において， 次年 度以降 の研

修 の改善への取組がな されて いる。 また，約半数 の県市 が研修教員 に対す る評価 を実施 し,そ の結

果 をその後の指導や研修 へ活用 してい る。

　 また,初 任者研 修以前 に採用 予定者 を対象 と した研修 を実施 してい るのは，31県 市 （31.6％ ）

で ある。

　 なお ，具体 の調 査結果 につ いては，以下 の表 の とお りである。 （表の見出 し内の カ ッコ書 きは，

母数 を示す。なお，18年 度 に初任者研 修の対象者 がい ない県市 は含まない。）

―391―



図A拠 点校方式で研修を受けている教員め割合

図B　 研修のシラバスに示されている内容
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初任者研修実施状況調査結果 （平成18年 度）

1　 研修対象者数

※　研修対象者の配置人数別学校数

※　研修対象者の学級担任受け持ち者数

（初任者研修実施都道府県市数）

※初任者研修対象者がいない県市は除 く。
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２　 初任者研修対象者の人事配置

（1）初任者の配置における人事担当部署と指導担当部署との連携状況 （複数回答）

（2）初任者を配置する際の留意点 （複数回答）

（3）異動の基準となる経過年 （平均値）

－394－



３　拠点校方式における拠点校指導教員

（1）校種ごとの拠点校指導教員の内訳

（2）校種ごとの拠点校指導教員の教職経験年数等別の内訳

（3）拠点校指導教員の選考

① 選考の基準についての都道府県・指定都市教育委員会の方針 （複数回答）

② 授業の担当についての都道府県・指定都市教育委員会の方針 （複数回答）
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４　拠点校方式における校内指導教員

（1）校種ごとの校内指導教員の内訳

（2）校種ごとの校内指導教員の教職経験年数等別の内訳

（3）校内指導教員の選考

　選考の基準についての都道府県 ・指定都市教育委員会の方針 （複数回答）
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５　研修のシラバス （研修の目標・ 内容例等）の作成状況と実施状況の把握
（1）指導項目ごとのシラバス （研修の目標 ・内容例等）の作成

（2）シラバスに示されている内容 （複数回答）

（3）研修の状況把握の方法 （複数回答）

６　 校 内研修の平均時間数 （1週 あた り）及 び校外研修の平均 日数 （年間）
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７　 校 内研修の内容 （県市数）

○　校内研修の内容 として、実施要項等 に示 している項 目 （複数回答）

※　 「その他」の研修 内容の主な もの （各校種共通）

・事務処理、文書処理　　　 ・部活動　　　 ・学校図書館　　　 ・教職員の服務　　　 ・危機管理
・課題研究　　　 ・ＰＴＡ組織、活動　　　 ・防災教育　　　 ・個人情報管理　　　等
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8校 外研修の内容(県 市数)

○ 校外研修 の内容 として、実施要項等に示 している項 目(複 数回答)

※ 「その他」の研修内容の主な もの(各 校種共通)
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９　 校外研修における宿泊研修

校外研修における宿泊研修の日数及び宿泊施設 （複数回答）

※　 「その他」の宿泊施設の主なもの

・県市町村、企業、学校法人等の宿泊施設　　　　・野外活動センター　　　 ・宿坊
・農家等へのホームステイ　　等
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10大 学 ・大学院 との連携(連 携分野につ いて は,複 数回答)

11民 間組織等との連携(連 携分野については,複 数回答)

12初 任者研修の未受講者への対応

※ 「その他」 の対応 の主 なもの
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13　 研修実施後 の評 価 （複数回答）

※　 「その他」の事後評価の主なもの

・拠点校指導教員、校内指導教員から意見聴取　　　等

14　初任者研修以前の事前研修
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８．10年 経験 者研 修実 施状 況 調査 結果 （平 成18年 度） につ いて

　本調査 は，平成18年 度 の各教育委員会 にお ける 「10年経験者研修 」の実施状況 について，47都

道府 県，15指 定都市，37中 核市教育委員会 （以下 「県市」 とい う。） を対象 に調査 し，取 りま とめ

た ものであ る。

【10年経験者研修の概要】

趣　旨 ：教諭等の個々の能力，適性等に応 じて，教諭等 としての資質の向上を図るために必

要な事項に関する研修を行 う

対象者 ：公立の小学校等の教諭等の うち，在職期間が10年 に達 した者

実施者 ：各都道府県，指定都市， 中核市教育委員会

根拠法 ：教育公務員特例法第24条

実施内容例 ：

　（長期休業期間中）年間20日 程度， 教育センター等で模擬授業や教材研究等を実施

　（課業期間中）年間20日 程度，主として学校内で研究授業や教材研究等を実施

【調査結果の概要】

1　 実施体 制について （調査結果 １， ２）

　平成18年 度 の10年 経験者研修 の対象者 の総数 は，14，672名 （幼稚園483名， 小学校5，157名，

中学校4，550名， 高等学校3，334名， 特殊教 育諸学校1，135名， 中等教育学校13名 ） であった。

　研修 日数 については， 小 ・中 ・高 ・特殊 教育諸学校 ・中等教育学校 の平均 は約36日 間で， 幼稚

園は約18日 間 となっている。

2　 研修 の内容・ 方法 につ いて （調査結果 ３， ７， ８， ９）

　 具体 的な研 修内容 としては， 「教科 指導」や 「生徒 指導 ・教育相談」，「特別支援教 育」が ほ とん

ど全て の県市 において，10年 経験者 に必要 な研修 内容 として取 り上 げ られてい る。

　 研修 の実施 に当た って， 大学 ・大学院 と連携 してい るのは，73県 市 （75.3％ ） で， 年々割合が

増加 している。連携 内容 は， 主 に， 大学 の開設す る講座等 を利用 した専門的研修 の活用や教育委員

会 の主催す る講座 への大学 か らの講師派遣 な どであ る。 また，43県 市 （44.3％ ） が民間組織 等 と

連携 してい る 〔図A〕 。

　 なお， 国 ・私 立学校教員 の10年 経験者研 修への協力 について は，54県 市 （55.7％）が， 希望に

応 じて研修 への参加 を受 け入れ ている。

３　 研修計画及び研修評価につ いて （調査結果 ４， ５， ６）

　 10年 経 験者研修 は， 実施 す るに当た って， 研修 を受け る者 の能力， 適性等について評価 を行い，

そ の結果 に基づ き， 研修計画書 を作成す るこ ととなっている。研修計画書 の作成 に当たっては，92

県市 （94.8％） が当該教諭 等 の 自己評価 を活用 している。

　 研修 実施後 の評価 につ いては，89県 市 （91.8％ ）が研 修教員 に対す る評価 を実施 し， その結 果

をその後の指導や研修 へ活 用 してい る。また， 研修内容の評価 について も，研修 教員 に対す るア ン

ケー トの ほか， 約 半数 の県市が学校長等か ら意見 を聴取 した り，実施 協議会等を開催 した りす るな

ど， 各 自治体において次年度以 降の研修 の改善へ の取組 がな され てい る 〔図B〕 。

　 なお， 具体 の調査結果 について は， 以下の表 の とお りであ る。 （表 の見 出 し内のカ ッコ書 きは，

母数 を示す。 なお，18年 度 に10年 経験者研修 の対象者 がいない県市 は含 まない。）
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図A大 学・大学院、民間組織等と連携している県市の割合

図B研 修実施後の評価に関する県市の割合
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10年経験者研修実施状況調査結果(平 成18年 度)

1研 修対象者数

(10年経験者研修実施都道府県市数)

※10年 経験者研修対象者がいない県市は除 く。

2研 修 日数(実 施要項等に示 している研修 日数の平均)

-405-



研修内容 〔校外研修〕　 （複数回答）

※　 「その他」の研修内容の主なもの
・社会体験　　　・各県市の教育課題と施策　　　・学校評価　　 ・危機管理　　 ・メンタルヘルス　　 ・教育法規
・教職員のキャリアデザイン　　　等
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４　 自己評価 の活用及び研修計画書の作 成方法 （作成方法については、複数回答）

※　　「その他」の作成方法の主なもの

・管理職 と研修対象者 との面接、確認、合意の下に作成する。
・計画書案を提出後、教育センターか ら助言を行い作成する。　　 等

５　 事前評価、研修計画書及び研修報告書の点検者 （県市数）

※　　「その他」の点検者の主なもの

・校長　　等

６　 研修 実施後の評価 （複数回答）

※　 「その他」の事後評価の主なもの

・大学や関係者から意見をいただ く。　　 等
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７　 大 学 ・大 学院 との 連携 （連携分野については、複数回答）

※　　「その他」の連携分野の主なもの

・大学教員 との共同研究を実施

８　 民間組織等 との連携 （連携分野については、複数回答）

※　　「その他」の連携分野の主なもの

・社会体験研修の受け入れ

９　 国 ・私立学校教員に対する10年経験者研修への協力

※　主な協力内容

・希望に応 じて研修への参加を受け入れている。
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９．教職経験者研修実施状況調査結 果 （平成18年 度）につ いて

（調査年月 日 ：平成19年5月 　　 調査対象 ：47都 道府県 、15指 定都 市、37中 核 市）

１　 各経験年数段階における研修の実施状況 （1年 目と10年 目は法定研修のため、全県市で実施）

［学校種別実施状況］

※　教職2年 程度の研修 は、高知県において、180日 間の体験研修を義務付けていることか ら、他の教職研修よ り日数が増加 し
ている。　 （高知県を除いた場合、小 ・中学校及び特殊教育諸学校の平均 日数は3.0日 、高等学校の平均日数は3.8日 ）

※　平均 日数は、加重平均である。

［実施主体別実施状況］

２　大学 ・大学院等との連携状況 （複数回答）
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１０．社会体験研修実施状況調査結果について

１　 教職経験者研修における社会体験研修の実施状況 （平成18年 度）

○　 教員全体の うち・平成18年 度 に教職経験者研修 の中で社会体験研修 を受 けた者は、32,272名 お り、そ
のう ち、最 も多いのが初任者の16,466名 で、次いで10年 目程度の12 ,046名 となっている。 また、派遣先で
は、社会福祉施設等及び企業等が多い。

注）調 査 対象 は 、47都 道府 県 、15指 定都 市 、37中 核 市

２　 長 期社 会体 験研 修 （1か 月 以上 の社会 体験 研修 ）の 実施 状況

○　 平成18年 度に教職経験者研修等、研修の種類 にかかわ らず、概ね1か 月～1年 程度 の長期にわたって

民間企業等に派遣 された者は、全体で1,001名 となってお り、派遣先は、民間企業が最 も多 く （697名）、次
いで社会福祉施設が多 くなっている （122名）。
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１１．指導 が不 適切 な教 員の人事 管理 に関す る取組等 につ いて

Ⅰ　 調査の趣旨

　学校教育の成否 は、学校教育の直接の担い手である教員の資質能力に負 うところが大きいこ
とから、教員 として適格な人材を確保することは重要な課題である。 このよ うな中、児童生徒

との適切な関係を築 くことができないなど、指導が不適切な教員の存在は、児童生徒 に大きな

影響を与 えるのみな らず、保護者等の公立学校への信頼 を大きく損な うものである。

　 このため、都道府県 ・指定都市教育委員会 （以下、 「教育委員会」 とい う。）においては、

指導が不適切な教員に対 し継続的な指導 ・研修を行 う体制を整えるとともに、必要に応 じて免

職するなどの分限制度を的確に運用することが必要である。

　本調査は、各教育委員会におけるこのような指導が不適切な教員に対する人事管理システム
のより一層適切な運用を促進す るため、その取組状況について把握するとともに、併せて希望

降任制度及び条件附採用制度 の実施状況について とりまとめたものである。

Ⅱ　調 査対象 ・調査時点

　 ４７都道府県教育委員会及び １７指定都市教育委員会を対象 として、平成 １９年 ４月 １日現
在の状況について調査 した。

Ⅲ　調査結果の概要

１　 指導が不適切 な教員の認定者数等について

（１）指導 が不適切 な教 員の認定者 数 （表1-1、 図1）

平成 １８年度における指導が不適切な教員の認定者は４５０名であり、その内訳は次のとお り。

○認 定者 ４ ５０名 の状況は次 の とお り。

・学校種…… 小 学校 （50％）
、 中学 校 （26％）、高等 学校 （16％）、 中等教 育学校 （0％）、

　　 　　　 特別支援学 校 （8％）
・性別…… 男性 （71％）

、女性 （29％）
・年代 … …40代 （45％）、50代 （38％）、30代 （15％）、20代 （2％）

・在職年 数 …20年 以上 （60％）、10～20年 未満 （32％）、6～10年 未満 （4％）、5年 以 下 （4％）
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（２）指導が不適切な教員に関する人事管理システムの概要 （表1-2）

　平成 １９年度から指定都市になった新潟市 ・浜松市を除 く６２教育委員会の状況 は以下の

とお り。なお、新潟市 ・浜松市においては、 １９年度中に指導が不適切な教員に関する人事

管理 システムを整備す る予定。

①指導が不適切な教員の定義について

指導が不適切な教員の定義については、全ての教育委員会において定め られている。

②判定委員会の構成員について

　指導が不適切な教員を認定するための判定委員会については、全ての教育委員会が設けて

いる。その うち、 ２５教育委員会で、外部委員 として医師、弁護士、または有識者 と保護者

が構成員 となってお り、 ２７教育委員会で、医師、弁護士、または有識者が構成員 となって

いる。また、 ６教育委員会においては外部委員が構成員に含まれていない。 ４教育委員会に

ついては、構成員 を非公表 としている。

③判定基準について

　判定基準を設 けている教育委員会が ５５、今後、判定基準 を設ける予定の教育委員会が４、

未定の教育委員会が １となっている。なお、判定基準を設 ける予定がないとしている ２教育

委員会も、一定の期間をかけて詳細に教員の状況を把握するなど、慎重な手続 きを経て判断

を行 うこととしている。

④本人か らの意見聴取について

　指導が不適切 な教員の対象 となる教員本人からの意見聴取の手続きにっいては、全ての教

育委員会において設けられている。

⑤教員等への周知 について

　指導が不適切な教員に関す る人事管理システムについての校長や教員等に対する周知 につ

いては、 ６１教育委員会で行われている。行われていない1教 育委員会において も、手引き

を作成 し、全校長に配付予定である。

⑥研修期 間について

全ての教育委員会において基本的な研修期間は1年 以内に設定されている。

研修期間の上限については、次のとお り。 （ ）内は １７年度数値。
・１年間以内　　　　６教育委員会 （　８）

・２年間以内　　　 ２４教育委員会 （２３）

・３年間以内　　　 １１教育委員会 （１１）

・上限規定な し　　 ２１教育委員会 （１９）
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（参 考 ）

○指導が不適切な教員の認定者数等に係る推移

（単 位 ：人 ）

○認定された者の うち、現場復帰をした者の推移

（単 位 ：人 ）

○認定 された者の うち、退職等 した者の推移

（単 位 ：人 ）
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2 希 望降任制 度の状況 について （表2、 図2）

 平成 １４年度か ら１８年度における希望降任制度の実施状況の推移は次のとお りである。

 （単位 ：人）

※ その他は、部主事または主幹教諭相当の職から教諭への降任。

 平成 １８年度 に希望降任制度により降任 となった ８４名につい て、その主な理 由を調査
した ところ、一番 多 いのは、健康上 の問題 ４４名 （52％） であ り、続 いて職務 上 の問題 ２ ９

名 （35％）、 家庭 の事情 １０名 （12％）の順 となってお り、 その他1名 （1％） とな ってい る。

3 条件附 採用制度 の状況につ いて （表3）

  地方公務員 の採用 については条件附採用制度が とられてお り （地方公務員法第 ２２条）、一
般の地方公務員の条件附採用期間は通常6ヶ 月間であるが、児童生徒 の教育に直接携 わる教

諭 ・助教諭 ・講師については、その職務の専門性か ら6ヶ 月間での能力実証では不十分 とし

て・教育公務員特例法第 １２条に より条件附採用期間が1年 間 とされてお り、かつその間に

初任者研修 を受けることとなっている。

  平成 １８年度 （平成 １８年 ４月 １日から6月1日 ）に採用 された公立の小学校、中学校、
高等学校、 中等教育学校 、特別支援学校の教諭、助教諭、講師 （非常勤講師、臨時的任用職

員、期限を付 して任用 した職員を除 く。）の うち、 １年間の条件附採用期間を経て正式採用 と

な らなかった者 は、 ２９５名 となってお り、平成 １４年度か らの推移は次のとお りである。
また、 ３１教育委員会において、条件附採用期間中の教員 に対す る勤務評定と して、一般 の
勤務評定 とはその実施時期や評定方法等が異なる特別評定を実施 している。

（単位 ：人）

※ 平成17年 度の正式採用 とならなかった者の数については、訂正報告があったため、昨年度公表 した

  198名 を209名 に訂正 している。
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表1-1指 導が不適切な教員の認定及び措置等の状況(平 成18年 度)
(単位：人)
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図１　平成18年 度における指導が不適切な教員の認定者の状況

【学校種別】
《参考》
公立学校種別教員数構成比率

（平成18年 度学校基本調査より）

【性別 】
《参考》
公立学校性別教員数構成比率

（平成18年 度学校基本調査より）
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【年代別】

《参考》
公立学校教員年代別構成比率

(平成16年度学校教員統計調査報告書より)

【在職年数別】
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表２　希望降任制度について（平成１８年度）

-426-



図２　 希望降任の理由
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表 ３　条件附採用について 平成 １８年度（平成 １８年４月 １日～６月１日）に採用され た者 （単 位 ：人 ）

-428-



１２．優 秀教 員 表彰 の取 組 につ いて

Ⅰ　 調 査 の 趣 旨

　　優れた成果等を挙げた教員を表彰することは、教員評価の改善の一環として、教員の意欲を

高め、資質能力の向上に資するといった効果が期待される。

　　本調査は、都道府県 ・指定都市教育委員会における教職員人事の参考に資するよう、優秀教

員の表彰の取組状況をとりまとめたものである。

Ⅱ　 調 査 対 象 ・調 査 時 点

　　４７都道府県教育委員会及び １７指定都市教育委員会を対象として、平成 １９年４月 １目現

在の取組状況について調査を実施 した。

Ⅲ 　 調 査 結 果 の 概 要

　　優秀教員表彰の取組を実施 しているのは、 ５０教育委員会 （４６）であり、その うち １２教

育委員会 （８）が給与上の措置 を設 け、８教育委員会 （７）が給与上の措置以外の措置 を設け

ている。 （括弧内は １７年度数値）

　○優秀教員表彰の取組 を実施 している教育委員会

※下線は、 １８年度か ら実施。なお、福岡市は平成 １９年度か ら制度運用開始。

○表彰に伴って給与上 の優遇措置 を行っている教育委員会

北海道 、岩 手 県、 宮城 県 、福 島県 、茨城 県、栃 木 県、群 馬県 、埼 玉 県、千葉 県 、東京都 、

神 奈川 県、 富 山県 、石 川 県 、福 井 県 、岐 阜県 、三重 県、滋賀県 、 京都府 、大阪府 、

兵 庫 県 、奈 良県、 和歌 山県、鳥 取 県、 岡山県 、広 島県、 山 口県 、徳 島県、香川 県 、

愛 媛 県、 高知 県、佐 賀 県 、長崎 県 、熊本 県、大 分県 、宮崎倶 、鹿 児 島県、沖縄 県 、

札 幌 市、仙 台 市、川 崎 市 、横 浜 市 、静岡市 、名 古屋 市、京都 市 、大 阪市、堺 市 、神 戸 市 、

広 島市 、北 九州 市 、 （福 岡市）

※下線は、18年 度か ら実施。なお、福岡市は平成19年 度か ら制度運用開始。

○表彰に伴って給与上の優遇措置を行っている教育委員会

岩 手県、宮城県、富山県、石川県、岐阜県、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、

佐賀県、熊本県

※下線 は、18年 度か ら実施

○表彰に伴って給与以外の優遇措置を行っている教育委員会

宮城 県、埼玉県、岐阜県、京都府、徳島県、香川県、長崎県、横浜市

※下線 は、18年 度 か ら実施
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優秀教員表彰の取組について（平成１８年度の実施状況）

※　被表彰者又 は被表彰団体のうち、「教職員」とは、教員以外の職種も表彰の対象に含む。

※　福岡市 は、平成１９年度から制度運用開始。
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１３．民間人校 長及 び 民間 人教頭 の任 用状 況 につ いて

Ⅰ　 調 査 の 趣 旨

　　 学校裁量の拡大に伴い、学校の自主性 ・自律性の確立が求められる中、校長及び こ

れを補佐す る教頭については、今後ますます有為な人材が求め られ る。具体的には、

教育に関する理解や識見を有 し、地域や学校の状況 ・課題を的確に把握 しつつ、 リ

ーダーシ ップを発揮 して、組織的 ・機動的な学校運営 を行 うことができる優れた人

材を確保す ることが重要 となる。

　　 このため、地域や学校の実情 に応 じ、学校の内外から幅広 く優秀な人材を登用す

ることができるよ う、中央教育審議会答 申 「今後の地方教育行政の在 り方についで」

（平成 １０年 ９月）を踏まえ、平成 １２年 ４月 １日より、校長 については、教員免

許状を持 ってお らず、学校教育法施行規則第 ８条に規定する 「教育に関す る職」に

就いた ことがない者の登用ができるようになった。また、平成 １８年 ４月 １日より、

教頭について も同様の資格要件 の緩和が行われた。

　　 本調査 は、都道府県 ・指定都市教育委員会における教職員人事の参考に資するよ

う、教員 出身でない者の校長 （以下、「民間人校長」 とい う。）及び教員出身でない

者の教頭 （以下、「民間人教頭」とい う。）の任用状況を とりまとめたものである。

Ⅱ　 調 査 対 象 ・調 査 時 点

　　 ４７都道府県教育委員会 （指定都市以外の域内市町村 を含む。）及び １７指定都

市教育委員会を対象 として、平成 １９年 ４月 １日現在の任用状況等について調査を

実施 した。

Ⅲ 　 調 査 結 果 の 概 要 （表 １ ～ ６）

　　 平成 １９年 ４月 １日現在、公立学校への民間人校長の任用者数は ４３都道府県市

で、 １０２名 （昨年比同） となっている。その うち８７名 （昨年比 ２名減）が民間

人等 （原則 として、教員免許 を持たず、「教育に関する職」に就いた経験がない者）

であ り、その他 （教員免許状を持 たないが、 「教育 に関する職」に １０年以上就 い

た経験がある者）が １５名 （昨年比 ２名増） となっている。

　　 また、平成 １９年４月 １日現在、公立学校への民間人教頭の任用者数は ９府県で、

２０名となっている。その うち5名 が民間人等であり、その他が １５名 となっている。
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表１　民間人校長の任用者数の推移 （各年度年４月１日時点）

（注）１．数字は各年度の４月１日時点における校長への任用者数である。

　　２．「民間人等」とは、原則として、教員免許状を持たず、「教育に関する職」に就いた経験がない者をいう。

　　３．「その他」とは、教員免許状を持たないが、「教育に関する職」に１０年以上就いた経験がある者をいう。
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表２　 都道府 県市 別の民間人校長数 （平成19年 ４月１日現在の任用者 ）
（単位 ：人 ）

※ （ ）内は１９年４月１日新親任用者で内数
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表４　民間人教頭の任用者数の推移 （各年度４月１日時点）

（注）１．数字は各年度の４月１日時点における教頭への任用者数である。

　　２．「民間人等」とは、原則として、教員免許状を持たず、「教育に関する職」に就いた経験がない者をいう。

　　３．「その他」とは、教員免許状を持たないが、「教育に関する職」に１０年以上就いた経験がある者をいう。
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表５　都道府県市別の民間人教頭数（平成１９年４月１日現在の任用者）

（単位 ：人 ）

※ （）は、平成19年 度新 規任 用者で内数
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１４．公 立 学 校 教 員 の 公 募 制 ・ＦＡ制 等 の取 組 につ い て

Ｉ　 調 査 の 趣 旨

　　 教職員 の人事異動について、適材適所の配置や教職員の資質向上の観点か ら、各教育委

員会において教員の公募制やＦＡ制などの様々な工夫が講 じられているところである。

　　 本調査は、都道府県 ・指定都市教育委員会における特色ある人事異動の取組 を推進する

ため、各教育委員会の取組状況についてとりまとめた ものである。

Ⅱ　 調 査 対 象 ・調 査 時 点

　　 ４７都道府県教育委員会及び １７指定都市教育委員会を対象 として、平成 １９年 ４月 １

日現在の状況について調査 した。

Ⅲ　 調 査 結 果 の 概 要

１　 公募制 の取組事例

　　　　「公募制」 とは、校長の教育理念や学校運営方針等に基づき、一定の教員を公募 して

配置するものである。これにより、校長がリーダーシップを発揮 し、特色ある学校づ く

りや学校運営の活性化を進めるとともに、教員の適材適所や意欲の向上を図るなどの効

果が期待 され る。

　　　 平成 １９年 ４月現在、公募制に取 り組んでいるのは、 ３１教育委員会である。 （平成

１８年 ４月 ：２５教育委員会）

２　 ＦＡ （フ リー ・エー ジ ェン ト）制の取組事例

　　　 「ＦＡ制」 とは、教員の情熱や意欲 を生か し、その能力の一層の発揮 を促すため、一

定の経験を有する教員が自ら専門性 ・得意分野をア ピール して転任先を募集するもので

ある。

　　　 平成 １９年 ４月現在、 ＦＡ制に取 り組んでいるのは、 ５教育委員会である。 （平成

１８年 ４月 ：５教育委員会）
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公募制 ・ＦＡ制等の取組事例について
○ 公 募 制
（校長の教育理念や学校運営方針等に基づき、一定の教員を公募して配置。）
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○ ＦＡ（フリー ・エ ー ジェン ト）制
（一定の経験を有する教員が自ら専門性・得意分野をアピールして転任先を募集。）

○ その他の取組
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教員の質の向上に関する調査研究
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